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地方における牛頭天王信仰の受容と展開の一考察

1

は
じ
め
に

　
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）、
京
の
祇
園
社
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
「
四
ヵ
保
」
と
称
さ
れ
る
領
地
が
寄
進
さ
れ
た1
。
こ
の
う
ち
の
備
後

国
小
童
保
は
、
毎
年
正
月
か
ら
六
月
の
各
月
上
旬
（
計
六
〇
日
）
の
日
別
神
供
の
備
進
に
加
え
て
、
他
の
社
領
同
様
に
恒
例
・
臨
時
問

わ
ず
諸
々
の
社
役
を
負
担
し
、
社
殿
や
宝
塔
の
維
持
を
財
政
的
に
支
え
た2
。
ま
さ
に
祇
園
社
に
お
け
る
財
政
基
盤
の
中
枢
を
な
す
社
領

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
小
童
地
区
（
広
島
県
三
次
市
甲
奴
町
小
童
）
に
位
置
す
る
の
が
、
旧
・
小
童
祇
園
社
（
ま
た
は
小
童
牛
頭
天
王
社
）
こ
と
須
佐

神
社
で
あ
る3
。
沼
名
前
神
社
（
福
山
市
鞆
町
後
地
）、素
盞
嗚
神
社
（
福
山
市
新
市
町
戸
手
）
と
共
に
「
備
後
三
祇
園
」
の
一
社
で
あ
り
、

現
在
で
も
「
小
童
の
祇
園
さ
ん
」
の
通
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
小
童
祇
園
社
／
須
佐
神
社
に
は
、
そ
の
由
緒
・
由
来
を

語
る
縁
起
が
二
本
残
さ
れ
て
い
る4
。
中
で
も
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
五
月
一
五
日
の
奥
書
が
残
る
縁
起
│
│
通
称
『
須
佐
神
社
縁
起
』

地
方
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
受
容
と
展
開
の
一
考
察

　
　
　
│
│
『
須
佐
神
社
縁
起
』
の
読
解
を
通
し
て
│
│

鈴
木　

耕
太
郎
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（
以
下
、『
須
佐
縁
起
』）
は
、
一
地
方
社
の
縁
起
な
が
ら
、
非
常
に
壮
大
な
物
語
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
と
い

え
る
。
そ
の
物
語
の
中
核
を
担
う
の
は
、
当
社
の
旧
祭
神
に
し
て
、
京
の
祇
園
社
祭
神
で
も
あ
っ
た
牛
頭
天
王
に
関
連
す
る
「
蘇
民
将

来
譚
」
で
あ
る
。

　
祇
園
社
祭
神
と
蘇
民
将
来
譚
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
改
め
て
整
理
す
る
こ
と
と
し
て
、
着
目
す
べ
き
は
『
須
佐
縁
起
』
の

蘇
民
将
来
譚
が
ほ
か
に
例
を
見
な
い
独
特
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、こ
の『
須
佐
縁
起
』は
一
読
す
る
と
、所
々

に
意
味
の
通
じ
な
い
箇
所
や
前
後
の
接
続
関
係
が
不
明
瞭
な
点
が
多
々
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
た
め
、本
縁
起
の
独
特
な
構
成
も
、

中
世
の
縁
起
類
に
縷
々
見
ら
れ
る
単
な
る
混
乱
と
片
付
け
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
一
見
、
混
乱
や
矛
盾
と

評
せ
る
よ
う
な
箇
所
に
こ
そ
、中
世
独
自
の
知
の
あ
り
方
が
集
積
し
て
い
る
と
唱
え
た
の
が
、伊
藤
正
義
の
「
中
世
日
本
紀
」
で
あ
り
、

山
本
ひ
ろ
子
の
「
中
世
神
話
」
と
い
う
概
念
だ
っ
た5
。
本
稿
も
ま
た
、「
中
世
神
話
」
の
視
座
か
ら
『
須
佐
縁
起
』
を
積
極
的
に
読
み

解
く
こ
と
で
、
こ
の
独
自
の
構
成
に
よ
っ
て
縁
起
作
成
者
は
何
を
明
示
し
た
か
っ
た
の
か
に
迫
る
こ
と
と
し
た
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

こ
う
し
た
縁
起
の
特
徴
か
ら
小
童
祇
園
社
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
あ
り
方
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
地
方
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
山
本
に
よ
る
奥
三
河
の
『
牛
頭
天
王
島
渡
り
祭
文
』
に
関
す
る
詳
細
な
論

稿6
、
お
よ
び
地
域
不
詳
な
が
ら
歳
神
信
仰
と
牛
頭
天
王
信
仰
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』
に
関
す
る
拙
稿
な
ど
が
あ

る7
。
し
か
し
、
牛
頭
天
王
信
仰
が
日
本
各
地
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
比
し
て
考
え
る
と
、
未
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
こ
の
『
須
佐
縁
起
』
の
読
解
お
よ
び
考
察
は
、
そ
う
し
た
地
方
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
も

極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　
こ
れ
ま
で
こ
の
縁
起
に
関
し
て
は
、
早
く
に
押
部
佳
周
が
そ
の
存
在
に
つ
い
て
触
れ8
、
次
い
で
竹
本
宏
夫
が
翻
刻
し
、
簡
単
な
紹
介

を
行
っ
た
も
の
の9
、
そ
の
後
は
松
本
隆
信
が
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
一
本
と
し
て
そ
の
特
徴
を
紹
介
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず10
、
詳
細
な
考
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察
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
『
須
佐
縁
起
』
の
読
解
を
通
し
て
、
地
方
に
お
け
る
牛
頭
天

王
信
仰
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
牛
頭
天
王
信
仰
に
対
す
る
受
容
と
展
開
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
蘇
民
将
来
譚
と
牛
頭
天
王
信
仰

　
さ
て
、『
須
佐
縁
起
』
の
内
容
を
読
解
す
る
前
に
、
そ
の
内
容
の
中
核
を
占
め
る
蘇
民
将
来
譚
と
京
の
祇
園
社
・
小
童
祇
園
社
の
祭

神
で
あ
っ
た
牛
頭
天
王
と
の
関
連
性
を
改
め
て
整
理
し
て
お
こ
う11
。

　
従
来
、「
牛
頭
天
王
」
な
る
信
仰
対
象
の
名
が
初
め
て
確
認
で
き
る
の
は
、平
安
末
期
成
立
の
『
本
朝
世
紀
』
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）

三
月
二
九
日
条
所
引
の
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）
一
〇
月
一
四
日
記
事
と
考
え
ら
れ
て
き
た12
。
し
か
し
、
井
上
一
捻
が
明
ら
か
に
し
て

い
る
よ
う
に13
、
承
徳
元
年
（
一
○
九
七
）
に
仁
和
寺
僧
・
済
退
が
著
わ
し
た
『
般
若
心
經
祕
鍵
開
門
訣
』
中
巻
に
は
「
又
仏
説
薬
師
如

来
牛
頭
天
王
経
〈
羅
什
訳
〉
其
経
云
、
牛
頭
天
王
竪
知
三
世
事
、
横
見
十
法
界
」
と
あ
っ
て
、「
仏
説
薬
師
如
来
牛
頭
天
王
経
」
な
る

経
典
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た14
。
現
在
、
こ
の
経
典
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
井
上
も
指
摘
す
る
よ
う
に
羅
什
訳
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
本
朝
で
作
成
さ
れ
た
偽
経
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う15
。

　
た
だ
、
牛
頭
天
王
と
祇
園
社
と
の
結
び
つ
き
を
直
接
示
す
史
料
と
し
て
は
、
先
の
『
本
朝
世
紀
』
が
初
出
と
な
る
。
な
お
、「
牛
頭

天
王
」
と
は
明
示
し
て
い
な
い
ま
で
も
、
祇
園
社
祭
神
が
牛
頭
天
王
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
言
説
は
、『
中
外
抄
』
久

安
三
年
（
一
一
四
七
）
七
月
一
九
日
条
に
も
見
ら
れ
る16
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
料
上
で
は
平
安
末
期
で
あ
る
久
安
年
間
に
は
牛
頭
天
王

が
祇
園
社
祭
神
で
あ
る
と
の
認
識
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い17
。

　
一
方
、
蘇
民
将
来
譚
の
初
出
は
、
鎌
倉
中
期
に
卜
部
兼
方
が
編
纂
し
た
『
釈
日
本
紀
』
と
な
る
。
こ
の
『
釈
日
本
紀
』
は
、
兼
方
の
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父
・
兼
文
が
一
条
家
の
始
祖
に
あ
た
る
一
条
実
経
、
そ
の
息
子
で
時
の
摂
政
で
あ
っ
た
家
経
ら
に
対
し
て
行
っ
た
『
日
本
書
紀
』
の
講

義
を
基
と
し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
蘇
民
将
来
譚
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
第
七
段
一
書
第
三
の
「
素
戔
嗚
尊
、
青
草
を
結
束
ね
て

笠
蓑
と
し
て
、
宿
を
衆
神
に
乞
ふ
」、
す
な
わ
ち
、
天
か
ら
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
が
「
底
根
之
国
」
へ
と
祓
わ
れ
た
直
後

の
場
面
に
対
す
る
兼
文
の
注
釈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
該
当
部
を
示
す18
。

・
素
戔
嗚
尊
乞
宿
於
衆
神

備
後
の
国
風
土
記
に
曰
ふ
。
疫
隅
の
国
つ
社
。
昔
、
北
の
海
に
坐
し
し
武
塔
の
神
、
南
の
海
な
る
神
の
女
子
を
結
婚
に
坐
す
に
日

暮
れ
ぬ
。
そ
の
所
に
蘇
民
将
来
、
二
人
あ
り
き
。
兄
の
蘇
民
将
来
は
甚
貧
窮
し
。
弟
の
将
来
は
富
み
饒
ひ
て
屋
倉
一
百
あ
り
き
。

こ
こ
に
塔
の
神
、
宿
処
を
借
り
た
ま
ふ
に
惜
み
て
借
さ
ず
。
兄
の
蘇
民
将
来
は
借
し
奉
り
き
。
即
ち
粟
柄
を
以
ち
て
座
と
し
粟
飯

ら
を
以
ち
て
饗
へ
奉
り
き
。
こ
こ
に
畢
り
て
出
で
坐
し
し
後
に
、
年
を
経
て
八
柱
の
子
を
率
て
還
り
来
て
詔
り
た
ま
は
く
、
我
、

将
来
が
為
報
答
い
む
。
汝
が
子
孫
其
が
家
に
在
り
や
、
と
問
は
せ
給
ふ
。
蘇
民
将
来
、
答
え
て
申
さ
く
、
己
が
女
子
と
斯
が
婦
と

侍
る
、と
申
す
。
即
ち
詔
り
た
ま
は
く
、茅
の
輪
を
以
ち
て
腰
の
上
に
着
け
し
め
よ
、と
の
り
た
ま
ふ
。
詔
の
随
に
着
け
し
む
る
に
、

即
夜
に
蘇
民
将
来
の
女
子
一
人
を
置
き
て
、
皆
悉
殺
し
滅
し
て
き
。
即
ち
詔
り
た
ま
は
く
、
吾
は
速
須
佐
雄
の
神
そ
。
後
の
世
に

疫
気
あ
ら
ば
、
汝
、
蘇
民
将
来
の
子
孫
と
云
ひ
て
、
茅
の
輪
を
以
ち
て
腰
に
着
け
て
在
る
人
は
免
れ
な
む
、
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。

　
右
の
文
章
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

０
・『
備
後
国
風
土
記
』
に
は
、
疫
隅
国
社
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

１
・
北
海
に
住
む
武
塔
神
が
南
海
神
の
女
子
を
娶
ろ
う
と
妻
問
い
の
旅
へ
と
出
か
け
る
。
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２
・
そ
の
道
中
で
日
が
暮
れ
て
き
た
の
で
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
二
人
の
蘇
民
将
来
と
名
乗
る
兄
弟
に
宿
を
借
り
よ
う
と
す
る
。

３
・
ま
ず
、
富
者
で
あ
る
弟
の
将
来
に
宿
を
求
め
た
が
、
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

４
・
次
に
、
貧
者
で
あ
る
兄
の
蘇
民
将
来
に
宿
を
求
め
る
と
、
粟
柄
で
席
を
作
り
、
粟
飯
で
饗
応
し
た
。

５
・
蘇
民
将
来
宅
を
出
立
し
て
数
年
の
後
、
武
塔
神
は
八
柱
の
御
子
を
引
き
連
れ
、
蘇
民
将
来
宅
へ
と
再
訪
し
て
き
た
。

６
・
そ
の
上
で
、
蘇
民
将
来
に
報
い
た
い
と
言
い
、
宿
を
貸
さ
な
か
っ
た
将
来
（
弟
）
の
家
に
蘇
民
将
来
の
家
族
は
い
る
の
か
と
聞
く
。

蘇
民
将
来
は
自
分
の
妻
と
娘
が
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。

７
・
武
塔
神
は
蘇
民
将
来
に
そ
の
家
族
に
茅
輪
を
腰
の
上
に
つ
け
さ
せ
よ
、
と
伝
え
、
蘇
民
は
従
う
。

８
・
そ
の
夜
、
蘇
民
の
娘
一
人
が
生
き
残
り
、
他
は
武
塔
神
に
よ
り
殺
さ
れ
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

９
・
武
塔
神
は
娘
に
、「
私
は
速
須
佐
雄
能
神
で
あ
る
。
後
の
世
で
疫
病
が
流
行
し
た
と
き
、
お
前
は
蘇
民
将
来
の
子
孫
と
言
っ
て
腰

の
上
に
茅
輪
を
つ
け
れ
ば
そ
の
人
は
疫
病
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
伝
え
た
。

　
こ
の
『
備
後
国
風
土
記
』（
現
在
は
散
逸
）19

に
収
載
さ
れ
て
い
た
「
疫
隅
国
社
」
の
縁
起
と
考
え
ら
れ
る
文
章
こ
そ
、
現
状
確
認
で

き
る
蘇
民
将
来
譚
の
初
出
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
疫
隅
国
社
」
縁
起
で
は
牛
頭
天
王
は
登
場
せ
ず
、
武
塔
神
＝

ス
サ
ノ
ヲ
と
な
っ
て
い
る
点
だ
。
実
は
こ
の
「
疫
隅
国
社
」
縁
起
に
続
い
て
、
兼
文
が
自
説
を
展
開
し
、
実
経
と
や
り
取
り
が
続
い
て

い
る20
。先

師
申
し
て
云
く
、
此
れ
則
ち
祇
園
社
の
本
縁
な
り
。

大
、
仰
せ
て
云
く
、
祇
園
社
の
三
所
は
何
の
神
か
。

先
師
、
申
し
て
云
く
、
此
く
の
如
き
国
記
は
、
武
塔
天
神
は
素
戔
嗚
尊
な
り
。
少
将
井
は
本
御
前
と
号
く
。
奇
稻
稲
田
姫
か
。
南
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海
神
の
女
子
は
今
御
前
か
。

重
ね
て
問
ひ
て
云
く
、
祇
園
と
号
す
は
異
国
の
神
に
然
ら
ざ
る
か
。

先
師
申
し
て
云
く
、素
戔
嗚
尊
、初
め
新
羅
に
到
り
て
日
本
に
帰
る
の
趣
き
、当
記
に
見
ゆ
。
之
に
就
ひ
て
異
国
の
神
の
説
有
る
か
。

祇
園
の
行
疫
神
と
為
す
。
武
塔
天
神
の
御
名
は
、世
の
知
る
所
な
り
。
而
る
に『「
吾
は
速
須
佐
雄
能
神
そ
。」』と
云
々
。
素
戔
嗚
尊
、

亦
の
名
を
速
素
戔
嗚
尊
神
な
り
。
素
戔
嗚
尊
の
由
、
此
の
紀
に
見
ゆ
。
仰
ぎ
て
信
取
る
べ
き
者
な
り
。
御
霊
会
の
時
、
四
条
京
極

に
於
い
て
粟
御
飯
を
奉
る
の
由
、
伝
承
す
。
是
れ
蘇
民
将
来
の
因
縁
な
り
。
又
、
祇
園
の
神
殿
の
下
に
龍
宮
に
通
ず
る
穴
有
る
の

由
、
古
来
よ
り
申
し
伝
わ
る
。
北
海
の
神
、
南
海
の
神
の
女
子
に
通
ふ
の
儀
、
符
合
す
る
か
。

　
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、兼
文（
文
中「
先
師
」）が「
疫
隅
国
社
」縁
起
を「
祇
園
社
の
本
縁
」と
断
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
疫

隅
国
社
」
縁
起
＝
蘇
民
将
来
譚
を
、
そ
の
ま
ま
祇
園
社
の
由
緒
を
説
く
縁
起
と
し
て
見
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

武
塔
神
＝
ス
サ
ノ
ヲ
と
す
る
「
疫
隅
国
社
」
縁
起
に
基
づ
き
、
祇
園
社
祭
神
は
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い

て
実
経
（
文
中
「
大
」）
は
、
祇
園
社
の
神
は
異
国
神
で
は
な
い
の
か
、
と
尋
ね
て
い
る
。
恐
ら
く
実
経
は
、
牛
頭
天
王
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
兼
文
は
、『
日
本
書
紀
』
の
中
に
ス
サ
ノ
ヲ
が
新
羅
に
降
っ
て
か
ら
本
朝
へ

と
や
っ
て
き
た
と
す
る
記
述
（『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
第
八
段
一
書
第
四
）
が
見
ら
れ
る
た
め
、
異
国
神
と
の
説
が
出
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、兼
文
が
「
世
の
知
る
所
な
り
」
と
し
て
い
る
武
塔
天
神
に
つ
い
て
は
、鎌
倉
初
期
成
立
と
考
え
ら
れ
る
古
辞
書
、十
巻
本
『
伊

呂
波
字
類
抄
』
の
「
祇
園
」
の
項
目
の
中
で
、「
牛
頭
天
王
又
名
武
答
天
神
云
」
と
あ
り21
、
す
で
に
牛
頭
天
王
と
の
習
合
が
説
か
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
の
「
疫
隅
国
社
」
縁
起
で
は
、
武
塔
神
＝
ス
サ
ノ
ヲ
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
兼
文
は
武
塔
神
／
武
答
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天
神
＝
祇
園
社
祭
神
＝
ス
サ
ノ
ヲ
と
い
う
関
係
性
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
て
兼
文
に
よ
り
「
祇
園
社
の
本
縁
」
と
さ
れ
た
「
疫
隅
国
社
」
＝
蘇
民
将
来
譚
だ
が
、
そ
れ
以
降
、
祇
園
社
系
の
神
社
祭
神

を
示
す
縁
起
の
中
で
度
々
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、『
釈
日
本
紀
』
と
異
な
る
の
は
、
そ
こ
に
登
場
す
る
神
は
ス
サ
ノ
ヲ
で

は
な
く
牛
頭
天
王
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う22
。
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
『
須
佐
縁
起
』
も
ま
た
、そ
の
系
統
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

二
、『
須
佐
神
社
縁
起
』
概
要

　
こ
れ
か
ら
『
須
佐
縁
起
』
を
読
解
し
て
い
く
が
、
ま
ず
は
そ
の
概
要
を
抑
え
た
い
。

　
三
次
市
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
本
縁
起
は
、
現
在
、
表
装
な
ら
び
に
裏
打
ち
も
施
さ
れ
た
巻
物
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
形
態
と
な
っ
た
の
は
比
較
的
近
年
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
軸
も
な
く
、
裏
打
ち
も
な
い
簡
素
な
巻
子
本
で
あ
っ
た
と
い
う23
。
本

縁
起
を
翻
刻
し
た
竹
本
に
よ
れ
ば
、
本
縁
起
は
一
七
枚
の
「
あ
ま
り
良
く
な
い
楮
紙
」
を
継
ぎ
足
し
た
巻
子
本
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る24
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
特
に
前
半
部
分
は
虫
損
な
ど
の
傷
み
が
激
し
く
、
文
字
を
判
別
で
き
な
い
箇
所
が
多
い
。
ま
た
、
判

読
は
で
き
て
も
、
文
字
の
書
き
間
違
い
や
仮
名
遣
い
の
乱
れ
、
一
部
に
は
当
地
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
（
訛
り
・
方
言
）
が
そ
の
ま

ま
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
る
た
め
、
松
本
は
「
筆
者
は
、
余
り
教
養
の
高
く
な
い
地
方
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と

も
指
摘
し
て
い
る25
。

　
奥
書
に
よ
る
と
、こ
の
縁
起
の
筆
者
は
、「
ふ
も
と
じ
や
■

﹇
う
カ
﹈し

ゆ
」（
■
は
欠
損
部
）「
つ
な
と
き
」だ
と
い
う
。こ
こ
で
い
う「
ふ
も
と
じ
ゃ

（
う
）」と
は
、小
童
地
区
に
あ
っ
た
山
城
の
一
つ
、麓
山
城
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
山
城
は
、長
ら
く
長
氏
が
城
主
を
務
め
て
お
り
、

「
つ
な
と
き
」
も
長
一
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
長
一
族
は
戦
国
期
に
は
毛
利
氏
に
帰
属
し
て
お
り
、
関
ヶ
原
合
戦
以
降
、
多
く
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は
毛
利
氏
に
従
い
長
州
へ
と
移
っ
た
が
、小
童
在
住
の
長
氏
は
土
着
し
、近
世
は
庄
屋
な
ど
村
役
人
を
務
め
た
と
い
う26
。
果
た
し
て
、「
つ

な
と
き
」
は
松
本
が
言
う
よ
う
に
「
教
養
の
高
く
な
い
地
方
人
」
で
あ
っ
た
か
、
断
言
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
お
、
竹
本
は
現
存
す

る
縁
起
は
室
町
末
期
に
転
写
さ
れ
た
も
の
で
、「
文
明
元
年
五
月
一
日
」、「
つ
な
と
き
」
の
書
写
奥
書
も
、
書
写
元
と
な
っ
た
縁
起
に

記
さ
れ
て
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
と
推
察
し
て
い
る27
。
仮
に
竹
本
の
指
摘
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
転
写
の
段
階
で
誤
写
が
あ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
松
本
は
竹
本
の
指
摘
を
う
け
つ
つ
、「
一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
非
常
に
短
く
、
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
現
在

形
で
叙
述
し
て
い
る
」
こ
と
や
「
飾
り
の
な
い
記
録
風
の
文
体
で
あ
る
」
こ
と
な
ど
か
ら
「
も
と
に
は
、
や
は
り
真
名
文
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
」
と
し
て
、
今
の
縁
起
に
は
原
型
た
る
真
名
本
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る28
。
確
か
に
、『
須
佐
縁
起
』
本
文
に

も
「
し
ゃ
れ
い
で
ん
き
、ふ
と
き
に
而
…
…
」
と
あ
り
、「
社
例
伝
記
」
な
る
書
が
他
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、こ
れ
が
『
須

佐
縁
起
』
の
原
型
と
い
え
る
か
は
な
お
、
わ
か
ら
ず
、
先
の
竹
本
の
指
摘
も
併
せ
て
、
こ
れ
ら
を
裏
づ
け
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
難
し

い
。
た
だ
、麓
山
城
主
「
つ
な
と
き
」
が
作
成
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
、小
童
祇
園
社
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
宗
教
者
の
手
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
も
の
を
、「
つ
な
と
き
」
が
写
し
た
も
の
と
考
え
た
方
が
、
蓋
然
性
は
高
い
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
れ
で
は
、
肝
心
の
内
容
は
ど
う
か
。
以
下
、
や
や
長
文
と
な
る
が
『
須
佐
縁
起
』
の
概
略
を
示
し
た
い29
。
便
宜
上
、
大
き
く
パ
ー

ト
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
三
つ
に
分
け
た
上
で
、
さ
ら
に
細
か
な
場
面
に
つ
い
て
は
①
、
②
、
③
…
…
と
適
宜
分
け
て
い
る
。
な
お
、
パ
ー
ト
Ⅲ
は

縁
起
作
成
時
の
儀
礼
・
祭
祀
の
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
、
極
め
て
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
論
点
が
散
漫
と
な
る
こ

と
を
避
け
、
あ
え
て
そ
の
内
容
は
省
略
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
途
稿
を
改
め
論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
は
考
察
対
象
と

し
な
い
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
そ
の
ほ
か
凡
例
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
と
な
る
。

一
、
所
々
散
見
さ
れ
る
■
は
、
原
文
が
虫
損
等
に
よ
り
文
字
・
文
章
が
判
別
で
き
ず
、
意
味
が
取
れ
な
い
箇
所
で
あ
る
（
特
に
傷
み
が
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激
し
く
、そ
の
読
み
取
り
が
不
可
能
と
も
い
え
る
冒
頭
部
は
、Ⅰ
⓪
と
し
、判
別
可
能
な
箇
所
だ
け
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
い
る
）。

二
、
虫
損
な
ど
に
よ
り
原
文
で
は
文
字
・
文
章
が
判
別
で
き
な
い
箇
所
で
も
、
須
佐
神
社
に
残
る
も
う
一
本
の
縁
起
（
宝
暦
七
年

（
一
七
五
八
）
書
写
の
『
小
童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』）
な
ど
、
他
の
牛
頭
天
王
信
仰
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
類
と
比
較
し
た
上
で
、

入
る
べ
き
文
字
・
文
章
が
推
測
で
き
る
場
合
に
限
り
、
■
で
は
な
く
（　
）
で
補
っ
て
示
し
た
。

三
、
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
、
や
は
り
『
小
童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
当
て
は
め
る
べ
き
漢
字
が
判
明

し
て
い
る
箇
所
は
、
で
き
る
限
り
漢
字
で
記
し
た
。

四
、
地
名
や
神
名
と
い
っ
た
固
有
名
詞
の
誤
記
・
誤
写
、
あ
る
い
は
通
常
は
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
漢
字
で
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
原

則
的
に
は
縁
起
本
文
通
り
の
表
記
と
す
る
。
た
だ
し
、
適
当
と
考
え
ら
れ
る
読
み
は
、
傍
注
と
い
う
形
で
﹇　
﹈
に
示
し
て
い
る
。

パ
ー
ト
Ⅰ

⓪
■
■
■
■
■
■
■
■
■
の
中
国
■
■
■
■
■
■
国
牛
頭
天
王
■
■
■
■
■
天
津
（
神
）
■
■
■
■
■
七
代
に
当
て

①
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
（
ザ
ナ
ミ
二
）
柱
の
尊
の
こ
と
を
、
中
天
（
竺
）
の
（﹇

波
羅
奈
斯
カ
﹈

は
ら
な
）
い
国
の
東
王
父
天
王
・
西
王
母
天
王
と
申
し
た
。

東
王
父
天
王
・
西
王
母
天
王
は
、
男
児
が
い
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
香
酔
山
の
も
と
に
あ
る
無
熱
池
の
水
を
く
み
上
げ
「
内
外
清
流

消﹇
清
浄
カ
﹈除

」
と
唱
え
た
後
、
祇
園
精
舎
へ
向
か
い
、
七
日
七
夜
（
祈
り
を
捧
げ
た
）。
す
る
と
事
験
を
受
け
、
男
児
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
た
。

②
そ
の
男
児
は
身
長
が
一
丈
五
尺
、
腰
に
は
「
寅
」
と
い
う
文
字
が
あ
り
、
頭
上
に
は
五
つ
の
牛
の
首
が
あ
り
、
顔
は
三
面
、
手
は

六
本
、
第
一
の
左
手
に
は
矛
を
、
第
二
の
左
手
に
は
弓
を
、
第
三
の
左
手
に
は
瑠
璃
の
壺
を
持
ち
、
第
一
の
右
手
に
は
剣
を
、
第

二
の
右
手
に
は
矢
を
、
そ
し
て
第
三
の
右
手
に
は
四
百
四
病
を
も
っ
て
い
た
。
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③
息
子
を
見
て
東
王
父
天
王
・
西
王
母
天
王
は
「
人
に
は
似
て
い
な
い
、
畜
生
の
形
を
し
て
い
る
。
不
孝
に
す
る
と
王
子
に
聞
か
せ

よ
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
男
児
は
家
を
出
て
、元
の
無
熱
池
へ
と
戻
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
と
き
は
、わ﹇

ワ
タ
ツ
ミ
カ
﹈

た
づ
み
■
つ
の
君
と
も
い
っ

た
。
そ﹇

素
戔
嗚
﹈

さ
の
を
尊
と
も
、
牛
頭
天
王
と
も
い
っ
た
。

④
そ
れ
以
降
は
、き
え
国
に
千
年
い
た
後
、そ
こ
を
出
て
大
国
に
百
年
、兜
率
天
に
八
年
、と
せ
い
天
に
三
千
年
、東
天
、西
天
、北
天
、

そ
し
て
中
天
を
め
ぐ
り
、
須
弥
山
で
は
地
神
で
あ
る
は
に
や
す
の
尊
と
し
て
現
じ
て
三
百
年
、
水
神
で
あ
る
み﹇

ミ
ツ
ハ
ノ
メ
 
カ
﹈

つ
ば
め
の
尊
と
し

て
現
じ
て
五
〇
年
、
れ
え
い
国
と
い
う
山
で
若
君
を
設
け
、
元
の
天
へ
と
帰
り
、
一
六
か
国
を
回
っ
た
。
そ
し
て
、
上
天
、
下
天
、

唐
土
、
百
済
を
経
て
大
日
本
国
へ
と
渡
っ
て
き
た
。

⑤
一
つ
、
崇
神
天
皇
戊
子
、
天
下
に
疫
癘
が
流
行
し
た
。

⑥
一
つ
、
欽
明
天
皇
丙
寅
七
年
、
疫
癘
が
流
行
し
、
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
っ
た
。
癸
酉
一
四
年
正
月
に
も
疫
癘
が
流
行
し
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
も﹇

物

部

尾

輿

カ

﹈

の
の
べ
の
お
き
ら
は
、
神
国
の
祭
儀
に
背
い
た
か
ら
だ
と
述
べ
た
と
云
々
。

⑦
一
つ
、
用
明
天
皇
丙
寅
元
年
、
五
畿
七
道
を
め
ぐ
っ
た
が
、
居
住
す
る
に
相
応
し
い
と
こ
ろ
も
な
く
、
四
月
八
日
に
備
州
の
疫
隅

と
い
う
と
こ
ろ
に
着
い
た
。
巨
旦
将
来
（
筆
者
注
・
古
端
将
来
・
古
丹
将
来
と
も
。
本
稿
で
は
『
小
童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』
の

表
記
に
従
い
、
巨
旦
将
来
で
統
一
）
と
名
乗
る
長
者
に
一
夜
の
宿
を
借
り
よ
う
と
し
た
が
、
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
く

備
州
の
加
屋
と
い
う
所
へ
行
き
、
蘇
民
将
来
と
い
う
貧
者
な
が
ら
慈
悲
深
い
者
の
元
で
宿
を
借
り
た
。
蘇
民
将
来
は
宿
を
貸
す
の

は
良
い
が
、
貢
物
も
米
も
な
い
と
言
う
。
牛
頭
天
王
は
、
気
に
し
な
く
て
良
い
の
で
宿
を
貸
す
よ
う
述
べ
る
と
、
蘇
民
将
来
の
女

房
は
粟
を
三
束
持
っ
て
き
て
そ
の
殻
を
天
王
が
座
る
敷
物
と
し
、
粟
の
実
は
飯
に
し
て
牛
頭
天
王
ら
に
出
し
た
。
牛
頭
天
王
は
大

い
に
喜
び
、
眷
属
た
ち
に
も
配
布
し
た
。

⑧
し
ば
ら
く
し
て
、
蛇
毒
鬼
神
王
（
筆
者
注
・
蛇
毒
気
神
と
も
。
本
稿
で
は
『
小
童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』
の
表
記
に
従
い
、
蛇
毒
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鬼
神
（
王
）
で
統
一
）
を
呼
び
出
し
、
巨
旦
将
来
一
族
を
七
日
の
う
ち
に
殲
滅
さ
せ
る
べ
し
と
命
じ
た
。
眷
属
た
ち
は
そ
の
用
意

を
始
め
た
。

⑨
蘇
民
将
来
は
何
事
か
と
大
い
に
驚
き
、
詳
し
く
話
を
聞
く
と
、
夫
婦
揃
っ
て
涙
な
が
ら
に
牛
頭
天
王
に
懇
願
を
し
た
。
曰
く
、
一

人
娘
が
巨
旦
将
来
の
長
男
の
も
と
に
嫁
い
で
い
る
。
助
け
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
。
牛
頭
天
王
は
お
前
た
ち
の
今
晩
の
振
る
舞
い

に
免
じ
て
許
す
と
述
べ
た
。
女
房
は
さ
ら
に
、
娘
の
夫
の
助
命
も
願
い
出
た
。
牛
頭
天
王
は
、
本
来
は
巨
旦
の
子
孫
は
根
絶
や
し

に
す
べ
き
だ
が
、
お
前
た
ち
の
志
が
深
い
こ
と
に
免
じ
て
許
そ
う
と
言
い
、
護
符
を
授
け
た
。

⑩
な﹇

南
無
耶
獅
子
王
摩
訶
破
梨
耶
娑
婆
訶
カ
﹈

む
や
し
し
お
う
ま
か
は
り
や
そ
わ
か

こ
の
護
符
は
無
熱
池
よ
り
牛
頭
天
王
が
出
現
し
た
こ
と
に
関
す
る
秘
密
の
守
で
あ
る
。

な﹇
南
無
耶
蘇
宜
路
掲
破
梨
娑
婆
訶
カ
﹈

む
や
そ
き
ろ
か
つ
は
か
や
そ
わ
か

こ
の
護
符
は
蘇
民
夫
婦
の
志
が
深
い
こ
と
に
関
す
る
秘
密
の
符
で
あ
る
。
蘇
民
夫
婦
は
薬
師
如
来
、
粟
は
薬
上
菩
薩
と
い
う
。
蘇

民
将
来
子
孫
也
と
云
々
、
一
筆
書
い
た
も
の
を
急
ぎ
持
っ
て
行
き
、
娘
と
娵

﹇
婿
カ
﹈と

に
掛
け
れ
ば
必
ず
助
か
る
も
の
で
あ
る
。

⑪
巨
旦
将
来
邸
宅
で
は
、
倶
生
神
の
護
符
を
四
方
八
方
に
立
て
て
い
た
の
で
、
弓
や
剣
、
矛
な
ど
が
入
り
込
む
余
地
が
な
か
っ
た
。

⑫
蛇
毒
鬼
神
王
は
よ
く
よ
く
巨
旦
将
来
の
家
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
、
窓
の
下
が
ふ
さ
が
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
切
り

込
み
、
八
万
四
千
の
眷
属
、
六
五
四
の
部
類
の
者
ど
も
が
押
し
入
り
、
上
・
中
・
下
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
、
計
二
四
〇
人
も
の
巨
旦
将

来
の
眷
属
を
七
日
七
夜
で
滅
ぼ
し
た
。

⑬
そ
こ
か
ら
龍
宮
城
へ
と
向
か
い
、に
し
や
ま
が
け
ぼ
ろ
ん
国
に
居
住
し
た
。
す
る
と
、牛
頭
天
王
の
前
に
鳩
が
一
羽
飛
ん
で
き
て
、

「
龍
宮
城
に
姫
宮
が
い
ま
す
。
后
に
お
迎
え
く
だ
さ
い
」
と
さ
え
ず
っ
た
。

⑭
鳩
の
後
を
追
っ
た
先
で
頗
梨
采
女
（
筆
者
注
・
波
利
采
女
・
婆
利
采
女
と
も
。『
小
童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』
の
表
記
に
従
い
、
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本
稿
で
は
頗
梨
采
女
で
統
一
）
と
申
す
后
と
結
ば
れ
、
八
人
の
皇
子
を
設
け
た
。

⑮
そ
れ
よ
り
人
皇
四
二
代
文
武
天
皇
の
御
宇
で
あ
る
慶
雲
元
年
甲
辰
四
月
に
、
日
本
の
江
州
の
栗
本
郡
に
到
着
し
た
。
一
夜
に
し
て

二
千
本
の
杉
の
苗
を
植
え
た
。
孫
や
子
は
都
に
文
書
を
一
枚
差
し
出
し
、
時
の
関
白
は
帝
へ
奏
聞
し
、
湯
立
て
を
捧
げ
る
よ
う
宣

旨
を
賜
り
、牛
頭
天
王
を
崇
敬
し
た
。
す
る
と
、「
私
は
、は﹇

波
羅
奈
斯
カ
﹈

ら
な
い
国
の
東
王
父
天
の
皇
子
で
あ
る
。
父
に
不
孝
を
申
し
渡
さ
れ
、

天
竺
、震
旦
を
め
ぐ
り
、こ
の
秋
津
島
へ
と
渡
っ
て
き
た
」
と
の
神
託
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
牛
頭
天
王
を
崇
め
奉
る
こ
と
と
な
っ

た
⑯
人
皇
四
三
代
元
明
天
皇
の
御
宇
で
あ
る
和
銅
六
年
癸
丑
、
日
本
各
地
に
風
土
記
を
作
ら
せ
た
。
人
皇
四
五
代
、
神
亀
七
年
乙
亥
の

三
月
一
八
日
に
播
磨
国
の
広
峯
に
牛
頭
天
王
が
出
現
し
た
と
『
播
州
風
土
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

⑰
人
皇
四
九
代
光
仁
天
皇
の
御
宇
、
宝
亀
二
年
辛
亥
に
、
各
国
で
牛
頭
天
王
を
祀
る
よ
う
詔
が
出
さ
れ
た
。

⑱
牛
頭
天
王
の
太
郎
王
子
は
相
光
天
王
と
い
う
。
讃
岐
国
瀧
社
の
牛
頭
天
王
で
、
本
地
は
日
光
菩
薩
、
大
歳
神
で
あ
る
。

二
郎
王
子
は
魔
王
天
王
と
い
う
。
播
磨
国
広
峯
社
の
牛
頭
天
王
で
、
本
地
は
勢
至
菩
薩
、
大
陰
神
で
あ
る
。

三
郎
王
子
は
倶
魔
羅
天
王
と
い
う
。
因
幡
国
高
岡
社
の
牛
頭
天
王
で
、
本
地
は
地
蔵
菩
薩
、
大
将
軍
神
で
あ
る
。

四
郎
王
子
は
徳
達
天
王
と
い
う
。
安
芸
国
佐
東
の
祇
園
社
の
牛
頭
天
王
で
、
本
地
は
観
世
音
菩
薩
、
歳
徳
神
で
あ
る
。

五
郎
王
子
は
良
侍
天
王
と
い
う
。
越
中
国
し
ょ
う
び
の
牛
頭
天
王
で
、
本
地
は
月
光
菩
薩
、
歳
破
神
で
あ
る
。

六
郎
王
子
は
た﹇

達
尼
漢
カ
﹈

つ
び
さ
天
王
と
い
う
。
大
和
国
吉
野
の
牛
頭
天
王
で
、
本
地
は
釈
迦
如
来
、
歳
刑
神
で
あ
る
。

七
郎
王
子
は
地
神
蔵
天
王
と
い
う
。
下
総
国
そ
た
つ
の
牛
頭
天
王
で
、
本
地
は
薬
師
如
来
、
豹
尾
神
で
あ
る
。

八
郎
王
子
は
と
し
ょ
う
そ
う
天
王
と
い
う
。
山
城
国
の
二
鳥
居
の
牛
頭
天
王
で
、
本
地
は
虚
空
蔵
菩
薩
、
大﹇

黄
幡
カ
﹈番

神
で
あ
る
。

蛇
毒
鬼
神
天
王
と
は
、
五
条
天
神
の
牛
頭
天
王
で
あ
る
。
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パ
ー
ト
Ⅱ

①
社
例
伝
記
や
『
風
土
記
』
か
ら
考
え
る
に
、
八
王
子
、
蛇
毒
鬼
神
、
と
う
む
天
神
、
や﹇

行

疫

カ

﹈

く
而
ぎ
ょ
う
神
、
頗
梨
采
女
、
摩
訶
大
黒

天
神
、
八
万
四
千
六
百
五
〇
余
神
は
、
六
頭
六
面
六
臂
六
足
の
牛
頭
天
王
の
分
身
の
眷
属
で
あ
る
。
慈
悲
深
い
者
を
守
護
し
、
邪

見
の
者
は
罰
し
よ
う
と
い
う
御
誓
願
で
あ
る
。

②
あ
る
説
で
は
、人
皇
四
九
代
光
仁
天
皇
の
御
宇
、宝
亀
五
年
甲
寅
の
四
月
に
疫
癘
が
流
行
し
た
。
備
州
世
羅
郷
の
童
の
武
塔
に
て
、

神
託
が
く
だ
っ
た
。
曰
く
、「
私
は
蛇
毒
鬼
神
で
あ
る
。
本
地
は
妙
見
菩
薩
で
あ
る
。
こ
の
郷
に
牛
頭
天
王
を
祀
る
べ
し
。
こ
の

地
に
生
え
て
い
る
ヨ
モ
ギ
で
疫
癘
の
禊
祓
え
を
行
え
」
と
言
っ
て
去
っ
て
い
っ
た
。

③
御
殿
所
を
建
て
、
同
年
六
月
一
四
日
に
幡
や
鼓
、
笛
、
鐘
を
打
っ
て
、「
凶
夢
去
り
、
凶
夢
去
り
」
と
言
っ
て
神
幸
、
遊
行
し
て
、

御
旅
所
に
て
秘
事
で
あ
る
神
儀
を
行
い
、
一
六
日
未
申
の
刻
に
元
の
御
殿
所
へ
拝
納
す
る
と
い
う
。

④
こ
れ
よ
り
霊
場
は
日
々
、
繁
栄
し
、
近
隣
の
村
里
や
郡
か
ら
崇
敬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　パ

ー
ト
Ⅲ　

　
「
備
後
国
世
羅
郡
小
童
村　
武
塔
山
祇
園
精
舎　
牛
頭
天
王
鎮
座
次
第
記
」
の
内
容
（
略
）

以
上
が
『
須
佐
縁
起
』
の
概
略
で
あ
る
。
以
下
、
抑
え
る
べ
き
要
点
を
先
に
示
し
て
お
こ
う
。

一
、
た
と
え
ば
『
釈
日
本
紀
』
所
収
の
蘇
民
将
来
譚
（『
備
後
国
風
土
記
』
／
「
疫
隅
国
社
」
縁
起
）
で
は
、
北
海
の
武
塔
神
が
南
海

へ
と
妻
問
い
に
行
く
、
と
い
っ
た
よ
う
に
出
発
地
と
目
的
地
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
（
他
の
多
く
の
蘇
民
将
来
譚
に
も
共
通
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し
て
い
る
）。
と
こ
ろ
が
、『
須
佐
縁
起
』
で
は
、
出
発
地
は
明
確
な
も
の
の
、
そ
の
後
の
牛
頭
天
王
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
、
空
間
、

場
所
を
移
動
し
て
お
り
、
最
終
的
に
本
朝
に
た
ど
り
着
く
も
、
そ
の
理
由
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

二
、（
右
の
一
と
も
関
係
す
る
が
）『
釈
日
本
紀
』
所
収
の
蘇
民
将
来
譚
を
始
め
、
多
く
の
蘇
民
将
来
譚
は
、
牛
頭
天
王
が
后
を
求
め
、

妻
問
い
の
旅
に
出
た
と
こ
ろ
か
ら
話
が
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
須
佐
縁
起
』
で
は
、蘇
民
将
来
譚
（
パ
ー
ト
Ⅰ
⑦
〜
⑫
）
と
、

牛
頭
天
王
と
后
と
の
婚
姻
譚
（
パ
ー
ト
Ⅰ
⑬
・
⑭
）
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。

三
、『
須
佐
縁
起
』
は
そ
の
名
の
通
り
、
須
佐
神
社
に
伝
わ
る
縁
起
で
あ
る
が
、
当
社
の
由
来
譚
は
パ
ー
ト
Ⅱ
に
記
さ
れ
て
お
り
、
縁

起
の
大
半
を
占
め
る
パ
ー
ト
Ⅰ
は
当
社
と
は
関
係
の
な
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

四
、『
須
佐
縁
起
』
の
中
に
は
様
々
な
地
名
や
社
名
が
見
ら
れ
る
（
パ
ー
ト
Ⅰ
⑱
な
ど
は
顕
著
）。
一
方
で
、
祇
園
社
社
領
で
あ
る
小
童

保
内
に
位
置
す
る
神
社
縁
起
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
社
・
祇
園
社
に
関
す
る
記
述
は
確
認
で
き
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

三
、
遊
行
す
る
牛
頭
天
王

　
ま
ず
検
討
す
べ
き
は
、『
須
佐
縁
起
』
内
に
見
ら
れ
る
牛
頭
天
王
の
「
移
動
」
で
あ
る
。
今
、
そ
の
移
動
を
ま
と
め
る
と
、

中
天
竺
は
ら
な
い
国
（
Ⅰ
①
）
↓
香
酔
山
の
も
と
に
あ
る
無
熱
池
（
Ⅰ
③
）
↓
き
え
国
（
Ⅰ
④
）
↓
大
国
（
Ⅰ
④
）
↓
兜
率
天
（
Ⅰ

④
）
↓
と
せ
い
天
（
Ⅰ
④
）
↓
東
天
（
Ⅰ
④
）
↓
西
天
（
Ⅰ
④
）
↓
北
天
（
Ⅰ
④
）
↓
中
天
（
Ⅰ
④
）
↓
須
弥
山
（
Ⅰ
④
）
↓
れ

え
い
国
（
Ⅰ
④
）
↓
元
の
天
（
Ⅰ
④
※
こ
こ
で
の
「
元
の
天
」
と
は
ど
こ
を
指
す
か
は
不
明
）
↓
一
六
か
国
（
Ⅰ
④
）
↓
上
天
（
Ⅰ
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④
）
↓
下
天
（
Ⅰ
④
）
↓
唐
土
（
Ⅰ
④
）
↓
百
済
（
Ⅰ
④
）
↓
大
日
本
国
（
Ⅰ
④
）
↓
（
本
朝
内
の
）
五
畿
七
道
（
Ⅰ
⑦
）
↓
備

州
疫
隅
（
Ⅰ
⑦
）
↓
備
州
加
屋
（
Ⅰ
⑦
）
↓
龍
宮
城
（
Ⅰ
⑬
）
↓
に
し
や
ま
が
け
ぼ
ろ
ん
国
（
Ⅰ
⑬
）
↓
龍
宮
城
（
Ⅰ
⑬
）
↓
日

本
江
州
栗
本
郡
（
Ⅰ
⑮
）
↓
日
本
播
磨
国
広
峯
（
Ⅰ
⑯
）

と
な
る
。
数
千
年
か
ら
数
年
に
至
る
ま
で
、
そ
の
場
所
に
留
ま
る
期
間
は
異
な
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
一
所
に
留
ま
ら
な
い
こ
の
縁

起
の
牛
頭
天
王
は
、「
遊
行
」
す
る
神
だ
と
い
え
よ
う
。

　
実
は
『
須
佐
縁
起
』
と
同
様
に
、
牛
頭
天
王
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
遊
行
を
物
語
る
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
奥
三
河
地
方
に

残
る
大
神
楽
の
祭
文
で
あ
っ
た
『
牛
頭
天
王
島
渡
り
祭
文
』（
以
下
、『
島
渡
り
祭
文
』）
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
牛
頭
天
王
は
、ま
さ
に
「
島

渡
り
」
と
い
う
に
相
応
し
い
動
き
を
見
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
竺
か
ら
龍
宮
、
日
本
へ
と
来
て
、
再
度
天
竺
、
そ
し
て
日
本
、
大

梵
天
、
天
竺
、
日
本
、
と
舞
台
が
次
々
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
既
に
こ
の
祭
文
に
つ
い
て
詳
細
な
読
解
、

検
討
を
行
っ
て
い
る
山
本
ひ
ろ
子
は
、
こ
の
「
島
渡
り
」
こ
そ
、
こ
の
祭
文
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
な
す
と
説
い
て
い
る30
。
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
の
は
、
疫
病
の
送
却
で
あ
る
。

　
前
近
代
に
お
い
て
疫
病
は
外
部
か
ら
発
生
し
、
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
の
認
識
が
あ
っ
た31
。
そ
の
た
め
、
疫
病
が
発
生
し

た
折
は
、
疫
病
を
再
び
外
部
に
送
却
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
山
本
は
、
今
は
失
わ
れ
た
奥
三
河
の
大
神
楽
が
「
飢
饉
や
洪
水
、

疫
病
流
行
な
ど
の
村
落
存
亡
の
危
機
」
に
際
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、『
島
渡
り
祭
文
』
が
「
大
神
楽
の

場
で
（
あ
る
い
は
天
王
社
の
祭
の
時
に
）、
疫
神
を
鎮
め
、
祝
福
し
、
送
却
す
る
と
い
う
大
い
な
る
効
能
を
担
っ
て
読
誦
さ
れ
た
」
も

の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る32
。
つ
ま
り
、
祭
文
の
中
で
牛
頭
天
王
が
遊
行
し
て
い
る
の
は
、
儀
礼
に
よ
り
牛
頭
天
王
を
共
同
体
の

外
へ
と
送
却
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
祭
文
を
読
む
と
、
古
端
長
者
の
み
な
ら
ず
釈
尊
を
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も
牛
頭
天
王
は
死
に
至
ら
し
め
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
荒
ぶ
る
側
面
は
日
本
を
舞
台
と
し
た
場
面
で
は
な
く
、
天
竺
に
お
い
て
発
揮
さ

れ
て
い
る
。

　
『
須
佐
縁
起
』
で
も
、
牛
頭
天
王
は
生
ま
れ
な
が
ら
第
三
の
右
手
に
「
四
百
四
病
」
を
持
っ
て
お
り
、
行
疫
神
と
し
て
の
側
面
を
強

く
伺
わ
せ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
（
一
方
、
第
三
の
左
手
に
は
薬
師
如
来
の
持
物
た
る
薬
壺
を
想
起
さ
せ
る
「
瑠
璃
の
壺
」
を
持
っ
て

お
り
、
行
疫
神
か
つ
除
疫・防
疫
神
と
い
う
二
面
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）。
こ
う
し
た
異
形
の
皇
子
を
見
て
、
両
親
（
東

王
父
天
王・西
王
母
天
王33
）
は
「
不
孝
」（
勘
当
）
を
言
い
渡
し
、
家
か
ら
追
放
す
る
の
で
あ
る
。『
島
渡
り
祭
文
』
を
念
頭
に
置
け
ば
、

こ
の
「
不
孝
」
の
言
い
渡
し
と
は
、
行
疫
神
の
送
却
、
す
な
わ
ち
神
遣
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
だ
け
を

切
り
取
れ
ば
、
送
却
さ
れ
る
べ
き
行
疫
神
と
し
て
の
生
ま
れ
て
き
た
牛
頭
天
王
は
、
遊
行
を
繰
り
返
す
運
命
に
あ
っ
た
、
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　
し
か
し
、『
島
渡
り
祭
文
』と『
須
佐
縁
起
』と
の
決
定
的
な
違
い
に
も
目
を
向
け
ね
ば
な
る
ま
い
。先
に
記
し
た
よ
う
に『
島
渡
り
祭
文
』

は
、
日
本
国
外
か
ら
渡
来
し
て
き
た
行
疫
神
・
牛
頭
天
王
が
、
天
竺
と
い
う
異
国
で
荒
ぶ
る
神
と
し
て
の
側
面
を
発
揮
し
て
い
る
。
一

方
、『
須
佐
縁
起
』
は
、
パ
ー
ト
Ⅰ
の
蘇
民
将
来
譚
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
荒
ぶ
る
側
面
を
発
揮
し
て
い
る
場
は
、
小
童
祇
園
社
が

位
置
し
て
い
る
日
本
国
内
の
備
州
（
備
後
国
）
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
須
佐
縁
起
』
が
牛
頭
天
王
の
送
却
を
目
的
と
し
た
テ
キ

ス
ト
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
儀
礼
執
行
の
際
に
用
い
ら
れ
る
祭
文
と
、
自
社
な
い
し
特
定
の
神
仏
の
由
緒
や
由

来
を
語
る
縁
起
と
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
性
質
か
ら
し
て
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
島
渡
り
祭
文
』
と
『
須
佐
縁
起
』
と
の
差
異
は
、
ま

さ
に
テ
キ
ス
ト
の
性
質
そ
の
も
の
の
差
異
と
も
い
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、『
須
佐
縁
起
』
に
も
牛
頭
天
王
に
よ
る
災
厄
か
ら
身
を
護
る
術
は
記
さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
ト
Ⅰ
ߐ
に
見
ら
れ
る
二
種
類

の
護
符
な
ら
び
に「
蘇
民
将
来
子
孫
也
」と
い
う
文
字
で
あ
る34
。
こ
う
し
た
牛
頭
天
王
の
災
厄
を
避
け
る
護
符
の
存
在
は
、『
釈
日
本
紀
』
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以
降
、多
く
の
蘇
民
将
来
譚
に
見
ら
れ
る
（『
島
渡
り
祭
文
』
の
中
で
も
護
符
の
存
在
は
確
認
で
き
る
）35
。
た
だ
、『
島
渡
り
祭
文
』
で
は
、

牛
頭
天
王
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
遊
行
を
す
る
行
疫
神
で
あ
る
と
示
す
こ
と
自
体
が
送
却
儀
礼
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
で
は『
須
佐
縁
起
』

に
お
い
て
牛
頭
天
王
の
遊
行
を
強
調
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

　
こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
み
よ
う
。『
須
佐
縁
起
』
で
は
、
両
親
か
ら
神
遣
さ
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
牛
頭
天
王
の
遊
行
は
自
ら

が
能
動
的
に
行
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
は
た
し
て
、
牛
頭
天
王
は
な
ぜ
遊
行
を
繰
り
返
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

　
こ
の
視
点
か
ら
パ
ー
ト
Ⅰ
を
改
め
て
読
解
し
た
と
き
、
ま
ず
注
意
を
向
け
た
い
の
が
Ⅰ
③
の
以
下
の
記
述
で
あ
る
。
以
下
、
原
文
か

ら
引
用
し
た
い
（
句
読
点
は
筆
者
。
以
下
同
じ
）。

さ
て
み
か
と
を
た
ち
出
て
、
元
の
む
ね
ち
江
入
に
依
而
、
わ
た
づ
み
■
つ
の
君
共
申
、
そ
さ
の
を
の
尊
共
、
ご
ず
て
ん
の
ふ
共
申
。

　
両
親
か
ら
神
遣
さ
れ
、
無
熱
池
へ
と
戻
る
と
異
形
の
皇
子
は
「
わ
た
づ
み
■
つ
の
君
」「
そ
さ
の
を
の
尊
」「
ご
ず
て
ん
の
ふ
」
で
あ

る
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
無
熱
池
に
戻
る
こ
と
で
こ
れ
ら
の
神
と
な
っ
た
│
│
神
性
を
得
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
着
目
す
べ
き
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
牛
頭
天
王
だ
け
で
な
く
、「
わ
た
づ
み
■
つ
の
君
」
な
る
神
の
神
性
も
得
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
「
わ
た
づ
み
■
つ
の
君
」
と
い
う
表
記
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
日
本
の
古
代
神
話
に
登
場
す
る
海
を
司
る
神
、
ワ
タ
ツ
ミ
で
あ

る
。
仮
に
こ
の
神
が
ワ
タ
ツ
ミ
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
牛
頭
天
王
＝
ス
サ
ノ
ヲ
だ
け
で
な
く
、
海
を
司
る
神
と
し
て
の
神
性
も
得
て
い
る

こ
と
と
な
る
。

　
さ
ら
に
続
く
Ⅰ
④
で
は
、
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し
ゆ
み
せ
ん
に
而
、
は
に
や
す
の
尊
、
地
神
と
げ
ん
じ
て
さ
ん
び
や
く
ね
ん
、
み
つ
ば
め
の
尊
、
水
神
と
け
ん
じ
て
五
十
年
（
以

下
略
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
須
弥
山
へ
と
来
た
牛
頭
天
王
は
、
こ
こ
で
地
神
で
あ
る
「
は
に
や
す
尊
」
＝
ハ
ニ
ヤ
ス
、
水
神
で
あ
る
「
み
つ
ば

め
の
尊
」
＝
ミ
ツ
ハ
ノ
メ
と
し
て
示
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ハ
ニ
ヤ
ス
、
ミ
ツ
ハ
ノ
メ
と
は
、
共
に
日
本
の
古
代
神
話
に
登
場

す
る
地
の
神
、
水
の
神
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
異
形
の
皇
子
＝
牛
頭
天
王
は
遊
行
を
繰
り
返
す
こ
と
で
海
や
地
、
水
と
い
っ
た
世
界
を
構
成
す
る
要
素
を
司

る
神
と
し
て
変
貌
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
牛
頭
天
王
が
神
と
し
て
「
成
長
」
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う36
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、こ
こ
で
の
遊
行
と
は
牛
頭
天
王
に
と
っ
て
は「
成
長
」を
遂
げ
る
た
め
の
通
過
儀
礼
的
側
面
を
持
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
通
過
儀
礼
的
遊
行
を
経
た
上
で
本
朝
へ
と
到
達
し
た
牛
頭
天
王
は
、
も
は
や
単
な
る
行
疫
神
と
も

い
え
な
い
、
極
め
て
強
大
な
力
を
備
え
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
パ
ー
ト
Ⅰ
④
の
末
部
を
見
る
と
、
そ
う
し
た
強
大
な
力
を
持
っ

た
牛
頭
天
王
が
本
朝
へ
と
到
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
Ⅰ
⑤
・
⑥37
に
つ
い
て
は
、
前
後
の
話
の
流
れ
と
や
や
繋
が
ら
な
い
よ
う
に
も
映
る
。
は
た
し
て
こ
の
記
載
に
は
ど
の
よ

う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

　
注
目
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
後
の
展
開
で
あ
る
。
強
大
な
力
を
持
っ
た
牛
頭
天
王
が
、
用
明
天
皇
御
宇
の
時
代
に
五
畿
七
道
を

遊
行
し
た
末
、
備
州
疫
隅
・
賀
屋
（
現
・
広
島
県
福
山
市
）38

へ
と
到
り
、
以
降
、
蘇
民
将
来
譚
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
も
記

し
た
通
り
、
こ
の
蘇
民
将
来
譚
の
中
で
、
蘇
民
将
来
夫
婦
に
対
し
、
牛
頭
天
王
自
身
が
、
自
ら
が
引
き
起
こ
す
災
厄
か
ら
身
を
護
る
護

符
を
授
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
牛
頭
天
王
が
強
大
な
行
疫
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
強
大
な
除
疫
・
防
疫
神
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
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て
い
る
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
問
題
は
こ
の
蘇
民
将
来
譚
が
提
示
さ
れ
る
以
前
は
、
牛
頭
天
王
が
も
た
ら
す
災
厄
に
対
抗
で
き
る
術

は
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
Ⅰ
⑤
の
崇
神
天
皇
の
御
宇
に
流
行
し
た
疫
病
、
お
よ
び
Ⅰ

⑥
欽
明
天
皇
の
御
宇
に
流
行
し
た
疫
病
と
は
、
強
大
な
力
を
持
つ
行
疫
神
・
牛
頭
天
王
に
よ
る
災
厄
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
つ

ま
り
本
朝
に
お
け
る
疫
病
の
起
源
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
蘇
民
将
来
譚
に
よ
る
護
符
の
存
在
を
示
す
、
す
な
わ
ち

除
疫
神
・
牛
頭
天
王
の
存
在
を
示
す
こ
と
で
、
こ
の
信
仰
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
説
い
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
強
大
な
力
を
持
っ
た
除
疫
・
防
疫
神
た
る
牛
頭
天
王
は
、
蘇
民
将
来
譚
に
続
く
Ⅰ
⑬
・
⑭
で
一
度
本
朝
を
離
れ
龍
宮
へ
と
赴
き
、
妻

と
八
王
子
を
設
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ⅰ
⑮
で
は
再
び
本
朝
の
江
州
栗
本
郡
（
滋
賀
県
旧
栗
太
郡
）
へ
と
戻
っ
て
い
る
の
だ
。『
須

佐
縁
起
』
で
の
遊
行
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、様
々
な
世
界
を
め
ぐ
っ
て
き
た
牛
頭
天
王
は
本
朝
に
根
付
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
な
わ
ち
本
朝
の
人
々
は
強
大
な
除
疫
・
防
疫
神
た
る
牛
頭
天
王
に
よ
っ
て
護
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
巨
旦
将
来
が
如
く
こ
の
神
を
扱
え
ば
、
た
ち
ま
ち
強
大
な
行
疫
神
と
な
っ
て
人
々
に
災
厄
を
も
た
ら
す
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
こ
の
『
須
佐
縁
起
』
に
お
け
る
牛
頭
天
王
の
遊
行
に
は
、
一
つ
に
牛
頭
天
王
が
行
疫
神
で
あ
る
こ
と
示

す
役
割
が
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
牛
頭
天
王
の
「
成
長
」
を
促
す
通
過
儀
礼
的
側
面
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
「
成
長
」
し
、
強
大
な
力

を
持
つ
牛
頭
天
王
が
い
か
に
本
朝
へ
と
到
来
し
、
祭
祀
の
対
象
と
な
り
、
さ
ら
に
は
本
朝
へ
と
根
付
い
た
か
を
示
し
て
い
る
の
が
、
こ

の
『
須
佐
縁
起
』
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
牛
頭
天
王
信
仰
の
起
源
譚
で
あ
り
、
ま
た
、
本
朝
に
お
け
る
行
疫
神
の

起
こ
り
と
そ
れ
に
対
処
す
る
除
疫
・
防
疫
の
方
法
を
示
す
中
世
神
話
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
も
な
お
、
こ
の
『
須
佐
縁
起
』
に
は
説
明
が
つ
か
な
い
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
先
に
見
た
Ⅰ

⑬
・
⑭
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
も
話
の
前
後
を
考
え
る
と
、
そ
の
繋
が
り
は
薄
く
、
唐
突
な
感
は
否
め
な
い
。
な
ぜ
『
須
佐
縁
起
』
の

蘇
民
将
来
譚
で
は
妻
問
い
と
い
う
要
素
が
捨
象
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
逆
に
な
ぜ
Ⅰ
⑬
・
⑭
の
よ
う
に
頗
梨
采
女
と
結
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婚
を
し
、
八
王
子
を
設
け
る
と
い
う
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
入
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
次
節
で
考
察
し
た
い
。

四
、
牛
頭
天
王
信
仰
の
広
が
り
と
「
ぶ
ん
し
ん
」
と
し
て
の
八
王
子

　
『
須
佐
縁
起
』
に
お
い
て
、
Ⅰ
⑬
・
⑭
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
こ
の
点
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
以
下
、
当
該
箇
所

の
原
文
を
示
し
た
い
。

そ
れ
よ
り
り
う
ぐ
う
じ
や
う
江
め
ぐ
り
、
に
し
や
ま
が
け
ぼ
ろ
ん
国
江
す
み
た
ま
ふ
。
お
ん
ま
へ
の
松
の
き
に
、
は
と
一
番
は
を

休
め
、
さ
え
ど
り
け
る
や
ふ
、
こ
れ
よ
り
な
ん
瀧
宮
城
ニ
姫
ミ
や
ま
し
ま
す
。
后
ニ
し
や
く
し
給
へ
、
と
鳴
。
そ
の
鳩
飛
行
ニ
つ

ら
ね
て
見
給
ふ
に
、
は
り
さ
い
に
よ
と
申
后
ニ
御
ち
ぎ
り
あ
つ
て
、
八
人
の
王
子
を
も
ふ
け
玉
ふ
。

　
鳩
な
ど
の
鳥
に
よ
り
后
の
も
と
へ
導
か
れ
る
と
い
う
の
は
、『
釈
日
本
紀
』
所
収
の
蘇
民
将
来
譚
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
そ
れ

以
降
、
多
く
の
蘇
民
将
来
譚
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
要
素
で
あ
る
。
た
だ
、
な
ぜ
こ
こ
で
后
を
娶
る
話
と
な
る
の
か
、
や
は
り
判
然
と
し

な
い
。
ま
た
、『
須
佐
縁
起
』
の
そ
の
後
の
展
開
を
見
て
も
、
后
で
あ
る
頗
梨
采
女
に
つ
い
て
は
そ
の
詳
細
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

　
小
童
祇
園
社
に
お
い
て
頗
梨
采
女
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
。
た
と
え
ば
、
現
行
の
小
童
祇
園
祭
で
は
、
永
正
一
四
年

（
一
五
一
七
）
の
墨
書
が
残
さ
れ
て
い
る
大
神
輿
（
通
称
・
お
ご
っ
さ
ん
。
広
島
県
重
要
文
化
財
）
を
本
社
・
須
佐
神
社
か
ら
御
旅
所

で
あ
る
武
塔
神
社
ま
で
曳
く
神
事
が
行
わ
れ
て
い
る39
。
こ
の
大
神
輿
、
そ
れ
自
体
を
須
佐
神
社
の
一
摂
社
と
し
て
お
り
、
社
名
を
波

梨
塞
神
社
と
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
櫛
名
田
比
売
神
社
と
も
称
す
）。
現
祭
神
は
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
だ
が
、
旧
祭
神
は
頗
梨
采
女
で
あ
る
。
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先
の
概
略
で
省
略
を
し
た
パ
ー
ト
Ⅲ
で
も

ま
つ
し
や

（
略
）

ほ
ん
ミ
や
に
し
に
、
り
や
ふ
ぐ
う
じ
や
ふ
に
て
の
き
さ
き
、
は
り
さ
い
に
よ
。
御
し
ん
か
う
の
時
、
大
ご
せ
ん
と
ゆ
ふ
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
神
幸
祭
に
お
い
て
は
大
御
前
と
称
さ
れ
、
摂
社
の
一
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
こ
こ
で
、「
ま

つ
し
や
」、
つ
ま
り
摂
社
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
点
は
注
意
し
た
い
。

　
先
の
パ
ー
ト
Ⅲ
で
は
「
さ
ん
じ
や
」、
す
な
わ
ち
本
社
三
座
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ん
じ
や

ひ
か
し
に
じ
や
ど
く
き
ち
ん
て
ん
の
ふ
。
な
か
に
ご
ず
て
ん
の
ふ
。
大
宮
内
座
。
に
し
ニ
し
や
ふ
し
よ
い
て
ん
の
ふ
。

　
東
座
に
蛇
毒
鬼
神
天
王
、
中
座
に
牛
頭
天
王
、
そ
し
て
西
座
に
少
将
井
天
王
と
い
う
の
が
小
童
祇
園
社
の
三
座
だ
と
い
う
。
こ
こ
に

牛
頭
天
王
の
后
、
頗
梨
采
女
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
実
は
京
の
祇
園
社
の
三
座
に
つ
い
て
も
、
時
代
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
ご
と

に
や
や
異
な
る
記
載
が
な
さ
て
お
り
、
祭
神
と
し
て
何
を
祀
っ
て
い
た
の
か
│
│
あ
る
い
は
何
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た

の
か
│
│
は
一
つ
の
重
大
な
論
点
で
あ
る
が40
、
頗
梨
采
女
が
祭
神
と
し
て
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
は
確
認
で
き
な
い
。
つ
ま

り
、
小
童
祇
園
社
祭
神
は
、
現
在
確
認
で
き
る
限
り
に
お
い
て
は
珍
し
い
ケ
ー
ス
と
い
え
よ
う
。
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以
上
を
踏
ま
え
る
と
『
須
佐
縁
起
』
に
お
け
る
短
い
記
述
と
、
小
童
祇
園
社
で
の
摂
社
祭
神
（
＝
主
祭
神
で
は
な
い
）
と
い
う
事
実

は
、
連
関
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
牛
頭
天
王
と
頗
梨
采
女
と
の
婚
姻
を
縁
起
の
中
で
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。
そ
こ
で
、
頗
梨
采
女
が
『
須
佐
縁
起
』
に
お
い
て
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
で
縁
起
を
読
ん
で
い
こ
う
。
す
る
と
、
頗
梨

采
女
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
役
割
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
八
王
子
の
出
産
で
あ
る
。

　
先
の
パ
ー
ト
Ⅲ
の
「
さ
ん
じ
や
」
に
も
見
た
よ
う
に
、
八
王
子
も
ま
た
小
童
祇
園
社
の
主
祭
神
で
は
な
い
。
摂
社
と
し
て
祀
ら
れ
て

い
る
。し
か
し
、『
須
佐
縁
起
』上
で
は
、八
王
子
に
関
し
て
非
常
に
重
大
な
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
れ
が
パ
ー
ト
Ⅰ
⑱
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
も
、『
須
佐
縁
起
』
に
の
み
見
ら
れ
る
、
独
特
な
牛
頭
天
王
信
仰
の
世
界
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

讃
岐
国
瀧
社
（
現
・
瀧
宮
神
社
。
綾
歌
郡
綾
川
町
滝
宮
）

播
磨
国
広
峯
社
（
現
・
廣
峯
神
社
。
姫
路
市
広
嶺
山
）

因
幡
国
高
岡
社
（
現
・
高
岡
神
社
。
鳥
取
市
国
府
町
高
岡
）

安
芸
国
佐
東
祇
園
社
（
現
・
安
神
社
。
広
島
市
安
佐
南
区
祇
園
二
丁
目
）

越
中
国
し
よ
う
び
牛
頭
天
王
（
詳
細
不
明
）41

大
和
国
吉
野
牛
頭
天
王
（
吉
野
八
社
明
神
の
一
。
現
在
は
廃
社
。
吉
野
郡
吉
野
町
大
字
吉
野
山
）

下
総
国
そ
た
つ
牛
頭
天
王
（
詳
細
不
明
）42

山
城
国
の
二
鳥
居
牛
頭
天
王
（
現
・
今
宮
社
﹇
通
称
・
木
瓜
大
明
神
﹈。
京
都
市
左
京
区
吉
田
神
楽
岡
町
）43

と
い
っ
た
、
全
国
各
地
に
点
在
す
る
牛
頭
天
王
社
の
祭
神
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
の
実
、
八
王
子
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
八
王
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子
に
は
そ
れ
ぞ
れ
日
光
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
・
地
蔵
菩
薩
・
観
世
音
菩
薩
・
月
光
菩
薩
・
釈
迦
如
来
・
薬
師
如
来
・
虚
空
蔵
菩
薩
と
い
っ

た
本
地
と
、
大
歳
神
・
大
陰
神
・
大
将
軍
神
・
歳
徳
神
・
歳
破
神
・
歳
刑
神
・
豹
尾
神
・
大﹇

黄
幡
カ
﹈番

神
と
い
っ
た
暦
の
神
の
名
が
附
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
地
・
同
体
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
本
地
や
同
体
関
係
か
ら
も
、
八
王
子
そ
れ
ぞ
れ
が
大

変
強
い
力
を
備
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
八
つ
（
ま
た
蛇
毒
鬼
神
天
王
＝
五
条
天
王
﹇
現
・
五
条
天
神
社
。
京
都
市
下
京
区
松
原
通
西
洞
院
西
入
﹈
を
入
れ

れ
ば
九
つ
）
の
神
社
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
ば
れ
た
の
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
八
王
子
が
祭
神
だ
と
し
て
い
る

以
上
、
そ
の
土
地
の
牛
頭
天
王
信
仰
の
象
徴
的
な
、
あ
る
い
は
信
仰
の
基
盤
を
担
う
よ
う
な
社
だ
と
想
定
で
き
る
。
現
に
播
磨
国
広
峯

社
な
ど
、
京
の
祇
園
社
と
並
び
立
つ
よ
う
な
牛
頭
天
王
信
仰
の
拠
点
と
も
い
え
る
社
名
も
確
認
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
パ
ー
ト
Ⅱ
①
の
表
記
に
目
を
移
す
と
、

し
や
れ
い
で
ん
き
、
ふ
と
き
に
而
、
か
ん
か
へ
見
る
と
き
ん
ば
、
此
ご
ず
て
ん
の
ふ
。
八
王
子
、
じ
や
ど
く
鬼
神
、
と
う
む
天
神
、

や
く
而
ぎ
や
ふ
ぢ
ん
、
は
り
さ
い
に
よ
、
ま
か
だ
い
こ
く
て
ん
神
、
八
ま
ん
四
せ
ん
六
百
五
拾
除

﹇
余
カ
﹈神

、
ろ
く
づ
ろ
く
め
ん
ろ
つ

ひ
ろ
く
そ
く
の
け
ん
ぞ
く
、
ぶ
ん
し
ん
な
り
と
う
ん
ぬ
ん
。

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
や
や
意
味
が
取
り
辛
い
も
の
の
、
八
王
子
や
蛇
毒
鬼
神
天
王
、
さ
ら
に
頗
梨
采
女
や
そ
の
ほ
か
眷
属
に
至

る
ま
で
、牛
頭
天
王
の
「
ぶ
ん
し
ん
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、こ
こ
で
の
分
身
と
は
、恐
ら
く
「
化

身
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
単
に
イ
コ
ー
ル
の
関
係
で
は
な
く
、
本
体
（
牛
頭
天
王
）
に
対
し
て
化
身
（
八
王
子
以
下
、
眷
属
）

と
い
う
厳
然
た
る
関
係
性
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
Ⅰ
⑰
の
記
述
に
目
を
向
け
よ
う
。
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）、
光
仁
天
皇
は
各
地
に
牛
頭
天
王
を
祀
る
よ
う
詔

を
出
し
た
、
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
史
実
を
ひ
も
と
け
ば
、
そ
の
よ
う
な
勅
命
は
下
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
記
述
が
挿
入
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
各
地
に
牛
頭
天
王
信
仰
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
先
の
Ⅱ
①
の
記
述
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
あ
る
地
方
の
小
さ
な
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭
天
王
が
実
際
は
、
八
万
四
千
六
百
五
十
ほ
ど
の
牛
頭
天

王
の
眷
属
の
一
（
た
だ
し
、
そ
れ
も
牛
頭
天
王
の
分
身
）
で
あ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。

　
重
要
な
点
は
、『
須
佐
縁
起
』
の
記
述
に
従
え
ば
、
各
地
に
点
在
す
る
牛
頭
天
王
を
祀
る
社
の
祭
神
と
は
、
牛
頭
天
王
で
あ
っ
て
、

牛
頭
天
王
で
は
な
い
│
│
牛
頭
天
王
の
分
身
・
化
身
と
し
て
八
王
子
や
蛇
毒
鬼
神
天
王
以
下
、
多
く
の
眷
属
た
ち
で
あ
る
と
理
解
で
き

る
こ
と
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
牛
頭
天
王
の
絶
対
性
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
え
る
。

　
『
須
佐
縁
起
』
の
中
で
八
王
子
の
存
在
は
、
牛
頭
天
王
信
仰
の
広
が
り
と
牛
頭
天
王
と
い
う
存
在
の
絶
対
性
を
示
す
上
で
象
徴
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
八
王
子
の
存
在
を
位
置
づ
け
る
に
は
、頗
梨
采
女
と
の
婚
姻
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
を『
須

佐
縁
起
』
の
中
に
入
れ
込
む
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て　

　
前
節
で
牛
頭
天
王
と
い
う
存
在
の
絶
対
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
、
牛
頭
天
王
自
体
は
ど
こ
に
祀
ら

れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

　
た
と
え
ば
、
Ⅰ
⑮
で
は
江
州
栗
本
郡
に
到
来
し
、
一
夜
に
し
て
千
本
の
杉
を
植
え
た
と
い
う
奇
瑞
を
成
し
て
い
る
。
こ
の
地
に
は
大

宝
天
王
社
（
ま
た
は
今
宮
応
天
宮
。
現
・
大
宝
神
社
。
栗
東
市
綣
）
が
あ
る
た
め
、
Ⅰ
⑮
は
大
宝
天
王
社
の
由
来
を
語
っ
て
い
る
よ
う
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に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
縁
起
本
文
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
千
本
の
杉
を
植
え
た
、
と
い
う
奇
瑞
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
牛
頭
天
王
を
祀
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
Ⅰ
⑦
の
備
州
疫
隅・賀
屋
に
も
い
え
る
。

つ
ま
り
、
牛
頭
天
王
を
祀
る
社
に
つ
い
て
の
直
截
的
な
記
述
は
パ
ー
ト
Ⅰ
に
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
。

　
で
は
Ⅱ
②
、す
な
わ
ち
小
童
祇
園
社
の
創
祀
を
語
る
場
面
で
は
ど
う
か
。
し
か
し
、小
童
に
牛
頭
天
王
そ
の
も
の
が
示
現
し
た
と
い
っ

た
表
記
が
あ
れ
ば
ま
た
別
だ
が
、
こ
こ
で
は
蛇
毒
鬼
神
天
王
の
神
託
に
よ
る
創
祀
が
語
ら
れ
て
お
り
、
他
の
牛
頭
天
王
を
祭
神
と
す
る

社
と
の
差
異
は
見
出
し
づ
ら
い
。
な
お
、
蛇
毒
鬼
神
天
王
の
神
託
は
、
光
仁
天
皇
に
よ
る
宝
亀
二
年
の
詔
（
Ⅰ
⑰
）
よ
り
も
三
年
遅
い

宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
に
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
牛
頭
天
王
を
祭
神
と
す
る
神
社
と
し
て
、
小
童
祇
園
社
は
必
然
的
に
は
後
発

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
自
社
の
由
緒
を
よ
り
古
く
語
る
こ
と
が
多
い
神
社
縁
起
に
あ
っ
て
、『
須
佐
縁
起
』

に
お
け
る
自
社
創
祀
の
言
説
は
独
特
と
も
い
え
る
。

　
た
だ
、
そ
れ
も
小
童
保
に
位
置
す
る
小
童
祇
園
社
だ
か
ら
こ
そ
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
小
童
保
を
所
領
す
る
京
の
祇
園
社

の
存
在
が
あ
る
限
り
、
そ
れ
に
先
行
す
る
形
で
小
童
祇
園
社
が
創
始
さ
れ
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
牛
頭
天
王
は
ど
こ
に
祀
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
先
の
疑
問
の
帰
着
点
は
、
小
童
祇
園
社
の
本
社
に
あ
た
る
、

京
の
祇
園
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
や
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
不
自
然
な
ほ
ど
、
こ
の
縁
起
で
は
京
の
祇
園
社
の
存
在

が
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。

　
小
童
保
が
祇
園
社
の
社
領
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
最
後
の
記
録
は
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
二
月
九
日
付
長
井
豊
明

置
文
（
田
総
文
書
）
で
あ
る44
。
こ
れ
以
前
の
南
北
朝
期
か
ら
、
祇
園
社
内
で
の
社
僧
間
の
対
立
が
小
童
保
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た

こ
と
、
そ
う
し
た
諍
い
に
乗
じ
る
か
の
よ
う
に
武
士
勢
力
が
小
童
保
に
介
入
し
、
押
領
な
ど
の
不
法
行
為
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る45
。
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
る
と
、
文
明
年
間
と
い
う
の
は
祇
園
社
社
領
と
し
て
の
役
割
を
か
ろ
う
じ
て
担
っ
て
い
た
時
期
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と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
と
な
る
と
祇
園
社
社
領
と
い
う
こ
と
は
有
名
無
実
化
し
、
や
が
て
崩
壊
し
て
い
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。

　
『
須
佐
縁
起
』
が
記
さ
れ
た
文
明
元
年
と
い
う
時
代
を
鑑
み
る
と
、
祇
園
社
と
の
繋
が
り
は
完
全
に
切
れ
た
訳
で
も
な
く
、
し
か
し

強
固
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
時
期
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
微
妙
な
本
社

-

末
社
関
係
が
『
須
佐
縁
起
』
に
影
響
を
与
え
て
い

る
の
か
│
│
し
か
し
、
現
時
点
で
は
そ
う
し
た
点
を
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
小
童
地
区
の
牛
頭
天
王
信
仰
、
本
社
・
祇
園
社
と
の
関
係
ま
で
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
『
須
佐
縁
起
』
の
全
体
像
は
抑

え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ト
Ⅱ
、
パ
ー
ト
Ⅲ
の
詳
細
な
考
察
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
時
代
は

降
る
が
『
小
童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』
や
『
国
郡
志
御
用
下
し
ら
べ
書
出
帳　
世
羅
郡
小
童
村
』
所
収
の
小
童
祇
園
社
略
縁
起
な
ど
と

の
比
較
検
討
も
必
要
と
な
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
現
行
の
小
童
祇
園
祭
を
は
じ
め
と
す
る
小
童
地
区
の
民
俗
事
象
の
さ
ら
な
る
掘
り

下
げ
も
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
で
は
論
じ
き
れ
ず
、
未
消
化
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
っ
た
課
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
己
の
不
明
を

恥
じ
る
ば
か
り
だ
が
、
そ
う
し
た
課
題
を
消
化
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
稿
を
改
め
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

註

１
「
四
ヵ
保
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
小
杉
達
「
祇
園
社
領
「
四
ヶ
保
」
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
神
道
史
研
究
』
第
一
六
巻
第
五・六
号
、
一
九
六
八
年
）

や
西
山
克
「
院
政
期
に
於
け
る
便
補
保
の
形
成
（
上
）
│
│
祇
園
社
領
四
ヶ
保
の
成
立
に
つ
い
て
│
│
」「
同
（
下
）」（『
神
道
史
研
究
』
第
二
二
巻
第

二
-
三
号
、
一
九
七
四
年
）、
川
島
敏
郎
「
祇
園
社
領
「
四
ヵ
保
」
の
形
成
と
相
伝
に
つ
い
て
」（『
古
文
書
研
究
』
第
一
四
号
、
一
九
七
九
年
）
な
ど
に
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詳
し
い
。

２ 
久
保
田
収
「
祇
園
社
領
備
後
小
童
保
に
つ
い
て
」（
同
『
八
坂
神
社
の
研
究
』
神
道
史
学
会
﹇
制
作
発
行・臨
川
書
店
﹈
一
九
七
四
年
）、川
島
（
前
掲
注
１
）

参
照
。

３ 

福
原
勲
「
原
子
古
代
の
小
童
」（
小
童
村
誌
編
纂
委
員
会
編
『
小
童
村
誌　
甲
奴
町
郷
土
誌
小
童
地
区
編
』、
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
と
、
文
化
元
年

（
一
八
〇
四
）
成
立
の
馬
屋
原
呂
平
編
『
西
備
名
区
』
に
見
ら
れ
る
記
述
や
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
神
社
調
に
お
け
る
調
査
主
任
・
田
村
良
穂
の

調
査
研
究
な
ど
で
は
、『
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
一
〇
月
二
〇
日
条
に
見
ら
れ
る
「
備
後
国
正
六
位
上
大
神
　々
天
照
真
良
建
雄
神
」
が
須

佐
神
社
の
前
身
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
説
に
し
た
が
え
ば
、
祇
園
社
の
社
領
と
な
る
以
前
か
ら
当
地
で
は
神
社
が
創
建
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
説
の
論
拠
は
い
ず
れ
も
不
確
か
な
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
久
保
田
（
前
掲
注
２
）
で
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
は
小
童
が
祇
園
社
社
領
と
な
っ
た
後
に
、
同
地
に
祇
園
社
が
勧
請
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
た
い
。

４ 

な
お
、
神
社
に
伝
わ
る
縁
起
と
は
別
に
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
四
月
の
『
国
郡
志
御
用
下
し
ら
べ
書
出
帳　
世
羅
郡
小
童
村
』
に
は
須
佐
神
社
（
当

時
は
「
亀
甲
山
祇
園
牛
頭
天
王
」）
の
略
縁
起
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

５ 

伊
藤
正
義
「
中
世
日
本
紀
の
輪
郭
│
│
太
平
記
に
お
け
る
卜
部
兼
員
説
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
文
学
』
第
四
〇
巻
第
一
〇
号
、
一
九
七
二
年
）。
山
本
ひ

ろ
子
『
中
世
神
話
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。
ま
た
、
牛
頭
天
王
信
仰
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
読
解
に
お
け
る
矛
盾
や
混
乱
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の

記
述
に
も
意
味
が
あ
る
と
説
い
た
の
が
村
上
學
「『
神
道
集
』
の
世
界
│
│
「
祇
園
大
明
神
事
」
を
通
じ
て
│
│
」（
本
田
義
憲
ほ
か
編
『
説
話
の
講
座

第
五
巻　
説
話
集
の
世
界
Ⅱ　
中
世
』
勉
誠
出
版
、
一
九
九
三
年
）
で
あ
る
。

６ 

山
本
ひ
ろ
子「
行
疫
神・牛
頭
天
王
│
│
祭
文
と
送
却
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（
同『
異
神
│
│
中
世
日
本
の
秘
教
的
世
界
│
│
』平
凡
社
、一
九
九
八
年
）。

７ 

拙
稿
「
造
り
替
え
ら
れ
る
儀
礼
と
信
仰
│
│
『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』（「
文
明
本
」）
の
信
仰
世
界
│
│
」（
同
『
牛
頭
天
王
信
仰
の
中
世
』
法
藏
館
、

二
〇
一
九
年
）。
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８ 
押
部
佳
周
「
蘇
民
将
来
に
つ
い
て
」（『
芸
備
地
方
史
研
究
』
第
三
二・三
三
号
、
一
九
六
〇
年
）。

９ 
竹
本
宏
夫
「
須
佐
神
社
縁
起　
翻
刻
」「
須
佐
神
社
縁
起　
解
説
」（
和
田
茂
樹
・
友
久
武
文
・
竹
本
宏
夫
編
『
中
世
文
芸
叢
書
九　
瀬
戸
内
寺
社
縁
起
集
』

広
島
中
世
文
芸
研
究
会
、
一
九
六
七
年
）。

10 

松
本
隆
信
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
に
つ
い
て
」（
同
『
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）。

11 

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
「
祇
園
社
祭
神
の
変
貌
│
│
卜
部
兼
文
・
一
条
兼
良
・
吉
田
兼
俱
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
」（
同
『
牛
頭
天
王
信
仰

の
中
世
』
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
）
で
論
じ
て
い
る
。

12 

戦
後
初
め
て
牛
頭
天
王
を
研
究
対
象
に
据
え
た
三
崎
良
周「
中
世
神
祇
思
想
の
一
側
面
」（『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』二
九
号
、一
九
五
五
年
）を
始
め
、拙
稿（
前

掲
注
11
）
に
至
る
ま
で
比
較
的
多
く
の
論
考
で
『
本
朝
世
紀
』
を
初
出
と
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
『
本
朝
世
紀
』
の
記
述
と
は
、

久
安
四
年
に
祇
園
社
で
起
き
た
火
災
に
関
す
る
記
述
に
伴
い
、
約
八
〇
年
前
の
延
久
二
年
に
起
き
た
祇
園
社
火
災
に
つ
い
て
、「
延
久
二
年
十
月
十
四
日

（
中
略
）
火
出
来
焼
失
宝
殿
。
幷
飲
舎
屋
。
牛
頭
天
皇マ

マ
御
足
焼
損
。
蛇
毒
気
神
焼
失
了
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

第
九
巻　
本
朝
世
紀
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
三
年
。
な
お
、
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
）。

13 

井
上
一
捻
「
平
安
時
代
の
牛
頭
天
王
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
一
五
巻
一
号
、
二
〇
一
一
年
）。
な
お
、
拙
稿
（
前
掲
注
11
）
で
は
、
こ
の
井
上

論
考
の
成
果
を
見
落
と
し
て
い
た
。

14 『
大
正
新
脩
大
蔵
経　
續
經
疏
部
第
五
七
巻
』
二
九
頁
ａ
。

15 

井
上
（
前
掲
注
13
）。

16 

こ
こ
で
は
、藤
原
忠
実
が「
祇
園
天
神
は
何
な
る
皇
の
後
身
ぞ
や
」と
問
い
か
け
、大
外
記・中
原
師
元
が「
神
農
氏
の
霊
か
。
件
の
帝
は
牛
頭
な
り
。
但
し
、

故
忠
尋
僧
正
の
説
に
は
、
王
子
晋
の
霊
な
り
」
と
答
え
、
忠
実
も
「
神
農
氏
な
り
。
神
農
氏
は
薬
師
仏
と
同
体
な
り
」
と
同
意
す
る
や
り
取
り
が
記
録

さ
れ
て
い
る
（
後
藤
昭
雄
・
池
上
洵
一
・
山
根
對
助
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
二　
江
談
抄
・
中
外
抄
・
富
家
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
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よ
り
書
き
下
し
を
引
用
。
な
お
、
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
）。

17 
た
だ
、
牛
頭
天
王
が
い
つ
か
ら
祇
園
社
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
な
お
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
定
説
を
見
な
い
。
今

堀
太
逸
「
牛
頭
天
王
と
蘇
民
将
来
の
子
孫
」（
同
『
本
地
垂
迹
信
仰
と
念
仏
』
法
藏
館
、
一
九
九
九
年
）
で
は
、
祇
園
社
は
創
祀
当
初
は
寺
で
あ
り
祭
神

は
「
天
神
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
少
な
く
と
も
祇
園
社
が
神
社
と
し
て
機
能
し
始
め
る
一
〇
世
紀
ま
で
は

牛
頭
天
王
が
祇
園
社
の
祭
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、さ
ら
に
牛
頭
天
王
と
「
天
神
」
と
が
同
体
異
名
の
関
係
と
し
て
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
一
一
世
紀
以
降
と
見
て
い
る
。
一
方
、
今
堀
説
に
異
を
唱
え
る
中
井
真
孝
は
「
祇
園
社
の
創
祀
と
牛
頭
天
王
│
│
今
堀
太
逸
氏
の
所
論
に
寄
せ

て
│
│
」（
同
『
法
然
上
人
絵
伝
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、二
〇
一
三
年
）
の
中
で
『
二
十
二
社
註
式
』
承
平
五
年
（
九
三
五
）
官
符
に
「
天
神
婆
利
女
。

八
王
子
」
と
あ
っ
て
、
牛
頭
天
王
の
妻
で
あ
る
婆
利
女
、
そ
の
御
子
神
で
あ
る
八
王
子
と
共
に
天
神
も
祭
神
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
創

祀
当
初
か
ら
天
神
と
は
牛
頭
天
王
を
指
し
て
い
た
と
す
る
。
中
井
説
は
今
堀
説
に
対
す
る
有
効
な
反
論
で
は
あ
る
が
、
牛
頭
天
王
と
婆
利
女
・
八
王
子

と
の
結
び
つ
き
を
大
前
提
と
し
て
よ
い
か
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
天
神
・
婆
利
女
・
八
王
子
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
も
の
が
、

牛
頭
天
王
が
天
神
と
同
体
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
牛
頭
天
王
・
婆
利
女
・
八
王
子
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
完
全
に
否
定
は
で
き
な
い
。

18 

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
植
垣
節
也 

校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五 

風
土
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
よ
り
該
当
部
の
書
き
下
し
を
引
用
。

19 

た
だ
し
、
こ
こ
で
兼
文
が
用
い
て
い
る
『
備
後
国
風
土
記
』
が
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
の
詔
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
風
土
記
』（
古
風
土
記
）
そ
の
も

の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
延
長
三
年
（
九
二
五
）
に
再
度
諸
国
に
編
纂
を
命
じ
た
い
わ
ゆ
る
「
延
長
再
撰
風
土
記
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
『
風
土
記
』

と
は
全
く
異
な
る
書
で
あ
る
の
か
は
現
時
点
で
は
判
じ
が
た
い
。

20 

以
下
は
小
野
田
光
雄
編
『
神
道
大
系 

古
典
註
釈
編
五 

釈
日
本
紀
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
六
年
）
よ
り
該
当
部
を
私
に
書
き
下
し
て
い
る
。

21 

藤
田
經
世 

編
『
校
刊
美
術
史
料 

寺
院
篇 

上
巻
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
二
年
）
所
収
『
伊
呂
波
字
類
』
よ
り
引
用
。

22 

南
北
朝
期
頃
の
編
纂
と
考
え
ら
れ
る
『
神
道
集
』
の
「
祇
園
大
明
神
事
」、
同
じ
く
南
北
朝
期
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
『
三
国
相
伝
陰
陽
管
轄
簠
簋
内
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伝
金
烏
玉
兎
集
』
巻
第
一
な
ど
。
な
お
、
蘇
民
将
来
譚
の
中
で
牛
頭
天
王
と
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
関
係
が
説
か
れ
る
初
出
は
、
応
永
二
九
年
（
一
四
二
二
）

に
成
立
し
た
一
条
兼
良
『
公
事
根
源
』
の
「
祇
園
御
霊
会
」
で
、「
祇
園
の
社
は
、
貞
観
十
一
年
に
、
託
宣
の
事
あ
り
て
、
山
城
国
に
う
つ
し
た
て
ま
つ

り
し
に
や
。
素
戔
嗚
尊
の
童
部
に
て
、
牛
頭
天
皇
と
も
武
答
天
神
と
も
申
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
以
上
、
関
根
正
直
『
修
正
公
事
根
源
新
釈
』
東

京
六
合
館
、
一
九
二
四
年
よ
り
該
当
部
を
引
用
。
な
お
、
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
）。

23 

竹
本
が
調
査
、翻
刻
を
し
た
段
階
で
は
、ま
だ
表
装
も
施
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
竹
本
（
前
掲
注
９
））。
な
お
、表
装
が
施
さ
れ
、

軸
付
の
巻
物
と
な
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
神
社
総
代
会
事
務
局
長
の
近
藤
昭
雄
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
七
日
・
須
佐
神

社
内
に
て
）。

24 

竹
本
（
前
掲
注
９
）。

25 

松
本
（
前
掲
注
10
）。

26 

福
原
（
前
掲
注
３
）。

27 

竹
本
（
前
掲
注
９
）。

28 

松
本
（
前
掲
注
10
）。

29 

『
須
佐
縁
起
』
原
本
を
閲
覧
し
、
概
略
を
作
成
。
な
お
、
原
本
を
見
る
と
竹
本
に
よ
る
翻
刻
（
前
掲
注
９
）
に
は
、
幾
つ
か
の
点
で
読
み
に
誤
り
と
思
わ

れ
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
小
童
村
誌
編
纂
委
員
会
編
『
小
童
村
誌　
甲
奴
町
郷
土
誌
小
童
地
区
編
』（
二
〇
〇
二
年
）
収
載
の
『
須

佐
縁
起
』
翻
刻
で
は
、
そ
う
し
た
誤
り
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
ま
だ
数
点
の
誤
り
が
見
ら
れ
た
。『
須
佐
縁
起
』
の
よ
り
正
確
な
翻
刻
は
、
別
の

機
会
を
設
け
行
い
た
い
。

30 

山
本
（
前
掲
注
６
）。

31 

た
と
え
ば
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
正
月
二
〇
日
条
に
は
、「
京
邑
咳
逆
病
発
。
死
亡
者
衆
。
人
間
言
。
渤
海
客
来
。
異
土
毒
気
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之
令
然
焉
」
と
あ
り
、
渤
海
使
に
よ
っ
て
「
異
国
毒
気
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
、「
咳
病
」
が
発
生
し
た
と
し
て
い
る
（
以
上
、
黒
板
勝
美
編
『
新
訂

増
補 

国
史
大
系
第
四
巻　
日
本
三
代
実
録
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
四
年
よ
り
該
当
部
を
引
用
。
な
お
、
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
）。

32 

山
本
（
前
掲
注
６
）。

33 

道
教
神
た
る
東
王
父
・
西
王
母
を
想
起
さ
せ
る
神
々
を
牛
頭
天
王
の
父
母
と
す
る
の
は
、
早
く
に
十
巻
本
『
伊
呂
波
字
類
抄
』「
祇
園
」
に
確
認
で
き
る
。

34 

た
だ
、
こ
の
箇
所
の
原
文
を
見
る
と
、

な
む
や
し
ゝ
を
う
ま
か
は
り
や
そ
わ
か
。
此
ふ
と
申
わ
、
む
ね
ち
よ
り
ご
ず
て
ん
の
ふ
し
ゆ
け
ん
の
ひ
み
つ
の
ま
む
り
な
り
。

な
む
や
そ
き
ろ
か
つ
は
か
や
そ
わ
か
。
此
ふ
わ
、
そ
み
ん
ふ
う
ふ
の
心
ぞ
し
ま

﹇
ふ
カ
﹈か

き
ひ
み
つ
の
符
也
。
蘇
民
夫
婦
や
く
し
に
よ
来
。
ひ
や
う
め
こ

の
あ
わ
ゝ
や
く
じ
や
う
ぼ
さ
つ
と
申
。
そ
み
ん
将
来
し
そ
ん
な
り
と
う
ん
ぬ
ん
。
一
ふ
て
あ
そ
ば
し
給
は
ゝ
急
ぎ
持
行
娘
と
娵
と
に
か
け
け
れ
バ
、

う
た
が
い
な
く
た
す
か
り
、
遁
る
も
の
な
り
。

と
あ
っ
て
、「
南
無
…
…
」
か
ら
始
ま
る
二
種
類
の
護
符
と
は
別
に
「
蘇
民
将
来
子
孫
也
」
と
書
き
つ
け
た
符
が
あ
る
と
考
え
て
良
い
の
か
、
あ
る
い
は

二
種
類
の
護
符
に
そ
れ
ぞ
れ
「
蘇
民
将
来
子
孫
也
」
と
書
き
加
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
が
判
断
し
づ
ら
い
。

35 

な
お
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』
な
ど
は
、
蘇
民
将
来
譚
の
中
に
護
符
は
記
さ
れ
て
い
な
い
（
拙
稿
「
造
り
替
え
ら
れ
る
儀

礼
と
信
仰
│
│
『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』（「
文
明
本
」）
の
信
仰
世
界
│
│
」﹇
同
『
牛
頭
天
王
信
仰
の
中
世
』
法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
﹈）。

36 

こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
の
中
で
神
が
「
成
長
」
す
る
、と
い
う
視
点
は
斎
藤
英
喜
『
古
事
記　
成
長
す
る
神
々
│
│
新
し
い
「
日
本
神
話
」
の
読
み
方
│
│
』

（
ビ
イ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ス
、
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

37 

た
と
え
ば
、
崇
神
天
皇
戊
子
に
関
し
て
は
、
崇
神
天
皇
五
年
に
該
当
す
る
の
で
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
五
崇
神
天
皇
五
年
「
国
内
に
疫
疾
多
く
、
民
死
亡

者
有
り
て
、
且
大
半
ぎ
な
む
と
す
。」（
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二　
日
本
書
紀
①
』
小
学
館
、
一
九
九
四
年
よ
り
該
当
部
の

書
き
下
し
を
引
用
）
と
既
に
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
欽
明
天
皇
七
年
に
つ
い
て
は
、
時
代
は
降
る
が
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
年
）
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刊
行
の
『
新
編
本
朝
年
代
記
』
に
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
欽
明
天
皇
十
四
年
正
月
の
疫
病
発
生
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
典
拠
を
見
つ
け

ら
れ
て
い
な
い
（
そ
の
前
年
一
三
年
の
疫
病
流
行
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
）。

38 

な
お
、
疫
隅
国
社
が
ど
こ
に
比
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
が
わ
か
れ
て
い
る
。
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
著
さ
れ
た
『
福
山
志
料
』
に
は

以
前
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
説
を
踏
襲
し
て
「
鞆
ノ
祇
園
」、
す
な
わ
ち
今
の
沼
名
前
神
社
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
一
方
、
西
田
長
男
「
祇
園
牛
頭
天

王
縁
起
の
成
立
」（
同
『
神
社
の
歴
史
的
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
）
で
は
「
旧
江
熊
天
王
社
」、
す
な
わ
ち
今
の
素
戔
嗚
神
社
で
は
な
い
か
と
説

い
て
い
る
（「
江
熊
」
と
「
疫
隅
」
と
の
同
一
性
か
ら
）。
な
お
、『
須
佐
縁
起
』
に
見
ら
れ
る
「
賀
屋
」
に
つ
い
て
も
ど
こ
を
指
す
か
は
明
確
で
は
な
い
。

素
戔
嗚
神
社
の
南
に
七・八
㎞
離
れ
た
と
こ
ろ
に
「
旧
沼
隅
郡
旧
加
屋
村
」
が
あ
る
た
め
当
地
を
指
す
か
と
も
推
察
さ
れ
る
が
、
牛
頭
天
王
信
仰
に
関
す

る
目
立
っ
た
伝
承
は
見
ら
れ
な
い
。

39 

福
原（
前
掲
注
３
）。
な
お
、筆
者
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
も
こ
の
点
は
確
認
済（
二
〇
一
九
年
七
月
二
〇
日
〜
二
二
日
。
小
童
祇
園
祭
開
催
時
に
お
い
て
、

須
佐
神
社
お
よ
び
武
塔
神
社
境
内
で
実
施
）。

40 

以
下
、
簡
潔
に
ま
と
め
る
と

『
釈
日
本
紀
』

│
│
武
塔
天
神
＝
ス
サ
ノ
ヲ
、
少
将
井
＝
本
御
前
＝
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
、
南
海
神
の
娘
＝
今
御
前
か
。

 『
日
本
書
紀
纂
疏
』

│
│
牛
頭
天
王
＝
武
塔
天
神
、
婆
利
女
＝
少
将
井
＝
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
（
一
説
に
は
沙
渇
羅
龍
王
の
娘
）、
蛇
毒
気
神
＝
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
か

『
二
十
二
社
註
式
』
所
引
承
平
五
年
（
九
五
三
）
官
符

│
│
天
神
。
婆
利
女
。
八
王
子
。

『
二
十
二
社
註
式
』
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│
│
大
政
所
・
牛
頭
天
皇マ

マ
＝
ス
サ
ノ
ヲ
、
本
御
前
＝
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
＝
婆
利
女
＝
少
将
井
＝
ア
シ
ナ
ヅ
チ
・
テ
ナ
ヅ
チ
の
娘
、
蛇
毒
気
神
龍
王
の
娘
＝

今
御
前

な
ど
と
な
る
。
少
将
井
と
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
、
そ
し
て
頗
梨
采
女
と
は
同
体
関
係
と
捉
え
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、『
須
佐
縁
起
』
で
は
少
将
井
と

頗
梨
采
女
と
は
別
神
と
い
う
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
少
将
井
に
つ
い
て
は
河
原
正
彦
「
祇
園
御
霊
会
と
少
将
井
信
仰
│
│
行
疫
神
と
水
神
信
仰

と
の
抵
触
│
│
」（
日
本
文
化
史
研
究
会
十
周
年
記
念
事
業
委
員
会
編
『
日
本
文
化
史
論
集
』
同
志
社
大
学
、
一
九
六
二
年
）
で
論
じ
ら
れ
て
以
降
、
研

究
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
牛
頭
天
王
信
仰
を
考
え
る
上
で
も
、
大
き
な
課
題
の
一
つ
と
い
え
る
。

41 

『
小
童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』
で
は
「
少
尾
」
と
漢
字
表
記
が
な
さ
て
い
る
が
、
該
当
す
る
よ
う
な
地
名
は
見
い
だ
せ
な
い
。
な
お
越
中
国
に
は
祇
園
社

の
社
領
と
し
て
高
名
な
堀
江
荘
が
あ
る
が
、
や
は
り
「
し
よ
う
び
」「
少
尾
」
と
重
な
る
よ
う
な
地
名
は
見
い
だ
せ
な
い
。

42 『
小
童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』
で
は
「
蘇
達
」
と
漢
字
表
記
が
な
さ
て
い
る
が
、
該
当
す
る
よ
う
な
地
名
は
見
い
だ
せ
な
い
。

43 

な
お
、『
須
佐
縁
起
』
翻
刻
諸
本
で
は
、「
や
ま
し
ろ
の
国
二
鳥
谷・

」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
原
本
を
確
認
す
る
と
、「
居
」
の
崩
し
字
と
判
明
し
た
。『
小

童
祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』で
も「
二
ツ
鳥
居
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、吉
田
神
社
二
鳥
居
近
く
に
位
置
す
る
今
宮
社（
木
瓜
大
明
神
）と
比
定
す
る
に
至
っ
た
。

44 

長
井
豊
明
は
小
童
保
地
頭
職
に
あ
っ
た
人
物
。
こ
の
置
文
に
は
、「
小
童
領
家
者
祇
園
領
、
本
家
江
年
貢
在
之
如
先
々
致
其
沙
汰
者
也
」
と
し
て
祇
園
社

社
領
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
（
以
上
、
広
島
県
編
『
広
島
県
史　
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』
一
九
八
〇
年
よ
り
引
用
）。

45 

久
保
田
（
前
掲
注
２
）。

附
記

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、『
須
佐
神
社
縁
起
』
原
本
の
閲
覧
な
ら
び
に
撮
影
を
ご
快
諾
く
だ
さ
っ
た
須
佐
神
社
、
お
よ
び
関
係
者
各
位
、
ま
た
閲
覧
の
手
配
か
ら

聞
き
取
り
調
査
ま
で
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
神
社
総
代
会
事
務
局
長
の
近
藤
昭
雄
氏
に
は
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
本
稿
は
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
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二
〇
一
七
年
度
「
仏
教
と
社
会
」
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
同
時
に
、
公
立
大
学
法
人
高
崎
経
済
大
学
二
〇
一
九
年
度
研
究
奨
励
費
を
う
け
て
の
成
果

で
も
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
牛
頭
天
王　
蘇
民
将
来
譚　
『
須
佐
神
社
縁
起
』　
八
王
子　
中
世
神
話　
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一

　
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
（
雑
集
と
か
雑
集
一
巻
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
王
居
士
が
王
劭
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
既
に
、「
曇
鸞
の

調
気
論
の
注
解
者
王
劭
と
聖
武
天
皇
雑
集
中
の
王
居
士
の
関
係1
」
と
題
す
る
小
論
で
明
確
に
指
摘
済
み
の
事
な
の
で
あ
る
。
然
し
残
念

な
事
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
文
が
曇
鸞
と
聖
武
天
皇
の
両
者
に
関
わ
っ
て
い
て
ど
ち
ら
か
一
人
物
の
専
門
の
論
で
な
か
っ
た
事
も

あ
っ
て
か
、
研
究
者
の
関
心
を
惹
か
ぬ
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
此
処
に
王
居
士
は
王
劭
で
あ
る
事
に
焦
点
を
合

わ
せ
た
新
し
い
論
文
を
発
表
し
て
、
改
め
て
学
界
に
問
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る

二

　　
雑
集
と
そ
こ
に
見
え
る
王
居
士
が
誰
で
あ
る
か
を
追
及
す
る
見
解
は
早
く
、
内
藤
湖
南
（
慶
応
二
年
一
八
六
六
〜
昭
和
九
年

聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
の
王
居
士
は
王
劭
で
あ
る

宮
澤　
正
順
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一
九
三
四
）
が
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
と
題
す
る
文
章
に
於
て
、

　
東
大
寺
献
物
中
に

　
　
雑
集
一
巻　
白
麻
紙　
紫
檀
軸　
紫
羅
褾　
綺
帯

　
　
右
平
城
宮
御
宇　
後
太
上
天
皇
御
書

と
載
せ
ら
れ
た
る
一
大
巻
は
、
今
現
に
正
倉
院
に
尊
蔵
せ
ら
れ
あ
り
、
平
城
宮
御
宇
後
太
上
天
皇
と
は
即
ち
聖
武
天
皇
に
ま
し
ま

す
。
年
を
経
る
こ
と
の
久
し
き
、
其
の
褾
装
等
は
損
じ
た
れ
ど
も
、
其
の
本
文
の
大
部
分
は
保
存
せ
ら
る
。
嘗
て
院
中
に
在
り
て

敬
観
す
る
こ
と
を
得
、
其
後
又
写
真
に
就
て
詳
細
に
研
究
す
る
こ
と
を
得
た
る
が
、
其
書
は
六
朝
隋
唐
人
の
集
中
よ
り
仏
教
に
関

す
る
詩
文
一
百
余
首
を
抄
録
し
た
ま
ひ
し
者
に
し
て
、
弘
明
集
、
広
弘
明
集
等
の
如
き
者
な
れ
ど
も
、
別
に
義
例
を
設
け
ら
れ
ず
、

閲
し
た
ま
ふ
ま
ま
に
録
し
た
ま
ひ
し
者
な
る
が
如
し
。
巻
首
は
断
爛
し
た
れ
ば
、
最
初
の
二
首
は
何
人
の
作
な
る
こ
と
を
知
り
難

し
。
逸
名
の
帰
去
来
の
詩
二
首
の
外
、
作
者
の
明
ら
か
な
る
も
の
は
、

王
居
士
詩
三
十
八
首

隋
大
業
主
詩
三
十
二
首

真
観
法
師
頌
一
首
詩
五
首
讃
二
首
奉
請
文
一
首

釈
霊
実
讃
十
三
首
祭
文
二
首
雑
文
十
五
首

周
趙
王
碑
文
一
首
雑
文
一
首
序
五
首

釈
僧
亮
観
行
内
雑
詩
九
首
銘
一
首
詩
十
七
首

に
し
て
、
巻
尾
に
、

　
　
天
平
三
年
九
月
八
日
写
了
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と
御
款
あ
り
。
毎
行
十
八
字
、
楷
行
の
間
に
て
、
打
ち
見
た
る
処
に
て
は
、
繊
細
な
る
筆
致
な
れ
ど
も
、
諦
審
す
れ
ば
秀
勁
絶
倫

と
申
し
奉
る
べ
く
、
王
右
軍
の
楽
毅
論
を
学
ば
せ
た
ま
ひ
て
、
其
の
神
味
を
伝
へ
た
ま
へ
り
。
光
明
皇
后
の
臨
写
し
た
ま
ひ
し
楽

毅
論
は
、
同
じ
く
正
倉
院
に
尊
蔵
せ
ら
れ
て
、
其
の
奔
放
に
行
り
た
ま
ひ
し
筆
致
は
、
拝
観
者
の
昔
よ
り
驚
嘆
し
奉
る
所
な
れ
ど

も
、
其
の
真
に
右
軍
の
筆
意
を
得
た
ま
ひ
し
こ
と
は
、
天
皇
の
此
の
巻
優
り
た
ま
ふ
ベ
く
ぞ
拝
せ
ら
る
。
此
の
巻
中
に
収
め
ら
れ

た
る
詩
文
は
、
い
づ
れ
も
今
は
支
那
に
も
佚
せ
る
者
の
み
に
て
、
明
の
馮
惟
訥
が
詩
紀
、
清
嘉
慶
勅
編
の
全
唐
文
、
厳
可
均
の
全

宋
文
、
全
後
周
文
、
全
隋
文
等
を
補
ふ
に
足
る
。
因
り
て
其
作
者
に
就
て
考
え
得
た
る
事
実
を
左
に
記
し
、
此
の
希
世
の
秘
笈
が

畏
く
も
宸
翰
に
よ
り
て
伝
は
れ
る
奇
縁
を
篤
古
の
同
志
に
伝
へ
ん
と
す
。

　
　
王
居
士

　
雑
集
中
に
は
其
の
作
に
か
か
る
涅
槃
詩
二
十
五
首
、
奉
讃
浄
土
十
六
観
詩
十
三
首
を
載
せ
た
り
。
余
が
見
聞
の
及
ぶ
限
り
、
王

居
士
と
い
へ
る
は
周
隋
の
間
に
二
人
あ
り
、其
一
は
王
明
広
と
い
へ
る
者
に
て
、広
弘
明
集
巻
第
十
に
周
の
天
元
帝
立
ち
し
と
き
、

事
を
上
つ
る
者
あ
り
て
、
衛
元
嵩
に
対
す
と
題
し
て
、

前
僧
王
明
広
大
象
元
年
二
月
二
十
七
日
王
明
広
、
衛
元
嵩
が
仏
法
を
破
る
事
に
答
ふ
。
鄴
城
の
故
の
趙
武
帝
の
白
馬
寺
の
佛

図
澄
の
孫
弟
子
王
明
広
誠
惶
誠
恐
死
罪
上
書
。

と
標
出
し
、
益
州
野
安
寺
の
偽
道
人
衛
元
嵩
等
が
、
是
を
抑
へ
非
を
飾
り
、
仏
図
を
廃
し
、
僧
法
を
滅
壊
せ
ん
こ
と
を
請
ひ
し
に

対
し
、
明
広
は
六
条
を
挙
げ
て
天
元
皇
帝
に
上
り
し
者
な
り
。
こ
は
周
の
高
祖
武
帝
が
仏
道
二
教
を
廃
せ
し
後
、
宣
帝
即
ち
天
元

天
皇
立
ち
し
か
ば
、
明
広
自
ら
佛
図
澄
の
孫
弟
子
と
称
し
て
上
書
せ
し
な
り
。
其
一
は
王
公
字
は
孝
寛
に
し
て
、
唐
の
高
宗
顕
慶

元
年
、
年
七
十
三
に
て
卒
せ
し
こ
と
、
上
宮
霊
芝
の
製
文
、
敬
客
の
書
に
か
ゝ
る
有
名
な
る
王
居
士
塼
塔
銘
に
見
え
た
り
。
こ
の

雑
集
中
に
、
真
観
法
師
の
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奉
王
居
士
請
題
九
想
即
事
依
経
総
為
一
首

と
題
せ
る
者
あ
り
。
も
し
集
中
の
王
居
士
は
同
一
人
な
り
と
せ
ば
、
真
観
法
師
の
寂
せ
し
隋
の
大
業
七
年
を
中
心
と
し
て
、
上
王

明
広
の
上
書
せ
し
大
象
元
年
に
遡
る
に
三
十
二
年
を
得
、
広
弘
明
集
に
大
象
元
年
に
王
明
広
年
三
十
に
過
ぎ
ず
と
あ
れ
ば
、
真
観

の
晩
年
に
で
も
、
六
十
余
歳
に
過
ぎ
ず
。
又
大
業
七
年
よ
り
王
公
の
卒
せ
る
顕
慶
元
年
ま
で
は
、
四
十
五
年
な
れ
ば
、
王
公
は
真

観
の
晩
年
に
二
十
余
歳
に
お
よ
ぶ
べ
し
、
さ
れ
ば
集
中
の
王
居
士
は
こ
の
両
王
居
士
の
い
づ
れ
か
一
人
な
る
べ
き
や
、
或
は
又
他

に
王
居
士
と
い
へ
る
者
更
に
あ
り
し
や
、
皆
明
に
決
し
難
し2
。

と
述
べ
て
い
る
。
内
藤
湖
南
が
こ
の
文
の
最
後
に
「
或
は
又
他
に
王
居
士
と
い
へ
る
者
更
に
あ
り
し
や
、
皆
明
に
決
し
難
し
。」
と
発

言
し
て
い
る
の
は
、
王
居
士
が
誰
な
の
か
を
決
定
し
兼
ね
て
い
る
不
安
な
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
内
藤
湖
南

の
よ
う
な
碩
学
が
、
彼
が
推
測
す
る
王
明
広
と
王
孝
寛
と
同
時
代
の
人
物
王
劭
に
何
故
触
れ
な
い
の
か
、
実
に
理
解
に
苦
し
む
の
で
あ

る
。

三

　
雑
集
に
関
し
て
は
、
内
藤
湖
南
の
外
に
も
例
え
ば
「
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
隋
大
業
主
浄
土
詩
と
往
生
礼
讃
」（「
武
内
義
雄
全
集
」
第

一
巻
）の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
人
物
は
多
い
が
、こ
こ
で
も
う
一
人
東
大
寺
の
平
岡
定
海
の
解
説
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。即
ち
、

　
聖
武
天
皇
の
宸
筆
と
さ
れ
て
い
る
「
雑
集
」
と
は
、聖
武
天
皇
の
七
七
日
御
忌
に
当
っ
て
、東
大
寺
盧
舎
那
仏
に
奉
献
さ
れ
た
、

献
物
帳
の
中
に
、

　
　
納
物
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雑
集
一
巻　
白
麻
紙
、
紫
檀
軸
紫
羅
褾
綺
帯

　
　
右
平
城
宮
御
宇
、
後
太
上
天
皇
御
書

と
見
え
て
い
る
も
の
で
、
光
明
皇
后
の
楽
毅
論
、
杜
家
立
成
等
と
共
に
、
白
葛
箱
に
入
れ
て
、
奉
献
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
存
す
る

聖
武
天
皇
展
翰
の
う
ち
で
、
最
も
信
拠
し
得
る
も
の
で
、

　
そ
の
書
写
年
代
は
、
奥
書
に
、

　
　
天
平
三
年
九
月
八
日
写
了

と
あ
り
、天
平
三
年（
七
三
一
）に
書
写
せ
ら
れ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
此
年
は
天
皇
が
即
位
さ
れ
て
か
ら
八
年
目（
御
歳
三
十
一
歳
）、

光
明
皇
后
の
立
后
後
三
年
に
当
り
、
特
に
皇
太
子
基
王
の
薨
去
よ
り
三
週
年
に
相
当
す
る
。
こ
の
前
年
四
月
に
は
、
皇
后
宮
職
内

に
施
薬
院
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ま
雑
集
書
写
の
日
で
あ
る
九
月
八
日
は
、皇
太
子
基
王
が
薨
去
さ
れ
た
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
九
月
十
三
日
か
ら
通
算
し
て
、

三
週
忌
の
忌
日
内
に
当
る
。
か
ゝ
る
意
味
よ
り
考
え
る
な
ら
ば
、
天
皇
は
皇
太
子
基
王
の
三
週
忌
に
当
っ
て
、
そ
の
追
善
供
養
の

た
め
に
、
六
朝
以
来
の
仏
教
に
関
す
る
詩
文
を
書
写
収
録
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る3
。

と
、内
藤
湖
南
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
解
説
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
解
説
に
も
う
一
人
合
田
時
江
の
解
説
が
在
る
が
そ
こ
に
は
、

「
用
紙
は
、
高
さ
二
十
八
、五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
白
麻
紙
で
、
四
十
七
紙
を
継
ぎ
、
全
長
二
十
一
メ
ー
ト
ル
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
長
巻
」「
一
行
は
一
八
字
で
一
行
の
高
さ
は
二
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る4
。

　
一
般
的
に
写
経
の
一
行
の
長
さ
は
一
七
字
で
あ
る
か
ら
、
雑
集
は
経
文
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
内
容
は
、
諸
行
無
常
を
訴
え
阿
弥

陀
信
仰
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
平
岡
定
海
は
華
厳
宗
家
者
と
し
て
か
ら
か
、
聖
武
天
皇
は
周
趙
王
集
に
在
る
よ
う
に
慮
舎
那
仏
の
示

現
に
よ
る
国
土
荘
厳
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
し
つ
つ
も
、
上
述
の
よ
う
に
皇
太
子
基
王
の
三
回
忌
の
為
と
か
、
光
明
皇
后
の
阿
弥
陀



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

40

浄
土
院
建
立
の
信
仰
や
皇
太
子
基
王
及
び
不
比
等
へ
の
追
善
供
養
の
た
め
の
意
志
に
根
源
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
も
す
る
。
皇
太
子

基
王
は
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
誕
生
し
翌
年
に
没
し
て
い
る
。
雑
集
は
死
没
後
の
天
平
三
年
（
七
三
一
）
に
書
写
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

聖
武
天
皇
三
十
一
歳
の
若
い
時
で
、両
陛
下
の
哀
し
み
は
如
何
ば
か
り
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
、「
浄
土
へ
の
転
生
を
め
ざ
す
の
は
、

附
属
的
な
も
の
で
あ
っ
た5
」
と
云
う
よ
う
な
反
対
説
に
は
賛
成
し
が
た
い
。

四

　
次
に
雑
集
の
雑
の
意
味
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
論
及
は
以
前
さ
れ
た
事
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ご
教
示

を
得
た
い
。
中
国
南
北
朝
時
代
の
初
め
の
頃
ま
で
に
は
、
文
学
の
世
界
に
於
て
雑
詩
と
言
う
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
陶

淵
明（
三
六
〜
四
二
七
）の
詩
集
巻
四
に
雑
詩
十
二
首
が
在
り
無
題
詩
な
ど
と
訳
さ
れ
て
も
い
る
が
、「
文
選
」第
二
十
九
巻
に
は
雑
詩
上
、

第
三
十
巻
に
は
雑
詩
下
が
あ
り
、
陶
淵
明
の
雑
詩
は
下
に
二
首
引
か
れ
て
い
る
。
雑
詩
上
の
王
仲
宣
の
雑
詩
一
首
に
付
い
て
い
る
李
善

の
注
釈
に
は
「
五
言
雑
者
、
不
拘
流
例
、
遭
物
即
言
、
故
云
雑
也
。」
と
あ
り
、
一
般
的
に
大
凡
、
随
筆
的
と
い
う
か
雑
感
と
い
う
か

即
ち
色
々
な
感
慨
を
表
し
た
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
作
成
の
時
間
も
異
な
り
内
容
も
多
岐
に
わ
た
り
、
贈
答
の
詩・遊
覧
の
詩・

行
旅
の
詩
な
ど
と
内
容
に
即
し
た
詩
題
が
付
け
ら
れ
な
い
も
の
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
。
因
み
に
、
散
文
の
場
合
な
ど
で

は
「
礼
記
」
の
篇
名
に
雑
記
が
あ
り
、
東
晋
の
殷
仲
堪
に
「
雑
集
一
巻
」
が
あ
る
。
わ
が
国
の
万
葉
集
の
冒
頭
の
巻
第
一
と
第
三
に
は

雑
歌
が
置
か
れ
、
そ
の
内
容
が
巻
一
に
於
て
は
「
大
体
、
天
皇
の
行
幸
そ
の
他
国
家
の
公
式
の
行
事
に
関
係
し
た
歌
が
多
い
。6
」
と
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
際
特
に
注
目
さ
れ
る
。
従
っ
て
聖
武
天
皇
の
雑
集
も
、
東
大
寺
に
奉
献
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
役
人
方
誰

か
が
雑
集
一
巻
と
し
て
提
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ご
教
示
を
乞
う
。「
雑
」
の
一
字
に
は
、
現
代
の
人
の
感
覚
と
は
異
な
る
別
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の
深
い
意
味
が
あ
っ
た
事
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
雑
集
の
聖
武
天
皇
の
書
蹟
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
内
藤
湖
南
が
「
右
軍
の
筆
意
を
得
た
ま
い
し
」
と
記
し
て
い
る
が
、
平
野

顕
照
は
「
王
風
を
学
ば
れ
た
天
皇
が
、
褚
遂
良
の
書
を
も
学
ば
れ
る
の
は
不
自
然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
化
人
と
し
て
の
天
皇
が
書
法

に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
を
三
十
歳
代
に
か
よ
う
に
広
く
も
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
に
お
ど
ろ
く
。7
」
と
述
べ
て
い
る
。

五

　
雑
集
一
巻
の
内
容
に
入
る
に
当
た
り
、
そ
の
価
値
に
就
い
て
改
め
て
触
れ
る
な
ら
ば
、

雑
集
一
巻
は
、
天
平
三
年
聖
武
天
皇
の
親
し
く
書
写
し
給
ひ
し
も
の
に
し
て
、
天
皇
の
崩
後
、
七
七
日
の
忌
辰
に
当
り
ご
冥
福
を

祈
ら
ん
為
、
光
明
皇
后
よ
り
東
大
寺
に
献
納
せ
ら
れ
つ
る
も
の
な
り
。
世
に
聖
武
の
御
筆
と
称
す
る
古
筆
切
数
種
あ
れ
ど
、
い
づ

れ
も
さ
だ
か
な
る
根
拠
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
こ
の
書
は
、
天
平
勝
宝
八
歳
の
東
大
寺
献
物
帳
に
、
明
ら
か
に
、
平
城
宮
御
宇
後

太
上
天
皇
御
書
と
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
書
写
の
年
月
日
ま
で
も
巻
末
に
明
記
せ
ら
れ
、
ま
さ
し
き
宸
筆
と
し
て
、
尊
重
す
べ
き
唯

一
無
二
の
至
宝
な
り
（
内
藤
湖
南
「
南
都
秘
笈
第
一
集
解
説
」8
）。

と
言
う
一
文
が
全
て
を
言
い
尽
く
し
て
い
る
。
扨
、
此
の
貴
重
な
雑
集
一
巻
の
内
訳
を
示
せ
ば
、

逸
名
の
作
品

　
　
□
□
□
□
□　
六
□
□
知

 

帰
去
来
三
界
擾
擾
不
可
居
… 

帰
去
来
他
郷
不
久
安
…

王
居
士
（
こ
の
人
物
こ
そ
本
論
の
研
究
対
象
者
）　
詩
三
十
八
首



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

42

　
　
涅
槃
詩
二
十
五
首　
輔
覧
（
後
文
で
触
れ
る
）　
奉
讃
浄
土
十
六
観
詩
十
三
首

隋
大
業
主
（
聖
武
天
皇
の
頃
、
そ
の
詩
は
隋
の
煬
帝
の
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
隋
の
彦
琮
の
「
願
往
生
礼

讃
」
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
）

　
　
浄
土
詩
三
十
二
首

真
観
法
師

　
　
無
常
頌
（
頌
一
）

　
　
奉
王
居
士
請
題
九
想
即
事
依
経
総
為
一
首
（
本
論
の
研
究
対
象
者
王
居
士
の
名
前
が
出
て
い
る
）

　
　
観
白
骨
歎
無
常
（
詩
四
）

　
　
幡
讃
（
讃
二
）

　
　
奉
請
文
（
文
一
）

釈
霊
実

　
　
鏡
中
釈
霊
実
集
（
讃
言
一
三
・
祭
文
二
・
雑
文
一
五
）

周
趙
王

　
　
周
趙
王
集
（
碑
文
一
・
雑
文
一
・
序
五
）

釈
僧
亮

　
　
釈
僧
亮
観
行
内
雑
詩
九
・
銘
一
・
詩
十
七
（
帰
去
来
二
首
・
隠
去
来
三
首
・
早
還
林
十
首
・
浄
土
・
穢
土
）

以
上
が
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
の
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
愈
々
、
こ
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
王
居
士
な
る
人
物
に
就
い
て
の
検
討
に
進
む

事
と
す
る
。
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六

　
雑
集
一
巻
の
中
に
散
見
さ
れ
る
王
居
士
の
名
前
の
主
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
ば
先
ず
取
り
挙
げ
た
人
物
こ
そ
上
文
で

屡
触
れ
て
い
る
内
藤
湖
南
で
あ
る
。
以
後
今
日
ま
で
に
そ
の
説
に
異
論
を
称
え
る
も
の
は
、
拙
論
以
外
無
か
っ
た
。
内
藤
湖
南
は
大
正

十
年
（
一
九
二
一
）
に
、
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
に
就
い
て
九
月
に
漢
文
で
「
志
那
学
」
に
同
年
十
月
に
和
文
で
同
誌
に
寄
稿
し
た
論
文

の
中
で
、
非
常
に
不
安
な
心
情
を
抱
き
つ
つ
も
、「
周
隋
の
間
に
二
人
あ
り
」
と
し
て
王
広
明
と
王
公
字
孝
寛
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。

此
処
に
言
う
周
隋
と
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
南
北
朝
時
代
も
末
の
隋
王
楊
堅
（
文
帝
）
に
滅
ぼ
さ
れ
た
北
周
（
後
周
）
と
次
の
隋
の
時

代
の
事
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
西
暦
で
示
せ
ば
五
五
七
年
の
北
周
成
立
か
ら
六
一
八
年
隋
の
滅
亡
ま
で
の
期
間
を
指
し
て
い
る
。
因

み
に
文
帝
の
第
二
子
が
そ
の
父
親
を
弑
し
て
即
位
し
た
の
が
か
の
有
名
な
隋
の
煬
帝
（
五
八
〇
〜
六
一
八
）
で
あ
る
。

　
内
藤
湖
南
は
こ
の
時
期
に
存
在
し
た
王
居
土
に
想
定
さ
れ
る
人
物
と
し
て
、右
に
示
し
た
王
明
広
（
隋
の
大
象
元
年
五
七
九
頃
の
人
）

と
王
公
字
孝
寛
（
唐
の
高
宗
顕
慶
元
年
六
五
六
、七
十
歳
卒
）
の
二
名
を
指
摘
し
て
い
る
。
碩
学
内
藤
湖
南
に
し
て
何
故
こ
の
二
人
の

人
物
し
か
挙
げ
な
い
の
か
不
思
議
に
感
ず
る
の
は
、
筆
者
一
人
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
案
の
定
彼
も
不
安
に
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
「
他

に
王
居
士
と
い
へ
る
者
あ
り
し
や
、
皆
明
に
決
し
難
し
。」
と
問
題
提
起
は
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
以
来
、
未

確
定
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
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王
明
広
と
王
公
字
孝
寛
（
以
下
王
孝
寛
と
す
る
）
と
全
く
同
時
代
の
人
物
に
王
劭
が
い
る
。
王
劭
の
伝
記
は
、
中
国
の
正
史
で
あ
る

「
隋
書
」
と
「
北
史
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
政
治
の
場
で
特
筆
さ
れ
る
ほ
ど
の
業
績
も
無
い
の
に
正
史
の
類
に
名
を
連
ね
る
事

が
で
き
た
の
は
、
仏
教
と
の
縁
の
深
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
藤
善
説
）、
と
さ
え
云
わ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
内
藤
湖

南
と
も
有
ろ
う
学
人
が
、
何
故
こ
の
有
名
な
人
物
に
注
目
し
な
い
の
か
理
解
で
き
な
い
。
更
に
王
劭
に
関
す
る
研
究
も
、
例
せ
ば
藤
善

真
澄
の
「
道
宣
伝
の
研
究
」
附
篇
の
「
王
劭
の
著
述
小
考
」
の
中
で
「
王
劭
略
伝
」
の
よ
う
な
形
で
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
聖
武
天

皇
の
雑
集
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
は
管
見
で
は
あ
る
が
無
い
よ
う
で
あ
る
。
又
王
劭
の
名
前
に
就
い
て
は
王
劭
と
王
邵
の
両
様
の
表

記
が
あ
る
。「
隋
書
」
の
本
伝
や
同
列
伝
第
四
十
二
の
崔
廓
の
子
供
頣
の
伝
記
或
い
は
巻
六
九・七
五
の
中
や
「
北
史
」
列
伝
第
三
五
の

王
慧
能
の
五
世
と
し
て
の
本
伝
な
ど
は
皆
、
劭
に
作
る
。
然
し
唐
代
の
道
宣
の
「
続
高
僧
伝
」
巻
第
六
曇
鸞
伝
や
道
宣
の
「
集
古
今
仏

道
論
考
」
巻
乙
や
「
隋
書
」
列
伝
第
三
十
一
の
房
彦
謙
伝
な
ど
で
は
邵
に
作
る
。
道
端
良
秀
は
、
王
劭
と
王
邵
は
、
い
ず
れ
か
が
筆
者

の
誤
り
で
あ
ろ
う
、
と
す
る9
。
本
論
で
は
王
劭
に
統
一
し
て
お
く
。
尚
、
六
朝
は
劉
宋
の
人
劉
義
慶
（
四
〇
二
〜
四
四
四
）
の
「
世
説

新
語
」
雅
量
第
六
に
王
劭
の
名
前
が
在
る
が
、
こ
ち
ら
の
人
物
は
「
劭
字
敬
倫
、
丞
相
（
王
）
導
第
五
子
」
で
別
人
で
あ
る
（「
晋
書
」

巻
第
六
十
五
参
照
）。

　
扨
、「
隋
書
」
巻
第
六
九
、
列
伝
第
三
四
や
「
北
史
」
巻
第
三
五
、
列
伝
第
三
五
に
は
王
劭
の
生
卒
年
時
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

藤
善
真
澄
は
上
記
の
著
作
の
「
五　
著
作
郎
王
劭
の
革
命
説
」
に
於
て
、「
仁
寿
年
中
に
没
す
る
ま
で
の
二
十
年
間
を
専
ら
著
述
活
動

に
従
事
す
る
わ
け
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
一
方
で
、
著
作
の
「
一　
王
劭
略
伝
」
で
は
「
文
帝
の
信
任
を
受
け
て
開
皇
三
年
夏
に
は
通

直
散
騎
常
侍
の
薛
舒
と
陳
朝
へ
使
者
と
し
て
赴
い
た
（「
隋
書
」
文
帝
紀
一
）
と
し
て
い
る
。
又
同
年
四
月
に
は
尚
書
左
僕
射
楊
素
の

も
と
、
古
今
に
博
達
し
学
は
経
史
を
す
べ
る
王
劭
ら
に
五
礼
を
修
定
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
（「
隋
書
」
文
帝
紀
二
）。
そ
し
て
員

外
散
騎
侍
、
著
作
郎
を
歴
任
し
、
場
帝
の
大
業
中
に
秘
書
監
を
も
っ
て
官
に
卒
し
た
の
で
あ
る
。」
な
ど
と
記
述
し
て
い
る
。
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藤
善
真
澄
が
「
仁
寿
年
中
に
没
す
る
ま
で
の
二
十
年
間
」
と
い
う
の
は
、
王
劭
が
仁
寿
年
中
に
卒
し
た
と
理
解
す
る
し
か
な
い
。
仁

寿
年
間
は
、
西
暦
六
〇
一
年
か
ら
六
〇
四
年
の
僅
か
四
年
間
で
あ
る
。
一
方
「
大
業
中
」
は
、
六
〇
五
年
か
ら
六
一
七
年
の
十
三
年
間

で
あ
る
。
藤
善
真
澄
は
「
仁
寿
年
中
」
或
い
は
「
大
業
中
」
を
没
年
と
し
て
確
定
的
な
こ
と
を
記
し
て
い
な
い
。
然
し
、
な
が
ら
そ
の

違
い
を
詮
索
す
る
こ
と
は
、
本
論
考
中
に
於
て
は
当
面
そ
の
必
要
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
二
つ
の
年
号
は
、
非
常
に
接
近
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
年
号
は
か
の
有
名
な
隋
朝
初
代
の
文
帝
（
楊
堅
）
の
年
号
と
文
帝
を
継
い
だ
第
二
代
煬
帝
が
没
年
ま
で

用
い
た
年
号
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
中
国
南
北
朝
時
代
の
隋
の
全
国
統
一
に
近
い
頃
の
北
朝
の
歴
史
は
、非
常
に
錯
雑
し
て
い
る
。
隋
朝
を
興
し
た
人
物
が
楊
堅
文
帝（
高

祖
）
で
、
そ
の
次
男
が
楊
広
で
他
の
兄
弟
三
人
を
殺
し
父
親
文
帝
も
手
に
か
け
た
と
も
噂
さ
れ
た
煬
帝
（
明
帝
）
で
あ
る
。
北
魏
の
太

武
帝
は
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
に
有
名
な
大
廃
仏
毀
釈
を
断
行
し
た
。
世
に
名
高
い
三
武
一
宗
（
三
武
之
厄
一
宗
之
厄
、
北
魏
の

太
武
帝
・
北
周
の
武
帝
・
唐
の
武
宗
・
後
周
の
世
宗
）
の
法
難
で
あ
る
。
北
魏
の
太
武
帝
の
そ
れ
が
最
初
の
法
難
で
あ
る
。
北
魏
は

五
三
四
年
に
東
魏
西
魏
に
分
裂
し
た
。
そ
の
後
、
北
周
・
北
斉
に
滅
ぼ
さ
れ
最
後
に
は
五
八
九
年
に
隋
の
楊
堅
文
帝
に
滅
ぼ
さ
れ
、
天

下
は
統
一
さ
れ
て
南
北
朝
時
代
は
幕
を
閉
じ
る
。
因
み
に
こ
の
時
代
は
六
朝
時
代
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
六
朝
の
二
字
の
内
容
は
一

定
し
て
い
な
い
こ
と
を
諸
学
者
は
注
意
し
て
い
る
（
宮
崎
市
定
「
中
国
史
」
等
等
）。

　
本
論
の
中
で
重
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
北
魏
の
太
武
帝
の
第
一
の
廃
仏
と
北
周
の
武
帝
の
第
二
の
廃
仏
の
事
件
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
事
件
こ
そ
、
楊
堅
文
帝
と
楊
広
煬
帝
の
二
帝
王
を
し
て
仏
教
の
興
隆
に
よ
る
国
造
り
へ
と
邁
進
さ
せ
た
原
因
な
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
楊
堅
文
帝
は
開
皇
二
十
年
（
六
〇
〇
）
十
二
月
の
詔
勅
で
「
仏
法
深
妙
、
道
教
虚
融
、
咸
降
大
慈
、
済
度
群
品
、」
と
示
し
、

煬
帝
は
本
論
考
で
取
り
上
げ
る
聖
武
天
皇
の
雑
集
に
於
て
は
、
隋
大
業
主
の
名
前
で
浄
土
詩
三
十
二
首
の
作
者
に
も
な
っ
て
い
る
。
以

上
の
事
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
王
劭
の
生
存
年
代
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
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藤
善
真
澄
が
先
の
如
く
「
仁
寿
年
中
に
没
す
る
ま
で
の
二
十
年
間
」
と
述
べ
て
い
る
事
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
王
劭
の
著
作
に
就

い
て
は
後
文
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
仁
寿
年
の
最
後
は
六
〇
四
年
で
二
十
年
前
と
言
え
ば
五
八
四
年
頃
で
あ
り
、
文
帝
が

隋
朝
の
政
治
を
開
始
し
た
開
皇
の
四
年
が
経
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
あ
る
。
王
劭
が
こ
の
間
に
著
述
活
動
に
専
念
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
が

ま
だ
ま
だ
元
気
な
頃
と
考
え
て
も
良
い
訳
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
誕
生
の
年
は
隋
の
開
国
よ
り
も
更
に
前
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

従
っ
て
藤
善
真
澄
も
、
最
終
的
に
は
王
劭
の
生
涯
を
「
王
劭
略
伝
」
の
中
で
漠
然
と
で
は
あ
る
が
「
北
魏
末
の
動
乱
か
ら
、
華
北
の
東

西
に
対
峙
す
る
北
斉
・
北
周
時
代
を
経
て
、
北
周
の
北
斉
併
呑
、
更
に
隋
の
出
現
と
南
北
統
一
と
言
う
相
継
ぐ
激
動
の
最
中
に
終
始
し

た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
又
、
隋
の
文
帝
の
大
乗
仏
教
振
興
に
就
い
て
の
論
文
や
そ
の
「
文
帝
誕
生
説
話
と
王
劭
」
の
高
論
の
あ
る
中

国
仏
教
史
の
専
家
で
あ
る
塚
本
善
隆
も
王
劭
の
著
述
を
中
心
に
彼
の
誕
生
の
年
を
推
定
し
て
い
る
程
度
で
明
確
な
年
時
を
提
示
し
て
い

な
い
。
以
上
の
事
を
勘
案
す
る
と
、
王
劭
は
北
魂
末
（
五
三
四
年
北
魏
滅
亡
）
頃
か
ら
隋
の
楊
堅
文
帝
の
仁
寿
四
年
（
六
〇
四
）
を
経

て
楊
広
煬
帝
が
弑
さ
れ
る
前
年
の
大
業
十
三
年
（
六
一
七
）
ま
で
の
間
に
生
存
し
て
い
た
人
物
と
な
る
。
こ
の
様
に
考
え
て
良
い
と
す

る
な
ら
ば
、隋
朝
の
開
皇
元
年
の
前
年
の
北
周
最
後
の
大
象
元
年
（
五
七
九
）
に
周
の
天
元
帝
に
「
衛
元
崇
が
仏
法
を
破
る
事
に
答
ふ
。」

と
上
書
し
た
、
と
内
藤
湖
南
が
挙
げ
る
人
物
王
明
広
や
王
孝
寛
と
筆
者
が
王
居
士
と
認
定
す
る
王
劭
と
は
、
全
員
一
致
し
て
全
く
同
時

代
の
人
物
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
彼
の
今
日
に
名
を
残
し
た
唯
一
の
理
由
が
、
藤
善
真
澄
が
上
文
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
何
よ

り
も
仏
教
と
の
縁
の
深
さ
に
有
る
事
を
考
え
れ
ば
、
王
居
士
は
王
劭
が
最
適
の
人
で
有
る
事
は
間
違
い
の
無
い
事
と
し
て
認
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
事
を
彼
の
著
述
活
動
を
検
討
し
な
が
ら
更
に
証
明
し
て
い
き
た
い
。

八
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王
劭
の
著
書
に
就
い
て
は
彼
が
隋
朝
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
中
国
の
正
統
な
歴
史
書
で
あ
る
正
史
の
一
つ
「
隋
書
」
の
中
の
当
時
の

文
献
を
纏
め
た
「
隋
書
経
籍
志
」
を
通
し
て
先
ず
は
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。「
隋
書
経
籍
志
」
に
は
興
膳
宏・川
合
康
三
の
「
隋

書
経
籍
志
攷
」
が
有
る
の
で
、そ
れ
に
依
り
な
が
ら
王
劭
に
関
す
る
記
述
を
若
干
の
説
明
を
加
え
な
が
ら
、拾
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

経
籍
一　
経　
孝
経

古
文
孝
経
述
義　
五
巻　
劉
炫
撰

孔
子
既
叙
六
経
、
題
目
不
同
、
指
意
差
別
、
恐
斯
道
離
散
、
故
作
孝
経
、
以
総
会
之
、
明
其
枝
流
雖
分
、
本
萌
於
孝
者
也
。

孝
経
が
こ
の
世
に
出
現
し
た
理
由
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
秦
の
始
皇
帝
の
有
名
な
焚
書
坑
儒
の
災
難
に
当
た
っ
て
、
顔
芝

が
こ
の
経
を
深
く
蔵
し
た
。
時
代
は
漢
代
に
入
り
文
帝
の
時
に
そ
の
子
供
で
あ
る
貞
が
そ
の
書
物
を
こ
の
世
に
公
開
し
た
が
、
そ
の
文

字
が
当
時
の
隷
書
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
「
今
文
孝
経
」
と
言
呼
ば
れ
る
。
そ
の
二
代
後
の
武
帝
の
時
に
、
魯
国
で
恭
帝
が
孔
子
の
旧

宅
か
ら
「
尚
書
」
や
「
論
語
」
な
ど
と
共
に
周
代
の
籀
文
と
呼
ば
れ
て
い
る
古
い
字
体
で
書
か
れ
た
「
孝
経
」
を
発
見
し
た
、所
謂
「
古

文
孝
経
」
の
出
現
で
あ
る
。
そ
の
経
典
に
武
帝
の
時
の
孔
安
国
が
註
を
付
け
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
方
「
今
文
孝
経
」
に
は
有
名
な

後
漢
末
の
鄭
玄
が
註
を
付
け
た
。「
古
文
孝
経
」
の
孔
註
の
方
は
久
し
く
こ
の
世
に
出
な
か
っ
た
が
、
南
朝
梁
代
に
な
っ
て
出
現
し
て

今
文
鄭
註
と
共
に
国
学
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

而
安
国
之
本
、
亡
於
梁
乱
。
陳
及
周
・
斉
、
唯
伝
鄭
氏
。
至
隋
、
秘
書
監
王
劭
於
京
師
訪
得
孔
伝
、
送
至
河
間
劉
炫
。
炫
因
序
其

得
喪
、
述
其
議
疏
、
講
于
人
間
、
漸
聞
朝
廷
、
後
遂
著
令
、
与
鄭
氏
並
立
。
儒
者
諠
諠
、
皆
云
炫
自
作
之
、
非
孔
旧
本
、
而
秘
府

又
先
無
其
書
。

「
詳
攷
」
は
こ
の
文
の
王
劭
と
劉
炫
と
に
、
次
の
よ
う
な
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

王
劭
字
君
懋
、
太
原
晋
陽
（
山
西
省
）
の
人
。
隋
の
初
年
に
著
作
郎
と
な
り
そ
の
座
に
在
る
こ
と
二
十
年
近
く
に
わ
た
り
、
煬
帝
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の
即
位
後
、
秘
書
少
監
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
問
、「
斉
書
」「
隋
書
」
等
を
著
わ
し
て
い
る
。「
隋
書
」
六
九
に
伝
が
あ
る
。

劉
炫
は
品
性
の
面
で
缼
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
た
め
太
学
博
士
の
地
位
を
解
任
さ
れ
た
り
し
て
い
る
…
い
わ
ば
偽

書
作
り
に
か
け
て
は
名
う
て
の
人
物
だ
っ
た
わ
け
で
、
さ
て
こ
そ
彼
の
手
を
経
た
古
文
「
孝
経
」
が
大
い
に
物
議
を
か
も
し
た
の

だ
ろ
う
。

こ
の
様
な
非
難
は
、
同
様
に
王
劭
に
も
生
じ
て
い
る
の
で
、
敢
え
て
此
処
に
引
い
た
次
第
で
あ
る
。

経
籍
一　
小
学

俗
語
難
字　
一
巻　
秘
書
少
監
王
劭
撰

王
劭 （
生
卒
年
未
詳
）、字
は
君
懋
、太
原
晋
陽（
山
西
省
）の
人
。
隋
の
秘
書
少
監
に
至
っ
た
。
長
年
に
わ
た
っ
て
著
作
郎
を
勤
め
、

多
く
の
書
を
撰
し
た
が
、
詭
怪
の
説
を
好
む
な
ど
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
隋
書
」
六
九
・
北
史
三
四
。

こ
こ
で
「
詳
攷
」
が
、
王
劭
な
る
人
物
は
「
詭
怪
の
説
を
好
む
な
ど
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。」
と
述
べ
て
い
る
事
に
注
目
し
て
お

い
て
頂
き
た
い
。

経
籍
二　
史　
古
史

斉
志　
十
巻　
後
斉
事
。　
王
劭
撰

王
劭
は
、
経
部
小
学
参
照
。「
隋
書
」
六
九
本
伝
（
北
史
三
五
）
に
、「
初
撰
斉
誌
（
北
史
で
は
斉
志
）、
為
編
年
体
、
二
十
巻
」。

史
通
古
今
正
史
篇
に
、「
王
（
劭
）
乃
憑
述
起
居
注
、
広
以
異
聞
、
造
編
年
書
、
号
曰
斉
志
、
十
有
六
巻
」。
そ
の
原
注
に
、「
其

序
云
二
十
巻
、
今
世
間
伝
者
唯
十
六
巻
焉
」
と
あ
る
。

旧
唐　
北
斉
志
十
七
巻　
王
劭
撰

新
唐　
王
劭
北
斉
志
十
七
巻
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通
志　
北
斉
志
十
巻　
王
劭
撰

　
藤
善
真
澄
の「
王
劭
の
著
述
小
考
」で
は
、彼
の「
斉
志
」は
早
く
散
失
し
た
が
、そ
の
中
に
は
志
類
が
あ
り「
述
仏
志
」が
あ
っ
て
、「
魏

書
釈
老
志
」
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
な
り
の
価
値
と
特
色
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
王
劭
と
仏

教
と
の
関
係
の
深
さ
の
一
つ
と
し
て
記
憶
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。

経
籍
二　
史　
雑
史　

隋
書　
六
十
巻　
未
成
。
秘
書
監
王
劭
撰

王
劭
は
、
古
史
斉
志
参
照
。
隋
書
六
九
本
伝
に
「（
王
） 

劭
在
著
作
、
将
二
十
年
、
専
典
国
史
、
撰
隋
書
八
十
巻
。
多
録
口
勅
、

又
採
迂
怪
不
経
之
語
及
委
巷
之
言
、
以
類
相
従
、
為
其
題
目
。
辞
義
繁
雑
、
無
足
称
者
。
遂
使
隋
代
文
武
名
臣
列
将
善
悪
之
迹
、

堙
没
無
聞
」。
史
通
六
家
篇
の
尚
書
家
に
も
、
八
十
巻
の
書
と
し
て
見
え
る
。

旧
唐　
隋
書
八
十
巻　
王
劭
撰

新
唐　
王
劭　
隋
書
八
十
巻
（
正
史
）

通
志　
隋
書
六
十
巻　
未
成
。
秘
書
監
王
劭
撰
（
正
史
） 

経
籍
二　
史　
雑
伝

舎
利
感
応
記　
三
巻　
王
劭
撰

王
劭
は
、
経
部
小
学
「
俗
語
難
字
」
参
照
。
法
苑
珠
林
五
三
舎
利
篇
に
、「
舎
利
感
応
記
二
十
巻
、
隋
著
作
郎
王
劭
撰
」。
隋
書
二

高
祖
紀
に
、「
仁
寿
元
年
（
六
〇
一
）
六
月
乙
丑
、
其
日
頒
舎﹅

﹅利
於
諸
州
」
と
あ
り
、
そ
の
功
徳
に
よ
る
感
応
を
記
す
。
広
弘
明

集
一
七
に
、舎
利
感
応
記
三
十
四
条
、ま
た
安
徳
王
雄
等
の
慶
舎
利
感
応
表
を
引
く
。
前
出
法
苑
珠
林
に
も
三
十
条
が
引
か
れ
る
。

　
こ
の
「
舎
利
感
応
記
」
は
、
前
出
の
「
斉
志
・
述
仏
志
」
と
共
に
王
劭
の
仏
教
と
の
縁
を
示
す
重
要
な
文
献
と
言
え
よ
う
。
但
し
こ
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の
書
物
に
も
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、文
帝
の
仁
寿
年
中
の
舎
利
崇
拝
に
事
寄
せ
た
王
劭
の
下
心
が
垣
間
見
え
る
。因
み
に「
魏
書
釈
老
志
」

に
も
阿
育
王
の
舎
利
塔
の
話
も
あ
り
、
舎
利
信
仰
は
中
国
で
は
道
教
に
も
影
響
を
与
え
、
本
邦
で
は
謡
曲
に
も
登
場
し
て
い
る
。
儒
教

者
韓
愈
の
よ
う
に
舎
利
感
応
の
信
仰
に
反
対
す
る
立
場
の
人
も
い
る
。

　
王
劭
の
著
述
に
就
い
て
は
、「
隋
開
皇
二
十
年
書
目
」
四
巻
、「
爾
朱
氏
家
伝
」
二
巻
、「
皇
隋
霊
感
志
」
十
巻
（
旧
唐
書
、
経
籍
志

下
）
な
ど
隋
志
に
無
い
も
の
を
含
め
て
藤
善
真
澄
の
研
究
に
譲
る
。
然
し
藤
善
真
澄
だ
け
で
は
無
く
是
ま
で
の
研
究
者
の
総
て
が
全
く

見
落
と
し
て
い
る
王
劭
の
著
述
の
中
に
曇
鸞
の
「
調
気
論
」
の
注
釈
（
道
宣
の
「
続
高
僧
伝
」
巻
第
六
の
曇
鸞
伝
）
が
有
る
事
に
就
い

て
は
後
に
詳
述
す
る
。
王
劭
は
、「
隋
書
」
巻
二
帝
紀
第
二
高
祖
下
（
隋
の
楊
堅
文
帝
）
の
仁
寿
二
年
冬
閏
月
己
丑
の
詔
勅
に
、
数
名

の
人
物
の
一
人
と
し
て
「
博
達
古
今
」「
学
綜
経
史
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
又
隋
の
楊
堅
文
帝
が
隋
王
朝
を
創
業
し
て
年
号
を
開
皇

と
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
王
劭
は
、
そ
の
開
皇
の
年
号
が
道
教
の
重
要
な
経
典
の
一
つ
で
あ
る
「
霊
宝
経
」
と
関
係
が

あ
る
と
し
て
「
大
隋
徳
合
上
霊
天
皇
大
帝
也
。
又
年
号
開
皇
、
与
霊
宝
経
之
開
皇
年
相
合
、
故
曰
協
霊
皇
。」
と
主
張
す
る
。
此
処
で

は
詳
述
を
避
け
る
が
王
劭
は
、
神
秘
的
な
預
言
で
正
統
な
経
書
に
対
立
し
た
り
補
足
し
た
り
す
る
立
場
の
人
か
ら
利
用
さ
れ
る
緯
書
図

書
と
呼
ば
れ
る
文
献
の
一
つ
で
あ
る「
河
図
帝
通
紀
」「
河
図
皇
参
持
」な
ど
を
持
ち
出
し
て
自
説
を
展
開
し
て
皇
帝
に
気
に
入
ら
れ
て
、

「
上
大
悦
、
以
劭
為
至
誠
、
寵
錫
日
隆
。」（
王
劭
本
伝
）
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
彼
は
更
に
そ
れ
ら
の
預
言
書
を
駆
使
し
て
、「
為

皇
隋
霊
感
誌
、
合
三
十
巻
、
奏
上
。」
し
た
り
し
て
、
又
も
「
上
益
喜
、
賞
賜
優
洽
。」
と
云
っ
た
よ
う
な
結
果
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
王
劭
の
行
為
は
、
高
祖
文
帝
誕
生
説
話
が
宮
川
尚
志
や
塚
本
善
隆
や
藤
善
真
澄
な
ど
が
考
証
し
た
よ
う
に
「
文
帝
説
話
が
隋

朝
と
仏
教
の
提
携
を
も
く
ろ
む
王
劭
の
演
出
」
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
そ
の
説
話
と
は
塚
本
善
隆
の
、

楊
忠
の
妻
呂
氏
は
楊
堅
（
文
帝
）
を
・
・
・
般
若
寺
に
生
ま
れ
、
た
ま
た
ま
来
た
尼
（
尼
は
神
尼
智
仙
と
称
し
て
文
帝
か
ら
甚
だ

尊
敬
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
）
の
勧
め
に
よ
り
般
若
寺
で
尼
に
よ
っ
て
育
て
ら
、
か
つ
尼
は
幼
児
を
将
来
天
子
に
な
る
人
だ
と
預
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言
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。幼
児
が
那
羅
延
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
や
、智
仙
が
禅
観
に
達
し
予
知
の
能
力
あ
る
尼
│
神
尼
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
後
に
引
く
道
宣
ら
の
著
書
に
見
え
る
。

と
言
う
説
話
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
史
官
僚
王
劭
の
策
に
依
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
藤
善
真
澄
は
、

王
劭
の
伝
を
飾
る
も
の
は
、
や
は
り
侫
媚
に
あ
け
く
れ
保
身
に
汲
々
た
る
漢
人
貴
族
の
醜
い
影
像
だ
け
で
あ
る
。

と
評
し
て
い
る
。

　
こ
の
章
の
結
び
に
、
上
述
の
ご
と
く
今
日
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
王
劭
の
著
述
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
が

以
前
既
に
発
表
も
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
浄
土
教
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
有
名
な
曇
鸞
の
「
調
気
論
」
に
対
す
る
注
釈
書
で
あ
る
。
唐
代

の
道
宣
の
「
続
高
僧
伝
」
の
巻
第
六
の
曇
鸞
伝
に
、

然
、（
曇
）
神
宇
高
遠
、
機
変
無
方
。
言
晤
不
思
、
動
与
事
会
。
調
心
練
気
、
対
病
識
縁
。
名
満
魏
都
、
用
為
方
軌
。
因
出
調
気
論
。

又
著
作
王
劭
随
文
注
之
。

と
言
う
記
述
が
あ
る
。
病
気
勝
ち
で
あ
っ
た
曇
鸞
が
南
北
朝
時
代
の
梁
代
の
道
教
の
代
表
的
人
物
陶
弘
景
の
教
え
で
健
康
を
取
り
戻
し

て
「
調
気
論
」
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。
既
に
拙
論
で
指
摘
し
た
が
、
曇
鸞
が
陶
弘
景
か
ら
授
か
っ
た
仙
経
（
仙
方
）
を
焼
い
た
、
と

い
う
の
は
反
道
教
の
仏
教
側
の
一
方
的
な
記
述
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
自
分
の
寿
命
を
延
ば
し
て
く
れ
た
経
本
を
焼
く
よ
う
な
忘
恩
の
徒

で
は
な
い
、
知
恩
の
人
で
あ
る
。
そ
の
著
作
に
王
劭
が
註
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
曇
鸞
の
そ
の
書
物
は
以
後
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
再
び
「
隋
書
経
籍
志
詳
攷
」
に
拠
る
が
、
そ
の
「
経
籍
三
、
子
、
医
方
」
に
は
、

療
百
病
雑
丸
方　
三
巻　
釈
曇
鸞
撰

　
釈
曇
鸞
（
四
七
六
〜
五
四
二
）、
姓
氏
は
未
詳
、
雁
門
（
山
西
省
）
の
人
。
東
魏
孝
静
帝
の
尊
崇
を
受
け
、
神
鸞
と
称
さ
れ
た
。

幷
州
の
大
岩
寺
、
汾
州
石
壁
山
玄
中
寺
に
住
し
た
。
浄
土
教
の
始
祖
。
続
高
僧
伝
六
本
伝
に
「
調
心
練
気
、
対
病
識
縁
、
名
満
魏
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都
、
用
為
方
軌
、
因
出
調
気
論
。」

と
あ
り
、「
詳
攷
」
の
そ
の
少
し
後
に
は
、

論
気
治
療
方　
一
巻　
釈
曇
鸞
撰

と
し
て
い
る
。「
旧
唐
書
」巻
四
十
七
経
籍
志
下
で
は
釈
鸞
撰「
調
気
方
」一
巻
、「
新
唐
書
」巻
五
十
芸
文
三
で
は「
僧
鸞
調
気
方
」一
巻
、

「
宋
史
」
巻
二
〇
五
芸
文
四
で
は
「
魏
曇
巒
法
師
服
気
要
訣
」
一
巻
と
あ
る
。

　
北
宋
代
の
真
宗
か
ら
仁
宗
（
九
九
八
〜
一
〇
六
三
）
の
頃
の
道
教
学
者
の
張
君
房
の
編
集
し
た
「
雲
笈
七
籤
」
に
は
「
曇
鸞
法
師
服

気
法
」
と
称
す
る
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
当
初
の
「
調
気
論
」
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
王
劭
の
注
釈
の
文
も

含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
こ
の
様
な
経
緯
の
中
で
王
劭
の
注
釈
も
そ
の
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
論
考
に
於
て
は
、「
調
気
論
」
の
存
在
が
問
題
で
は
無
く
て
、
中
国
浄
土
教
史
上
の
第
一
の
人
物
で
あ
る
曇
鸞
の
著
作
を
通
じ

て
王
劭
と
の
関
係
の
深
さ
が
確
認
さ
れ
た
事
が
重
要
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。

　
何
と
な
れ
ば
、
極
楽
浄
土
を
切
に
願
わ
れ
た
聖
武
天
皇
の
雑
集
に
引
用
書
写
さ
れ
た
涅
槃
詩
二
十
五
首
や
奉
讃
浄
土
十
六
観
詩
十
三

首
の
作
者
で
九
想
詩
の
作
詩
の
依
頼
を
し
た
人
物
こ
そ
王
居
士
そ
の
人
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

九

　
聖
武
天
皇
が
王
子
の
往
生
を
願
う
気
持
ち
に
正
し
く
合
致
す
る
詩
と
し
て
は
、
王
居
士
の
右
に
示
し
た
も
の
の
外
に
、
隋
大
業
主
浄

土
詩
三
十
二
首
が
あ
る
。
隋
の
煬
帝
を
指
し
て
大
業
主
と
呼
ぶ
の
は
中
国
の
文
献
に
は
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
岩
井
大
慧
は
当
時

の
留
学
帰
国
し
た
学
問
僧
の
造
語
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る10
。
そ
れ
に
加
え
て
彼
は
、こ
の
浄
土
詩
は
煬
帝
の
作
品
で
は
な
く
て
、
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中
国
浄
土
教
の
第
三
祖
に
位
置
付
け
ら
れ
る
初
唐
の
善
導
（
六
一
三
〜
六
八
一
）
の
「
往
生
礼
讃
」
の
中
の
「
晨
朝
礼
讃
」
の
一
部
で

あ
っ
た
、
と
し
た
。
若
干
説
明
を
加
え
な
が
ら
そ
の
説
を
紹
介
す
る
と
、
彼
は
そ
の
「
礼
讃
」
を
更
に
追
究
し
て
い
っ
て
、
そ
の
大
本

は
隋
の
彦
琮
（
五
五
七
〜
六
一
〇
）
の
「
願
往
生
礼
讃
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
や
、そ
れ
が
後
に
は
晩
唐
の
大
宗
の
大
暦
四
年
（
七
六
九
）

に
衡
州
の
湖
（
湘
）
東
寺
に
五
会
念
仏
道
場
を
開
き
宮
中
で
も
勅
命
で
五
会
念
仏
を
修
し
、
蓮
社
第
二
祖
・
五
会
法
師
・
後
善
導
と
呼

ば
れ
て
い
る
法
照
の
大
暦
九
年
（
七
七
四
）
作
の
「
五
会
念
仏
誦
経
観
行
儀
」
上
中
下
三
巻
（
広
法
事
讃
）（
散
逸
後
敦
煌
か
ら
中
・

下
の
み
発
見
）
の
中
巻
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
考
証
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
太
暦
十
四
年
（
七
七
九
）
頃
に
二
巻
の
「
浄
土
五

会
念
仏
略
法
事
儀
讃
」（
五
会
法
事
讃
・
略
本
）
が
作
ら
れ
て
い
る
し
、「
法
蔵
因
弥
遠
、
極
楽
果
還
深
」
か
ら
始
ま
る
礼
讃
は
、
今
日

で
も
十
夜
法
要
で
有
名
な
鎌
倉
の
浄
土
宗
大
本
山
光
明
寺
で
盛
大
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

　
彦
琮
に
は
、道
仏
論
争
で
有
名
な
法
琳（
五
七
二
〜
六
四
〇
）の「
弁
正
論
」と
同
名
の
翻
訳
論
に
関
す
る
著
作
が
あ
る（「
続
高
僧
伝
」

巻
第
二
）
が
、
彼
の
生
涯
は
、
北
周
成
立
一
（
五
五
七
）
の
正
し
く
そ
の
時
に
生
ま
れ
、
隋
の
煬
帝
の
大
業
六
年
（
六
一
〇
） 

に
没
し

て
い
る
。
何
と
当
面
問
題
と
し
て
い
る
王
劭
は
、
彦
琮
に
先
立
つ
こ
と
二
十
年
程
前
の
北
魏
末
か
ら
隋
の
煬
帝
の
大
業
十
三
年
頃
ま
で

生
存
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
全
く
同
時
代
の
人
物
と
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
訳
経
者
と
し
て
有
名
な
彦
琮
に
就
い
て
は
色
々

と
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
王
劭
・
彦
琮
両
者
の
関
係
は
藤
善
真
澄
が
詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
そ
れ
に
依
り
な
が
ら
王
劭
と
の
関

係
を
示
す
こ
と
と
す
る11
。

　
彦
琮
は
煬
帝
の
大
業
二
年
（
六
〇
六
）
洛
陽
上
林
苑
の
翻
訳
館
に
長
安
か
ら
移
住
し
て
、
不
自
由
の
無
い
生
活
を
保
証
さ
れ
て
翻
訳

に
従
事
し
た
。
彦
琮
は
王
劭
と
隋
の
時
代
に
至
る
ま
で
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
。「
続
高
僧
伝
」
巻
第
二
に
は
、
二
人
の
関
係
を

「
友
敬
弥
至
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
彦
琮
が
王
劭
と
親
交
を
結
ん
だ
の
は
天
統
末
年
（
五
六
八・五
六
九
）
で
あ
る
。

そ
し
て
西
域
述
の
「
徳
護
長
者
経
」
を
隋
朝
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
改
作
し
た
の
こ
そ
、
周
隋
革
命
を
翼
賛
し
た
北
斉
系
官
僚
の
王
劭
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と
末
法
の
危
機
到
来
を
意
識
す
る
耶
舎
、
両
者
を
結
び
つ
け
仏
法
興
隆
を
図
る
彦
琮
、
こ
の
三
者
に
代
表
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
合
作
が

「
徳
護
長
者
経
」
で
あ
ろ
う
、と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
兎
に
も
角
に
も
、彦
琮
と
王
劭
と
の
関
係
の
深
さ
が
明
瞭
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、

そ
れ
で
良
い
の
で
あ
る
。

　
浄
土
教
者
曇
鸞
や
彦
琮
と
関
係
の
深
い
王
劭
で
あ
れ
ば
こ
そ
人
の
死
に
関
わ
る
涅
槃
詩
二
十
五
首
や
「
奉
讃
浄
土
十
六
観
詩
」
十
三

首
を
作
っ
た
人
物
で
九
想
詩
の
詩
作
を
依
頼
を
し
た
人
物
と
し
て
最
も
相
応
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
涅
槃
詩
の
全
て
を
引
用
出
来
な
い

が
、
第
二
一
首
の
、

形
骸
成
大
地　
乳
汁
似
長
河　
念
々
皆
生
滅　
心
々
有
利
那　
空
悲
浮
水
沫　
終
是
赴
燈
蛾　
為
居
三
界
裏　
常
畏
五
栴
陀

な
ど
の
語
句
は
、
聖
武
天
皇
の
御
心
を
強
く
打
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
想
像
さ
れ
る
。
又
同
じ
よ
う
に
「
奉
讃
浄
土
十
六
観
詩
」
の
宝
樹

観
の
、枝

々
碼
碯
葉　
樹
々
水
精
林　
波
流
宣
秘
法　
風
行
説
妙
音　
天
人
侠
道
側　
童
子
坐
花
心　
行
願
方
無
倦　
光
明
時
見
臨

と
言
う
表
現
は
、
皇
子
を
偲
ぶ
お
気
持
ち
に
哀
し
く
響
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
遊
童
歓
竹
馬
」
の
一
首
か
ら
始
ま
る
人
の
死
体
の
九

変
を
説
く
九
想
の
詩
文
や
「
観
白
骨
歎
無
常
」
の
そ
れ
ら
も
、
聖
武
天
皇
は
同
じ
思
い
で
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。

十

　
王
居
士
な
る
人
王
劭
が
健
康
に
関
す
る
道
教
の
呼
吸
法
を
説
く
「
調
気
論
」
に
注
釈
を
施
し
た
の
は
、
右
の
詩
文
に
示
さ
れ
た
人
の

命
の
無
常
に
接
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
裏
返
し
の
心
憤
か
ら
発
し
た
も
の
、
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
、
表
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裏
一
体
の
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
王
居
士
が
王
劭
で
在
る
こ
と
に
就
い
て
は
上
文
で
充
分
説
明
し
た
積
も
り
で
は
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
に
は
、
雑
集
の
中

の
文
章
か
語
句
か
、
或
い
は
、
雑
集
の
中
の
王
居
士
の
作
品
群
に
見
出
さ
れ
る
彼
の
思
想
と
の
何
ら
か
の
共
通
点
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、

正
に
、
鬼
に
金
棒
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
王
劭
の
現
存
の
作
品
が
少
な
い
事
が
、
ネ
ッ
ク
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
も
そ

の
少
な
い
資
料
の
中
か
ら
も
幾
つ
か
の
証
拠
を
、
以
下
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
王
劭
に
は
、
有
名
な
「
魏
書
」
釈
老
志
と
同
様
の
仏
教
賞
賛
の
書
物
と
し
て
の
「
斉
志
」
述
仏
志
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
。
有
難
い
こ
と
に
そ
の
逸
文
が
、
道
宣
の
「
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
巻
中
の
北
魏
こ
と
「
元
魏
定
州
金
観
音
像
高
王
経
縁

三
十
一
」
に
「
見
斉
志
」
と
し
て
、
定
州
の
募
士
孫
敬
徳
と
言
う
人
物
が
無
実
の
罪
で
処
刑
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、
観
音
様
の
名
前

を
何
度
も
誦
し
て
命
を
救
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
お
経
を
書
写
し
伝
え
よ
と
の
勅
命
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
即
ち
、

（
孫
敬
徳
）
夢
見
一
沙
門
教
誦
観
世
音
救
生
経
。
経
有
仏
名
、
令
誦
千
遍
、
得
度
苦
難
。
…
勅
写
此
経
伝
之
。

と
。
雑
集
の
王
居
士
の
浄
土
詩
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
観
音
菩
薩
勢
至
菩
薩
を
拝
し
そ
の
御
名
を
称
え
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
聖
武
天
皇
が
そ
れ
を
書
写
さ
れ
て
お
ら
れ
る
事
実
が
確
認
さ
れ
る
事
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
因
み
に
、

孫
敬
徳
の
感
応
の
信
仰
の
こ
と
は
、
道
宣
の
「
続
高
僧
伝
」
な
ど
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
散
逸
し
た
資
料
が
多
い
王
劭

で
は
あ
る
が
、
最
も
長
文
で
纏
ま
り
の
あ
る
も
の
が
「
舎
利
感
応
記
」
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
既
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
隋
の
楊
堅
文

帝
の
舎
利
信
仰
に
こ
と
寄
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
聖
武
天
皇
の
王
居
士
の
涅
槃
詩
二
十
五
首
や
雑
集
一
巻
の
中
の
涅
槃
詩

二
十
五
首
の
後
に
あ
る
「
真
観
法
師
無
常
頌
」
の
中
の
観
白
骨
歎
無
常
の
詩
な
ど
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
雑
集
の
一
字

索
引
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
な
く
表
題
な
の
で
、
こ
の
白
骨
は
な
く
、
王
居
士
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　
次
の
問
題
と
し
て
、
居
士
の
称
号
が
王
劭
に
就
い
て
い
る
点
に
触
れ
て
お
く
事
に
す
る
。
居
士
の
語
で
直
ち
に
思
い
起
こ
す
の
が
維
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摩
居
士
の
名
前
で
あ
ろ
う
。
然
し
こ
の
様
な
称
呼
は
、
中
国
の
文
人
が
自
由
に
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
曰
く
蘇
東
坡
の
東
坡
居

士
曰
く
白
居
易
の
香
山
居
士
と
か
宋
代
曽
慥
の
至
游
居
士
な
ど
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
居
士
仏
教
史
に
詳
し
い
潘
桂
明
は
、
居

士
号
の
出
現
し
た
理
由
を
、
僧
侶
仏
教
の
出
世
間
的
態
度
に
反
発
す
る
儒
家
に
対
す
る
一
種
の
折
衷
調
和
の
形
で
出
現
し
て
、
庶
民
か

ら
文
化
人
や
貴
族
に
利
用
さ
れ
た
も
の
、と
説
い
て
い
る
。
従
っ
て
王
劭
が
居
士
号
を
用
い
る
こ
と
に
は
何
ら
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
雑
集
の
王
居
士
涅
槃
詩
の
見
出
し
は
、

王
居
士
涅
槃
詩
二
十
五
首　
輔
賢

と
、
な
っ
て
い
る
。
こ
の
輔
賢
と
は
、
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
者
は
何
も
検
討
を
加
え
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
の

解
決
の
た
め
に
、類
似
の
表
現
が
無
い
か
雑
集
の
中
を
検
索
し
て
み
る
と
、「
鏡
中
釈
霊
実
集
」
に
（
便
宜
上
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
付
す
）、

為
人
為
息
賽
恩
斎
文 

１
、
併
為
母
慶
造
経
成
了

と
あ
り
、「
観
行
内
雑
詩
」
に
は
、

観
行
内
雑
詩 

 

像
法
吟 

 

２
、
釈
僧
亮

第
一 

 

３
、
動
会
寂

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
１
は
説
明
文
で
あ
り
、
２
は
作
者
名
で
あ
り
、
３
は
内
容
の
見
出
し
・
題
名
で
あ
る
。
で
は
、
輔
賢
は
こ
の

ど
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
者
名
と
す
る
な
ら
ば
王
輔
賢
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
題
名
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ

は
誰
が
見
て
も
変
だ
と
思
え
る
で
あ
ろ
う
。そ
う
す
る
と
王
居
士
涅
槃
詩
二
十
五
首
に
就
い
て
の
説
明
の
語
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

輔
賢
の
語
は
、儒
教
や
道
教
や
文
学
関
係
の
文
献
に
屡
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
番
端
的
な
例
が
、戦
国
時
代
の
荀
況（
卿
）（
西

暦
前
二
三
〇
頃
、
九
十
余
歳
没
）
の
著
作
「
荀
子
」
の
巻
第
十
五
、
解
蔽
篇
第
二
十
一
に
、
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伝
曰
、
知
賢
之
謂
明
、
輔
賢
之
謂
能
、
勉
之
彊
之
、
其
福
必
長
、
此
之
謂
也
。」

と
書
か
れ
て
い
る
。
正
し
く
、
隋
の
楊
堅
文
帝
な
ど
に
協
力
補
佐
の
労
を
取
っ
た
王
劭
に
ピ
ッ
タ
リ
の
言
葉
で
は
な
い
か
。
輔
観
の
語

は
、
王
劭
に
対
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
雑
集
の
「
王
居
士
涅
槃
詩
二
十
五
首
」
の
次
に
「
奉
讃
浄
土
十
六
観
詩
十
三
首
」
が
在
る
が
、
そ
の
作
者
は
王
居
士
即
ち
王
劭
そ
の

人
で
在
る
こ
と
は
雑
集
全
体
の
形
式
を
見
れ
ば
、
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
な
ど
全
く
な
い
。
又
、
彦
琮
の
礼
讃
文
五
十
二
首
の
中
か
ら

善
導
が
十
九
首
だ
け
を
抄
録
せ
ら
れ
た
こ
と
に
就
い
て
は
、
引
録
し
な
か
っ
た
三
十
三
首
に
も
上
る
の
は
善
導
が
彦
琮
と
信
心
や
立
場

が
異
な
る
表
現
が
在
る
か
ら
と
考
え
る
の
は
意
味
の
無
い
こ
と
で
あ
る
。
善
導
が
自
ら
の
「
往
生
礼
讃
偈
」
一
巻
に
於
て
、
繰
り
返
し

「
謹
依
彦
琮
」
の
言
葉
を
深
く
味
わ
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

註

1 「
東
洋
の
歴
史
と
文
化
」（
佐
藤
成
順
博
士
古
稀
論
記
念
論
文
集
）。

2 「
内
藤
湖
南
全
集
」、
第
七・九・十
二
巻
。

3 

平
岡
定
海
「
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
に
つ
い
て
」（「
南
都
仏
教
」
第
二
号
）。

4 

合
田
時
江
編
「
聖
武
天
皇
「
雑
集
」
漢
字
総
索
引
」。
後
文
で
触
れ
る
よ
う
に
総
索
引
だ
が
、
題
詞
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

5 

平
野
顕
照
「
聖
武
天
皇
雑
集
」（「
書
道
芸
術
」
第
十
一
巻
、二
〇
四
百
頁
）、西
山
厚
「
聖
武
天
皇
の
字
を
書
く
」（「
知
恩
」
二
〇
一
三
年
三
月
号
、二
三
頁
）。

6 

土
屋
文
明
「
万
葉
集
」（
国
民
の
文
学
２
、六
二
〇
頁
）。_

7 

平
野
顕
照
、
前
出
。
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8 「
内
藤
湖
南
全
集
」、
前
出
。

9 
道
端
良
秀
「
中
国
仏
教
史
全
集
」、
第
六
巻
、
一
〇
七
頁
。

10 

岩
井
大
慧
「
日
支
仏
教
史
論
攷
」、
一
頁
〜
三
一
七
頁
。

11 

藤
善
真
澄
「
道
宣
伝
の
研
究
」、四
二
五
頁
〜
四
八
六
頁
。
梁
啓
超
「
飲
氷
室
仏
学
論
集
」、一
六
八
頁
。「
饒
宗
頤
仏
学
文
集
」、一
五
一
頁
。
湯
用
彤
「
隋

唐
仏
教
史
稿
」、
九
頁
。
陳
師
「
中
土
仏
音̶

漢
伝
仏
教
経
典
的
翻
訳
与
伝
播
」、
七
二
頁
。
劭
有
学
「
中
国
翻
訳
思
想
史
新
論
」、
一
五
八
頁
。
智
慧
海

「
中
国
仏
教
訳
経
史
論
集
」、一
七
七
頁
。
船
山
徹
「
仏
典
は
ど
う
訳
さ
れ
た
の
か
」、一
〇
二
頁
。
梁
満
倉
「
隋
文
帝
楊
堅
」、二
六
四
頁
。
廣
川
堯
敏
「
彦

琮
の
礼
讃
」（「
敦
煌
研
究
」
７ 

、
四
一
三
頁
））。
訳
経
者
彦
琮
に
つ
い
て
は
「
弁
正
論
」
を
中
心
に
中
国
学
者
の
各
種
の
論
文
が
あ
る
（
唐
麗
麗
「
内

蒙
古
農
業
大
学
学
報
」
総
六
〇
、
顔
治
強
・
傅
恵
生
「
中
国
飜
訳
」
九
四
―
五・一
一
―
二
、
苑
芸
栄
寛
「
法
音
」
四
―
六
）
本
邦
で
は
上
掲
の
藤
善
真

澄
の
外
、
斎
藤
隆
信
「
漢
訳
者
と
し
て
の
彦
琮
」（「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
六
五
巻
第
一
号
、
四
六
五
頁
）
等
。
松
陰
了
諦
「
往
生
礼
讃
本
文
校
異

並
に
前
序
の
研
究
」（
真
宗
学
研
究
所
）。
善
導
の
思
想
的
研
究
と
し
て
拙
論
「
善
導
教
学
に
お
け
る
中
国
思
想
（
一
）
〜
二
河
白
道
を
中
心
と
し
て
〜
」

（
廣
川
尭
敏
教
授
古
稀
記
念
論
集
「
浄
土
教
と
仏
教
」）、「
善
導
教
学
に
お
け
る
中
国
思
想
（
二
）
〜
抑
止
門
を
中
心
と
し
て
〜
」）（「
西
山
学
苑
研
究
紀

要
」
第
九
号
）、「
善
導
教
学
に
お
け
る
中
国
思
想
（
一
二
） 

〜
正
座
舌
柱
上
腭
と
太
一
生
水
〜
」（「
仏
教
文
化
学
会
紀
要
第
二
十
四
号
」）、「
法
然
上
人

の
伝
記
と
中
国
思
想
〜
善
導
の
半
金
色
仏
相
と
紫
雲
五
丈
の
飛
昇
に
つ
い
て
〜
」
浄
土
学
」
第
五
十
三
号
）。
併
せ
て
「
中
国
浄
土
教
の
展
開
と
抱
朴
子
」

（「
仏
教
論
叢
」
第
三
十
七
号
）
を
参
照
。

（
本
稿
は
二
〇
一
九
年
一
二
月
の
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
で
の
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
時
の
参
会
者
の
ご
教
示
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集　
王
居
士
王
劭　
曇
鸞
調
気
論　
善
導
往
生
礼
讃
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は
じ
め
に

１
．
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
譚

２
．
王
起
隆
と
『
新
異
録
』

３
．『
新
異
録
』
各
話
の
内
容
と
そ
の
特
徴

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

大
乗
仏
教
の
般
若
経
典
の
一
つ
で
あ
る
『
金
剛
経
』（『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』1
）
は
、
中
国
に
お
い
て
鳩
摩
羅
什
（
三
五
〇
―

四
〇
九
）
等
に
よ
り
漢
訳
が
な
さ
れ
、
他
の
経
典
と
比
べ
て
経
文
が
短
く
、
覚
え
易
く
写
経
し
易
い
た
め
、
古
来
よ
り
多
く
の
人
々
に

愛
好
さ
れ
、『
般
若
心
経
』
に
次
い
で
人
口
に
膾
炙
し
た2
。
広
い
宗
派
で
用
い
ら
れ
、
と
り
わ
け
禅
宗
で
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
解
説・

注
釈
書
も
甚
だ
多
く
、
明
清
時
代
に
は
特
に
様
々
な
も
の
が
作
ら
れ
た
。

　

ま
た
、『
金
剛
経
』
は
所
持
し
た
り
念
仏
を
唱
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
現
世
利
益
的
な
功
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
霊
験
譚
の
中

王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て

小
塚　

由
博
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で
は
、
病
気
が
治
っ
た
、
命
の
危
険
を
免
れ
た
、
罪
を
免
れ
た
、
な
ど
不
運
や
不
幸
を
避
け
る
話
が
散
見
す
る
。

　

前
号3
で
は
、
中
国
文
学
に
お
け
る
金
剛
経
の
関
係
に
つ
い
て
、
主
に
『
夷
堅
志
』『
聊
斎
志
異
』
な
ど
宋
代
以
降
の
説
話
文
学
（
文

言
小
説
）
へ
の
影
響
を
中
心
に
そ
の
概
要
を
述
べ
、
更
に
清
初
の
文
人
王
晫
（
一
六
三
六
―
？
）
が
息
子
王
言
の
身
に
起
き
た
出
来
事

を
記
録
し
た
「
金
剛
経
紀
騐
」（『
霞
挙
堂
文
集
定
本
』
巻
九
）
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
清
時
代
の
霊
験
譚
に
つ
い

て
、
そ
の
具
体
的
な
作
品
の
調
査
・
考
察
等
は
十
分
に
行
え
な
か
っ
た
。

　

今
号
で
は
、明
代
の
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
譚
を
集
め
た
明
末・王
起
隆
の『
皇
明
金
剛
新
異
録
』4（『
金
剛
経
新
異
録
』と
も
。
以
下
、

『
新
異
録
』
と
称
す
）
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
譚
は
、
唐
代
に
多
数
編
纂
さ
れ
、
ま
た
北
宋
『
太
平
広
記
』
で

は
金
剛
経
の
霊
験
譚
に
関
す
る
巻
が
設
け
ら
れ
、六
朝
よ
り
唐
代
に
及
ぶ
１
０
０
話
以
上
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

以
降
宋
・
元
・
明
・
清
に
至
っ
て
は
、
前
代
ま
で
の
霊
験
譚
を
集
め
た
作
品
は
い
く
つ
も
存
在
す
る
が
、
そ
の
時
代
の
新
た
な
霊
験
譚

を
集
め
た
も
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
本
論
で
は
、
明
代
の
新
た
な
霊
験
譚
を
集
め
た
『
新
異
録
』
の
内
容
や
後
世
へ
の
影
響
等
を

調
査
・
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
文
人
た
ち
が
『
金
剛
経
』
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
影
響
を
探
る

一
段
階
と
し
た
い
。
な
お
、
本
論
は
あ
く
ま
で
文
人
研
究
の
一
環
で
あ
り
、
上
記
金
剛
経
霊
験
譚
が
文
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在

で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
主
題
で
あ
り
、
金
剛
経
の
仏
教
的
思
想
的
な
考
察
で
は
な
い
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

１
．
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
譚

（
１
）
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
説
話
集

　

金
剛
経
に
関
す
る
歴
代
霊
験
説
話
集
に
つ
い
て
、
前
掲
勝
崎
氏
の
論
考
等
を
参
考
に
す
る
と
、
現
存
す
る
主
要
な
も
の
と
し
て
は
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以
下
の
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。

﹇
唐
﹈　
蕭
瑀
『
金
剛
般
若
経
霊
験
記
』（
佚
書
。
１
４
話
存5
）

　
　
　
孟
献
忠
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
三
巻
（
７
２
話
）

　
　
　
段
成
式
『
金
剛
経
鳩
異
』
一
巻
（
２
１
話
）

﹇
宋
﹈　
李
昉
『
金
剛
経
受
持
感
応
録
』
二
巻6
（
１
０
８
話
）

　
　
　
不
明
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
感
応
伝
』
一
巻
（
４
０
話
）

﹇
明
﹈　
王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
一
巻
（
４
０
話
）

﹇
清
﹈　
周
克
復
『
歴
朝
金
剛
経
持
験
紀
』
二
巻
（
１
５
０
話
。
時
代
順
）

　
　
　
王
沢
泩
『
金
剛
経
感
応
故
事
分
類
輯
要
』
一
巻
（
４
８
話
。
内
容
別
）

　

宋
代
の
李
昉
『
金
剛
経
受
持
感
応
録
』7

と
は
、つ
ま
り
『
太
平
広
記
』
か
ら
の
抜
粋
で
あ
り
、内
容
は
唐
代
ま
で
の
話
で
あ
る
。
ま
た
、

『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
感
応
伝
』8

に
は
、
宋
代
と
思
わ
れ
る
も
の
も
若
干
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
や
は
り
唐
代
ま
で
の
話
で
あ
る
。

明
代
の
『
新
異
録
』
は
別
と
し
て
、
清
代
の
両
作
品
は
同
時
代
の
話
も
多
少
収
録
さ
れ
て
は
い
る
が
、
と
も
に
歴
代
の
霊
験
譚
を
集
め

た
も
の
で
、
唐
代
ま
で
の
話
が
中
心
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
霊
験
説
話
の
内
容
と
し
て
は
、
唐
代
ま
で
の
も
の
が
圧
倒
的

に
多
く
、
そ
れ
以
降
は
歴
代
の
霊
験
譚
を
集
め
た
も
の
が
多
い
。

（
２
）
明
代
の
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
説
話
集
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明
代
に
至
る
と
、複
数
の
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
説
話
集
が
編
纂
さ
れ
た
。
清
代
の
説
話
集
で
あ
る
周
克
復
『
歴
朝
金
剛
経
持
験
紀
』

二
巻9（
以
下
『
持
験
紀
』
と
称
す
）「
勸
流
通
金
剛
経
引
」
で
は
、金
剛
経
の
霊
験
説
話
の
変
遷
に
つ
い
て
、以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

･･･
。
そ
の
持
験
霊
応
は
、代
々
著
作
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、唐
代
に
は
段
太
常
〈
段
成
式
〉
の
『〈
金
剛
経
〉
鳩
異
』

が
あ
り
、
宋
太
宗
〈
勅
撰
〉
に
『
太
平
広
記
』
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
唐
宜
之
〈
時
〉
の
『
巾
馭
乗
〈
続
集
〉』、
王
載
生
〈
起

隆
〉
の
『〈
皇
明
金
剛
〉
新
異
録
』、
冒
宗
起
〈
起
宗
〉
の
『
受
持
果
報
』
の
諸
編
が
あ
り
、
力
を
尽
く
し
て
聖
鐸
を
宣
揚
し
な

い
こ
と
は
無
か
っ
た
。10

　
周
克
復
は
更
に
「
凡
例
八
則
」
で
「
た
だ
唐
代
及
び
明
代
は
出
来
事
が
と
て
も
詳
し
い
が
、
宋
・
元
代
は
と
う
と
う
寂
し
い
限
り
と

な
っ
た
」11

と
も
述
べ
て
お
り
、
本
来
は
明
代
に
は
幾
つ
も
の
霊
験
説
話
集
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
は
、
周
克
復
が

示
し
た
明
代
の
説
話
集
の
う
ち
、
後
述
す
る
『
新
異
録
』
以
外
の
２
種
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

　
『
巾
馭
乗
〈
続
集
〉』
は
唐
時
（
字
は
宜
之
、浙
江
呉
興
の
人
）
の
編
著
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、『
巾
馭
乗
』
は
周
克
復
の
編
纂
し
た
『
法

華
経
持
験
記
』12

や
『
観
音
経
持
験
記
』13

等
に
も
引
か
れ
て
お
り
、
専
ら
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
譚
を
集
め
た
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
他
に
唐
時
の
編
輯
し
た
作
品
と
し
て
は
、『
如
來
香
』14

十
四
巻
が
あ
る
。
唐
時
の
人
物
に

つ
い
て
は
、
周
克
復
『
浄
土
晨
鐘
』15

巻
十
、
清
・
彭
際
清
『
居
士
伝
』16

巻
四
十
四
等
に
も
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
『
受
持
果
報
』
の
作
者
は
冒
起
宗
（
一
五
九
〇
―
一
六
五
四
。
字
は
宗
起
、
号
は
嵩
少
、
如
皋
（
蘇
州
）
の
人
。
明
末
の
文
人
冒
襄

の
父
）
で
あ
る
。
ほ
ぼ
『
持
験
紀
』
に
し
か
引
か
れ
な
い
が
、
唐
代
の
話
も
あ
り
、
歴
代
の
霊
験
譚
を
集
め
た
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
二
編
は
あ
く
ま
で
引
書
と
し
て
し
か
見
ら
れ
ず
、
現
存
す
る
か
否
か
も
不
明
で
あ
る
。
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そ
の
他
、明
代
の
霊
験
譚
を
採
録
し
た
も
の
と
し
て
、『
金
剛
證
果
』『
金
剛
霊
応
』『
金
剛
果
報
馴
』（
呉
庾
生
の
作
と
す
る
が
、不
詳
）

等
の
書
物
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
こ
れ
ら
も
や
は
り
『
新
異
録
』
や
『
持
験
紀
』
に
引
書
と
し
て
登
場
す
る
の
み
で
、
作
者
や
成
書
年

代
を
含
め
、
現
存
す
る
か
否
か
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
管
見
の
限
り
、
現
存
す
る
作
品
で
明
代
の
霊
験
譚
の

み
を
集
め
た
も
の
と
し
て
は
、
後
述
王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。

　

な
お
、
清
代
の
霊
験
譚
集
で
あ
る
『
持
験
紀
』
及
び
王
沢
泩
『
金
剛
経
感
応
故
事
分
類
輯
要
』（
以
下
『
分
類
輯
要
』
と
称
す
）
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
．
王
起
隆
と
『
新
異
録
』

（
１
）
作
者
王
起
隆
に
つ
い
て

　

王
起
隆
（
字
は
季
延
、
号
は
止
菴
・
載
生
居
士
）
は
、
浙
江
秀
水
（
嘉
興
）
の
人
。
⁛
李
（
嘉
興
の
古
名
）
の
人
物
に
関
す
る
詩

を
集
め
た
清・沈
季
友
の
『
⁛
李
詩
繋
』17

巻
十
九
に
、「
王
秀
才
起
隆
」
の
項
目
が
あ
り
、「〈
王
〉
起
隆
、
字
は
季
延
、
号
は
止
庵
。〈
浙

江
〉
秀
水
の
人
。
諸
生
。
作
品
は
存
在
す
る
が
い
ま
だ
刊
刻
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
甲
申
〈
一
六
四
四
年
〉
後
〈
に
制
作
さ
れ
た
〉、「
咏

史
詩
」
百
五
十
首
が
時
に
伝
わ
っ
て
い
る
」18

と
し
、「
咏
史
（
諸
葛
誕
）」
一
首
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
状

況
か
ら
見
て
一
六
〇
〇
年
代
の
始
め
に
生
ま
れ
、
少
な
く
と
も
一
六
八
〇
年
頃
ま
で
在
世
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
後
述
の

通
り
『
新
異
録
』
中
に
王
起
隆
が
北
京
に
滞
在
し
て
い
た
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
や
期
間
等
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

な
お
、『
新
異
録
』
以
外
に
、『
般
若
心
経
大
意
』19
（
一
六
七
九
年
跋20
）
一
巻
、『
答
屠
息
庵
読
金
剛
経
大
意
書
』21
（
一
六
五
五
年
跋22
）
一
巻
、

『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
曹
溪
原
本
』23
（
禅
宗
六
祖
慧
能
の
説
話
集
）
一
卷
（
校
閲
）
等
の
著
作
が
あ
り
、
ま
た
い
く
つ
か
の
仏
教
関
係
の
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書
物
に
名
前
が
見
ら
れ
る24
。
譚
貞
黙
編
『
憨
山
大
師
年
譜
疏
註
』25

巻
下
附
錄
、「
曹
渓
中
興
憨
山
肉
祖
後
事
因
縁
」
に
「
秀
水
の
優
婆

塞
弟
子
の
王
起
隆･･･

」26

と
あ
り
、
明
代
四
高
僧
の
一
人
で
、
臨
済
僧
の
憨
山
ᖇ
清
（
一
五
四
六
―
一
六
二
三
。
安
徽
全
椒
の
人
）
の

在
家
の
弟
子
で
あ
り
、
禅
宗
に
造
詣
が
深
い
人
物
と
思
わ
れ
る
。

　

交
遊
関
係
と
し
て
は
、地
元
浙
江
嘉
興
近
辺
の
文
人
と
の
交
流
が
中
心
で
あ
る
。
例
え
ば
、曹
谷
（
字
は
愚
公
）、高
承
埏
（
一
六
〇
三

―
一
六
四
八
、字
は
八
遐
。
崇
禎
十
三〈
一
六
四
〇
〉年
の
進
士
。
遷
安
知
県
等
）、息
子
高
佑
䟆（
一
六
二
七
―
一
七
一
二
。
字
は
念
祖
。

朱
彝
尊
の
友
人
）、
譚
貞
黙
（
一
五
九
〇
―
一
六
六
五
。
字
は
梁
生
、
号
は
掃
菴
。
崇
禎
元
〈
一
六
二
八
〉
年
の
進
士
。『
新
異
録
』
に

彼
に
関
す
る
話
も
あ
り
）・朱
茂
時
（
字
は
子
葵
、
号
は
葵
石
。
朱
彝
尊
の
伯
父
）
と
そ
の
兄
弟
朱
茂
ⵁ
（
字
は
子
蓉
、
号
は
鏡
雲
亭
）・

汪
挺（
字
は
無
上
、号
は
爾
陶
。
崇
禎
十
六〈
一
六
四
三
〉年
の
進
士
）等
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、地
元
の
名
族
で
あ
る
朱
彝
尊（
一
六
二
九

―
一
七
〇
九
）
の
一
族
や
関
係
者
と
の
交
遊
が
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
の
一
つ
で
、『
新
異
録
』
中
に
は
朱
彝
尊
の
曽
祖
父
で
あ
る
朱
国

祚
（
一
五
五
八
―
一
六
二
四
）
に
関
す
る
話
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
天
台
僧
の
㬙
益
智
旭
（
一
五
九
九
―
一
六
五
五
。
号
は
㬙
益
。
江

蘇
呉
県
の
人
）27

や
、
浙
江
紹
興
の
人
鮑
宗
肇
（
字
は
性
泉
）
と
も
交
遊
が
あ
る
。
な
お
、
後
述
の
よ
う
に
、
鮑
宗
肇
は
『
新
異
録
』
の

話
題
提
供
者
の
一
人
で
も
あ
る
。

　

な
お
、『
大
明
一
統
志
』
巻
一
七
八
・
沐
天
波28
の
項
に
、
明
末
の
雲
南
に
於
け
る
動
乱
の
際
、
武
将
の
沐
天
波
は
「
王
起
隆
・
林
旗

鼓
ら
と
と
も
に
囊
石
を
鎚
と
し
て
数
十
人
を
打
ち
殺
し
た29
」
云
々
と
あ
る
が
、
同
一
人
物
か
否
か
は
不
明
。

　

ま
た
、『
新
異
録
』
に
は
そ
の
参
訂
者
と
し
て
金
麗
兼
と
い
う
人
物
の
名
が
見
ら
れ
る
。
金
麗
兼
、
字
は
双
南
、
号
は
補
軒
居
士
。

王
起
隆
と
同
郷
（
浙
江
秀
水
）
の
人
物
で
あ
る
。『
浙
江
通
志
』30

や
『
⁛
李
詩
繋
』31

に
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
作
品
集
と
し
て

『
補
軒
集
』『
榿
園
詩
草
』
が
あ
り
、
万
暦
四
十
四
〈
一
六
一
六
〉
年
の
進
士
で
、
行
人
〈
外
国
使
節
接
待
役
〉
を
授
け
ら
れ
、
天
啓
中

に
吏
部
郎
中
、
崇
禎
中
に
員
外
郎
と
な
っ
た
、
と
い
う
が
、
王
起
隆
と
の
関
係
を
含
め
て
、
そ
れ
以
上
の
事
は
不
明
で
あ
る
。
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（
２
）『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て

　
『
新
異
録
』
に
は
主
に
弘
治
（
一
四
八
八
―
一
五
〇
五
）
か
ら
崇
禎
（
一
六
二
八
―
一
六
四
四
）
年
間
、
つ
ま
り
お
よ
そ
明
中
期
か

ら
明
末
に
か
け
て
の
新
た
な
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
譚
全
４
０
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
『
新
異
録
』
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
序
（「
皇
明
金
剛
新
異
録
序
」）
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

･･･

。『
金
剛
経
』
は
般
若
の
心
髄
で
あ
り
、震
旦
〈
中
国
〉
で
は
誦
持
す
る
こ
と
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。〈
し
か
し
〉
か
え
っ

て
世
の
中
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
金
剛
證
果
』
や
『
報
応
』〈
不
詳
〉
は
、お
お
む
ね
こ
れ
を
『〈
金
剛
経
〉
鳩
異
』
や
『〈
太
平
〉

広
記
』
よ
り
取
っ
て
お
り
、
唐
宋
に
は
詳
し
い
が
我
が
明
朝
に
は
詳
し
く
な
い
。
私
が
思
う
に
、
凡
そ
人
は
、
習
わ
し
は
な
い

が
し
ろ
に
さ
れ
る
も
の
で
、
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
れ
ば
悪
心
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
新
異
と
は
つ
ま
り
警
告
し
て
人
の
迷
い

を
晴
ら
す
も
の
で
あ
り
、
人
の
迷
い
を
晴
ら
せ
ば
善
心
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
昔
の
こ
と
は
も
う
す
で
に
述
べ

ら
れ
て
い
て
、
晩
季
の
日
〈
死
〉
が
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
き
た
。
因
果
〈
応
報
〉
の
説
は
百
年
間
、
あ
る
い
は
数
十
年
間
、
あ

る
い
は
七・八
年
、
ま
た
あ
る
い
は
五・六
年
の
間
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
耳
で
聞
き
こ
の
目
で
目
撃
し
た
こ

と
で
無
け
れ
ば
、
婆
経
〈
不
詳
。「
須
婆
経
」
の
こ
と
か
〉
の
口
を
借
り
る
こ
と
を
嫌
っ
た
り
、
老
人
の
あ
り
ふ
れ
た
話
を
軽

ん
じ
た
り
す
る
者
に
、
考
え
を
変
え
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
私
は
日
常
の
雑
記
を
捜
索
し
、
お
よ
そ
こ
の
経

に
関
す
る
御
利
益
の
あ
る
話
を
一
箇
所
に
集
め
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
大
半
は
私
の
地
元
の
事
や
私
が
里
の
故
老
に
伝

え
聞
い
た
こ
と
で
あ
り
、
集
め
終
わ
っ
て
繰
り
返
し
こ
れ
を
読
ん
で
み
る
と
、
ま
た
汗
顔
の
至
り
で
あ
る
。
思
う
に
み
な
火
中

の
田
単32
で
あ
り
、
黄
金
を
手
に
入
れ
た
田
単33
で
は
な
い
。
別
の
土
地
の
話
や
他
者
の
記
録
を
見
れ
ば
、
き
っ
と
こ
れ
よ
り
十
倍
、
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百
倍
も
明
快
な
話
が
あ
る
だ
ろ
う
。〈
し
か
し
な
が
ら
〉
善
巧
〈
人
々
の
機
根
に
応
じ
て
巧
み
に
善
に
教
え
導
き
、
仏
の
利
益

を
与
え
る
こ
と
〉
の
伝
播
は
滅
ぼ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。〈
こ
の
作
品
は
〉
人
の
た
め
に
善
を
行
う
君
子
に
望
ま
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
「
皇
明
金
剛
新
異
録
」
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
秀
水
の
載
生
居
士
王
起
隆
序
す
。34

　
傍
線
部
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、『
金
剛
経
』
に
関
す
る
霊
験
譚
に
つ
い
て
は
、宋
代
以
前
に
詳
し
く
、明
代
は
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
。

そ
こ
で
王
起
隆
は
日
常
の
雑
記
か
ら
話
を
捜
索
し
て
一
編
に
ま
と
め
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
地
元
や
故
老
に
伝
え
聞
い
た
話
で

あ
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
金
剛
経
の
効
能
を
伝
え
る
こ
と
で
、
そ
の
偉
大
さ
を
世
に
伝
え
る
、
そ
の
一
助
と
し
て
こ
の
作

品
を
制
作
し
た
、
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
の
金
剛
経
霊
験
説
話
集
と
同
様
で
あ
る
。

（
３
）『
新
異
録
』
の
各
話
タ
イ
ト
ル
と
文
字
数
に
つ
い
て

　
『
新
異
録
』
に
は
、
以
下
の
通
り
４
０
話
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
目
次
に
は
各
話
の
原
題
が
示
さ
れ
、
割
り
注
と
し
て
各
話
の
舞
台

と
な
っ
て
い
る
時
代
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
便
宜
的
に
通
し
番
号
を
記
し
、
割
り
注
は
﹇　
﹈
で
括
っ
た
。

①
拘
僧
見
塔
﹇
弘
治
﹈　
②
得
仏
長
生
﹇
正
徳
﹈　
③
持
経
遐
寿
﹇
正
徳
﹈　
④
厳
江
趺
化
﹇
正
徳
﹈　
⑤
夾
雑
二
字
﹇
嘉
靖
﹈

⑥
馮
勤
延
年
﹇
嘉
靖
﹈　
⑦
神
風
護
経
﹇
嘉
靖
﹈　
⑧
経
題
七
字
﹇
隆
慶
﹈　
⑨
二
祖
勅
還
﹇
隆
慶
﹈　
⑩
沙
門
広
徹
﹇
万
暦
﹈

⑪
郡
隍
拯
母
﹇
万
暦
﹈　
⑫
万
戸
子
生
﹇
万
暦
﹈　
⑬
双
鵞
立
化
﹇
万
暦
﹈　
⑭
漁
戸
業
除
﹇
万
暦
﹈　
⑮
勧
親
聴
経
﹇
万
暦
﹈

⑯
持
経
得
雋
﹇
万
暦
﹈　
⑰
四
句
牢
持
﹇
万
暦
﹈　
⑱
伏
雌
度
脱
﹇
万
暦
﹈　
⑲
金
剛
拯
覆
﹇
万
暦
﹈　
⑳
訟
師
請
経
﹇
万
暦
﹈

㉑
持
経
善
逝
﹇
万
暦
﹈　
㉒
鄰
老
持
経
﹇
万
暦
﹈　
㉓
開
瞽
得
子
﹇
万
暦
﹈　
㉔
范
僕
持
経
﹇
万
暦
﹈　
㉕
蜘
蛛
脱
化
﹇
万
暦
﹈
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㉖
証
見
菩
提
﹇
万
暦
﹈　
㉗
奕
徳
遊
冥
﹇
万
暦
﹈　
㉘
二
東
苦
厄
﹇
万
暦
﹈　
㉙
王
令
回
生
﹇
万
暦
﹈　
㉚
天
榜
易
名
﹇
万
暦
﹈

㉛
書
経
暗
中
﹇
万
暦
﹈　
32
織
経
坐
脱
﹇
万
暦
﹈　
33
携
経
随
任
﹇
万
暦
﹈　
34
伽
藍
送
請
﹇
泰
昌
﹈　
35
紅
舖
老
軍
﹇
天
啓
﹈

36
乩
仙
仮
室
﹇
天
啓
﹈　
37
玉
筯
双
垂
﹇
天
啓
﹈　
38
暑
逝
生
香
﹇
天
啓
﹈　
39
焚
衣
梵
書
﹇
崇
禎
﹈　
40
放
回
完
経
﹇
崇
禎
﹈

　

な
お
、
各
話
の
文
字
数
に
つ
い
て
は
文
末
一
覧
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
１
０
０
字
か
ら
２
０
０
字
ぐ
ら
い
の
話

が
多
い
。
一
番
多
い
の
は
、
①
の
８
８
４
字
、
次
に
㉗
の
６
０
８
字
で
、
３
番
目
は
⑦
⑨
の
３
３
５
字
で
あ
る
か
ら
、
①
と
㉗
が
極
端

に
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
最
も
少
な
い
の
は
㉛
の
８
６
字
で
、
続
い
て
㉘
の
９
３
字
、
⑱
の
９
６
字
と
続
い
て
い
る
。

（
４
）『
新
異
録
』
の
影
響
に
つ
い
て

　
『
新
異
録
』
が
構
成
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
前
述
の
『
歴
朝
金
剛
経
持
験
紀
』
及
び
『
金
剛
経
感
応
故
事
分
類
輯
要
』
の
例

を
挙
げ
て
お
く
。
両
書
に
は『
新
異
録
』か
ら
と
思
わ
れ
る
記
載
が
多
数
見
ら
れ
る
。
詳
し
い
考
察
は
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
て
お
く
に
止
め
る
。

ａ
．
周
克
復
『
歴
朝
金
剛
経
持
験
紀
』
二
巻
（
１
５
０
話
。
時
代
順
）

　

そ
の
名
の
通
り
、
歴
朝
の
文
献
か
ら
『
金
剛
経
』
に
関
す
る
霊
験
譚
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
上
巻
７
０
（
魏
１
・
梁
１
・
隋
８
・

唐
６
０
）
話
、
下
巻
８
０
（
宋
１
７
・
元
１
・
明
５
８
・
清
４
）
話
で
全
１
５
０
話
で
あ
る
。
各
話
の
末
尾
に
出
典
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
明
代
は
冒
宗
起
『
受
持
果
報
〈
録
〉』
１
７
、
王
起
隆
『
新
異
録
』
１
４
、『
金
剛
霊
応
』〈
不
詳
〉
１
３
、
唐
時
『
巾

馭
乗
続
集
』
８
、
編
者
取
材
５
、『
相
城
志
』〈
不
詳
〉
１
、「
明
遠
再
生
伝
」〈
不
詳
〉
１
、
王
立
轂
「
回
生
自
記
」
１
、『
筆
乗
』〈
不
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詳
〉
１
、
呉
庾
生
『
金
剛
果
報
馴
』〈
不
詳
〉
１
、『
霊
隠
寺
紀
事
』〈
不
詳
〉
１
、「
浙
徐
斗
明
記
授
」〈
不
詳
〉
１
よ
り
採
録
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。『
新
異
録
』
が
出
典
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
１
４
話
（
①35
⑤
⑥
⑨
⑩
⑬
⑯
⑲
⑳
㉑
㉔
33
38
40
）
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
の
出
典
が
異
な
る
話
に
も
内
容
が
類
似
す
る
も
の
が
１
４
話
見
ら
れ
る
（
②
③
④
⑦
⑪
⑭
⑮
⑰
㉓
㉙
㉚
㉛
32
34
）。

　

編
者
の
周
克
復
は
、
字
は
重
朗
、
号
は
同
善
道
人
、
荊
溪
（
江
蘇
宜
興
）
の
人
で
あ
る
。
清
代
初
期
の
人
で
、
居
士
仏
教
の
第
一

人
者
と
さ
れ
る36
。
そ
の
他
、
周
克
復
に
は
、『
法
華
経
持
験
記
』
二
巻
、『
観
音
経
持
験
記
』
二
卷
、『
華
厳
経
持
験
記
』
一
巻37
等
の
各

種
霊
験
記
も
編
纂
し
て
い
る
他
、
更
に
そ
の
著
『
淨
土
晨
鐘
』（
①
）
十
卷38
（
一
六
五
九
年
）
や
『
観
音
経
持
験
記
』（
㉗39
）
の
中
に
も

『
新
異
録
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

ｂ
．
王
沢
泩
『
金
剛
経
感
応
故
事
分
類
輯
要
』40

一
巻
（
４
８
話41
。
内
容
別
）

　

乾
隆
二
十
六
〈
一
七
六
一
〉
年
の
序
文
が
あ
る
。
そ
の
名
の
通
り
、
六
朝
梁
か
ら
清
初
に
至
る
歴
朝
の
金
剛
経
に
関
す
る
霊
験
譚

を
採
録
し
、
そ
れ
を
内
容
別
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
分
類
と
話
数
は
、
延
寿
（
４
話
）・
愈
疾
（
４
）・
生
子
（
３
）・
登
科
（
３
）・

免
溺
（
３
）・
止
焚
（
１
）・
却
鬼
（
３
）・
避
邪
（
１
）・
伏
虎
（
２
）・
化
賊
（
１
）・
脱
難
（
４
）・
還
陽
（
５
）・
免
畜
（
２
）・
如

願
（
１
）・
度
禽
（
１
）・
済
幽
（
３
）・
生
天
（
２
）・
帰
西
（
５
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
時
代
別
に
分
け
る
と
、
六
朝
梁
１
話
・

隋
２
・
唐
２
４
・
宋
５
・
明
１
５
・
清
１
で
あ
り
、
唐
代
が
一
番
多
く
、
明
代
も
１
５
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
出
典
は
明

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
的
に
『
新
異
録
』
と
同
一
の
話
は
９
話
（
③
④
⑤
⑩
⑭
⑯
⑱
㉑
㉘
）
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
文
字
の
異
同

が
か
な
り
見
ら
れ
る
話
も
存
在
す
る
の
で
、
直
接
『
新
異
録
』
か
ら
引
い
て
き
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
更
に
分
析
を
要
す
。

　

編
者
の
王
沢
泩
は
、
字
は
巨
川
、
号
は
帰
一
居
士
、
山
東
蓬
莱
の
人
で
あ
る
。
こ
の
他
、
著
書
と
し
て
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
句

解
易
知
』42

一
卷
等
が
あ
る
。
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『
新
異
録
』
は
上
記
の
作
品
以
外
に
も
、清・彭
際
清
（
一
七
四
〇
―
一
七
九
六
）
の
『
善
女
人
伝
』43（
⑧
㉕
㉖
32
）、『
浄
土
聖
賢
録
』44（
㉑

㉖
33
）
及
び
前
掲
『
居
士
伝
』（
㉑
㉕
33
37
）
等
の
著
作
に
も
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
以

上
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

以
上
、『
新
異
録
』
と
各
作
品
集
と
の
対
応
関
係
等
に
つ
い
て
は
、
文
末
一
覧
表
も
参
照
さ
れ
た
い
。

３
．『
新
異
録
』
各
話
の
内
容
と
そ
の
特
徴

（
１
）
各
話
の
あ
ら
す
じ

　

以
下
、
各
話
の
簡
単
な
あ
ら
す
じ
を
記
す
。
な
お
、
文
末
に
仏
教
的
な
訓
戒
が
示
さ
れ
る
話
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
本
論
で

は
必
要
最
低
限
に
留
め
、
敢
え
て
記
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

①
「
拘
僧
見
塔
」（
自
ら
を
鎖
で
拘
束
し
た
僧
侶
が
真
如
塔
で
往
生
を
遂
ぐ
）

　

禾
郡
〈
浙
江
嘉
興
〉
の
真
如
塔45
は
、
弘
治
年
間
〈
一
四
八
八
―
一
五
〇
〇
〉
に
大
改
修
さ
れ
た
。
僧
侶
の
懐
琳
は
、
三
丈
の
長
さ

の
鉄
の
鎖
を
二
十
年
も
引
き
ず
っ
て
い
た
。
彼
は
改
修
が
終
わ
る
と
、
塔
の
中
で
亡
く
な
っ
た
。
懐
琳
は
か
つ
て
蘇
州
承
天
寺
の
僧
侶

で
あ
っ
た
が
、
な
ま
ぐ
さ
坊
主
で
、
戒
律
を
軽
ん
じ
て
い
た
。
あ
る
夏
の
夜
、
二
名
の
地
獄
の
兵
卒
が
鎖
を
手
に
現
れ
、
命
令
に
従
っ

て
十
余
名
の
者
を
捕
ら
え
に
来
た
が
、懐
琳
も
そ
の
数
に
入
っ
て
い
た
。
彼
は
冥
卒
に
賄
賂
を
送
っ
て
７
日
間
の
猶
予
を
も
ら
っ
た
が
、

絶
体
絶
命
と
な
っ
た
。
真
如
塔
の
と
あ
る
禅
師
に
泣
き
つ
い
た
と
こ
ろ
、
冥
卒
に
拘
束
さ
れ
な
い
方
法
を
授
け
る
の
と
引
き
換
え
に
、

老
朽
化
し
た
真
如
塔
改
修
の
た
め
に
勤
め
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
方
法
と
は
、７
日
間
一
睡
も
せ
ず
に
、『
金
剛
経
』を
唱
え
、経
文
の「
当
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知
此
処
」
の
と
こ
ろ
に
「
是
塔
」
の
二
字
を
加
え
て
唱
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
懐
琳
が
そ
の
通
り
に
す
る
と
、
冥
卒
は
彼
の
姿
を
見
つ

け
ら
れ
ず
、
か
わ
り
に
宝
塔
が
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
難
を
逃
れ
た
懐
琳
は
戒
め
と
し
て
鉄
の
鎖
を
作
っ
て
自
ら
の
身
に

付
け
、
寒
暑
や
遠
近
に
か
か
わ
ら
ず
い
つ
で
も
引
き
ず
っ
て
歩
い
て
い
た
、
と
い
う
。

②
「
得
仏
長
生
」（
仏
の
加
護
を
得
て
長
生
す
る
）

　

明
の
正
徳
年
間
〈
一
五
〇
六
―
一
五
二
一
〉
の
こ
と
、
川
西
〈
四
川
成
都
の
西
側
〉
の
鶴
鳴
観46
の
道
士
で
あ
る
陳
玄
は
、
長
生
を

志
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
夢
に
執
金
剛
神
よ
り
「
長
生
を
望
む
な
ら
ば
、
岷
山
に
住
む
礼
智
融
和
尚
に
会
い
、
長
生
の
法
を
授
か
る
が

よ
い
」
と
言
わ
れ
、そ
の
通
り
尋
ね
て
指
示
を
請
う
た
。
融
和
尚
は
『
金
剛
経
』
に
長
生
す
る
手
が
か
り
が
あ
る
と
し
、大
喝
し
て
「
諸

相
非
相
、
三
藐
三
菩
提
心
、
不
入
断
滅
」
と
唱
え
た
と
こ
ろ
、
陳
玄
は
大
い
に
悟
り
、
瓦
屋
山
〈
四
川
眉
山
〉
の
虎
踞
巌
の
南
に
籠
も

り
、
毎
日
『
金
剛
経
』
を
唱
え
続
け
た
。
そ
れ
か
ら
九
十
八
年
が
過
ぎ
て
、
息
を
引
き
取
っ
た
。
近
隣
の
家
で
は
肖
像
画
を
書
い
て
飾

り
、
陳
玄
を
祀
っ
た
。
彼
は
仙
宗
と
仏
果
の
両
方
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
苕
中
の
許
官
が
四
川
の
観
察
に
任
に
あ
っ
た
時
、
自
ら
そ
の

事
を
記
録
し
た
。

③
「
持
経
遐
寿
」（『
金
剛
経
』
を
受
持
し
て
長
寿
を
得
る
）

　

明
の
正
徳
年
間
の
こ
と
、南
嶽
〈
衡
山
〉
に
大
徳
の
僧
侶
で
楚
石
と
い
う
者
が
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
経
典
に
通
じ
て
い
た
が
、専
ら
『
金

剛
経
』
を
受
持
し
て
い
た
。
ど
の
よ
う
な
者
に
も
教
え
を
説
き
、「『
金
剛
経
』
を
受
持
し
て
お
行
き
な
さ
い
」
と
い
っ
て
い
た
。
時
に

白
藤
和
尚
・
無
極
和
尚
と
い
う
者
が
い
た
が
、
彼
ら
も
同
様
で
あ
っ
た
。
結
局
、
楚
石
は
１
７
１
歳
、
白
藤
和
尚
は
１
３
０
歳
、
無
極

和
尚
は
１
２
４
歳
の
長
寿
で
あ
っ
た
。
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④
「
厳
江
趺
化
」（
厳
江
が
趺
坐
し
て
こ
の
世
を
去
る
）

　
〈
蘇
州
〉
相
城
の
皮
職
人
で
あ
る
厳
江
は
、
中
年
で
生
業
を
棄
て
、
仏
寺
で
飯
炊
き
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
道
中
『
金
剛
経
』

を
受
持
し
、「
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
続
け
た
。
六
十
歳
を
過
ぎ
た
時
、
一
月
ほ
ど
飲
食
を
断
ち
、「
私
は
某
月
某
日
某
時
に
こ
の
世
を
去

る
だ
ろ
う
」
と
宣
言
し
た
通
り
、
沐
浴
し
て
衣
を
か
え
、
趺
坐
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
。
そ
の
亡
骸
を
火
葬
す
る
と
、
彼
の
舌
は
金
石

の
よ
う
に
堅
く
、
叩
く
と
音
が
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
正
徳
十
三
〈
一
五
一
八
〉
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
相
城
誌
』
に
掲
載
。

⑤
「
夾
雑
二
字
」（
読
経
に
混
ざ
っ
た
二
文
字
）

　
〈
太
子
〉
少
保
の
南
塘
戚
公
〈
戚
継
光47
〉
が
副
総
戎
〈
副
司
令
官
〉
だ
っ
た
時
、
倭
寇
の
乱
の
た
め
に
兵
を
率
い
て
三
江
〈
江
蘇
・

浙
江
一
帯
〉
を
守
備
し
て
い
た
。
公
は
平
素
よ
り
敬
虔
に
『
金
剛
経
』
を
誦
持
し
て
お
り
、
移
動
中
で
あ
っ
て
も
怠
ら
な
か
っ
た
。
あ

る
夜
、
夢
で
陣
没
し
た
親
兵
の
某
が
現
れ
、〈『
金
剛
経
』〉
一
巻
を
誦
え
て
成
仏
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
求
め
た
。
明
朝
、
兵
隊
の
妻
を

呼
ん
で
、
夢
の
件
を
話
し
た
。
公
は
朝
起
き
る
と
持
斎
吃
素
〈
身
を
正
し
く
し
て
生
臭
物
断
ち
〉
し
て
、
誠
心
誠
意
経
を
唱
え
た
。
そ

の
晩
、
兵
の
妻
が
夢
を
見
て
、
そ
の
内
容
を
戚
公
に
語
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
私
の
た
め
に
経
を
唱
え
て
頂
き
感
謝
し
て
い
る
が
、

経
文
の
中
に
「
不
用
」
の
二
字
が
混
ざ
っ
て
い
て
、
功
徳
が
不
完
全
と
な
り
、
成
仏
出
来
な
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
戚
公
が
よ
く

よ
く
思
い
返
し
て
み
る
と
、〈
読
経
の
最
中
に
〉
下
女
が
お
や
つ
を
持
っ
て
来
た
時
に
手
振
り
で
断
っ
た
が
、
心
の
中
で
「
不
用
」〈
い

ら
な
い
〉
と
つ
ぶ
や
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
念
の
中
に
雑
念
が
入
っ
て
し
ま
う
と
、
幽
冥
に
は
お
見
通
し
で
あ
り
、『
金

剛
経
』
を
唱
え
る
者
は
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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⑥
「
馮
勤
延
年
」（
馮
勤
の
延
命
）

　

嘉
靖
年
間
〈
一
五
二
二
―
一
五
六
六
〉
の
こ
と
、
帰
安
の
茅
鹿
門
〈
坤
〉48

の
家
僕
で
あ
る
馮
勤
は
、
あ
る
日
運
勢
を
占
っ
て
貰
お

う
と
思
い
、
一
老
僧
に
尋
ね
た
。
老
僧
か
ら
「
君
は
徳
を
積
ん
で
い
な
い
が
、
た
だ
汚
れ
た
紙
を
奇
麗
に
し
、
日
々
『
金
剛
経
』
を
唱

え
て
い
れ
ば
、
き
っ
と
夭
折
を
免
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
通
り
に
し
た
と
こ
ろ
、
文
義
に
通
ず
る
よ
う
に
な
り
、

茅
坤
に
も
厚
遇
さ
れ
、
家
は
豊
か
に
な
り
二
子
四
孫
を
得
た
。
彼
自
身
も
九
十
五
歳
の
長
寿
を
得
、
病
気
に
な
る
こ
と
な
く
人
生
を
終

え
た
。

⑦
「
神
風
護
経
」（
神
風
が
吹
い
て
経
を
護
る
）

　

洞
庭
山
の
と
あ
る
寺
に
、白
楽
天
が
書
写
し
た
と
い
う『
金
剛
経
』全
巻
が
あ
り
、寺
の
家
宝
と
し
て
い
た
。
嘉
靖
四
十
三〈
一
五
六
四
〉

年
、
飢
饉
が
お
こ
り
、
寺
の
者
も
飢
え
に
苦
し
ん
だ
。
そ
こ
で
『
金
剛
経
』
を
担
保
に
山
塘
の
王
宦
よ
り
米
五
十
石
を
購
入
し
た
。
年

が
明
け
、
王
宦
が
米
は
喜
捨
す
る
と
の
こ
と
で
、『
金
剛
経
』
を
返
し
て
寄
越
し
た
。
の
ち
、
寺
の
衆
に
『
金
剛
経
』
を
開
い
て
見
せ

て
い
た
と
こ
ろ
、
急
に
大
風
が
お
こ
り
、
数
幅
が
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
い
、
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
三
年
後
、
と
あ
る
官
吏
が
こ
の

経
の
存
在
を
知
り
、
策
略
を
設
け
て
主
僧
を
陥
れ
、
経
を
献
上
す
る
よ
う
迫
っ
た
。
し
か
し
、
献
上
し
た
経
が
完
品
で
な
い
こ
と
を
知

り
、
僧
を
許
し
、
経
と
と
も
に
寺
に
返
す
こ
と
と
な
っ
た
。
僧
が
そ
の
船
で
の
帰
途
で
、
ま
た
大
風
が
起
こ
り
、
風
を
避
け
る
た
め
に

と
あ
る
奥
深
い
村
に
辿
り
着
い
た
。
そ
こ
に
は
老
漁
師
の
家
が
あ
り
、
な
ん
と
そ
こ
に
以
前
風
に
飛
ば
さ
れ
た
数
幅
の
経
が
貼
り
付
け

ら
れ
て
い
た
。
事
情
を
聞
く
と
、
３
年
前
に
灯
火
の
よ
う
な
一
筋
の
光
が
あ
り
、
驚
い
て
見
る
と
、
こ
の
経
が
あ
っ
た
と
い
う
。
も
し
、

あ
の
時
こ
の
数
幅
が
飛
ば
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
経
は
権
勢
家
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
た
。
老
漁
師
は
こ
れ
を
機
に
漁
を
や
め
て
農
事

に
勤
め
、
経
を
装
丁
し
た
。
毎
年
経
を
得
た
日
に
は
寺
を
訪
ね
て
礼
を
述
べ
た
。
八
十
二
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
病
気
一
つ
し
な
か
っ
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た49
。

⑧
「
経
題
七
字
」（
経
題
七
文
字
を
唱
え
て
地
獄
を
免
れ
る
）

　

隆
慶
乙
巳
〈
隆
慶
三
﹇
一
五
六
九
﹈
年
〉
の
こ
と
、
浙
江
紹
興
天
楽
郷
の
処
士
王
徳
用
の
妻
で
あ
る
陶
氏
の
病
が
篤
く
な
っ
た
時
、

二
名
の
地
獄
の
使
い
が
現
れ
て
、「
お
前
は
今
寿
命
が
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
が
、ふ
だ
ん
何
も
善
行
を
積
ま
な
か
っ
た
た
め
、悪
道
〈
地

獄
・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
〉
に
墜
と
す
こ
と
に
し
た
」
と
告
げ
ら
れ
た
。
妻
は
夫
に
救
い
の
手
を
求
め
た
。
夫
は
隣
の
寺
の
端
長
老
が
毎

日
経
を
唱
え
て
お
り
、
そ
の
中
の
「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
」
と
い
う
七
文
字
を
覚
え
て
い
た
。
そ
れ
を
妻
に
何
百
、
何
千
回
と
唱
え
さ
せ

る
と
、あ
の
世
か
ら
の
使
い
は
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
時
家
の
者
は
陶
氏
の
口
か
ら
五
色
の
光
が
出
る
の
を
見
た
。
や
が
て「
陶

善
女
は
す
で
に
地
獄
行
き
を
免
れ
、
善
地
に
生
ま
れ
か
わ
る
だ
ろ
う
」
と
声
が
聞
こ
え
た
。
鮑
性
泉
居
士
の
記
録
に
よ
る
。

⑨
「
二
祖
勅
還
」（
二
祖
〈
五
祖
弘
忍
と
六
祖
慧
能
〉
の
勅
令
）

　

銭
塘
の
李
時
英
は
南
海
太
守
で
、普
段
よ
り
『
金
剛
経
』
を
唱
え
て
い
た
。
隆
慶
丁
卯
〈
隆
慶
元
﹇
一
五
六
七
﹈
年
〉、分
考
官
〈
科

挙
の
試
験
官
〉
と
な
っ
た
が
、
試
験
場
で
病
気
と
な
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
や
が
て
金
甲
の
神
人
が
現
れ
て
彼
を
鎖
で
繋
ぎ
、
泰
山
府

君
の
も
と
に
連
れ
て
い
こ
う
と
し
た
。
李
時
英
は
前
世
で
九
江
太
守
で
あ
っ
た
が
、
賄
賂
を
受
け
取
り
、
人
を
殺
し
た
と
い
う
。
彼
は

怖
く
な
っ
て
『
金
剛
経
』
を
唱
え
る
と
、
呂
祖
〈
呂
洞
賓
〉
が
現
れ
、「
お
ま
え
の
罪
は
重
い
。『
金
剛
経
』
を
唱
え
て
六
祖
〈
慧
能
〉

に
救
い
を
求
め
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
六
祖
が
現
れ
て
言
う
、「
お
ま
え
の
罪
は
重
い
。
私
と
五
祖
〈
弘
忍
〉
で
相
談
し
よ
う
」
と
。

時
英
が
六
祖
の
袈
裟
を
手
で
引
っ
張
る
と
、
金
色
の
光
が
舞
い
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
異
香
が
鼻
に
満
ち
た
。
五
祖
と
六
祖
が
勅
令
し

て
「『
金
剛
経
』
を
唱
え
た
の
で
、
釈
放
し
よ
う
」
と
言
い
、
よ
み
が
え
る
事
が
出
来
た
。
そ
の
後
時
英
は
仕
官
の
道
を
棄
て
、
湖
南
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の
浄
慈
寺
で
帰
依
し
て
修
行
に
励
み
、
毎
朝
必
ず
『
金
剛
経
』
を
唱
え
て
、
冤
鬼
を
超
度
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

⑩
「
沙
門
広
徹
」（
僧
侶
の
広
徹
）

　

万
暦〈
一
五
七
三
―
一
六
二
〇
〉の
初
め
、杭
州
の
野
僧
で
広
轍〈
号
は
通
天
〉と
い
う
者
が
お
り
、毎
日『
金
剛
経
』を
唱
え
て
い
た
。

一
方
、中
丞
〈
巡
撫
〉
の
金
省
吾
は
清
浄
な
場
所
を
求
め
て
念
仏
を
唱
え
よ
う
と
思
い
、尚
書
の
張
瀚50
の
家
に
資
福
と
い
う
廟
が
あ
り
、

と
て
も
清
潔
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
場
所
を
求
め
た
。
金
省
吾
は
あ
る
夕
べ
、
広
轍
と
出
逢
っ
た
時
、
彼
の
持
っ
て
い
た
灯
篭
に
「
沙

門
廣
徹
、
念
佛
通
天
、
廣
徹
於
某
年
月
日
、
回
首
於
廟
中
」
と
書
し
た
。
そ
の
夜
、
胡
広
の
某
王
が
夢
で
一
僧
侶
を
見
た
。
そ
の
僧
は

自
身
を
「
杭
州
資
福
寺
の
僧
侶
」
と
称
し
、
来
世
は
王
の
子
供
と
な
る
と
言
っ
た
。
そ
の
手
を
み
る
と
、
八
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
、

と
い
う
。
そ
の
後
、王
に
世
継
ぎ
が
生
ま
れ
、杭
州
を
物
色
さ
せ
る
と
、夢
を
見
た
日
に
杭
州
の
僧
侶
が
亡
く
な
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。

⑪
「
郡
隍
拯
母
」（
郡
隍
〈
土
地
神
〉
母
を
救
う
）

　

蘇
州
楓
橋
の
盛
在
徳
は
、師
の
懸
明
よ
り
『
金
剛
経
』
を
教
わ
っ
た
。
万
暦
の
初
め
、病
気
に
か
か
っ
て
死
に
、冥
府
に
行
く
と
、〈
在

徳
の
命
を
奪
っ
た
？
〉
仇
鬼
が
郡
隍
に
告
発
さ
れ
て
い
た
。
在
徳
は
地
獄
を
自
由
に
見
て
回
り
、
一
夜
を
過
ご
し
て
ま
た
絶
命
し
〈
郡

隍
の
も
と
に
行
っ
〉
た
。
郡
隍
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
私
の
前
世
は
桂
州
の
曹
氏
で
、
自
ら
神
籍
に
登
っ
た
。
我
が
母
張
大
君
は
、

三
度
女
子
に
転
生
し
て
、
成
長
し
な
か
っ
た
。
君
は
私
に
代
わ
っ
て
懸
明
師
に
お
願
い
し
て
『
金
剛
経
』
と
『
月
上
女
経
』51

を
唱
え
、

我
が
母
を
救
っ
て
男
に
転
生
さ
せ
て
欲
し
い
」
と
。
盛
在
徳
は
蘇
る
と
、
約
束
通
り
懸
明
師
に
願
い
出
た
。
管
志
道52
が
序
文
を
制
作
し

て
こ
れ
を
記
録
し
た
。『
ᚩ
若
斎
続
集
』〈
管
志
道
の
文
集
〉
に
掲
載
。（
筆
者
注
：
こ
の
話
に
は
不
明
な
点
が
多
い
）
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⑫
「
万
戸
子
生
」（
万
戸
侯
の
子
供
）

　

万
暦
の
初
め
、呉
中
〈
蘇
州
〉
の
某
万
戸
〈
侯
。
領
主
〉
に
は
子
ど
も
が
お
ら
ず
、祈
祷
を
し
て
も
何
年
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。〈
そ

こ
で
領
主
は
〉
一
老
禅
僧
に
尋
ね
て
み
た
。
す
る
と
老
禅
僧
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
ま
だ
で
す
。
あ
な
た
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
る

こ
と
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
一
道
者
〈
修
行
者
〉
な
の
で
す
。『
金
剛
経
』
を
一
通
り
唱
え
、
道
路
を
改
修
し
、
そ

の
完
成
を
待
っ
て
な
お
三
度
祈
り
、始
め
て
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
。
万
戸
〈
侯
〉
は
人
を
や
っ
て
確
か
め
さ
せ
る
と
、

果
た
し
て
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
果
た
し
て
三
年
後
読
経
が
終
わ
り
、
道
路
が
完
成
す
る
と
、
道
者
は
死
ん
で
万
戸
侯
に
子
が
生
ま
れ

た
。
確
認
し
て
み
る
と
、〈
両
者
の
〉
死
生
は
同
日
同
時
刻
で
あ
っ
た
。

⑬
「
双
鵞
立
化
」（
二
羽
の
鵞
鳥
が
立
っ
た
ま
ま
往
生
す
）

　

万
暦
の
初
め
の
こ
と
、
侍
中
の
鐘
公
復
秀
と
徐
公
遵
寿
は
と
も
に
羅
家
巷
〈
長
安
か53
〉
に
住
み
、
仏
を
奉
じ
て
『
金
剛
経
』
を
受

持
し
て
い
た
。
別
に
一
室
を
設
け
て
、
二
公
が
経
を
唱
え
て
い
る
と
、
鐘
の
家
で
飼
っ
て
い
る
二
羽
の
鵞
鳥
が
や
っ
て
き
て
、
二
人
の

経
に
続
け
て
鳴
き
声
を
あ
げ
た
。
厳
寒
の
時
に
な
り
、
鵞
鳥
の
手
が
裂
傷
し
、
骨
が
露
出
す
る
ほ
ど
に
な
っ
て
も
、
や
め
な
か
っ
た
。

数
年
後
、二
羽
の
鵞
鳥
は
経
案
に
対
し
て
立
っ
た
ま
ま
往
生
し
た
。〈
長
安
〉浄
業
寺
の
後
に
埋
葬
し
、「
聴
経
鵞
塚
」と
名
付
け
ら
れ
た
。

⑭
「
漁
戸
業
除
」（
漁
師
の
悪
業
祓
い
）

　
〈
浙
江
〉
海
塩
の
漁
師
で
あ
る
張
元
・
張
貞
兄
弟
は
、
漁
に
出
て
網
を
か
け
て
帰
る
途
中
、
青
松
塘
〈
海
寧
県
横
頭
街
付
近
に
あ
る
〉

に
至
る
と
、
水
面
に
不
思
議
な
光
を
見
つ
け
た
。
潜
っ
て
み
る
と
、
石
匣
が
あ
っ
た
。
兄
弟
は
手
に
入
れ
て
家
に
戻
り
、
祈
り
を
捧
げ

て
か
ら
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、
中
に
は
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
一
巻
が
入
っ
て
い
た
。
そ
の
夜
、
鎧
を
纏
っ
た
神
〈
金
甲
神
〉
が
夢
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に
現
れ
て
語
る
に
は
、
張
元
は
前
世
で
長
水
〈
浙
江
嘉
興
〉
の
法
師
で
あ
っ
た
が
、
道
心
〈
悟
り
を
求
め
る
心
〉
が
足
り
な
か
っ
た
た

め
に
、
こ
の
よ
う
に
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
ま
だ
救
わ
れ
る
余
地
が
あ
り
、
更
に
大
法
を
授
け
る
の
で
、
精
進
せ
よ
、
と
の

こ
と
だ
っ
た
。
元
は
も
と
も
と
文
字
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、神
が
彼
の
口
を
開
け
て
金
丸
を
飲
ま
せ
る
と
、ま
ぶ
し
い
ほ
ど
に
光
輝
き
、

温
か
み
の
あ
る
香
り
が
腹
に
入
っ
て
く
る
の
が
分
か
り
、
驚
い
て
目
が
覚
め
た
。
翌
日
経
を
開
き
唱
え
て
み
る
と
、
す
ら
す
ら
と
唱
え

る
こ
と
が
出
来
た
。
張
元
は
達
観
大
師54
の
も
と
に
行
き
、
さ
ら
に
修
行
に
励
ん
だ
。
三
年
後
、
病
気
一
つ
せ
ず
に
往
生
を
遂
げ
た
。
時

に
、
万
暦
丁
丑
〈
万
暦
五
﹇
一
五
七
七
﹈
年
〉
孟
秋
の
こ
と
で
あ
る
。

⑮
「
勧
親
聴
経
」（
親
に
経
を
聴
か
せ
る
こ
と
を
勧
め
る
）

　
〈
江
蘇
常
州
〉
金
壇
の
王
方
麓55
は
、病
気
が
悪
化
し
て
心
穏
や
か
で
は
無
か
っ
た
。〈
そ
こ
で
〉
そ
の
子
の
損
庵56
は
、父
の
た
め
に
『
金

剛
経
』
を
朗
読
し
て
聴
か
せ
た
。
朗
読
が
「
無
我
相
、
無
人
相
〈
、
無
衆
生
相
、
無
寿
者
相
〉」
の
四
句
の
所
に
さ
し
か
か
る
と
、
王

樵
は
笑
っ
て
「
煩
悩
は
も
と
も
と
無
く
、
我
相
〈
偽
り
の
我
〉
に
未
練
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
い
、
合
掌
し
て
息
を
引
き
取
っ
た
。
親
に

経
を
聴
か
せ
る
こ
と
は
、
親
の
死
を
看
取
る
と
い
う
孝
に
も
な
る
し
、
欲
情
を
遠
ざ
け
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

⑯
「
持
経
得
雋
」（
経
を
誦
持
し
て
才
を
得
る
）

　
〈
浙
江
〉
嘉
禾
〈
嘉
興
〉
の
沈
光
華
は
、
以
前
両
淮
塩
鉄
運
使
で
あ
っ
た
。
官
を
や
め
る
時
、
た
ま
た
ま
同
郡
運
同
で
あ
っ
た
呉
淞

と
同
席
し
、
互
い
に
日
中
何
を
し
て
い
る
か
尋
ね
た
。
沈
公
は
毎
朝
『
金
剛
経
』
を
読
み
、
二
十
年
に
も
な
る
と
語
っ
た
。
あ
る
朝
、

呉
公
が
慌
て
て
や
っ
て
き
て
、
沈
公
に
お
祝
い
を
述
べ
、「
あ
な
た
〈
の
ご
家
族
〉
の
南
闈
〈
南
京
の
試
験
場
。
郷
試
の
試
験
を
指
す
〉

は
、
必
ず
合
格
し
ま
す
」
と
。
沈
が
そ
の
理
由
を
聞
く
と
、
夢
の
中
で
郡
中
の
一
士
夫
が
『
金
剛
経
』
の
功
徳
に
よ
っ
て
そ
の
子
孫
が
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雋
才
を
得
る
、
と
お
つ
げ
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
。
こ
の
年
の
秋
、
沈
公
の
甥
の
応
明
が
、
果
た
し
て
応
天
〈
南
京
〉
で
郷
試
に
合
格
し

た
。
彼
は
、沈
公
が
『
金
剛
経
』
を
唱
え
て
い
る
の
を
聞
い
て
、寝
て
も
覚
め
て
も
、移
動
中
も
『
金
剛
経
』
を
唱
え
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
子
孫
た
ち
も
功
徳
を
重
ね
、
次
々
と
科
挙
に
合
格
し
、
禾
郡
の
冠
族
と
な
っ
た
。

⑰
「
四
句
牢
持
」（
経
の
四
句
を
唱
え
続
け
て
難
を
脱
す
）

　
〈
江
蘇
〉
崑
山
の
民
鄒
軌
は
、
豆
腐
を
売
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
。
も
と
よ
り
文
字
を
識
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
僧
侶
が
『
金

剛
経
』
を
唱
え
て
い
る
の
を
聞
き
、
た
だ
「
無
我
相
、
無
人
相
、
無
衆
生
相
、
相
無
寿
者
」
の
四
句
だ
け
を
し
っ
か
り
と
記
憶
し
た
。

万
暦
十
一
〈
一
五
八
三
〉
年
十
月
に
病
気
で
死
ん
で
し
ま
い
、
地
獄
の
兵
卒
に
よ
っ
て
蘇
州
李
作
坊
の
家
の
牛
小
屋
に
連
れ
て
い
か
れ

た
。
そ
こ
に
は
彼
の
他
に
２
人
の
者
が
い
た
が
、
み
な
牛
に
生
ま
れ
変
わ
ら
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
ひ
た
す
ら
先
ほ
ど
の
四
句

を
唱
え
続
け
る
と
、
兵
卒
が
い
く
ら
鄒
軌
を
押
し
て
も
動
か
せ
ず
、
結
局
彼
は
生
き
返
る
こ
と
が
で
き
た
。
李
作
坊
の
家
を
尋
ね
て
み

る
と
、
こ
の
日
の
夜
に
三
頭
の
子
牛
が
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
一
匹
は
死
ん
だ
と
い
う
。
鄒
軌
は
驚
嘆
し
、
仏
門
に
帰
依
し
て
全
経

を
習
う
と
、
日
夕
経
を
唱
え
、
十
三
年
後
病
一
つ
無
く
し
て
死
ん
だ
。

⑱
「
伏
雌
度
脱
」（
め
ん
ど
り
の
さ
と
り
）

　

万
暦
庚
寅
〈
万
暦
十
八
﹇
一
五
九
〇
﹈
年
〉、
湖
州
の
華
林
鎮
の
一
老
人
は
『
金
剛
経
』
を
唱
え
る
の
を
日
課
だ
と
言
っ
て
い
た
。

そ
の
家
に
は
め
ん
ど
り
が
お
り
、
十
二
個
の
卵
を
温
め
て
い
た
。
あ
る
日
の
夕
方
、
老
人
は
夢
を
見
て
、
そ
の
中
で
男
女
十
二
名
が
お

堂
に
拝
謁
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
あ
な
た
の
お
経
の
お
陰
で
、
み
な
禽
類
よ
り
度
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
お
礼

に
参
っ
た
の
で
す
」
と
。
老
人
が
夢
か
ら
覚
め
る
と
、
ふ
と
十
二
個
の
鶏
卵
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
こ
れ
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
と
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て
も
軽
か
っ
た
。
割
っ
て
み
る
と
、空
っ
ぽ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
み
な
を
呼
ん
で
、別
の
卵
も
割
っ
て
み
る
と
や
は
り
皆
空
っ
ぽ
で
あ
っ

た
。

⑲
「
金
剛
拯
覆
」（『
金
剛
経
』
が
転
覆
を
救
う
）

　
〈
浙
江
〉
嘉
興
の
兆
麗
橋
に
住
む
民
沈
済
寰
は
、
青
果
店
を
営
ん
で
い
た
。
毎
朝
必
ず
『
金
剛
経
』
を
唱
え
、
外
出
す
る
際
も
経
を

持
参
し
て
欠
か
さ
な
か
っ
た
。
万
暦
癸
巳
〈
万
暦
二
十
一
﹇
一
五
九
三
﹈
年
〉
の
冬
の
こ
と
、
洞
庭
山
に
赴
き
橋
の
と
こ
ろ
で
商
売
を

し
て
い
た
。
そ
の
時
、
突
如
湖
に
大
風
が
吹
い
て
大
波
が
起
こ
り
、
乗
っ
て
い
た
船
が
転
覆
し
て
水
底
に
沈
み
か
け
た
。
す
る
と
突
然

巨
人
が
現
れ
て
船
を
水
上
に
持
ち
上
げ
た
。
岸
か
ら
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
者
は
、
金
甲
を
纏
っ
た
神
が
水
中
に
行
き
、
左
右
か
ら
船

を
持
ち
上
げ
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
金
剛
神
が
船
を
転
覆
か
ら
救
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
沈
は「
青
菓
沈
仏
家
」

と
呼
ば
れ
、
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑳
「
訟
師
請
経
」（
訟
師
の
経
頼
み
）

　

里
中〈
浙
江
秀
水
〉の
莫
晴
虹
居
士
は
、楞
厳
経
坊
で
一
人
の
常
州
人
と
出
逢
い
、読
経
を
請
わ
れ
た
。
そ
の
人
物
は
、長
年
訟
師〈
訴

訟
請
負
人
〉
を
し
て
い
た
が
、
病
死
し
て
、
閻
羅
王
〈
閻
魔
大
王
〉
の
所
に
行
き
、
生
前
の
過
失
悪
行
に
つ
い
て
詰
問
さ
れ
た
。
誤
魔

化
す
事
が
出
来
ず
、
答
え
に
詰
ま
っ
た
彼
は
、
つ
い
に
声
高
に
金
剛
経
を
唱
え
続
け
た
。〈
す
る
と
〉
王
は
彼
を
放
免
し
た
が
、
罪
が

消
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
毎
日
『
金
剛
経
』
を
唱
え
て
回
向
し
て
、罪
が
氷
解
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
、と
い
う
。

万
暦
庚
子
〈
万
暦
二
十
八
﹇
一
六
〇
〇
﹈
年
〉
の
秋
九
月
、
晴
虹
〈
居
士
〉
自
身
の
記
録
で
あ
る
。
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㉑
「
持
経
善
逝
」（
経
を
所
持
し
て
立
派
に
往
生
を
遂
ぐ
）

　

万
暦
辛
丑
〈
万
暦
二
十
九
﹇
一
六
〇
一
﹈
年
〉
の
こ
と
、〈
北
京
〉
順
城
門
の
内
監
〈
監
獄
の
看
守
〉
張
愛
は
、
晩
年
『
金
剛
経
』

を
受
持
し
て
い
た
。
死
の
床
で
、
彼
は
家
の
者
か
ら
「
経
文
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
い
ざ
死
に
臨
む
と
、

口
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。す
る
と
、二
人
の
青
い
衣
を
着
た
者
が
、彼
を
転
生
さ
せ
る
た
め
に
山
東
へ
連
れ
て
い
こ
う
と
し
た
。

そ
こ
で
張
愛
は
一
身
に
経
を
唱
え
る
と
、
と
あ
る
宮
殿
に
連
れ
て
い
か
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
平
頂
冠
を
被
っ
た
者
が
い
た
。
張
愛
が
彼

に
往
生
は
願
う
が
、
転
生
は
望
ま
な
い
旨
伝
え
る
と
、
そ
れ
に
は
ま
だ
経
を
受
持
す
る
功
徳
が
少
な
い
と
い
う
。
張
愛
は
蘇
り
、
家
を

離
れ
て
〈
北
京
の
〉
西
山
碧
雲
寺
に
ゆ
き
、
ひ
た
す
ら
『
金
剛
経
』
を
唱
え
た
。
十
一
年
が
た
ち
、
あ
る
日
皆
に
「
私
は
経
を
受
持
し

た
力
に
よ
っ
て
、
今
往
生
せ
ん
」
と
い
い
、
沐
浴
し
て
衣
服
を
着
替
え
る
と
、
端
座
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
。

㉒
「
鄰
老
持
経
」（
鄰
老
に
倣
っ
て
経
を
受
持
し
て
科
挙
に
合
格
す
）

　
〈
浙
江
呉
興
〉
帰
安
の
茅
封
公
惺
海
、諱
は
一
皐57
。
そ
の
長
子
で
光
禄
卿
の
五
芝
公
、諱
は
瑞
徴58
は
、名
士
と
し
て
国
子
監
に
入
っ
た
。

ま
だ
入
学
す
る
前
の
こ
と
、
家
の
隣
に
茅
の
部
屋
を
間
借
り
し
て
い
る
老
人
が
い
た
。
彼
は
『
金
剛
経
』
を
受
持
し
て
い
た
が
、
貧
乏

で
子
供
が
い
な
か
っ
た
。
丁
酉
〈
万
暦
二
十
五
﹇
一
五
九
七
﹈
年
〉
の
元
旦
、
ち
ょ
う
ど
経
を
唱
え
て
い
る
と
、
突
然
金
剛
神
が
現
れ

て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
茅
一
皐
の
子
瑞
徴
は
、
今
年
の
北
京
郷
試
に
お
い
て
第
八
番
目
で
合
格
す
る
。
お
前
は
経
を
熱
心
に
唱

え
て
い
る
が
、
跡
継
ぎ
が
い
な
い
こ
と
に
感
じ
、
そ
の
心
に
報
い
よ
う
。
彼
〈
瑞
徴
〉
は
お
前
が
生
き
て
い
る
間
は
衣
食
住
を
、
死
ん

だ
後
は
埋
葬
を
世
話
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
そ
の
後
、
そ
の
通
り
瑞
徴
は
合
格
し
、
居
を
老
人
に
譲
っ
て
養
い
、
死
後
は
そ
の

事
後
の
事
も
執
り
行
っ
た
。
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㉓
「
開
瞽
得
子
」（
盲
目
が
よ
み
が
え
り
、
男
子
を
得
る
）

　
〈
浙
江
嘉
興
〉
秀
水
の
生
員
濮
可
重
の
妻
王
氏
に
は
一
男
一
女
が
い
た
が
、
相
次
い
で
疱
瘡
で
亡
く
し
て
し
ま
い
、
そ
の
悲
し
み
の

あ
ま
り
、
目
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
い
に
彼
女
は
専
ら
『
金
剛
経
』
を
唱
え
続
け
る
よ
う
に
な
り
、
幾
年
も
過
ぎ
た
。
あ

る
日
、経
を
読
ん
で
い
る
と
、左
目
か
ら
水
分
が
流
れ
出
し
、ま
る
で
裂
け
る
よ
う
に
ぱ
っ
く
り
開
き
、再
び
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
右
目
も
数
日
の
う
ち
に
同
じ
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
夜
、
夢
に
仏
が
現
れ
、
経
を
受
持
し
た
功
徳
に
よ
り
、
一
子
を
授
け
る
、

と
告
げ
た
。
王
氏
は
突
然
妊
娠
し
、
子
が
産
ま
れ
た
。
そ
の
子
は
「
経
賜
」
と
名
付
け
ら
れ
た
が
、
今
も
現
存
し
て
い
る
。

㉔
「
范
僕
誦
経
」（
范
僕
が
経
を
唱
え
て
前
世
の
罪
を
許
さ
れ
る
）

　
〈
浙
江
嘉
興
に
あ
る
〉
報
忠
坊
の
范
氏
の
家
僕
は
、
作
者
〈
王
起
隆
〉
が
八
、九
歳
の
時
に
肩
に
野
菜
を
担
い
で
市
に
赴
い
て
い
た

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
は
口
の
中
で
ブ
ツ
ブ
ツ
と
経
を
唱
え
続
け
、仏
前
で
は
香
を
焚
き
、『
金
剛
経
』
を
唱
え
た
。
晩
に
な
れ
ば
、

金
明
寺
の
仏
殿
に
回
向
し
た
。
ま
た
、
生
き
物
を
見
つ
け
る
と
銭
を
出
し
て
引
き
取
り
、
病
気
や
貧
し
い
者
が
い
れ
ば
、
自
分
の
食
べ

物
を
分
け
与
え
た
。
家
主
は
彼
に
妻
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
彼
自
身
願
わ
ず
、
出
家
し
て
〈
嘉
興
〉
三
塔
寺
の
大
乗
禅
師59
に
弟
子
入

り
し
た
。
彼
が
僧
と
な
っ
て
数
年
が
過
ぎ
た
あ
る
日
、
病
に
罹
り
、
皆
に
次
の
よ
う
に
告
げ
た
。「
私
は
前
世
、『
金
剛
経
』
を
誦
持
す

る
こ
と
を
怠
っ
た
た
め
、〈
こ
の
世
で
〉人
の
下
僕
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、今
そ
の
勤
め
も
終
わ
り
、善
地
に
行
く
こ
と
と
な
っ
た
」と
。

㉕
「
蜘
蛛
脱
化
」（
蜘
蛛
の
解
脱
）

　
〈
湖
北
〉
公
安
の
三
袁
〈
宗
道
・
宏
道
・
中
道
〉
の
母
で
あ
る
龔
氏
の
話
で
あ
る
。
袁
一
族
は
代
々
仏
教
を
信
仰
し
、
太
夫
人
は
と

り
わ
け
『
金
剛
経
』
を
崇
拝
し
て
お
り
、
毎
日
誦
え
る
こ
と
を
日
課
と
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
半
分
ほ
ど
唱
え
た
と
こ
ろ
で
、
突
然
部
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屋
の
梁
か
ら
糸
が
下
り
て
き
て
、
そ
こ
に
は
一
匹
の
蜘
蛛
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
。〈
蜘
蛛
は
〉
床
に
下
り
て
、
経
案
の
辺
り
を
這
っ

て
い
き
、
経
に
対
し
て
身
を
縮
ま
せ
て
伏
し
た
。
太
夫
人
は
「
お
経
を
聴
き
終
わ
っ
た
ら
お
帰
り
な
さ
い
」
と
言
い
、
元
通
り
木
魚
を

叩
い
て
読
経
し
、「
六
如
偈
」60

の
と
こ
ろ
ま
で
至
る
と
、
蜘
蛛
は
突
然
身
を
動
か
し
て
仏
に
礼
を
し
た
。
読
経
が
終
わ
っ
て
も
身
動
き

一
つ
し
な
い
の
で
、〈
蜘
蛛
を
〉
持
ち
上
げ
て
よ
く
見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
す
で
に
抜
け
殻
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
〈
抜
け
殻
を
〉
小
さ

な
仏
龕
に
置
き
、
僧
侶
に
供
養
を
し
て
も
ら
っ
て
埋
葬
し
、
小
さ
な
卒
塔
婆
を
立
て
て
、
こ
れ
を
「
蜘
蛛
塔
」
と
呼
ん
だ
。

㉖
「
証
見
菩
提
」（
須
菩
提
仏61
に
会
い
し
あ
か
し
）

　
〈
湖
北
〉公
安
の
龔
潙
臚
仲
淳
の
妻
祝
夫
人
は
、三
袁
の
叔
母
で
あ
る
。
熱
心
に
仏
を
奉
じ
、『
金
剛
経
』を
唱
え
て
い
た
。
臨
終
の
際
、

家
族
を
集
め
て
言
っ
た
、「
須
菩
提
仏
に
お
目
に
か
か
っ
た
が
、
厳
か
で
光
り
輝
い
て
い
た
。
仏
は
私
を
掌
に
置
く
と
、
突
然
百
あ
ま

り
の
仏
と
な
っ
た
」
と
。
家
族
が
香
を
焚
き
経
を
唱
え
る
と
、
夫
人
は
笑
い
な
が
ら
こ
の
世
を
去
っ
た
。
そ
の
場
に
い
た
十
九
歳
の
小

婢
は
、
何
人
か
の
金
甲
の
巨
人
が
、
夫
人
を
つ
れ
て
い
っ
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
そ
の
際
、
巨
人
が
持
っ
て
い
た
旗
が
小
婢
の

顔
を
払
っ
て
い
っ
た
が
、
彼
女
は
痛
み
を
感
じ
、
見
る
と
顔
に
傷
が
つ
き
、
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
一
月
あ
ま
り
た
っ
て
、
そ
の
傷
は

平
ら
に
な
っ
た
。
夫
人
の
棺
か
ら
し
ば
し
ば
異
香
が
発
せ
ら
れ
、
弔
客
も
こ
れ
に
気
づ
い
た
が
、
恐
ら
く
菩
提
の
証
で
あ
ろ
う
。

㉗
「
奕
徳
遊
冥
」（
呉
奕
徳
の
地
獄
巡
り
）

　
〈
安
徽
〉
歙
〈
新
安
〉
の
石
橋
の
呉
奕
徳
は
、
万
暦
甲
寅
〈
万
暦
四
十
二
﹇
一
六
一
四
﹈〉
の
年
の
二
月
に
黄
山
に
出
か
け
、
普
門

大
師62
を
訪
ね
た
際
に
啓
示
が
あ
り
、『
金
剛
経
』
三
十
巻
を
写
経
す
る
こ
と
を
願
っ
た
。
五
月
二
十
九
日
、
琴
渓
〈
安
徽
宣
城
に
あ
る
〉

に
沐
浴
す
る
と
、
急
病
に
罹
り
、
息
絶
え
た
。
し
か
し
、
ま
だ
心
臓
に
温
も
り
が
あ
っ
た
の
で
、
家
の
者
は
棺
の
蓋
を
閉
め
ず
、
周
り
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を
囲
ん
で
『
金
剛
経
』
を
唱
え
た
と
こ
ろ
、
八
日
後
、
突
如
よ
み
が
え
っ
た
。
奕
徳
は
、
当
時
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
琴
渓

で
沐
浴
し
て
い
る
と
、
突
然
二
人
の
者
に
連
れ
て
い
か
れ
た
。
小
道
を
進
む
と
、
他
に
多
く
の
者
が
歩
い
て
い
た
が
、
地
獄
の
兵
卒
が

鉄
の
棒
を
持
ち
、
鞭
で
叩
い
て
進
ま
せ
て
い
た
。
奕
徳
は
生
前
『
金
剛
経
』
を
唱
え
て
い
た
の
で
、
鞭
で
打
た
れ
な
か
っ
た
。
や
が
て

街
に
到
着
し
、森
羅
殿
で
裁
き
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
呉
は
前
世
、武
将
で
あ
っ
た
が
、誤
っ
て
百
八
十
人
の
命
を
殺
め
て
し
ま
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
呉
は
百
人
を
超
え
る
冤
鬼
に
殴
ら
れ
、
弁
解
し
た
が
許
さ
れ
ず
、
煮
え
た
ぎ
っ
た
油
の
入
っ
た
釡

に
放
り
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
時
、『
金
剛
経
』
を
唱
え
る
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、目
が
覚
め
る
と
こ
の
世
で
あ
り
、地
獄
を
巡
っ

て
八
日
が
過
ぎ
て
い
た
、
と
い
う
。
呉
は
そ
の
後
、『
金
剛
経
』
を
写
経
し
て
そ
の
身
を
終
え
た
。

㉘
「
二
東
苦
厄
」（
二
東
〈
山
東
・
遼
東
〉
の
災
厄
）

　

左
都
督
の
項
蘭
斎
〈
俊
卿
。
浙
江
嘉
興
の
人
〉
は
、夢
で
丙
辰
〈
万
暦
四
十
四
﹇
一
六
一
六
﹈
年
〉
の
春
に
至
尊
無
敵
大
王
〈
不
詳
〉

に
謁
し
た
と
こ
ろ
、
二
東
〈
山
東
・
遼
東
〉
で
万
を
超
え
る
死
者
が
出
る
の
で
、
人
々
に
『
金
剛
経
』
を
唱
え
る
こ
と
を
進
め
る
よ
う

告
げ
ら
れ
た
。
果
た
し
て
、
山
東
で
は
大
飢
饉
で
死
人
が
出
、
遼
東
で
も
更
に
死
人
が
出
て
、
夢
の
通
り
に
な
っ
た
。
俊
卿
は
『
金
剛

経
』
を
受
持
し
て
一
日
も
怠
ら
な
か
っ
た
。

㉙
「
王
令
回
生
」（
王
県
令
の
復
活
）

　
〈
浙
江
台
州
〉
臨
海
の
孝
廉
で
あ
る
王
立
轂63
は
、〈
江
西
予
章
〉
新
⒣
県
の
県
令
で
あ
っ
た
。
戊
午
〈
万
暦
四
十
六
﹇
一
六
一
八
﹈〉

の
年
に
報
告
の
た
め
、
荻
港
〈
浙
江
湖
州
に
あ
る
〉
に
舟
を
停
泊
し
た
時
、
病
気
に
罹
り
突
然
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
冥
王
に
謁
見
す
る

と
、
た
ま
た
ま
官
吏
と
な
っ
て
戒
を
破
っ
た
の
で
、
お
前
を
捕
ら
え
た
の
だ
、
と
い
う
。
立
轂
が
命
乞
い
を
す
る
と
、
そ
ば
に
い
た
宰
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官
が
冥
王
に
、「
こ
の
者
は
戒
を
破
っ
た
が
、
善
政
を
敷
き
、
社
倉
法
を
行
っ
て
飢
餓
を
救
い
、
ま
た
ふ
だ
ん
『
金
剛
経
』
を
書
写
し
、

殺
生
も
し
て
い
な
い
の
で
、生
還
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
言
っ
た
。
王
立
轂
は
よ
み
が
え
っ
た
が
、盲
目
と
な
っ
て
し
ま
い
、郷
里
に
帰
っ

て
、
日
々
『
金
剛
経
』『
梵
網
経
』『
法
華
経
』
の
三
経
を
唱
え
た
。
あ
る
夜
夢
に
大
士
〈
菩
薩
〉
が
現
れ
て
楊
枝
で
そ
の
瞳
を
突
つ
く

と
、
翌
朝
物
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
王
立
轂
に
自
著
「
回
生
紀
」
が
あ
り
、
給
諫
の
瞿
稼
軒
〈
瞿
式
耜
。
明
末
の
武
将
〉
が
雲
棲

寺
に
て
刊
刻
し
て
印
施
し
た
。

㉚
「
天
榜
易
名
」（
天
榜
に
よ
り
名
を
変
え
る
）

　

憲
副
〈
都
察
院
副
長
官
左
副
都
御
史
〉
の
項
希
憲64
、
初
名
徳
棻
は
、
辛
卯
〈
万
暦
十
九
﹇
一
五
九
一
﹈
年
〉
の
郷
験
に
合
格
す
る

夢
を
見
た
が
、
そ
の
中
で
〈
か
つ
て
〉
二
人
の
若
い
女
婢
を
辱
め
た
こ
と
で
、
神
に
よ
っ
て
科
挙
の
名
籍
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
。〈
そ
こ
で
〉
つ
い
に
徳
を
積
み
、『
金
剛
経
』
を
刊
刻
し
て
、毎
年
こ
れ
を
施
し
た
。
十
余
年
が
過
ぎ
、夢
で
黄
色
い
紙
に
「
第

八
名
〈
第
八
番
目
〉」
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
れ
は
項
の
姓
の
者
で
あ
る
が
、
真
中
〈
名
前
の
一
文
字
目
〉
の
文
字
が
不
鮮

明
で
、
そ
の
下
に
「
原
」
の
字
が
書
い
て
あ
っ
た
。
側
の
何
者
か
が
「
こ
れ
こ
そ
が
お
前
の
天
榜
の
名
前
だ
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
名

を「
夢
原
」と
改
め
た
。
壬
子〈
万
暦
四
十﹇
一
六
一
二
﹈年
〉、北
京
郷
試
に
第
十
九
番
目
で
合
格
し
た
。
己
未〈
万
暦
四
十
七﹇
一
六
一
九
﹈

年
〉、
殿
試
に
二
甲
第
五
番
目
で
合
格
し
、
甲
数
〈
合
格
者
の
順
番
〉
が
第
八
番
目
で
あ
る65
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
会
試
の
合
格
通
知

は
白
く
、
殿
試
の
合
格
通
知
だ
け
が
黄
色
く
、
冥
界
の
決
定
と
合
致
し
た
の
だ
っ
た
。
北
京
の
邸
宅
に
て
、
希
憲
が
自
ら
私
に
語
っ
た

も
の
で
あ
る
。

㉛
「
書
経
暗
中
」（
暗
中
の
写
経
）
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楚
の
高
僧
で
あ
る
寒
灰66
は
、〈
荊
州
〉
天
皇
寺
で
『
金
剛
経
』
を
写
経
し
、
第
十
六
分67
ま
で
書
き
終
え
た
。
あ
る
夕
べ
、
明
か
り
を

点
す
の
を
忘
れ
、
暗
闇
の
中
で
写
経
し
、
夜
に
な
っ
た
。
お
腹
が
空
い
た
の
で
、
何
か
食
べ
よ
う
と
思
い
、
明
か
り
を
つ
け
る
と
、
写

経
の
文
字
は
極
め
て
立
派
な
も
の
で
、
い
つ
も
書
い
て
い
る
文
字
と
は
違
っ
て
い
た
。

32
「
織
経
坐
脱
」（
機
を
織
っ
て
往
生
す
）

　

里
中
〈
秀
水
〉
の
銭
永
明
居
士68
の
元
の
妻
で
あ
る
張
氏
は
、
一
身
に
仏
を
奉
じ
て
お
り
、
日
々
織
物
を
織
り
な
が
ら
『
金
剛
経
』

を
読
む
こ
と
を
日
課
と
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
機
を
織
り
な
が
ら
経
文
の
「〈
不
於
〉
一
仏
・
二
仏
・
三
四
五
仏
而
種
善
根
、
已
於
無

量
千
万
仏
所
種
諸
善
根
」
の
部
分
ま
で
唱
え
た
と
こ
ろ
で
、
周
り
の
者
が
異
変
に
気
づ
き
、
声
を
掛
け
て
み
る
と
す
で
に
亡
く
な
っ
て

い
た
。
万
暦
庚
申
〈
万
暦
四
十
八
﹇
一
六
二
〇
﹈
年
〉、
七
月
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
生
前
彼
女
が
織
っ
て
い
た
布
は
不
思
議
な
効

能
が
あ
り
、
身
に
着
け
る
者
は
般
若
の
加
護
に
満
た
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
か
そ
の
布
を
見
聞
き
し
た
者
も
同
様
で
あ
っ
た
。

33
「
携
経
随
任
」（
経
を
携
え
て
任
に
赴
く
）

　

楚
〈
湖
南
・
湖
北
〉
中
の
蔡
公
槐
庭69
は
、
嘉
興
知
府
で
あ
り
、
時
間
が
あ
れ
ば
『
金
剛
経
』
を
誦
持
し
て
い
た
。
彼
は
も
と
も
と

体
が
弱
く
、
諸
生
の
時
、
貧
し
く
て
医
薬
も
買
え
ず
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
発
願
し
て
『
金
剛
経
』
を
誦
持
す
る
と
、
次
第

に
良
く
な
っ
た
。
今
官
吏
と
な
っ
て
も
、『
金
剛
経
』
を
受
持
し
て
手
放
さ
ず
、
赴
任
先
に
も
携
行
し
た
。
蔡
は
任
に
当
た
っ
て
は
、

強
者
に
屈
せ
ず
、
民
を
労
り
、
野
菜
や
豆
腐
を
食
べ
て
肉
は
食
べ
ず
、
着
る
も
の
は
布
袍
で
、
絹
は
着
な
か
っ
た
。
ま
た
考
試
で
得
た

士
に
は
、
い
つ
も
こ
の
経
と
戒
殺
文
を
授
け
て
奉
持
す
る
よ
う
命
じ
た
。
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34
「
伽
藍
送
請
」（
伽
藍
神
の
頼
み
ご
と
）

　

京
師
の
摩
訶
庵
の
壁
に
、篆
書
で
書
か
れ
た『
金
剛
経
』が
あ
っ
た
。
万
暦
中
、海
内
の
名
筆
家
た
る
黄
慎
軒〈
黄
輝
〉・焦
弱
侯〈
焦
ゥ
〉・

董
思
白
〈
董
其
昌
〉・
米
友
石
〈
米
万
鍾
〉・
邢
子
願
〈
邢
侗
〉
諸
公
の
作
で
あ
る
。
文
人
は
毎
日
の
よ
う
に
こ
れ
を
拓
本
に
し
た
た
め
、

碑
文
が
摩
耗
し
て
か
す
れ
て
し
ま
っ
た
。庵
主
の
僧
は
寄
付
を
募
り
名
筆
家
に
こ
れ
を
重
刻
し
て
貰
お
う
と
考
え
た
。泰
昌〈
一
六
二
〇

年
〉
の
九
月
、季
公
湘
洲
〈
李
騰
芳
（
号
は
湘
州
）
の
こ
と
か70
〉
は
夜
突
然
夢
を
見
て
、伽
藍
神
が
要
請
状
を
送
り
、摩
訶
庵
の
壁
に
「
金

剛
経
勝
縁
」
が
あ
る
の
で
、
弟
子
と
と
も
に
完
成
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
。
翌
日
、
湘
洲
が
摩
訶
庵
に
行
っ
て
み
る
と
、
果
た
し
て
二
十

枚
の
精
石
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
館
に
い
た
侯
蒙
沢
〈
不
詳71
〉・
何
象
岡
〈
何
吾
騶
〉・
劉
蓬
玄
〈
劉
宇
亮
〉・
陳
居
一
〈
陳
万
言
〉・
姚
孟

常
〈
孟
長
か
。
姚
希
孟
〉・顧
九
畴
〈
顧
錫
畴
〉・孔
玉
‿
〈
孔
貞
運
〉・陳
秋
濤
〈
陳
子
壮
〉
ら
三
十
二
人
に
依
頼
し
て
碑
文
を
完
成
さ
せ
、

も
と
通
り
と
な
っ
た
。
私
〈
王
起
隆
の
こ
と
か
〉
が
北
京
に
客
人
だ
っ
た
時
に
目
の
当
た
り
に
し
た
。

35
「
紅
舖
老
軍
」（
紅
舖
の
老
兵
）

　

正
陽
門
〈
北
京
宮
城
の
前
門
〉
の
紅
舖
〈
警
備
詰
め
所
〉
に
一
人
の
年
老
い
た
警
備
兵
が
い
た
。
や
も
め
暮
ら
し
で
子
も
い
な
か
っ

た
。
年
の
収
入
は
十
石
で
、
そ
の
う
ち
四
石
は
食
料
と
し
て
、
六
石
は
換
金
し
て
生
活
費
に
充
て
て
い
た
。
胸
中
に
は
一
つ
も
心
配
事

が
無
く
、毎
日
香
を
焚
い
て
『
金
剛
経
』
を
唱
え
て
い
た
。
大
臣
の
韓
⟠72

は
い
つ
も
大
き
な
轎
に
乗
り
、玉
を
帯
び
立
派
な
服
を
着
て
、

先
触
れ
を
し
て
そ
の
地
を
通
り
過
ぎ
て
い
た
。〈
韓
⟠
は
経
の
〉
声
を
聞
い
て
嘆
じ
て
言
う
、「
私
に
と
っ
て
は
難
し
く
、
彼
に
と
っ
て

は
容
易
い
。
し
か
も
私
に
は
〈
益
は
〉
無
い
が
、
彼
に
は
幸
福
が
あ
ろ
う
」
と
。
老
軍
は
七
十
三
歳
で
紅
舗
で
生
涯
を
終
え
た
。
六
ヶ

月
そ
の
屍
は
腐
ら
ず
、
蠅
も
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
京
師
の
貴
人
は
土
地
を
用
意
し
そ
こ
に
埋
葬
し
た
。
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36
「
乩
仙
仮
室
」（
間
借
り
す
る
神
仙
）

　
〈
四
川
〉順
天
府
の
庠
士〈
生
員
〉で
あ
る
邵
園
客
の
家
の
仏
間
は
き
わ
め
て
清
潔
で
あ
っ
た
。
万
暦
庚
申〈
万
暦
四
十
八﹇
一
六
二
〇
﹈

年
〉
の
春
の
あ
る
日
、
た
ま
た
ま
扶
乩73
を
行
っ
た
。
す
る
と
、
慧
珠
子
〈
不
詳
。
神
仙
の
名
か
〉
が
降
り
て
き
て
、「
こ
の
部
屋
を
借

り
て
『
金
剛
経
』
一
切
を
唱
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
全
て
唱
え
終
え
た
ら
す
ぐ
に
立
ち
去
り
ま
す
」
と
言
っ
た
。
邵
は
も
と
も
と
仙
仏

を
信
仰
し
て
い
た
の
で
、
喜
ん
で
こ
れ
を
承
諾
し
、
す
ぐ
に
〈
部
屋
を
〉
封
印
し
て
入
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
静
か
な
夜

に
は
、必
ず
木
魚
と
読
経
の
声
が
聞
こ
え
た
が
、そ
の〈
唱
え
て
い
る
者
の
〉姿
は
見
え
な
か
っ
た
。
年
が
代
わ
り
や
っ
と
声
が
や
ん
だ
。

〈
そ
こ
で
〉始
め
て
神
仏
も
ま
た
三
宝
に
帰
依
し
な
い
こ
と
は
な
く
、こ
の
経〈
金
剛
経
〉を
重
ん
じ
な
い
こ
と
は
な
い
と
信
じ
た
の
だ
っ

た
。

37
「
玉
筯
双
垂
」（
玉
筋
二
つ
な
が
ら
垂
る
）

　

里
中
の
朱
文
恪
公74
は
、
毎
日
書
室
で
閉
じ
こ
も
っ
て
何
か
一
巻
の
書
を
読
ん
で
い
た
が
、
跡
継
ぎ
の
息
子
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

何
の
書
か
知
ら
な
か
っ
た
。
官
を
や
め
て
帰
郷
す
る
時
、船
の
中
で
そ
れ
が『
金
剛
経
』で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
臨
終
の
際
に
な
っ

て
、
息
子
に
「
私
は
た
だ
『
金
剛
経
』
の
「
無
我
相
、
無
人
相
」
両
句
の
力
を
得
た
だ
け
だ
」
と
言
っ
て
い
た
。
時
に
は
近
隣
の
家
の

老
人
を
招
い
て
経
の
大
意
を
解
説
し
て
い
た
。
天
啓
甲
子
〈
天
啓
四
﹇
一
六
二
四
﹈
年
〉
十
月
二
十
五
日
、病
気
も
な
く
酒
を
飲
ん
で
、

正
座
し
た
ま
ま
こ
の
世
を
去
っ
た
。
亡
く
な
っ
た
後
、
両
方
の
鼻
の
穴
か
ら
玉
筋
が
垂
れ
、
ま
た
中
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
皆
は
、
公
が

ふ
だ
ん
か
ら
仏
を
信
奉
し
て
い
た
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
。

38
「
暑
逝
生
香
」（
夏
に
死
す
る
も
香
気
を
生
ず
）
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水
部
の
譚
梁
生
〈
名
は
貞
黙
。
前
掲
〉
の
母
で
あ
る
厳
夫
人
は
、
子
供
に
厳
格
な
家
訓
を
課
し
て
い
た
。
富
貴
を
貴
ば
ず
、
仏
法

に
信
心
す
る
こ
と
で
あ
る
。
朝
夕
『
金
剛
経
』
と
『
妙
法
蓮
華
経
』
を
念
じ
、
晩
年
は
『
華
厳
経
』
も
受
持
し
、
子
供
や
婦
人
の
た
め

に
そ
の
大
意
を
講
釈
し
て
い
た
。
彼
女
が
没
し
た
の
は
、
崇
禎
壬
申
〈
崇
禎
五
﹇
一
六
三
二
﹈
年
〉
の
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
死
の
間

際
、
衣
を
代
え
て
沐
浴
し
、
仏
に
拝
礼
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
私
は
一
生
ず
っ
と
仏
を
敬
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
果
た
し
て

仏
縁
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
正
座
し
て
合
掌
す
る
と
こ
の
世
を
去
っ
た
。
没
後
七
日
経
っ
て
も
顔
に
は
笑
み
が
あ
り
、
生
き

て
い
る
か
の
よ
う
で
、
葬
儀
の
際
、
一
匹
の
蠅
も
た
か
ら
ず
、
時
々
香
気
が
漂
っ
て
い
た
。
弔
問
客
で
歎
異
し
な
い
も
の
は
い
な
か
っ

た
。
梁
生
に
は
も
と
も
と
〈
こ
れ
に
関
す
る
〉
伝
紀
が
あ
り
、私
〈
王
起
隆
〉
が
そ
の
概
要
を
記
録
し
、持
経
の
神
異
を
彰
ら
か
に
し
た
。

39
「
焚
衣
梵
書
」（
焼
け
あ
と
の
梵
字
）

　

孝
廉
の
王
季
常
、
諱
は
維
新75
は
〈
福
建
〉
延
平
知
府
で
あ
っ
た
。
崇
禎
乙
亥
〈
崇
禎
八
﹇
一
六
三
五
﹈
年
〉
の
春
、〈
福
建
〉
福
州

府
の
開
元
寺
を
訪
れ
た
時
、
病
に
罹
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
彼
は
幼
い
頃
か
ら
仏
を
奉
じ
、『
金
剛
経
』
と
『
準
提
呪
』
を
受
持
し
て

い
た
。
彼
の
死
後
、
そ
の
床
衣
〈
布
団
や
衣
服
〉
を
焼
い
た76
。
そ
の
時
、
焼
い
た
衣
の
灰
が
豆
や
指
先
ほ
ど
の
大
き
さ
の
梵
字
の
形
を

顕
し
、
み
な
香
気
を
帯
び
て
い
た
。
寺
の
者
は
皆
慨
嘆
し
、
季
常
が
経
を
一
生
受
持
し
た
か
ら
こ
の
よ
う
な
神
異
が
起
き
た
の
で
は
な

い
か
、
考
え
た
。
季
常
の
甥
の
銭
平
如
は
、
そ
れ
を
自
ら
見
つ
け
、
棺
の
中
に
入
れ
た
。
そ
の
同
行
し
た
二
人
の
家
僕
が
帰
り
、
以
上

の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

40
「
放
回
完
経
」（
あ
の
世
か
ら
戻
っ
て
経
を
読
み
終
え
る
）

　

嘉
興
の
角
里
街
の
施
嶧
陽
は
、東
塔
寺
の
僧
有
恒
と
交
流
が
あ
っ
た
。
嶧
陽
の
年
は
六
十
五
歳
、老
病
の
身
で
は
あ
っ
た
が『
金
剛
経
』
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を
受
持
し
て
い
た
。
崇
禎
丙
子
〈
崇
禎
九
﹇
一
六
三
六
﹈
年
〉
の
正
月
八
日
に
、
経
を
唱
え
て
い
る
途
中
で
急
死
し
た
。
葬
儀
を
執
り

行
っ
て
三
日
、
棺
の
蓋
を
閉
じ
よ
う
と
し
た
時
に
、
嶧
陽
は
突
然
蘇
っ
た
。
彼
は
事
情
を
説
明
し
た
。
死
ん
だ
時
に
金
剛
経
を
唱
え
て

い
た
ら
、冥
王
の
所
を
経
ず
に
、地
蔵
王
菩
薩
の
所
に
留
ま
っ
た
。
菩
薩
は
彼
に
最
後
ま
で
経
を
唱
え
終
え
る
よ
う
言
っ
た
。
し
か
し
、

息
も
絶
え
絶
え
で
唱
え
ら
れ
な
い
た
め
、
有
恒
上
人
に
代
わ
り
に
唱
え
て
も
ら
う
よ
う
家
の
者
に
頼
ん
だ
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
有

恒
が
や
っ
て
き
て
経
を
唱
え
る
と
、
嶧
陽
は
黙
っ
て
聞
き
、〈
唱
え
終
わ
っ
て
〉
有
恒
に
感
謝
を
述
べ
る
と
、
笑
顔
の
ま
ま
成
仏
し
た
。

（
２
）
各
話
の
内
容
の
特
徴
等
に
つ
い
て

　

以
上
よ
り
、『
新
異
録
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

ａ
．
各
話
の
年
代
と
舞
台
に
つ
い
て

　
『
新
異
録
』
各
話
の
年
代
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

弘
治
﹇
一
四
八
八
―
一
五
〇
〇
﹈
１
話　
①　
　
　
　
正
徳
﹇
一
五
〇
六
―
一
五
二
一
﹈　
３　
②
〜
④

嘉
靖
﹇
一
五
二
二
―
一
五
六
六
﹈
３　
　
⑤
〜
⑦　
　
隆
慶
﹇
一
五
六
七
―
一
五
七
二
﹈　
２　
⑧
〜
⑨

万
暦
﹇
一
五
七
三
―
一
六
二
〇
﹈
２
４　
⑩
〜
33　
　
泰
昌
﹇
一
六
二
〇
年
八
―
十
二
月
﹈
１　
34

天
啓
﹇
一
六
二
一
―
一
六
二
七
﹈
４　
　
35
〜
38　
　
崇
禎
﹇
一
六
二
八
―
一
六
四
四
﹈　
２　
39
〜
40

　

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
万
暦
年
間
が
２
４
作
品
と
圧
倒
的
に
多
い
（
４
８
年
間
）。
一
方
で
嘉
靖
は
４
５
年
間
も
あ
る
が
３
作
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品
し
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
『
新
異
録
』
掲
載
の
話
が
作
者
の
生
き
た
万
暦
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者

が
直
接
に
し
ろ
人
伝
て
に
し
ろ
話
を
入
手
し
や
す
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
各
作
品
の
舞
台
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
不
明
な
場
合
は
登
場
人
物
の
出
身
地
と
し
た
。

浙
江
１
７
（
嘉
興
〈
秀
水
４
含
む
〉
１
０　
呉
興
帰
安
２　
紹
興
１　
銭
塘
１　
杭
州
１　
湖
州
１　
台
州
１
）

江
蘇
６
（
蘇
州
３　
常
州
１　
洞
庭
山
１　
崑
山
１
）　
浙
江
・
江
蘇
１　
北
京
６　
陝
西
１
（
長
安
１
）　
湖
北
２
（
公
安
２
）

湖
南
２
（
衡
山
１　
梆
州
１
）　
楚
（
湖
南
・
湖
北
）
１　
安
徽
１
（
歙
県
１
）　
四
川
１　
山
東
１　
福
建
１
（
福
州
１
）

　

以
上
の
よ
う
に
、中
で
も
作
者
の
故
郷
で
あ
る
浙
江
嘉
興
〈
秀
水
〉
が
１
０
話
（
①
⑭
⑲
⑳
㉓
㉔
32
33
38
40
）
と
多
く
、ま
た
浙
江・

江
蘇
で
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
北
京
が
舞
台
の
話
も
６
話
と
比
較
的
多
く
、
ま
た
意
図
的
か
否
か
は
定
か

で
は
な
い
が
、
概
ね
後
半
に
集
中
し
て
い
る
（
㉑
㉚
34
35
36
37
）。
こ
れ
は
、
編
者
が
北
京
に
客
人
と
し
て
滞
在
し
て
い
た
時
に
聞
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

ｂ
．
登
場
人
物
に
つ
い
て

　

登
場
人
物
の
身
分
も
実
に
様
々
で
あ
る
。
各
話
の
中
心
と
な
る
人
物
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、一
番
多
い
の
は
知
識
人（
大
臣・役
人・

将
軍
な
ど
、
そ
の
身
内
も
含
む
）
で
あ
り
、
そ
の
数
は
２
１
話
（
⑤
⑧
⑨
⑫
⑬
⑮
⑯
㉑
㉒
㉓
㉕
㉖
㉘
㉙
㉚
33
34
36
37
38
39
）
と
ほ
ぼ
半

数
を
占
め
る
が
、
そ
れ
以
外
に
僧
侶
（
①
③
⑦
⑩
⑳
㉛
32
―
７
話
〈
身
内
含
む
〉）、
庶
民
（
④
⑥
⑭
⑰
⑱
⑲
㉔
―
７
話
）、
不
明
・
そ

の
他
（
⑪
㉗
40
―
３
話
）、
道
士
（
②
―
１
話
）、
兵
士
（
35
―
１
話
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
庶
民
は
使
用
人
や
漁
師
、
皮
職
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人
、
行
商
人
等
様
々
な
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
は
知
識
人
階
級
の
話
が
多
い
歴
代
の
金
剛
経
霊
験
譚
か
ら
見
て
も
、
か
な
り
特

徴
的
で
あ
る
。

　

登
場
人
物
全
体
を
見
る
と
無
名
或
い
は
不
明
な
人
物
も
多
い
が
、
正
史
（『
明
史
』）
等
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
実
在
の
高
位
高
官

の
者
や
著
名
人
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
知
識
人
で
は
、
倭
寇
討
伐
に
名
を
馳
せ
た
将
軍
の
戚
継
光
、
同
じ
く
倭
寇
討
伐
で

も
活
躍
し
、『
唐
宋
八
大
家
文
鈔
』
の
編
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
茅
坤
、
大
臣
の
韓
⟠
（
礼
部
尚
書
）・
張
瀚
（
工
部
尚
書
）、
仏
教
へ

の
関
心
も
高
か
っ
た
南
京
兵
部
主
事
の
管
志
道
、
学
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
王
樵
と
そ
の
息
子
王
肯
堂
、
明
末
の
名
将
の
瞿
式
耜
、
公

安
派
の
学
者
三
袁
（
直
接
登
場
し
な
い
）
の
生
母
で
あ
る
龔
氏
や
そ
の
親
族
、
清
初
の
文
人
朱
彝
尊
の
曽
祖
父
で
あ
る
朱
国
祚
、
僧
侶

で
は
明
代
四
高
僧
の
紫
柏
真
可
等
で
あ
る
。

　

ま
た
、訟
師
（
訴
訟
請
負
人
）
や
紅
舗
（
宮
城
の
警
護
詰
め
所
）
の
兵
士
が
登
場
す
る
の
も
、時
代
的
な
特
徴
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ｃ
．
各
話
の
取
材
元

　

以
下
の
通
り
、全
て
で
は
な
い
が
話
の
末
尾
に
そ
の
話
の
取
材
元
や
そ
の
経
緯
、ま
た
掲
載
書
物
が
提
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

②
得
仏
長
生
―
「
苕
中
の
許
官
が
任
四
川
の
観
察
に
任
じ
ら
れ
た
時
、
直
接
そ
の
出
来
事
を
記
録
し
た
」77

④
厳
江
趺
化
―
「『
相
城
誌
』
に
掲
載
」78

⑧
経
題
七
字
―
「
鮑
性
泉
居
士
の
記
録
に
よ
る
」79

⑪
郡
隍
拯
母
―
「『
ᚩ
若
斎
続
集
』
に
掲
載
」80

⑳
訟
師
請
経
―
「
万
暦
庚
子
〈
万
暦
二
十
八
﹇
一
六
〇
〇
﹈
年
〉
秋
九
月
、
晴
虹
〈
居
士
〉
筆
記
す
」81
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㉒
鄰
老
持
経
―
「
こ
れ
は
私
が
そ
の
書
を
苕
溪
に
て
読
み
、
直
接
そ
の
弟
大
学
君
房
な
る
者
に
聞
い
た
話
で
あ
る
」82

㉕
蜘
蛛
脱
化
―
「
金
仲
栗
の
記
述
」83

㉙
王
令
回
生
―
「〈
王
〉
立
轂
に
自
著
の
「
回
生
紀
」
が
あ
り
、
給
諫
の
瞿
稼
軒
〈
瞿
式
耜
。
明
末
の
武
将
〉
が
雲
棲
寺
に
て
刊

刻
し
て
印
施
し
た
」84

㉚
天
榜
易
名
―
「
北
京
の
邸
に
て
、
希
憲
が
自
ら
私
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
」85

34
伽
藍
送
請
―
「
私
が
都
門
に
客
人
だ
っ
た
時
、
直
接
目
の
当
た
り
に
し
た
」86

35
紅
舖
老
軍
―
「
梁
生
に
は
も
と
も
と
〈
こ
れ
に
関
す
る
〉
伝
紀
が
あ
り
、
私
〈
王
起
隆
〉
が
其
の
概
要
を
記
録
し
、
持
経
の

神
を
彰
ら
か
に
し
た
」87

39
焚
衣
梵
書
―
「
そ
の
同
行
し
た
二
人
の
家
僕
が
帰
り
、
以
上
の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
」88

　

以
上
、
１
２
例
の
う
ち
、
地
の
文
な
の
か
否
か
判
断
が
難
し
い
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
様
々
な
経
緯
で
作
品
が
集
め
ら
れ
た
様
子

が
窺
え
る
。
中
に
は
作
者
自
身
が
直
接
見
聞
き
し
た
も
の
（
㉒
㉚
34
35
39
）
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

　
ｄ
．
各
話
の
内
容
に
つ
い
て

　
次
に
、
各
話
の
内
容
に
つ
い
て
、『
金
剛
経
』
を
信
仰
す
る
、
唱
え
る
、
所
持
す
る
、
写
経
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効

能
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
結
果
に
至
っ
た
の
か
に
注
目
し
て
、
試
み
に
簡
単
に
分
類
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、
同
じ
話
で
複
数
の
項
目

に
当
て
は
ま
る
場
合
も
あ
る
。
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ａ
．
長
生
を
得
る
―
②
③
⑥
⑦

ｂ
．
病
気
が
治
る
―
㉓
㉙
33

ｃ
．
生
き
返
る
―
⑨
⑪
⑰
㉑
㉗
40

ｄ
．
出
世
す
る
、
子
孫
が
繁
栄
す
る
―
⑥
⑯
㉚

ｅ
．
罪
が
許
さ
れ
る
、
免
れ
る
―
①
⑨
⑭
⑳
㉔
㉗
㉙

ｆ
．
危
険
を
逃
れ
る
―
⑦
⑧
⑪
⑲

ｇ
．
生
ま
れ
変
わ
る
―
⑩
⑫

ｈ
．
往
生
す
る
―
①
④
⑬
⑮
⑰
⑱
㉑
㉔
㉕
㉖
㉗
32
35
37
38
39
40

ｉ
．
死
に
際
に
異
変
（
異
香
、
異
光
、
金
剛
神
が
現
れ
る
、
亡
骸
が
腐
ら
な
い
な
ど
）
が
あ
る
―
④
⑨
㉖
35
37
38
39

ｊ
．
何
ら
か
の
理
由
で
う
ま
く
行
か
な
い
―
⑤

ｋ
．
そ
の
他
―
㉒
㉓
㉘
㉛
32
36

　
ｈ
の
「
往
生
す
る
」
が
多
い
の
は
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ａ
〜
ｇ

ま
で
、
概
ね
万
遍
な
く
含
ま
れ
て
お
り
、
編
者
の
王
起
隆
が
あ
る
程
度
同
じ
内
容
に
な
ら
な
い
よ
う
編
集
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
詳
し
い
分
析
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
都
合
上
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

お
わ
り
に
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以
上
、
明
代
の
金
剛
経
霊
験
譚
を
集
め
た
王
起
隆
の
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
と
各
話
の
具
体
的
な
内
容
に
つ

い
て
調
査
・
考
察
を
行
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
調
査
・
分
析
不
足
な
点
が
多
々
あ
る
の
は
否
め
な
い
が
、
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
は
出
来
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
説
話
に
は
著
名
な
人
物
が
多
数
見
ら
れ
る
一
方
、
無
名
の
人
物
の
話
も
少
な
く
な
い
。
ま
た

そ
の
内
容
も
、
霊
験
譚
と
し
て
の
基
本
的
な
部
分
（
唱
え
る
こ
と
で
何
ら
か
の
利
益
が
あ
る
等
）
は
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
あ
ま
り
変
わ

り
な
い
が
、
こ
の
時
代
の
特
徴
（
文
化
・
習
慣
・
歴
史
等
）
が
よ
く
現
れ
て
い
る
話
も
多
い
。
ま
た
今
回
は
殆
ど
触
れ
な
か
っ
た
が
、

話
の
中
に
は
他
の
筆
記・雑
記
に
も
類
似
の
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
り
、
白
話
小
説
と
繋
が
り
が
見
ら
れ
た
り
す
る
も
の
も
存
在
す
る
。

今
後
は
、
各
話
の
内
容
を
よ
り
深
く
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
源
流
や
同
時
代
、
ま
た
後
世
へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
よ
り
詳
し
く

考
察
し
て
い
き
た
い
。

資
料
『
新
異
録
』
の
内
容
と
他
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て

No.

タ
イ
ト
ル

元
号

西
暦

場
所

主
人
公
・
登
場
人
物

歴

要

字
数
そ
の
他

①

拘
僧
見
塔

弘
治

浙
江
嘉
興

頭
陀
僧
懐
林

下
巻

884

浄
６

②

得
仏
長
生

正
徳

四
川

鶴
鳴
観
の
道
士
陳
玄

下
巻
※
１

238

③

持
経
遐
寿

正
徳

湖
南
衡
山

南
嶽
の
僧
の
楚
石

下
巻
※
２

延
寿

128

④

厳
江
趺
化

正
徳

江
蘇
蘇
州
相
城

皮
工
の
厳
江

下
巻
※
３

帰
西

107

⑤

夾
雑
二
字

嘉
靖

江
蘇
・
浙
江

将
軍
の
戚
継
光

下
巻

済
幽

178
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⑥

馮
勤
延
年

嘉
靖

浙
江
呉
江
帰
安

傭
僕
の
馮
勤

下
巻

139

⑦

神
風
護
経

嘉
靖

一
五
六
四

蘇
州
洞
庭
山

某
寺
の
僧
侶

下
巻
※
４

335

⑧

経
題
七
字

隆
慶

一
五
六
九

浙
江
紹
興

処
士
王
徳
用
の
妻
陶
氏

160

善
下

⑨

二
祖
勅
還

隆
慶

一
五
六
七

浙
江
銭
塘

南
海
欽
州
太
守
の
李
時
英

下
巻

335

⑩

沙
門
広
徹

万
暦

浙
江
杭
州

僧
広
徹
、
工
部
尚
書
張
瀚

下
巻

済
幽

187

⑪

郡
隍
拯
母

万
暦

江
蘇
蘇
州

楓
橋
の
盛
在
徳

下
巻
※
５

139

⑫

万
戸
子
生

万
暦

江
蘇
蘇
州

蘇
州
の
万
戸
侯
（
領
主
）

112

⑬

双
鵞
立
化

万
暦

陝
西
長
安

侍
中
の
鐘
復
秀
・
徐
遵
寿

下
巻

113

⑭

漁
戸
業
除

万
暦

一
五
七
七

浙
江
嘉
興

漁
師
の
張
元
・
張
貞
兄
弟

下
巻
※
６

帰
西

215

⑮

勧
親
聴
経

万
暦

江
蘇
常
州

王
方
麓
（
王
樵
）
先
生

下
巻
※
７

114

⑯

持
経
得
雋

万
暦

湖
南
郴
州

両
准
判
塩
鉄
の
沈
公
華

下
巻

登
科

220

⑰

四
句
牢
持

万
暦

江
蘇
崑
山

県
民
の
鄒
軌

下
巻
※
８

249

⑱

伏
雌
度
脱

万
暦

浙
江
湖
州

華
林
鎮
の
老
人

度
禽

96

⑲

金
剛
拯
覆

万
暦

一
五
九
三

浙
江
嘉
興

民
の
沈
済
寰

下
巻

164

⑳

訟
師
請
経

万
暦

浙
江
嘉
興

莫
晴
虹
居
士
、
常
州
の
訟
師

下
巻

263
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㉑

持
経
善
逝

万
暦

一
六
〇
一

北
京

内
監
の
張
愛

下
巻

帰
西

231

聖
９
／
居
４
１

㉒

鄰
老
持
経

万
暦

浙
江
呉
江
帰
安

茅
瑞
徵
（
進
士
）
と
そ
の
父
茅
一
皐

183

㉓

開
瞽
得
子

万
暦

浙
江
嘉
興

生
員
濮
可
重
の
妻
王
氏

下
巻
※
９

104

㉔

范
僕
持
経

万
暦

浙
江
嘉
興

范
氏
の
下
僕

下
巻

226

㉕

蜘
蛛
脱
化

万
暦

湖
北
公
安

三
袁
の
母
龔
氏

173

善
下
／
居
４
６

㉖

証
見
菩
提

万
暦

湖
北
公
安

龔
仲
淳
の
妻
祝
夫
人

210

聖
／
善
下

㉗

奕
徳
遊
冥

万
暦

一
六
一
四

安
徽
歙
県

呉
奕
徳

下
巻
※

１
０

608

観
下
（
金
剛
果
報
）

㉘

二
東
苦
厄

万
暦

一
六
一
六

山
東

左
都
督
の
項
蘭
斎

脱
難

93

㉙

王
令
回
生

万
暦

一
六
一
八

浙
江
台
州

孝
廉
の
王
立
轂

下
巻
※

１
１

190

㉚

天
榜
易
名

万
暦

北
京

憲
副
（
代
都
察
院
副
長
官
左
副
都
御
史
）
の
項
希
憲
下
巻
※

１
２

167

㉛

書
経
暗
中

万
暦

楚

天
皇
寺
の
高
僧
寒
灰

下
巻
※

１
３

86

32

織
経
坐
脱

万
暦

浙
江
嘉
興

銭
永
明
居
士
の
妻
張
氏

下
巻
※

１
４

266

善
下

33

携
経
随
任

万
暦

浙
江
嘉
興

嘉
興
知
府
の
蔡
槐
庭

下
巻

199

居
４
２
／
聖
７

34

伽
藍
送
請

泰
昌

一
六
二
〇

北
京

季
公
湘
洲
﹇
李
騰
芳
﹈

下
巻
※

１
５

238

35

紅
舖
老
軍

天
啓

北
京

北
京
城
警
備
詰
所
の
老
兵
士
、
尚
書
の
韓
⟠

169
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36

乩
仙
仮
室

天
啓

一
六
二
〇

北
京

生
員
の
劭
園
客

166

37

玉
筯
双
垂

天
啓

一
六
二
四

北
京

朱
文
恪
公
（
朱
彝
尊
の
曽
祖
父
）

186

居
４
４

38

暑
逝
生
香

天
啓

一
六
三
二

浙
江
嘉
興

水
部
譚
梁
生
の
母
厳
太
夫
人

下
巻

165

39

焚
衣
梵
書

崇
禎

一
六
三
五

福
建
福
州

福
建
延
平
太
守
の
王
維
新

147

40

放
回
完
経

崇
禎

一
六
三
六

浙
江
嘉
興

施
嶧
陽
、
東
塔
寺
の
僧
有
恒

下
巻

178

※
場
所
が
不
明
の
場
合
は
、
登
場
人
物
の
出
身
地　
※
西
暦
は
、
文
中
に
登
場
す
る
場
合
の
み
。

※
歴
＝
『
歴
朝
金
剛
経
持
験
紀
』　
※
要
＝
『
金
剛
経
感
応
故
事
分
類
輯
要
』　
※
浄
＝
『
浄
土
晨
鐘
』

※
善
＝
『
善
女
人
伝
』　
※
聖
＝
『
浄
土
聖
賢
録
』　
※
居
＝
『
居
士
伝
』　
※
観
＝
『
観
音
経
持
験
記
』

※
１
、６
、１
０･･･

歴
で
は
典
拠
を
『
巾
馭
乗
続
集
』
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

※
２
、４
、７
、９
、１
１
、１
２
、１
３
、１
４･･･

『
歴
』
で
は
『
受
持
果
報
』
と
す
る
。

※
３･･･

『
歴
』
で
は
『
相
城
志
』
と
す
る
（『
新
異
録
』
は
「
相
城
誌
」）。

※
５･･･

『
歴
』
で
は
『
愓
若
斎
続
集
』
と
す
る
。『
新
異
録
』
も
同
様
。

※
８･･･

『
歴
』
で
は
「
余
参
顧
伯
念
霊
応
本
定
之
」
と
す
る
。

※
１
１･･･

『
歴
』
で
は
「
回
生
自
記
」
と
す
る
。『
新
異
録
』
も
同
様
。
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註

1 『
大
正
蔵
』
第
八
冊
、N

o.235

2 

勝
崎
裕
彦
「『
金
剛
般
若
経
』
霊
験
記
類
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
ᬢ
學
硏
究
』
四
〇
巻
１
号
・
一
九
九
一
年
）

3 「
明
清
文
学
と
『
金
剛
経
』
―
王
晫
「
金
剛
経
紀
騐
」
と
そ
の
周
辺
―
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
十
二
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
））

4 『
卍
続
蔵
』
第
八
十
七
冊
、N

o.1633

5 『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
引
か
れ
て
い
る
。

6 『
太
平
広
記
』
巻
一
〇
二
〜
一
〇
八
応
報
部
か
ら
の
抜
粋
（
一
〇
二
〜
一
〇
四
が
上
巻
、
一
〇
五
〜
一
〇
八
が
下
巻
）。

7 『
卍
続
蔵
』
第
八
十
七
冊
、N

o.1631

8 『
卍
続
蔵
』
第
八
十
七
冊
、N

o.1632

9 『
卍
続
蔵
』
第
八
十
七
冊
、N

o.1635

10 

「･･･

。
其
持
驗
靈
應
、
代
著
明
徵
、
唐
有
叚
太
常
鳩
異
、
宋
太
宗
有
太
平
廣
記
。
近
代
則
唐
宜
之
巾
馭
乘
、
王
載
生
新
異
錄
、
冒
宗
起
受
持
果
報
諸
編
、

莫
不
竭
力
宣
揚
聖
鐸
」

11 「
但
唐
及
明
事
頗
詳
、
而
宋
元
遂
爾
寥
寥
」

12 『
卍
続
蔵
』
第
七
十
七
冊
、N

o.1541

13 『
卍
続
蔵
』
第
七
十
八
冊
、N

o.1542

14 『
四
庫
未
収
書
輯
刊
』
第
七
輯
第
十
三
册
、『
國
家
圖
書
館
善
本
佛
典
』
第
五
十
二
冊
、N

o.8951

15 『
卍
続
蔵
』
第
六
十
二
冊
、N

o.1172
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16 『
卍
続
蔵
』
第
八
十
八
冊
、N

o.1646
17 『
⁛
李
詩
繋
』（『
欽
定
四
庫
全
書
』
一
四
七
五
巻
）

18 「
起
隆
字
季
延
、
號
止
庵
。
秀
水
人
。
諸
生
。
有
稿
未
刻
。
惟
甲
申
後
咏
史
詩
一
百
五
十
首
傳
於
時
」

19 『
卍
続
蔵
』
第
四
十
二
冊
、N

o.561

20 

自
序
に
「
己
未
孟
秋
、
東
海
止
庵
王
起
隆
、
識
於
楞
嚴
之
般
若
堂
」
と
あ
る
。

21 『
卍
続
蔵
』
第
三
十
九
冊
、N

o.484

22 

自
序
に
「
乙
未
午
月
朔
日
、
東
海
止
庵
王
起
隆
、
自
識
於
深
息
草
堂
」
と
あ
る
。

23 『
六
祖
壇
経
諸
本
集
成
』
一
六
五
二
年
刊
。

24 

例
え
ば
、明・弘
歇
『
雪
嶠
禅
師
語
録
』（『
乾
隆
大
蔵
経
』
第
一
五
三
冊
、No.1638

）「
衆
護
法
請
開
堂
疏
」
に
「
崇
禎
十
六
年
夏
月
、禾
城
曹
谷・譚
貞
默・

朱
茂
時
・
汪
挺
・
高
承
埏
・
朱
茂
ⵁ
・
王
起
隆
兩
邑
護
法
仝
疏
」（
一
六
四
三
年
）
と
あ
り
、
ま
た
「
住
東
塔
禅
寺
語
録
」
に
「
師
於
崇
禎
癸
未
夏
、
荊

谿
受
嘉
禾
東
塔
請
、
至
仲
秋
八
月
初
八
日
、
進
院
十
五
日
、
曹
石
倉
・
譚
埽
菴
・
朱
葵
石
・
汪
爾
陶
・
譚
䂒
仲
・
高
寓
公
・
沈
甫
受
・
朱
子
藻
・
子
葆
・

子
容・李
珂
雪・孫
培
菴・吳
水
原・孫
起
伯・朱
範
臣・欽
臣・廸
臣・王
季
延・嚴
莱
轢
同
合
山
大
眾
ᱼ
諸
護
法
、
士
紳
等
請
就
本
寺
開
堂
」（
一
六
四
三
年
）

と
あ
る
。
ま
た
、
明
・
鮑
宗
肇
『
天
楽
鳴
空
集
』（『
嘉
興
大
蔵
経
』
第
二
〇
冊
、N

o.97

）「
天
楽
鳴
空
集
縁
起
」
に
「
戊
子
仲
春
東
海
止
菴
王
起
隆
識
」

（
一
六
四
八
年
）
と
あ
る
。

25 『
大
蔵
経
補
編
』
第
十
四
冊
、N

o.85

26 「
秀
水
優
婆
塞
弟
子
王
起
隆･･･

」

27 

『
霊
峰
㬙
益
大
師
宗
論
』（『
嘉
興
大
蔵
経
』
第
三
十
六
冊
、N

o.348

）
に
「
譚
埽
菴
招
同
王
止
菴
・
高
念
祖
遊
研
山
、
予
大
病
而
返
、
漫
賦
二
首
」（
巻

第
十
之
一
）
詩
が
あ
る
。
ま
た
、「
鮑
性
泉
天
楽
鳴
空
集
序
」（
巻
第
六
之
一
）
に
、「
客
冬
過
⁛
李
、王
止
菴
以
鮑
性
泉
所
著
天
樂
鳴
空
集
見
示
」
と
あ
る
。
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そ
の
他
、
書
簡
「
与
王
季
延
」（
巻
第
五
之
一
）、
七
言
律
詩
「
和
荅
王
季
延
」（
巻
第
十
之
一
）
有
り
。

28 
沐
天
波
（
一
六
一
八
―
一
六
六
一
）
字
は
玉
液
。
安
徽
定
遠
の
人
。
黔
国
公
。
明
の
武
将
と
し
て
、
最
後
ま
で
清
軍
に
抵
抗
し
た
。

29 「･･･
與
王
起
隆
・
林
旗
鼓
等
囊
石
爲
鎚
、
擊
殺
數
十
人
」

30 『
浙
江
通
志
』
巻
一
三
三
「
金
麗
兼
﹇
秀
水
人
。
吏
部
郎
中
﹈」、巻
一
四
〇
「
金
麗
兼
﹇
秀
水
人
。
丙
辰
進
士
﹈」、巻
二
五
一
「
補
軒
集
又
榿
國
詩
草
﹇
秀

水
縣
志
、
金
麗
兼
著
。
字
雙
南
﹈」
と
あ
る
（﹇　
﹈
は
割
り
注
）。

31 『
⁛
李
詩
繋
』巻
十
八「
金
郎
中
麗
兼
」の
項
に「
麗
兼
、字
雙
南
。
秀
水
人
。
萬
暦
丙
辰
進
士
。
授
行
人
。
天
啓
間
、擢
吏
部
主
事
。
崇
禎
初
、陞
員
外
郎
中
。

以
廉
靜
稱
、
初
値
璫
焰
先
幾
假
歸
。
著
焚
香
録
以
見
志
。
有
補
軒
集
」
と
あ
り
、
二
首
を
収
め
る
。

32 

戦
国
斉
の
武
将
。
死
力
を
尽
く
し
て
燕
軍
の
侵
略
か
ら
国
を
守
っ
た
。
牛
の
角
に
た
い
ま
つ
を
つ
け
、
敵
陣
に
突
撃
さ
せ
た
「
火
牛
の
計
」
で
有
名
。

33 

『
戦
国
策
』
斉
策
、『
十
八
史
略
』
巻
一
に
見
ら
れ
る
。
の
ち
田
単
が
狄
の
城
を
攻
め
た
時
、
三
月
を
過
ぎ
て
も
攻
略
で
き
な
か
っ
た
。
遊
説
家
の
魯
仲

連
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
あ
な
た
は
い
ま
領
地
も
資
産
（
黄
金
）
も
手
に
入
れ
て
、
守
り
に
入
っ
て
お
り
、
以
前
の
よ
う
な
必
死
さ
が
足
り
な
い
、
と
言

わ
れ
た
。
翌
日
、
心
を
入
れ
替
え
て
必
死
に
城
を
攻
め
、
狄
を
降
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
。

34 「･･･

金
剛
經
爲
般
若
心
髓
、震
旦
誦
持
最
盛
。乃
世
所
刊
金
剛
證
果
報
應
、大
都
取
諸
鳩
異・廣
記
。詳
於
唐
宋
而
略
於
我
明
。余
謂
、凡
人
於
沿
習
則
玩
忽
、

玩
忽
則
惡
心
生
。
新
異
則
警
醒
、警
醒
則
善
心
生
。
往
古
之
事
巳
陳
、晚
季
之
天
漸
近
。
因
果
之
說
非
百
年
間
、或
數
十
年
間
、或
七
八
年
、或
五
六
年
間
、

耳
聞
目
擊
事
、
未
易
使
厭
婆
經
之
借
口
、
薄
老
生
之
常
談
者
、
變
動
而
轉
移
也
。
余
搜
平
時
襍
記
、
凡
是
經
符
應
ᔮ
之
一
處
、
強
半
余
地
事
及
余
傳
聞

於
里
中
故
老
事
、
ᔮ
成
再
四
讀
之
、
亦
復
髮
悚
汗
流
。
葢
皆
火
中
之
田
單
、
非
黃
金
‿
帶
之
田
單
也
。
計
他
地
所
有
與
他
人
所
記
、
必
有
彰
明
較
著
什

百
倍
於
此
者
。
善
巧
傳
播
、
勿
使
泯
滅
。
端
有
望
於
與
人
為
善
之
君
子
。
因
名
曰
皇
明
金
剛
新
異
錄
。
秀
水
載
生
居
士
王
起
隆
序
」

35 『
新
異
録
』
の
各
話
の
通
し
番
号
。
以
下
同
じ
。

36 『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』（
浄
土
宗
大
辞
典
編
纂
実
行
委
員
会
編
、
浄
土
宗
出
版
・
二
〇
一
六
年
）
の
「
淨
土
晨
鐘
」
の
項
に
よ
る
。
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37 『
卍
続
蔵
』
第
七
十
八
冊
、N

o.1543
38 『
卍
続
蔵
』
第
六
十
二
冊
、N

o.1172
39 

た
だ
し
、
引
用
元
を
『
金
剛
果
報
』
と
す
る
。

40 『
卍
続
蔵
』
第
八
十
七
冊
、N

o.1636

41 

な
お
、
序
文
に
「
五
十
條
、
分
爲
十
八
類
」
と
す
る
が
、
残
り
２
つ
は
編
者
王
沢
泩
の
結
語
で
あ
る
。

42 『
卍
続
蔵
』
第
二
十
六
冊
、N

o.569

43 『
卍
続
蔵
』
第
八
十
八
冊
、N

o.1657

44 『
卍
続
蔵
』
第
七
十
八
冊
、N

o.1549

45 

唐
の
禅
僧
雪
峰
義
存
（
八
二
二
―
九
〇
八
）
が
住
ん
で
い
た
寺
。
元
・
徐
碩
『
至
元
嘉
禾
志
』
卷
十
四
に
「
雲
峰
井
在
縣
南
四
里
、
真
如
塔
院
。
昔
雪

峰
和
尚
在
此
住
菴
。
因
名
焉
」
と
あ
る
。
真
如
塔
は
た
び
た
び
修
復
さ
れ
て
い
る
。

46 

清
・
黄
廷
桂
『
四
川
通
志
』
巻
二
十
八
上
、
直
隸
邛
州
、
大
邑
県
に
「
鶴
鳴
觀
﹇
在
縣
東
五
十
里
﹈」
と
あ
る
（﹇　
﹈
は
割
り
注
。
以
下
同
じ
）。

47 

戚
継
光
（
一
五
二
八
―
一
五
八
八
）
字
は
元
敬
、
号
は
南
塘
、
諡
号
は
武
毅
。
山
東
登
州
衛
の
人
。
倭
寇
や
モ
ン
ゴ
ル
討
伐
に
功
績
を
挙
げ
た
。『
明
史
』

巻
二
一
二
、
列
伝
巻
一
〇
〇

48 

茅
坤
（
一
五
一
二
―
一
六
〇
一
）
字
は
順
甫
、
号
は
鹿
門
。
浙
江
帰
安
の
人
。
嘉
靖
十
七
〈
一
五
三
八
〉
年
の
進
士
。
官
は
広
西
近
備
僉
事
。
反
乱
や

倭
寇
の
鎮
圧
で
活
躍
し
た
。『
明
史
』
巻
二
八
七
・
列
伝
一
七
五

49 

凌
蒙
初
『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
第
一
巻
「
進
香
客
莽
看
金
剛
経　
出
獄
僧
巧
完
法
会
分
」
に
類
似
の
話
が
見
ら
れ
る
。

50 

李
騰
芳
（
一
五
一
〇
―
一
五
九
三
）、字
は
子
実
、号
は
元
洲
。
湖
南
湘
潭
の
人
。
万
曆
二
十
〈
一
五
九
二
〉
年
の
進
士
。
官
は
庶
吉
士
、太
常
少
卿
。『
明

史
』
巻
二
二
四
・
列
伝
一
一
二
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51 
隋
・
闍
那
崛
多
『
仏
説
月
上
女
経
』（『
大
正
蔵
』
第
十
四
冊
、N

o.480

）
の
こ
と
か
。

52 
管
志
道
（
一
五
三
六
―
一
六
〇
六
）、
字
は
登
之
、
号
は
東
溟
。
蘇
州
太
倉
の
人
。
隆
慶
五
〈
一
五
七
一
〉
年
の
進
士
。
官
は
南
京
兵
部
主
事
。『
明
史
』

巻
九
六
、九
八・芸
文
一
、三
に
著
録
（『
論
語
訂
釈
』
十
巻
、『
龍
華
懺
法
』
一
巻
等
）
有
り
。
晩
年
は
『
楞
厳
経
』
を
探
究
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
（『
居

士
伝
』
巻
四
十
四
）。

53 『
持
験
記
』
下
巻
に
「
京
城
羅
家
巷
」
と
あ
る
。

54 

紫
柏
真
可
（
一
五
四
三
―
一
六
〇
四
）、
字
は
達
観
。
江
蘇
呉
江
の
人
。
明
代
四
高
僧
の
一
人
。
著
と
し
て
『
紫
柏
老
人
集
』
等
有
り
。

55 

王
樵
（
一
五
二
一
―
一
五
九
九
）、
字
は
明
遠
、
号
は
方
麓
。
嘉
靖
二
十
六
〈
一
五
四
七
〉
年
の
進
士
。
官
は
刑
部
員
外
郎
、
山
東
僉
事
、
右
都
御
史
。

没
し
て
後
太
子
少
保
を
贈
ら
れ
た
。
諡
号
は
恭
簡
。『
明
史
』
巻
二
二
一
、
列
伝
一
〇
九

56 

王
肯
堂
（
？
―
一
六
三
八
）、字
は
宇
泰
、号
は
損
庵
。
万
暦
十
七
〈
一
五
八
九
〉
年
の
進
士
。
官
は
庶
吉
士
、検
討
。
医
学
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。『
明

史
』
巻
二
九
九
、
列
伝
一
八
七

57 

茅
一
皐
、字
は
星
海
。
恩
貢
に
よ
っ
て
光
禄
寺
丞
を
授
け
ら
れ
る
。
茅
艮（
字
は
静
甫
、号
は
双
泉
。
一
五
一
五
―
一
五
八
四
。
前
掲
茅
坤
の
弟
）の
三
男
。

『
光
緒
帰
安
県
志
』
巻
三
十
九
、
孝
儀

58 

茅
瑞
徴
、
字
は
伯
符
。
万
暦
二
十
九
〈
一
六
〇
一
〉
年
の
進
士
。『
光
緒
帰
安
県
志
』
巻
三
十
六
、
文
苑
一

59 

嘉
興
三
塔
禅
寺
の
主
峰
禅
師
の
こ
と
か
。

60 『
金
剛
経
』
の
末
文
、「
応
化
非
真
分
第
三
十
二
」
に
あ
る
「
一
切
有
爲
法
、
如
夢・幻・泡・影
、
如
露
亦
如
電
、
應
作
如
是
觀
」
を
指
す
。
六
如
と
は
夢・

幻
・
泡
・
影
・
露
・
電
の
こ
と
。

61 

釈
迦
の
十
大
弟
子
の
一
人
。

62 

『
宗
統
編
年
』
巻
三
十
一
、〈
天
啓
〉
癸
亥
三
年
〈
一
六
二
三
年
〉
に
「
黃
山
惟
安
普
門
大
師
寂
。
安
邵
縣
奚
氏
子
。
幼
孤
賤
、
苦
行
矢
願
、
精
勤
鍛
鍊
。
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萬
歷
三
十
二
年
、
立
黃
山
道
場
」
云
々
と
あ
る
。

63 
明
・
伝
灯
『
性
善
悪
論
』（『
卍
続
蔵
』
第
五
十
七
冊
、N

o.970

）「
性
善
悪
論
序
」
に
「
天
台
門
弟
子
香
光
居
士
王
立
轂
」
云
々
と
あ
る
。

64 

清
・
盛
楓
『
嘉
禾
徵
献
録
』（『
四
庫
存
目
叢
書
』
史
部
第
一
二
五
冊
）
巻
六
に
「
項
夢
原
、
初
名
德
棻
、
字
希
憲
、
號
元
海
。
因
る
夢
呂
原
改
名
」
云
々

と
あ
る
。

65 

朱
保
炯・謝
沛
霖
『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』（
上
海
古
籍
出
版
社・二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
と
、「
萬
暦
四
十
七
年
己
未
科
」
は
、「
第
一
甲
」
は
三
名
で
、

「
第
二
甲
」
の
五
番
目
に
「
項
夢
原
」
の
名
が
見
ら
れ
る
。

66 

釈
寒
灰
（
？
―
一
五
八
一
）
に
つ
い
て
は
、
民
国
・
ஏ
謙
『
新
続
高
僧
伝
』（『
大
蔵
経
補
編
』
第
二
十
七
冊
、N

o.151

）
四
集
巻
第
六
十
二
に
「
明
荊

州
天
皇
寺
沙
門
釈
寒
灰
伝
」
あ
り
。

67 『
金
剛
経
』「
能
浄
業
障
分
第
十
六
」
の
こ
と
か
。

68 

前
掲
『
天
楽
鳴
空
集
』
中
の
㬙
益
智
旭
「
天
楽
鳴
空
集
序
」、
高
佑
䟆
「
天
楽
鳴
空
集
序
」、
王
起
隆
「
天
楽
鳴
空
集
縁
起
」
お
よ
び
「
天
楽
鳴
空
小
引
」、

ま
た
「
鮑
性
泉
伝
略
」
に
そ
れ
ぞ
れ
友
人
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。

69 

蔡
承
植
（
一
五
五
七
―
一
六
一
九
）、
湖
広
攸
県
の
人
。
万
暦
庚
申
〈
万
暦
八
﹇
一
五
八
〇
﹈
年
〉
の
進
士
。
清
・
彭
際
清
『
居
士
伝
』
巻
四
十
二
、
清
・

彭
希
涑
『
浄
土
聖
賢
録
』
巻
七
に
人
物
に
関
す
る
記
述
あ
り
。

70 

『
持
験
記
』
下
巻
で
は
「
李
少
宗
伯
騰
芳
」
と
す
る
。
李
騰
芳
、
字
は
子
実
、
号
は
湘
州
、
湖
南
湘
潭
の
人
。
万
暦
二
十
〈
一
五
九
二
〉
年
の
進
士
。
官

は
庶
吉
士
、
尚
書
協
理
䁍
事
府
。
死
後
太
子
大
保
を
贈
ら
れ
た
。『
明
史
』
二
一
六
、
列
伝
一
〇
四
。

71 

蒙
沢
は
河
南
商
丘
に
あ
っ
た
県
の
名
。
或
い
は
商
丘
の
名
門
侯
氏
（
明
末
の
侯
方
域
な
ど
）
の
一
族
か
。

72 

韓
⟠（
一
五
六
四
―
一
六
四
四
）、字
は
虞
臣
、号
は
象
雲
。
山
西
蒲
州
の
人
。
万
暦
二
十〈
一
五
九
二
〉年
の
進
士
。
礼
部
尚
書・内
閣
首
輔
等
を
歴
任
し
た
。

『
明
史
』
巻
二
四
〇
、
列
伝
一
二
八
。
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73 

明
清
時
代
に
文
人
た
ち
の
間
で
流
行
し
た
占
い
の
一
種
。
こ
っ
く
り
さ
ん
の
よ
う
な
も
の
。
明
代
で
は
霊
だ
け
で
は
な
く
、
神
仙
も
降
ろ
し
た
。
詳
し

く
は
合
山
究
「
明
清
の
文
人
と
オ
カ
ル
ト
趣
味
」（
合
山
究
『
明
清
時
代
の
女
性
と
文
学
』（
汲
古
書
院
・
二
〇
〇
六
年
）
所
収
）
参
照
。

74 

朱
国
祚
（
一
五
五
八
―
一
六
二
四
）、
字
は
兆
隆
、
文
恪
は
諡
号
。
万
暦
十
一
〈
一
五
八
三
〉
年
の
進
士
。
戸
部
尚
書
、
武
英
殿
大
学
士
。
朱
彝
尊
の
曽

祖
父
に
あ
た
る
。『
明
史
』
巻
二
四
〇
、
列
伝
一
二
八
。

75 

『
明
史
』
巻
二
九
〇
、
列
伝
一
七
九
に
「
監
軍
參
議
王
維
新
」
と
い
う
人
物
が
お
り
、
崇
禎
十
五
〈
一
六
四
二
〉
年
に
清
軍
に
抵
抗
し
、「
維
新
猶
力
戰
、

被
二
十
一
創
乃
死
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
同
一
人
物
か
否
か
は
不
明
。

76 

原
文
「
焚
床
衣
」
―
「
焼
落
牀
衣
」
の
こ
と
か
。
清
代
晩
期
以
降
の
例
で
は
あ
る
が
、
上
海
や
金
山
で
は
、
葬
儀
の
際
、
死
者
の
使
用
し
て
い
た
寝
台

の
蚊
帳
を
処
分
し
た
り
、
布
団
・
衣
服
を
焼
い
た
り
す
る
儀
式
（「
撤
帳
」
と
「
焼
落
牀
衣
」）
が
あ
っ
た
と
い
う
（
黄
強
「
中
国
上
海
市
に
お
け
る

死
者
葬
儀
（
上
）
―
清
朝
晩
期
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
死
者
葬
儀
を
中
心
と
し
て
―
」（『
貿
易
風
―
中
部
大
学
国
際
関
係
学
部
論
集
―
』
第
６
号
・

二
〇
一
一
年
四
月
）
参
照
）。

77 「
苕
中
許
官
任
四
川
觀
察
、
親
紀
其
事
」

78 「
載
相
城
誌
」

79 「
鮑
性
泉
居
士
所
錄
」

80 「
載
ᚩ
若
齋
續
集
」

81 「
萬
曆
庚
子
秋
九
月
晴
虹
筆
記
」

82 「
此
余
讀
書
苕
溪
、
親
聞
於
其
弟
大
學
君
房
者
」

83 「
金
仲
栗
述
」

84 「
立
轂
有
自
著
回
生
紀
、
瞿
稼
軒
給
諫
刻
於
雲
棲
印
施
」
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85 「
北
京
邸
中
、
希
憲
自
語
余
者
」

86 「
余
客
都
門
親
見
」

87 「
梁
生
自
有
傳
紀
、
余
錄
其
槩
、
彰
持
經
神
異
」

88 「
ᱼ
其
隨
身
兩
僕
歸
說
如
此
」

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
金
剛
般
若
経　
明
清
文
人　
王
起
隆　
皇
明
金
剛
新
異
録　
霊
験
譚
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七
、『
天
口
事
書
』

『
天
口
事
書
』
の
成
立
に
関
す
る
諸
事
情
は
、そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
の
欠
乏
か
ら
、今
な
お
未
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、

鈴
木
義
一
氏
の
「
天
口
事
書
の
成
立
に
つ
い
て
」
を
皮
切
り
に
、
一
つ
の
関
心
事
で
あ
り
つ
づ
け
た
が
、
定
説
を
打
ち
立
て
る
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
言
え
、
鈴
木
氏
の
研
究
は
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
。

「
伊
勢
神
道
に
係
る
神
祇
書
に
引
か
れ
た
『
天
口
事
書
』
の
文
章
の
多
く
が
該
書
の
そ
れ
と
一
致
し
な
い
」
と
い
っ
た
事
態
が
曾
て

問
題
視
さ
れ
て
き
た
が
、
氏
は
そ
れ
ま
で
広
く
知
ら
れ
た
流
布
本
『
天
口
事
書
』
と
は
別
の
龍
門
本
『
天
口
事
書
』
に
そ
の
所
在
を
確

か
め
ら
れ
、
彼
の
縺
れ
を
解
決
へ
と
導
い
た
。
更
に
氏
は
こ
の
発
見
に
基
づ
き
、『
天
口
事
書
』
の
成
立
に
関
し
て
、
流
布
本
は
龍
門

度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成
（
そ
の
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
│
│
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」
の
観
点
か
ら
│
│

 

遠
藤
純
一
郎
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本
を
も
と
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
、「
要
す
る
に
私
は
、
天
口
事
書
の
二
本
の
う
ち
、
龍
門
本
天
口
事
書
は
西
河
原
行
忠
の
手
に
よ

っ
て
、
弘
安
三
年
六
月
に
撰
述
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
南
北
朝
時
代
の
争
乱
の
裡
に
散
佚
し
、
尋
い
で
神
本
（
筆
者
註　
流
布
本
）
天
口
事
書
が
、

行
忠
の
天
口
事
書
の
残
簡
や
前
期
経
典
を
参
酌
し
て
、撰
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。1
」
と
、龍
門
本
『
天
口
事
書
』

を
度
会
行
忠
の
著
作
と
断
定
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
発
見
が
以
後
の
研
究
に
重
要
な
基
礎
を
供
し
た
こ
と
に
異
論
を
挟
む
余
地
は
全
く
無
い
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
成
立
に
関

わ
る
氏
の
考
察
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
疑
問
が
無
い
と
は
言
い
難
い
。

先
ず
、「
次
に
西
河
原
行
忠
の
『
古
老
口
実
伝
』
に
、
天
口
事
書
と
凡
ゆ
る
点
で
関
係
の
深
い
大
宗
秘
府
・
神
皇
宝
録
を
秘
記
中
の

最
極
書
と
し
て
挙
げ
て
お
き
な
が
ら
、
天
口
事
書
の
名
を
載
せ
て
ゐ
な
い
。【
中
略
】
家
行
が
屡
々
引
用
し
て
ゐ
る
『
神
風
伊
勢
宝
基

珍
図
天
口
事
書
』
が
、
行
忠
以
前
に
存
在
し
て
ゐ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
彼
が
神
皇
実
録
等
の
経
典
と
同
様
に
、
そ
れ
と
関
係
の
深
い
こ

の
書
の
名
を
挙
げ
て
ゐ
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
事
の
な
い
の
は
甚
だ
不
思
議
と
申
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。2
」
と
言
い
、
龍
門

本
『
天
口
事
書
』
が
行
忠
以
前
の
成
立
で
あ
る
な
ら
、『
古
老
口
實
傳
』
で
「
最
極
書
」
に
指
定
さ
れ
て
当
然
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
不
在
が
直
ち
に
該
書
の
存
在
の
否
定
に
繋
が
る
と
見
做
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、『
古
老
口
實
傳
』
が
題
目
の
通
り
古

事
の
勘
録
を
目
的
と
し
て
い
る
点
を
併
せ
て
鑑
み
る
な
ら
、氏
の
如
く
考
察
す
る
に
せ
よ
、先
人
に
「
最
極
書
」
が
定
め
ら
れ
て
以
後
、

行
忠
以
前
の
時
期
に
龍
門
本
『
天
口
事
書
』
が
成
立
し
た
可
能
性
ま
で
も
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
内
容
上
の
理
由
か
ら
疑
義
を
呈
し
た
点
に
つ
い
て
も
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。
例
え
ば
『
中
臣
祓
訓
解
』
な
ど
も
、
行

忠
の
『
神
名
祕
書
』（
広
本
）
に
「
中
臣
祓
訓
解
曰
、
謂
驚
八
風
神
扇
無
明
雲
煩
惱
闇
暗
、
常
住
月
明
故
、
開
三
明
七
覺
悟
、
將
遂
二
世

素
懷 

云
〻
。3 

」
と
引
か
れ
て
い
る
。
か
く
『
中
臣
祓
訓
解
』
が
「
將
遂
二
世
素
懷
」
に
係
る
書
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、「
二
世
利
益
要
」

と
さ
れ
る
「
最
極
書
」
に
挙
げ
ら
れ
て
当
然
と
す
る
見
方
も
許
容
さ
れ
か
ね
ず
、
こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
成
立
を
伺
う
こ
と
は
困
難
と
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言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、
氏
は
「
行
忠
以
降
、
家
行
以
前
に
於
て
、
天
口
事
書
の
撰
述
を
敢
へ
て
す
る
に
相
応
し
い
人
物
が
、
度
会
一
門
に
果

し
て
存
在
し
た
で
あ
ら
う
か
。【
中
略
】
家
行
の
学
問
上
の
、
更
に
神
主
と
し
て
の
職
歴
上
の
先
輩
で
あ
る
西
河
原
行
忠
を
お
い
て
、

他
に
見
当
た
ら
な
い
。【
中
略
】
神
本
『
天
口
事
書
』
の
奥
書
中
に
、
弘
安
三
年
六
月
廿
日
書
寫
之　
度
會
神
主
行
忠
判
と
あ
る
と
こ

ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
恐
ら
く
此
の
年
月
日
こ
そ
行
忠
が
『
天
口
事
書
』
を
書
写
し
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
自
ら
著
作
し
た
時
で
あ
ら
う

と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。4
」
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、著
作
者
の
可
能
性
を
予
め
「
度
会
一
門
」
の
範
囲
に
自
明
的
に
限
っ
た
上
に
、

推
論
の
道
筋
も
可
能
的
で
は
あ
っ
て
も
必
然
的
と
ま
で
は
到
底
言
え
ず
、そ
れ
故
、一
仮
説
の
域
を
越
え
て
了
承
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
れ
に
後
れ
て
、
久
保
田
収
氏
も
「
弘
安
三
年
の
度
會
行
忠
の
奥
書
に
つ
い
て
は
、
無
下
に
こ
れ
を
僞
り
で
あ
る
と
い
ふ
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
天
口
事
書
の
著
者
は
明
か
で
な
い
が
、こ
れ
を
行
忠
に
擬
し
て
差
支
へ
な
い
こ
と
は
、鈴
木
氏
の
說
く
通
り
で
あ
ら
う
。

上
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
本
書
が
伊
勢
神
道
の
一
書
と
し
て
、
伊
勢
神
道
諸
書
と
近
い
關
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
行
忠
の
と
き

に
、
あ
る
い
は
行
忠
の
手
に
よ
つ
て
成
立
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
弘
安
三
年
六
月
の
行
忠
の
書
寫
の
奥
書
も
、
實
は

そ
の
成
立
年
代
を
示
す
も
の
と
み
て
も
大
過
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。5
」
と
述
べ
、
鈴
木
説
に
同
調
し
て
い
る
の
で
、
先
の
問
題

は
そ
の
ま
ま
に
残
さ
れ
る
。
但
し
、
一
応
に
行
忠
を
作
者
と
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
寧
ろ
「
弘
安
三
年
六
月
」
を
成
立
年
代
と

す
る
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
作
者
問
題
に
つ
い
て
は
鈴
木
氏
の
主
張
よ
り
些
か
抑
制
さ
れ
て
い
る
点
に
相
違
は
有
る
。

こ
の
鈴
木
・
久
保
田
説
は
『
神
道
大
系
』
の
解
題6
で
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
些
か
問
題
を
含
み
な
が
ら
も
、
現
時
点

に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
一
つ
の
有
力
説
の
位
置
を
占
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
異
論
を
唱
え
た
の
は
鎌
田
純
一
氏
で
あ
っ
た
。

鎌
田
氏
は
『
天
口
事
書
』
奥
書
の
「
文
治
四
年
戊
申
正
月
十
七
日
書
写
之
畢
、
高
倫
（
判
）」
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
受
け
止
め
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る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
全
く
の
僞
と
し
て
退
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
て
、
こ
れ
に
『
元
德
奏
覽
度
會
系
圖
』
に
見
る
「
度

会
氏
二
門
」
の
「
晴
行
│
晴
良
│
延
行
│
行
能
│
行
継
│
行
忠
」
の
系
を
重
ね
て
、「
高
倫
書
写
と
の
一
本
が
あ
り
、
そ
れ
を
高
倫
卒

去
の
の
ち
、
替
っ
て
禰
宜
に
就
任
し
た
延
行
が
継
承
、
そ
れ
よ
り
あ
と
、
行
能
よ
り
行
忠
へ
と
継
承
さ
れ
」7

た
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し

て
「
こ
の
『
天
口
事
書
』
は
『
宝
基
本
記
』『
倭
姫
命
世
記
』
を
主
た
る
材
料
と
し
な
が
ら
、
外
宮
神
主
で
は
な
い
人
の
手
に
よ
っ
て

撰
せ
ら
れ
た
と
み
た
方
が
内
容
よ
り
は
自
然
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
よ
う
な
書
が
、
行
忠
よ
り
以
前
に
撰
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を

弘
安
三
年
行
忠
が
書
写
し
た
と
み
る
方
が
ま
た
自
然
で
あ
ろ
う
。8
」
と
結
論
さ
れ
る
。
鎌
田
氏
の
考
察
は
、
些
か
行
忠
の
人
格
に
信
頼

を
寄
せ
た
主
張
が
強
く
、
奥
書
の
評
価
に
つ
い
て
も
不
確
定
的
な
要
素
が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
や
は
り
一
仮
説
の
域
を
超
え
て
承
知
す

る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
し
か
し
、
氏
の
主
張
は
十
分
に
可
能
的
で
あ
り
、
鈴
木
・
久
保
田
説
で
捨
象
さ
れ
た
側
面
を
照
ら
し
だ
し
た

点
で
極
め
て
有
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
先
学
の
成
果
を
批
判
的
に
概
観
し
て
き
た
が
、
諸
氏
の
指
摘
の
他
に
『
天
口
事
書
』
の
成
立
を
規
定
し
う
る
よ
う
な
資
料

も
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
に
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
現
時
点
で
成
立
期
を
明
確
に
決
す
る

こ
と
が
叶
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
可
能
的
で
あ
る
こ
と
を
直
ち
に
除
外
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
幅
を
許

容
し
な
が
ら
受
け
止
め
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
「
弘
安
三
年
六
月
」
ま
で
に
は
『
天
口
事
書
』

は
確
実
に
行
忠
の
手
元
に
存
在
し
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
撰
述
さ
れ
た
可
能
性
も
多
分
に
疑
わ
れ
る
と
す
る
理
解
に
留
め
て
お
く
こ
と
に

し
よ
う
と
思
う
。

さ
て
、
い
わ
ゆ
る
『
天
口
事
書
』
と
行
忠
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
に
せ
よ
、
該
書
に
は
二
種
の
異
本
（
龍
門
本
・
流
布
本
）
が
存

在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
異
本
と
行
忠
と
の
関
係
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
、
こ
れ
を
明
瞭
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

両
本
の
成
立
時
期
は
必
ず
し
も
確
定
的
で
は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
成
立
史
的
観
点
か
ら
影
響
関
係
を
直
ち
に
推
測
す
る
方
策
は
有
効
で
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あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
些
か
迂
遠
と
は
言
え
、
先
ず
は
両
本
の
内
容
を
比
較
し
、
異
本
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
性
格
を
明
瞭
に
し

な
が
ら
、
接
点
を
探
る
方
途
を
採
る
の
が
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
作
業
の
便
宜
上
、
私
意
に
よ
り
龍
門
本
の
記
述
を
順
に
区
切
り
な
が
ら
流
布
本
の
相
当
箇
所
と
比
較
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
た
、
龍
門
本
に
対
す
る
流
布
本
の
対
応
箇
所
の
位
置
は
前
後
に
動
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
混
雑
を
回
避
す
る
便
宜
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
を
冒
頭
に
付
し
、
本
来
の
並
び
順
を
表
示
す
る
こ
と
に
し
た
。9

　
　
　
両
本
の
比
較

表
一

龍
門
本

流
布
本

a
天
地
開
闢
以
降
、

a
天
地
未
開
闢
、
陰
陽
未
分
、
五
德
未
行
、
四
時
未
定
之
前
、
混
沌
如
鳥
卵
。

溟
涬
而
含
牙
之
神
白
天
常
立
尊
。
其
已
發
之
始
、
大
海
之
中
有
一
物
。
浮
形
如

葦
牙
。
其
中
神
人
此
時
人
狀
未
備
。
故

用
神
人
之
二
字
也
。
化
生
。號
天
御
中
主
神
。
神
語
曰
、
天
讓
日
國
禪
月
皇

神
也
。
高
天
原
初
出
之
故
、

天
御
氣
理
擧
之
八
重

雲
以
天
於
坐
神
也
。
其
物
便
化
爲
國
常
立
尊
。是
三
名
是
一
神
而
天
地
人
三
才
又
備
焉
。

無
名
無
狀
。
天
地
開
闢
之
始
、
含
精
氣
而
應
化
之
神
。
故
高
天
海
原
居
之
天
、
視

天
下
、
式
時
候
、
授
諸
天
子
。
照
臨
天
地
之
間
、
而
以
一
水
之
德
利
萬
品
之
命
。

故
亦
名
曰
御
饌
津
神
也
。
神
語
曰
、
御
義
理
也
。
古
語
天
津
御
氣
國
津
御
氣
、

亦
曰
狹
霧
。
是
水
德
易
形
。
因
以
天
氣
下
降
、
地
氣
上
騰
、
天
地
和
合
、
草
木

萌
動
。
惟
水
德
矣
。
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b
神
寶
日
出
之
代
、高
天
原
神
留
坐
、
天
御
中
主
、
神
語
曰
天
譲
日
國
禪
月
皇
神
也
。

天
照
大
神
、
〻
語
曰
大
日
孁
貴
、
照
皇
天
也
。

是
水
火

二
靈
也
。皇
親
神
魯
伎
天
照
太
神
、

天
御
中
主

神
魯
美
命
天
御
中
主
長
男

高
貴
高
皇
產
靈
以
弖
、
皇
御
孫
之
命
乎
、

天
津
高
御
座
爾
坐
弖
、
天
津
璽
乃
㡄
鏡
乎
捧
持
賜
弖
、
言
壽
宣
古
語
云
天
神

壽
解
之
詞
。
皇

我
宇
都
珍
圖

大
像
御
子
皇
御
孫
之
尊
、
若
天
津
瓊
玉
戈
曲
妙
爾
、
天
津
高
御
座

坐
弖
、
天
津
日
嗣
乎
萬
千
秋
乃
長
秋
神
嘗
此

其
緣
也
。大
八
洲
乃
豐
葦
原
瑞
穗
之
國
、

古
語
云
瑞
穂

者
豐
稔
也
。
安
國
古
語

浦
安
。平
知
食
言
寄
奉
賜
比弖
、
以
天
津
御
量
神
語
曰
久
須
志

伊
和
比
古
登
。
事
問

志
磐
根
木
立
草
乃
垣
葉
乎母
言
止
弖
、
天
降
賜
比天
、
食
國
天
下
稱
辭
竟
支
。

b
當
神
寶
日
出
之
時
、
御
饌
津
神
、
天
御
中
主
神
與
天
照
大
日
孁
貴
擧
、
皇
親

神
漏
岐
天
照
大
神
。
天

御
中
主
神
也
。
神
漏
美
天
御
中
主
神
之
長

男
高
皇
產
靈
尊
也
。命

乎
以
弖
、
皇
御
麻
之
命
乎
、
天
津
高
御

座
爾
坐
天
、天
津
璽
乃
劔
鏡
乎
捧
持
賜
天
、言
壽
宣
。
古
語
曰
天

神
壽
詞
也
。皇

我
宇
都
珍
圖

大
像
之
御
子

皇
御
孫
之
尊
、
若
天
津
瓊
玉
戈
久仁
曲
妙
爾
、
天
津
高
御
座
弖
、
天
津
日
嗣
乎
萬
千
秋

乃
長
秋
、
神
嘗
此

其
緣
也
。大
八
洲
乃
豐
葦
原
瑞
穂
國
乎
、
古
語
曰
瑞
穂

者
豐
稔
也
。
安
國
止
、
古
語
曰
浦

安
國
也
。
平
介久
知

食
止
、
言
壽
寄
奉
賜
岐
。

右
表
を
概
観
す
る
と
、
先
ず
、
龍
門
本
a
に
対
し
て
流
布
本
a
が
大
幅
に
増
広
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

流
布
本
の
冒
頭
は
、
そ
の
表
現
か
ら
す
る
と
『
日
本
書
紀
』
の
「
古
天
地
未
剖
、
陰
陽
不
分
、
渾
沌
如
鶏
子
、
溟
涬
而
含
牙
」
が

参
照
さ
れ
た
と
見
え
る
。
或
い
は
そ
こ
に
原
典
の
『
淮
南
子
』
俶
真
訓
の
「
天
地
未
剖
、
陰
陽
未
判
、
四
時
未
分
、
萬
物
未
生
」
を
反

映
さ
せ
た
と
見
て
も
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
天
常
立
尊
」
と
「
其
已
發
之
始
」
の
関
係
性
で
あ
る
。
天
常
立
尊
を
果
た
し
て
已
発
之
始
と

す
べ
き
か
、或
い
は
そ
れ
以
前
と
す
る
か
、当
該
の
文
章
か
ら
は
些
か
読
み
取
り
難
い
。
そ
れ
で
も『
天
口
事
書
』で
繁
く
引
か
れ
る『
神

皇
實
錄
』
で
は
「
以
代
元
氣
混
沌
天
地
未
剖
、
猶
鶏
卵
子
、
溟
涬
含
牙
。
其
後
淸
氣
漸
登
薄
靡
爲
天
、
浮
濁
重
沈
淹
滯
爲
地
。
所
謂
洲

壤
浮
漂
開
闢
判
剖
是
也
」10

と
言
い
、「
溟
涬
而
含
牙
」
の
段
階
は
「
天
地
未
開
闢
」
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
、「
天
常
立
尊
」
は
「
已
發
」

以
前
の
神
と
さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
う
い
っ
た
原
初
の
在
り
方
は
度
会
家
行
の
『
類
従
神
祗
本
源
』
で
「
神
祗
書
典
之
中
、
多
以
天
地

開
闢
雖
爲
最
、
神
道
門
風
以
之
不
爲
極
歟
。
所
志
者
、
以
機
前
爲
法
、
所
行
者
、
以
淸
淨
爲
先
」11

と
言
う
「
機
前
」
と
親
し
く
重
な
る

も
の
で
、
流
布
本
の
当
該
箇
所
は
こ
れ
と
思
想
的
に
結
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

次
い
で
「
其
已
發
之
始
、
大
海
之
中
有
一
物
」
と
言
う
が
、
こ
の
段
階
で
既
に
天
地
開
闢
が
果
た
さ
れ
た
と
見
え
る
。
そ
こ
で
誕
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生
す
る
の
が
「
天
御
中
主
神
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、こ
れ
は
『
御
鎭
座
本
紀
』、或
い
は
『
御
鎭
座
次
第
記
』
の
「
天
地
初
發
之
時
、

大
海
之
中
有
一
物
。
浮
形
如
葦
牙
、
其
中
神
人
化
生
、
名
號
天
御
中
主
神
。」12

に
依
拠
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
註
に
は
「
神
語
曰
」

と
し
て
『
神
皇
實
錄
』
の
「
高
天
海
原
初
出
之
故
、
天
御
氣
理
擧
之
八
重
雲
以
、
天
坐
成
神
。
天
讓
日
國
禪
月
乃
皇
神
。
亦
曰
天
御
中

主
尊
。」13

が
引
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に
登
場
す
る
の
が
「
國
常
立
尊
」
と
な
る
が
、「
天
常
立
尊
」「
天
御
中
主
神
」「
國
常
立
尊
」
の
三
神
は
一
体
で
あ
り
、

こ
こ
に
「
天
地
人
三
才
」
が
完
備
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
彼
の
三
神
一
体
は
、「
機
前
」
の
一
神
と
「
已
發
」
の
二
神
に
よ
り
構
成

さ
れ
て
お
り
、
両
部
神
道
説
で
よ
く
見
る
金
・
胎
・
不
二
と
同
様
の
構
え
が
看
取
さ
れ
る
。

さ
て
、
末
尾
の
「
無
名
無
狀
」
と
の
表
現
は
、『
神
皇
實
錄
』
の
「
國
常
立
尊
無
名
無

狀
神

」14

が
参
照
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
以

後
の
「
天
地
開
闢
之
始
」
以
下
も
、『
神
皇
實
錄
』
の
「
天
御
中
主
神　
天
地
開
闢
之
始
、含
精
氣
而
應
化
之
元
神
。
故
初
禪
梵
宮
居
焉
。

視
天
下
、
而
式
時
候
授
諸
天
子
。
照
臨
天
地
之
間
、
而
以
一
水
之
德
利
萬
品
之
命
。
故
亦
名
御
氣
津
神
也
。
神
語
曰
御
義
理
也
。
古
語

天
津
御
氣
國
津
御
氣
。
亦
天
狹
霧
國
狹
霧
。
是
水
氣
易
形
、
因
以
天
氣
下
降
、
地
氣
上
騰
。
天
地
和
同
、
草
木
萌
動
。
惟
水
道
德
矣
。」15

が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
流
布
本
a
の
増
広
箇
所
は
殆
ど
『
神
皇
實
錄
』
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
両
本
の
b
を
比
較
す
る
と
、
共
に
『
神
皇
實
錄
』
の
「
高
天
原
神
留
坐
天
御
中
主
神
。
天
照
大
神
。
正
哉
吾
勝
尊
。
高

皇
産
靈
尊
。
神
皇
産
靈
尊
。
津
速
靈
彦
靈
尊

皇
親
天
御
中
主
。

天
照
大
神
。
神
漏

伎
高
皇
産
靈
神
。

亦
名
高
貴
神
也
、
神
漏
美
命
栲
幡
豐
秋

津
姫
命
。
以
、
八
百
萬
神
等
神
集
〻
賜
而
、
神
議
〻
賜
焉
。
我
天
皇
御
孫
尊
豐
葦
原
水
穂
之
國
乎
安
國
度
平
久
所

知
食
度
事
依
奉
支
。
如
此
依
之
奉
之
國
中
仁
荒
振
神
等
鹿
島
大
明
神
。

香
取
大
明
神
。
語
問
之
磐
根
樹
立
草
乃
垣
葉
乎毛
語
止
而
、
天
照
大
神
手
持
寶
鏡
授
天
皇
孫
尊
、

而
祝
之
曰
、
視
此
寶
鏡
當
猶
視
吾
。
可
與
同
床
共
殿
以
爲
齋
鏡
。
寶
祚
之
隆
當
與
天
壤
無
窮
矣
。
則
授
八
坂
瓊
曲
玉
及
八
咫
鏡
、
草
薙

劔
三
種
寶
物
、
永
爲
天
璽
。
矛
玉
自
從
矣
。
惟
皇
天
御
中
主
神
與
大
日
孁
尊
盟
宣
久
、
天
皇
孫
尊
如
八
咫
瓊
之
勾
以
曲
妙
治
天
下
。」16

に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
但
し
両
本
で
「
神
漏
美
」
を
「
天
御
中
主
、
長
男
高
貴
高
皇
產
靈
尊
」
と
し
て
男
神
と
す
る
の
に



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

112

対
し
、『
神
皇
實
錄
』
で
は
「
栲
幡
豊
秋
津
姫
命
」
を
挙
げ
て
女
神
と
し
て
お
り
、
両
本
と
は
顕
著
な
相
違
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

両
本
は
共
に
『
神
皇
實
錄
』
の
記
述
と
相
違
さ
せ
な
が
ら
、
親
し
く
一
致
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
却
っ
て
両
本
b
の

箇
所
が
無
媒
介
に
緊
密
に
結
ぶ
も
の
と
窺
え
て
く
る
。

ま
た
、
両
本
で
相
違
す
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
龍
門
本
の
「
天
御
中
主
、
神
語
曰
天
讓
日
國
禪
月
皇
神
也
。
天
照
大
神
、
神
語
曰

大
日
孁
貴
、
照
皇
天
也
。
是
水
火
二
靈
也
。」
の
註
は
『
神
皇
實
錄
』
の
「
高
天
海
原
初
出
之
故
、
天
御
氣
理
擧
之
八
重
雲
以
、
天
坐

成
神
。
天
讓
日
國
禪
月
乃
皇
神
。
亦
曰
天
御
中
主
尊
」17
、ま
た
「
日
本
國
大
廟　
水
火
二

靈
坐
也
。」18

に
還
元
し
う
る
し
、
末
尾
の
「
以
天
津
御
量
」

以
下
に
つ
い
て
も
先
の
引
文
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
結
果
、
両
本
は
共
に
専
ら
『
神
皇
實
錄
』
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
こ
に
見
る
相
違
箇
所
も
『
神
皇
實
錄
』
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
た
め
、
当
該
箇
所
の
思
想
的
背
景
は
共
有
さ
れ
て
い
た
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
二

龍
門
本

流
布
本

c
天
津
日
嗣
所
知
食
須
皇
御
孫
尊
乃
瑞
都
御
舍
乎
、
屋
船
命
木
久
久
遲
御
倉
稻

魂
屋
船
□（

豐
）宇

氣
姬
命
古
語
、
伊
弉
諾
伊
弉
冉
尊
所
生
兒
屋
舟
久
久
遲
木
靈
也
。
亦
屋
舟
豐
宇
氣
姫
命

和
久
□

（
產
）靈

命
兒
也
。
但
波
國
竹
野
郡
坐
奈
具
社
豐
宇
賀
能
賣
神
是
也
。
神
語

曰
、
屋
船
者
船
代

也
。
亦
稱
稻
靈
。
天
之
御
翳
、日
之
御
翳
登
造
奉
仕
矣
。
大
宮
賣
命
稱
辭

竟
奉
祝
詞
申
。

d
纏
向
珠
城
宮
活
目
入
彥
五
十
狹
茅
天
皇
御
宇
、
大
和
姬
皇
女
承
皇
天
二
祖

嚴
命
利
、
移
高
天
原
梵
宮
天
、
造
神
風
伊
勢
內
外
兩
宮
社
利弖
、
顯
御
形
於
棟
梁
志
、

用
作
生
化
之
龜
鏡
須
。
興
心
柱
於
金
石
弖
、
□（

治
）國

家
之
福
壽
利
。
神
語
曰
、
水

火
二
靈
珍
圖
者
、 

張
經
緯
而
理
代
免
、
齊
上
下
濟
人
布
。
是
則
因
天
四
德
地
五

行
利
、
表
大
智
明
之
天
瓊
戈
弖
、
降
衆
惡
魔
止
奈

利

。
因
茲
神
光
遍
一
切
處
志弖
、
爲

大
照
明
須
。
天
上
地
下
乃
間
、
勝
事
莫
不
由
斯
志天
、
以
自
在
神
力
天
、
普
爲
一
切

群
生
爾
、示
種
〻
祭
祀
志
、齊
五
情
神
心
。
是
垂
跡
乃
應
元
也
。
是
神
智
所
持
也
。
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龍
門
本
c
及
び
d
と
類
似
す
る
箇
所
は
流
布
本
に
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
龍
門
本
c
と
一
致
す
る
文
章
は
他
に
見
当
た
ら
ず
、
典
拠
が
明
瞭
と
な
ら
な
い
。
但
し
『
御
鎭
座
本
紀
』
に
は
「
豐
宇
賀
能

賣
命
座
也
。
丹
波
國
竹
野
郡
奈
具
神
社
是
也
。」19
、「
豐
宇
可
能
賣
命
屋
船
稻

靈
神
也
。」20
、「
船
代
則
謂
天
材
木
屋
船
之
靈
。
故
瑞
舍
名
號
屋
船
緣
也
。

天
御
蔭
・
日
御
翳
隱
坐
、
古
語
也
」21

と
有
る
の
で
、
龍
門
本
c
と
の
関
係
を
疑
っ
て
宜
し
い
と
思
わ
れ
る
。

龍
門
本
d
で
は
、
先
ず
『
神
皇
實
錄
』
の
「
倭
姬
皇
女
承
皇
天
嚴
命
、
移
高
天
原
梵
宮
、
而
造
神
風
伊
勢
内
外
兩
宮
社
。
顯
御
形

珍
圖
於
棟
梁
、
用
作
生
化
之
龜
鏡
、
與
天
御
量
柱
於
金
石
、
以
治
國
家
焉
、
天
神
地
祗
頓
首
再
拜
。
天
下
幸
甚
矣
。
珍
圖
像
者
、
張
經

緯
而
理
代
、
齊
上
下
而
濟
人
。
故
形
五
位
爲
大
傳
也
。」22

に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る23
。
ま
た
「
天
四
德
地
五
行
利
」
は
『
御
鎭

座
本
紀
』
の
「
心
御
柱
一
名
天
御
柱
。
亦
名
曰

忌
柱
。
亦
名
天
御
量
柱
。謂
應
天
四
德
、
地
五
行
。
徑
四
寸
、
長
五
尺
御
柱
座
」24

を
踏
ま
え
た
と
見
え
る
が
、
以
下
の

内
容
に
つ
い
て
は
『
大
日
經
疏
』
の
「
如
來
智
慧
日
光
則
不
如
是
。
遍
一
切
處
作
大
照
明
矣
。
無
有
內
外
方
所
晝
夜
之
別
。
復
次
日
行

閻
浮
提
。
一
切
卉
木
叢
林
。
隨
其
性
分
各
得
增
長
。
世
間
衆
務
因
之
得
成
。
如
來
日
光
遍
照
法
界
。
亦
能
平
等
開
發
無
量
衆
生
種
種
善

根
。
乃
至
世
間
出
世
間
殊
勝
事
業
。
莫
不
由
之
而
得
成
辦
。」【
中
略
】「
是
故
住
於
自
在
神
力
加
持
三
昧
。
普
爲
一
切
衆
生
。
示
種
種

諸
趣
所
憙
見
身
。
說
種
種
性
欲
所
宜
聞
法
。
隨
種
種
心
行
開
觀
照
門
。
然
此
應
化
。
非
從
毘
盧
遮
那
身
或
語
或
意
生
。
於
一
切
時
處
。

起
滅
邊
際
俱
不
可
得
。
譬
如
幻
師
。
以
呪
術
力
加
持
藥
草
。
能
現
種
種
未
曾
有
事
。
五
情
所
對
悅
可
衆
心
。」25

に
依
っ
た
と
考
え
て
宜

し
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
龍
門
本
に
独
自
な
内
容
を
持
つ
c
及
び
d
で
は
、
先
の
場
合
と
同
様
に
『
神
皇
實
錄
』
が
大
幅
に
活
用
さ
れ
、
そ
の
他
『
御

鎭
座
本
紀
』『
大
日
經
疏
』
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

表
三
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龍
門
本

流
布
本

e
大
凡
□（

天
）地

合
德
、神
皇
與
明
矣
。
故
皇
天
盟
宣
久
、天
皇
如
八
咫
瓊
之
勾
久
爾
、

以
曲
妙
天
、
治
御
宇
乃
政
免
、
且
如
眞
經
津
鏡
久
爾
、
以
分
明
、
看
行
山
川
海
原
與
。

卽
提
是
靈
釼
弖
、
平
天
下
天
、
利
萬
民
度
言
壽
布
。

c
亦
皇
天
盟
宣
久
、
天
皇
如
八
坂
瓊
之
勾
久
爾
、
以
曲
妙
天
、
治
御
宇
乃
政
免
、
且

如
眞
經
津
鏡
久
爾
以
分
明
天
、
看
行
山
川
海
原
支
。
卽
提
是
靈
剱
天
平
天
下
天
、
利

萬
民
度
、
言
壽
布
。

　表
四

龍
門
本

流
布
本

d
於
茲
、
皇
孫
之
命
天
磐
座
押
放
天
之
八
重
雲
乎
伊
豆
之
千
別
爾
千
別
天
、
筑

紫
日
向
高
千
穂
槵
觸
之
峯
爾
天
降
坐
支
奴
。
是
猿
田
彥
太
神
也
。
奉
導
。
吾
當

到
伊
勢
乃
狹
長
田
五
十
鈴
河
上
止
。
以
天
逆
矛
弖
、
天
逆
矛
訓
之
曰
阿

女
乃
佐
加
保
古
。
爲
宮
處
乃
璽
。

流
布
本
d
に
類
似
す
る
箇
所
は
龍
門
本
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
表
三
に
引
き
続
き
『
神
皇
實
錄
』
の
「
皇
孫

尊
天
之
磐
座
押
放
、
天
八
重
雲
伊
豆
千
別
而
千
別
矣
。
筑
紫
日
向
之
高
千
穂
槵
觸
之
峯
天
降
居
。
奉
導
猨
田

彦
大
神
也
。吾
將
顯
伊
勢
乃
狹
長
田

五
十
鈴
河
上
也
。
以
天
逆
戈
爲
宮
處
璽
、
宣
旨
矣
」27

が
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
流
布
本
独
自
の
記
述
で
は
あ
っ
て
も
、
龍
門
本
の
思
想

的
背
景
か
ら
離
れ
て
は
い
な
い
と
も
評
し
う
る
。

表
五

龍
門
本

流
布
本

龍
門
本
e
は
冒
頭
の
一
文
を
相
違
さ
せ
る
の
み
で
、以
下
は
流
布
本
c
と
同
文
と
な
る
。こ
れ
は
末
尾
に「
利
萬
民
度
言
壽
布
」と
言
い
、

些
か
仏
教
的
な
言
い
回
し
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
神
皇
實
錄
』
の
「
惟
皇
天
御
中
主
神
與
大
日
孁
尊
盟
宣
久
、
天
皇
孫
尊
如
八

咫
瓊
之
勾
以
曲
妙
治
天
下
。
且
如
白
銅
鏡
以
分
明
看
行
山
川
海
原
。
乃
提
是
靈
劔
平
天
下
矣
」26

が
引
か
れ
た
と
見
て
良
い
。
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f
神
語
記
曰
、天
地
開
闢
以
降
、式
四
德
開
大
明
、垂
陰
陽
貞
乾
德
。君
則
天
之
、

臣
則
地
之
。
天
覆
地
載
、四
時
順
行
、萬
氣
通
地
。
理
資
天
地
、以
氣
侔
陰
陽
、

以
成
體
而
已
。
惟
是
神
風
伊
勢
內
外
兩
宮
珍
圖
文
形
。
則
張
經
緯
而
理
天
地
、

合
上
下
而
濟
君
臣
。
因
之
形
五
常
、
爲
大
傳
。
故
一
圓
五
位
乃
中
、
皇
天
之

德
□
神
鏡
。心
柱
華
臺
之
上
宗
廟
乃
應
齊
海
水
。斯
保
上
安
下
樂
、魚
水
之
府
。

故
有
鎭
祭
者
也
。

g
宮
以
自
在
神
力
所
宅
。
故
曰
自
在
天
王
宮
也
。
稱

天
子
所
集
室
也
。
亦
中
也
。
梵
天
王
所
居
也
。

瑞
垣
謂
珍
圖
尊
形
表
也
。
古
語
云
瑞
籬
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
垣
謂
八
坂
瓊
大
八
洲
靈
形
表
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
居
謂
眞
相
淸
淨
神
居
大
門
名
鳥
栖
也
。
神
語

鳥
居
。
四
方
中
以
南
方
爲
上
。
是
要
道
也
。

龍
門
本
f
で
引
か
れ
る
「
神
語
記
」
の
範
囲
は
全
く
明
瞭
で
は
な
い
。
慈
遍
の
『
天
地
神
祗
審
鎭
要
記
』
に
は
「
是
以
神
語
記
云
、

神
風
伊
勢
內
外
兩
宮
、珍
圖
文
狀
、則
陰
經
緯
而
理
、天
地
人
上
下
而
濟
、君
臣
因
之
形
五
常
爲
大
傳
、故
一
圓
五
位
、乃
中
皇
天
之
德
、

照
神
鏡
、心
御
柱
花
臺
之
上
宗
廟
乃
應
齋
海
水
、斯
得
上
安
下
樂
、冥
水
之
符
故
、眞
鎭
祭
者
也
云

云
」28

と
あ
り
、龍
門
本
f
全
体
が
「
神

語
記
」で
あ
る
か
と
も
見
え
る
。
勿
論『
天
口
事
書
』か
ら
の
孫
引
き
も
疑
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、慈
遍
は『
豐
葦
原
神
風
和
記
』で『
天

口
事
書
』
を
引
い
て
「
天
口
事
書
曰
」29

と
典
拠
を
明
示
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
「
神
語
記
」
か
ら
直
接
に
引
用
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
『
天
口
事
書
』
本
文
か
ら
は
引
用
範
囲
が
決
し
難
い
の
で
、
一
応
に
慈
遍
の
引
用
の
仕
方
に
準
拠
し
て
龍
門
本

f
全
体
を
「
神
語
記
」
か
ら
の
引
用
と
し
て
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、「
神
語
記
」
冒
頭
の
「
天
地
開
闢
以
降
、式
四
德
開
大
明
、垂
陰
陽
貞
乾
德
。」
は
典
拠
を
明
瞭
に
し
難
い
が
、以
下
「
君
則
天
之
、

臣
則
地
之
。
天
覆
地
載
、四
時
順
行
、萬
氣
通
地
。」
は
『
憲
法
十
七
条
』
第
三
条
、「
理
資
天
地
、以
氣
侔
陰
陽
、以
成
體
而
已
。」
は
『
大

元
神
一
祕
書
』
に
引
か
れ
る
『
老
子
述
義
』30
、ま
た
「
惟
是
神
風
伊
勢
內
外
兩
宮
珍
圖
文
形
。
則
張
經
緯
而
理
天
地
、合
上
下
而
濟
君
臣
。
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因
之
形
五
常
、
爲
大
傳
。」
は
『
神
皇
實
錄
』31

に
同
文
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
内
、『
神
皇
實
錄
』
由
来
の
「
珍
圖
文
形
。
則
張
經
緯
而

理
天
地
、
合
上
下
而
濟
君
臣
」
は
、
龍
門
本
d
で
「
神
語
曰
、
水
火
二
靈
珍
圖
者
、 

張
經
緯
而
理
代
免
、
齊
上
下
濟
人
布
。」
と
し
て
、

「
神
語
曰
」
と
付
し
て
い
る
の
で
、「
神
語
記
」
の
範
囲
は
先
の
見
立
て
で
大
過
無
い
と
思
わ
れ
る
。

龍
門
本
g
で
は
「
宮
」
な
ど
の
宗
教
施
設
の
象
徴
性
を
開
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
龍
門
本
f
の
「
珍
圖
文
形
。
則
張
經
緯
而

理
天
地
」
を
受
け
た
教
説
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
表
十
で
挙
げ
る
龍
門
本
n
で
は
「
經
緯
」
に
つ
い
て
、「
凡
經
緯
法

者
、
君
臣
上
下
、
天
地
父
母
、
大
宗
形
表
也
。
於
是
現
大
傳
珍
圖
、
以
通
神
明
之
德
、
以
照
萬
物
之
情
。
乃
成
之
神
近
悟
於
諸
不
遠
也
。」

と
言
い
、「
君
臣
上
下
、
天
地
父
母
」
の
則
る
べ
き
道
理
を
顯
わ
し
た
「
大
宗
形
表
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
い
っ
た
構
え
は
龍
門
本

f
に
も
適
用
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
次
い
で
龍
門
本
g
に
て
、
実
際
に
彼
の
象
徴
物
か
ら
道
理
を
読
み
取
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
に
龍
門
本
は
こ
れ
よ
り
以
下
、
神
祇
に
係
る
事
物
・
施
設
の
宗
教
的
象
徴
性
を
主
題
と
し

て
ゆ
く
。

龍
門
本
g
で
は
先
ず
「
宮
」「
瑞
垣
」「
玉
垣
」「
鳥
居
」
の
読
み
解
き
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
寶
基
本
紀
』
で
も
「
御
門
鳥
居
。
八

洲
中
四
方
中
、以
西
方
爲
智
門
也
。
故
以
西
方
號
鳥
住
也
。
大
智
淸
淨
心
緣
也
。
謂
陰
陽
之
原
。
乃
遂
於
大
明
之
上
出
入
於
窈
冥
之
門
。

而
君
臣
上
下
、
令
逍
遙
淸
淨
之
宮
殿
焉
。
瑞
垣
・
玉
垣
・
荒
垣
者
、
天
四
德
、
地
五
行
。
萬
像
大
位
、
五
官
皆
備
矣
。
惣
天
地
與
人
形
、

人
體
與
寶
舍
、
雖
異
其
名
、
而
其
源
一
也
。」32

と
述
べ
、「
鳥
居
」「
瑞
垣
」「
玉
垣
」「
荒
垣
」
の
象
徴
的
意
義
を
開
示
し
て
い
る
。
そ

こ
で
は
「
鳥
居
」
を
「
大
智
淸
淨
心
緣
也
」
と
し
て
仏
教
的
に
語
る
場
面
も
有
る
が
、「
垣
」
に
つ
い
て
は
「
惣
天
地
與
人
形
、
人
體

與
寶
舍
、
雖
異
其
名
、
而
其
源
一
也
」
と
述
べ
、
先
の
龍
門
本
f
と
同
様
の
解
釈
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。『
天
地
靈
覺
祕
書
』
で
も
「・

千
木
天
浮
橋
也
。・
堅
魚
木
、
諸
星
羅
烈
形
。・
鞭
懸
木　
光
明
心
殿
光
明
也
。・
瑞
垣　
・
玉
垣　
・
荒
垣
、　
・
法
界
率
都
婆
形
、
三

昧
耶
形
也
。
又
大
五

輪
形
也　
・
鳥
居
、
阿
字
門
。・
赤
白
二
蓮
表
徳
也
。　
・
心
御
柱
者
、
天
地
開
闢
之
本
基
、
諸
自
己
本
体
也
」33

と
い
っ
た
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類
似
し
た
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、象
徴
す
る
意
味
ま
で
は
合
致
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、龍
門
本
g
で
「
宮
」
を
「
以

自
在
神
力
所
宅
。
故
曰
自
在
天
王
宮
也
。
稱
天
子
所
集
室
也
。
亦
中
也
。
梵
天
王
所
居
也
。」
と
す
る
記
述
は
、『
大
日
經
疏
』
の
「
今

此
宗
明
義
。
以
自
在
加
持
神
心
所
宅
故
。
名
曰
自
在
天
王
宮
也
」34

を
踏
ま
え
て
お
り
、
読
み
解
き
の
コ
ー
ド
は
共
に
密
教
思
想
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
う
い
っ
た
宗
教
施
設
の
象
徴
性
を
包
括
的
に
扱
う
記
述
は
一
部
の
神
祗
書
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
象
徴

の
意
味
合
い
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
ら
の
間
で
読
み
解
き
の
コ
ー
ド
は
共
有
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

表
六

龍
門
本

流
布
本

h
二
所
大
神
宮
左
右
東
西
寶
殿
前
後
不
同
儀
。
內
宮
者
陰
神
、
外
宮
陽
神
坐

也
。
是
春
夏
象
陽
、
長
萬
物
於
前
。
秋
冬
象
陰
、
藏
萬
物
於
後
。
所
謂
天
地

之
位
聖
人
之
法
、
在
前
在
後
、
象
四
時
、
治
天
地
以
事
理
。
此
其
儀
式
也
。

o
二
所
太
神
宮
左
右
東
西
寶
殿
前
後
不
同
儀
。
內
宮
者
陰
神
、
外
宮
陽
神
坐

也
。是
春
夏
象
陽
、長
萬
物
於
前
。秋
冬
象
陰
、藏
萬
物
於
後
。所
謂
天
地
之
位
、

神
聖
之
法
、
在
前
在
後
、
象
四
時
。
治
天
下
以
事
理
。
此
其
儀
式
也
。

こ
こ
で
は
、
両
本
に
同
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
正
殿
に
対
す
る
東
西
の
宝
殿
の
位
置
が
内
宮
と
外
宮
で
前
後
に
相
違
す

る
意
義
を
読
み
解
い
て
い
る
。

自
然
界
の
道
理
に
照
ら
し
て
、
内
宮
は
陰
、
外
宮
は
陽
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
位
置
関
係
が
規
定
さ
れ
た
と
言
う
の
で
あ

る
が
、
そ
の
論
理
は
『
管
子
』
版
法
解
の
「
版
法
者
、
法
天
地
之
位
、
象
四
時
之
行
、
以
治
天
下
。
四
時
之
行
、
有
寒
有
暑
、
聖
人
法

之
。
故
有
文
有
武
。
天
地
之
位
、有
前
有
後
、有
左
有
右
、聖
人
法
之
、以
建
經
紀
。
春
生
於
左
、秋
殺
於
右
、夏
長
於
前
、冬
藏
於
後
、

生
長
之
事
文
也
。
收
藏
之
事
武
也
。
是
故
、文
事
在
左
、武
事
在
右
。
聖
人
法
之
、以
行
法
令
、以
治
事
理
。」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
管

子
』
に
よ
れ
ば
、
政
治
は
自
然
界
の
道
理
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
聖
人
は
自
然
現
象
の
法
則
性
に
軌
範
を
求
め
ね
ば
な
ら

な
い
と
言
う
。
こ
う
い
っ
た
意
識
が
「
二
所
大
神
宮
」
の
結
構
に
投
影
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
先
の
龍
門
本
f
・
g
と
同
様
の
態
度
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が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
流
布
本
に
龍
門
本
の
当
該
箇
所
が
欠
落
し
て
い
て
も
、
流
布
本
に
o
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
そ

れ
ら
を
内
容
的
に
受
容
し
接
続
し
う
る
文
脈
が
存
在
し
て
い
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、『
寶
基
本
紀
』
で
も
こ
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
お
り
、「
太
神
宮
東
西
左
右
寶
藏
、
興
于
正
宮
之
後
。
斯
則
大
日
孁
貴
、
無
上

無
貳
之
元
神
。
故
不
立
一
塵
、
不
翳
一
物
、
衆
物
普
受
日
神
之
光
胤
。
知
皀
因
緣
也
。
至
于
度
會
宮
興
于
正
宮
之
前
。
是
依
廣
大
慈
悲

之
本
誓
、
施
與
地
利
養
萬
物
。
爲
元
因
緣
也
」35

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
東
西
左
右
寶
藏
」
を
不
二
な
る
「
正
宮
」
よ
り
開
か

れ
る
二
と
し
て
解
し
て
お
り
、
内
宮
で
東
西
宝
殿
を
後
方
に
配
置
す
る
の
は
（
即
二
の
）　
不
二
（
無
貮
）
を
、
ま
た
外
宮
で
前
方
に

在
る
の
は
二
、
言
わ
ば
不
二
か
ら
の
利
他
の
発
現
を
示
す
と
言
う
。
こ
れ
は
全
く
仏
教
（
密
教
）
思
想
の
文
脈
か
ら
の
解
釈
で
あ
る
の

で
、『
天
口
事
書
』
の
理
解
と
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
。
と
は
言
え
、
先
に
見
た
通
り
、
象
徴
を
読
み
解
く
コ
ー
ド
と
し
て
自
然

界
の
道
理
、
そ
し
て
仏
教
（
密
教
）
思
想
の
二
つ
が
『
天
口
事
書
』
に
も
『
寶
基
本
紀
』
に
も
併
存
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
理
解
の
相

違
は
こ
の
コ
ー
ド
選
択
の
分
岐
に
由
る
変
奏
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

表
七

龍
門
本

流
布
本

i
千
木
片
掞
者
陰
陽
德
表
也
。
堅
魚
木
者
星
象
坐
。
其
數
十
丸
者
大
日
孁
尊

照
十
方
誓
也
。
九
者
五
大
成
身
尊
光
濟
九
洲
群
生
光
明
表
也
。
八
者
八
心
德

明
表
也
。七
者
七
星
頂
坐
守
護
願
也
。六
者
六
根
明
也
。五
者
中
府
五
魂
齊
也
。

四
者
四
德
表
也
。
三
者
天
地
人
三
才
表
也
。

右
は
龍
門
本
に
の
み
確
認
し
う
る
記
述
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
千
木
と
堅
魚
木
の
読
み
解
き
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
と
同
文
を
他
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も『
寶
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基
本
紀
』
に
「
千
木
片
掞
者
、
水
火
之
起
、
天
地
之
象
也
。
故
則
日
天
之
智
義
之
。
片
掞
者
、
仰
天
以
弖
開
口
久
。
斯
受
月
天
之
一
水
、

利
萬
品
緣
也
。
任
水
德
、
豐
受
皇
太
神
乎
波
號
御
氣
都
神
也
。
向
上
天
神
開
口
也
。

向
下
地
神
含
口
也
。
是
陰
陽
化
德
也
。
堅
魚
木
者
、
衆
星
形
也
。」36

と
類
似
し

た
解
釈
が
見
え
る
の
で
、
思
想
的
文
脈
に
つ
い
て
は
親
し
く
共
有
さ
れ
た
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

表
八

龍
門
本

流
布
本

j
八
坂
瓊
戈
形
天
地
開
闢
始
、
浮
髙
天
海
原
神
寶
是
也
。
神
語
破
者
古
語
云
天
逆
杵

天
逆
大
刀
。
俗
曰
天
乃
魔
返
杵
。
亦
名
天
乃
登
保
言
。
此
名
天
璽
也
。

e
天
逆
矛
名
八
坂
瓊
乃
戈
。
或
云
、
皇
御
孫
天
降
居
之
時
、
平
鬼
神
、
治
天
下
、
靈
異
之
物
有

三
百
六
十
種
之
中
神
寶
。
所
謂
天
之
八
坂
瓊
之
曲
玉
、
玉
裳
、
比

禮
、
戈
、
天
衣
、
白
銅
鏡
之
類
是
也
。
三
百
六
十
種

之
中
、
以
天
瓊
玉
戈
爲
最
長
。
而
立
國
御
量
柱
立
也
。是
天
地
開
闢
之
始
浮
高
天
海
原
之
神
寶

是
也
。
神
語
曰
、破
者
古
語
天
逆
戈
、天
逆
太
刀
。
俗
曰
天
乃
魔
返
鉾
。
麻
返

鉾
訓

之
曰
麻
賀

倍
志
保
古
。亦
名
天
乃
登
保
古
。
此
名
天
津
璽
也
。

k
有
武
、
天
地
大
能
降
衆
魔
。

有
文
、
木
火
土
金
水
五
大
尊
能
照
心
元
也
。

八
坂
瓊
戈
形　

長
五
咫　
神
語
大

こ
こ
で
は
両
本
と
も
に
「
八
坂
瓊
戈
」
の
形
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

流
布
本
e
は
最
初
の
割
注
の
分
だ
け
龍
門
本
j
よ
り
記
述
が
増
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
文
は
『
仙
宮
祕
文
』
の
「
吾
聞
、
以
代

承
皇
天
天
御
中
主
詔
命
、
天
皇
孫
尊
、
天
降
居
之
時
、
平
鬼
神
、
治
天
下
霊
異
物
、
有
三
百
六
十
種
之
神
宝
。
所
謂
天
之
八
坂
瓊
曲
玉

戈
・
玉
裳
比
礼
・
天
衣
・
白
銅
鏡
・
神
釼
類
、
是
三
百
六
十
種
之
中
、
用
以
天
瓊
玉
戈
為
最
長
而
立
国
御
量
柱
也
。」37

と
同
文
で
あ
る
。

『
仙
宮
祕
文
』
は
同
所
を
「
吾
聞
」
と
し
て
提
示
し
、
以
下
「
惟
是
初
禅
梵
王
応
化
之
種
子
、
法
界
体
性
智
、
所
顕
露
来
之
称
、
独
古

是
形
也
。
故
名
号
心
御
柱
。
即
是
三
千
世
界
大
惣
相
妙
体
也
。」と
続
け
、伝
聞
に
基
づ
く
解
釈
と
い
っ
た
形
式
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
、
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当
該
箇
所
は
他
か
ら
の
引
用
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
仙
宮
祕
文
』
で
は
冒
頭
に
「
以
代
承
皇
天
天
御
中
主
詔
命
」
が
付
さ

れ
、
流
布
本
e
と
些
か
相
違
し
て
い
る
の
で
、『
天
口
事
書
』
か
ら
直
ち
に
引
か
れ
た
よ
う
に
も
見
え
難
い
。
そ
う
な
る
と
、
某
か
別

の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
、
流
布
本
と
『
仙
宮
祕
文
』
は
そ
こ
か
ら
引
用
し
た
可
能
性
も
推
測
で
き
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
両
書
の
前
後
関

係
は
明
瞭
で
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
ら
は
相
当
に
近
し
い
思
想
環
境
で
成
立
し
た
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

龍
門
本
k
の
箇
所
は
流
布
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。

図
の
右
に
「
有
武
、
天
地
大
能
降
衆
魔
。
有
文
、
木
火
土
金
水
五
大
尊
能
照
心
元
也
。」
と
有
る
の
は
、「
八
坂
瓊
戈
」
の
働
き
に

二
様
の
側
面
が
有
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
攻
撃
的
な
「
能
降
衆
魔
」
と
穏
健
な
「
能
照
心
元
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
武
」
と
「
文
」
に
配

し
て
お
り
、
先
の
『
管
子
』
の
思
想
と
の
呼
応
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
「
天
地
大
」
や
「
木
火
土
金
水
五
大
尊
」
の
意
味
は
捉
え
難

く
、
本
文
の
意
義
は
明
瞭
で
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
『
御
鎭
座
本
紀
』
に
「
心
御
柱
一
名
天
御
柱
。
亦
名
忌
柱
。
亦
天
御
量
柱
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
謂

應
天
四
德
、
地
五
行
。
徑
四
寸
。
長
五
尺
御
柱
坐
」38

と
有
る
の
を
参
照
す
る
な
ら
、
そ
う
い
っ
た
情
報
を
基
礎
に
構
想
さ
れ
た
と
推
測

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
神
語
大
」
は
『
神
皇
實
錄
』
に
「
神
語
大
者
人
靈
也
。
云
久

志
備
名
之
號
魂
也
」39

と
見
え
、「
八
坂
瓊

戈
」
が
こ
こ
で
心
的
な
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

表
九

龍
門
本

流
布
本

l
鈴
形　
神
聖
華
臺
爲
心
居
也
。
譬
如
眞
金
體
性
如
金
剛
力
刄
除
魔
除
惡
。

或
以
爲
天
之
魔
返
戈
也
。

右
は
他
の
典
籍
に
同
文
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
『
大
日
經
疏
』
の
「
第
十
二
無
垢
執
金
剛
者
。
卽
是
離
一
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切
障
菩
提
心
也
。
譬
如
眞
金
體
性
純
淨
。
若
種
種
練
冶
衆
寶
磨
瑩
倍
復
光
明
。
則
知
初
質
。
尙
與
微
垢
共
住
。
能
持
此
畢
竟
淨
金
剛
印
。

因
以
為
名
。
十
三
刃
迅
執
金
剛
者
。
此
刃
字
。
梵
文
是
忿
中
之
忿
利
中
之
利
。
義
翻
猶
如
刀
刃
也
。
持
此
金
剛
利
智
。
一
切
難
斷
處
悉

斷
。
難
滅
處
悉
滅
。
故
以
為
名
。」40

に
類
似
し
た
表
記
が
見
え
る
の
で
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
て
も
宜
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

表
十

龍
門
本

流
布
本

m
御
形
板
形

　
　
　
　
　
　
　
張
經
緯
合
二
儀
也
。

　
　
天
象　
　
　
在
文
形　
　
　
地
象

　
　
　
　
　
　
　
天
地
象
者
皇
天
大
元
表
也
。

　
　
左
右
分
座

　
　
　
　
　
　
　
父
母
儀
者
萬
物
生
長
大
祖
事
也
。

　
　
父
儀　
　
　
在
文
形　
　
　
母
儀

　
　
　
　
　
　
　
垂
陰
陽
生
萬
物
也
。

n
凡
經
緯
法
者
、君
臣
上
下
、天
地
父
母
、大
宗
形
表
也
。
於
是
現
大
傳
珍
圖
、

以
通
神
明
之
德
、
以
照
萬
物
之
情
。
乃
成
之
神
近
悟
於
諸
不
遠
也
。
天
照
珍

圖
者
、
心
神
華
臺
之
中
、
天
地
九
尊
圓
鏡
坐
。
豐
受
珍
圖
者
、
天
地
父
母
二

儀
之
中
、
五
大
尊
光
照
金
鏡
坐
。
俗
常
以
金
鏡
喩
明
道
。

n
棟
梁
形
、
皇
太
神
者
、
日
天
圖
形
。
無
地
而
不
照
。
故
正
殿
宇
立
左
右
横

竪
板
各
有
華
臺
形
。
華
臺
之
中
、
天
地
八
尊
圓
鏡
坐
。
以
白
銅
奉
餝
之
也
。

止
由
氣
太
神
者
、
月
天
圖
形
。
無
物
而
不
至
。
故
正
殿
宇
立
横
竪
板
上
各
有

月
輪
形
。
月
輪
形
之
間
月
天
尊
位
圓
鏡
坐
。
以
金
銅
奉
餝
之
也
。
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こ
こ
で
は
、
正
殿
東
西
の
束
柱
に
刻
ま
れ
る
装
飾
、「
御
形
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

龍
門
本
m
で
は
「
御
形
」
の
位
置
を
図
示
し
な
が
ら
、
そ
の
象
徴
的
意
味
を
開
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
天
地
に
等
し
く
、
万
物
を

産
み
育
む
父
母
た
る
存
在
を
表
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、彼
の
「
御
形
」
は
自
然
界
の
道
理
の
体
現
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

龍
門
本
n
で
は
、先
ず
「
凡
經
緯
法
者
、君
臣
上
下
、天
地
父
母
、大
宗
形
表
也
。
於
是
現
大
傳
珍
圖
」
と
言
い
、こ
れ
は
『
神
皇
實
錄
』

に
基
づ
く
龍
門
本
f
の
「
惟
是
神
風
伊
勢
內
外
兩
宮
珍
圖
文
形
。
則
張
經
緯
而
理
天
地
、合
上
下
而
濟
君
臣
。
因
之
形
五
常
、爲
大
傳
」

の
変
奏
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
れ
よ
り
以
下
に
は『
易
經
』系
辭
下
傳
の「
古
者
包
羲
氏
之
王
天
下
也
、仰
則
觀
象
於
天
、俯
則
觀
法
於
地
、

觀
鳥
獸
之
文
、
與
地
之
宜
、
近
取
諸
身
、
遠
取
諸
物
、
於
是
始
作
八
卦
、
以
通
神
明
之
德
、
以
類
萬
物
之
情
。」
が
参
照
さ
れ
た
痕
跡

が
窺
え
る
。『
易
經
』
で
も
、自
然
界
の
法
則
性
に
基
づ
き
八
卦
が
考
案
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、こ
う
い
っ
た
構
え
が
「
御

形
板
」
の
象
徴
性
に
転
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
龍
門
本
n
で
は
「
天
照
珍
圖
」「
豐
受
珍
圖
物
」
に
つ
い
て
説
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
内
容
を
流
布
本
に
求
め
て

み
る
と
、
流
布
本
n
の
箇
所
が
見
出
さ
れ
る
。
但
し
、
そ
の
表
記
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
は
い
な
い
。
た
し
か
に
、
内
宮
に
つ
い
て
は

龍
門
本
で
「
華
臺
之
中
天
地
九
尊
圓
鏡
」
と
し
、
流
布
本
で
は
「
華
臺
之
中
天
地
八
尊
圓
鏡
」
と
し
て
お
り
、
一
定
の
類
似
性
は
認
め

ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
外
宮
に
つ
い
て
は
、
共
に
「
金
鏡
」
と
は
し
て
い
る
が
、
龍
門
本
で
は
「
五
大
尊
光
照
金
鏡
」
と
し
、
流
布

本
で
は
「
月
天
尊
位
圓
鏡
」
と
し
て
、
そ
の
呼
称
が
相
違
し
て
い
る
。
こ
れ
に
類
す
る
記
述
は
『
寶
基
本
紀
』
に
も
見
受
け
ら
れ
、
そ

こ
で
は
「
棟
文
形
事
。
皇
太
神
宮
者
、
日
天
圖
形
。
六
合
之
中
、
心
體
獨
存
。
任
天
眞
、
故
明
白
也
。
五
行
中
火
性
、
五
色
中
白

色
。
故
以
白
銅
奉
餝
之
也
。豐
受
宮
者
、

月
天
形
。
八
洲
之
中
、
平
等
圓
滿
之
心
體
緣
也
。
五
行
中
水
性
、
五
色
中
赤
色
、
故
以
金
銅
奉
餝
之
。
黃
金
。
種
智

圓
明
義
也
。
」41

と
言
い
、
龍
門
本

よ
り
流
布
本
に
近
し
い
内
容
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
『
神
皇
實
錄
』
に
も
「
五
十
鈴
宮
御
靈
形
者
、
天
瓊
玉
桙
象
表
也
。
是
天
地
發
初
、

萬
像
根
本
、
火
珠
所
成
靈
坐
、
白
銅
鏡
形
八
面
。
是
大
八
洲
神
靈
居
坐
。
部
類
三
十
二
神
列
也
。
山
田
原
宮
御
靈
形
者
、
五
神
位
圓
形



度会行忠所帯の神道書に於ける思想構成（その４）

123

坐
。
是
則
五
常
圓
滿
智
光
表
理
也
。
一
輪
之
中
含
萬
象
、
五
常
百
行
悉
皆
一
圓
常
住
應
化
元
神
坐
也
。
金
鏡
形
十
四
面
坐
也
。
部
類
神

五
十
四
列
坐
也
。」42

と
有
り
、
中
で
も
「
五
神
位
圓
形
坐
。
是
則
五
常
圓
滿
智
光
表
理
也
」
と
の
表
現
に
注
目
す
る
な
ら
、
該
書
は
流

布
本
よ
り
龍
門
本
に
親
し
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
と
、
龍
門
本
n
と
流
布
本
n
の
相
違
は
典
拠
の
相
違
に
由

来
す
る
と
見
え
、
し
か
も
そ
の
典
拠
は
他
所
で
は
両
本
共
に
親
し
く
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
彼
の
相
違
も
乖
離
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
両
本
で
許
容
可
能
な
変
奏
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

表
十
一

龍
門
本

流
布
本

o
夫
神
皇
珍
圖
狀
者
、
天
地
之
位
、
象
四
時
之
行
、
治
天
下
。
四
時
之
行
、

有
寒
有
暑
。
聖
人
之
法
、故
有
文
有
武
。
天
地
之
位
、有
前
有
後
、有
左
有
右
。

聖
人
之
法
、
以
建
經
緯
。
春
生
於
左
、
秋
殺
於
右
、
夏
長
於
前
、
冬
藏
於
後
、

生
息
之
事
文
也
。
收
藏
之
事
武
也
。
故
文
事
在
左
、
武
事
在
右
。
聖
人
法
之
、

以
行
法
令
、
治
以
理
也
。
內
外
之
德
、
用
齊
人
民
矣
。

こ
こ
で
は
、
再
び
『
管
子
』
版
法
解
が
全
面
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
神
皇
珍
圖
」
も
同
様
に
自
然
界
の
道
理
を

象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
ろ
う
。

表
十
二

龍
門
本

流
布
本
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p
天
御
量
柱
者
、
天
瓊
戈
異
名
同
體
坐
也
。
以
一
基
分
天
地
、
而
爲
內
外
心

御
柱
也
。
故
大
人
者
、
與
天
地
合
其
德
、
而
利
萬
物
者
也
。

f
又
曰
天
御
量
柱
者
、
天
瓊
矛
異
名
同
體
坐
也
。
天
照
太
神
天
降
坐
以
前
、

從
上
天
志
天
投
降
給
比
志
、天
之
逆
太
刀
、逆
鋅
、金
鈴
等
五
十
鈴
河
上
以
來
、 

常
建
五
色
之
雲
、
有
金
玉
之
聲
幾
。
照
輝
如
日
月
。
仍
大
田
命
、
惟
小
緣
之

物
爾
波
不
坐
止
天
、
崇
祭
之
也
。

q
心
御
柱
本
元

　
　

　
黄
金
座

五
大
尊
華
臺
以
神
木
餝
之
。
是
其
緣
也
。

水
火
二
靈
中
臺
表
也
。

こ
こ
で
は
「
天
御
量
柱
」
に
つ
い
て
説
示
し
て
い
る
。

両
本
は
冒
頭
の
一
文
を
共
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
下
は
一
致
し
な
い
。

龍
門
本
p
で
は
『
周
易
』
乾
・
文
言
の
「
夫
大
人
者
、
與
天
地
合
其
德
、
與
日
月
合
其
明
、
與
四
時
合
其
序
、
與
鬼
神
合
其
吉
凶
、

先
天
而
天
弗
違
、
後
天
而
奉
天
時
。
天
且
弗
違
、
而
況
於
人
乎
。
況
於
鬼
神
乎
。」
が
参
照
さ
れ
て
お
り
、
龍
門
本
o
の
考
え
方
が
そ

の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
流
布
本
f
で
は
『
倭
姫
命
世
記
』（
或
い
は
『
御
鎭
座
傳
記
』）
の
「
從
上
天
志天
投
降
坐

比志
天
之
逆
太
刀
・
逆
桙
・
金
鈴
等
、
是
也
」43
、
ま
た
同
書
の
「
佐
古
久
志
呂
宇
遲
之
五
十
鈴
之
河
上
者
、
是
大
日
本
之
中
仁
、
殊
勝
靈
地

侍
奈利
。
其
中
、
翁
世
八
萬
歲
之
間
仁毛
未
現
知
留
有
靈
物
。
照
耀
如
日
月
奈利
。
惟
小
緣
之
物
不
在
志
。」44

が
踏
ま
え
ら
れ
た
と
見
え
る45
。

表
十
三

龍
門
本

流
布
本
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g
天
照
皇
太
神
者
、皇
字
者
、
源
起
天
孫
、
流
傳
皇

家
。
德
侔
天
地
則
稱
之
義
也
。
日
本
國
大
廟
坐
。
是
皇
帝
之
宗
祖
、

萬
姓
之
大
元
也
。
以
天
地
八
尊
之
鏡
假
模
御
靈
、
是
石
凝
姥
神
所
鑄
造
也
。

h
活
目
入
彥
五
十
狹
茅
天
皇
御
宇
廿
五
年
丙
辰
春
三
月
丁
亥
朔
戊
申
、
爰
倭

姬
命
天
皇
第
四
皇
女
。
母
皇
后
日
葉
酢
媛
命
也
。
丹
波
道
主
貴
女
。
或
云
、
稚
日
本
根
子
太
日
日
天
皇
、
手

箱
中
有
物
如
小
蟲
蠢
。
見
之
則
人
貌
也
。
天
皇
怪
令
養
之
、
而
美
女
也
。
能
知
未
然
。
所
謂
倭
姬
命

也
。
帝
其
所
從
來
。
答
曰
、
我
將
事
神
。
令
祭
三
種
神
器
、

壽
五
百
歳
餘
。
後
倭
姬
命
奏
曰
云
〻
。
所
謂
齋
宮
此
其
緣
也
。
求
鎭
座
太
神
之
處
、訪
神
風
之
地
、

尋
重
浪
之
國
天
、
隨
太
神
之
敎
、
其
祠
立
伊
勢
國
度
會
宇
治
五
十
鈴
之
河
上
。

始
天
降
之
地
、
以
天
逆
矛
爲
宮
處
之
璽
也
。

i
夫
天
御
中
主
尊
無
宗
無
上
。
而
獨
能
化
。
故
曰
天
常
之
神
。
亦
號
天
宗
廟
。

到
天
下
則
以
卽
一
無
相
之
寶
鏡
崇
神
體
。
是
天
鏡
尊
居
月
殿
所
鑄
造
三
面
之

內
第
一
之
御
鏡
、
祭
止
由
氣
宮
也
。
大
泊
瀨
稚
武
天
皇
御
宇
廿
一
年
丁
已
冬

十
月
、 

天
照
大
神
乃
依
御
託
宣
、
以
止
由
氣
皇
太
神
乎
、
從
丹
波
國
與
佐
之
小

見
比
沼
之
眞
名
井
原
奉
迎
度
遇
之
山
田
原
。
止
由
氣
宮
是
也
。

右
は
、
流
布
本
f
に
続
く
箇
所
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
内
容
は
龍
門
本
に
見
当
た
ら
な
い
。

鈴
木
氏
は
流
布
本
g
「
皇
字
者
、
源
起
天
孫
、
流
傳
皇
家
。
德
侔
天
地
則
稱
之
」
の
同
文
を
『
皇
字
沙
汰
文
』
に
見
出
し
、
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

さ
て
、
此
の
書
に
皇
字
を
説
明
し
て
、

就
中
皇
字
者
、
源
起
從
天
祖
、
流
傳
于
王
家
、
徳
侔
天
地
則
稱
之
、
義
同
大
虛
則
號
之
（
上
巻
二
問
状
）

と
書
い
て
ゐ
る
。
処
が
、
神
本
『
天
口
事
書
』
中
に
も
天
照
皇
太
神
の
皇
を
注
し
て
、
天
照
皇
太
神
者
、（
皇
字
者
、
源
起
天
孫
、

流
傳
皇
家
、
徳
侔
天
地
則
稱
之
義
也
）
日
本
国
大
廟
坐
、
是
皇
帝
之
宗
祖
、
萬
姓
之
大
元
也

と
云
つ
て
ゐ
る
。
此
の
注
の
文
は
沙
汰
文
と
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
、
何
人
も
一
目
瞭
然
で
あ
ら
う
。
更
に
沙
汰
文
に
は
、
下

巻
の
末
に
「
私
記
」
を
載
せ
て
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
之
と
同
一
の
文
句
が
載
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
殆
ど
同
一
の
文
が
、
い
づ
れ
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が
も
と
で
い
づ
れ
が
借
用
し
た
か
は
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
私
は
、『
皇
字
沙
汰
文
』
を
『
天
口
事
書
』
が

引
載
し
た
も
の
と
思
ふ
。
な
ん
と
な
れ
ば
両
文
を
仔
細
に
比
較
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
正
確
さ
、
文
意
の
暢
達
さ
に
於
て
同
日
の

論
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。
即
ち
天
口
事
書
の
細
注
の
末
文
に
至
つ
て
は
、
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
義
と
は
わ
け
あ
ひ

�

�

�

�

の
意
で
は
な
く
、
沙
汰
文
に
云
う
が
如
く
、
徳
に
対
す
る
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
よ
つ
て
観
る
に
、
天
口
事
書
は
、

沙
汰
文
の
対
句
の
半
句
余
り
を
引
載
し
た
の
で
あ
つ
て
、
全
く
の
尻
切
れ
蜻
蛉
で
あ
る
。
勿
論
沙
汰
文
の
文
句
も
別
の
拠
る
も

の
が
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
天
口
事
書
の
こ
の
場
合
は
、
皇
字
沙
汰
文
を
引
用
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う46
。

右
の
通
り
、
氏
は
流
布
本
と
『
皇
字
沙
汰
文
』
に
見
え
る
同
文
の
前
後
関
係
を
、
文
中
の
「
義
」
字
の
扱
い
方
か
ら
考
察
さ
れ
、『
皇

字
沙
汰
文
』
を
原
文
と
判
定
し
て
い
る
。
た
し
か
に
引
用
関
係
を
両
書
の
間
に
限
っ
て
考
え
る
な
ら
、「
徳
に
対
す
る
義
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
」
と
し
て
、「
徳
侔
天
地
則
稱
之
、
義
同
大
虛
則
號
之
」
な
る
整
っ
た
対
句
表
現
に
原
形
を
求
め
る
方
が
理
解
は
し
易
い
。
し

か
し
、
氏
も
「
沙
汰
文
の
文
句
も
別
の
拠
る
も
の
が
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
、『
皇
字
沙
汰
文
』
に
更
に
典
拠
の
有
る
可
能
性
を

示
唆
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、実
に
『
太
平
御
覧
』
巻
七
六
（
皇
王
部
一
、叙
皇
王
上
）
所
収
の
『
帝
王
世
紀
』
に
「
天
子
至
尊
之
定
名
也
。

應
神
受
命
爲
天
所
子
故
、謂
之
天
子
。
故
孔
子
曰
。
天
子
之
德
感
天
地
洞
八
方
。
是
以
功
合
神
者
稱
皇
、德
合
天
地
稱
帝
、義
合
者
稱
王
。」

と
有
り
、
こ
れ
を
そ
も
そ
も
の
典
拠
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
氏
の
推
定
と
は
些
か
事
情
が
変
っ
て
く
る
こ
と
に

な
る
。

実
に
、
こ
の
『
帝
王
世
紀
』
に
引
か
れ
た
孔
子
の
言
は
広
く
神
祇
書
の
間
で
参
照
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
三
角
柏
傳
記
』
に
も
「
故
子
曰
、
経
緯
天
地
。
智
周
八
方
、
徳
合
神
霊
、
故
禅
為
皇
。
徳
合
於
天
地
。
故
禅
為
帝
。
故
曰
皇
帝

矣
。」47

と
有
り
、
そ
の
字
句
は
完
全
に
合
致
し
な
い
ま
で
も
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
「
徳
合
於
天
地
」
を
「
帝
」

に
当
て
て
お
り
、『
帝
王
世
紀
』
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
片
や
同
じ
く
『
帝
王
世
紀
』
に
基
づ
く
と
見
え
る
流
布
本
や
『
皇
字
沙
汰
文
』
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で
は
、「
徳
侔
天
地
」
を
「
皇
」
に
当
て
て
お
り
、彼
の
一
文
は
相
当
自
由
に
応
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
解
釈
は
『
御

鎭
座
次
第
記
』
の
「
德
合
天
地
爲
皇
、
智
合
神
靈
爲
命
」48

に
も
顕
れ
て
お
り
、『
神
皇
實
錄
』
の
「
凡
德
合
天
地
、
智
合
神
靈
稱
皇
帝
」49

と
も
関
わ
り
を
有
す
る
。
既
に
か
く
広
範
に
引
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
流
布
本
と
『
皇
字
沙
汰
文
』
の
同
文
関
係
を
両

書
の
間
で
閉
じ
ら
れ
た
引
用
関
係
か
ら
規
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
有
効
と
は
考
え
難
く
、
氏
の
言
う
「
徳
に
対
す
る
義
」
の
構
え
は

必
然
的
な
要
請
と
は
な
り
え
な
い
。

ま
た
『
藝
文
類
聚
』（
卷
第
十
一·

帝
王
部
一
）
に
も
同
書
の
引
用
が
見
ら
れ
、「
帝
王
世
紀
曰
。
孔
子
稱
天
子
之
德
、
感
天
地
、
洞

八
方
、是
以
化
合
神
者
稱
皇
、德
合
天
地
者
稱
帝
、仁
義
合
者
稱
王
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、彼
の
「
義
」
と
は
「
仁
」
と
対
に
な
る
「
義
」、

言
わ
ば
儒
家
の
徳
目
と
し
て
捉
え
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
「
皇
」「
帝
」「
王
」
の
並
挙
に
は
序
列
の
意
が
含
ま
れ
る
と
見
え

る
の
で
、「
徳
が
天
地
に
合
す
る
」
の
が
「
帝
」、
そ
れ
よ
り
一
段
下
が
っ
て
「（
徳
が
）
仁
義
に
合
す
る
」
の
が
「
王
」
と
の
意
が
原

意
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
原
典
の
意
義
に
照
ら
せ
ば
、「
義
」
は
決
し
て
「
徳
に
対
す
る
義
」
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
『
皇

字
沙
汰
文
』
に
見
る
「
義
」
の
用
法
に
「
正
確
さ
、
文
意
の
暢
達
さ
」
と
い
っ
た
積
極
的
評
価
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
鑑
み
る
な
ら
、
流
布
本
g
の
当
該
箇
所
は
必
ず
し
も
前
後
関
係
を
規
定
す
る
よ
う
な
論
拠
と
は
見
な
し
難
い
。

さ
て
、
流
布
本
g
の
「
徳
侔
天
地
則
稱
之
」
の
原
典
を
『
帝
王
世
紀
』
に
求
め
て
き
た
が
、
当
の
流
布
本
が
こ
れ
を
必
ず
し
も
原

典
か
ら
直
接
引
用
し
た
と
は
言
い
難
い
。
流
布
本
は
当
該
箇
所
に
続
け
て
、『
神
皇
實
錄
』
の
「
伊
勢
太
神
宮
日
本
國
大
廟
坐
。
此
皇
帝
宗

祖
、
萬
姓
大
元
也
。
尊
崇
異

于
諸

社
。
」50

を
参
照
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
神
皇
實
錄
』
を
媒
介
に
齎
さ
れ
た
と
見
る
方
が
宜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
流
布
本
h
は
倭
姫
小
蟲
説
話
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
特
異
な
モ
チ
ー
フ
の
来
源
は
そ
れ
よ
り
以
前
に
見
当
た
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
『
日
本
書
紀
』
の
「（
活
目
入
彦
五
十
狹
茅
天
皇
二
十
五
年
）
三
月
丁
亥
朔
丙
申
、
離
天
照
大
神
於
豐
耜
入

姬
命
、
託
于
倭
姬
命
。
爰
倭
姬
命
求
鎭
坐
大
神
之
處
、
而
詣
菟
田
筱
幡
。
筱
、
此

云
佐
佐
。更
還
之
入
近
江
國
、
東
廻
美
濃
、
到
伊
勢
國
。
時
天
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照
大
神
誨
倭
姬
命
曰
、
是
神
風
伊
勢
國
、
則
常
世
之
浪
重
浪
歸
國
也
。
傍
國
可
怜
國
也
。
欲
居
是
國
。
故
隨
大
神
教
、
其
祠
立
於
伊
勢

國
。
因
興
齋
宮
于
五
十
鈴
川
上
。
是
謂
磯
宮
。
則
天
照
大
神
始
自
天
降
之
處
也
。」
に
基
づ
き
成
っ
た
と
考
え
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

流
布
本
i
は
先
ず
『
大
和
葛
城
寶
山
記
』
の
「
・
天
神
上
首　
天『

伊
勢
止
由
気
大
神
』

御
中
主
尊　
無
宗
無
上
而
独
能
化
、
故
曰
天『

尸
棄
大
梵
天
王
』

帝
之
神
。
亦
号
天
宗
廟
。
到
天

下
、
則
以
三
身
即
一
無
相
宝
鏡
崇
神
体
、
祭
伊
勢
止
由
気
宮
也
。」51

に

基
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
よ
り
以
下
は
、
止
由
気
太
神
の
奉
迎
を
言
う
が
、
同
文
で
な
い
ま
で
も
そ
の
時
期
は
一
致
し
て
い
る

の
で
、『
御
鎭
座
本
紀
』『
倭
姫
命
世
記
』
な
ど
よ
り
取
材
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
流
布
本
g
、
h
、
i
を
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
龍
門
本
と
内
容
が
分
岐
す
る
流
布
本
d
以
下
の
文
脈
の
流
れ
か
ら
鑑
み

る
と
、流
布
本
で
独
自
に
語
ら
れ
た
箇
所
は
天
孫
降
臨
以
後
の
歴
史
的
経
緯
が
専
ら
説
示
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

龍
門
本
で
は
同
本
f
以
下
で
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ず
、
象
徴
性
の
開
示
に
傾
注
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
扱
う
主
題
に
明
確
な
隔
た
り
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、流
布
本
o
で
も
東
西
宝
殿
の
象
徴
的
意
味
が
読
み
解
か
れ
て
お
り
、

少
な
く
も
象
徴
性
の
開
示
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
龍
門
本
で
も
c
、
d
に
て
歴
史
的
経
緯
が
少
な
か
ら
ず
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、

む
し
ろ
、
著
述
意
図
の
力
点
の
相
違
と
評
す
る
方
が
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

表
十
四

龍
門
本　

流
布
本

r
蓋
聞
、
神
寶
日
出
以
降
、
四
海
八
埏
、
內
災
孽
不
聞
、
風
塵
惟
靜
。
神
風

伊
勢
國
、
大
宮
柱
太
敷
立
、
爲
諸
人
天
等
開
大
道
、
現
五
大
陽
神

尊
形
八
地
陰
神

尊
形
。

度
八
重
無
價
之
人
民
、
願
以
無
上
法
、
令
付
屬
國
家
。
一
能
致
心
、
一
能
生

信
者
、
其
德
不
虛
。
終
居
本
宅
。

こ
こ
で
は
、
衆
生
を
済
度
す
る
神
祇
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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天
地
が
開
闢
し
て
「
神
寶
日
出
」
し
て
以
降
、
こ
の
世
界
に
災
害
は
無
く
、
戦
災
（
風
塵
）
も
無
か
っ
た
。
そ
し
て
、
伊
勢
の
国

に
大
宮
柱
を
太
敷
立
て
、
諸
々
の
人
天
等
に
大
道
を
開
き
、「
五
大
」「
八
地
」
を
現
じ
た
と
い
う
。
こ
の
「
五
大
」「
八
地
」
は
そ
れ

ぞ
れ
「
陽
神
尊
形
」「
陰
神
尊
形
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
天
口
事
書
』
で
の
陽
神
・
陰
神
の
対
の
関
係
性
を
踏
ま
え
る
と
、「
八
地
」

と
内
宮
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
な
い
ま
で
も
、「
五
大
」
と
の
表
現
は
外
宮
の
「
五
大
尊
」
と
関
係
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
の
で
、
こ
こ
で
は
内
宮
・
外
宮
の
こ
と
と
一
応
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。

こ
う
し
て
「
八
重
無
價
」
の
人
民
を
度
す
と
言
う
の
で
あ
る
が
、『
天
口
事
書
』
に
見
る
「
八
重
無
價
」
の
語
義
は
些
か
確
定
し
難
い
。

も
と
よ
り「
八
重
無
價
」は
、最
澄
仮
託
の『
末
法
燈
明
記
』で『
大
集
經
』に
基
づ
い
て
創
出
さ
れ
た
用
語
と
見
え
る
。
そ
こ
で
は「
此

文
中
。
有
八
重
無
價
。
所
謂
。
如
來
。
縁
覺
。
聲
聞
及
前
三
果
。
得
定
凡
夫
。
持
戒
。
破
戒
。
無
戒
名
字
。
如
其
次
第
。
各
爲
正
像
末

之
時
無
價
寶
也
。
初
四
正
法
時
。
次
三
像
法
時
。
後
一
末
法
時
。
由
此
明
知
。
破
戒
無
戒
。
咸
是
眞
寶
。」52

と
あ
る
よ
う
に
、
正
法
か

ら
末
法
へ
至
る
過
程
で
出
家
者
の
劣
化
は
必
然
で
あ
る
と
し
、
末
法
の
際
に
は
「
無
戒
名
字
」
で
あ
っ
て
も
「
無
價
」
の
「
眞
寶
」
と

す
べ
き
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
龍
門
本
f
に
適
用
す
る
と
、
文
意
に
齟
齬
が
生
じ
る
。「
八
重
無
價
」
は
教
導
的
立

場
に
在
る
出
家
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、し
か
も
そ
の
中
に
は
如
來
ま
で
も
含
み
こ
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
の
で
、そ
れ
を
指
し
て
「
人
民
」

と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
困
難
を
回
避
す
る
に
は
、「
八
重
無
價
之
人
民
」
を
「
八
重
無
價
」
に
教
導
さ
れ
る
「
人
民
」

と
解
し
て
お
く
よ
り
他
に
な
か
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、神
祇
の
教
導
は
正
法
乃
至
末
法
に
亙
っ
て
有
効
と
い
う
こ
と
に
な
り
、『
大
集
經
』

で
提
示
さ
れ
た
八
重
の
構
え
を
超
越
し
て
優
位
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、続
く「
願
以
無
上
法
、令
付
屬
國
家
」は『
涅
槃
經
』の「
如
來
今
以
無
上
正
法
。
付
屬
諸
王
。
大
臣
。
宰
相
。
比
丘
。
比
丘
尼
。

優
婆
塞
。
優
婆
夷
。」53

が
、
そ
し
て
「
一
能
致
心
、
一
能
生
信
者
、
其
德
不
虛
。
終
居
本
宅
」
も
『
大
悲
經
』
の
「
一
稱
佛
名
。
一
生

信
者
。
所
作
功
德
。
終
不
虛
設
。
我
以
佛
智
。
測
知
法
界
故
。」54

に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
両
経
は
共
に
『
末
法
燈



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

130

明
記
』
の
内
で
引
用
さ
れ
て
お
り55
、
そ
こ
か
ら
孫
引
き
さ
れ
た
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

表
十
五

龍
門
本

流
布
本

s
若
神
人
心
外
好
別
請
、
而
從
不
淨
實
執
。
則
不
得
踐
神
地
上
、
不
許
飮
神

地
水
、
而
五
千
大
罵
大
賊
焉
。
夫
至
愚
智
凡
夫
者
、
以
正
法
時
制
文
。
而
末

法
濁
亂
世
、
名
字
儒
者
敎
機
、
垂
人
法
不
令
。
由
此
制
非
。
制
者
是
制
判
也
。

故
神
祭
禮
、
其
致
齋
前
後
兼
爲
散
齋
。
專
致
其
精
明
之
德
也
。
須
不
分
二
流
、

共
食
一
水
、
軌
匡
其
心
、
令
至
神
國
道
矣
。

j
凡
祭
神
之
禮
者
、
散
齋
致
齋
、
內
外
淸
淨
是
也
。
其
致
齋
前
後
兼
爲
散
齋
。

其
心
無
雜
念
爲
內
淸
淨
、
以
六
色
之
禁
法
爲
外
淸
淨
。
亦
其
品
非
一
。
以
正

直
爲
淸
淨
。
或
以
一
心
定
準
爲
淸
淨
。
或
以
起
生
出
死
爲
淸
淨
。
專
致
精

明
之
德
、
須
不
分
二
法
。
共
食
一
水
軌
匡
其
心
、
令
至
神
國
之
道
。
若
亦
神

人
心
外
好
別
情
、
而
從
不
淨
實
執
、
則
不
得
神
地
踐
、
不
許
飮
神
地
水
。
而

五
千
大
鬼
常
詈
大
賊
矣
。

こ
こ
で
は
、
神
人
の
禁
忌
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

先
ず
両
本
を
俯
瞰
的
に
見
比
べ
て
み
る
な
ら
、
必
ず
し
も
完
全
な
一
致
は
見
な
い
ま
で
も
、
部
分
的
に
同
文
を
共
有
し
て
い
る
の

が
分
か
る
。
そ
れ
故
、
両
者
は
別
個
の
記
述
と
し
て
見
な
す
よ
り
、
一
種
の
変
奏
と
捉
え
て
お
く
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
龍
門
本
s
を
細
か
に
見
て
ゆ
く
と
、
そ
の
冒
頭
で
は
『
比
丘
應
供
法
行
經
』
が
引
か
れ
て
い
る
の
が
分
か
る56
。
こ
の
経
も

先
と
同
じ
く
『
末
法
燈
明
記
』
で
引
用
さ
れ
て
お
り
、
経
そ
の
も
の
よ
り
『
末
法
燈
明
記
』
と
の
関
係
性
を
示
す
痕
跡
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。

以
下
「
夫
至
愚
智
凡
夫
者
、
以
正
法
時
制
文
。
而
末
法
濁
亂
世
、
名
字
儒
者
敎
機
、
垂
人
法
不
令
。
由
此
制
非
。
制
者
是
制
判
也
」

の
箇
所
も
、『
末
法
燈
明
記
』
の
「
若
以
正
法
時
制
文
。
而
制
末
法
世
名
字
僧
者
。
教
機
相
乖
。
人
法
不
合
。
由
此
律
云
。
制
非
制
者
。

是
制
斷
三
明
所
記
。」57

に
由
来
す
る
と
見
え
る
。
ま
た
、『
神
祇
令
』
散
齋
条
の
「
致
齋
、
唯
爲
祀
事
得
行
、
自
余
悉
斷
、
其
致
齋
前
後
、

兼
爲
散
齋
」、『
禮
記
』
祭
統
の
「
是
故
君
子
之
齋
也
、
專
致
其
精
明
之
德
也
」
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
「
故
神
祭
禮
、
其
致
齋
前
後
兼
爲
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散
齋
。
專
致
其
精
明
之
德
也
。」
を
経
て
、「
須
不
分
二
流
、
共
食
一
水
、
軌
匡
其
心
、
令
至
神
國
道
矣
。」
で
は
再
び
『
末
法
燈
明
記
』

の
「
須
不
分
二
類
。
共
飡
一
味
。
僧
尼
不
絕
跡
。
鳴
鐘
不
失
時
。
然
乃
允
末
法
之
教
。
令
有
國
之
道
。」58

が
援
用
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
流
布
本
j
は
龍
門
本
s
よ
り
記
述
が
増
広
さ
れ
て
お
り
、「
散
齋
致
齋
」
を
「
內
外
淸
淨
」、
い
わ
ば
内
的
な
精
神
の
清
浄

と
外
形
的
な
行
動
の
清
浄
を
要
請
す
る
教
説
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
「
散
齋
致
齋
、
內
外
淸
淨
」
は
、
神
祇
書
の
範
囲
で
類
例
を
求
め
て
み
る
と
、『
寶
基
本
記
』
の
「
散
齋
致
齋
內
外
潔
齋
之

日
」59

に
近
し
い
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
『
寶
基
本
記
』
で
は
、「
內
外
」
が
何
れ
に
係
る
内
外
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は

明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
散
斎
・
致
斎
の
規
定
は
既
に
『
神
祇
令
』
に
見
え
て
い
る
が60
、『
令
義
解
』『
令
表
解
』
な
ど
を
参
照
し

て
も
、
散
斎
・
致
斎
を
内
・
外
に
当
て
る
記
述
は
見
え
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
、
更
に
典
拠
を
遡
り
『
禮
記
』
に
そ
の
規
定
を
求
め
て
み

る
と
、
同
書
祭
義
に
「
致
齋
於
內
、
散
齋
於
外
」
と
有
る
。
し
か
し
、
彼
の
本
文
で
も
「
內
」「
外
」
の
意
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、
そ

の
元
来
の
意
は
明
瞭
と
な
ら
な
い
。
內
野
台
嶺
氏
は
「
鄭
玄
の
考
に
よ
れ
ば
、「
內
」
は
心
の
內
、「
外
」
は
身
の
外
と
見
た
ら
し
い
。

何
故
な
れ
ば
、「
致
齊
於
內
」
に
對
し
て
は
、「
此
五
者
を
思
ふ
也
。」
と
注
し
、「
散
齊
於
外
。」
に
對
し
て
は
、「
御
せ
ず
、
樂
せ
ず
、

弔
せ
ざ
る
の
み
。」
と
注
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。」61

と
し
て
、
鄭
玄
注
の
意
を
推
測
し
つ
つ
「
併
し
乍
ら
、
此
の
「
內
」「
外
」
を
心

內
身
外
と
見
る
の
は
、果
た
し
て
そ
の
當
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
虚
心
平
氣
に
此
の
本
文
を
讀
め
ば
、此
の
「
內
」「
外
」

は
何
等
か
場
所
を
指
定
し
て
ゐ
る
と
し
か
思
は
れ
な
い
。
茲
に
於
て
か
、
此
の
「
內
」「
外
」
を
場
所
と
見
る
說
が
一
方
に
擡
頭
し
て

ゐ
る
。」62

と
言
っ
て
、
宋
の
周
諝
、
元
の
呉
澄
、
清
の
秦
繼
宗
ら
の
釈
を
挙
げ
、
内
外
を
心
身
と
は
せ
ず
、「「
モ
ノ
イ
ミ
」
す
る
場
所
」

の
位
置
と
解
す
る
の
を
適
当
と
す
る
。
孔
穎
達
も
他
の
箇
所
で
の
註
釈63
で
は
あ
る
が
、「
方
將
接
神
、
先
宜
齊
整
身
心
、
故
齊
也
」
と

し
て
、
斎
に
身
心
両
面
の
調
御
を
求
め
つ
つ
、「
君
致
齊
於
外
、
夫
人
致
齊
於
內
者
、
外
、
謂
君
之
路
寢
、
內
、
謂
夫
人
正
寢
、
是
致

齊
並
皆
於
正
寢
、其
實
散
齊
亦
然
。」
と
し
て
、「
內
外
」
に
つ
い
て
は
場
所
の
意
と
し
て
解
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
『
太
平
御
覧
』
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（
巻
五
百
三
十
禮
義
部
九　
齋
戒
）
で
引
か
れ
る
『
禮
記
外
傳
』
で
も
、「
凡
大
小
祭
禮
、
必
先
齋
、
敬
事
天
神
人
鬼
也
。
齋
者
、
敬
也
。

齋
其
心
、
思
其
貌
、
然
後
可
以
入
廟
。
齋
必
變
食
、
去
其
葷
膻
。
居
必
遷
坐
、
易
其
常
處
也
。
故
散
齋
於
外
、
致
齋
於
內
。
外
者
、
公

寢
也
。
內
者
、
寢
中
小
室
。」
と
言
い
、
居
所
の
内
外
と
規
定
さ
れ
て
お
れ
ば
、
彼
の
「
內
外
」
を
場
所
と
見
る
の
が
一
般
的
な
理
解

で
あ
っ
た
と
考
え
て
問
題
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、流
布
本
の
そ
れ
は「
其
心
無
雜
念
爲
內
淸
淨
、以
六
色
之
禁
法
爲
外
淸
淨
」と
す
る
も
の
で
、心・身
の
対
か
ら「
內
」

と
「
外
」
を
分
け
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
、
大
陸
で
通
行
し
た
理
解
と
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
し
か
し
、
內
野
氏
が
言
う
鄭
玄
注

の
「
致
齊
思
此
五
者
也
、散
齊
七
日
不
御
、不
樂
、不
弔
耳
」64

に
注
目
す
る
な
ら
、そ
れ
は
流
布
本
の
対
と
親
し
く
重
な
っ
て
い
る
。「
致

齊
」
の
「
思
此
五
者
」
は
、
孔
穎
達
の
言
を
借
り
れ
ば
「
孝
子
思
念
親
存
之
五
事
」65

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
孝
子
が
思
念
を
親
に
収
斂

さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
流
布
本
で
言
う
「
其
心
無
雜
念
」
に
重
な
る
し
、「
散
齊
」
の
「
不
樂
、
不
弔
」
は
「
六
色
之
禁
法
」
と

条
項
を
共
有
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
氏
が
言
う
よ
う
に
そ
れ
が
「
鄭
玄
の
考
」
で
あ
っ
た
か
は
明
瞭
で
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
流

布
本
で
は
鄭
玄
注
を
か
く
受
け
止
め
た
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

流
布
本
で
は
こ
の
清
浄
性
を
「
亦
其
品
非
一
」
と
し
て
、「
以
正
直
爲
淸
淨
。
或
以
一
心
定
準
爲
淸
淨
。
或
以
起
生
出
死
爲
淸
淨
。」

と
言
う
。
こ
の
内
「
一
心
定
準
」
は
、
先
に
も
何
度
か
引
か
れ
た
『
御
鎭
座
本
紀
』
に
典
拠
を
求
め
ら
れ
よ
う
。
該
書
は
元
よ
り
如
来

蔵
思
想
の
構
え
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り66
、
そ
こ
で
は
「
將
除
萬
言
之
雜
說
、
而
擧
一
心
之
定
準
」67

と
言
い
、
言
語
を
超

え
た
先
に
「
一
心
定
準
」
を
見
て
お
れ
ば
、
不
可
説
の
源
底
を
意
味
し
て
い
る
と
見
て
良
い
。
ま
た
「
正
直
」
の
概
念
も
そ
の
構
え
か

ら
規
定
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、「
起
生
出
死
」
に
つ
い
て
も
生
死
の
出
離
を
言
う
も
の
と
解
さ
れ
て
こ
よ
う
。
そ
う
な
る
と

『
禮
記
』
に
由
来
す
る
「
精
明
之
德
」
も
、こ
の
文
脈
上
か
ら
如
来
蔵
の
構
え
に
於
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、次
い
で
「
須
不
分
二
法
。

共
食
一
水
軌
匡
其
心
、
令
至
神
國
之
道
」
に
つ
い
て
も
、「
二
法
に
分
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
真
理
さ
な
が
ら
に
…
」
と
の
意
で
了
解
さ
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れ
る
こ
と
と
な
り
、『
末
法
燈
明
記
』
で
の
原
意
は
解
体
す
る
。

そ
も
そ
も
、『
天
口
事
書
』
の
当
該
箇
所
は
『
末
法
燈
明
記
』
に
多
く
依
っ
て
は
い
る
が
、
該
書
本
来
の
文
脈
に
必
ず
し
も
忠
実
で

あ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

先
ず
龍
門
本
r
の
「
願
以
無
上
法
、
令
付
屬
國
家
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
付
屬
」
と
は
、
正
法
護
持
の
推
奨
、
違
法
の
駈
遣
を
仏

陀
よ
り
委
任
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
国
家
に
委
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
肯
定
の
意
を
示
し
て
い
る
。

次
に
「
一
能
致
心
、
一
能
生
信
者
、
其
德
不
虛
。
終
居
本
宅
。」
は
『
大
悲
經
』
に
依
っ
て
い
る
。
彼
の
経
で
は
上
掲
箇
所
よ
り
以

前
で
、
破
戒
僧
で
も
世
間
の
導
師
た
り
う
る
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、『
天
口
事
書
』
で
は
そ
れ
ら
を
切
り
落
と
し
、
先

の
正
法
護
持
推
奨
の
文
脈
に
接
続
し
て
い
る
。

そ
し
て
龍
門
本
s
の「
若
神
人
心
外
好
別
請
、而
從
不
淨
實
執
。
則
不
得
踐
神
地
上
、不
許
飮
神
地
水
、而
五
千
大
罵
大
賊
焉
。」は『
比

丘
應
供
法
行
經
』
を
引
き
、
神
道
的
に
換
言
し
な
が
ら
、
神
人
の
別
請
を
誡
め
て
い
る
。

次
の「
夫
至
愚
智
凡
夫
者
、以
正
法
時
制
文
。而
末
法
濁
亂
世
、名
字
儒
者
敎
機
、垂
人
法
不
令
。由
此
制
非
。制
者
是
制
判
也
」は
、『
末

法
燈
明
記
』
の
「
若
以
正
法
時
制
文
。
而
制
末
法
世
名
字
僧
者
。
教
機
相
乖
。
人
法
不
合
。
由
此
律
云
。
制
非
制
者
。
是
制
斷
三
明
所

記
。」
に
拠
っ
て
い
る
。『
末
法
燈
明
記
』
で
は
、
機
根
論
に
よ
り
、
末
法
時
に
於
け
る
正
法
の
教
説
の
無
効
を
言
い
、
つ
ま
り
は
無
戒

の
正
当
性
へ
と
導
く
主
張
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、こ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で『
天
口
事
書
』に
持
ち
込
む
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。『
天

口
事
書
』
で
は
そ
の
直
前
ま
で
正
法
護
持
推
奨
の
文
脈
が
繋
が
り
、
し
か
も
そ
の
直
後
も
禁
忌
を
伴
う
散
斎
・
致
斎
の
必
要
性
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
為
で
あ
る
。

『
末
法
燈
明
記
』
は
極
め
て
政
治
的
な
主
張
を
内
包
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
無
戒
は
歴
史
的
必
然
で
あ
り
、
無
戒
の
末
法
に
は
そ

れ
に
応
じ
た
仏
教
の
在
り
方
が
必
要
と
し
た
上
で
、「
推
仁
王
等
。
拝
僧
統
。
以
爲
破
僧
之
俗
。
彼
大
集
等
。
稱
無
戒
。
以
濟
世
之
寶
。
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豈
留
破
國
之
蝗
。
還
弃
保
家
之
寶
。
須
不
分
二
類
。
共
飡
一
味
。
僧
尼
不
絕
跡
。
鳴
鐘
不
失
時
。
然
乃
允
末
法
之
教
。
令
有
國
之
道
。」68

と
言
い
、
そ
う
い
っ
た
末
法
に
於
け
る
無
戒
を
「
國
を
保
た
せ
る
道
」
に
当
て
て
、
制
度
的
に
正
当
な
位
置
づ
け
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
れ
は
該
書
冒
頭
で
「
爰
愚
僧
等
。
率
容
天
網
。
俯
仰
嚴
科
。
未
遑
寧
處
。」69

と
言
う
よ
う
な
、
無
戒
に
対
す
る
処
罰
を
警
戒
す
る
態

度
と
呼
応
し
て
い
る
と
見
え
る
。
つ
ま
り
、
本
書
に
披
瀝
さ
れ
た
末
法
思
想
は
、
そ
の
政
治
的
解
決
に
向
け
た
理
論
武
装
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、『
末
法
燈
明
記
』
で
の
原
意
そ
れ
自
身
に
『
天
口
事
書
』
に
近
接
す
る
契
機
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
『
末
法
燈
明
記
』
は
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
ら
に
最
澄
撰
述
書
と
し
て
広
く
受
容
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
釈
も
決

し
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
法
然
は
『
逆
修
說
法
』
で
該
書
を
引
用
し
次
の
よ
う
に
言
う
。

蓋
於
近
來
僧
尼
凡
不
可
論
持
戒･
破
戒
。
何
者
論
持
戒
破
戒
者
。
是
在
正
法･

像
法
之
時
。
至
今
未
法
但
是
名
字
比
丘
而
已
。

故
傳
教
大
師
末
法
燈
明
記
云
。
設
末
法
中
有
持
戒
者
既
是
怪
異
。
如
市
有
虎
。
此
誰
可
信
。
又
云
。
於
末
法
中
但
有
言
教
而
無

行
證
。
若
有
戒
法
可
有
破
戒
。
既
無
戒
法
。
由
破
何
戒
而
有
破
戒
。
破
戒
尚
無
。
何
況
持
戒
。
夫
受
戒
之
法
中
國
請
持
戒
僧
十

人
證
明
得
戒
。
於
邊
地
請
五
人
證
明
得
戒
。
然
近
來
求
持
戒
僧
尙
難
得
一
人
。
況
五
師
乎
。
然
則
此
經
說
破
戒
者
。
且
約
正
像

時
耳70
。

右
で
は
、『
末
法
燈
明
記
』
で
言
う
末
法
無
戒
を
完
全
に
引
き
継
い
で
い
る
が
、
以
下
の
「
受
戒
之
法
中
國
請
持
戒
僧
十
人
證
明
得

戒
。
於
邊
地
請
五
人
證
明
得
戒
。」
に
注
目
す
る
と
、
凝
然
『
雲
雨
抄
』
で
「
日
本
雖
是
海
東
邊
國
。
而
準
中
國
行
十
人
受
。
五
天
竺

國
惣
是
中
國
。
僧
衆
極
多
。
是
故
必
行
十
人
受
戒
。
邊
國
僧
希
故
開
五
人
。」71

と
あ
る
記
述
と
内
容
的
に
重
な
る
為
、「
無
戒
」
と
さ
れ

た
の
は
殊
に
具
足
戒
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、『
西
方
指
南
抄
』
を
窺
う
と
、「
問
。
持
戒
の
行

者
の
、
念
佛
の
數
返
の
少
な
く
候
は
む
と
、
破
戒
の
行
人
の
念
佛
の
數
返
の
多
く
候
は
む
と
、
往
生
の
の
ち
の
淺
深
い
づ
れ
か
す
ゝ
み



度会行忠所帯の神道書に於ける思想構成（その４）

135

候
べ
き
。
答
ふ
、
ゐ
て
お
は
し
ま
す
た
ゝ
み
を
さ
ゝ
え
て
言
は
く
、
こ
の
た
ゝ
み
の
あ
る
に
と
り
て
こ
そ
、
や
ぶ
れ
た
る
か
、
や
ぶ
れ

ざ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
あ
れ
。
つ
や
〳
〵
と
な
か
ら
む
た
ゝ
み
お
ば
、
何
と
か
は
論
ず
べ
き
。「
末
法
の
中
に
は
持
戒
も
な
く
、
破
戒

も
な
く
、
無
戒
も
な
し
、
た
だ
名
字
の
比
丘
ば
か
り
あ
り
」
と
、
傳
教
大
師
の
『
末
法
燈
明
記
』
に
書
き
た
ま
へ
る
う
へ
は
、
な
に
と

持
戒
・
破
戒
の
さ
た
は
す
べ
き
ぞ
。
か
か
る
ひ
ら
凡
夫
の
た
め
に
起
こ
し
た
ま
へ
る
本
願
な
れ
ば
と
て
、
い
そ
ぎ
〳
〵
名
号
を
稱
す
べ

し
と
云
云
。」72

と
有
り
、『
末
法
燈
明
記
』
の
末
法
史
観
を
受
け
て
、
独
り
称
名
念
仏
の
必
然
性
を
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る

の
は
専
修
念
仏
で
あ
る
か
ら
、
具
足
戒
に
限
ら
ず
、
菩
薩
戒
を
含
め
た
戒
全
般
の
無
効
が
主
張
さ
れ
た
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
法

然
の
基
本
的
態
度
は
か
く
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

片
や
禅
に
身
を
置
く
栄
西
は
『
興
禪
護
國
論
』
で
『
末
法
燈
明
記
』
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

問
曰
。
或
人
云
。
傳
敎
大
師
末
法
燈
明
記
云
。
末
法
無
持
戒
人
。
若
言
有
持
戒
者
是
怪
也
。
譬
如
市
中
有
虎
文

答
曰
。大
般
若
經
云
。師
子
咬
人
狂
狗
逐
塊
。是
此
謂
歟
。汝
何
逐
文
字
言
語
之
塊
。忘
永
有
持
戒
修
善
之
人
也
。廣
見
聖
敎
之
施
設
。

遠
鑒
衆
生
之
善
業
矣
。
大
般
若
經
云
。
後
五
百
歲
文
。
大
般
𣵀
槃
經
云
。
末
法
贖
命
文
。
法
華
經
云
。
於
後
末
世
文
。
大
論
中
論
摩

訶
止
觀
同
之
。
金
剛
般
若
經
云
。
後
五
百
歲
有
持
戒
修
福
者
。
於
此
章
句
能
生
信
心
。
當
知
是
人
不
於
一
佛
二
佛
三
四
五
佛
而

種
善
根
。
已
於
無
量
千
萬
佛
所
。
種
諸
善
根
聞
是
章
句
。
乃
至
一
念
生
淨
信
者
文
。
並
勸
末
世
之
戒
行
也
。
凡
如
來
開
口
皆
冠
末

世
乎
。
祖
師
動
舌
併
爲
今
後
也
。
傳
教
大
師
釋
可
得
意
矣
。 

或
彼
小
乘
律
儀
戒
。
非
謂
大
乘
菩
薩
戒
焉73
。

つ
ま
り
、『
大
般
若
經
』
な
ど
は
「
並
勸
末
世
之
戒
行
」
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
が
こ
れ
に
違
背
す
る
は
ず
も
な
く
、
そ
こ
で
否
定
さ

れ
た
の
は
「
小
乘
律
儀
戒
」
で
あ
っ
て
「
大
乘
菩
薩
戒
」
の
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、『
末
法
燈
明
記
』
の
「
末
法
に

於
け
る
無
戒
」
は
小
乗
戒
に
限
定
さ
れ
、
大
乘
菩
薩
戒
の
持
戒
は
尚
も
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
対
蹠
的
な
見
解
の
う
ち
、
栄
西
が
『
興
禪
護
國
論
』
で
言
う
そ
れ
は
『
天
口
事
書
』
の
『
末
法
燈
明
記
』
理
解
と
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親
し
く
重
な
る
。

『
天
口
事
書
』は『
末
法
燈
明
記
』に
基
づ
き「
夫
至
愚
智
凡
夫
者
、以
正
法
時
制
文
。
而
末
法
濁
亂
世
、名
字
儒
者
敎
機
、垂
人
法
不
令
。

由
此
制
非
。
制
者
是
制
判
也
。」
と
言
う
が
、
原
意
を
反
映
さ
せ
て
解
す
る
な
ら
、
例
え
ば
「
夫
レ
愚
智
凡
夫
ニ
至
リ
テ
ハ
、
正
法
時

ノ
制
文
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
、
而
シ
テ
末
法
濁
亂
ノ
世
ナ
レ
バ
、
名
字
ノ
儒
者
、
機
ニ
教
エ
人
ニ
法
ヲ
垂
ル
ル
モ
令
サ
レ
ズ
、
此
ノ
制
ニ
由

ル
ハ
非
ナ
リ
。」
と
読
め
、
末
法
に
於
け
る
持
戒
の
無
効
が
含
意
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
規
範
性
の
意
義
は

保
た
れ
ず
、『
天
口
事
書
』
の
禁
忌
重
視
の
文
脈
と
整
合
し
て
理
解
し
え
な
い
困
難
が
残
さ
れ
る
。
一
方
、
栄
西
な
ど
の
理
解
を
踏
ま

え
「
正
法
時
制
文
」
を
菩
薩
戒
に
対
す
る
小
乗
律
儀
の
位
置
づ
け
に
当
て
て
捉
え
直
す
と
、「
夫
レ
愚
智
凡
夫
ニ
至
リ
テ
ハ
、
正
法
時

ノ
制
文
ヲ
以
ウ
。
而
レ
ド
モ
末
法
濁
亂
ノ
世
ナ
レ
バ
、
名
字
ノ
儒
者
、
機
に
教
エ
人
ニ
法
ヲ
垂
ル
ル
モ
令
サ
レ
ズ
。
此
ニ
由
リ
テ
非
ヲ

制
ス
。」
と
も
読
め
、
同
文
は
そ
の
ま
ま
で
時
宜
に
契
っ
た
禁
戒
の
要
請
へ
と
意
味
が
転
換
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
禁
戒
存
立
の
意

義
が
回
復
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、末
法
に
於
け
る
規
範
性
が
担
保
さ
れ
、先
の
解
釈
上
の
困
難
は
回
避
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、『
天

口
事
書
』
に
於
け
る
『
末
法
燈
明
記
』
の
引
用
が
文
脈
と
円
滑
に
連
係
す
る
と
の
前
提
に
立
つ
限
り
、
そ
う
い
っ
た
解
釈
と
切
り
離
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
神
道
的
禁
忌
を
敢
え
て
『
末
法
燈
明
記
』
に
依
拠
し
な
が
ら
語
る
彼
の
態
度
は
、
菩
薩
戒
の
積
極

的
援
用
と
も
評
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

表
十
六

龍
門
本

流
布
本



度会行忠所帯の神道書に於ける思想構成（その４）

137

k
夫
日
本
國
者
、
大
日
本
訓
之
云
於
保
屋
麻
止
。
是
我
朝
之
總
名
也
。
神
日
本
伊
波
禮
比
古
天
皇
、

自
筑
紫
而
東
征
之
後
、
建
都
於
橿
原
、
經
營
於
帝
宅
。
故
以
日
本
爲
畿
内
一
國
之

名
。
後
以
爲
大

八
洲
之
總
名
也
。大
八
洲
也
。神
語
磤
馭
盧
嶋
。
自
戈
滴
瀝
之
潮
凝
結
云
〻
。

神
明
降
跡
國
因
以
爲
神
名
也
。古
語
波
津

國
。亦
千
五
百
穂
秋
瑞
穂
國
。
是
非
此
國
之
本
號
、
唯
祝

言
而
已
。
倂
是
神
語
也
。
亦
食
國
。
食
國
直
言
毛
國
。
五
穀

是
國
土
之
毛
也
。
故
曰

毛
國
矣
。
言
人
能
其
食
五

穀
而
身
命
所
保
養
之
國
也
。俗
曰
葦
原
中
國
。
是
皆
自
然
之
名
也
。

l
凡
伊
勢
兩
宮
者
、
爲
無
上
之
宗
靈
、
而
貴
無
二
。
故
其
造
宮
之
制
者
、
柱

則
高
太
、
板
則
廣
厚
禮
。
是
皇
天
之
昌
運
、
國
家
之
之
洪
啓
古
止

波

、
當
依
神
器

之
大
造
奈
利
。
卽
移
日
少
宮
之
寶
基
、
造
伊
勢
兩
宮
焉
。

m
心
御
柱
、
一
名
忌
柱
、
一
名
天
御
量
柱
。
是
則
伊
弉
諾
伊
弉
冉
尊
御
量
事

化
原
、
陰
陽
變
通
本
基
、
諸
神
化
生
心
臺
也
。

最
後
に
、
流
布
本
j
以
下
に
見
る
龍
門
本
と
共
通
し
な
い
独
自
箇
所
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
先
に
検
討
し
た
流
布
本
n
、
o
は
流
布

本
m
の
後
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
龍
門
本
で
主
題
と
さ
れ
た
象
徴
性
の
読
み
解
き
が
流
布
本
で
は
論
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
形
に
な
っ

て
い
る
の
が
分
か
る
。

さ
て
、
流
布
本
k
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
文
を
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
例
え
ば
『
神
祗
譜
傳
圖
記
』

に
「
通
云
、山
跡
。
山
謂
之
耶
麻
。
跡
謂
之
土
。
音
登
戶
反
。
夫
天
地
割
判
、泥
濕
未

。
是
以
栖
山
往
來
。
因
多
蹤
。
故
曰
耶
麻
土
。

又
古
語
謂
居
住
爲
土
。
言
土
住
據
於
山
也
。」74
、
ま
た
「
元
年
甲
寅
歲
冬
十
月
、
發
向
日
本
國
。
天
皇
親
帥
諸
皇
子
舟
師
東
征
焉
。
八
年

辛
酉
、
建
都
橿
原
經
營
帝
宅
。」75

と
あ
る
な
ど
、
表
記
を
相
違
さ
せ
て
は
い
て
も
、
そ
の
殆
ど
は
他
の
神
祇
書
を
素
材
と
し
て
構
成
さ

れ
た
も
の
と
考
え
て
宜
し
い
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
「
食
國
直
言
毛
國
。
五
穀
是
國
土
之
毛
也
」
な
ど
に
つ
い
て
は
全
く
典
拠
が
明
か
で

は
な
く
、
流
布
本
に
独
自
の
内
容
を
認
め
る
必
要
が
有
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
自
然
之
名
」
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
成
尊
『
眞
言
付

法
纂
要
抄
』
の
「
抑
於
贍
部
州
八
萬
四
千
聚
落
之
中
。
准
陽
谷
内
感
。
祕
密
教
事
。
見
上
。
又
昔
威
光
菩
薩
摩
利
支
天
卽

大
日
化
身
也
常
居
日
宮
。
除

阿
修
羅
王
難
。
今
遍
照
金
剛
。
鎭
住
日
域
。
增
金
輪
聖
王
福
。
神
號
天
照
尊
。
刹
名
大
日
本
國
乎
。
自
然
之
理
。
立
自
然
名
。」76

が
参
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照
さ
れ
た
痕
跡
と
考
え
ら
れ
の
で
、
当
該
箇
所
に
見
る
独
特
な
言
い
回
し
は
必
ず
し
も
そ
の
独
創
性
に
還
元
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

次
に
流
布
本
l
は
、『
神
祗
譜
傳
圖
記
』
の
「
夫
天
照
太
神
與
豐
受
太
神
、
則
無
上
之
宗
神
、
而
尊
無
與
二
。」77

と
、『
寶
基
本
紀
』

の
「
其
造
宮
之
制
者
、
柱
則
高
太
、
板
則
廣
厚
禮
。
是
皇
天
之
昌
運
、
國
家
之
洪
啓
事波
、
宜
助
神
器
之
大
造
奈
利
。
卽
承
皇
天
之
嚴
命
天
、

移
日
小
宮
之
寶
基
造
伊
勢
兩
宮
焉
」78

の
両
書
よ
り
構
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

流
布
本
m
は
『
御
鎭
座
本
紀
』
の
「
是
則
伊
弉
諾
・
伊
弉
冉
尊
鎭
府
、
陰
陽
變
通
之
本
基
、
諸
神
化
生
之
心
臺
也
」79

に
基
づ
き
記

述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
両
本
の
思
想
的
関
係
性

以
上
、
龍
門
本
と
流
布
本
を
対
照
比
較
し
て
き
た
が
、
龍
門
本
は
象
徴
性
の
解
読
に
、
流
布
本
は
天
降
り
以
後
の
歴
史
的
經
緯
に
、

そ
れ
ぞ
れ
強
調
点
の
相
違
が
明
瞭
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、「
天
口
事
書
」
と
の
題
目
か
ら
照
ら
す
な
ら
、
何
れ
も
そ
れ
に
相
応
し
い

内
容
が
披
瀝
さ
れ
た
と
言
え
、
共
に
「
天
口
事
書
」
と
し
て
の
体
裁
を
保
っ
て
い
る
。

鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
『
天
口
事
書
』
の
「
天
口
」
は
『
神
皇
實
錄
』
に
由
来
す
る
と
い
う
。

次
に
、現
存
す
る
諸
書
の
中
に
、こ
の
書
の
出
自
と
思
は
れ
る
も
の
を
捜
し
て
得
ら
れ
る
唯
一
の
も
の
は
、『
神
皇
実
録
』
の
「
天

神
首
」
の
説
明
に
、

名
稱
天
地
倶
生
神
一
代
、
謂
天
文
地
理
、
日
月
星
辰
状
、
此
時
明
現
、
神
聖
出
世
、
天
口
成
事

と
あ
る
注
書
き
で
あ
る
。
而
も
こ
の
語
句
が
、「
天
口
事
書
」
の
題
名
の
起
源
で
あ
る
こ
と
は
、天
口
事
書
の
引
用
文
が
多
く
『
神
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皇
実
録
』
に
拠
っ
て
ゐ
る
一
事
を
以
て
し
て
も
明
白
な
こ
と
で
あ
ら
う80
。

筆
者
も
鈴
木
氏
の
主
張
に
基
本
的
に
同
意
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
の
「
天
口
」
の
意
が
『
潛
夫
論
』（
考
績
）
の
「
夫

聖
人
爲
天
口
、
賢
人
爲
聖
譯
。
是
故
聖
人
之
言
、
天
之
心
也
。
賢
者
之
所
說
、
聖
人
之
意
也
。
先
師
京
君
、
科
察
考
功
、
以
遺
賢
俊
、

太
平
之
基
、
必
自
此
始
、
無
爲
之
化
、
必
自
此
來
也
。」81

に
依
拠
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
、「
太
平
之
基
」「
無

爲
之
化
」
の
源
と
な
る
「
天
之
心
」
は
、「
天
口
」
た
る
「
聖
人
」
を
通
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
れ
と
同
様
の
構
え
は『
神
皇
實
錄
』の「
應
化
神
名
曰
天
御
中
主
神
。未
顯
露
名
國
常
立
尊
。亦
稱
國
底
立
尊
。天
地
之
間
稟
氣
之
靈
、

蒙
一
大
五
種
之
神
力
、
受
天
地
父
母
之
生
身
。
以
言
語
授
世
人
。
依
之
得
一
切
智
心
、
利
萬
物
生
化
也
。」82

と
な
る
箇
所
に
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
、
無
形
の
神
が
有
形
の
姿
を
世
間
に
示
し
、「
言
語
」
を
授
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
有
形
の
神

が
『
潛
夫
論
』
で
言
う
「
天
口
」
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
言
に
導
か
れ
「
得
一
切
智
心
、
利
萬
物
生
化
」
が
期
さ

れ
て
お
れ
ば
、
仏
教
の
実
践
論
が
写
像
さ
れ
て
い
る
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
れ
ば
、
彼
の
未
形
の
神
は
言
語
の
発
生
以

前
に
位
置
し
て
お
り
、
仏
教
的
に
言
う
な
ら
「
不
可
説
真
如
」
も
含
意
さ
れ
た
と
見
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
窺
っ
て
み
る

と
、そ
の
不
可
説
の
源
底
か
ら
発
す
る
言
葉
の
媒
介
に
「
天
口
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
神
皇
實
錄
』
で
「
一

切
智
心
」
が
語
ら
れ
、
同
時
に
源
底
の
真
如
か
ら
利
他
を
開
く
構
え
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
成
事
」
は
例
え
ば
『
成

唯
識
論
』
で
「
三
變
化
身
。
謂
諸
如
來
由
成
事
智
變
現
無
量
隨
類
化
身
。
居
淨
穢
土
爲
未
登
地
諸
菩
薩
衆
二
乘
異
生
稱
彼
機
宜
現
通
說

法
令
各
獲
得
諸
利
樂
事
。」83

と
言
う
よ
う
な
、
利
他
を
開
く
「
成
事
智
」
の
「
成
事
」
が
示
唆
さ
れ
た
と
も
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
鑑
み
る
な
ら
、「
天
口
事
書
」
は
「
現
世
に
於
け
る
未
形
の
神
の
利
他
的
展
開
」
を
主
題
と
し
た
書
と
し
て
了
解
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
象
徴
の
読
み
解
き
に
よ
り
開
く
の
が
龍
門
本
で
、
歴
史
的
経
緯
か
ら
語
ろ
う
と
す
る
の
が
流
布
本
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
両
本
は
語
り
方
を
相
違
さ
せ
な
が
ら
も
、
等
し
く
「
天
口
事
書
」
た
り
う
る
も
の
と
見
え
る
。
ま
た
、
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両
本
は
親
し
く
典
拠
を
共
有
し
、そ
の
各
々
に
独
自
な
記
述
も
共
有
さ
れ
た
思
想
的
文
脈
か
ら
外
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
一
種
の
変
奏
の
如
き
連
続
性
を
持
つ
別
編
集
版
と
し
て
の
性
質
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

鈴
木
氏
も
「
龍
門
本
天
口
事
書
は
西
河
原
行
忠
の
手
に
よ
つ
て
、
弘
安
三
年
六
月
に
撰
述
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
南
北
朝
時
代
の
争
乱

の
裡
に
散
佚
し
、
尋
い
で
神
本
（
筆
者
註　
流
布
本
）
天
口
事
書
が
、
行
忠
の
天
口
事
書
の
残
簡
や
前
記
経
典
を
参
酌
し
て
、
撰
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。」84

と
言
い
、両
本
の
前
後
関
係
を
考
え
る
上
で
思
想
的
連
続
性
を
認
め
て
い
る
。
勿
論
、流
布
本
と『
皇

字
沙
汰
文
』
と
の
同
文
関
係
を
鍵
に
導
か
れ
た
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
、既
に
述
べ
て
き
た
通
り
必
ず
し
も
妥
当
と
は
考
え
難
い
た
め
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
意
で
き
な
い
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
仮
に
氏
の
主
張
の
通
り
、
流
布
本
を
後
の
成
立
と
す
る
に

せ
よ
、「
行
忠
の
天
口
事
書
の
残
簡
や
前
記
経
典
を
参
酌
」
す
る
こ
と
で
流
布
本
が
成
立
し
た
と
想
定
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ

た
内
容
は
必
ず
し
も
龍
門
本
成
立
期
よ
り
時
代
的
に
下
が
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

撿
秘
義
並
天
口

事
書

曰
。
天
照
坐
皇
太
神
天
降
坐
以
前
。
從
上
天
志
天
投
降
給
比
志
天
逆
太
刀
逆
鉾
金
鈴
等
。
此
河
上
爾
留
坐
以
來
。
常
建

五
色
之
雲
。
有
金
玉
之
聲
幾
。
照
輝
如
日
月
。
太
田
命
惟
小
緣
之
物
爾
不
坐
止
天
崇
祭
之
。
因
以
名
也85
。

右
は
『
神
名
祕
書
』（
略
本
）
裏
書
か
ら
の
引
用
と
な
る
が
、
そ
こ
に
流
布
本
f
と
の
同
文
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
裏
書
を
無
批
判

に
本
文
と
一
様
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
秘
義
」
に
割
注
し
て
「
並
天
口
事
書
」
と
有
る
点
は
注
意
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、
彼

の
一
文
は
「
秘
義
」
と
『
天
口
事
書
』
に
併
存
し
、
且
つ
そ
の
当
時
、「
天
口
事
書
」
と
し
て
よ
り
も
「
秘
義
」
の
名
の
元
に
通
用
し

た
状
況
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
秘
義
」
が
流
布
本
か
ら
別
行
さ
れ
た
と
見
る
よ
り
、「
秘
義
」
が
流
布
本
に
採
録
さ
れ
た

と
考
え
る
の
が
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
行
忠
と
の
思
想
的
関
わ
り
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
流
布
本
に
限
り

見
ら
れ
る
記
述
に
つ
い
て
も
直
ち
に
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
『
天
口
事
書
』
の
成
立
論
を
扱
っ
て
お
ら

ず
、
行
忠
と
同
時
代
の
思
想
動
向
を
窺
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
、
両
本
は
一
応
に
等
し
く
取
り
扱
わ
れ
る
必
要
が
有
ろ
う
と
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考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
『
天
口
事
書
』
の
思
想
的
特
徴

以
上
、『
天
口
事
書
』の
思
想
構
成
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
従
前
よ
り
成
立
し
て
い
た
神
祗
書
、及
び
中
国
古
典
思
想・仏
教（
密

教
）
思
想
を
活
用
し
て
自
説
を
展
開
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
諸
教
混
交
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
他
の
神
祇
書
に
比
し
て
殊
更
特
別
視

す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
た
語
ら
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
些
か
の
相
違
を
孕
む
も
の
の
、
そ
う
い
っ
た
話

題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
に
大
き
な
相
違
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
菩
薩
戒
に
係
る
言
説
を
用
い
て
神
道
的
禁
忌

を
語
る
態
度
は
他
の
神
祗
書
に
は
顕
れ
て
は
お
ら
ず
、
こ
こ
に
『
天
口
事
書
』
の
際
立
っ
た
個
性
を
認
め
て
宜
し
い
と
思
わ
れ
る
。

彼
の
特
徴
的
言
説
は
主
に
『
比
丘
應
供
法
行
經
』
に
由
っ
て
い
る
。
し
か
し
該
書
は
既
に
失
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
全
容
を
窺
い
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
『
出
三
藏
記
集
』
に
「
比
丘
應
供
法
行
經
一
卷　
此
經
前
題
云
羅
什
出
。
祐
案
、
經
卷
舊
無
譯

名
、
兼
羅
什
所
出
又
無
此
經
、
故
入
疑
錄

」86

と
あ
る
よ
う
に
、

出
自
不
明
の
疑
経
と
扱
わ
れ
て
き
た
上
に
、
大
陸
に
於
て
は
人
師
の
依
用
も
極
め
て
限
定
的
で
、
僅
か
に
圓
測
の
『
仁
王
經
疏
』、
法

蔵
の
『
梵
網
經
菩
薩
戒
本
疏
』
で
の
引
用
が
知
ら
れ
る
程
度
に
留
ま
る
。
し
か
も
そ
の
引
用
の
範
囲
も
「
比
丘
應
供
法
行
經
云
。
若
我

弟
子
有
受
別
請
者
。
是
人
定
失
一
果
二
果
三
果
四
果
。
不
名
比
丘
。
是
其
不
得
國
王
地
行
。
不
得
飮
食
國
王
水
。
有
五
百
大
鬼
。
常
遮

其
前
。
是
比
丘
七
劫
不
見
佛
。
佛
不
授
手
。
不
得
受
檀
越
物
。
五
千
大
鬼
常
隨
其
後
。
言
佛
法
中
大
賊
。
諸
比
丘
應
作
次
第
請
僧
。
七

佛
法
如
是
。
次
第
僧
中
。
有
佛
化
僧
四
道
果
僧
菩
薩
僧
七
賢
僧
凡
夫
僧
。
欲
使
四
方
檀
越
得
如
是
僧
故
。
莫
別
受
請
。」87
と
共
通
し
、『
梵

網
經
』
で
別
請
を
戒
め
た
「
受
別
請
戒
第
二
十
七
」
と
同
義
と
し
て
扱
う
理
解
も
一
致
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、『
比
丘
應
供
法
行
經
』

の
思
想
を
客
観
的
に
評
価
し
え
な
い
ま
で
も
、
こ
う
い
っ
た
限
定
的
な
受
容
の
在
り
方
か
ら
、
そ
れ
が
『
梵
網
經
』
に
近
接
し
た
経
典
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と
し
て
専
ら
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
『
比
丘
應
供
法
行
經
』
の
当
該
箇
所
は
『
梵
網
經
』
の
「
故

毀
禁
戒
戒
第
四
十
三
」の「
若
佛
子
。
信
心
出
家
受
佛
正
戒
。
故
起
心
毀
犯
聖
戒
者
。
不
得
受
一
切
檀
越
供
養
。
亦
不
得
國
王
地
上
行
。

不
得
飮
國
王
水
。
五
千
大
鬼
常
遮
其
前
。
鬼
言
大
賊
。
若
入
房
舍
城
邑
宅
中
。
鬼
復
常
掃
其
脚
跡
。
一
切
世
人
罵
言
佛
法
中
賊
。
一
切

衆
生
眼
不
欲
見
。
犯
戒
之
人
畜
生
無
異
木
頭
無
異
。
若
毀
正
戒
者
。
犯
輕
垢
罪
」88

と
も
極
め
て
良
く
似
て
お
り
、
経
の
成
り
立
ち
か
ら

し
て
『
梵
網
經
』
に
近
い
位
置
に
在
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
鑑
み
た
結
果
、『
末
法
燈
明
記
』
か
ら
『
天
口
事
書
』
に
持
ち
込
ま
れ
た
『
比
丘
應
供
法
行
經
』
の
言
説
が
『
梵
網
經
』

と
極
め
て
親
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
が
神
道
的
に
換
言
は
さ
れ
て
は
い
て
も
、
同
時
に
菩
薩
戒
思
想
の
導
入
と
い
っ
た
側

面
を
露
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
戒
は
も
と
よ
り
仏
教
徒
の
行
動
規
範
で
あ
る
。
な
れ
ば
、
そ
の
振
舞
は
仏
教
信
仰
の
具
現
に
他
な
ら
ず
、

そ
れ
故
、外
形
的
に
仏
教
を
忌
避
し
た
神
宮
祠
官
ら
が
、す
ぐ
さ
ま
仏
戒
の
軌
範
を
祭
祀
に
持
ち
込
む
事
態
は
考
え
難
い
。
た
し
か
に
、

神
祇
祭
祀
と
戒
律
の
関
わ
り
は
『
中
臣
祓
訓
解
』
或
い
は
『
中
臣
祓
記
解
』
で
已
に
示
唆
さ
れ
て
は
い
た
。
だ
が
そ
こ
で
は
「
神
誡
は

仏
戒
に
通
じ
る
」
と
言
う
も
の
で
、「
佛
說
言
、
垂
跡
所
誡
、
通
諸
佛
顯
戒
、
隨
諸
神
之
誡
、
順
諸
佛
之
戒
」89

と
の
表
記
か
ら
、
両
者

の
並
挙
に
は
、
そ
の
間
に
明
確
な
範
疇
の
区
分
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
『
沙
石
集
』
の
「
太
神
宮
御
事
」90

で
も
「
去
弘
長
年
中
、
太
神

宮
ヘ
詣
デ
侍
シ
ニ
、
或
社
官
ノ
語
シ
ハ
」
と
し
て
、「
然
ニ
當
社
ノ
神
官
ハ
、
自
然
ニ
梵
網
ノ
十
重
ヲ
持
ル
也
。
人
ヲ
殺
害
シ
ヌ
レ
バ
、

永
ク
氏
ヲ
放
タ
ル
。
波
羅
夷
罪
ノ
佛
子
ノ
數
ニ
入
ザ
ル
ガ
如
シ
。
人
ヲ
打
擲
刃
傷
シ
ヌ
レ
バ
解
官
セ
ラ
ル
。
輕
罪
ニ
似
タ
リ
。」
と
言

い
、神
宮
祠
官
の
行
動
規
範
と
梵
網
戒
が
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、「
自
然
ニ
梵
網
ノ
十
重
ヲ
持
ル
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

両
者
の
類
似
性
・
互
換
性
を
認
め
た
と
い
っ
た
範
囲
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
身
の
神
道
的
軌
範
を
梵
網
戒
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
い
う
志

向
ま
で
は
見
え
て
こ
な
い
。
片
や
『
天
口
事
書
』
で
の
『
末
法
燈
明
記
』
の
引
用
は
、
彼
の
文
章
を
神
道
的
に
換
言
す
る
こ
と
で
『
天
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口
事
書
』
本
文
を
形
成
し
て
お
り
、
仏
戒
と
神
道
的
禁
戒
を
明
確
に
峻
別
す
る
よ
う
な
意
識
は
希
薄
化
し
た
と
言
え
る
。
し
か
も
『
比

丘
應
供
法
行
經
』
を
媒
介
に
梵
網
戒
の
受
別
請
戒
が
持
ち
込
ま
れ
た
点
を
鑑
み
る
な
ら
、
以
前
よ
り
も
積
極
的
に
摂
取
す
る
態
度
に
転

じ
た
と
評
価
し
て
宜
し
い
だ
ろ
う
。

特
に
流
布
本
j
に
見
る
「
內
外
淸
淨
」
と
「
別
請
」
の
誡
を
組
み
合
わ
せ
て
論
じ
る
態
度
は
、
無
住
の
言
う
「
染
淨
四
句
」
で
の

語
り
方
に
親
し
く
見
え
る
。

『
沙
石
集
』
で
は
「
古
德
菩
薩
ノ
戒
ヲ
釋
ル
ニ
付
テ
、
行
人
〔
ニ
〕
四
句
ヲ
作
リ
」91

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

一
ニ
ハ
外
ハ
淨
ク
內
ニ
染
ナ
ル
、
是
ハ
戒
ヲ
持
ニ
似
テ
、
內
ニ
放
逸
ナ
ル
故
、
信
施
消
ジ
ガ
タ
ク
、
佛
法
ノ
中
ノ
賊
也
。
コ
ト

サ
ラ
ニ
戒
ヲ
破
テ
外
ヲ
カ
ザ
ル
ヲ
バ
、
五
千
ノ
大
鬼
賊
々
ト
云
テ
、
其
足
ノ
跡
ヲ
ハ
ラ
フ
ト
注
ニ
ハ
說
リ
。
可
恐
々
々
。
行
德

ナ
ク
シ
テ
空
ク
施
ヲ
受
ル
ハ
無
間
ノ
業
ト
ナ
ル
。
心
ア
ラ
ム
人
恐
ベ
シ
。
南
山
ハ
、「
刀
ナ
キ
賊
」
ト
、
釋
シ
給
ヘ
リ
。
律
中

ニ
戒
ヲ
持
ツ
ニ
、
四
ノ
シ
ナ
ヲ
ワ
カ
ツ
。
是
ヲ
四
分
齋
ト
云
フ
。
名
利
ノ
爲
ニ
受
ケ
持
ハ
賊
分
齋
ト
云
、
賊
ノ
分
也
。
賊
ト
イ

フ
ハ
人
ノ
財
ヲ
失
フ
。
戒
行
等
ノ
德
ナ
ケ
レ
バ
、
施
主
、
福
ヲ
ウ
ル
事
ナ
シ
。
彼
財
ヲ
徒
ニ
失
フ
、
是
レ
賊
也
。
罪
分
齋
ハ
當

来
ノ
悪
趣
ヲ
恐
テ
タ
モ
ツ
。
福
分
齋
は
人
天
ノ
果
報
ヲ
願
ヒ
、
道
分
齋
〔
ハ
〕
涅
槃
ヲ
期
ス
ル
也
。
サ
レ
バ
、
內
ハ
キ
タ
ナ
ク

外
ハ
淸
。
賊
ニ
ア
タ
ル
ベ
キ
ニ
ヤ
。

二
〔
ニ
ハ
〕
內
は
淸
ク
外
ハ
染
ナ
ル
ハ
、
德
ヲ
陰
シ
テ
信
施
ヲ
ウ
ケ
ズ
、
內
に
道
德
ア
ル
、〔
コ
レ
〕
勝
タ
リ
。

三
ニ
ハ
內
外
共
〔
ニ
〕
淨
ナ
ル
、
コ
レ
ハ
教
ノ
本
意
、
菩
薩
ノ
本
也
。

四
ニ
ハ
内
外
共
染
ナ
ル
、
是
ハ
一
向
ノ
放
逸
ノ
人
也
。
行
人
ニ
ア
ラ
ズ
。

無
住
の
言
う
「
古
德
菩
薩
」
を
無
媒
介
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
「
戒
ヲ
釋
」
し
た
内
容
か
ら
す
る
と
、
新
羅

の
大
賢
が
指
示
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
。
彼
の
『
菩
薩
戒
宗
本
要
』
に
は
「
二
犯
不
同
分
相
攝
大
乘
說
。
菩
薩
性
罪
不
現
行
故
。
與
聲
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聞
共
相
似
。
遮
罪
有
現
行
故
。
與
彼
不
共
。
於
此
處
所
。
有
聲
聞
犯
菩
薩
不
犯
。
有
菩
薩
犯
聲
聞
不
犯
。
菩
薩
具
有
身
語
心
戒
。
聲
聞

唯
有
身
語
二
戒
。
謂
人
與
行
各
有
四
句
。
人
四
句
者
。
一
內
邪
外
正
。
二
外
染
內
淨
。
三
倶
淨
。
四
倶
染
。
行
四
句
者
。
一
合
小
福
而

乖
廣
大
。
二
順
深
遠
而
違
淺
近
。
三
倶
順
。
四
倶
違
。
此
中
菩
薩
取
中
間
二
故
。
與
聲
聞
自
有
不
同
。」92

と
有
り
、『
沙
石
集
』
に
見
る

四
句
の
構
え
と
一
致
す
る
。

さ
て
、無
住
は
別
請
を
貪
る
出
家
者
を
『
比
丘
應
供
法
行
經
』
の
件
の
文
章
を
引
き
合
い
に
「
賊
」
と
呼
ん
で
厳
し
く
指
弾
し
、「
內

淨
外
染
」「
內
外
共
淨
」
に
菩
薩
の
姿
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
流
布
本
j
は
専
ら
「
內
外
淸
淨
」
を
言
い
、「
內
淨
外
染
」
を
認

め
る
こ
と
は
せ
ず
、こ
こ
に
大
賢
や
無
住
と
の
相
違
が
見
え
る
。
実
に『
菩
薩
戒
宗
本
要
』で
は「
然
菩
薩
戒
。
意
地
爲
本
。」93
、『
沙
石
集
』

で
も
「
萬
ノ
振
舞
ノ
善
惡
ハ
、
心
ノ
ム
ケ
ヤ
ウ
ニ
ワ
カ
レ
タ
リ
。」94

な
ど
と
言
い
、
仏
教
人
師
は
「
利
他
の
方
便
を
機
根
に
応
じ
て
多

様
に
開
く
べ
き
菩
薩
は
、
方
便
と
し
て
の
悪
を
予
め
除
外
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
に
よ
り
善
巧
た
り
う
る
」
と
す
る
考
え
方
を
根
底
に
有

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
無
住
は
「
內
は
淸
ク
外
ハ
染
ナ
ル
ハ
、
德
ヲ
陰
シ
テ
信
施
ヲ
ウ
ケ
ズ
、
內
に
道
德
ア
ル
、〔
コ
レ
〕
勝
タ

リ
。」
と
評
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、『
天
口
事
書
』
の
場
合
は
、そ
う
い
っ
た
菩
薩
の
自
在
な
利
他
を
祭
祀
に
求
め
て
は
お
ら
ず
、

寧
ろ
自
然
界
の
道
理
に
応
じ
た
軌
範
を
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
無
住
は
「
內
外
倶
淨
」
を
「
教
ノ
本
意
、
菩
薩
ノ

本
」
と
言
う
の
で
、『
天
口
事
書
』
の
見
解
は
原
則
論
的
で
あ
る
と
言
え
、
そ
れ
故
、
無
住
に
対
し
て
対
立
的
と
言
う
よ
り
、
選
択
的

な
態
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
天
口
事
書
』
が
『
沙
石
集
』
の
言
説
に
親
し
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
大
賢
の
言
説
が
無
住
に
独

占
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
必
ず
し
も
彼
に
独
自
な
言
説
と
は
断
定
し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
直
接
的
な
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
に
ま
で
は
至

れ
な
い
。
実
に
、
無
住
が
叡
尊
教
団
と
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
叡
尊
に
『
菩
薩
戒
本
宗
要
』
を
註

し
た
『
菩
薩
戒
本
宗
要
輔
行
文
集
』
が
見
え
、
ま
た
『
西
大
勅
譌
興
正
菩
薩
行
實
年
譜
』
を
窺
う
と
、
曆
仁
元
年
に
は
「
菩
薩
三
十
八
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歳
、
春
二
月
、
爲
徒
僧
講
南
山
敎
誡
律
儀
靈
芝
六
物
圖
靑
丘
戒
本
宗
要
等
」95
、
ま
た
寶
治
二
年
に
は
「
九
月
受
衆
請
。
講
梵
網
古
迹
記
。

戒
本
宗
要
等
。
于
法
華
寺
。
學
者
犇
趨
。
如
水
赴
壑
。」96

と
有
り
、『
沙
石
集
』
の
成
立
以
前
よ
り
『
菩
薩
戒
本
宗
要
』
が
講
じ
ら
れ
て

い
た
様
子
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
先
に
掲
げ
た
無
住
の
言
う
四
句
も
、
叡
尊
と
の
関
係
を
前
提
に
着
想
さ
れ
た
可
能
性
を
低

く
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
『
菩
薩
戒
本
宗
要
輔
行
文
集
』
を
窺
っ
て
み
る
と
、
該
書
は
「
行
四
句
」
に
つ
い
て
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、「
人
四
句
」

に
関
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
ず
、
叡
尊
が
そ
れ
を
如
何
に
理
解
し
た
か
全
く
判
然
と
し
て
こ
な
い
。
た
し
か
に
該
書
は
一
応
に
註
釈
書

の
類
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
て
も
、文
中
の「
私
曰
」以
下
に
見
る
叡
尊
自
身
の
註
は
極
め
て
分
量
が
少
な
く
、そ
の
全
体
は
殆
ど『
菩

薩
戒
本
宗
要
』
の
典
拠
の
捜
索
に
割
か
れ
て
お
り
、
勿
論
、
そ
の
典
拠
の
求
め
方
に
叡
尊
の
思
想
を
窺
う
に
せ
よ
、
彼
の
思
想
を
把
握

す
る
に
は
必
ず
し
も
十
分
な
資
料
と
は
な
り
え
な
い
。「
行
四
句
」
の
註
に
つ
い
て
も
、『
寶
積
經
』
第
九
十
を
典
拠
に
挙
げ
る
に
留
ま

っ
て
お
り
、
情
報
量
は
極
め
て
低
い
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
「
人
四
句
」
の
註
の
不
在
を
鑑
み
る
と
、
仮
に
註
が
施
さ
れ
た
と
し
て
も

典
拠
が
提
示
さ
れ
る
程
度
に
留
ま
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、「
人
四
句
」
を
軽
視
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
典
拠
を
見
出
せ
な
か
っ
た
点
に

理
由
を
求
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
大
賢
の
言
う
「
人
四
句
」
も
「
行
四
句
」
も
、
実
の
と
こ
ろ
元
暁
の
『
菩
薩
戒
本
持

犯
要
記
』
の
「
然
邪
正
之
相
易
濫
。
罪
福
之
性
難
分
。
何
則
或
內
意
實
邪
。
而
外
迹
似
正
。
或
表
業
同
染
。
而
中
心
淳
淨
。
或
有
作
業

合
少
福
。
而
致
大
患
。
或
有
心
行
順
深
遠
。
而
違
淺
近
。」97

に
基
づ
い
て
お
り
、
直
接
経
典
に
当
っ
て
創
唱
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
そ
う
な
る
と
、『
菩
薩
戒
本
持
犯
要
記
』
か
ら
展
開
さ
れ
た
彼
の
四
句
は
『
菩
薩
戒
本
宗
要
』
に
独
特
な
言
説
で
あ
っ
た
と
言
え
、

典
拠
の
捜
索
は
も
と
よ
り
困
難
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。こ
う
い
っ
た
性
格
の
言
説
が
無
住
に
反
映
し
た
の
も
、『
菩
薩
戒
本
宗
要
』

を
重
用
し
た
叡
尊
教
団
を
経
由
し
て
の
こ
と
と
理
解
す
る
の
が
適
当
と
考
え
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、『
天
口
事
書
』
の
件
の
言
説
は
、
広
い
意
味
で
、
無
住
を
含
め
た
叡
尊
教
団
の
言
説
の
流
入
と
捉
え
て
お
く
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こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
『
天
口
事
書
』
に
於
け
る
菩
薩
戒
に
係
る
記
述
は
、
当
時
の
今
日
的
な
仏
教
説
と
深
く
関
係
し
、
菩
薩

戒
を
巡
る
仏
教
教
団
の
思
想
的
動
向
と
連
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
く
る
。

菩
薩
戒
は
以
前
よ
り
天
台
宗
で
重
用
さ
れ
て
い
た
。
と
は
言
え
、『
天
口
事
書
』
の
成
立
期
と
推
測
さ
れ
る
鎌
倉
時
代
中
期
に
注
目

す
る
な
ら
、
戒
律
復
興
運
動
を
主
導
し
た
叡
尊
が
菩
薩
戒
普
及
の
担
い
手
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
。
凝
然
の
『
律
宗
綱
要
』
で
「
律
宗

中
興
普
天
彌
滿
。
啻
是
覺
盛
。
睿
尊
兩
德
善
巧
大
願
之
力
者
也
。」98

と
言
い
、ま
た「
然
則
律
法
中
興
。
南
北
二
京
五
幾
七
道
隨
緣
弘
通
。

任
宜
流
演
。
横
遍
如
此
。
竪
窮
可
得
。
佛
法
久
住
之
德
。
此
律
寔
新
。
國
家
泰
平
之
祥
。
斯
宗
甚
大
。
護
法
不
窮
。
濟
生
無
盡
。
戒
律

之
功
其
事
照
彰
。
尸
羅
之
力
目
益
炳
著
。」99

と
言
う
の
も
、
過
分
な
評
価
と
は
言
え
ま
い
。

叡
尊
は
天
台
宗
人
師
と
同
様
に
梵
網
戒
を
重
視
し
て
お
り
、
両
者
何
れ
も
『
梵
網
經
』
の
供
す
る
如
来
蔵
の
構
え
を
基
礎
的
に
共

有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

最
澄
は
『
顯
戒
論
』「
開
示
佛
戒
別
解
脫
戒
明
據
二
十
」
に
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

謹
案
。
梵
網
經
下
卷
云
爲
此
地
上
一
切
衆
生
。
凡
夫
癡
闇
之
人
。
說
我
本
盧
舍
那
佛
心
地
中
。
初
發
心
中
。
常
所
誦
一
戒
。
光

明
金
剛
寶
戒
。
是
一
切
佛
本
源
。
一
切
菩
薩
本
源
。
佛
性
種
子
。
一
切
衆
生
。
皆
有
佛
性
。
一
切
意
識
色
心
。
是
情
是
心
。
皆

入
佛
性
戒
中
。
當
當
常
有
因
。
故
有
當
當
常
住
法
身
。
如
是
十
波
羅
提
木
叉
。
出
於
世
界
。
是
法
戒
。
是
三
世
一
切
衆
生
。
頂

戴
受
持
。
吾
今
當
爲
此
大
衆
。
重
說
十
無
盡
藏
戒
品
。
一
切
衆
生
戒
。
本
源
自
性
淸
淨
已
上

經
文
明
知
。
大
乘
別
解
脫
戒
。
此
戒
最
尊
也
。

又
云

　
一
切
有
心
者　
皆
應
攝
佛
戒

　
衆
生
受
佛
戒　
旣
入
諸
佛
位

　
位
同
大
覺
已　
眞
是
諸
佛
子
已
上

經
文
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明
知
。
不
同
藏
通
菩
薩
共
小
律
儀
也100
。

右
に
よ
れ
ば
、「
大
乘
別
解
脫
戒
」
は
「
藏
通
菩
薩
」
の
「
小
律
儀
」
と
明
確
に
相
違
す
る
と
い
う
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
梵
網
經
』

を
挙
げ
る
わ
け
だ
が
、
経
よ
り
引
か
れ
た
当
該
箇
所
は
「
光
明
金
剛
寶
戒
」
を
「
一
切
佛
本
源
」「
一
切
菩
薩
本
源
」「
佛
性
種
子
」
に

基
礎
付
け
た
論
理
を
提
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
戒
の
「
最
尊
」
な
る
性
格
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
っ

た
如
来
蔵
の
構
え
を
持
つ
菩
薩
戒
理
論
の
基
礎
的
領
域
は
最
澄
の
時
点
に
ま
で
遡
る
不
動
の
定
説
で
あ
っ
た
と
見
て
良
い
。

叡
尊
在
世
時
に
重
な
る
恵
尋
、
ま
た
最
澄
仮
託
の
『
一
心
金
剛
戒
體
秘
決
』
等101
の
記
述
を
窺
っ
て
み
て
も
、
そ
の
基
礎
理
論
に
変

更
は
無
く
、
そ
こ
に
天
台
と
叡
尊
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
し
か
に
『
一
心
金
剛
戒
體
祕
決
』
で
は
、
戒
体
に
因

分
と
果
分
を
認
め
、因
分
を
『
梵
網
經
』、果
分
を
『
法
華
經
』
と
し
て
「
正
依
法
華
傍
依
梵
網
」
を
打
ち
出
し
、菩
薩
戒
に
於
け
る
『
梵

網
經
』
の
位
置
は
大
き
く
後
退
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
従
前
説
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
面
は
有
る
。
し
か
し
該
書
は
こ
の
理
解
を
巡
っ

て
教
証
に
些
か
の
困
難
を
抱
え
て
お
り
、
果
分
を
『
法
華
經
』
本
文
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
残
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
っ
た
思
想
的
新
味
を
法
華
至
上
主
義
の
表
出
と
評
す
る
に
し
て
も
、
理
論
的
に
は
『
梵
網
經
』
の
如
來
藏
の

構
え
を
全
く
払
拭
し
て
お
ら
ず
、
変
わ
ら
ず
彼
の
論
理
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
寧
ろ
『
一
心
金
剛
戒
體
祕
決
』
に
見
る

特
徴
は
「
蓋
圓
頓
戒
。
煩
不
立
妙
解
妙
行
。
不
向
觀
念
坐
禪
。
只
直
信
性
德
本
有
金
剛
寶
戒
在
我
心
中
。
直
持
住
本
有
三
身
戒
德
。
思

我
卽
佛
果
。
與
本
地
三
身
一
體
時
。
卽
住
三
身
圓
滿
戒
德
。
頓
悟
妙
道
。
不
可
過
之
。」102

と
あ
る
よ
う
に
、
持
戒
の
觀
念
化
を
著
し
く

進
め
て
い
る
点
に
在
り
、
実
に
こ
こ
に
於
て
叡
尊
の
主
張
と
大
い
に
分
岐
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

叡
尊
は
『
興
正
菩
薩
御
教
誨
聽
聞
集
』
で
「
サ
ル
程
ニ
学
真
言
教
輩
、
多
魔
道
ニ
堕
ツ
。
以
之
見
教
ノ
所
判
律
法
ノ
依
不
立
也
。

今
文
集
ニ
所
引
瑜
伽
七
十
五
ノ
文
意
ニ
符
合
セ
リ
。
遺
教
経
ニ
云
、「
若
無
浄
戒
、
諸
善
功
徳
、
皆
不
得
生
」
云
々
。
大
乗
ハ
利
他
ヲ
本

ト
ス
。
而
無
律
儀
、
摂
善
饒
益
無
故
ニ
、
我
ガ
本
意
専
利
他
故
、
律
儀
ヲ
タ
ヾ
シ
ク
ス
ル
ナ
リ
。
一
々
威
儀
ニ
各
十
利
ヲ
具
ガ
故
ニ
、
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比
丘
ハ
八
万
四
千
ノ
功
徳
、
常
ニ
流
テ
運
々
增
長
ス
。
又
行
戒
法
顕
理
、
速
疾
ニ
シ
テ
勝
於
浅
智
ノ
理
観
。
一
々
ノ
威
儀
ノ
下
ニ
一
々

ニ
顕
法
身
故
、
我
為
道
学
諸
大
乗
、
於
理
ノ
法
門
随
分
ニ
懸
心
、
当
時
ノ
修
行
、
律
ノ
面
ナ
ン
ド
シ
皆
菩
薩
ノ
行
ナ
ル
ガ
故
ニ
毎
事
無

違
。
教
門
ハ
雖
異
、佛
意
ノ
所
顕
、同
ク
帰
一
理
。」103

と
言
い
、持
戒
を
仏
道
実
践
の
要
件
に
据
え
、続
け
て
「
而
ヲ
憗
ニ
以
私
ノ
意
様
々

異
見
シ
テ
、
或
ハ
善
悪
不
二
ナ
ン
ド
片
端
不
及
理
意
ヲ
モ
テ
安
然
ト
シ
テ
費
年
月
、
寧
ロ
顕
何
理
」
と
言
っ
て
、「
空
の
論
理
を
利
用

す
る
こ
と
で
戒
律
の
規
範
性
を
捨
象
し
、
観
念
的
抽
象
性
に
堕
す
こ
と
」
を
厳
に
誡
め
て
い
た
。

片
や
、
天
台
の
惠
尋
も
十
地
房
覚
空
と
の
問
答104
で
、
覚
空
が
「
一
度
中
道
實
相
ノ
心
ヲ
起
シ
テ
戒
ヲ
受
ク
。
故
ニ
事
理
不
二
ナ
レ

ハ
中
道
無
退
轉
無
。
故
ニ
事
相
ノ
威
儀
全
不
失
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、「
若
事
理
不
二
ノ
故
ニ
不
失
ト
云
者
。
事
戒
旣
ニ
破
ス
。
理

性
不
失
故
ニ
事
相
不
失
如
云
。
事
相
失
ス
ト
ハ
理
性
モ
失
セ
ヨ
カ
シ
。」
と
論
難
し
、
戒
に
理
の
不
可
壊
性
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
事

と
し
て
の
戒
ま
で
も
不
可
壊
と
す
る
理
解
を
批
判
し
て
い
る
。
惠
尋
は
「
煩
惱
戒
依
破
。
全
中
道
ノ
本
心
戒
ヲ
破
ス
ト
ハ
不
可
云
也
。

我
等
カ
心
性
ノ
鏡
ニ
自
元
違
順
ノ
二
ヲ
具
ス
。
今
、
破
戒
事
ハ
違
性
カ
破
ス
ル
也
。
然
而
犯
戒
ノ
後
起
改
悔
心
を
ア
サ
マ
シ
キ
事
カ
ナ

ト
思
フ
ハ
。
違
性
ハ
ハ
レ
テ
中
道
心
性
ノ
鏡
ハ
如
本
明
了
也
。
故
ニ
一
得
永
不
失
ト
云
事
者
。
如
此
可
云
」105

と
言
い
、
寧
ろ
他
宗
の
叡

尊
に
近
し
い
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
天
台
宗
の
内
に
は
二
種
の
相
反
す
る
理
解
が
同
居
し
て
お
り
、
先
の
『
一
心
金
剛

戒
體
秘
決
』
は
直
ち
に
一
宗
全
体
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
方
の
覚
空
の
見
解
に
近
し
い
立
場
に
在
る
も
の
と
捉
え
て
お
く
必

要
が
有
る
。

さ
て
、
か
く
人
師
の
間
に
大
乗
戒
実
践
を
巡
る
理
解
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
宗
派
の
区
分
で

明
確
に
分
か
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
教
理
学
上
の
問
題
で
も
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
些
か
込
み
合
っ
た
議
論
は
一
般
的
に
は

必
ず
し
も
明
瞭
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
後
嵯
峨
院
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。

（
弘
長
）
三
年
癸
亥
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菩
薩
六
十
三
歳
。
後
嵯
峨
院
志
存
佛
乘
。
一
日
。
御
覽
天
台
戒
疏
。
一
得
永
不
失
之
文
。
大
生
感
悟
。
欲
受
戒
法
。
聞
菩
薩
戒
德
。

勅
入
宮
中
。
師
力
辭
之
。
詔
三
至
不
得
已
。
乃
入
見
。
上
皇
賜
坐
召
對
探
法
要
。
菩
薩
。
梵
網
提
綱
。
應
理
縱
辨
。
深
談
稱
旨
。

皇
情
怡
悅
。
乃
受
梵
網
菩
薩
戒
。
因
命
令
圖
戒
支
。
菩
薩
奉
命
退
後
。
冬
十
月
廿
五
日
。
製
作
天
台
梵
網
戒
圖
。
以
獻
上
皇
。

上
親
閱
之
恩
禮
特
厚
。
更
勅
請
圖
瑜
伽
戒
支106
。

右
は
『
西
大
敕
譌
興
正
菩
薩
行
實
年
譜
』
か
ら
の
引
用
と
な
る
が
、後
嵯
峨
院
は
「
天
台
戒
疏
」
の
「
一
得
永
不
失
」
に
感
銘
を
受
け
、

天
台
人
師
に
で
は
な
く
、
叡
尊
に
授
戒
を
依
頼
し
て
い
る
。「
天
台
戒
疏
」
で
言
う
梵
網
戒
を
叡
尊
か
ら
受
戒
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
天
台
と
叡
尊
の
間
に
明
確
な
思
想
的
相
違
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
叡
尊
は
既
に
「
菩
薩
三
十
二

歳
、
硏
究
三
敎
、
討
論
百
家
、
內
外
經
書
差
別
奧
義
洞
、
若
然
犀
。
德
成
于
内
、
文
見
于
外
。
而
芥
屣
榮
耀
、
晦
跡
幽
谷
、
韜
光
林
巒
、

盡
日
讀
誦
妙
法
蓮
華
經
、
終
夜
凝
神
一
念
三
千
觀
境
間
、
又
一
字
三
禮
書
寫
妙
典
八
軸
並
開
結
二
經
。
其
淸
淨
高
邁
猶
若
雪
鴻
戾
天
仰

不
可
及
矣
」107

と
あ
る
よ
う
に
、
天
台
の
教
義
に
通
暁
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
の
で
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
も
で
き
、
ま
た
『
天
台

梵
網
戒
圖
』
を
著
わ
す
こ
と
も
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
「
瑜
伽
戒
支
」
が
最
後
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、「
及
與
覺
盛
律
師

討
論
表
無
表
章
、
乃
知
依
瑜
伽
等
說
自
誓
受
戒
、
則
七
衆
各
得
其
體
、
而
成
其
性
」108

と
あ
る
よ
う
に
、『
瑜
伽
論
』
は
叡
尊
自
身
の
自

誓
受
戒
の
根
拠
で
あ
っ
た
の
で
、
後
に
後
嵯
峨
院
も
彼
の
立
ち
位
置
が
理
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
鑑
み
て
み
る
な
ら
、『
天
口
事
書
』
の
流
布
本
と
龍
門
本
に
等
し
く
見
ら
れ
る
『
末
法
燈
明
記
』
の
引
用
も
、
天
台
か

ら
直
接
的
に
齎
さ
れ
た
可
能
性
を
す
ぐ
さ
ま
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
叡
尊
の
活
動
が
媒
介
し
た
と
見
た
方
が
宜
し
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
既
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、流
布
本
j
に
は
叡
尊
教
団
の
言
説
の
流
入
が
認
め
ら
れ
、『
沙
石
集
』
の
「
太
神
宮
御
事
」

に
よ
れ
ば
、
弘
長
年
間
に
は
神
宮
祠
官
ら
が
梵
網
戒
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
実
に
そ
れ
ら
の
事
象
は
叡
尊
の
授
戒

活
動
の
高
ま
り
と
期
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
し
て
も
、
そ
の
蓋
然
性
を
高
く
見
積
も
る
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。
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叡
尊
の
授
戒
活
動
の
大
き
な
展
開
は
、
仁
治
元
年
に
始
ま
る
と
見
え
る
。
こ
れ
よ
り
以
後
、
規
模
を
拡
大
し
な
が
ら
、
民
衆
は
も

と
よ
り
、
弘
長
二
年
に
は
鎌
倉
幕
府
の
要
人
ら
に
、
弘
長
三
年
に
は
後
嵯
峨
院
に
授
戒
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
。『
興
正
菩
薩
御
教

誨
聽
聞
集
』
の
「
一
、
今
崇
此
經
タ
テ
マ
ル
ツ
ハ
、
若
正
見
ノ
人
モ
ヤ
一
人
モ
世
間
ニ
住
シ
タ
ラ
バ
、
衆
生
ノ
迷
ヲ
ア
ラ
タ
ム
ル
事
モ

ヤ
候
ト
テ
、
様
々
ニ
ハ
ゲ
ミ
候
也
。
関
東
下
向
之
時
ハ
十
五
人
候
シ
ニ
、
〻
〻
房
ハ
小
衣
ヲ
着
テ
、
ヲ
ホ
カ
ル
中
デ
輿
ノ
後
ニ
ツ
レ
タ

リ
。
其
余
十
三
人
ツ
レ
テ
下
リ
候
シ
程
ニ
、 

路
デ
、
或
ハ
酒
マ
イ
ラ
セ
ウ
、
用
途
ヒ
カ
ウ
ナ
ン
ド
申
タ
ル
体
ニ
テ
、
受
戒
ト
申
モ
ノ
ハ

極
テ
ナ
ク
候
シ
程
ニ
、
関
東
ニ
百
七
十
日
計
住
シ
テ
上
リ
候
シ
時
、
道
ニ
テ
、
ア
ソ
コ
ニ
モ
コ
ヽ
ニ
モ
「
戒
ウ
ケ
ウ
」
ト
申
人
ヲ
ヽ
ウ

候
シ
ナ
リ
」109

を
参
照
す
る
と
、
戒
律
の
普
及
は
爆
発
的
な
広
が
り
を
見
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

神
祇
と
の
関
わ
り
か
ら
こ
の
授
戒
活
動
を
概
観
す
る
な
ら
、
弘
安
三
年
の
天
照
太
神
に
対
す
る
授
戒
で
一
つ
の
頂
点
を
迎
え
た
と

見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

も
と
よ
り
僧
侶
の
公
的
な
神
宮
参
詣
は
希
少
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
法
施
や
論
議
な
ど
の
慧
業
法
要
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ

っ
た
よ
う
に
見
え
、神
宮
で
の
授
戒
は
叡
尊
以
前
に
そ
の
例
を
知
ら
な
い
。
例
え
ば
、『
東
大
寺
衆
徒
參
詣
伊
勢
大
神
宮
記
』
に
は
「
參

詣
由
來
事
」
と
し
て
、「
文
治
二
年
歳
次

丙
午
仲
春
二
月
中
旬
之
比
、
當
寺
勸
進
聖
人
重
源
俊
乘
房
、
爲
祈
申
造
大
佛
殿
事
、
參
詣
太
神
宮
、
偸

於
瑞
垣
之
邊
通
夜
之
間
、
同
廿
三
日
辛未
夜
、
大
神
示
現
云
、
吾
近
年
身
疲
力
衰
難
成
大
事
。
若
欲
遂
此
願
、
汝
早
可
令
肥
我
身
云

云
。 

聖
人
夢
覺
于
松
欞
之
嵐
、
淚
重
于
蘿
衣
之
露
、
卽
還
向
本
寺
、
被
觸
此
狀
於
衆
中
之
處
、
衆
徒
相
議
曰
、
神
明
威
光
增
益
莫
過
般
若
威

力
。
早
新
寫
大
般
若
經
二
部
、
僧
綱
以
下
六
十
口
僧
徒
頂
戴
之
、
參
詣
彼
宮
、
於
內
外
二
宮
各
一
部
遂
供
養
轉
讀
、
兼
可
被
行
番
論
義

云
云
。
衆
議
已
就
、
萬
人
服
膺
了
」110

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
応
現
の
身
で
あ
る
神
の
疲
労
を
般
若
の
威
力
で
回
復
さ
せ
よ
う
と
企
図
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
肥
我
身
」
と
の
表
現
に
注
目
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
安
然
が
『
普
通
授
菩
薩
戒
廣
釋
』
で
言
う
「
二
報
佛
土
。

遍
滿
法
界
諸
佛
同
體
自
受
法
樂
。
一
切
國
土
凡
聖
衆
生
。
以
爲
內
證
法
樂
之
身
。
而
諸
衆
生
。
以
迷
惑
故
。
在
佛
內
證
。
都
不
覺
知
。
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諸
佛
法
身
。
常
有
痩
憔
。
今
者
汝
等
具
戒
法
身
。
諸
佛
法
身
。
已
增
肥
滿
。
乃
使
諸
佛
増
益
法
樂
。
一
切
諸
佛
。
咸
相
謂
言
。
今
某
甲

等
衆
多
佛
子
。
受
諸
佛
戒
。
入
諸
佛
會
。
前
佛
後
佛
戒
身
同
體
。
譬
如
衆
流
至
海
醎
。
是
故
某
甲
等
身
。
卽
我
諸
佛
身
諸
佛
身
卽
是
某

甲
等
身
。
乃
於
今
時
。
一
切
諸
佛
同
體
戒
身
。
永
以
安
住
汝
等
身
中
等
虛
空
界
。
受
用
法
樂
。
盡
未
來
際
。
不
可
破
壞
。
内
證
樂
具
嬉

鬘
歌
舞
。
香
華
燈
塗
。
莊
嚴
法
身
。
常
以
安
住
汝
等
身
中
。
無
間
娯
樂
。
刹
那
不
離
。
一
切
諸
佛
五
族
金
剛
。
諸
佛
變
化
外
金
剛
部
。

梵
釋
四
王
。
天
龍
八
部
。
衞
護
翼
從
一
念
不
離
。
何
以
故
。
汝
等
未
受
戒
前
。
猶
彼
一
切
諸
佛
。
以
汝
等
身
。
爲
法
樂
身
。
況
今
已
受

佛
戒
。
永
入
內
證
眷
屬
故
。
得
如
是
廣
大
功
德
」111

に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
東
大
寺
衆
徒
が
神
の
疲
労
に
「
法
楽
」
で
応
じ

た
の
に
対
し
て
、
叡
尊
は
『
普
通
授
菩
薩
戒
廣
釋
』
の
「
今
者
汝
等
具
戒
法
身
。
諸
佛
法
身
。
已
增
肥
滿
。」
に
基
づ
き
授
戒
が
選
択

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
比
良
山
古
人
靈
託
』に
も「
問
ふ
。
誠
心
に
て
大
乗
を
読
誦
し
た
る
と
、実
心
に
て
戒
を
受
け
さ
せ
た
る
と
、

い
づ
れ
か
そ
の
益
多
き
や
。
答
ふ
。
げ
に
〳
〵
し
き
心
に
て
般
若
経
を
誦
ず
る
の
時
は
、
我
が
心
の
妄
念
の
皆
と
ら
く
る
な
り
。
ま
た

法
花
経
を
誦
ず
る
の
時
は
、
我
が
身
の
中
の
す
ゞ
し
き
な
り
。
禁
戒
を
聞
く
時
は
、
心
の
な
ほ
る
な
り
。
戒
は
第
一
の
益
に
て
有
る
な

り
。
し
か
る
に
悪
縁
に
あ
ふ
時
は
、
ま
た
本
の
ご
と
く
乱
る
る
な
り
。」112

と
有
り
、
幽
冥
の
存
在
に
向
け
た
仏
教
法
要
に
法
楽
と
授
戒

を
併
挙
し
て
い
る
の
で
、
叡
尊
の
行
っ
た
授
戒
も
必
ず
し
も
特
異
な
事
例
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
但
し
、
叡
尊
の
場
合
、
こ
れ
を
内

宮
で
催
行
し
た
こ
と
に
特
別
な
意
義
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
戒
律
を
喜
ぶ
天
照
太
神
の
態
度
は
、
他
の
人
師
の
逸
話
に
も
い
く
つ
か
痕
跡
を
留
め
て
い
る
。

『
開
山
神
子
禪
師
年
譜
』
の
天
福
元
年
の
記
事
を
窺
う
と
、「
汝
不
知
哉
、我
擁
護
仏
法
、然
嫌
法
服
徒
、今
沙
門
不
持
戒
行
、不
達
法
理
、

是
故
悪
之
、
我
今
召
汝
、
為
曩
誓
云
々
」113

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
宮
の
仏
教
忌
避
と
仏
教
依
用
の
相
反
す
る
方
向
性
を
合
理
化
し
、

仏
法
擁
護
は
天
照
太
神
の
本
意
で
は
あ
る
が
、現
実
に
大
半
を
占
め
る
堕
落
僧
を
忌
む
こ
と
か
ら
仏
教
忌
避
が
行
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。

神
子
禅
師
は
戒
行
を
持
し
、
法
理
に
達
し
た
僧
で
あ
っ
た
の
で
、
例
外
的
に
神
に
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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ま
た
、
資
料
と
し
て
は
新
し
い
も
の
に
な
る
が
、『
三
寶
院
舊
記
』
を
参
照
す
る
と
、
そ
こ
に
は
「
到
結
願
之
日
、
過
齋
宮
縣
、
有

旅
人
死
亡
者
、
向
覺
乘
乞
引
導
、
不
辭
者
道
之
常
也
、
卽
令
導
師
、
而
後
到
宮
川
畔
、
一
老
翁
出
來
向
覺
乘
曰
、
卽
令
葬
儀
、
汚
染
不

無
如
何
、
覺
乘
云
、
淸
淨
戒
無
汚
染
、
然
相
應
末
世
、
一
旦
歸
向
寺
乎
、
問
答
未
了
、
白
衣
童
子
不
知
來
處
、
忽
然
而
出
、
吿
覺
乘
、

詠
云
、
マ
テ
シ
ハ
シ　
忘
テ
ン
ケ
リ
久
堅
ノ
□
□
ノ
塵
ニ
交
リ
テ
ノ
チ
、
又
偈
云
、
月
障
月
水
淸
淨
水
、
光
明
平
等
本
來
成
就
、
自
今

以
後
、
從
圓
明
寺
來
者
無
汚
、
吿
畢
如
影
滅
矣
」114

と
有
り
、
叡
尊
の
法
系
に
連
な
る
覚
乗
に
係
る
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
覚
乗
が
神

宮
参
詣
の
折
、
そ
の
途
中
で
葬
儀
を
行
っ
た
た
め
、
死
穢
を
理
由
に
参
詣
の
中
止
を
老
翁
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
覚

乗
は
そ
れ
に
抗
し
て
「
淸
淨
戒
無
汚
染
」
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
持
戒
す
る
限
り
、
汚
穢
に
触
れ
て
も
穢
さ
れ
な
い
と
の
主
張
で

あ
る
が
、そ
の
清
浄
性
と
は
、「
月
障
月
水
淸
淨
水
、光
明
平
等
本
來
成
就
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、空
の
論
理
に
よ
り
語
ら
れ
た
と
見
え
る
。

持
戒
に
於
て
、
そ
う
い
っ
た
真
理
が
不
可
分
に
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
戒
体
を
如
来
蔵
に
根
ざ
す
菩
薩
戒
が
念
頭
に
語
ら
れ
た
と
見
做

し
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。

覚
乗
の
場
合
、『
西
大
寺
代
々
長
老
名
』
に
よ
れ
ば
貞
治
二
年
に
九
十
一
歳
で
逝
去
と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、『
三
寶
院
舊
記
』
の

記
事
は
些
か
時
代
的
に
下
が
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
叡
尊
の
戒
律
復
興
を
待
っ
て
、
戒
律
を
喜
ぶ
天
照
太
神
の
姿
が
語
ら
れ

始
め
た
点
に
注
視
す
る
な
ら
、『
天
口
事
書
』
で
菩
薩
戒
を
引
き
入
れ
る
一
つ
の
契
機
を
そ
う
い
っ
た
宗
教
的
環
境
に
求
め
る
こ
と
が

可
能
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
叡
尊
の
戒
律
復
興
の
影
響
は
こ
う
い
っ
た
宗
教
的
な
場
面
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
国
政
上
の
有
用
性
も
期
待
さ
れ
て

お
り
、
社
会
全
体
を
巻
き
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。

『
關
東
往
還
記
』
を
窺
う
と
、「
入
夜
。
長
綱
朝
臣
參
。
依
此
御
下
向
。
關
東
諸
人
皆
趣
斷
惡
修
善
之
道
。
悉
廻
理
世
撫
民
之
計
云

々
。

感
悅
不
少
之
由
頻
稱
嘆
」115

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
藤
原
長
綱
に
よ
れ
ば
、
幕
府
の
武
家
ら
が
叡
尊
の
説
く
戒
律
に
感
化
さ
れ
、「
斷
惡
修
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善
之
道
に
趣
き
」「
理
世
撫
民
之
計
を
廻
ら
す
」よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
言
う
。
こ
こ
に
、戒
律
の
倫
理
的
啓
蒙
の
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。

同
書
に
は
他
に
も
「（
七
月
）
十
五
日
朝
。
武
州
長
時
幷
妻
。
於
北
舍
受
齋
戒
。
其
後
。
奉
尋
修
行
用
心
。
政
道
之
罪
福
等
」116

と
有
る
が
、

こ
こ
で
も
北
条
長
時
夫
妻
が
斎
戒
を
受
け
た
上
で
「
政
道
之
罪
福
」
を
問
う
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
政
治
活
動
の
規
範
性
を
仏

教
的
に
捉
え
る
視
点
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
先
の
史
料
と
同
様
の
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
『
西
大
勅
譌
興
正
菩
薩
行
實
年
譜
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

閨
七
月
朔
。
當
期
滿
日
。
山
嶽
震
動
。
殿
扉
自
開
八
字
。
殿
中
聲
曰
。
上
人
。
爲
降
外
賊
。
勤
修
大
法
。
吾
當
祐
佐
。
言
纔
訖
。

一
箭
自
殿
中
出
。
放
光
西
去
。
其
響
如
雷
。
尋
素
旛
三
首
。
亦
自
殿
出
。
一
有
妙
法
蓮
華
經
五
字
。
一
有
大
般
涅
槃
經
五
字
。

一
有
唯
識
三
十
頌
五
字
。
字
字
咸
放
金
光
。
亦
指
西
去
。
俄
而
猛
風
大
起
。
電
碎
雷
奔
大
雨
傾
河
。
於
是
在
會
緇
素
。
爭
嘆
未

曾
有
。
當
是
時
。
西
海
浪
騰
二
十
餘
丈
。
兵
船
數
万
一
時
滔
沒
。
宇
佐
大
神
託
曰
。
西
大
思
圓
上
人
。
欲
爲
國
家
穰
災
。
就
男

山
開
法
會
。
由
是
六
十
余
州
諸
神
祗
。
悉
皆
至
太
宰
府
。
今
夜
子
刻
正
兵
船
覆
滅
時
也
。
菩
薩
道
力
如
是
。
茲
豈
獨
顯
佛
神
之

奇
跡
。
誠
有
以
彰
國
家
之
有
道
也
。
近
臣
入
奏
其
事
。
天
顔
大
悅
。
卽
勅
二
條
大
納
言
資
秀
卿
。
請
菩
薩
宮
中
。
一
七
日
慰
勞

慇
懃
。
錫
賚
便
蕃
。
因
於
大
多
勝
院
天
皇
受
菩
薩
大
戒
。
執
弟
子
之
禮
。
皇
后
妃
嬪
。
皆
受
齋
戒
。
縉
紳
頂
謁
。
倍
萬
于
前
年
。

莫
不
傾
誠
尊
仰
焉117
。

右
は
、叡
尊
の
異
国
討
伐
祈
祷（
弘
安
の
役
）に
応
じ
て
諸
神
が
威
力
を
顕
わ
し
た
と
す
る
記
事
と
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

神
威
の
顕
現
を
叡
尊
の
道
力
と
評
価
し
、
ま
た
「
佛
神
之
奇
跡
」
の
み
な
ら
ず
「
國
家
之
有
道
」
を
顕
わ
し
た
と
言
う
記
述
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
続
け
て
、天
皇
が
彼
の
奏
上
を
受
け
て
直
ち
に
「
菩
薩
大
戒
を
受
け
、弟
子
之
禮
を
執
り
」、皇
后
妃
嬪
も
「
齋
戒
を
受
け
た
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、「
國
家
之
有
道
」
に
戒
律
普
及
の
状
況
が
含
意
さ
れ
た
と
見
え
る
。
ま
た
、
先
に
見
て
き
た
通
り
、
持
戒

の
清
浄
性
は
神
の
感
応
を
得
る
要
件
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
受
戒
も
倫
理
的
な
啓
蒙
の
み
な
ら
ず
、
神
仏
の
加
護
を
得
る
方
策
と
し
て

の
意
味
も
併
せ
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
に
天
皇
が
速
や
か
に
受
戒
し
た
の
も
、
叡
尊
の
効
験
を
目
の
当
た
り
に
し
た
上
で
の
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政
治
的
対
応
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
戒
律
と
政
治
活
動
上
の
軌
範
と
の
合
致
は
、
既
に
『
停
止
一
向
専
修
記
』（
貞
應
三
年
五
月
十
七
日
）
に
見
え
て
い
る
。

そ
こ
で
は
「
宋
文
帝
讃
歎
佛
法
、
談
侍
中
何
尙
之
曰
、
若
使
率
土
之
濱
、
皆
涼
此
化
、
則
朕
坐
致
太
平
云
云
、
尙
之
對
云
、
悠
〻
之
徒
、

多
不
信
法
、
若
使
家
〻
持
戒
、
則
一
國
止
刑
云
云
、
實
哉
斯
言
、
㝡
可
聞
取
、
佛
法
有
五
戒
、
世
間
有
五
常
、
其
言
雖
異
、
其
旨
惟
同
、

若
破
佛
家
之
戒
行
者
、
爭
守
王
者
之
律
令
乎
」118

と
言
い
、
仏
教
の
五
戒
と
儒
家
の
五
常
を
合
致
さ
せ
つ
つ
、
戒
律
の
倫
理
的
効
用
を
謳

う
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
宋
文
帝
の
記
事
は
広
く
仏
教
史
書
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
引
文
は
中
で
も
『
高
僧
傳
』119

の
文
章

に
近
く
、
そ
こ
か
ら
引
用
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

『
停
止
一
向
専
修
記
』
で
は
こ
の
逸
話
を
「
佛
法
王
法
互
守
互
助
、
喩
如
鳥
二
翅
、
猶
同
車
兩
輪
」120

と
す
る
仏
法
王
法
相
依
論
を
主

張
す
る
意
図
か
ら
引
い
て
い
る
。
実
際
、
こ
う
い
っ
た
語
り
方
は
法
琳
の
『
辯
正
論
』
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
、
古
く
よ
り
仏
教
教
団
で

人
口
に
膾
炙
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
時
代
に
在
っ
て
も
、
永
明
延
壽
『
萬
善
同
歸
集
』、
佛
日
契
嵩
『
鐔
津
文
集
』、
劉
謐
『
三
教
平
心
論
』

な
ど
で
繁
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
大
陸
で
は
殊
に
三
教
一
致
説
の
立
場
か
ら
仏
教
の
社
会
的
有
用
性
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
。『
停

止
一
向
専
修
記
』
で
彼
の
逸
話
を
『
高
僧
傳
』
に
見
出
し
た
の
も
、
こ
う
い
っ
た
大
陸
の
思
想
的
動
向
と
無
関
係
な
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

『
停
止
一
向
専
修
記
』
は
「
延
曆
寺
三
千
大
衆
法
師
等
誠
惶
誠
恐
謹
言　
請
被
殊
蒙　
天
裁
、
停
止
一
向
專
修
濫
行
」121

と
言
い
、「
戒

定
恵
を
諸
国
に
弘
通
し
、
佛
法
僧
を
一
天
に
仰
崇
し
、
専
修
張
本
を
遠
流
に
処
し
て
、
永
に
本
郷
に
帰
ら
せ
な
い
よ
う
」122

天
皇
に
求
め

て
い
た
。
そ
こ
で
は
子
細
に
一
向
宗
の
問
題
点
を
取
り
沙
汰
し
て
い
る
の
だ
が
、
当
然
、
読
者
た
る
為
政
者
に
対
し
て
説
得
的
に
語
っ

た
言
説
と
見
て
良
い
。
つ
ま
り
、
先
の
仏
法
王
法
相
依
論
に
基
づ
く
、
五
戒
と
五
常
の
重
ね
合
わ
せ
も
そ
の
內
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
観
念
は
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
叡
尊
の
戒
律
復
興
に
於
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て
期
さ
れ
た
倫
理
的
啓
蒙
と
い
う
側
面
も
、こ
う
い
っ
た
下
地
の
上
で
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
、無
住
が『
沙
石
集
』で「
ス

ベ
カ
ラ
ク
內
外
ノ
教
ニ
隨
テ
、
僧
モ
俗
モ
仁
義
ヲ
守
リ
、
悲
智
ヲ
具
シ
テ
、
人
ノ
現
前
ノ
ナ
ヤ
ミ
ヲ
信
ジ
、
堅
ク
戒
行
ヲ
守
リ
、
佛
道

ニ
思
入
ベ
キ
ニ
ヤ
」123

と
言
う
の
も
、
そ
の
反
映
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

叡
尊
と
活
動
時
期
の
重
な
る
天
台
の
惠
尋
も
仏
法
王
法
相
依
論
を
唱
え
て
い
る
。
彼
の
『
天
台
菩
薩
戒
一
貫
抄
』
で
は
端
的
に
「
國

王
と
圓
戒
の
修
因
は
一
體
な
る
㕝
」「
國
王
と
大
乘
戒
は
一
體
な
る
㕝
」「
政
道
と
戒
行
と
は
眞
俗
一
實
な
る
㕝
」
を
言
い
、
国
王
の
軌

範
は
大
乗
戒
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
菩
薩
戒
を
世
俗
社
会
に
開
い
て
い
る
。
但
し
そ
れ
は
、「
政
道
亦
同
菩
薩
也
。
慚
天
云
慚
、
愧

地
云
愧
。
守
道
理
顧
人
民
之
志
無
貮
、
萬
政
皆
菩
薩
行
也
。
受
眞
俗
一
實
戒
者
、
世
俗
威
儀
卽
攝
律
儀
戒
也
。
治
国
意
卽
攝
善
法
界
戒

也
。
憐
人
民
之
慈
悲
卽
饒
益
有
情
戒
也
」124

と
あ
る
よ
う
に
、
以
前
よ
り
国
王
に
与
え
ら
れ
て
き
た
軌
範
を
仏
教
的
に
読
み
替
え
て
、
そ

れ
を
直
ち
に
菩
薩
戒
と
認
定
す
る
と
い
う
も
の
で
、
国
王
に
対
し
て
出
家
者
に
準
ず
る
実
践
を
新
た
に
求
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い

な
い
。
ま
た
、「
此
王
已
曾
此
地
受
持
菩
薩
戒
地
、
變
成
金
剛
道
場
、
大
劫
三
災
現
時
、
不
能
破
壊
地
」125

と
も
言
い
、
菩
薩
戒
を
世
俗

社
会
に
開
く
に
せ
よ
、
そ
れ
は
国
王
一
人
に
限
っ
て
向
け
ら
れ
て
お
り
、
叡
尊
の
よ
う
に
広
く
民
衆
に
普
及
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
ま
で

は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
該
書
を
も
っ
て
叡
尊
以
上
の
影
響
力
を
期
待
す
る
こ
と
は
些
か
困
難
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

該
書
は
奥
書
か
ら
弘
安
七
年
五
月
廿
三
日
の
成
立
が
知
ら
れ
る
が
、『
西
大
勅
譌
興
正
菩
薩
行
實
年
譜
』
に
よ
る
と
「
同
（
筆
者
注　

弘
安
七
年
三
月
）
廿
日
、
太
上
皇
帝
。
又
請
重
受
菩
薩
大
戒
。
公
卿
以
下
同
受
者
一
百
五
十
餘
人
。
上
因
請
書
菩
薩
修
行
大
意
。
菩
薩
依

命
記
之
。
以
上
陛
下
」126
、「（
筆
者
注　
弘
安
七
年
閏
四
月
）
十
三
日
。
赴
本
院
法
皇
之
御
齋
。
女
院
求
受
菩
薩
戒
。
公
卿
以
下
同
禀
受
者
七
十

餘
人
。」127
、「（
筆
者
註　
弘
安
七
年
七
月
廿
六
日
）
因
請
講
談
梵
網
古
迹
記
。
講
說
已
。
受
菩
薩
戒
者
一
千
二
百
餘
人
」128
、「（
筆
者
註　
弘
安
七
年
十
一
月
）

十
一
日
、
今
上
皇
帝
勅
入
宮
中
。
講
梵
網
經
。
十
九
日
。
講
竟
。
上
皇
重
受
菩
薩
戒
。
公
卿
大
夫
同
受
者
四
十
有
八
人
」129

と
有
り
、
そ

の
時
期
、叡
尊
は
宮
中
と
極
め
て
近
し
い
位
置
に
在
っ
た
。
そ
し
て
、そ
の
活
動
は
延
い
て
は
「（
筆
者
註　
正
應
元
年
）
五
月
。
今
上
皇
帝
。



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

156

詔
請
菩
薩
。
入
宮
聽
法
。
受
菩
薩
戒
」130

に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
状
況
の
下
で
『
天
台
菩
薩
戒
一
貫
抄
』
は
成
立
し
、
国
王
の
持
戒
の
重
要
性
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
ま
た
「
山
門

獨
名
皇
帝
本
命
道
場
事
」131

と
し
て
、「
假
令
雖
非
山
門
、
他
所
有
大
乗
戒
寺
者
、
可
鎮
護
国
家
道
場
」
と
の
問
を
立
て
、「
自
仁
壽
三
年
、

至
貞
觀
四
年
、
惣
十
ヶ
年
構
堂
塔
、
修
熾
盛
光
大
法
。
自
尓
以
來
、
永
存
代
々
皇
帝
本
命
之
道
場
。
天
長
地
久
之
御
願
普
雖
遍
諸
寺
、

本
命
道
場
之
稱
、
謂
獨
在
叡
岳
」
と
言
い
、
叡
山
だ
け
が
本
命
道
場
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
先
の
叡
尊
の
活
動
状
況
と
該
書

の
主
張
を
重
ね
て
見
る
な
ら
、
該
書
は
叡
尊
の
宮
中
へ
の
接
近
を
危
惧
し
、
叡
山
の
地
位
保
全
を
主
目
的
と
し
て
述
作
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
叡
尊
の
よ
う
に
戒
律
を
一
般
へ
普
及
さ
せ
よ
う
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
は
慮
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
で
も
、
叡
尊
の
活
動
に
対
す
る
反
応
と
し
て
捉
え
る
な
ら
、
寧
ろ
彼
の
影
響
力
の
規
模
を
示
す
証
左
と
し
て
見
做
す
こ
と
も

で
き
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
結
果
、
佛
教
の
持
戒
は
倫
理
的
機
能
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
仏
教
修
道
の
枠
組
み
を
離
れ
、
そ
の
意
義
を
普
遍

化
す
る
こ
と
で
、
社
会
全
体
に
波
及
し
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
も
、
神
祇
祭
祀
の
場
面
に
持
戒
を
積
極
的
に
持
ち
込
む
要
因

と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
無
住
の
『
雜
談
集
』
を
参
照
す
る
と
、「
菩
薩
戒
ノ
徳
ノ
事
」
と
し
て
「
故
東
福
開
山
ノ
事
、
或
ル
女
人
霊
病
久
ク
シ
テ
、

有
験
ノ
僧
多
ク
加
持
ス
ル
ニ
不
愈
。
真
言
師
ヲ
請
ジ
テ
、
行
ハ
セ
ケ
ル
ニ
、
霊
託
シ
テ
「
彼
ノ
僧
外
法
也
。
人
ノ
髑
髏
ヲ
壇
ニ
ヲ
イ
テ

行
也
」。
ミ
ケ
ル
、
実
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
ア
ラ
ハ
レ
テ
逃
去
ニ
ケ
リ
。
多
年
霊
寺
霊
社
ニ
参
詣
シ
テ
、
祈
請
ス
ル
ニ
、
都
テ
其
ノ
カ
ヒ
ナ

シ
。
鵄
一
イ
ヅ
ク
ヘ
行
ク
ト
モ
ナ
ク
、
空
ニ
ツ
レ
テ
行
ケ
ル
。
術
ツ
キ
テ
必
死
ノ
思
ヒ
ニ
テ
、
後
世
ノ
タ
メ
東
福
寺
ニ
参
ジ
テ
、
菩
薩

戒
ヲ
受
ケ
ン
ト
申
ケ
ル
ニ
、
和
尚
授
給
ヌ
。
其
後
霊
託
シ
テ
、「
菩
薩
戒
ヲ
貴
キ
僧
ニ
受
タ
リ
。
今
ハ
サ
ル
ベ
シ
」
ト
テ
病
愈
ニ
ケ
リ
。

タ
シ
カ
ニ
聞
キ
侍
シ
事
也
。
和
尚
ノ
行
徳
、
大
戒
ノ
威
力
、
誠
ニ
貴
ブ
ベ
シ
。
愚
老
菩
薩
戒
受
得
、
隨
分
ニ
守
リ
侍
シ
カ
ド
モ
、
志
ア
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サ
ク
、
身
ヨ
ハ
ク
シ
テ
、
病
縁
ニ
サ
ヘ
ラ
レ
、
業
障
ニ
ヲ
カ
サ
レ
テ
、
多
ク
違
シ
侍
リ
ナ
ガ
ラ
、
病
人
戒
ハ
同
法
ニ
授
ケ
侍
ル
事
、
多

年
重
病
ノ
者
ニ
授
之
。
同
ク
神
呪
誦
シ
テ
、
即
愈
タ
ル
知
音
檀
那
、
當
国
他
国
ニ
多
ク
侍
リ
。
カ
レ
行
徳
ノ
薫
習
ニ
ア
ラ
ズ
。
菩
薩
戒

ノ
威
力
ノ
勝
タ
ル
故
ヘ
也
。
劔
ノ
良
キ
ハ
幼
少
者
ノ
モ
テ
ル
モ
、
人
コ
レ
ヲ
ヲ
ソ
ル
ヽ
ガ
ゴ
ト
シ
。」132

と
有
り
、
戒
律
に
現
世
利
益
ま

で
も
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
そ
う
い
っ
た
類
の
説
話
は
加
持
祈
祷
の
効
験
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
加
持
祈
祷
の
価
値
が
持
戒
に
対
し
て
相
対
的
に
後
退
し
た
と
見
え
る
。

実
に
先
に
見
て
き
た
通
り
、
戒
律
は
仏
道
修
行
者
の
成
道
へ
向
け
た
軌
範
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
神
と
感
応
す
る
媒
介
、
世
俗
社

会
の
倫
理
規
範
、
ま
た
現
世
利
益
を
齎
す
も
の
な
ど
、
多
様
な
功
能
が
期
さ
れ
た
。
一
時
の
戒
律
の
凋
落
を
経
な
が
ら
、
復
興
さ
れ
て

後
、
戒
律
は
こ
と
の
ほ
か
高
く
再
評
価
さ
れ
て
い
っ
た
。『
天
口
事
書
』
に
見
る
『
末
法
燈
明
記
』
の
引
用
は
、
こ
う
い
っ
た
持
戒
の

気
運
の
高
潮
を
背
景
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
小
結

在
家
に
於
け
る
授
戒
の
広
が
り
は
、
已
に
平
安
時
代
に
於
て
臨
終
行
儀
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
叡
尊
の
戒
律
復
興
運

動
の
そ
れ
は
、
軌
範
の
実
践
を
要
請
す
る
点
で
明
確
に
相
違
し
、
こ
こ
に
一
つ
の
展
開
を
見
る
。
そ
し
て
、
そ
の
菩
薩
戒
の
実
践
を
支

え
る
戒
体
は
仏
性
に
求
め
ら
れ
、
究
竟
の
目
標
は
仏
性
の
体
現
に
在
っ
た
。
い
わ
ば
、
こ
の
如
来
蔵
の
構
え
か
ら
清
浄
性
の
回
復
が
期

さ
れ
た
こ
と
で
、
清
浄
性
を
求
め
る
神
祇
思
想
と
邂
逅
し
、
ま
た
そ
の
源
底
の
真
理
か
ら
発
現
が
期
さ
れ
る
作
用
か
ら
効
驗
が
求
め
ら

れ
た
。
片
や
、
こ
う
い
っ
た
戒
律
が
広
く
一
般
に
開
放
さ
れ
、
世
俗
倫
理
と
し
て
の
機
能
が
見
込
ま
れ
る
と
、
仏
教
教
団
の
内
に
留
ま

ら
ず
、
諸
人
に
課
さ
れ
た
倫
理
的
軌
範
と
し
て
啓
蒙
的
に
開
か
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
菩
薩
戒
に
真
理
に
根
ざ
す
普
遍
性
が
社
会
的
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に
承
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
仏
教
を
忌
む
神
宮
祠
官
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
そ
の
埒
外
に
身
を
置
く
こ
と
は
で
き

ま
い
。
し
か
も
天
照
太
神
自
身
も
そ
れ
に
共
鳴
し
た
と
い
う
説
話
の
登
場
は
、
祠
官
自
身
の
清
浄
性
へ
の
応
答
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ

た
状
況
を
物
語
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
よ
う
。『
天
口
事
書
』
に
菩
薩
戒
が
持
ち
込
ま
れ
た
事
情
は
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
素
描
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
神
宮
祠
官
の
主
体
に
係
る
課
題
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
如
来
蔵
の
構
え
は
、『
管
子
』
を
主
な
根
拠
と
す
る
こ
と
で
論
じ
ら
れ

た
神
宮
の
象
徴
性
と
構
造
的
に
相
似
す
る
。
た
し
か
に
、
両
者
は
全
く
異
な
る
思
想
体
系
を
有
す
る
が
、
そ
の
各
々
に
於
て
構
想
さ
れ

た
「
真
理
」
に
基
づ
く
と
い
っ
た
構
え
に
相
違
は
な
い
。
し
か
も
、
神
宮
の
象
徴
性
に
於
て
は
『
大
日
經
疏
』
な
ど
の
仏
教
的
言
説
を

分
け
隔
て
な
く
用
い
て
い
る
た
め
、
彼
の
構
造
的
相
似
は
寧
ろ
一
致
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
見
て
宜
し
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
中

国
古
典
思
想
に
依
拠
し
て
語
ら
れ
た
「
自
然
の
道
理
」
と
仏
教
的
に
語
ら
れ
た
「
如
来
蔵
」
が
「
存
在
の
源
底
」
の
境
位
に
於
て
親
し

く
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
神
宮
祠
官
に
求
め
ら
れ
た
実
践
は
彼
の
世
界
観
と
緊
密
に
結
ば
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
一
見
、
大
乗
戒
を
始
め
と
す
る
仏
教
思
想
、
ま
た
中
国
古
典
思
想
を
雑
多
に
取
り
込
ん
だ
か
の
よ
う
な

『
天
口
事
書
』
の
主
張
を
統
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
鑑
み
る
と
、本
研
究
の
主
題
と
な
る「
正
直
」の
概
念
、い
わ
ば「
自
身
の
本
質
た
る
真
理
の
あ
り
の
ま
ま
の
顕
現
」は
、

『
天
口
事
書
』全
体
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に『
天
口
事
書
』に
於
て「
正
直
」は
僅
か
に
流
布
本
j
で「
以
正
直
爲
淸
淨
」

と
見
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
正
直
」
が
如
来
蔵
の
構
え
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、『
天
口
事
書
』
の

思
想
的
基
層
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
し
、『
天
口
事
書
』
に
特
徴
的
な
菩
薩
戒
思
想
の
導
入
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
菩
薩
戒
の
戒

体
を
仏
性
に
求
め
る
か
ぎ
り
、「
正
直
」
は
究
竟
の
持
戒
の
在
り
方
と
し
て
解
さ
れ
う
る
た
め
、
概
念
的
に
は
流
布
本
の
み
な
ら
ず
両

本
全
体
に
亘
る
鍵
と
し
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
殊
に
両
本
は
殆
ど
変
奏
と
評
し
う
る
ほ
ど
に
思
想
的
文
脈
を
共
有
し
て
い
る
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の
で
あ
る
か
ら
、「
正
直
」の
思
想
を
流
布
本
の
内
に
限
り
押
し
込
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
事
態
を
一
旦「
正
直
の
思
想
」

と
い
っ
た
括
り
か
ら
再
び
捉
え
直
す
と
し
た
ら
、『
天
口
事
書
』
に
於
け
る
「
正
直
」
は
思
想
的
に
他
の
神
祇
書
と
同
様
に
如
来
蔵
の

構
え
か
ら
他
の
中
国
古
典
思
想
を
包
摂
し
な
が
ら
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
菩
薩
戒
に
寄
せ
て
実
践
論
的
に
開
い
て
見
せ
た
点
に
不
共
の

特
徴
が
見
出
さ
れ
る
と
、
か
く
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

註1 

鈴
木
義
一
「
天
口
事
書
の
成
立
に
つ
い
て
」『
國
學
院
雑
誌
』
六
〇
（
七
）
一
二
四
頁

2 

右
同
書　
一
二
〇
頁

3 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
二
二
〇
頁

4 

前
掲
鈴
木
論
文　
一
二
一
〜
二
頁

5 

久
保
田
収
『
中
世
神
道
の
研
究
』　
八
〇
頁

6 

「
鈴
木
氏
は
前
掲
論
文
で
、
撰
者
を
度
会
行
忠
に
擬
し
、
久
保
田
収
博
士
も
行
忠
の
撰
と
推
定
し
、
流
布
本
奥
書
の
検
討
か
ら
、
成
立
を
弘
安
三
年

（
一
二
八
〇
）
六
月
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
と
説
か
れ
て
い
る
（『
中
世
神
道
の
研
究
』）。」『
神
道
大
系
』
伊
勢
神
道
（
上
）　
六
四
頁

7 

鎌
田
純
一
『
中
世
伊
勢
神
道
の
研
究
』　
一
八
八
頁

8 

右
同
書　
一
九
二
頁
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9 

本
論
は
『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）
所
収
の
『
神
風
伊
勢
寶
基
珍
圖
天
口
事
書
』（
龍
門
本
）
及
び
『
天
口
事
書
』（
流
布
本
）
を
用
い
て
い
る
。

「
天
口
事
書
」
は
大
部
で
は
な
い
の
で
、
煩
瑣
を
避
け
る
上
か
ら
引
用
箇
所
の
注
記
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
。　

10 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
五
六
頁

11 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
五
五
五
頁

12 

『
御
鎮
座
本
紀
』（『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
三
四
頁
）、『
御
鎭
座
次
第
記
』（『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
五
頁
）
で
は
「
古
語
曰
」

と
し
て
引
か
れ
て
い
る
が
、「
天
地
初
發
之
時
」
の
一
句
を
欠
す
る
。

13 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
六
頁

14 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
五
六
頁

15 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
五
七
頁

16 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
〇
頁

17 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
六
頁

18 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
四
頁

19 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
三
八
頁

20 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
三
五
頁

21 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
三
七
頁

22 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
七
頁

23 

ま
た
当
該
文
中
の
「
水
火
二
靈
」
と
の
表
現
も
、
先
に
見
た
通
り
『
神
皇
實
錄
』
に
由
来
す
る
と
見
え
る
。

24 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
四
五
頁
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25 

大
正
蔵　
巻
三
九　
五
七
九
頁
上
〜
中

26 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
〇
頁

27 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
〇
頁

28 『
神
道
大
系
』　
天
台
神
道
（
上
）
四
三
一
頁

29 『
神
道
大
系
』　
天
台
神
道
（
上
）
二
一
八
頁
、
二
二
九
頁

30 『
大
元
神
一
祕
書
』
に
は
「
既
資
天
地
以
播
氣
。
亦
俟
陰
陽
以
成
體
。」（『
度
會
神
道
大
成
』
前
編　
二
五
二
頁
）
と
あ
る
。

31 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
七
頁

32 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
五
九
頁

33 『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
６　
三
八
九
〜
九
〇
頁

34 

大
正
蔵　
巻
三
九　
五
八
〇
頁
中

35 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
五
八
頁

36 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
五
九
頁

37 『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
６　
四
〇
一
頁

38 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
四
五
頁

39 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
二
頁

40 

大
正
蔵　
巻
三
九　
五
八
一
頁
下　
こ
こ
で
指
摘
し
た
類
似
箇
所
は
極
め
て
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
先
に
指
摘
し
た
『
大
日
經
疏
』
と
の
同
文
と
も

ど
も
、
同
じ
く
「
入
眞
言
門
住
心
品
」
中
に
在
り
、
極
め
て
狭
い
範
囲
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
参
照
の
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

41 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
五
八
頁
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42 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
七
頁

43 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
八
七
頁

44 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
八
七
頁

45 『
御
鎭
座
傳
記
』
に
も
「
自
天
上
志
天
、
投
降
居
給
布
。
天
之
逆
太
刀・天
之
逆
鉾・大
小
之
金
鈴
五
十
口
」（『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）
十
四
頁
）、

「
南
大
峰
有
美
宮
處
、
佐
古
久
志
呂
宇
遲
之
五
十
鈴
之
河
上
者
、
大
八
洲
之
內
彌
圖
之
靈
地
也
。
隨
翁
之
出
現
、
二
百
八
萬
餘
歲
之
前
爾毛
、
未
現
知
留

在
靈
物
利
。
照
耀
如
大
日
輪
也
。
惟
小
緣
之
物
爾
不
在
須
」（『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）
十
四
頁
）
と
、
類
似
し
た
表
現
が
見
え
る
。

46 

前
掲
鈴
木
論
文　
一
二
三
頁

47 『
両
部
神
道
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
６　
三
六
六
頁
上

48 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
三
頁

49 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
一
頁

50 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
六
四
頁

51 『
伊
勢
神
道
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
８　
六
一
七
〜
八
頁

52 『
傳
教
大
師
全
集
』
第
一　
四
一
九
頁

53 

大
正
蔵　
巻
十
二　
六
二
一
頁
上

54 

大
正
蔵　
巻
十
二　
九
五
八
頁
上
〜
中

55 『
傳
教
大
師
全
集
』
第
一　
四
二
〇
頁
（『
大
般
涅
槃
經
』）　
四
二
五
頁
（『
大
悲
經
』）

56 

拙
論
「
中
世
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」（
そ
の
２
）」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
第
九
号　
一
〇
五
頁
〜
）
に
於
て
、筆
者
は
直
ち
に
『
天
口
事
書
』

と
『
梵
網
經
』
と
の
関
係
を
疑
っ
た
が
、『
比
丘
應
供
法
行
經
』
は
別
請
禁
止
の
場
面
で
当
該
の
文
を
用
い
て
お
り
、『
梵
網
經
』
の
「
故
毀
禁
戒
戒
」

よ
り
も
内
容
的
に
緊
密
に
結
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
、
先
の
考
察
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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57 『
傳
教
大
師
全
集
』
第
一　
四
二
五
頁

58 『
傳
教
大
師
全
集
』
第
一　
四
二
六
頁

59 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
五
二
頁

60 

そ
こ
で
の
規
定
は
唐
杜
佑
『
通
典
』（
禮
六
八
齋
戒
）
に
基
づ
い
て
い
る
。

61 

內
野
台
嶺
「
齋
考
」『
東
洋
学
研
究
』
９　
三
二
頁

62 

右
同
書　
三
三
頁

63 『
禮
記
正
義
』
巻
四
十
九　
祭
統
第
二
十
五

64 『
禮
記
正
義
』
巻
四
十
九　
祭
義
第
二
十
四

65 『
禮
記
正
義
』
巻
四
十
九　
祭
義
第
二
十
四

66 

前
掲
拙
論　
七
九
頁

67 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
四
三
頁

68 『
傳
教
大
師
全
集
』
第
一　
四
二
六
頁

69 『
傳
教
大
師
全
集
』
第
一　
四
一
五
頁

70 

大
正
蔵　
卷
八
三　
一
四
三
頁
下

71 

日
本
大
藏
經　
巻
十
三　
七
四
八
頁
上
〜
下

72 『
西
方
指
南
抄
』
下
本
「
或
人
念
仏
之
不
審
、
聖
人
に
挙
問
次
第
」　
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
五
巻　
二
八
一
〜
二
頁

73 

大
正
蔵　
巻
八
十　
六
頁
下
〜
七
頁
上

74 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
二
二
頁

75 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
二
八
頁
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76 

大
正
蔵　
巻
七
七　
四
二
一
頁
下

77 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
二
六
頁

78 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
五
四
頁

79 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
四
五
頁

80 

前
掲
鈴
木
論
文　
一
一
六
〜
七
頁

81 『
潛
夫
論
』
上
海
古
籍
出
版
社　
八
十
三
頁

82 『
神
道
大
系
』　
伊
勢
神
道
（
上
）　
一
五
七
頁

83 

大
正
蔵　
巻
三
一　
五
八
頁
上

84 

前
掲
鈴
木
論
文　
一
二
四
頁

85 『
續
群
書
類
從
』
第
一
輯
上　
七
九
頁
下

86 

大
正
蔵　
巻
五
五　
三
九
頁
上

87 

圓
測
『
仁
王
經
疏
』（
大
正
蔵　
巻
三
三　
四
二
六
頁
中
〜
下
）、
法
蔵
『
梵
網
經
菩
薩
戒
本
疏
』（
大
正
蔵　
巻
四
十　
六
四
七
頁
上
）

88 

大
正
蔵　
巻
二
四　
一
〇
〇
九
頁
上

89 『
神
道
大
系
』　
中
臣
祓
註
釋　
五
頁

90 『
沙
石
集
』
日
本
古
典
文
學
大
系
85　
五
九
頁
〜

91 『
沙
石
集
』
日
本
古
典
文
學
大
系
85　
四
一
六
頁

92 

大
正
蔵　
巻
四
五　
九
一
五
頁
下
〜
九
一
六
頁
上

93 

大
正
蔵　
巻
四
五　
九
一
七
頁
中
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94 『
沙
石
集
』
日
本
古
典
文
學
大
系
85　
四
一
五
頁

95 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
二
〇
頁

96 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
三
四
頁

97 

大
正
蔵　
巻
四
五　
九
一
八
頁
中

98 

大
正
蔵　
巻
七
四　
二
〇
頁
中

99 

大
正
蔵　
巻
七
四　
二
〇
頁
下

100 

大
正
蔵　
巻
七
四　
六
〇
四
頁
下

101 

石
田
瑞
麿
『
日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』（
二
三
〇
頁
〜
）
で
は
、
伝
信
『
円
頓
戒
秘
決
集
』
に
見
る
「
正
依
法
華
傍
依
梵
網
」
を
『
一
心

金
剛
戒
體
秘
決
』
も
共
有
す
る
と
し
て
、
大
野
法
道
が
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』（
巻
一　
一
五
〇
頁
）
で
『
一
心
金
剛
戒
體
秘
決
』
の
成
立
を
南
北
朝

時
代
と
す
る
説
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
表
現
は
惠
尋
『
円
頓
戒
聞
書
』（
弘
長
三
年
）
に
も
「
此
戒
。
自
本
正
依
法
花
、傍
依
梵
網
瓔
珞
等
」

（『
續
天
台
宗
全
書
』
圓
戒
１　
二
〇
五
頁
上
）
と
有
る
の
で
、
そ
の
成
立
は
大
野
説
よ
り
遡
っ
て
考
え
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。

102 『
傳
教
大
師
全
集
』
第
一　
四
七
二
頁

103 『
鎌
倉
舊
佛
教
』
日
本
古
典
文
學
大
系15　
二
一
一
頁

104 『
續
天
台
宗
全
書
』
圓
戒
１　
二
一
四
頁
下
〜

105 『
續
天
台
宗
全
書
』
圓
戒
１　
二
一
五
頁

106 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
四
六
〜
七
頁

107 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
一
八
頁

108 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
一
九
頁
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109 『
鎌
倉
舊
佛
教
』
日
本
古
典
文
學
大
系15　
二
二
一
頁

110 『
神
宮
參
拝
記
大
成
』　
增
補
大
神
宮
叢
書12　
二
頁

111 
大
正
蔵　
巻
七
四　
七
七
六
頁
上
〜
下

112 『
宝
物
集　
閑
居
友　
比
良
山
古
人
霊
記
』　
新
日
本
古
典
文
学
大
系40　
四
六
九
頁

113 『
南
宋
・
元
代
日
中
渡
航
僧
伝
記
集
成
』　
四
六
八
頁

114 『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
十
四　
八
六
八
頁

115 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
八
一
〜
二
頁

116 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
八
八
頁

117 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
七
六
〜
七
頁

118 『
鎌
倉
遺
文
』
第
五
巻　
二
七
五
頁
上
〜
下

119 

大
正
蔵　
巻
五
十　
三
六
七
頁
下

120 『
鎌
倉
遺
文
』
第
五
巻　
二
七
五
頁
上

121 『
鎌
倉
遺
文
』
第
五
巻　
二
七
一
頁
上

122 『
鎌
倉
遺
文
』
第
五
巻　
二
七
五
頁
下

123 『
沙
石
集
』
日
本
古
典
文
學
大
系85　
四
三
七
頁

124 

叡
山
文
庫
所
蔵　
真
如
蔵
内
典
二
一
│
六
│
六
九
一
│
四
一　
私
意
に
よ
り
句
読
点
を
付
し
た
。
以
下
同
。

125 

叡
山
文
庫
所
蔵　
真
如
蔵
内
典
二
一
│
六
│
六
九
一
│
三
六

126 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
八
五
頁
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127 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
八
六
頁

128 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
八
七
頁

129 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
八
八
頁

130 『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』　
一
九
四
頁

131 

叡
山
文
庫
所
蔵　
真
如
蔵
内
典
二
一
│
六
│
六
九
一
│
四
二
〜

132 『
雑
談
集
』
中
世
の
文
学　
二
〇
〇
頁

本
研
究
に
際
し
、
天
台
宗
宗
務
庁
に
叡
山
文
庫
の
資
料
閲
覧
・
複
写
の
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
伊
勢
神
道
・
叡
尊
・
大
乗
菩
薩
戒
・『
末
法
燈
明
記
』
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は
じ
め
に

こ
こ
に
翻
刻
紹
介
す
る
平
福
寺
蔵
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
は
、
信
濃
国
諏
訪
大
明
神
の
本
地
物
と
し
て
承
け
継
が
れ
た
『
諏

訪
の
本
地
』（
別
名
・
諏
訪
縁
起
、
甲
賀
三
郎
譚
）
の
一
伝
本
で
、
な
か
で
も
「
諏
方
系
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
諏
訪
の
本
地
』
は
、
主
人
公
甲
賀
三
郎
が
地
底
遍
歴
の
末
、
諏
訪
大
明
神
と
し
て
示
現
す
る
物
語
で
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て

巷
間
に
広
く
流
布
し
た
。
そ
の
伝
本
は
大
別
し
て
、
三
郎
の
名
を
「
兼
家
」
と
す
る
兼
家
系
と
、「
頼
方
（
ま
た
は
諏
方
）」
と
す
る
諏

方
系
の
二
系
統
に
分
か
れ
る
。
兼
家
系
は
絵
を
伴
う
も
の
が
多
く
、
よ
り
原
態
を
留
め
て
い
る
と
さ
れ
、
や
が
て
古
浄
瑠
璃
「
諏
訪
本

地
兼
家
」
に
接
近
す
る
の
に
対
し
、
諏
方
系
は
信
州
を
中
心
に
伝
承
さ
れ
伝
本
も
多
い1
。

諏
方
系
の
諸
本
は
、『
神
道
集
』
巻
第
十
に
収
録
さ
れ
た
「
諏
訪
縁
起
事
」
が
最
も
古
く2
、
こ
れ
を
仮
名
書
き
に
し
て
簡
略
化
し
た

岡
谷
市
平
福
寺
蔵
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
翻
刻
と
解
題

 

小
林　

崇
仁
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茅
野
家
の
天
正
本
や
京
都
大
の
寛
永
本
が
あ
り3
、
さ
ら
に
は
江
戸
中
後
期
に
各
地
の
民
間
に
流
布
し
た
伝
本
が
数
多
く
存
在
す
る4
。

こ
う
し
た
諏
方
系
の
テ
キ
ス
ト
の
展
開
に
つ
い
て
は
、す
で
に
先
行
研
究
に
て
言
及
が
あ
る
。
福
田
晃
氏
は「
こ
れ
ら
の
諸
本
に『
神

道
集
』
以
前
の
古
態
を
う
か
が
う
例
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
口
頭
の
伝
承
を
含
め
て
、
簡
略
化
の
道
を
辿
っ
た
の
が
、
諏
方
系
テ
キ
ス

ト
の
展
開
で
あ
っ
た5
」
と
し
、ま
た
松
本
隆
信
氏
も
「
こ
れ
ら
の
諸
本
は
、地
方
庶
民
の
間
に
久
し
い
間
行
わ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
、

当
然
増
補
改
修
や
脱
落
、
訛
伝
が
多
く
、
本
文
の
異
同
は
一
々
挙
げ
き
れ
な
い
程
で
あ
る
。
し
か
し
、
巻
末
に
諏
訪
の
祭
事
に
関
す
る

記
事
な
ど
が
増
加
し
て
い
る
が
、
物
語
の
部
分
は
、
天
正
本
・
寛
永
本
よ
り
概
し
て
簡
略
に
な
っ
て
い
る
。
普
通
の
書
承
関
係
の
伝
本

で
は
な
い
が
、
直
接
『
神
道
集
』
の
よ
う
な
長
々
し
い
叙
述
を
承
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
本
は
な
く
、
や
は
り
天
正
本
・
寛
永
本
の
如

き
『
神
道
集
』
を
一
度
簡
略
化
し
た
も
の
に
源
を
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
本
の
大
部
分
が
信
州
を

中
心
と
す
る
区
域
で
伝
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
兼
家
系
の
伝
本
と
顕
著
な
対
照
を
示
し
て
い
る6
」
と
述
べ
て
お
り
、
諏
方
系
テ

キ
ス
ト
の
特
徴
と
し
て
、『
神
道
集
』
の
簡
略
化
、
諏
訪
社
の
祭
事
に
関
す
る
記
事
の
追
加
、
信
州
を
中
心
と
す
る
民
間
で
の
伝
写
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
う
し
た
展
開
の
背
景
と
し
て
、
柳
田
國
男
氏
は
、「
幕
末
僅
か
な
期
間
の
流
行
と
い
ふ
よ
り
も
、
或
ひ
は
寺
子
屋
教
育
の
普

及
に
つ
れ
て
、
読
み
書
き
す
る
者
の
数
が
増
し
て
来
た
こ
と
と
、
関
係
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ7
」
と
し
、
徳
田

和
夫
氏
は
「
各
伝
本
と
も
に
本
文
に
は
特
異
点
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
伝
本
数
の
多
さ
は
こ
の
作
品
が
信
仰
の
書
と
し
て
享
受
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
に
他
な
ら
な
い8
」
と
す
る
な
ど
、
庶
民
へ
の
寺
子
屋
教
育
の
普
及
や
、
信
仰
の
書
と
し
て
の
享
受
な
ど
が
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

今
回
取
り
上
げ
る
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
は
、
長
野
県
岡
谷
市
の
平
福
寺
第
三
十
九
世
住
職
・
小
林
榮
運(1865-1920)

が

明
治
十
三
年(1880)

に
書
写
し
て
お
り
、
諏
方
系
の
中
で
も
新
し
い
写
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
す
で
に
翻
刻
あ
る
い
は
影
印
版
の
出
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版
や
ウ
ェ
ブ
公
開
が
な
さ
れ
て
い
る
諸
伝
本
と
見
比
べ
る
と9
、
な
か
で
も
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
神
宮
皇
学
館
文
庫
所
蔵
の
明
和
二

年(1765)

写
本
と
類
似
す
る
。

江
戸
中
後
期
に
数
多
く
流
布
し
た
諏
方
系
の
諸
伝
本
は
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
諏
訪
信
仰
の
潮
流
や
庶
民
の
文
芸
活
動
を
考
察
す

る
上
で
、
有
意
義
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
翻
刻
と
解
説
が
な
さ
れ
た
伝
本
は
僅
か
で
あ
る
。
ま
た
本
写
本
は
他
と
比
較
し

て
異
同
も
多
く
、
ま
た
近
代
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
諏
訪
神
社
ゆ
か
り
の
少
年
僧
が
書
写
し
て
お
り
、
特
徴
的
な
伝
本
と
も
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
以
下
、
本
文
を
翻
刻
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
本
写
本
の
書
誌
と
成
立
の
背
景
、
特
徴
に
触
れ
、
さ
ら
に
は
諏
方
系
諸

本
の
巻
末
の
記
事
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
、
近
世
中
後
期
か
ら
近
代
初
頭
に
お
け
る
諏
訪
信
仰
を
考
察
す
る
一
助
と
し
た
い
。

一
、
書
誌

長
野
県
岡
谷
市
平
福
寺
蔵
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』。
写
本
一
冊
。
袋
綴
じ
。
楮
紙
。
寸
法
は
縦
二
六・〇
糎
×
横
一
五・四
糎
。

全
二
十
三
丁
。
半
丁
の
行
数
と
文
字
数
は
、
九
行
二
十
六
字
前
後
（
一
丁
表
〜
二
十
丁
裏
、
二
十
二
丁
裏
〜
二
十
三
丁
裏
）、
十
行

三
十
四
字
前
後
（
二
十
一
丁
表
）、
十
二
行
三
十
九
字
前
後
（
二
十
一
丁
裏
〜
二
十
二
丁
表
）
と
異
同
が
あ
る
。
外
題
は
表
紙
中
央
に

直
接
墨
書
で
「
諏
方
大
明
神
御
一
代
実
記　
全
」。
内
題
は
「
諏
訪
大
明
神
御
一
代
記
」。
尾
題
は
ナ
シ
。
奥
書
は
「
明
治
十
三
年
五
月

日
／
書
写
之　
小
林
榮
運
」
と
あ
り
、
識
語
と
し
て
「
明
治
十
三
年
盆
夏
」（
表
紙
右
上
）、「
小
林
榮
運
写
之
」（
表
紙
左
下
）、「
長
野

県
諏
訪
郡
長
地
村
／
小
林
榮
運
」（
裏
表
紙
右
）
と
あ
る
。
ま
た
蔵
書
印
の
「
小
林
」（
表
紙
・
四
箇
所
、
一
丁
表
・
一
箇
所
、
二
十
三

丁
裏
・
一
箇
所
、
裏
表
紙
・
六
箇
所
）
と
、「
榮
運
」（
一
丁
表
・
一
箇
所
）
が
捺
さ
れ
る
。
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二
、
成
立
の
背
景

本
写
本
を
所
蔵
す
る
彌
林
山
平
福
寺
（
長
野
県
岡
谷
市
長
地
柴
宮
）
は
、
江
戸
期
は
高
野
山
金
剛
頂
院
の
末
寺
で
、
現
在
は
真
言

宗
智
山
派
に
属
す
る
。
当
寺
の
『
起
立
書
』
に
よ
れ
ば10
、
そ
の
開
基
は
不
詳
で
あ
る
が
、
弘
法
大
師
の
密
教
を
擁
護
す
る
霊
場
で
、
中

興
第
一
世
の
憲
明
は
応
永
三
年(1396)

に
職
務
に
就
い
た
と
い
う
。
隆
盛
時
に
は
伽
藍
七
宇
門
徒
十
一
坊
と
隆
盛
し
、
下
諏
訪
土
田

の
地11
頭
や
下
宮
春
宮
別12
当
を
兼
ね
た
時
期
も
あ
る
が
、
戦
国
期
に
兵
火
や
洪
水
で
衰
退
し
、
江
戸
期
に
な
っ
て
第
十
六
世
憲
瑜(?-

1671)

や
、
第
二
十
三
世
憲
栄(1654-1729)

ら
に
よ
っ
て
復
興
し
た
。
諏
訪
大
明
神
下
宮
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
下13
神
宮
寺
（
高
野

山
金
剛
頂
院
末
）
と
関
係
が
深
く
、
人
的
交
流
も
多
々
あ
り
、
先
の
憲
瑜
や
憲
栄
な
ど
も
同
寺
僧
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
平
福
寺
は
下
神

宮
寺
の
末
寺
で
は
な
い
が
、
近
隣
の
同
門
寺
院
と
し
て
、
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

慶
応
四
年(1868)

の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、
各
地
で
廃
仏
毀
釈
が
起
こ
り
、
諏
訪
神
社
の
別
当
寺
も
廃
寺
と
な
っ
た
。
下
宮
に
は

秋
宮
に
下
神
宮
寺
と
三
精
寺
、
春
宮
に
観
照
寺
の
計
三
ヶ
寺
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
取
り
壊
し
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
廃
寺
と

な
っ
た
寺
院
の
仏
像
や
聖
教
は
じ
め
、
仏
具
や
過
去
帳
等
が
、
関
係
寺
院
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
に
平
福
寺
に
は
、

三
精
寺
よ
り
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
、
阿
弥
陀
如
来
坐
像
、
日
限
地
蔵
菩
薩
立
像
、
不
動
明
王
立
像
、
観
照
寺
よ
り
日
光
月
光
菩
薩
立

像
、
十
二
神
将
立
像
、
不
動
明
王
立
像
な
ど
の
仏
像
が
遷
さ
れ
、
さ
ら
に
は
下
神
宮
寺
歴
代
住
持
の
位
牌
や
、
下
神
宮
寺
お
よ
び
門
徒

宝
珠
院
の
檀
徒
と
過
去
帳
も
移
さ
れ
た
。

下
神
宮
寺
の
最
後
の
住
職
は
、
慶
応
元
年(1865)

よ
り
第
四
十
六
世
重
儀
が
務
め
て
い
た
が
、
同
四
年(1868)

に
還
俗
し
、
神
山

齋
を
名
乗
っ
た
。
そ
の
師
匠
の
第
四
十
五
世
榮
龍
は
明
治
十
三
年(1880)
に
示
寂
し
、
そ
の
墓
は
平
福
寺
に
現
存
す
る
。

榮
龍
の
弟
子
の
榮
精
は14
、
幕
末
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
平
福
寺
第
三
十
八
世
を
務
め
て
い
る
。
榮
精
は
天
保
五
年(1834)

、
南



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

172

安
曇
郡
下
鳥
羽
村
の
丸
山
宇
吉
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
九
歳
の
時
に
同
郡
一
日
市
場
村
の
長
性
寺
に
て
榮
龍
の
弟
子
と
な
っ
た
。
榮

龍
の
下
神
宮
寺
転
住
に
従
い
、
さ
ら
に
洛
東
智
積
院
に
留
学
し
て
、
万
延
元
年(1860)

に
平
福
寺
に
晋
山
し
て
い
る
。
明
治
五
年

(1872)
の
学
制
発
布
に
基
づ
き
、
翌
年
に
は
平
福
寺
本
堂
に
て
柴
宮
学
校
が
開
校
し
、
榮
精
が
初
代
教
員
を
務
め
た15
。
さ
ら
に
中
教

院
幹
理
や
教
導
元
締
な
ど
の
公
職
に
就
く
こ
と
も
度
々
あ
っ
た
。

そ
の
榮
精
の
弟
子
が
榮
運
で
あ
る
。
榮
運
は16
慶
応
元
年(1865)

、
上
伊
那
郡
東
箕
輪
村
の
小
林
敷
康
の
五
男
と
し
て
生
ま
れ
、
明

治
七
年(1874)

十
歳
の
時
に
榮
精
の
弟
子
と
な
っ
た
。
得
度
後
、
真
言
宗
の
談
林
で
あ
っ
た
仏
法
紹
隆
寺
（
諏
訪
市
四
賀
桑
原
）
に

新
加
、
同
十
年(1877)
に
同
寺
の
上
條
宥
中
の
も
と
で
加
行
し
、
交
衆
し
て
い
る
。
榮
運
が
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
を
書
写
し

た
の
は
、
明
治
十
三
年(1880)
、
数
え
年
で
十
六
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
翌
年
に
は
平
福
寺
境
内
に
新
築
さ
れ
た
東
堀
学
校
に
て
授
業

生
（
代
用
教
員
）
を
務
め
て
い
る17
。

そ
の
後
榮
運
は
、
同
十
五
年
か
ら
二
十
一
年(1882-1888)

に
か
け
て
留
学
し
、
智
積
院
に
て
入
壇
灌
頂
と
打
聞
、
東
大
寺
戒
壇

院
に
て
受
具
、高
野
山
や
根
来
寺
に
て
練
行
を
重
ね
て
い
る
。明
治
二
十
一
年(1888)

に
は
下
伊
那
郡
喬
木
村
の
安
養
寺
住
職
に
就
き
、

さ
ら
に
智
積
院
で
竪
義
や
伝
法
灌
頂
を
修
め
た
の
ち
、
同
三
十
一
年(1898)

に
平
福
寺
第
三
十
九
世
住
職
と
な
っ
た
。

榮
運
は
事
教
二
相
に
卓
越
し
、
特
に
布
教
に
優
れ
た
と
さ
れ
、
様
々
な
重
役
を
歴
任
し
て
い
る
。
早
く
も
三
十
五
歳
の
若
さ
で
宗

派
の
重
責
で
あ
る
菩
提
院
結
集
・
衆
議
席
に
列
座
し
、
権
少
僧
正
に
補
任
さ
れ
、
二
等
布
教
師
と
な
っ
た
。
特
に
日
清
戦
争(1894)

、

日
露
戦
争(1904)

で
は
、
従
軍
布
教
師
と
し
て
戦
地
に
赴
き
、
そ
の
功
績
に
よ
り
明
治
三
十
九
年(1906)

に
は
勲
六
等
旭
日
章
・
従

軍
記
章
を
賜
り
、
大
正
三
年(1914)

に
は
大
正
天
皇
の
御
大
典
大
饗
宴
に
招
か
れ
て
い
る
。
宗
派
の
常
在
布
教
師
や
従
軍
布
教
師
、

集
会
議
員
と
し
て
寺
を
離
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
榮
運
で
あ
る
が
、
そ
の
留
守
は
先
住
の
榮
精
と
、
榮
運
の
妻
一
美
が
預
か
っ
た
と
い

う
。
大
正
九
年(1920)

五
十
六
歳
の
惜
し
ま
れ
る
遷
化
で
あ
っ
た
。
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さ
て
、
榮
運
は
明
治
七
年
に
十
歳
で
平
福
寺
に
入
寺
し
、
十
六
歳
で
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
を
書
写
し
て
い
る
。
榮
運
自
身

が
本
書
の
書
写
を
発
願
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
年
齢
を
考
え
れ
ば
、
子
弟
教
育
の
一
環
と
し
て
、
師
僧
た
ち
か
ら
の
指
導
や
影
響
を

受
け
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
榮
運
は
入
寺
以
降
、
得
度
、
地
方
檀
林
で
の
新
加
、
加
行
、
交
衆
と
修
行
を
重
ね
て
お
り
、
お
よ
そ

真
言
宗
の
伝
統
的
な
僧
侶
育
成
の
過
程
を
経
て
い
る
。
こ
の
間
に
榮
運
を
指
導
し
た
の
は
、
平
福
寺
の
榮
精
や
仏
法
紹
隆
寺
の
宥
中
な

ど
、
廃
寺
と
な
っ
た
諏
訪
社
の
別
当
寺
に
関
係
の
深
い
僧
た
ち
で
あ
っ
た
。
実
際
に
平
福
寺
に
は
、
下
社
神
宮
寺
、
三
精
寺
、
観
照
寺

の
仏
像
や
過
去
帳
が
移
さ
れ
て
お
り
、
榮
運
は
激
変
し
た
諏
訪
大
明
神
の
信
仰
を
深
く
意
識
す
る
環
境
に
置
か
れ
て
い
た
。

三
、
本
写
本
の
特
徴

『
諏
訪
の
本
地
』
の
諏
方
系
の
伝
本
は
、
①
基
礎
と
な
る
『
神
道
集
』
所
収
の
「
諏
訪
縁
起
事
」、
②
こ
れ
を
本
地
物
語
り
に
仕
立

て
た
天
正
本
や
寛
永
本
、
③
江
戸
期
に
信
州
を
中
心
に
民
間
で
伝
承
さ
れ
た
流
布
本
に
大
別
さ
れ
、
平
福
寺
蔵
『
諏
方
大
明
神
御
一
代

記
』
は
③
に
属
す
る
。
③
は
②
を
、
②
は
①
を
下
敷
き
に
、
物
語
の
筋
は
同
じ
で
あ
る
が
、
文
章
が
よ
り
簡
略
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

③
の
流
布
本
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
、
数
本
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
書
誌
や
特
徴
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る18
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
物
語
の
内
容
は
お
よ
そ
同
じ
で
あ
る
が
、『
神
道
集
』
以
前
の
古
態
を
う
か
が
う
例
は
稀
で
、
誤
字
脱
字
も
多
く
、
ま

た
文
章
や
語
句
の
相
違
は
一
つ
一
つ
あ
げ
る
に
堪
え
な
い
位
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
写
本
は
個
人
所
蔵
や
散
逸
の
も
の
が
多

く
、
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

そ
こ
で
す
で
に
翻
刻
や
公
開
が
な
さ
れ
て
い
る
諸19
写
本
（
享
保
本
、
明
和
本
、
安
永
本
、
弘
化
本
、
天
保
本
、
嘉
永
本
、
国
文
本
、

長
野
本
、
上
田
本
、
お
よ
び
平
福
寺
の
明
治
本
の
都
合
十
本
）
を
見
比
べ
る
と
、
確
か
に
大
筋
は
同
じ
で
も
表
現
の
些
細
な
異
同
は
相
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当
に
多
い
。
た
だ
し
、
各
本
が
全
く
バ
ラ
バ
ラ
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
大
ま
か
な
系
統
を
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
と
見
え
る
。

ま
ず
名
古
屋
大
学
の
嘉
永
本
は
、
②
の
天
正
本
や
寛
永
本
と
同
系
に
属
し
、
さ
ら
な
る
増
補
改
修
が
見
ら
れ
る
。

残
り
の
九
本
が
③
の
流
布
本
に
あ
た
る
が
、
大
き
く
二
系
統
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
Ａ
系
（
享
保
本
、
安
永
本
、
弘
化
本
、

天
保
本
、
国
文
本
、
長
野
本
、
上
田
本
）
の
七
本
で
、
中
で
も
石
川
透
氏
所
蔵
の
享
保
九
年(1724)

写
本
が
最
も
古
い
。
す
で
に
翻

刻
さ
れ
る
慶
應
義
塾
大
学
の
弘
化
四
年(1847)

写
本
も
同
系
で
、
そ
の
他
の
諸
本
も
享
保
本
や
弘
化
本
と
お
お
よ
そ
同
様
で
あ
る
。

も
う
一
方
は
、
Ｂ
系
（
明
和
本
、
明
治
本
）
の
二
本
で
、
名
古
屋
大
学
の
明
和
二
年(1765)

写
本
と
平
福
寺
の
明
治
十
三
年

(1880)

写
本
が
こ
れ
に
当
た
る
。
Ａ
系
に
比
べ
る
と
、
表
現
の
相
違
や
文
章
の
挿
入
ま
た
は
省
略
が
多
く
見
ら
れ
る
。

Ａ
系
を
代
表
し
て
享
保
本
と
弘
化
本
、そ
し
て
Ｂ
系
の
明
和
本
と
明
治
本
に
つ
い
て
、主
た
る
相
違
箇
所
の
対
照
表
を
【
表
１
】【
表

２
】【
表
３
】
に
挙
げ
た
。
顕
著
な
相
違
と
し
て
は
、
三
郎
と
遊
井
万
姫
と
の
別
れ
の
描
写
が
両
系
統
で
相
違
す
る
こ
と
、
三
郎
の
帰

郷
に
関
し
て
遊
井
万
姫
と
父
王
の
や
り
取
り
で
Ａ
系
の
み
の
記
述
が
あ
る
こ
と
、
三
郎
が
遍
歴
し
た
国
の
情
景
と
三
郎
の
心
情
に
つ
い

て
Ｂ
系
の
み
の
記
述
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
【
表
４
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
Ａ
系
に
対
し
て
Ｂ
系
の
方
が
、
簡
略
化
が
進
ん
で
い
る
箇
所
が
多
い
。
よ
っ
て
Ａ
系
が
よ
り

古
態
を
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
中
で
も
享
保
本
が
比
較
的
誤
字
脱
字
も
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
【
表
５
】
の
よ
う
に
、
Ｂ
系
の
明
和
本
に
特
有
の
箇
所
も
あ
り
、
特
に
巻
末
の
御
射
山
祭
や
狩
猟
の
三
つ

の
心
得
の
記
事
な
ど
を
欠
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
箇
所
に
つ
い
て
Ｂ
系
の
明
治
本
は
、
む
し
ろ
Ａ
系
の
享
保
本
や
弘
化
本
と
接
近
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
流
布
本
は
大
き
く
二
系
統
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の
、
よ
り
詳
細
な
相
違
に
な
る
と
各
写
本
相
互
に
異
同
が
あ
り
、
長

年
に
わ
た
り
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
口
承
や
転
写
が
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
と
見
え
、
複
雑
な
伝
本
の
系
譜
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
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ら
れ
る
。

以
上
は
管
見
に
触
れ
た
諸
本
に
限
っ
た
暫
定
的
な
分
類
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
な
い
諏
方
系
の
流
布
本
を
取
り
扱
う

際
、
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

な
お
今
回
紹
介
す
る
平
福
寺
の
明
治
本
は
、
特
有
の
言
い
換
え
や
省
略
、
挿
入
、
誤
脱
な
ど
が
、
他
本
に
比
し
て
頗
る
多
い
の
が

特
徴
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
明
治
本
以
外
を
代
表
し
て
享
保
本
を
挙
げ
、
主
要
な
相
違
箇
所
を
【
表
６
】【
表
７
】【
表
８
】
に
列
記
し

た
。
傾
向
と
し
て
は
、
簡
略
化
や
脱
落
が
よ
り
進
む
一
方
で
、
書
名
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
冒
頭
の
神
武
天
皇
の
業
績
、
語
句
の
注
記
、

祈
誓
や
悲
哀
に
関
わ
る
箇
所
、
末
尾
の
千
秋
楽
な
ど
、
独
自
の
加
筆
が
見
受
け
ら
れ
る
。

四
、
諏
方
系
諸
本
の
巻
末
の
比
較

本
論
攷
の
結
び
と
し
て
、
①
諏
方
系
の
基
本
と
な
る
『
神
道
集
』、
②
上
宮
の
検
校
大
夫
を
務
め
た
茅
野
家
伝
来
の
秘
本
と
さ
れ
た

安
土
桃
山
期
の
天
正
本
、
③
江
戸
期
に
数
多
く
書
写
さ
れ
た
流
布
本
の
一
例
と
し
て
明
治
本
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
で
大
き
く
異
な
る
巻

末
の
展
開
に
注
目
し
、
江
戸
中
後
期
に
お
け
る
諏
訪
信
仰
の
一
端
を
考
察
し
て
み
た
い20
。

①
『
神21
道
集
』
巻
十
「
諏
訪
縁
起
事
」（
赤
木
文
庫
本
）

去
ん
じ
四
條
の
院
の
御
宇
、
嘉
禎
三
年
丁酉
年
の
五
月
は
、
長
楽
寺
の
長
老
寛
提
僧
正
、
供
物
共
に
不
審
を
成
し
て
、
大
明
神
に
祈
請

を
込
め
つ
つ
、
権
者
実
者
の
垂
迹
、
倶
に
仏
菩
薩
の
化
身
と
し
て
、
衆
生
済
度
を
方
取
り
給
へ
り
。
而
る
を
何
ぞ
強
に
、
必
ず
獣
を
ば

多
く
殺
し
給
ふ
ぞ
や
と
申
し
て
伏
し
給
へ
る
夢
に
、
御
前
に
懸
置
た
り
け
る
鹿
鳥
魚
等
ま
で
も
、
皆
金
仏
と
成
り
て
雲
の
上
に
登
り
給
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へ
り
。
其
の
後
、
大
明
神
、
笏
を
以
て
御
袖
を
舁
し
合
せ
つ
つ
、

　
野
辺
に
住
む　
獣
我
に　
縁
無
く
は　
憂
り
し
闇
に　
猶
を
迷
は
ま
し

と
て
、
雲
上
へ
昇
る
仏
達
を
指
差
し
て
、

　
業
尽
有
情　
雖
放
不
生　
故
宿
人
天　
同
証
仏
果

と
言
へ
り
。
哀
哉
、
業
尽
ぬ
る
有
情
は
、
放
つ
と
云
へ
ど
も
助
か
ら
ず
。
故
に
且
く
人
天
の
胎
に
宿
し
て
、
終
に
仏
果
を
証
す
る
な
り
。

寛
提
僧
正
は
随
喜
の
涙
に
声
を
立
て
、
泣
く
泣
く
下
向
せ
ら
れ
け
る
は
哀
な
り
。

凡
そ
日
本
六
十
餘
州
に
神
社
神
社
多
し
と
云
へ
ど
も
、
心
深
く
し
て
神
明
の
身
を
受
け
、
応
跡
示
現
の
徳
新
た
に
、
衆
生
守
護
の

方
便
の
忝
き
事
、
諏
方
の
大
明
神
の
御
方
便
に
過
ぎ
た
る
は
無
し
と
云
々
。

②
『
諏22
訪
の
本
地
』（
天
正
本
）

空
也
上
人
、諏
訪
の
社
に
参
籠
し
て
、そ
も
そ
も
御
本
地
は
大
菩
薩
な
り
。
何
の
故
に
か
山
野
の
獣
を
殺
し
、贄
に
掛
け
さ
せ
給
ふ
と
、

不
審
申
さ
れ
け
れ
ば
、
五
日
の
暁
、
御
殿
の
四
方
に
二
三
寸
の
仏
満
ち
満
ち
給
ひ
、
や
や
久
し
く
あ
り
て
御
戸
を
開
き
て
、
大
明
神
、

梶
の
葉
の
直
垂
に
、
剣
笏
を
持
ち
て
、
上
人
に
向
ひ
て
、
汝
愚
か
な
り
。
有
為
の
獣
、
無
用
の
悪
人
衆
生
の
食
と
な
り
、
い
た
づ
ら
に

死
し
い
た
づ
ら
に
生
じ
て
、
流
転
す
る
を
憐
れ
ま
ん
が
た
め
に
、
し
ば
ら
く
み
ず
か
ら
に
縁
を
結
び
、
来
世
を
助
け
ん
が
た
め
な
り
。

　
業
深
有
情　
雖
放
不
生　
故
宿
人
中　
同
証
仏
果

業
の
深
き
有
情
は
、
放
つ
と
い
へ
ど
も
生
き
ず
。
か
る
が
故
に
身
の
内
に
宿
し
て
、
仏
果
を
証
せ
ん
。
こ
の
文
を
心
得
べ
し
。

は
た
ま
た
内
外
典
を
論
ぜ
ず
、
一
道
に
達
す
る
も
の
な
り
。
す
な
わ
ち
、
は
ち
あ
ら
わ
す
物
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
書
に
云
く
、
智

者
の
造
る
罪
は
お
ほ
き
な
れ
ど
も
、
地
獄
に
落
ち
ず
。
愚
者
の
造
る
罪
は
少
し
な
れ
ど
も
、
地
獄
に
落
つ
る
と
言
へ
り
。
あ
ひ
か
ま
へ
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て
、
こ
れ
を
聴
聞
す
べ
し
。

仏
神
に
信
を
致
し
、
三
宝
を
敬
ひ
、
慈
悲
に
住
し
て
、
礼
儀
を
正
し
く
し
て
、
現
当
二
世
の
願
望
を
祈
る
べ
き
も
の
な
り
。
諏
訪

の
深
秘
書
、
こ
れ
を
あ
そ
ば
し
候
は
ん
人
も
、
ま
た
聴
聞
の
人
々
も
、
精
進
潔
斎
あ
る
べ
く
候
。
不
浄
心
に
し
て
無
用
な
り
。

③
『
諏23
方
大
明
神
御
一
代
記
』（
明
治
本
）

上
諏
方
明
神
は
菩
薩
に
て
、
山
野
の
獣
を
殺
し
、
御
所
に
掛
け
ら
る
る
事
、
神
々
よ
り
不
審
有
り
け
れ
ば
、
大
明
神
、
社
壇
の
戸

押
し
開
き
、
梶
の
葉
の
直
垂
を
召
し
、
御
手
に
け
ん
と
う
の
釼
を
持
ち
、
御
神
託
有
け
る
は
、
昔
我
遊
井
万
国
に
て
有
け
る
時
、
鹿
を

狩
し
て
遊
び
し
事
も
、
慈
悲
を
知
り
て
す
る
な
り
。
か
る
が
故
に
、
神
と
顕
れ
て
、
殺
生
面
白
く
、
慈
悲
を
思
ひ
て
す
る
な
り
。
其
の

文
に
曰
く
、

　
業
尽
有
生　
雖
放
不
生　
故
食
人
身　
同
証
仏
果

惣
じ
て
殺
生
を
好
み
、
生
を
殺
し
た
ら
ん
者
は
、
此
の
文
を
唱
ふ
べ
し
。
是
を
頼
方
の
四
句
の
文
と
言
ふ
な
り
。
文
の
心
は
、
業

の
尽
た
る
有
生
は
、
放
す
と
も
生
ぜ
ざ
る
が
故
に
、
人
間
に
喰
せ
ら
れ
て
、
同
仏
果
を
生
ぜ
ん
と
の
心
な
り
と
、
御
神
託
有
り
て
、
則

ち
神
は
あ
が
ら
せ
給
ひ
け
り
。

か
る
が
故
に
、
七
月
廿
七
日
に
御
射
山
と
て
御
狩
あ
り
。
毎
年
其
日
、
鹿
二
つ
ず
つ
出
て
、
殺
さ
る
る
な
り
。
又
七
年
に
一
度
、

御
柱
と
て
祭
あ
り
。

是
へ
参
る
人
々
は
、
子
孫
繁
昌
、
現
世
安
穏
、
後
生
善
所
疑
ひ
な
し
。
此
の
書
を
毎
日
一
返
ず
つ
読
め
ば
、
諏
方
日
参
し
た
る
も

同
じ
度
く
、
疑
ふ
事
な
し
。

夫
れ
殺
生
を
す
る
に
三
つ
の
心
得
あ
り
。鳥
類
畜
類
に
よ
ら
ず
、弓
矢
に
当
た
ら
ず
、逃
る
る
事
あ
り
。是
を
ば
未
だ
業
の
来
た
ら
ず
、
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目
出
度
も
の
と
思
ふ
べ
し
。
少
し
も
惜
し
む
べ
か
ら
ず
。
又
弓
矢
に
当
た
り
、手
負
ひ
行
く
も
あ
り
。
是
を
ば
畜
生
因
果
の
報
ひ
あ
り
。

不
憫
に
思
ひ
観
ず
べ
し
。
又
弓
矢
に
当
た
り
、
忽
ち
死
し
た
る
を
ば
、
急
ぎ
此
の
四
句
の
文
を
唱
ふ
べ
し
。
我
仏
生
に
か
へ
す
べ
し
。

是
を
三
つ
の
心
得
と
言
ふ
な
り
。

以
上
の
三
本
を
比
べ
る
と
、
ま
ず
共
通
し
て
、
動
物
を
殺
し
て
諏
訪
大
明
神
へ
の
贄
と
す
る
諏
訪
社
の
特
徴
的
な
祭
事
が
話
題
と

な
る
。
た
だ
し
そ
の
詳
細
は
三
本
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
大
明
神
の
本
地
は
菩
薩
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
供
犠
を
行
う
か
と
不
審
を

問
う
者
が
、
①
長
楽
寺
長
老
の
寛
提
僧
正
、
②
空
也
上
人24
、
③
神
々
（
ま
た
は
無
記25
）
へ
と
抽
象
化
し
て
い
る
。
そ
の
返
答
に
お
い
て
、

①
で
は
寛
提
僧
正
の
夢
中
に
て
、
供
物
の
畜
生
が
成
仏
昇
天
し
、
諏
訪
大
明
神
が
和
歌
と
文
を
説
く
の
に
対
し
、
②
③
で
は
諏
訪
大
明

神
が
社
壇
の
戸
を
開
い
て
現
れ
、
直
接
に
文
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
際
の
大
明
神
の
姿
は
、
①
で
は
笏
を
も
っ
て
袖
を
か
く
し
合
す
だ

け
で
あ
る
が
、
②
③
で
は
物
語
に
出
る
梶
の
葉
の
直
垂
と
け
ん
と
う
の
釼
（
②
で
は
剣
笏
）
を
持
つ
と
す
る
。
梶
の
葉
は
今
も
諏
訪
大

社
の
神
紋
で
あ
る
。

動
物
供
犠
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
は
、
和
歌
や
文
に
あ
る
通
り
、
畜
生
が
生
死
に
流
転
す
る
こ
と
を
憐
れ
み
、
あ
え
て
自
ら

と
結
縁
し
、
畜
生
の
仏
果
を
証
せ
ん
が
た
め
と
の
旨
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
①
で
は
成
仏
し
た
畜
生
を
見
た
寛
提
僧
正
が
随
喜
し
て
下

向
し
た
と
伝
え
、
②
で
は
あ
る
書
を
挙
げ
て
智
者
に
限
っ
て
の
供
犠
の
正
統
性
を
補
足
す
る
。
一
方
③
で
は
三
郎
が
遊
井
万
国
で
鹿
狩

り
し
た
因
縁
に
触
れ
、
慈
悲
の
殺
生
を
好
む
と
し
、
御
射
山
の
御
狩
や
狩
猟
の
三
つ
の
心
得
に
つ
い
て
話
が
及
ぶ
。

①
②
で
は
、
あ
く
ま
で
贄
と
し
て
畜
生
を
供
す
る
動
物
供
犠
の
是
非
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
③
で
は
よ
り
直
接
的
な
表
現
を

用
い
て26
、
狩
猟
や
肉
食
を
容
認
す
る
内
容
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
つ
ま
り
話
題
の
主
眼
が
、
明
神
へ
の
供
犠
か
ら
人
間
の
狩
猟
肉
食
へ

移
行
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
③
で
は
、「
惣
じ
て
殺
生
を
好
み
、
生
を
殺
し
た
ら
ん
者
は
、
此
の
文
を
唱
ふ
べ
し
」
と
あ
り
、



岡谷市平福寺蔵『諏方大明神御一代記』翻刻と解題

179

頼
方
の
四
句
の
文
（
い
わ
ゆ
る
「
諏
訪
の
勘
文
」）
の
実
践
的
な
使
用
法
が
付
加
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
狩
猟
で
の
三
つ
の
心
得
と
し
て
、

弓
矢
が
獲
物
に
当
た
ら
な
か
っ
た
場
合
は
惜
し
む
も
の
で
な
く
、
弓
矢
が
当
た
っ
て
怪
我
を
し
た
場
合
は
不
憫
に
思
っ
て
文
を
観
じ
、

弓
矢
が
当
た
っ
て
死
ん
だ
場
合
は
急
い
で
文
を
唱
え
る
べ
し
と
説
か
れ
る
。

ま
た
三
本
に
共
通
し
て
、
諏
訪
大
明
神
の
神
徳
や
利
益
を
宣
揚
す
る
文
言
が
末
尾
に
付
さ
れ
る
が
、
①
②
③
と
経
る
毎
に
よ
り
具

体
的
・
教
条
的
な
記
述
も
増
え
る
。
つ
ま
り
①
で
は
諏
訪
大
明
神
の
衆
生
守
護
の
方
便
が
他
の
神
社
よ
り
擢
ん
で
て
い
る
と
述
べ
る
に

留
ま
る
が
、
②
で
は
仏
神
へ
の
敬
信
、
慈
悲
と
礼
儀
の
実
践
、
願
望
の
祈
願
を
奨
励
し
、
諏
訪
の
深
秘
書
（
本
書
）
を
読
む
人
も
聞
く

人
も
、
精
進
潔
斎
す
べ
き
と
誡
め
て
い
る
。
そ
し
て
③
で
は
恒
例
の
御
射
山
や
御
柱
の
祭
事
に
触
れ
、
諏
訪
社
へ
の
参
詣
の
利
益
を
説

き
、
さ
ら
に
は
本
書
を
毎
日
一
遍
ず
つ
読
む
こ
と
が
日
参
と
同
じ
利
益
を
も
た
ら
す
と
し
て
い
る
。

な
お
本
文
中
で
、
三
郎
は
上
宮
に
顕
れ
普
賢
菩
薩
を
本
地
と
し
、
春
日
姫
は
下
宮
に
顕
れ
千
手
観
音
菩
薩
を
本
地
と
す
る
と
説
か

れ
る
が
、
そ
の
際
の
三
郎
の
御
誓
に
関
し
て
、
①
で
は
「
上
の
宮
の
御
誓
に
は
、
我
身
は
久
し
く
他
国
に
流
浪
し
、
父
母
の
恩
を
報
ぜ

ざ
り
し
事
、
不
孝
の
罪
も
浅
猿
し
と
て
、
親
に
後
れ
て
後
の
服
を
ば
深
く
禁
し
め
給
へ
り27
」
と
あ
り
、
親
の
喪
に
関
す
る
禁
忌
が
示
さ

れ
る
。
一
方
②
で
は
「
わ
が
久
し
く
親
の
恩
を
送
り
給
は
ぬ
故
に
、
み
づ
か
ら
が
前
へ
参
る
衆
生
は
、
い
か
に
も
親
の
孝
養
ね
ん
ご
ろ

に
あ
ら
せ
ん
が
た
め
に
、
影
の
月
ま
で
忌
ま
せ
給
ふ
な
り28
」
と
あ
っ
て
、
親
の
喪
中
に
一
ヶ
月
間
、
社
参
を
禁
ず
る
こ
と
は
、
そ
の
間

に
亡
親
の
供29
養
を
懇
ろ
に
す
る
た
め
と
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
③
で
は
「
親
に
孝
行
な
る
者
は
、
形
に
影
が
添
う
如
く
、
御

恵
み
あ
り
と
心
得
べ
し30
」と
あ
り
、日
頃
の
孝
行
を
推
奨
す
る
内
容
へ
と
発
展
す
る
。
さ
ら
に「
親
に
孝
あ
る
者
は
、我
所
に
参
ら
ず
共
、

守
る
べ
し
と
の
御
託
宣
。
白
髭
大
明
神
、
日
光
権
現
へ
参
る
者
は
、
諏
訪
へ
参
り
た
ら
ん
よ
り
は
守
る
べ
し31
」
と
あ
る
よ
う
に
、
親
へ

の
孝
行
は
、
参
詣
に
も
ま
さ
る
善
行
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
父
母
へ
の
報
恩
と
い
う
主
旨
は
通
底
し
て
い
る
が
、
親
の
喪
の
禁
忌
か

ら
、
喪
中
の
供
養
、
そ
し
て
日
頃
の
孝
行
へ
と
、
重
視
す
る
価
値
観
が
変
遷
し
て
お
り
興
味
深
い
。
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以
上
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
る
と
、
江
戸
中
後
期
に
広
ま
っ
た
流
布
本
の
特
徴
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
人
間
の
狩
猟
や
肉
食
を
直
接

的
な
表
現
で
容
認
し
、そ
の
途
方
と
し
て
諏
訪
の
勘
文
の
実
践
的
な
使
用
法
を
記
す
こ
と
、ひ
と
つ
に
は
親
へ
の
孝
行
や
供
養
の
実
践
、

諏
訪
社
へ
の
参
詣
、
そ
し
て
本
書
の
読
唱
な
ど
に
利
益
が
あ
る
と
し
、
諏
訪
大
明
神
の
神
徳
を
積
極
的
に
宣
揚
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。こ

の
う
ち
肉
食
と
狩
猟
の
容
認
に
関
し
て
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
鹿
食
を
許
す
「
鹿
食
免
」
や
「
鹿
食
箸
」
が
諏
訪
社
よ
り
出
さ

れ32
、
諏
訪
の
勘
文
も
殺
生
免
罪
の
呪
言
と
し
て
狩
猟
民
に
広
く
流
布
し
て
お
り33
、
江
戸
期
に
お
い
て
も
諏
訪
信
仰
の
重
要
な
要
素
と
な

っ
て
い
た
。

ま
た
孝
行
の
重
視
や
寺
社
へ
の
参
詣
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
盛
行
と
呼
応
す
る
だ
ろ
う
。
諏
訪
地
方
に
あ
っ
て
も
、
神
儒
仏
の
三

教
合
一
に
基
づ
き
、
孝
行
や
倹
約
な
ど
平
易
な
実
践
道
徳
を
説
い
た
石
門
心
学
が
広
ま
り
、
農
家
出
身
の
植
松
自
謙(1750-1810)

が
出
て
、
そ
の
門
人
は
甲
信
地
方
だ
け
で
も
二
千
人
を
超
え
た
と
い
う34
。
本
書
が
広
く
書
写
さ
れ
た
基
盤
に
は
、
庶
民
階
級
の
台
頭
と

学
芸
の
普
及
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
寺
社
参
詣
に
つ
い
て
諏
訪
社
の
事
例
を
見
る
と
、
弘
化
二
年(1845)

に
上
神
宮
寺
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
縁
起
書
』
に
も
参

詣
の
功
徳
が
宣
揚
さ
れ35
、
ま
た
柳
田
國
男
氏
所
蔵
の
嘉
永
元
年(1848)

写
本
に
は
、
参
拝
す
る
と
平
日
以
上
の
利
益
が
得
ら
れ
る
功

徳
日
の
記
述
も
見
え
る36
。
実
際
に
当
時
の
諏
訪
藩
主
も
毎
月
の
よ
う
に
上
宮
と
神
宮
寺
を
参
拝
し
て
お
り37
、
ま
た
上
宮
の
如
法
院
で
行

わ
れ
た
如
法
経
供
養
の
結
願
日
に
は
、
多
く
の
人
々
が
群
集
し
て
参
詣
し
た
と
伝
え
る
な
ど38
、
諏
訪
大
明
神
に
お
い
て
も
寺
社
参
詣
が

盛
ん
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
読
唱
の
利
益
に
関
し
て
は
、
本
地
物
の
末
尾
に
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
仏
典
を
読
誦
・
書
写
・
講
説
・
流
通
す
る
こ
と
に
功

徳
が
あ
る
と
し
た
大
乗
仏
教
の
経
巻
信
仰
と
軌
を
一
に
す
る
。
②
で
は
本
書
は
「
深
秘
書
」
と
さ
れ
、
唱
導
に
は
精
進
潔
斎
が
必
要
と
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さ
れ
た
が
、
③
で
は
そ
の
よ
う
な
制
限
も
な
く
、
積
極
的
に
読
む
こ
と
を
勧
め
る
筆
致
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
転
換
も
本
書
の
口

承
や
伝
写
を
後
押
し
す
る
一
因
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
近
代
初
頭
の
信
州
北
安
曇
郡
の
小
谷
に
は
、
全
文
を
暗
唱
で
き
る
故
老

も
い
た
と
い
う39
。
ま
た
本
書
の
読
唱
な
ど
に
参
詣
と
同
等
以
上
の
利
益
が
あ
る
と
し
た
点40
は
、
遠
方
な
ど
諸
般
の
事
情
で
参
詣
が
叶
わ

な
い
場
合
の
代
替
と
も
な
り
、
信
仰
者
の
範
囲
を
広
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

江
戸
中
後
期
に
多
く
書
写
さ
れ
た
諏
方
系
の
流
布
本
は
、確
か
に
簡
略
化
さ
れ
誤
脱
も
多
い
。
た
だ
し
、(1)
御
射
山
と
御
柱
の
祭
事
、

(2)
狩
猟
肉
食
の
容
認
と
諏
訪
の
勘
文
の
使
用
法
、
(3)
諏
訪
大
明
神
へ
の
参
詣
、
本
書
の
読
唱
、
そ
し
て
親
へ
の
孝
行
や
供
養
に
よ
る
利

益
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
な
ど
、
改
訂
や
増
補
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
社
会
状

況
の
変
遷
と
相
依
関
係
に
あ
り
、
諏
訪
大
明
神
に
関
わ
る
人
々
の
生
活
や
信
仰
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
故
に
本
書
は
、
時
代
を
超
え
て
長
き
に
わ
た
り
承
け
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
本
書
に
説
か
れ
た
内
容
も
、
諏
訪

信
仰
圈
の
人
々
の
一
般
的
な
認
識
と
し
て
、
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

一
方
で
江
戸
中
後
期
に
は
、
諏
訪
地
方
に
も
国
学
の
影
響
が
及
び
、
商
人
の
松
澤
義
章(1791-1861)

や
下
宮
大
祝
の
金
刺
信
古

(1818-1859)

ら
が
中
心
と
な
り
、
排
仏
思
想
の
普
及
に
努
め
て
い
た41
。

松
澤
義
章
は
嘉
永
元
年(1848)

に『
顕
幽
分
両
記
』を
著
し42
、甲
賀
三
郎
の
物
語
に
つ
い
て
、「
何
方
の
愚
僧
な
り
け
ん
知
ら
ね
と
も
、

年
歴
に
違
ひ
た
る
偽
言
を
集
め
て
諏
訪
縁
起
と
い
ふ
書
を
作
れ
り
。
別
て
此
書
は
俗
言
に
い
ふ
、耳
を
引
て
鼻
を
拭
ふ
如
き
も
の
な
り
。

然
れ
と
是
等
の
書
早
く
世
に
広
か
り
た
る
」
と
し
、
巷
間
に
流
布
し
た
本
書
を
偽
言
と
し
て
排
斥
し
た
。
ま
た
元
治
元
年(1864)

に
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は
下
神
宮
寺
の
千
手
堂
が
焼
失
し
た
が
、
社
人
が
火
矢
を
放
っ
た
と
の
風
聞
も
あ
っ
た
と
い
う43
。

明
治
新
政
府
は
慶
応
四
年(1868)

に
神
仏
判
然
令
を
出
し
、
諏
訪
社
の
別
当
寺
も
廃
寺
と
な
っ
た
。
そ
し
て
明
治
四
年(1871)

に

は
、
諏
訪
神
社
が
国
幣
中
社
に
定
め
ら
れ
た
が
、
旧
高
島
藩
士
で
諏
訪
神
社
の
禰
宜
と
な
っ
た
岩
本
尚
賢(1825-1907)

は
こ
れ
に

飽
き
足
ら
ず
、
翌
年
に
社
格
昇
格
の
た
め
『
諏
訪
神
社
考
』
を
著
し
た44
。
こ
こ
に
は
「
上
社
は
主
神
健
御
名
方
刀
美
命
に
坐
し
、
下
社

ハ
前
ノ
八
坂
刀
売
ノ
命
に
坐
て
、
す
な
は
ち
上
ノ
社
ノ
大
神
の
妃
神
な
り
」
と
あ
り
、
現
在
に
繋
が
る
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。

大
き
く
転
換
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
諏
訪
社
の
別
当
寺
を
引
き
継
い
だ
僧
た
ち
は
、
何
を
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
年
僧
で
あ
っ

た
榮
運
が
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
を
書
写
し
た
背
景
に
は
、
消
え
ゆ
く
ひ
と
つ
の
諏
訪
信
仰
を
、
次
代
へ
伝
え
よ
う
と
し
た
僧
た

ち
の
意
図
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

註1 

諸
伝
本
を
整
理
し
た
研
究
に
、
筑
土
鈴
寛
「
諏
訪
本
地
・
甲
賀
三
郎
」（『
国
語
と
国
文
学
』
六
│
一・一
九
二
九
年
、
同
『
中
世
文
藝
の
研
究
』
有
精

堂
出
版・一
九
六
六
年
に
再
録
）、
柳
田
國
男
「
甲
賀
三
郎
の
物
語
」（『
文
學
』
八
│
一
〇・一
九
四
〇
年
、
同
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
七・筑
摩
書
房・

一
九
六
二
年
に
再
録
）、
横
山
重・太
田
武
夫
校
訂
『
室
町
時
代
物
語
集
』
二
「
解
題
」（
井
上
書
房・一
九
六
二
年
）、
金
井
典
美
『
諏
訪
信
仰
史
』（
名

著
出
版
・
一
九
八
二
年
）、
松
本
隆
信
「
増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
」（
奈
良
絵
本
国
際
研
究
会
議
編
『
御
伽
草
子
の
世
界
』
三
省
堂
・

一
九
八
二
年
）、福
田
晃「
諏
訪
縁
起・甲
賀
三
郎
譚
の
源
流
│
そ
の
話
型
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
立
命
館
文
学
』四
四
六
〜
四
四
七・一
九
八
二
年
、同『
神

道
集
説
話
の
成
立
』
三
弥
井
書
店
・
一
九
八
四
年
に
再
録
）、
徳
田
和
夫
「
諏
訪
の
本
地
の
伝
流
」（『
国
語
国
文
論
集
』
一
五・一
九
八
六
年
、
同
『
お

伽
草
子
研
究
』
三
弥
井
書
店
・
一
九
八
八
年
に
再
録
）
な
ど
が
あ
る
。
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2 

『
神
道
集
』【
翻
刻
】
東
洋
文
庫
本
（
近
藤
喜
博
編
『
神
道
集
〈
東
洋
文
庫
本
〉』
角
川
書
店
・
一
九
五
九
年
）、
赤
木
文
庫
本
（
岡
見
正
雄
・
髙
橋
喜

一
校
注
『
神
道
大
系
〈
文
学
編
一
・
神
道
集
〉』
神
道
大
系
編
纂
会
・
一
九
八
八
年
）、【
影
印
版
・
出
版
】
彰
考
館
本
（
横
山
重
編
『
神
道
集
〈
安
居

院
作
〉』
大
岡
山
書
店・一
九
三
四
年
）、
河
野
本
（
渡
邊
國
雄・近
藤
喜
博
編
『
神
道
集
〈
河
野
本
〉』
角
川
書
店・一
九
六
二
年
）、
赤
木
文
庫
本
（
近

藤
喜
博
・
貴
志
正
造
編
『
貴
重
古
典
籍
刊
〈
赤
木
文
庫
本
神
道
集
〉』
一
・
角
川
書
店
・
一
九
六
八
年
）

3 

天
正
本
・
茅
野
光
英
「〔
諏
訪
大
明
神
御
本
地
縁
起
〕」
天
正
十
三
年(1585)

写
本
（『
諏
訪
史
料
叢
書
』
二
・
諏
訪
史
料
叢
書
刊
行
会
・
一
九
二
六
年
・

諏
訪
教
育
会
『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
一
・
中
央
企
画
・
一
九
八
五
年
に
再
録
、
横
山
重
・
太
田
武
夫
校
訂
『
室
町
時
代
物
語
集
』
二
・
井
上
書
房
・

一
九
六
二
年
、
信
濃
史
料
刊
行
会
『
信
濃
史
料
』
一
六
・
信
毎
書
籍
印
刷
出
版
部
・
一
九
七
一
年
、
松
本
隆
信
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
〈
御
伽

草
子
集
〉』
新
潮
社
・
一
九
八
〇
年
）、
寛
永
本
・
京
都
大
学
附
属
図
書
館
「
諏
訪
縁
起
物
語
」
寛
永
二
年(1625)

写
本
（
横
山
重
・
太
田
武
夫
校
訂

『
室
町
時
代
物
語
集
』
二
・
井
上
書
房
・
一
九
六
二
年
）

4 

前
掲
註
1
の
松
本
論
文
は
諏
方
系
二
十
一
本
を
挙
げ
、
徳
田
論
文
は
こ
れ
に
九
本
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
そ
の
後
に
公
表
さ
れ
た
も
の

な
ど
を
追
加
す
る
と
、
下
記
の
通
り
都
合
三
十
五
本
を
数
え
る
。
茅
野
光
英
（
天
正
十
三
年
／
安
永
元
年
）、
京
都
大
学
（
寛
永
二
年
）、
長
野
市
栗

本
家
（
享
保
四
年
）、
石
川
透
（
享
保
九
年
）、
小
野
幸
（
明
和
元
年
）、
名
古
屋
大
学
（
明
和
二
年
／
安
永
四
年
／
嘉
永
二
年
）、
山
岸
徳
平
（
明
和

四
年
）、中
島
仁
之
助
（
文
化
十
二
年
）、吉
田
幸
一
（
文
政
八
年
）、県
立
長
野
図
書
館
（
天
保
十
二
年
／
江
戸
期
）、岡
谷
市
今
井
家
（
天
保
十
三
年
）、

慶
應
義
塾
大
学
（
弘
化
四
年
）、
柳
田
國
男
（
嘉
永
元
年
／
文
久
四
年
／
慶
応
三
年
／
慶
応
四
年
／
江
戸
期
／
明
治
元
年
）、
木
曽
町
徳
音
寺
（
嘉
永

元
年
）、
横
山
重
（
江
戸
期
／
江
戸
後
期
）、
白
馬
村
北
城
嶺
方
（
江
戸
期
）、
国
文
学
研
究
資
料
館
（
江
戸
期
）、
徳
田
和
夫
（
江
戸
後
期
）、
上
田
図

書
館
（
江
戸
末
期
）、
大
沢
末
男
（
江
戸
末
期
）、
石
井
行
雄
氏
（
江
戸
末
期
）、
吉
原
浩
人
氏
（
江
戸
末
期
）、
岡
谷
市
平
福
寺
（
明
治
十
三
年
）、
水

谷
不
倒
（
大
正
三
年
）、
諏
訪
教
育
部
会
（
近
代
）。
ま
た
石
川
透
編
『
室
町
物
語
影
印
叢
刊
〈
諏
訪
の
本
地
〉』
一
二
（
三
弥
井
書
店
・
二
〇
〇
三
年
）

に
よ
れ
ば
、
上
記
以
外
に
同
氏
の
も
と
に
江
戸
後
期
を
中
心
と
し
た
十
本
以
上
の
写
本
が
あ
る
と
い
う
。
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5 

福
田
晃
『
神
道
集
説
話
の
成
立
』（
三
弥
井
書
店
・
一
九
八
四
年
・
九
九
頁
）

6 
松
本
隆
信
『
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
』（
汲
古
書
院
・
一
九
九
六
年
・
一
九
七
〜
一
九
八
頁
）

7 
柳
田
國
男
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
七
（
筑
摩
書
房
・
一
九
六
二
年
・
三
九
頁
）

8 

徳
田
和
夫
『
お
伽
草
子
研
究
』（
三
弥
井
書
店
・
一
九
八
八
年
・
五
七
四
頁
）

9 

【
翻
刻
】
弘
化
本
・
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
「
諏
訪
草
紙
」
弘
化
四
年(1847)

写
本
（
金
井
典
美
「
翻
刻
諏
訪
草
子
」『
民
話
の
手

帖
〈
第
三
号
〉』
蒼
海
出
版
・
一
九
七
九
年
・
の
ち
同
『
諏
訪
信
仰
史
』
名
著
出
版
・
一
九
八
二
年
に
再
録
、
横
山
重
・
松
本
隆
信
共
編
『
室
町
時

代
物
語
大
成
』
八
・
角
川
書
店
・
一
九
八
〇
年
）、
上
田
本
・
上
田
市
立
上
田
図
書
館
花
月
文
庫
「
諏
訪
大
明
神
本
地
」
江
戸
末
期
写
本
（
宮
崎
智

江
「
上
田
市
立
図
書
館
花
月
文
庫
蔵
『
諏
訪
大
明
神
本
地
』
│
解
説
と
翻
刻
│
」『
学
海
』
二
・
上
田
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
・
一
九
八
六

年
）、【
影
印
版
・
出
版
】
享
保
本
・
石
川
透
「
諏
訪
大
明
神
御
本
地
」
享
保
九
年(1724)

写
本
（
石
川
透
編
『
室
町
物
語
影
印
叢
書
〈
諏
訪
の
本

地
〉』
一
二・三
弥
井
書
店
・
二
〇
〇
三
年
）、【
影
印
版
・
ウ
ェ
ブ
公
開
（
二
〇
二
〇
年
一
月
三
十
一
日
参
照
）】
明
和
本
・
名
古
屋
大
学
附
属
図
書

館
神
宮
皇
学
館
文
庫
「
諏
訪
大
明
神
御
縁
記
」
明
和
二
年(1765)

写
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館 

「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」 https://

kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100172181

）、
安
永
本
・
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
神
宮
皇
学
館
文
庫
「
諏
訪
本
地
」
安
永
四
年(1775)

写
本

（
同
・https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100172183
）、
嘉
永
本
・
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
神
宮
皇
学
館
文
庫
「
諏
訪
大
明
神
御
本
地
」

嘉
永
二
年(1849)

写
本
（
同
・https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100172182

）、
国
文
本
・
国
文
学
研
究
資
料
館
「
諏
訪
大
明
神
縁
起
」

江
戸
期
写
本
（
同
・https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200000807

）、
天
保
本
・
県
立
長
野
図
書
館
「
諏
訪
甲
賀
三
郎
頼
方
御
由
来
記
」
天

保
十
二
年(1841)

写
本
（
長
野
県
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
公
開
シ
ス
テ
ム
「
信
州
デ
ジ
く
ら
」https://www.i-repository.net/il/m

eta_pub/

G0000307library_02BK0104168000

）、
長
野
本
・
県
立
長
野
図
書
館
「
す
は
の
本
地
」
江
戸
期
写
本
（
同
・https://www.i-repository.

net/il/m
eta_pub/G0000307library_02BK0104130174

）
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10 

清
全
『
下
諏
方
東
堀
村
真
言
宗
平
福
寺
起
立
書
』（
平
福
寺
蔵
・
一
七
四
二
年
）

11 
諏
訪
大
社
上
社
所
蔵
の
『
諏
訪
上
下
宮
祭
祀
再
興
次
第
』「
永
禄
八
年(1565)

十
一
月
朔
日
下
知
状
」
に
「
一
土
田
分
、
為
二
大
祝
領
一
之
候
歟
。
来

丙
寅
為
二
豊
年
一
者
、
当
地
頭
両
人
へ
出
二
替
地
一
任
二
于
先
規
一
可
レ
附
二
大
祝
一
。
然
則
当
知
行
観
照
寺
・
平
福
寺
之
儀
者
為
二
密
宗
之
道
場
一
可
レ
祈
二
国

家
之
長
久
一
之
事
」（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
一・三
〇
二
頁
）
と
あ
る
。

12 

戸
隠
神
社
旧
蔵
の
『〔
神
道
授
与
状
〕』
の
奥
書
に
「
元
亀
二
辛未
天(1571)

二
月
吉
日
書
写
畢
、
授
与
下
諏
方
春
宮
平
福
寺
極
楽
坊
快
宥
之
、
神
道
阿

闍
梨
九
州
肥
後
国
高
瀬
之
津
磐
根
木
山
住
權
大
僧
都
法
印
圓
祐
示
之
」（『
信
濃
史
料
』
一
三・四
三
〇
〜
四
三
一
頁
）
と
あ
る
。

13 

拙
論「『
下
諏
方
別
当
寺
務
神
宮
寺
海
岸
孤
絶
山
起
立
書
附
山
内
之
門
徒
』翻
刻
な
ら
び
に
解
題
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』一
〇・二
〇
一
七
年
）

14 

観
空
『
世
代
録
』（
平
福
寺
蔵
・
一
八
六
〇
年
）
に
榮
運
が
追
記
し
た
榮
精
の
略
伝
に
よ
る
。

15 

東
堀
区
誌
編
纂
委
員
会
『
東
堀
区
誌
』（
柴
宮
館
・
一
九
八
八
年
・
三
四
〇
頁
）

16 

渡
邊
千
冬
撰
竝
篆
額
「
榮
運
頌
徳
碑
」（
平
福
寺
境
内・一
九
三
一
年
）、お
よ
び
小
林
聖
仁
『
起
立
書
並
世
代
録
』（
平
福
寺
蔵・一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。

17 

東
堀
区
誌
編
纂
委
員
会
『
東
堀
区
誌
』（
柴
宮
館
・
一
九
八
八
年
・
三
五
〇
頁
）

18 

前
掲
註
1
の
筑
土
論
文
、
柳
田
論
文
、『
室
町
時
代
物
語
集
』
二
「
解
題
」、
徳
田
論
文
。

19 

前
掲
註
9
を
参
照
。

20 

今
堀
太
逸
「
神
社
と
悪
人
往
生
│
諏
訪
信
仰
の
展
開
│
」（『
人
文
学
論
集
』
二
二・一
九
八
八
）
は
、
諏
訪
縁
起
の
諸
本
を
も
と
に
、
本
書
に
お
け
る

衆
生
擁
護
の
神
道
（
鎮
守
信
仰
）
と
し
て
の
特
色
を
中
心
に
、
諏
訪
信
仰
と
『
法
華
経
』、
諏
訪
社
と
親
へ
の
孝
養
、
諏
訪
信
仰
と
殺
生
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
る
。

21 

岡
見
正
雄
・
髙
橋
喜
一
校
注
『
神
道
大
系
〈
文
学
編
一
・
神
道
集
〉』（
神
道
大
系
編
纂
会
・
一
九
八
八
年
）
に
拠
っ
て
書
き
下
し
た
。

22 

松
本
隆
信
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
〈
御
伽
草
子
集
〉』（
新
潮
社
・
一
九
八
〇
年
）
に
拠
っ
た
。
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23 

本
翻
刻
の
平
福
寺
本
に
拠
り
、
誤
記
等
を
享
保
本
に
よ
っ
て
改
め
、
か
な
を
漢
字
に
換
え
た
。

24 
天
正
本
原
文
は「
こ
う
や
し
や
う
に
ん
」で
、前
揚
註
22
は「
空
也
上
人
」と
校
訂
す
る
。
前
掲
註
3
の『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』と『
信
濃
史
料
』は「
高

野
上
人
」
と
注
記
す
る
。
な
お
嘉
永
本
は
「
有
上
人
」
と
あ
る
。

25 

明
治
本
以
外
の
流
布
本
は
す
べ
て
、
不
審
を
問
う
者
を
記
し
て
い
な
い
。

26 「
諏
訪
の
勘
文
」
の
三
句
目
が
、①
「
故
宿
人
天
」（
赤
木
文
庫
本・彰
考
館
本・河
野
本・東
洋
文
庫
本
）、②
「
故
宿
人
天
」（
寛
永
本
）、「
故
宿
人
中
」（
天

正
本
・
嘉
永
本
）、
③
「
故
宿
人
天
」（
明
治
本
）、「
故
宿
人
中
」（
明
和
本
・
天
保
本
）、「
故
食
人
天
」（
長
野
本
）、「
故
食
人
身
」（
享
保
本
・
安
永

本
・
弘
化
本
・
国
文
本
・
上
田
本
）
と
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
句
を
解
説
す
る
一
節
も
、
①
「
人
天
の
胎
に
宿
し
て
」（
赤
木
文
庫
本
・
彰
考
館

本
・
河
野
本
・
東
洋
文
庫
本
）、
②
「
身
の
内
に
宿
し
て
」（
天
正
本
）、
③
「
人
身
と
成
り
て
」（
享
保
本
・
安
永
本
）、「
人
間
に
成
て
」（
明
和
本
）、

「
人
の
身
と
成
り
」（
弘
化
本・長
野
本
）、「
人
中
」（
天
保
本
）、「
人
身
食
し
て
」（
国
文
本
）、「
人
身
に
食
し
て
」（
上
田
本
）、「
人
間
に
喰
せ
ら
れ
て
」

（
明
治
本
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
人
天
」
の
「
天
」
が
欠
落
し
て
「
人
身
」「
人
中
」「
人
間
」
と
な
り
、「
宿
」「
成
」
に
代
わ
っ
て
「
食
」「
喰
」
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
お
『
諏
方
大
明
神
絵
詞
』
の
現
存
最
古
の
権
祝
本
（
文
明
四
年(1472)

写
・
今
井
広
亀
『
諏
方
大
明
神
絵
詞
』
下
諏
訪
町

博
物
館
・
一
九
七
九
年
）
は
「
故
宿
人
身
」
と
す
る
。

27 

前
掲
註
21
に
同
じ
。

28 

前
掲
註
22
に
同
じ
。

29 

②
の
寛
永
本
は
三
郎
の
不
孝
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
、「
月
に
一
ど
の
、
そ
の
め
い
に
ち
に
あ
た
る
と
き
も
、
き
ょ
う
を
よ
み
、
念
仏
を
申
と
い
へ
と

も
、
僧
を
し
や
う
し
、
供
養
し
奉
る
こ
と
も
な
か
り
し
に
」
と
し
、
月
命
日
に
自
ら
読
経
や
念
仏
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
僧
を
招
請
し
て
の
供
養
を

勧
め
て
い
る
。

30 

前
掲
註
23
に
同
じ
。
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31 

前
掲
註
23
に
同
じ
。

32 
信
濃
毎
日
新
聞
社
編
『
諏
訪
大
社
』「
鹿
食
免
」（
信
濃
毎
日
新
聞
社
・
一
九
八
〇
年
・
一
七
二
〜
一
七
四
頁
）

33 
千
葉
徳
爾
『
狩
猟
伝
承
研
究
』（
風
間
書
房
・
一
九
六
九
年
・
五
五
六
〜
六
〇
〇
頁
）、
福
田
晃
『
神
道
集
説
話
の
成
立
』（
三
弥
井
書
店
・
一
九
八
四

年
・
三
八
〇
〜
三
九
一
頁
）

34 

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
近
代
史
』（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
六
六
年
・
五
六
四
〜
五
六
九
頁
）

35 

拙
論
「
諏
訪
市
博
物
館
寄
託
『
諏
訪
神
社
上
宮
神
宮
寺
縁
起
』
翻
刻
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
六・二
〇
一
三
年
）。
本
書
に
「
冀
く
は
貴
賎
、

長
幼
、
男
女
、
信
心
を
発
し
、
参
詣
の
儔
は
敦あ

つ厚
く
薩
埵
の
結
縁
を
蒙
り
、
子
孫
繁
栄
、
諸
願
成
就
、
二
世
安
楽
の
霊
験
感
応
あ
る
事
、
豈
う
た
か

ひ
あ
る
べ
か
ら
さ
ら
ん
や
」
と
あ
る
。

36 

横
山
重
・
太
田
武
夫
校
訂
『
室
町
時
代
物
語
集
』
二
（
井
上
書
房
・
一
九
六
二
年
・
四
四
五
頁
）
に
「
諏
訪
大
明
神
参
詣
向
日
」
と
し
て
「
正
月
朔

日
、
百
日
。
二
月
晦
日
、
九
十
日
。
三
月
晦
日
、
九
十
日
。
四
月
十
八
日
、
百
日
。
五
月
十
八
日
、
四
百
日
。
六
月
十
八
日
、
四
百
日
。
七
月
十
日
、

四
万
六
千
日
。
八
月
廿
四
日
、
四
千
日
。
九
月
九
日
、
四
千
日
。
十
月
十
九
日
、
四
百
日
。
十
一
月
七
日
、
六
千
日
。
十
二
月
十
九
日
、
四
千
日
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
観
音
菩
薩
の
功
徳
日
で
あ
り
、
千
手
観
音
菩
薩
を
本
地
と
す
る
下
宮
へ
の
参
拝
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

37 

細
野
正
夫
・
今
井
広
亀
『
中
洲
村
史
』（
中
洲
公
民
館
・
一
九
八
五
年
・
四
三
六
頁
）

38 

乾
水
坊
素
雪
『
信
濃
国
昔
姿
』
文
政
二
年(1819)

撰
述
（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
四・一
〇
八
頁
）
に
「
春
よ
り
十
月
迄
法
華
を
書
写
し
、
十
月
十

日
よ
り
経
衆
大
勢
に
て
法
式
有
る
事
七
日
、
十
六
日
辰
の
一
天
奉
納
経
有
也
。
此
節
十
五
日
夜
八
つ
頃
よ
り
、
御
領
主
様
御
名
代
御
出
有
り
、
寺
社

一
統
相
詰
る
な
り
。
此
朝
貴
賎
群
集
し
参
詣
夥
し
」
と
あ
る
。

39 

柳
田
國
男
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
七
（
筑
摩
書
房
・
一
九
六
二
年
・
三
六
頁
）

40 

②
の
寛
永
本
の
巻
末
は
「
こ
の
そ
う
し
、一
た
び
見
た
て
ま
つ
ら
ん
人
は
、す
は
ゑ
三
と
参
ら
ん
に
、あ
た
る
へ
し
、よ
く
〳
〵
御
し
ん
か
う
あ
る
べ
し
」
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と
あ
り
、
本
書
の
一
度
の
拝
見
が
三
度
の
社
参
に
当
た
る
と
す
る
。
ま
た
嘉
永
本
の
巻
末
は
「
大
明
神
は
我
か
前
に
七
度
参
ん
よ
り
は
、
此
ゑ
ん
き

を
一
度
と
か
せ
よ
と
御
ち
か
い
給
ふ
る
な
り
」
と
し
て
、
七
度
の
社
参
よ
り
本
書
の
一
度
の
唱
導
を
勧
め
て
い
る
。

41 『
増
訂
下
諏
訪
町
誌
』
上
（
下
諏
訪
町
・
一
九
八
五
年
・
八
五
六
頁
）

42 

松
澤
義
章
『
顕
幽
分
両
記
』（『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
三・九
二
三
頁
）

43 

鷲
尾
順
敬
『
信
濃
諏
訪
神
社
神
仏
分
離
事
件
調
査
報
告
』（『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
五
・
名
著
出
版
・
一
九
八
三
年
・
四
六
二
頁
）

44 

岩
本
尚
賢
『
諏
訪
神
社
考
・
祭
神
神
階
神
徳
考
』（
長
野
県
立
歴
史
館
蔵
・
長
野
県
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
公
開
シ
ス
テ
ム
「
信
州
デ
ジ
く
ら
」

https://www.i-repository.net/il/m
eta_pub/G0000307npm

h_03O
D0624100300

・
二
〇
二
〇
年
一
月
三
十
一
日
参
照
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
諏
訪
の
本
地
、
諏
訪
縁
起
、
甲
賀
三
郎
、
諏
訪
大
社
、
狩
猟
、
孝
行
、
参
詣
、
唱
導

【
表
１
】
Ａ
系
（
享
保
本
・
弘
化
本
）
と
Ｂ
系
（
明
和
本
・
明
治
本
）
に
て
表
現
が
相
違
す
る
箇
所

享
保
本
（
石
川
透
氏
）

弘
化
本
（
慶
應
大
）

明
和
本
（
名
古
屋
大
）

明
治
本
（
平
福
寺
）

長
男
の
所
領

太
郎
は
下
野
、
陸
奥
、
常
陸

三
ヶ
国
を
持
べ
し
。

太
郎
は
下
野
、
常
陸
、
む
つ

の
を
く
三
ヶ
国
を
持
べ
し
。

太
郎
は
下
野
、
ひ
た
ち
、
あ

ふ
み
の
国
三
ヶ
国
を
持
べ
し
。
太
郎
は
下
野
、
常
陸
、
近
江

国
三
ヶ
国
を
持
べ
し
。

三
郎
の
所
領

三
郎
は
惣
領
と
し
て
大
殿
な

れ
は
、
近
江
、
尾
張
、
参
川
、

遠
江
、
駿
川
、
甲
斐
、
信
濃

七
ヶ
国
を（マ
マ
）べし
。

三
郎
は
惣
領
と
し
て
大
殿
な

れ
は
、
近
江
、
尾
張
、
参
河
、

遠
江
、
駿
河
、
甲
斐
、
信
濃

七
ヶ
国
を
持
べ
し
。

三
郎
は
大
殿
と
申
て
惣
領
な

れ
は
、美
濃
、お
わ
り
、三
河
、

遠
江
、
駿
河
、
甲
斐
、
信
濃

七
ヶ
国
を
持
べ
し
。

三
郎
は
惣
領
と
し
て
大
殿
な

れ
ば
、
美
濃
、
尾
張
、
三
河
、

遠
江
、
駿
河
、
甲
斐
、
信
濃

七
ヶ
国
持
べ
し
。

次
郎
へ
の
春
日
姫
の
返
答

た
ゝ
儀
理
と
情
と
慈
悲
の
み

ち
を
、
お
も
ふ
に
ぞ
の
儀
な

り
。
古
人
の
言
葉
に
も
、

た
ゞ
儀
厘
と
な
さ
け
と
じ
ひ

の
道
を
、
思
ふ
に
仍
の
儀
な

り
。
古
人
の
言
葉
に
も
、

儀
り
と
情
を
し
ら
ん
た
め
、

古
人
も
こ
ゝ
ろ
を
い
さ
め
た

り
。

義
理
と
な
さ
け
を
の
道
を
知

ら
ん
為
に
、
古
人
も
心
を
い

さ
め
た
り
。
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人
穴
で
の
三
郎
の
祈
誓

あ
ら
、
口
を
し
や
、
女
に
心

ゆ
る
す
な
と
は
、

あ
ら
、
く
ち
お
し
や
、
女
に

心
を
よ
る
す
な
と
は
、

あ
ゝ
、
く
ち
お
し
や
、
七
の

子
は
な
す
と
も
、
女
に
心
ゆ

る
す
な
と
、

ゑ
ゝ
、
口
を
し
や
、
七
人
の

子
は
な
す
共
、
女
に
心
ゆ
る

す
な
と
、

春
日
姫
を
夢
に
見
た
三
郎
へ

の
遊
井
万
姫
の
言
葉

女
の
心
は
、
皆
同
し
事
也
。

自
か
御
身
の
事
を
、
お
も
ふ

候
に
、
人
も
さ
こ
そ
お
ほ
し

め
し
候
は
ん
と
、
思
ひ
や
ら

れ
て
候
也
。

女
の
心
は
、
皆
同
し
事
也
。

自
が
御
身
の（

マ
マ
）と

を
、
お
も
ふ

や
う
に
、
人
も
さ
こ
さ
思
召

候
は
ん
と
、
思
の
や
ら
れ
て

候
也
。

女
心
は
同
じ
思
ひ
の
事
な
れ

は
、
自
御
身
を
思
ふ
こ
と
く
、

人
も
さ
こ
そ
有
へ
し
と
、
思

ひ
や
る
瀬
は
大
井
川
。

女
心
と
同
し
雲
井
の
事
な
れ

ば
、
自
ら
御
身
を
思
ふ
如
く
、

人
も
さ
こ
し
や
あ
ら
な
し
や
、

思
ひ
や
せ
ば
大
井
川
。

三
郎
と
遊
井
万
姫
と
の
別
れ

古
郷
の
事
を
お
ほ
し
め
し
候

事
は
、
実
に
こ
と
わ
り
と
へ

と
も
、
み
つ
か
ら
を
す
て
ゝ

行
給
ふ
事
は
、
な
さ
け
な
き

と
て
な
け
き
か
な
し
み
た
ま

ふ
有
様
、
互
に
な
こ
り
を
お

し
み
つ
ゝ
、
し
ば
ら
く
出
も

や
ら
す
し
て
、
袂
を
し
お
り

た
ま
ひ
け
り
。
さ
て
あ
る
べ

き
に
あ
ら
さ
れ
は
、
な
ご
り

の
袂
を
ふ
り
さ
け
て
、
な
み

た
と
と
も
に
出
給
ふ
。
姫
君

な
み
た
の
ひ
ま
よ
り
、
の
た

ま
ふ
様
は
、
今
の
わ
か
れ
は
、

ゆ
め
な
れ
や
、
い
も
せ
の
中

の
ち
き
り
は
、
未
来
に
て
も
、

朽
せ
し
物
を
や
。
此
上
力
な

し
。
さ
ら
ば
を
く
り
申
さ
ん

と
て
、

こ
き
や
う
の
を
思
召
候
と
は
、

け
に
こ
と
は
り
と
へ（

マ
マ
）い

ど
も
、

自
を
す
て
行
給
ふ
事
は
、
な

さ
け
な
し
と
て
な
げ
き
か
な

し
み
給
ふ
あ
り
様
、
た
が
へ

に
な
ご
り
を
お
し
み
つ
ゝ
、

し
ば
ら
く
出
も
や
ら
す
し
て
、

た
も
と
を
し
ほ
り
た
ま
へ
け

り
。
扨
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ざ

れ
は
、
な
ご
り
の
た
も
と
を

ふ
り
さ
け
て
、
な
み
だ
共
に

出
給
ふ
。
姫
君
も
な
み
た
の

ひ
ま
よ
り
、
の
た
ま
ふ
や
う

は
、
い
ま
の
わ
か
れ
は
、
よ

め
な
れ
や
、
い
、
も
せ
の
中

の
ち
ぎ
り
を
は
、
み
ら
い
も
、

く
ち
せ
し
物
を
や
。
此
上
は

ち
か
ら
な
し
。
さ
ら
ば
お
く

り
申
さ
ん
と
て
、

別
れ
と
夢
は
、
世
の
中
に
う

し
と
思
わ
ん
人
も
な
し
。
ま

し
て
い
わ
ん
や
、
今
よ
り
出

て
あ
い
み
ん
こ
と
は
、
後
の

世
を
願
斗
の
ち
ぎ
り
成
。
今

の
よ
は
い
わ
二
世
の
世
の
我

が
身
の
う
さ
を
い
ゝ
出
し
、

い
わ
ん
と
す
れ
ば
、
人
の
た

め
、
い
か
に
と
思
ふ
心
よ
り
、

君
を
古
郷
え
か
へ
さ
ん
と
、

申
出
し
事
な
れ
は
、
今
の
へ

つ
り
は
か
ね
て
よ
り
、
わ

（
マ
マ
）わ

か
れ
泪
と
諸
共
に
、
ゆ
ひ
ま

ん
国
を
出
給
ふ
。

別
れ
と
夢
は
、
世
の
中
の
よ

し
と
思
は
ぬ
人
は
な
し
。
ま

し
て
は
云
は
ん
、
今
日
出
て

あ
ひ
見
ん
事
は
、
後
世
と
願

斗
の
ち
ぎ
り
に
て
候
に
は
あ

ら
じ
。
今
の
世
は
川
瀬
の
淀

や
あ
ふ
す
ぞ
と
、
我
身
の
う

さ
を
染
出
し
、
い
わ
ん
と
す

れ
ば
、
人
の
か
為
、
如
何
に

と
思
ふ
心
よ
り
、
君
を
古
郷

へ
帰
さ
ん
と
、
思
ひ
出
せ
し

事
な
れ
ば
、
今
の
別
れ
は
か

ね
て
よ
り
、
別
れ
の
な
み
だ

と
諸
共
に
、
ゆ
ひ
ま
ん
国
を

出
給
ひ
、

遊
井
万
姫
の
別
れ
の
歌

此
頃
は　
な
れ
し
餘ナ

ゴ
リ波

を　

忘
ら
れ
て

こ
の
ひ
ご
ろ　
な
れ
し
な
こ

り
も　
わ
す
ら
れ
ず

年
月
の　
ち
き
り
し
名な

ご
り残

わ

す
ら
れ
て

年
月
の　
ち
ぎ
り
し
な
こ
り

　
わ
す
ら
れ
て
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遊
井
万
姫
と
三
郎
の
別
れ

思
ひ
の
袖
を
ふ
り
さ
け
て
、

ひ
め
も
そ
れ
よ
り
か
へ
り
給

ふ
。
御
心
の
内
、
思
ひ
や
ら

れ
て
、
労
敷
し
き
。

思
へ
の
そ
て
を
ふ
り
さ
け
て
、

姫
も
そ
れ
よ
り
還
り
給
ふ
。

御
心
の
内
、
思
る（

マ
マ
）や

ら
れ
て
、

い
た
は
し
や
。

是
を
か
た
み
に
、
わ
か
れ
給

へ
け
る
。
い
た
わ
し
や
。

是
を
別
れ
の
言
葉
に
て
、
行

わ
か
れ
さ
せ
給
ひ
け
る
。あ
ゝ

い
た
わ
し
や
。

帰
国
し
た
三
郎
の
心
情

春
日
姫
は
何
と
か
な
ら
せ
た

ま
ふ
ら
ん
と
、
猶
も
思
ひ
は

ま
さ
り
け
り
。

春
日
姫
は
な
に
か
と
な
ら
せ

給
ふ
ぞ
と
、
猶
も
思
へ
は
ま

さ
り
け
り
。

春
日
姫
の
こ
と
思
ひ
つ
ゝ
け

て
、
は
る
〳
〵
と
な
ん
所
を

来
る
か
い
も
な
く
、
う
ら
嶋

太
郎
が
こ
と
の
は
も
、
今
の

我
か
身
に
ま
さ
る
ま
じ
。

春
日
姫
の
ふ
ひ
ん
に
思
ひ
、

は
る
〳
〵
難
所
を
し
の
ぎ

つ
ゝ
、
来
り
し
甲
斐
も
あ
ら

ざ
ら
ん
。
浦
嶋
太
郎
か
古
へ

も
、
今
の
我
身
に
ま
さ
り
し

と
、

【
表
２
】
Ａ
系
（
享
保
本
・
弘
化
本
）
に
あ
り
Ｂ
系
（
明
和
本
・
明
治
本
）
に
な
い
箇
所

享
保
本
（
石
川
透
氏
）

弘
化
本
（
慶
應
大
）

明
和
本
（
名
古
屋
大
）

明
治
本
（
平
福
寺
）

三
郎
が
人
穴
に
下
り
る

三
百
余
人
の
人
々
に
、
縄
を

と
ら
せ
、

三
百
余
人
の
人
々
に
、
つ
な

を
と
ら
め
さ
せ
て
、

│
│
│
│

│
│
│
│

次
郎
へ
の
春
日
姫
の
言
葉

又
う
ち
と
け
ぬ
人
あ
り
。
御

身
候
を
ば
情
な
き
人
と
こ
そ

思
ひ
候
へ
、
自
か
ら
に
お
ゐ

て
努
々
叶
い
べ
か
ら
す
。

又
う
ち
と
け
の
人
も
有
。
御

身
様
を
情
な
き
人
と
ぞ
思
へ

候
へ
、自
に
お
い
て
う
め
ゝ
ゝ

か
な
う
べ
か
ら
ず
。

│
│
│
│

│
│
│
│

次
郎
へ
の
春
日
姫
の
言
葉

御
身
に
心
を
よ
せ
ん
事
、
思

ひ
も
よ
ら
ぬ
事
成
べ
し
。

御
身
に
心
を
よ
せ
ん
事
、
思

も
よ
ら
の
事
な
ら
ふ
べ
し
。

│
│
│
│

│
│
│
│

人
穴
で
の
道
程

ほ
そ
き
道
有
。
寔
を
行
て
見

た
ま
へ
は
、

ほ
そ
き
道
あ
り
。
こ
こ
を
行

て
見
た
ま
へ
は
、

│
│
│
│

│
│
│
│
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遊
井
万
王
と
の
出
会
い

世
の
中
の
有
為
無
常
を
く
わ

ん
し
て
、
行
た
ま
ふ
程
に
、

山
畑
の
あ
る
に
菴
を
作
り
て
、

世
の
中
の
う
い
ん
む
じ
や
う

く
わ
ん
し
て
、
行
給
ふ
ぼ

（
マ
マ
）ど

に
、
山
畑
の
あ
る
に
い
ほ
り

を
む
す
ん
で
、

│
│
│
│

│
│
│
│

遊
井
万
姫
と
三
郎
の
年
齢
と

間
柄

二
千
さ
い
を
へ
た
り
と
い
へ

と
も
、
十
七
八
と
見
へ
た
り
。

頼
方
は
三
十
三
に
成
り
た
ま

ふ
。
相
馴
た
ま
ふ
御
ち
ぎ
り
、

ひ
よ
く
れ
ん
り
に
こ
と
な
ら

す
。

二
千
歳
へ
た
り
と
い
へ
と
も
、

十
七
八
と
見
へ
た
り
。
頼
方

は
三
十
三
に
成
給
ふ
。
あ
へ

な
れ
給
ふ
御
ち
ぎ
り
、
ひ
よ

く
れ
ん
り
の
□
と
な
ら
す
。

│
│
│
│

│
│
│
│

三
郎
の
帰
郷
に
関
し
て
遊
井

万
姫
と
父
王
の
や
り
取
り

其
時
、
姫
君
仰
け
る
は
、
み

づ
か
ら
も
い
た
は
し
く
お
も

へ
と
も
、
こ
き
や
う
を
こ
い

し
く
お
ほ
し
め
し
た
ま
ふ
事
、

実
に
こ
と
わ
り
と
思
へ
は
、

返
し
申
へ
し
と
有
け
れ
は
、

父
此
よ
し
聞
召
、
互
の
心
を

か
ん
し
、
あ
は
れ
に
こ
そ
思

わ
れ
け
り
。

其
時
、
姫
君
仰
せ
け
る
は
、

自
も
い
た
は
し
く
思
へ
と
も
、

こ
き
や
う
恋
し
く
思
の
給
ふ

事
は
、
げ
に
こ
と
わ
り
思
へ

ば
、
返
し
申
べ
し
と
あ
り
け

れ
ば
、
父
皆
聞
召
、
た
が
へ

の
心
を
か
ん
じ
給
い
は
、
あ

は
れ
こ
そ
は
お
も
は
れ
け
り
。

│
│
│
│

│
│
│
│

【
表
３
】
Ａ
系
（
享
保
本
・
弘
化
本
）
に
な
く
Ｂ
系
（
明
和
本
・
明
治
本
）
に
あ
る
箇
所

享
保
本
（
石
川
透
氏
）

弘
化
本
（
慶
應
大
）

明
和
本
（
名
古
屋
大
）

明
治
本
（
平
福
寺
）

人
穴
で
の
三
郎
の
祈
誓

│
│
│
│

│
│
│
│

ね
か
わ
く
は
今
一
度
古
郷
へ

帰
し
た
ま
へ
と
、
ふ
か
く
ね

ん
じ
、

今
一
度
古
郷
へ
返
し
た
び
給

へ
と
、
深
く
ね
ん
し
給
ひ
し

か
、
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人
穴
の
と
あ
る
国
の
情
景
と

三
郎
の
心
情

│
│
│
│

│
│
│
│

そ
ら
も
こ
ず
へ
も
い
ろ
め
き

て
、
雪
の
下
に
て
さ
く
梅
の

花
に
、
に
ほ
ひ
を
う
つ
く
し

く
、
永
く
、
夏
も
ふ
し
の
花

さ
き
み
た
る
ゝ
折
が
ら
に
、

あ
ら
し
ち
か
く
き
、
に
わ
の

花
二
度
な
か
め
の
心
に
て
、

う
を
か
中
に
も
な
く
さ
み
有
、

年
月
思
ふ
我
心
け
に
や
ま
こ

と
に
わ
す
れ
た
り
。
草
木
ち

り
ぬ
れ
と
、
又
く
る
春
に
咲

み
だ
れ
、
我
は
此
土
に
落
さ

れ
て
、
い
つ
の
よ
に
ふ
る
里

の
日
本
の
地
に
帰
る
べ
し
。

思
ひ
は
〳
〵
、
う
ら
め
し
や
。

つ
ゝ
む
に
あ
ま
る
御
泪
、
よ

し
そ
れ
と
て
も
力
な
し
。
我

い
に
し
へ
の
な
す
わ
ぎ
し
、

未
む
く
い
つ
る
と
思
召
、
し

ら
ぬ
地
こ
く
を
く
り
遍
し
、

め
ぐ
り
も
し
ら
ぬ
こ
と
な
が

ら
、
な
に
を
う
ら
み
ん
や
う

も
な
し
。
ま
よ
い
の
中
の
ま

よ
い
そ
と
、
あ
き
の
心
を
い

さ
め
つ
ゝ
、
た
ち
や
す
ら
ひ

て
お
わ
し
ま
す
、

木
の
葉
も
色
め
ぐ
み
て
、
雪

の
下
て
咲
梅
の
花
、
香
ひ
を

う
つ
し
て
、
桜
花
長
く
、
夏

も
藤
の
花
咲
乱
れ
た
る
折
柄

に
、
嵐
は
け
し
く
、
庭
花
二

度
詠
心
地
し
て
、
う
き
が
中

に
も
な
ぐ
さ
み
て
、
常
々
思

ふ
我
心
げ
に
誠
に
忘
れ
た
り
。

草
木
の
花
は
散
り
ぬ
れ
ば
、

又
来
る
春
は
咲
つ
べ
し
。
我

は
此
土
に
落
さ
れ
、
い
つ
の

世
に
か
は
古
郷
へ
出
ぬ
る
事

の
有
べ
し
と
思
へ
ば
、
う
ら

め
敷
、
つ
ゝ
む
に
あ
ま
る
な

み
だ
哉
。
よ
し
夫
と
て
も
力

な
し
。
我
古
へ
の
な
す
わ
ざ

と
、
今
む
く
ひ
来
て
と
知
れ

ぬ
れ
ば
、
誰
を
う
ら
み
ん
事

も
又
、
あ
ら
ぬ
浮
世
と
し
ら

ぬ
身
は
、
今
の
迷
ひ
の
迷
ひ

ぞ
と
、
ひ
と
り
心
を
い
さ
め

つ
ゝ
、
立
や
す
ら
ひ
て
ま
し

ま
せ
ば
、
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三
郎
と
遊
井
万
姫
と
の
別
れ

│
│
│
│

│
│
│
│

誠
、
け
ふ
わ
か
れ
、
又
あ
ふ

事
は
か
た
か
ら
ん
。
道
も
は

る
か
に
、
行
ゑ
も
難
所
の
多

き
旅
な
れ
は
、
亦
今
生
に
て
、

い
か
で
か
わ
、
い
も
せ
の
中

は
か
な
ら
ず
と
、
是
の
み
頼

む
斗
成
と
、
泪
に
む
せ
び
給

へ
つ
ゝ
、
や
る
方
も
な
き
御

あ
り
様
。

誠
や
お
こ
と
や
、
今
わ
か
れ
、

又
逢
事
は
か
た
め
と
く
り
か

へ
し
、
あ
ふ
べ
き
や
道
も
は

る
か
に
ゆ
き
過
ぬ
、
難
所
の

多
き
た
び
な
れ
ば
、
又
今
世

に
は
、
い
か
で
は
い
も
せ
の

中
や
、
あ
わ
さ
く
ら
、
こ
れ

の
み
思
ふ
斗
り
な
り
と
、
な

み
だ
を
流
し
給
ひ
つ
ゝ
、
や

る
方
も
な
き
御
有
様
。

【
表
４
】
Ａ
系
（
享
保
本
・
弘
化
本
）
に
く
ら
べ
Ｂ
系
（
明
和
本
・
明
治
本
）
が
簡
略
化
し
て
い
る
箇
所

享
保
本
（
石
川
透
氏
）

弘
化
本
（
慶
應
大
）

明
和
本
（
名
古
屋
大
）

明
治
本
（
平
福
寺
）

山
め
ぐ
り
の
国
々

﹇
山
城
、
大
和
、
河
内
、
紀
伊
、

伊
賀
、
筑
紫
。
越
前
、
越
中
、

越
後
、
佐
渡
、
陸
奥
、
常
陸
、

下
野
、
上
野
、
信
濃
、
甲
斐
、

相
模
、（
伊
豆
）、
駿
河
﹈

﹇
山
城
、
大
和
、
河
内
、
紀
伊
、

伊
賀
、
伊
勢
、
筑
紫
。
越
前
、

越
中
、
越
後
、
佐
渡
、
陸
奥
、

常
陸
、
下
野
、
上
野
、
信
濃
、

甲
斐
、相
模
、（
伊
豆
）、駿
河
﹈ ﹇

山
城
、
大
和
、
河
内
、
紀
伊
、

伊
勢
、（
筑
紫
）。
越
前
、越
中
、

越
後
、
佐
渡
、
陸
奥
、
常
陸
、

下
野
、
上
野
、
信
濃
、
甲
斐
、

相
模
、
伊
豆
、
駿
河
﹈

﹇
山
城
、
大
和
、
河
内
、
紀
伊
、

伊
勢
、（
筑
紫
）。
越
前
、越
中
、

越
後
、佐
渡
、（
下
野
）、上
野
、

信
濃
、
甲
斐
、
相
模
、
伊
豆
、

駿
河
﹈

暗
闇
の
人
穴
を
照
ら
す
光

玉
と
剱
の
ひ
か
り
に
て
、

玉
と
つ
る
ぎ
の
ひ
か
り
に
て
、
玉
の
ひ
か
り
を
ち
か
ら
に
て
、
出
口
の
光
に
て

山
田
左
近
の
報
告
を
受
け
た

次
郎
の
反
応

扨
又
左
近
は
、
か
う
か
の
次

郎
殿
に
、
此
よ
し
か
く
と
申

け
る
。
頼
忠
腹
立
た
ま
へ
と

も
力
な
し
。

扨
又
山
田
左
近
□
、
甲
賀
の

次
郎
へ
、
此
よ
し
か
く
と
申

け
る
。
頼
忠
は
ら
た
ち
給
へ

と
も
力
な
り
。

頼
忠
大
き
に
は
ら
を
立
さ
れ

と
も
力
な
し
。

│
│
│
│

綱
を
切
ら
れ
た
三
郎
の
行
動

扨
あ
る
べ
き
に
あ
ら
さ
れ
は
、

池
の
は
た
成
御
堂
へ
参
り
、

さ
て
有
べ
き
に
あ
ら
さ
れ
は
、

池
の
は
だ
な
る
御
堂
え
参
り
、
か
な
わ
ぬ
こ
と
な
れ
は
、
又

御
と
う
に
た
ち
か
へ
り
、

か
な
わ
ぬ
事
な
れ
ば
、
も
と

の
家
形
へ
立
帰
り
、
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遊
井
万
国
の
秘
所
め
ぐ
り

ひ
か
し
を
見
れ
は
山
高
く
し

て
、
ふ
も
と
に
社
有
。
西
を

見
れ
は
大
き
成
御
堂
あ
り
、

三
重
の
塔
も
有
。
誠
に
目
出

度
所
な
り
。

東
を
見
れ
ば
山
高
く
し
て
、

ふ
も
と
に
や
し
ろ
有
。
西
を

見
れ
は
大
成
御
堂
有
、
三
重

の
と
う
も
有
。
ま
こ
と
に
目

出
度
所
有
。

東
を
見
れ
は
高
山
林
、
麓
に

社
を
立
ら
れ
た
り
。
三
重
の

塔
も
あ
り
。
誠
に
目
出
度
所

成
。

東
を
見
れ
ば
高
山
〳
〵
、
林

の
内
に
三
重
の
塔
な
ど
も
有
、

誠
に
貴
き
所
な
り
。

変
わ
り
果
て
た
故
郷
と
三
郎

の
心
情

古
し
へ
有
し
、
枯
木
は
朽
て

名
斗
成
。
む
か
し
の
事
を
、

我
が
身
に
副
て
く
わ
ん
す
る

に
、
い
と
ゝ
思
ひ
は
増
り
け

る
。

い
に
し
え
あ
り
し
、
こ
木
は

く
ち
て
名
ば
か
り
成
。
む
か

し
の
事
と
思
ふ
、
我
が
身
に

そ
へ
て
く
わ
ん
ず
る
に
、
い

と
ゝ
思
へ（

マ
マ
）の

は
ま
さ
り
け
る
。

む
か
し
の
こ
と
を
か
ん
ず
れ

は
、
い
と
ゞ
思
ひ
は
ま
さ
り

け
り
。

か
わ
り
は
て
し
も
こ
と
は
り

な
り
。

【
表
５
】
明
和
本
に
特
有
の
箇
所

享
保
本
（
石
川
透
氏
）

弘
化
本
（
慶
應
大
）

明
和
本
（
名
古
屋
大
）

明
治
本
（
平
福
寺
）

人
穴
の
か
う
ち
う
国
の
描
写

稲
苅
国
あ
り
。
い
か
成
国
と

と
へ
た
ま
へ
ば
、
か
う
ち
う

こ
く
と
申
な
り
。
彼
国
よ
り

北
に
向
て
行
は
、
又
大
き
成

穴
あ
り
。
是
を
く
ゝ
り
て
見

た
ま
へ
ば
、
早
苗
と
る
国
あ

り
。

い
ね
か
る
国
あ
り
。
い
か
な

る
国
と
と
へ
給
へ
は
、
か
う

し
や
う
国
と
申
也
。
か
の
国

よ
り
北
に
む
か
へ
て
行
は
、

又
大
成
穴
あ
り
。
是
を
く
こ

り
て
見
給
へ
は
、
さ
な
い
と

る
国
あ
り
。

│
│
│
│

稲
な
ど
か
る
所
も
有
。
如
何

な
る
国
と
問
ひ
給
へ
ば
、
唐

中
国
と
申
也
。
彼
国
よ
り
北

へ
行
給
へ
ば
、
又
大
成
人
穴

有
。
是
を
く
ゞ
り
て
見
給
へ

ば
、
春
の
頃
と
覚
し
く
、

故
郷
の
変
貌
と
遊
井
万
姫
へ

の
思
い

時
刻
を
う
つ
さ
す
、
立
し
な

の
嶽
ゑ
行
、
見
た
ま
へ
ば
、

有
し
昔
に
か
わ
り
は
て
、

時
刻
を
う
つ
さ
す
、
だ
て
信

濃
の
竹
へ
行
、
見
た
ま
へ
は
、

あ
り
し
昔
に
か
は
り
け
り
。

あ
た
つ
た
る
折
ふ
し
を
、
し

の
ぶ
女
の
は
か
な
さ
を
、
い

か
斗
り
や
思
召
、
ゆ
い
ま
ん

姫
の
内
、
あ
わ
れ
と
も
、
た

の
も
し
く
と
も
願
に
、
志
い

か
で
及
へ
き
。

頼
方
あ
た
り
を
見
給
へ
ば
、

有
し
昔
に
変
り
は
て
、
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春
日
姫
と
再
会
し
た
三
郎
の

言
葉

人
穴
の
底
に
て
か
な
し
き
あ

り
さ
ま
、

人
穴
の
そ
こ
の
な
き
□
あ
り

様
、

人
穴
の
そ
こ
ゑ
入
立
帰
ら
ん

と
し
給
ふ
に
、
籠
の
縄
切
落

さ
れ
、
あ
が
る
へ
き
便
り
な

く
、
下
か
い
を
め
ぐ
り
し
う

さ
つ
ら
さ
、

此
年
月
の
う
さ
つ
ら
さ
、

下
の
宮
の
誡
め

次
郎
頼
忠
に
う
と
ま
れ
た
ま

ひ
、
ふ
か
く
恨
あ
り
。
い
よ

〳
〵
、
い
ま
し
め
給
ふ
な
り
。

次
郎
頼
忠
に
う
と
ま
れ
た
ま

へ
て
、
ふ
か
く
う（

マ
マ
）ら

あ
り
。

い
よ
〳
〵
、
い
ま
し
め
給
ふ

成
。

│
│
│
│

頼
忠
殿
に
、
う
と
ま
れ
給
ふ

故
、
人
を
つ
れ
な
く
す
る
事

を
、
深
く
い
ま
し
め
給
ふ
。

上
の
宮
が
孝
行
を
重
ん
ず
る

理
由

頼
方
は
、
久
々
外
界
を
へ
ん

ろ
し
て
、
二
親
の
と
む
ら
ひ

を
も
無
沙
汰
し
た
ま
ふ
。
ふ

か
う
の
つ
み
を
く
わ
ん
し
て
、

我
か
社
へ
参
へ
き
と
を
も
ふ

輩
は
、
先
己
か
お
や
に
、
こ

う
ぎ
や
う
す
べ
し
。
親
に
か

う
〳
〵
な
る
も
の
は
、

三
郎
頼
方
は
、
久
々
げ
か
い

を
流
ら
う
し
て
、
二
親
の
と

ふ
ら
い
を
も
無
沙
汰
し
、
ふ

こ
う
の
つ
み
を
く
は
ん
し
て
、

わ（
マ
マ
）る

屋
代
参
る
べ
き
と
お
も

ふ
と
も
か
ら
は
、
ま
つ
わ
か

親
に
、
こ
う
〳
〵
す
べ
し
。

親
に
こ
う
へ

（
マ
マ
）な

る
者
は
、

│
│
│
│

又
三
郎
頼
方
殿
は
、
久
し
く

下
界
に
下
り
、
い
の
地
に
ま

し
〳
〵
て
、
両
親
に
不
孝
の

つ
み
を
お
そ
れ
て
、

上
の
宮
の
教
え
・
親
へ
の
孝

行
と
弔
い

世
中
の
人
々
、
お
や
に
こ
う

か
う
な
る
者
に
は
、
か
た
ち

に
影
の
そ
ふ
か
こ
と
く
、
御

め
く
み
あ
り
と
心
得
へ
し
。

そ
れ
に
よ
つ
て
、
か
け
月
を

そ
へ
て
、
ま
も
ら
せ
し
め
た

ま
ふ
な
り
。
誠
に
嫌
い
給
ふ

に
あ
ら
す
。
た
ゝ
お
や
の
後

世
を
念
頃
に
と
ふ
ら
い
と
の
、

お
し
ゑ
な
り
。

世
の
中
の
人
々
、
お
や
に
孝

行
の
も
の
に
は
、
か
を
に
か

け
の
そ
ふ
が
ご
と
く
、
御
め

く
み
あ
る
と
心
得
べ
し
。
夫

に
仍
て
、
か
け
月
を
そ
へ
て
、

い
み
給
ふ
也
。
あ
な
が
ち
に

き
ら
へ
た
ま
ふ
に
あ
ら
す
。

た
ゞ
親
の
後
世
を
念
頃
に
弔

と
の
、
お
し
い
な
り
。

世
の
人
、
親
に
孝
々
す
る
者

は
、
大
明
神
の
御
め
ぐ
み
あ

り
。
た
ゞ
親
の
ほ
だ
い
を
ね

ん
頃
に
と
ふ
べ
し
と
の
、
御

し
め
し
な
り
。

親
に
孝
行
な
る
者
は
、
形
に

影
の
そ
ふ
如
く
、
御
め
ぐ
み

あ
り
と
心
得
べ
し
。
是
に
よ

つ
て
影
月
を
そ
へ
て
忌
み
給

ふ
な
り
。
あ
な
が
ち
き
ら
ひ

給
ふ
に
あ
ら
す
。
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供
犠
の
不
審
に
対
す
る
神
託

我
、
昔
、
遊
井
万
国
に
て
、

鹿
狩
を
し
て
遊
し
事
、
慈
悲

を
以
の
儀
な
り
。
故
に
神
と

顕
て
も
、
殺
生
面
白
慈
悲
也
。

わ
れ
、
む
か
し
、
遊
井
万
国

に
て
、
鹿
狩
を
し
て
遊
ひ
し

事
も
、
し
ひ
を
も
つ
て
の
儀

な
り
。
か
る
が
故
に
神
と
あ

ら
は
れ
て
も
、
殺
生
お
も
し

ろ
き
、
翁
に
な
り
。

│
│
│
│

昔
、
我
、
ゆ
ひ
ま
ん
国
に
て

有
け
る
時
、
鹿
を
狩
し
て
遊

ひ
し
事
も
、
慈
悲
を
知
て
す

る
也
。
か
る
か
故
に
神
と
あ

ら
わ
れ
て
、
せ
つ
せ
ふ
面
白

く
、
慈
悲
を
思
ひ
て
す
る
也
。

御
射
山
の
御
狩

故
に
、
七
月
廿
七
日
に
御
射

山
と
て
御
狩
有
。
毎
年
其
日
、

鹿
二
つ
宛
、出
て
こ
ろ
さ
る
ゝ

な
り
。
か
し
ら
を
御
前
に
掛

ら
る
ゝ
也
。

か
る
か
よ
い
に
、
七
月
廿
六

日
に
御
射
山
と
て
祭
あ
り
。

毎
年
其
日
、
鹿
弐
つ
宛
、
い

て
ゝ
こ
ろ
さ
る
ゝ
也
。
か
し

ら
を
御
前
に
か
け
ゝ

（
マ
マ
）る

ゝ
也
。

│
│
│
│

か
る
か
故
に
、
七
月
廿
七
日

に
御
射
山
と
御
狩
あ
り
。
毎

年
其
日
、
鹿
二
つ
づ
ゝ
、
出

て
こ
ろ
さ
る
ゝ
也
。

殺
生
の
心
得

夫
、
せ
つ
せ
う
を
す
る
時
、

三
つ
の
心
有
。（
以
下
略
）

そ
れ
、
殺
生
を
す
る
時
、
三

つ
の
心
有
。（
以
下
略
）

せ
つ
せ
う
す
る
に
、
お
ゆ
る

し
あ
り
。
野
へ
ん
に
済
、
け

だ
物
我
に
、
ゑ
ん
な
く
は
、

う
か
り
し
や
み
に
、
な
を
や

ま
よ
わ
ん
。

せ
つ
せ
う
を
す
る
に
三
つ
の

心
得
あ
り
。（
以
下
略
）

【
表
６
】
明
治
本
に
特
有
の
相
違
箇
所

享
保
本
（
石
川
透
氏
）

明
治
本
（
平
福
寺
）

書
名

諏
訪
大
明
神
御
本
地

諏
方
大
明
神
御
一
代
記

神
武
天
皇
の
功
績

夫
よ
り
仁
王
の
尊
を
は
、
神
武
天
王
と
申
。
日
向
国
宇
女
の

山
を
平
け
て
、
か
ち
の
葉
を
き
り
払
、
宮
を
作
り
給
ふ
。

そ
れ
よ
り
人
皇
は
、
御
帝
神
武
天
皇
と
申
す
。
御
い
み
な
を

八ヤ

神カ
ン

日ヤ
マ
ト本

と
い
は
れ
び
こ
の
見
て
、
天
照
大
神
よ
り
五
代
、

ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
尊
の
第
四
の
御
子
、
御
母
は
玉
依
ひ

め
、
龍
神
の
乙
娘
な
り
。
始
、
天
皇
日
向
の
国
よ
り
舟
師
を

な
ほ
し
、
王
意
に
随
は（

マ
マ
）わ

ざ
る
ゑ
び
す
を
た
ひ
ら
げ
、
大
和

の
国
に
至
、長
随
彦
を
ち
う
ば
つ
し
、同
国
う
ね
び
山
を
開
き
、

内
裏
を
立
玉
ふ
。
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春
日
姫
の
素
養

此
姫
、
詩
歌
管
弦
に
、
心
を
よ
せ
、
御
姿
な
ら
ひ
な
き
姫
君

な
り
。

此
娘
、
常
に
歌
道
を
学
び
、
慈
悲
深
く
よ
う
き
、
又
た
く
ひ

な
が
ら
ひ
し
か
ば
、

三
郎
と
春
日
姫
の
間
柄

か
ゝ
る
目
出
度
御
代
な
れ
は
、
い
さ
や
、

御
夫
婦
御
中
睦
く
御
座
け
る
か
、
あ
る
時
、

伊
吹
山
の
牧
狩

い
ふ
き
の
山
本
に
て
、
七
日
の
牧
狩
を
、
し
た
ま
ふ
な
り
。

北
の
御
方
を
も
同
道
あ
り
て
、
山
に
か
り
屋
形
を
作
り
、

伊
吹
山
の
に
、
か
り
の
家
形
を
造
り
、

牧
狩
の
様
子

わ
れ
お
と
ら
し
と
、
北
の
御
方
の
御
前
へ
、
追
落
し
、
山
城

の
頭
の
御
感
に
、
預
ら
ん
と
き
そ
い
け
り

と
ふ
ら
せ
働
き
け
る
程
に
、

春
日
大
明
神
よ
り
玉
を
賜
わ

る

玉
を
頼
方
に
取
ら
せ
よ
と
御
神
宅
あ
り
。
各
々
悦
び
を
な
し
、

是
を
給
り
け
る
。
去
程
に
、
夜
も
明
け
れ
は
、
頼
方
出
立
、

も
の
の
く
し
て
、
権
之
頭
に
申
さ
れ
け
る
は
、

玉
を
賜
は
り
け
れ
ば
、
頼
方
大
に
喜
び
、
夜
も
明
れ
ば
、
先

権
之
頭
の
方
へ
立
寄
仰
ら
れ
け
れ
ば
、

玉
の
功
徳

﹇
一
不
食
、
二
不
着
、
三
火
、
四
水
、
五
魔
王
﹈

﹇
一
不
食
、
二
不
着
、
四
魔
王
、
三
火
、
五
水
﹈

三
郎
を
落
と
す
次
郎
の
心
情

只
今
よ
き
時
分
に
て
候
間
、

折
な
け
れ
ば
是
非
も
無
く
、
今
能
き
折
な
れ
ば
、

次
郎
へ
の
春
日
姫
の
言
葉

或
は
経
書
を
よ
み
誦
し
、或
は
文
書
詩
歌
に
、心
を
よ
せ
し
も
、
そ
れ
文
字
を
習
ひ
し
、
如
何
に
心
を
せ
し
事
も
、

次
郎
へ
の
春
日
姫
の
言
葉

賢
人
二
君
に
つ
か
へ
え
ず
、

義
士
二
君
に
つ
か
へ
す
、

次
郎
の
怒
り
と
春
日
姫
へ
の

対
処

次
郎
殿
此
聞
召
、大
き
に
腹
立
、其
儀
な
ら
ば
、急
き
失
と
て
、

み
の
う
ら
と
云
、
川
の
端
に
て
、
こ
ろ
し
申
べ
し
と
て
、
引

出
し
申
也
。
切
手
の
奉
行
に
は
、
山
田
左
近
舎
永
と
申
者
を

申
付
ら
れ
け
り
。
主
君
の
仰
、
是
悲
に
お
よ
ば
す
、
姫
君
を

引
つ
れ
出
に
け
り
。
姫
君
仰
け
る
は
、

次
郎
大
に
い
か
り
、
山
田
左
近
家
長
を
呼
び
、
急
み
の
う
浦

の
川
つ
か
は
す
へ
し
と
、
ぼ
う
じ
や
く
無
人
に
云
付
れ
ば
、

左
近
も
難
義
と
は
思
ひ
な
が
ら
、
主
命
是
非
に
及
ず
、
春
日

姫
を
引
つ
れ
、
み
の
浦
の
浦
へ
そ
出
け
る
。
春
日
姫
な
み
だ

の
下
よ
り
申
け
る
は
、

殺
害
の
場
面

御
首
を
切
ら
ん
と
せ
し
処
に
、

す
で
に
か
ら
よ
と
見
へ
け
る
所
へ
、

山
田
左
近
が
春
日
姫
を
吉
田

兵
衛
に
引
き
渡
す

其
時
、奉
行
の
山
田
左
近
、申
け
る
は
、子
細
を
承
る
事
こ
そ
、

御
ど
う
り
。
我
に
も
、
物
う
く
存
れ
と
も
、
主
命
な
れ
は
力

な
し
、
尤
渡
し
申
さ
ん
と
て
、

左
近
も
勢
ひ
に
や
お
そ
れ
け
ん
、
仰
御
尤
に
候
、
そ
れ
が
し

も
助
奉
り
度
致
候
へ
共
、
主
命
な
れ
ば
力
な
く
、
尤
か
く
は

は
か
ら
ひ
候
へ
共
、
此
上
御
追
に
御
渡
申
べ
し
と
て
、

吉
田
兵
衛
の
立
場

以
来
、
姫
君
、
召
仕
れ
し
御
普
代
の
人
な
り
。

権
之
頭
の
ふ
だ
い
な
り
。

春
日
姫
が
助
か
っ
た
理
由

偏
に
儀
り
忠
か
う
の
ふ
か
き
事
申
は
か
り
は
な
か
り
け
り
。

又
家
長
か
忠
儀
深
き
故
也
。
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落
と
さ
れ
た
三
郎
の
悲
し
み

是
は
い
か
成
事
や
ら
ん
と
、
ふ
し
し
す
み
、
な
け
き
給
ふ
は

限
り
な
し
。

扨
又
、
兄
々
達
の
替
り
か
く
な
り
し
は
、
身
の
い
ん
が
と
ふ

し
ま
ろ
ひ
て
そ
、
な
け
く
事
な
け
き
て
、

三
郎
へ
の
遊
井
万
王
の
言
葉

い
さ
や
、
聟
に
せ
ん
と
申
け
る
。

我
娘
を
奉
り
、
此
国
を
ゆ
づ
る
べ
し
と
申
け
れ
ば
、

三
郎
と
再
会
し
た
春
日
姫
の

回
顧

年
月
の
、
ひ
と
り
ね
は
、
た
ひ
ね
し
て
、
御
身
事
を
、
お
も

ひ
し
は
、
百
夜
か
た
る
と
、
つ
き
せ
し
と
、
語
り
て
は
な
き
、

な
き
て
は
か
た
り
給
ふ
、
嬉
し
き
袂
を
、
ほ
さ
ぬ
は
心
な
り
。

此
年
月
は
独
ね
の
、
袖
を
ま
く
ら
か
た
し
く
て
、
君
の
行ユ

ク
ゑ

を
思
ひ
ね
の
、
な
み
だ
に
床
の
ひ
る
間
な
く
、
恋
敷
思
ふ
其

一
つ
、
逢
へ
て
中
々
語
り
ゑ
ぬ
。
我
心
ね
を
思
せ
と
て
、
語

り
出
て
わ
つ
と
な
き
、
思
ひ
は
百
夜
語
る
共
つ
き
な
ま
じ
と

て
、

ら
く
ち
ゃ
う
姫
が
来
日
の
理

由

仏
法
は
東
前
と
聞
召
、

神
国
と
聞
給
ひ
、

鉾
抜
神
の
呼
称

さ
れ
は
、
ほ
こ
ぬ
き
か
み
と
書
て
、
は
つ
む
大
明
神
と
よ
む

な
り
。

さ
れ
は
、
上
野
と
書
て
、
は
つ
む
と
よ
む
な
り
。

諏
訪
の
勘
文

業ガ
ウ

尽ジ
ン

有ウ

生ヂ
ウ

雖ス
イ

放ハ
ウ

不フ

生シ
ヤ
ウ

故ゴ

食シ
ヨ
ク

人ニ
ン

身ジ
ン

同ド
ウ

証シ
ヤ
ウ

仏フ
ツ

果ク
ワ

業コ
ウ

尽ジ
ン

自ジ

生セ
フ

得ト
ク

数ス
ウ

不フ

生セ
ウ

故コ

食ジ
キ

人ニ
ン

天テ
ン

同ト
ウ

生セ
ウ

仏ブ
ツ

果カ

矢
を
逃
れ
た
獲
物

い
ま
た
業
の
、
き
た
ら
す
、
目
出
度
も
の
と
思
ふ
べ
し
。

時
節
宝
来
と
思
ふ
べ
し
。

三
つ
の
心
得

是
三
心
仏
性
是
也
。

是
を
三
つ
の
心
得
と
ゆ
ふ
な
り
。

【
表
７
】
明
治
本
に
特
有
の
省
略
箇
所

享
保
本
（
石
川
透
氏
）

明
治
本
（
平
福
寺
）

春
日
姫
の
忘
れ
物

大
国
に
て
願
ゆ
い
せ
ん
と
い
ふ
文
書
、

│
│
│
│

遊
井
万
国
の
秘
所
め
ぐ
り

し
ろ
か
ね
の
、
戸
ひ
ら
を
立
に
け
り
。
是
を
明
よ
と
の
た
ま

へ
は
、

│
│
│
│

信
仰
へ
の
疑
い

疑
の
心
を
も
つ
人
は
、
仏
生
に
も
か
な
わ
す
、
神
慮
を
背
も

の
な
り
。

│
│
│
│
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【
表
８
】
明
治
本
に
特
有
の
挿
入
箇
所 

 
 

 

享
保
本
（
石
川
透
氏
）

明
治
本
（
平
福
寺
）

牧
狩
の
様
子

│
│
│
│

頼
方
初
と
し
て
、

三
郎
が
春
日
姫
を
捜
す
場
所

│
│
│
│

ゑ
ぞ

人
穴
の
様
子

│
│
│
│

何
卒
其
内
を
尋
度
思
召
せ
共
、

宝
物
を
忘
れ
た
春
日
姫
の
言

葉

│
│
│
│

何
卒
是
を
取
返
し
度
候
へ
共
、
最
早
成
ま
し
く
候
。

春
日
姫
に
同
情
す
る
山
田
左

近

│
│
│
│

家
永
も
あ
わ
れ
い
や
ま
し
、
し
は
し
な
み
だ
に
暮
居
た
り
。

春
日
姫
が
助
か
っ
た
理
由

│
│
│
│

偏
に
仏
神
の
御
助
、

人
穴
に
残
さ
れ
た
三
郎
の
心

情

│
│
│
│

又
な
み
だ
こ
そ
暮
給
ふ
。

三
郎
の
人
柄

│
│
│
│

よ
の
常
の
人
に
越
、

太
郎
が
見
た
夢

│
│
│
│

心
も
替
ら
す
候
へ
共
、
太
郎
殿
次
郎
殿
へ
の
し
た
わ
ざ
に
て
、

我
を
ば
か
く
は
し
給
ふ
と
、
委
く
夢
に
見
へ
候
と
御
語
り
有

け
れ
ば
、

故
郷
の
風
景

│
│
│
│

有
し
屋
形
も
く
ち
は
て
ゝ
、

梶
の
葉
の
注
記

│
│
│
│

此
紋
を
今
に
於
て
定
紋

春
日
姫
の
祈
誓

│
│
│
│

明
暮
恋
し
く
、
頼
方
に
何
と
そ
め
ぐ
り
相
慕
の
ち
ぎ
り
を
な

さ
し
め
給
へ
や
と
、
深
く
ね
ん
し
給
ひ
し
所
へ
、

春
日
姫
の
祈
誓

│
│
│
│

君
の
御
う
ん
を
祈
り
し
が
、

源
太
郎
大
明
神
の
注
記

│
│
│
│

則
源
氏
の
守
神
也

供
犠
の
不
審

│
│
│
│

神
々
よ
り
、

末
尾

│
│
│
│

千
秋
楽
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な
お
、「
享
保
本
」
は
『
室
町
物
語
影
印
叢
書
』
に
拠
り
、適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。「
弘
化
本
」
は
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
に
拠
っ
た
。

「
明
和
本
」
は
国
文
学
研
究
資
料
館 「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
拠
り
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

【
凡
例
】

一
、
底
本
は
、
長
野
県
岡
谷
市
平
福
寺
蔵
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
一
冊
で
あ
る
。

一
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
・
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。

一
、
振
り
仮
名
、
送
り
仮
名
、
踊
り
字
は
底
本
の
通
り
と
し
た
。
た
だ
し
変
体
仮
名
や
合
略
字
、
平
仮
名
の
な
か
で
使
用
さ
れ
る

カ
タ
仮
名
は
、
通
行
の
平
仮
名
に
改
め
た
。

一
、
誤
字
、
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
、
そ
の
ま
ま
表
記
し
、
煩
雑
に
な
る
の
で
（
マ
マ
）
の
注
記
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
た

だ
し
固
有
名
詞
や
定
型
句
な
ど
の
誤
り
は
、
参
考
と
し
て
右
に
（
）
し
て
注
記
し
た
。

一
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
、
行
取
り
は
追
込
と
し
、
適
宜
に
改
行
し
、
句
読
点
を
付
し
た
。
改
丁
は
と
く
に
記
し
て
い
な
い
。

一
、
割
注
は
〈
〉
に
入
れ
て
表
記
し
た
。

【
本
文
】

　
　
諏
訪
大
明
神
御
一
代
記

抑
、
我
朝
と
申
す
は
、
須
弥
山
の
南
方
よ
り
、
な
ん
ゑ
ん
ふ
た
ひ
、
大
日
本
国
と
申
也
。
天
神
七
代
、
地
神
五
代
、
御
末
の
尊
を
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ば
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
尊
と
申
奉
る
。
此
帝
天
下
を
保
た
せ
玉
ふ
年
、
八
十
三
万
六
千
四
十
二
年
也
。
そ
れ
よ
り
人
皇
は
、
御
帝
神

武
天
皇
と
申
す
。
御
い
み
な
を
八ヤ

神カ
ン

日ヤ
マ
ト本

と
い
は
れ
び
こ
の
見
て
、天
照
大
神
よ
り
五
代
、ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
尊
の
第
四
の
御
子
、

御
母
は
玉
依
ひ
め
、
龍
神
の
乙
娘
な
り
。
始
、
天
皇
日
向
の
国
よ
り
舟
師
を
な
ほ
し
、
王
意
に
随

シ
タ
ガ

は（
マ
マ
）わ

ざ
る
ゑ
び
す
を
た
ひ
ら
げ
、
大

和
の
国
に
至
、
長
随
彦
を
ち
う
ば
つ
し
、
同
国
う
ね
び
山
を
開
き
、
内
裏リ

を
立
玉
ふ
。

然
る
に
諏
方
大
明
神
と
申
は
、
神
武
よ
り
五
代
の
孝
昭
天
皇
の
御
時
、
近
江
の
国
甲
賀
郡
か
ん
な
き
の
と
う
給

（
マ
マ
）ん

五
代
の
孫
、
甲

賀
権
之
頭
と
云
ふ
人
あ
り
。
御
子
三
人
持
。
兄
を
甲
賀
太
郎
頼
平
と
云
、
次
男
を
次
郎
頼
忠
、
三
男
三
郎
頼
方
と
云
ふ
。
何
も
御
帝
の

御
気
色
目
出
度
渡
ら
せ
玉
ふ
。

あ
る
年
の
春
の
頃
、権
の
頭
、風
病
を
受
、七
日
と
申
に
は
、む
な
し
く
な
ら
せ
玉
ふ
。
時
に
三
人
の
御
子
斗
よ
び
の
た
ま
も
う
様
は
、

太
郎
は
東
方
に
家
を
立
、
東
立
と
称
す
べ
し
。
次
郎
は
西
に
家
を
立
、
西
立
と
称
す
べ
し
。
三
郎
は
此
家
に
あ
り
て
、
母
に
そ
ひ
て
ね

ん
ご
ろ
に
か
し
つ
き
、
中
の
大
殿
と
称
す
べ
し
。

扨
又
、
三
人
の
所
領
の
事
は
、
太
郎
は
下
野
・
常
陸
・
近
江
国
三
ヶ
国
を
持
べ
し
。
次
郎
は
飛
騨
・
若
狭
・
越
前
三
ヶ
国
持
べ
し
。

三
郎
は
惣
領
と
し
て
大
殿
な
れ
ば
、
美
濃
・
尾
張
・
三
河
・
遠
江
・
駿
河
・
甲
斐
・
信
濃
七
ヶ
国
持
べ
し
。
ゆ
ひ
げ
ん
皆
玉
ひ
終
り
、

空
く
な
り
玉
ふ
。

か
く
て
兄
弟
三
人
、
様も

々
と
も
ら
ひ
な
さ
れ
け
る
。
三
十
五
日
と
申
に
は
、
御
母
上
様
、
御
な
け
き
の
あ
ま
り
、
に
わ
か
に
風
の

心
地
に
て
、
遂
に
空
く
な
り
玉
ふ
。
三
人
の
御
兄
弟
、
母
上
に
も
分
れ
玉
い
、
御
な
げ
き
に
し
つ
み
玉
ふ
有
様
、
け
に
こ
と
は
り
と
知

れ
り
。
扨
、
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
む
し
や
う
の
け
む
り
と
な
り
玉
ひ
、
色
々
に
御
と
む
ら
ひ
ぞ
あ
り
け
る
。

扨
又
、三
年
の
春
の
頃
、甲
賀
三
郎
頼
方
、都
登
、御
門
に
参
内
有
。
昼
夜
の
勤
、を
こ
た
り
な
か
り
し
が

（
マ
マ
）ば

、御
帝
御
か
ん
の
余
り
、

四
年
と
申
す
二
月
、
御
い
と
ま
を
玉
は
り
て
、
此
程
の
忠
節
に
、
山
城
の
守
に
な
さ
れ
、
北
陸
道
の
惣
領
を
玉
は
り
、
此
時
の
御
帝
を
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懿
徳
天
皇
と
申
奉
る
。

頼
方
か
し
こ
ま
り
、
是
を
請
取
、
北
陸
道
へ
は
し
ば
ら
く
な
れ
ば
、
大
和
国
へ

（
マ
マ
）春

日
権
之
頭
の
家
へ
立
寄
玉
ふ
所
に
、
御
帝
お
つ

て
大
和
国
に
け
ん
ひ
石
と
云
ふ
所
を
玉
ひ
け
る
。
頼
方
喜
び
斜
な
ら
す
。
是
に
因
て
春
日
の
宮
に
籠
り
有
、
七
日
の
神
楽
を
そ
な
し
、

又
み
ど
り
宮
と
申
は
、
春
日
権
之
頭
の
娘
也
。
其
名
春
日
姫
と
申
て
、
御
年
十
七
才
に
な
ら
せ
玉
ふ
。
彼
の
娘
し
や
く
に
立
、
山
城
守

を
も
て
な
し
玉
ひ
け
る
。
此
娘
常
に
歌
道
を
学
び
、
慈
悲
深
く
よ
う
き
、
又
た
く
ひ
な
が
ら
ひ
し
か
ば
、
頼
方
姫
に
む
か
ひ
て
、
如
何

な
る
人
に
て
候
ぞ
と
御
尋
有
は
、
春
日
権
之
頭
の
娘
に
て
候
と
御
答
へ
有
け
れ
ば
、
山
城
守
思
召
け
る
や
う
、
此
姫
を
何
卒
妻
と
せ
ば

や
と
思
召
、
権
之
頭
へ
か
く
と
玉
ら
れ
け
れ
ば
、
権
之
頭
喜
、
急
姫
を
送
り
け
る
。

か
く
て
本
国
へ
帰
り
、
海（

偕
老
同
穴
）

老
道
穴
道
切
り
あ
さ
か
ら
ず
、
御
夫
婦
御
中
睦
く
御
座
け
る
か
、
あ
る
時
、
ま
き
か
り
の
御
遊
と
て
、

伊
吹
山
の
に
、
か
り
の
家
形
を
造
り
、
北
の
方
を
入
参
ら
せ
、
多
の
獣
を
狩
お
ろ
し
、
北
方
に
見
せ
奉
る
。
甲
賀
太
郎
、
同
次
郎
も
同

道
あ
り
。
都
合
其
勢
一
万
ヨ
騎
を
と
ふ
ら
せ
働
き
け
る
程
に
、
大
な
る
鹿
七
つ
八
つ
つ
れ
て
、
屋
形
の
前
へ
お
ひ
出
さ
る
。
そ
れ
の
が

す
な
と
云
ふ
ま
ゝ
に
、
頼
方
初
と
し
て
、
各
山
の
上
へ
と
お
ひ
上
る
。
か
ゝ
る
前
に
、
俄
に
大
風
吹
来
、
北
の
方
の
御
座
す
屋
形
の
内

へ
、何
く
と
も
無
く
、美
し
き
草
紙
三
枚
吹
入
た
り
。
こ
れ
を
取
上
御
読
す
れ
ば
、ふ
し
儀
や
此
草
紙
、た
ち
ま
ち
三
人
の
稚
子
と
変
し
、

北
方
引
立
、
辰
巳
の
方
へ
と
失
ひ
け
る
。
有
合
共
お
ど
ろ
き
さ
わ
ぎ
、
急
に
三
郎
殿
に
つ
げ
た
れ
ば
、
頼
方
大
き
に
お
ど
ろ
き
、
急
屋

形
の
あ
た
を
尋
玉
へ
共
、
御
行
ゑ
は
更
に
見
へ
玉
は
す
。

頼
方
御
狩
七
日
、
む
な
し
く
や
ん
て
、
命
い
き
て
せ
ん
も
な
し
と
、
天
に
仰
き
地
に
伏
し
て
、
な
げ
き
玉
ふ
も
理
に
、
其
後
命
有

ん
程
は
尋
べ
し
と
、
伊
吹
山
の
麓
よ
り
帰
、
絶
御
し
や
う
と
、
春
日
権
之
頭
殿
に
此
由
を
か
く
と
語
玉
へ
ば
、
と
か
く
の
御
返
事
も
し

玉
は
す
、
な
み
だ
に
暮
て
居
給
し
か
ば
、
屡ヤ

ら
く
あ
つ
て
玉
ふ
は
、
何
と
そ
姫
が
行
ゑ
を
尋
出
し
て
給
と
仰
ら
れ
け
れ
ば
、
頼
方
な
み

だ
を
お
さ
へ
、
日
本
は
我
朝
な
り
、
申
に
及
は
す
、
天
笠（

竺
）・

高
ら
ひ
・
ゑ
ぞ
・
し
ん
た
ん
迄
も
、
命
を
限
り
に
尋
べ
し
と
仰
ら
れ
け
れ
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ば
、
権
之
頭
も
頼
母も

鋪
ぞ
思
ひ
け
れ
ば
、
扨
其
後
、
精
進
を
け
つ
さ
い
し
て
、
春
日
社
に
七
日
参
籠
し
て
神
楽
を
そ
な
し
、
ま
を
う
に

取
れ
し
姫
を
あ
ん
な
ん
に
守
玉
へ
と
、
深
く
祈
誓
を
か
け
し
か
ば
、
大
明
神
も
御
納
受
や
う
有
り
け
ん
。
不
食
円
満
と
云
ふ
玉
を
賜
は

り
け
れ
ば
、
頼
方
大
に
喜
び
、
夜
も
明
れ
ば
、
先
権
之
頭
の
方
へ
立
寄
仰
ら
れ
け
れ
ば
、
此
度
罷
出
命
生
て
帰
り
候
と
、
姫
を
つ
れ
て

参
り
候
と
思
占
候
へ
と
、
御
い
と
ま
こ
ひ
し
て
出
給
ふ
。
権
之
頭
も
頼
母
敷
思
は
れ
け
る
。

頼
方
重
て
春
日
大
明
神
へ
祈
誓
を
か
け
、
其
後
兄
の
殿
達
へ
申
さ
れ
け
る
。
是
迄
の
御
出
、
誠
に
有
が
た
く
存
候
。
最
早
御
帰
下

さ
れ
候
へ
と
仰
ら
れ
け
れ
ば
、
何
国
迄
も
尋
給
ふ
程
は
、
つ
れ
参
ら
せ
諸
共
に
尋
候
と
、
其
勢
都
合
五
百
余
騎
御
預
、
尋
に
出
給
ふ
。

さ
て
尋
給
ふ
処
に
は
、
先
、
山
城
守
に
は
比
叡エ

イ
山
、
大
和
国
に
は
三
室
岳
、
河
内
国
藤
井
岳
、
紀
伊
国
に
は
大
沢
、
か
づ
ら
ぎ
、

吉
野
の
奥
、
伊
勢
の
国
に
は
す
か
山
、
彦
根
の
大
岳
迄
尋
給
へ
と
、
恋
し
き
姫
は
帰
さ
ず
、
い
と
ど
思
ひ
は
ま
さ
り
し
か
、
関
東
に
下

る
べ
し
と
て
、
賀カ

賀ガ

北
陸
道
に
さ
し
か
ゝ
り
、
越
前
に
は
か
ひ
つ
ゆ
ら
の
岳
、
越
中
立
山
、
越
後
に
は
妙
高
山
、
佐
渡
に
は
日（

マ
マ
）光

山
、

上
野
に
は
赤
城
山
、
伊
香
保
岳
、
信
濃
国
に
は
浅
間
山
、
甲
斐
国
白
根
、
相
模
国
に
は
大
山
岳
、
伊
豆
国
に
は
箱
根
山
、
す
る
河
の
国

に
は
富
士
山
高
根
迄
尋
め
ぐ
り
給
へ
共
、
更
に
行
ゑ
は
な
か
り
け
り
。

今
は
日
も
尽
は
て
ゝ
、
只
な
み
だ
に
ぞ
暮
玉
ふ
。
御
め
の
と
く（

宮
内
）名

の
判
官
申
や
う
、
誠
や
侑
候
へ
ば
、
信
濃
国
立
科
の
岳
と
申
て
、

お
そ
ろ
敷
山
あ
り
。
奥
に
大
な
る
人
穴
有
と
承
り
候
ば
、
是
こ
そ
あ
や
敷
存
知
候
へ
と
申
け
れ
は
、
頼
方
大
に
悦
び
、
急
ぎ
立
科
山
へ

行
、
彼
人
穴
を
見
給
ふ
に
、
真
に
を
そ
ろ
し
く
、
身
の
毛
も
よ
た
つ
と
云
。

何
卒
其
内
を
尋
度
思
召
せ
共
、
中
々
人
間
の
や
る
べ
き
や
う
も
な
か
り
け
り
。
さ
れ
共
頼
方
、
命
を
し
む
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
人
々

に
下
知
し
、
藤フ

ジ
を
立
、
か
ご
を
組
、
七
筋
八
筋
の
縄
を
付
、
頼
方
是
に
乗
給
ふ
。
穴
の
そ
こ
へ
入
給
ふ
。
時
分
能
は
縄
を
う
ご
か
す
べ

し
、
其
時
引
上
よ
と
御
定
あ
り
て
、
右
の
御
手
に
は
け
ん
と
う
と
云
ふ
釼
を
持
、
左
の
御
手
に
は
春
日
大
明
神
よ
り
給
は
り
た
る
不
食

ほ
う
ま
ん
の
宝
玉
を
持
、
穴
の
そ
こ
へ
そ
下
り
給
ふ
。
此
玉
に
五
つ
の
徳
あ
り
け
る
。
一
に
は
食
せ
す
共
を
と
ろ
へ
す
。
二
に
は
衣
類
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着
ぬ
共
寒
か
ら
す
。
四

（
マ
マ
）に

は
魔
王
に
行
逢
と
も
見
付
ら
れ
ず
。
三

（
マ
マ
）つ

に
は
火
に
入
て
も
焼
る
事
な
し
。
五
に
は
水
に
入
て
も
沈
れ
す
と
、

此
五
句
の
徳
に
依
て
、
十
方
自
在
に
越
給
ふ
也
。

三
十
四
五
丁
斗
り
入
給
ひ
て
見
給
へ
ば
、
畳
石
の
上
に
落
付
給
ふ
な
り
。
穴
の
そ
こ
闇
け
れ
共
、
出
口
の
光
に
て
見
給
へ
ば
、
左

に
細
き
道
あ
り
。籠
よ
り
落
て
五
六
里
程
行
見
給
へ
ば
、ゆ
ら
〳
〵
た
る
橋
有
。渡
り
て
行
ば
大
な
る
池
有
。辺
に
古
き
松
杉
大
な
る
有
。

御
塔
三
重
の
塔
も
有
。
竹
の
林
の
中
に
細
き
道
あ
り
。
そ
れ
を
過
て
見
給
へ
ば
、
八
つ
棒（

棟
）造

り
の
ひ
わ
だ
ぶ
き
の
屋
形
あ
り
。
ゑ
ん
の

上
へ
登
り
見
給
へ
共
、
と
が
む
る
人
更
に
な
し
。
侍
所
よ
り
弓
戸
の
方
を
見
給
へ
ど
、
人
も
な
か
り
し
か
ば
、
不
思
儀
に
思
占
、
西
の

間
を
障セ

ウ
子
を
明
て
見
給
へ
は
、
女
の
恋（

声
）に

て
法
花
経
の
提
婆
品
を
読
、
又
う
つ
ほ
ん
を
よ
み
給
を
能
々
聞
ば
、
春
日
姫
の
恋（

声
）な

り
。
あ

や
し
と
思
召
、
急
き
行
て
見
れ
ば
、
御
経
を
な
み
だ
に
て
よ
み
て
ぞ
を
わ
し
ま
す
。
頼
方
急
き
大
喜
、
ぶ

（
マ
マ
）し

ぎ
に
も
頼
方
こ
れ
迄
尋
参

候
と
の
た
ま
へ
ば
、
姫
君
は
是
を
聞
あ
へ
す
、
御
袖
に
取
付
、
是コ

レ
は
夢
か
や
う
つ
ゝ
か
や
と
仰
も
は
て
ず
、
な
き
給
ふ
。
頼
方
も
共
に

な
み
だ
に
て
む
せ
ひ
給
ふ
。

や
ゝ
有
て
、
此
国
如
何
な
る
国
に
て
候
ぞ
と
、
又
あ
る
じ
、
い
か
な
る
人
に
て
候
そ
と
向
ひ
給
へ
ば
、
姫
君
聞
召
、
此
国
は
を
ん

き
国
と
申
候
、
主
人
は
折
節
、
豊
後
国
の
郡
治
の
娘
、
み
の
能
き
聞
へ
有
け
れ
ば
、
取
て
来
り
み
づ
か
ら
が
あ

（
マ
マ
）相

手
に
せ
ん
と
て
、
取

参
り
候
と
仰
ら
れ
け
れ
ば
、
扨
は
よ
き
時
分
也
。
急
き
共
な
ひ
帰
る
べ
し
と
て
、
姫
君
を
か
た
に
か
け
、
も
と
の
道
へ
と
帰
り
給
へ
、

畳
石
の
上
に
て
籠
に
乗
、
や
く
束
の
な
は
を
動
か
し
給
け
れ
は
、
人
々
悦
び
引
上
け
り
。

扨
、穴
の
中
の
不
思
儀
、共
色
に
語
り
給
ふ
処
に
、姫
君
仰
ら
れ
け
る
は
、あ
ま
り
に
急
き
し
故
、年
月
よ
み
奉
ご
ん
で
い
の
薬
師
経
、

み
づ
か
ら
が
手
宝
と
な
せ
し
唐
の
鏡
、
又
春
日
大
明
神
よ
り
給
り
た
る
あ
り
か
け
と
云
草
紙
、
こ
れ
ら
ほ
取
落
せ
り
。
何
卒
是
を
取
返

し
度
候
へ
共
、
最
早
成
ま
し
く
候
。
頼
方
聞
召
、
安
き
事コ

ト
な
り
。
取
て
参
候
は
ん
と
、
又
籠
に
乗
、
穴
の
そ
こ
へ
と
入
給
ふ
。

か
く
て
治
郎
頼
忠
、心
中
に
思
ふ
様
、三
郎
に
世
を
取
ら
れ
、今
は
無
念
に
思
へ
共
、折
な
け
れ
ば
是
非
も
無
く
、今
能
き
折
な
れ
ば
、
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三
郎
を
失
ひ
世
を
取
ん
。
思
ひ
ひ
そ
か
に
、
太
郎
頼
平
に
此
由
か
く
と
語
り
け
れ
ば
、
頼
平
此
由
聞
給
へ
、
む
や
く
と
は
存
ず
れ
共
、

御
身
の
は
か
ら
ひ
次
弟
と
仰
す
ゝ
め
ら
れ
、
甲
賀
郡
へ
帰
り
給
ふ
。
其
後
、
次
郎
か
ご
縄
を
切
落
し
、
三
郎
殿
の
め
の
と
く（

宮
内
）名

判
官
家

頼
を
引
出
し
首
を
は
ね
、
残
り
め
ん
〳
〵
に
向
ひ
、
如
何
に
と
の
給
へ
は
、
と
も
か
く
も
御
は
か
ら
ひ
に
し
た
が
ひ
奉
ら
ん
と
申
け
れ

は
、
次
郎
頼
忠
、
春
日
姫
を
引
立
て
、
近
江
の
国
へ
帰
り
け
り
。

其
後
、
姫
君
に
向
ひ
、
今
日
よ
り
三
郎
殿
事
を
思
ひ
切
給
ひ
て
、
我
に
ひ
よ
く
の
ち
ぎ
り
を
な
し
給
へ
と
の
給
へ
ば
、
姫
君
此
由

聞
給
ひ
、
さ
れ
ば
な
さ
け
な
き
事
を
仰
候
物
か
な
。
皆
人
の
心
ば
せ
を
も
と
し
て
打
と
ぐ
る
事コ

ト
も
有
な
ま
し
。
そ
れ
文
字
を
習
ひ
し
、

如
何
に
心
を
せ
し
事
も
、
義
理
と
な
さ
け
を
の
道
を
知
ら
ん
為
に
、
古
人
も
心
を
い
さ
め
た
り
。
義
士
二
君
に
つ
か
へ
す
、
貞
女
両
夫

に
ま
み
へ
す
と
承
候
は
、
は
か
な
き
ち
ぎ
り
と
云
ひ
な
か
ら
、
な
さ
け
深
き
三
郎
殿
を
い
つ
し
か
わ
す
れ
、
親
兄
弟
を
義
理
も
知
ら
ぬ

天
命
に
そ
む
き
た
る
人
に
、
あ
と
て
な
び
き
候
わ
ん
と
、
更
に
耳
に
も
聞
入
給
わ
ん
ね
は
、

次
郎
大
に
い
か
り
、
山
田
左
近
家
長
を
呼
び
、
急
み
の
う
浦
の
川
つ
か
は
す
へ
し
と
、
ぼ
う
じ
や
く
無
人
に
云
付
れ
ば
、
左
近
も

難
義
と
は
思
ひ
な
が
ら
、
主
命
是
非
に
及
ず
、
春
日
姫
を
引
つ
れ
、
み
の
浦
の
浦
へ
そ
出
け
る
。
春
日
姫
な
み
だ
の
下
よ
り
申
け
る
は
、

少
し
の
間
待
て
た
べ
、
我
年
月
信
し
奉
る
法
花
経
の
提
婆
品
を
よ
み
た
し
と
仰
け
る
は
、
家
永
も
あ
わ
れ
い
や
ま
し
、
し
は
し
な
み
だ

に
暮
居
た
り
。
姫
君
落
な
み
だ
を
を
し
と
ゞ
め
、
そ
れ
法
花
経
の
功
徳
は
一
け
一
日
い
と
承
候
。
ま
し
て
し
ゆ
物
と
く
し
や
の
を
や
。

夫
巳
な
ら
す
、
五
重
し
ん
で
ん
の
功
徳
と
申
伝
へ
候
へ
ば
、
み
づ
か
ら
釼
に
か
ゝ
る
と
云
ふ
と
も
、
後
生
前
生
う
た
が
ひ
な
し
と
て
、

西
に
向
ひ
て
手
を
合
せ
、
南
無
極
楽
世
界
阿
弥
陀
如
来
、
を
な
し
く
は
人
穴
の
そ
こ
に
て
空
く
な
ら
せ
給
ふ
三
郎
殿
と
、
蓮
た
く
生
の

浄
土
へ
向
へ
給
へ
と
称
へ
給
て
、
御
さ
ひ
ご
を
い
そ
か
せ
給
ふ
。

太
刀
取
も
目
も
暮
、
心
も
消
へ
け
れ
ば
、
御
後
へ
立
ま
わ
り
、
す
で
に
か
ら
よ
と
見
へ
け
る
所
へ
、
法
華
経
の
功
徳
に
や
、
又
十

ら
せ
つ
の
女
、
三
十
番
神
の
御
助
に
や
、
吉
田
兵
衛
家
長
と
云
ひ
し
人
、
数
人
の
兵
を
連
れ
は
せ
来
り
、
其
姫
君
打
奉
る
事
な
か
れ
と
、
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た
へ
〳
〵
に
よ
は
り
け
れ
ば
、
大
刀
取
思
ひ
よ
ら
ざ
る
事
な
れ
ば
、
ぬ
き
た
る
大
刀
を
ひ
か
へ
、
か
く
て
家
長
の
家
来
共
は
せ
来
り
、

姫
君
を
中
に
取
、
此
姫
打
奉
る
事
思
ひ
も
よ
ら
す
、
兵
衛
に
給
り
候
へ
た
も
な
く
候
は
ゝ
、
拠ヨ

シ
ド
コ
ロ所

な
く
御
辺
共
に
の
が
す
ま
じ
、
皆
一

同
大
刀
を
投
、
切
か
ゝ
ら
ん
と
し
た
り
け
れ
ば
、
左
近
も
勢
ひ
に
や
お
そ
れ
け
ん
、
仰
御
尤
に
候
、
そ
れ
が
し
も
助
奉
り
度
致
候
へ
共
、

主
命
な
れ
ば
力
な
く
、
尤
か
く
は
は
か
ら
ひ
候
へ
共
、
此
上
御
追
に
御
渡
申
べ
し
と
て
、
姫
君
を
家
長
に
渡
し
け
り
。

か
く
て
春
日
姫
を
馬
に
乗
奉
り
、
大
和
国
春
日
権
の
頭
殿
へ
送
り
け
れ
ば
、
悦
ひ
は
か
き
り
な
し
。
吉
田
兵
衛
家
長
と
申
者
は
、

権
之
頭
の
ふ
だ
い
な
り
。
三
河
国
に
て
此
事
を
聞
、
急
ぎ
は
せ
来
り
、
御
命
を
助
け
奉
る
事
、
偏ヒ

ト
ヘに

仏
神
の
御
助
、
又
家
長
か
忠
儀
深

き
故
也
。

又
其
後
、
姫
は
春
日
大
明
神
へ
七
日
こ
も
り
給
ひ
て
、
甲
賀
三
郎
殿
に
何
卒
今
一
度
合
せ
給
へ
と
深
く
祈
誓
を
か
け
給
ふ
。
さ
れ

ば
大
明
神
の
御
め
く
み
に
因
て
、
姫
の
命
な
が
ら
ひ
、
二
度
あ
ひ
給
ふ
不
思
儀
也
。
是
は
和
国
の
物
語
、
御
い
た
は
し
や
。

甲
賀
三
郎
頼
方
や
、
畳
石
迄
か
ひ
ら
せ
給
ひ
て
見
給
へ
ば
、
縄
を
切
て
落
し
た
れ
ば
、
上
る
べ
か
ら
す
様
も
な
く
、
扨
又
、
兄
々

達
の
替
り
か
く
な
り
し
は
、
身
の
い
ん
が
と
ふ
し
ま
ろ
ひ
て
そ
、
な
け
く
事
な
け
き
て
、
か
な
は
ぬ
事
な
れ
ば
、
も
と
の
家
形
へ
立
帰

り
、
神
々
へ
祈
せ
い
を
か
け
給
ふ
様
は
、
今
一
度
古
郷
へ
返
し
た
び
給
へ
と
、
深
く
ね
ん
し
給
ひ
し
か
、
ゑ
ゝ
口
を
し
や
、
七
人
の
子

は
な
す
共
、
女
に
心
ゆ
る
す
な
と
、
の
せ
た
今
こ
そ
思
ひ
知
ら
れ
た
り
。
何
共
是
は
、
太
郎
殿
か
次
郎
殿
に
心
を
う
つ
し
、
我
を
失
ひ

し
事
、
無
ね
ん
な
れ
ど
、
又
な
み
だ
こ
そ
暮
給
ふ
。

扨
、
有
べ
き
有
ざ
れ
ば
、
足
に
任
せ
て
来
り
方
へ
行
給
へ
は
、
大
成
人
穴
有
り
。
是
を
十
丁
斗
行
給
へ
ば
、
大
成
国
有
出
給
ふ
。

夏
の
頃
と
見
へ
て
、
田
の
草
取
所
有
。
国
の
名
を
問
ひ
給
へ
ば
、
唐か

う
頓ひ

ん
国
と
云
。
夫
よ
り
又
東
へ
行
給
へ
ば
、
又
大
成
人
穴
有
。

是
を
く
ゝ
り
て
見
給
へ
ば
、
秋
の
気
色
と
覚
し
く
、
稲
な
ど
か
る
所
も
有
。
如
何
な
る
国
と
問
ひ
給
へ
ば
、
唐
中
国
と
申
也
。
彼

国
よ
り
北
へ
行
給
へ
ば
、
又
大
成
人
穴
有
。
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是
を
く
ゞ
り
て
見
給
へ
ば
、
春
の
頃
と
覚
し
く
、
木
の
葉
も
色
め
ぐ
み
て
、
雪
の
下
て
咲
梅
の
花
、
香
ひ
を
う
つ
し
て
、
桜
花
長
く
、

夏
も
藤
の
花
咲
乱
れ
た
る
折
柄か

ら
に
、
嵐
は
け
し
く
、
庭
花
二
度
詠
心
地
し
て
、
う
き
が
中
に
も
な
ぐ
さ
み
て
、
常
々
思
ふ
我
心
げ
に
誠

に
忘ワ

ス
れ
た
り
。
草
木
の
花
は
散
り
ぬ
れ
ば
、
又
来
る
春
は
咲
つ
べ
し
。
我
は
此
土
に
落
さ
れ
、
い
つ
の
世
に
か
は
古
郷
へ
出
ぬ
る
事
の

有
べ
し
と
思
へ
ば
、
う
ら
め
敷シ

ク
、
つ
ゝ
む
に
あ
ま
る
な
み
だ
哉
。
よ
し
夫
と
て
も
力
な
し
。
我
古
へ
の
な
す
わ
ざ
と
、
今
む
く
ひ
来
て

と
知
れ
ぬ
れ
ば
、
誰
を
う
ら
み
ん
事コ

ト
も
又
、
あ
ら
ぬ
浮
世
と
し
ら
ぬ
身
は
、
今
の
迷
ひ
の
迷
ひ
ぞ
と
、
ひ
と
り
心
を
い
さ
め
つ
ゝ
、
立

や
す
ら
ひ
て
ま
し
ま
せ
ば
、
所
の
人
申
様
、
日
本
人
様
を
か
へ
す
来
る
事コ

ト
な
き
に
、
誰
人
な
れ
ば
来
り
け
る
。
只
人
に
て
は
有
ま
し
と

て
、
道
し
る
べ
し
て
お
く
り
け
る
は
、
西
へ
向
ひ
て
二
十
二
三
人
穴
を
通
り
過
、
又
大
成
国
に
出
。

此
国
は
秋
の
比
い
と
覚
し
く
て
、
木
の
葉
も
紅
葉
し
て
、
男
鹿
の
声
も
賛
り
行
、
其
有
様
は
我
身
そ
と
、
お
し
は
か
ら
れ
て
あ
は

れ
な
り
。
か
ゝ
る
所
に
年
頃
八
十
斗
な
る
お
き
な
、
鹿
を
目
か
け
出
取
ん
と
出
け
る
か
、
三
郎
殿
を
見
、
何
国
よ
り
来
れ
る
人
そ
、
を

ぼ
つ
か
な
し
と
尋
け
る
。
甲
賀
殿
聞
召
、
有
事
共
語
り
給
へ
は
、
扨
は
左
様
候
か
、
御
い
た
は
し
く
有
れ
、
是
よ
り
あ
な
た
に
は
国
も

な
し
、
此
所
に
と
ま
り
給
ひ
、
鹿
狩
し
て
遊
ひ
給
ひ
と
。

其
夜
は
我
屋
に
留
申
、
い
ろ
〳
〵
と
も
て
な
し
、
其
後
を
き
な
、
女
房
に
語
り
け
る
は
、
此
三
郎
殿
は
、
よ
の
常
の
人
に
越
、
神

力
深フ

カ
く
義
を
知
る
人
な
れ
ば
、
我
娘
を
奉
り
、
此
国
を
ゆ
づ
る
べ
し
と
申
け
れ
ば
、
女
房
悦
び
自
も
左
に
存
候
。
次
の
日
も
と
め
申
、

三
人
持
た
る
娘
を
よ
ひ
出
し
、
三
郎
殿
を
も
て
な
し
奉
る
。
其
後
翁
、
頼
方
に
向
ひ
申
さ
る
ゝ
は
、
此
三
人
の
内
何
な
り
共
、
御
身
の

妻ツ
マ

に
か（

マ
マ
）へ

、
世
を
す
こ
さ
せ
給
へ
。
姉
は
八
千
歳
を
経へ

、
次
女
は
五
千
年
経へ

、
妹
は
二
千
年
を
経
候
。
か
様
に
年
を
経
ぬ
れ
共
、
其
様

三
十
斗
と
見
へ
候
。
何
も
色
々
様
々
の
色
を
な
し
、
誠
に
世
の
常
の
人
に
ち
か
ひ
、
身
め
か
た
ち
何
も
わ
け
て
ゑ
ら
む
べ
し
共
、
見
へ

ざ
り
け
る
が
、
妹
に
な
れ
給
へ
、
れ
ん
理
の
ち
ぎ
り
あ
さ
か
ら
ず
。

か
く
て
年
月
ふ
る
程
に
、
有
時
連
夜
物
語
し
給
を
り
、
姫
君
の
給
ふ
様
は
、
御
身
日
本
を
出
て
此
国
に
ま
し
ま
す
事
、
早
十
二
年
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六
月
也
。
今
は
日
本
を
思
ひ
切
、
み
ず
か
ら
が
親
に
し
た
が
ひ
給
ひ
な
ば
、
二
度
日
本
へ
出
給
ふ
事
も
有
つ
べ
し
。
語
り
給
へ
ば
、
頼

方
う
れ
し
く
思
召
。
弥
ち
ぎ
り
浅
か
ら
ず
有
様
。

あ
か
つ
き
に
い
た
わ
し
く
、
頼
方
に
古
郷
の
事
を
夢
に
見
て
、
思
わ
す
な
み
た
を
な
が
し
給
を
、
北
の
方
給
ふ
様
、
い
か
成
事
を

思
召
候
と
、
様
々
と
わ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
今
は
何
を
か
つ
ゝ
む
べ
し
。
古
郷
に
有
し
春
日
姫
君
、
今
夜
夢
に
見
ゆ
候
か
、
心
も
替
ら
す

候
へ
共
、
太
郎
殿
次
郎
殿
へ
の
し
た
わ
ざ
に
て
、
我
を
ば
か
く
は
し
給
ふ
と
、
委
く
夢
に
見
へ
候
と
御
語
り
有
け
れ
ば
、
北
方
聞
召
、

さ
る
事
も
候
半
、
女
心
と
同
し
雲
井
の
事
な
れ
ば
、
自
ら
御
身
を
思
ふ
如
く
、
人
も
さ
こ
し
や
あ
ら
な
し
や
、
思
ひ
や
せ
ば
大
井
川
。

そ
も
此
国
は
ゆ
い
ま
ん
国
、
父
は
ゆ
い
ま
ん
長
者
、
又
自
を
ゆ
い
ま
ん
姫
と
申
也
。
父
の
仰
な
き
程
は
、
千
年
も
万
年
も
ま
し
ま
す
共
、

如
何
で
古
郷
へ
出
給
わ
ん
。
自
も
な
こ
り
お
し
く
は
思
へ
共
、
御
身
古
郷
を
恋
ひ
給
ふ
事
、
道
理
至
極
に
候
へ
ば
、
い
か
で
か
さ
か
の

み
と
ゝ
む
べ
し
と
、
事コ

ト
こ
ま
や
か
に
仰
け
る
。

頼
方
此
由
聞
召
給
ひ
、
や
る
方
も
な
き
我
心
、
古
郷
の
妻
の
恋
し
さ
に
、
ゆ
い
ま
ん
姫
の
な
さ
け
な
き
程
と
、
か
ふ
申
さ
ん
様
も

な
く
と
、
う
ち
な
み
た
く
み
給
へ
け
れ
ば
、
ゆ
い
ま
ん
姫
聞
召
、
同
し
心
に
候
へ
ど
、
御
身
の
心
思
ひ
や
ら
れ
て
候
ぞ
や
、
と
く
〳
〵

い
と
ま
を
こ
ひ
給
へ
、
父
の
御
方
よ
り
返
事
に
は
、
姫
か
心
に
候
と
仰
あ
ら
す
。
其
時
に
自
が
は
か
ら
ひ
申
べ
し
と
の
た
ま
へ
ば
、
頼

方
悦
ひ
給
ひ
つ
ゝ
、
す
で
に
其
夜
も
明
け
れ
ば
、
長
者
の
前
へ
出
給
ひ
て
申
せ
ば
、
御
恩
を
わ
す
れ
候
に
似
た
れ
共
、
余
り
古
郷
の
恋

し
く
候
間
、
御
い
と
ま
を
給
り
候
へ
し
と
仰
け
れ
ば
、
長
者
聞
給
へ
、
安
の
如
く
さ
る
事
な
れ
共
、
娘
か
心
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
姫
に
い

と
ま
を
こ
ひ
給
へ
と
仰
け
る
。

頼
方
御
前
を
罷
立
、
姫
君
に
右
の
趣
を
語
候
へ
ば
、
扨
は
願
み
ち
た
り
と
、
頼
方
を
つ
れ
て
参
ら
せ
、
父
の
前
に
出
給
ひ
、
甲
賀

殿
古
郷
思
召
、
御
帰
り
有
度
由
、
い
か
ゞ
い
た
し
候
は
ん
や
と
う
か
ゞ
ひ
給
へ
ば
、
と
も
か
く
も
御
身
次
第
と
の
給
ひ
は
、

扨
、
是
迄
の
ち
ぎ
り
の
印
に
、
ゆ
い
ま
ん
国
の
き
と
く
を
見
せ
申
さ
ん
と
、
西
の
林
へ
と
も
な
ひ
給
ひ
、
鉄
の
銅

（
筑
地
）に

銅
の
扉
を
立



岡谷市平福寺蔵『諏方大明神御一代記』翻刻と解題

209

る
処
あ
り
。
茲
を
明
よ
と
の
給
ひ
け
れ
ば
、
内
よ
り
開
き
、
こ
な
た
へ
と
申
。
内
の
て
ひ
を
見
給
へ
は
、
三
十
四
五
成
女
房
達
十
四
五

人
、
糸
を
く
り
て
そ
居
た
り
け
る
。
是
を
過
て
そ
、
銅
の
つ
ひ
ぢ
に
、
内
よ
り
さ
つ
と
ひ
ら
さ
け
る
。
入
て
見
給
へ
ば
、
二
十
七
八
成

女
房
達
、
糸
を
ま
き
て
居
た
り
け
る
。
そ
れ
を
過
て
見
給
へ
ば
、
人（

白
銀
）限

の
つ
い
ぢ
に
金
の
戸
を
立
た
り
。
ゆ
い
ま
ん
国
、
明
よ
と
の
給

ひ
け
れ
は
、
又
内
よ
り
開
け
り
。
此
処
に
も
年
頃
二
十
四
五
成
女
房
達
、
と
の
い
と
見
へ
て
至
け
る
。
是
を
も
過
て
見
給
へ
は
、
る
り

の
つ
ひ
じ
に
ゆ
う
ら
く
の
扉
有
。
八
つ
棟
造
の
ひ
わ
だ
の
御
殿
、
つ
ゞ
ひ
て
七
つ
そ
ひ
へ
立
ら
れ
た
り
。

御
殿
の
内
よ
り
外
を
見
は
ら
し
給
へ
ば
松
杉
あ
り
。
南
を
見
れ
ば
、
海
上
ま
ん
〳
〵
と
し
て
、
誠
に
ふ
た
か（

ら
）く

世
界
も
か
く
有
ら

ん
と
泳
給
ひ
、
東
を
見
れ
ば
高
山
〳
〵
、
林
の
内
に
三
重
の
塔
な
ど
も
有
、
誠
に
貴
き
所
な
り
。
御
殿
に
入
て
見
給
へ
ば
、
赤
地
の
綿

を
つ
て
天
照
を
は
り
、
金
を
以
て
柱
を
つ
ゝ
み
、
紫
雲
べ
り
の
畳
を
し
き
て
、
甲
賀
殿
と
姫
君
を
此
上
に
し
う
し
奉
る
。
瓶
子
一
組
、

蝶
花
形
に
て
口
を
つ
ゝ
み
、
十
七
八
の
女
房
達
に
盃
を
持
出
、
数
多
の
肴
を
と
ゝ
の
へ
て
、
頼
方
を
も
て
な
し
奉
る
。
連
夜
た
ん
げ
ん

し
て
夜
も
明
れ
ば
、

ゆ
ひ
ま
ん
王
の
た
ま
う
や
う
は
、
甲
賀
殿
日
本
へ
帰
り
給
ふ
数
多
の
難
所
あ
り
。
然
共
、
翁
が
言
葉
に
そ
む
き
給
は
ず
は
、
古
郷

へ
な
ん
な
く
帰
り
給
は
ん
と
、
難
所
に
〳
〵
を
残
り
な
く
お
し
へ
給
ふ
。
其
後
、
鹿
千
頭
と
云
ふ
餅
を
一
千
一
百
、
甲
賀
殿
へ
参
せ
、

此
餅
一
日
に
一
つ
づ
ゝ
喰
ひ
給
へ
。
も
し
二
つ
喰
ひ
給
は
ゝ
、
日
本
へ
帰
り
給
ふ
事
な
し
と
て
渡
し
給
ふ
。

頼
方
是
を
押オ

シ
い
た
ゞ
き
、
急
き
古
郷
へ
帰
り
給
ふ
。
た
び
の
将
束
な
さ
れ
つ
ゝ
、
姫
君
に
の
給
ふ
様
、
此
年
月
の
な
さ
け
の
程
、

何
の
世
に
か
は
わ
す
る
べ
し
。
誠
や
お
こ
と
や
、
今
わ
か
れ
、
又
逢
事
は
か
た
め
と
く
り
か
へ
し
、
あ
ふ
べ
き
や
道
も
は
る
か
に
ゆ
き

過
ぬ
、
難
所
の
多
き
た
び
な
れ
ば
、
又
今
世
に
は
、
い
か
で
は
い
も
せ
の
中
や
、
あ
わ
さ
く
ら
、
こ
れ
の
み
思
ふ
斗
り
な
り
と
、
な
み

だ
を
流
し
給
ひ
つ
ゝ
、
や
る
方
も
な
き
御
有
様
。

姫
君
是
を
聞
給
ひ
、仰
の
如
く
別
れ
と
夢
は
、世
の
中
の
よ
し
と
思
は
ぬ
人
は
な
し
。
ま
し
て
は
云
は
ん
、今
日
出
て
あ
ひ
見
ん
事
は
、
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後
世
と
願
斗
の
ち
ぎ
り
に
て
候
に
は
あ
ら
じ
。
今
の
世
は
川
瀬
の
淀
や
あ
ふ
す
ぞ
と
、
我
身
の
う
さ
を
染
出
し
、
い
わ
ん
と
す
れ
ば
、

人
の
か
為
、
如
何
に
と
思
ふ
心
よ
り
、
君
を
古
郷
へ
帰
さ
ん
と
、
思
ひ
出
せ
し
事
な
れ
ば
、
今
の
別
れ
は
か
ね
て
よ
り
、
別
れ
の
な
み

だ
と
諸
共
に
ゆ
ひ
ま
ん
国
を
出
給
ひ
、

姫
君
も（

マ
マ
）も

ち
ぎ
り
河
迄
見
送
給
ひ
て
、
た
か
ひ
に
な
ご
り
を
を
し
み
つ
ゝ
、
姫
君
一
首
か
く
斗
り
、

　
年
月
の
ち
ぎ
り
し
な
こ
り
わ
す
ら
れ
て　
さ
き
た
つ
も
の
は
な
み
た
な
り
け
り

と
あ
そ
ば
せ
給
ひ
、
頼
方
や
か
て
取
あ
へ
つ

　
こ
世
迄
と
ち
ぎ
り
し
事
を
わ（

マ
マ
）れ

す
は　
た
づ
ね
て
も
来
よ
あ
き
つ
嶋
ま
て

と
た
が
ひ
に
な
こ
り
を
よ
み
か
わ
し
、
是
を
別
れ
の
言
葉
に
て
、
行
わ
か
れ
さ
せ
給
ひ
け
る
。
あ
ゝ
い
た
わ
し
や
。
頼
方
殿
を
し
へ
に

任
せ
て
難
所
に
〳
〵
を
こ
へ
給
ふ
。
長
者
の
あ
た
へ
し
千
百
の
餅
を
、
日
々
に
一
つ
づ
つ
用
ひ
給
へ
ば
、
難
も
な
く
信
濃
国
浅
間
ヶ
岳

大
沼
の
池
へ
そ
出
給
ふ
。
頼
方
あ
た
り
を
見
給
へ
ば
、
有
し
昔
に
変
り
は
て
、
ゆ
ひ
ま
ん
国
を
出
給
ふ
、
九
年
七
月
と
思
へ
共
、
年
を

合
せ
て
三
百
四
年
な
り
給
れ
ば
、
か
わ
り
は
て
し
も
こ
と
は
り
な
り
。

扨
、ゆ
ひ
ま
ん
国
の
た
び
将
束
、穴
の
は
た
に
ぬ
き
す
て
給
ひ
、さ
る
に
て
も
春
日
姫
、何
国
に
や
を
は
す
ら
ん
、い
さ
や
日
本
の
神
々

へ
、
き
せ
い
を
か
け
申
さ
ん
と
、
何
卒
姫
に
今
一
度
逢
せ
て
た
べ
と
祈
り
つ
ゝ
、
本
国
甲
賀
の
郡
へ
行
越
見
給
へ
は
、
有
し
屋や

形
も
く

ち
は
て
ゝ
、
父
上
か
立
給
ふ
御
堂
の
有
け
る
が
、
是
も
同
く
ゝ
ち
は
て
ゝ
、
け
た
も
柱
も
根
は
く
ち
て
、
金
物
斗
り
残
り
け
る
。
頼
方

是
を
御
ら
ん
じ
て
、
か
く
あ
る
べ
き
と
知
る
な
ら
ば
、
ゆ
ひ
ま
ん
国
に
て
年
月
を
送
り
過
さ
れ
共
、
倉
や
春
日
姫
の
ふ
ひ
ん
に
思
ひ
、

は
る
〳
〵
難
所
を
し
の
ぎ
つ
ゝ
、
来
り
し
甲
斐
も
あ
ら
ざ
ら
ん
。
浦
嶋
太
郎
か
古
へ
も
、
今
の
我
身
に
ま
さ
り
し
と
、
独
く
ど
き
て
そ

れ
よ
り
も
御
堂
内
へ
入
給
ふ
。

ね
ん
し
ゆ
を
な
し
て
御
座
ま
す
。
比
は
七
月
廿
日
の
事
な
れ
ば
、
あ
つ
さ
を
し
の
き
居
給
へ
は
、
所
の
童
子
数
多
来
り
、
三
郎
殿
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を
見
参
せ
、
お
そ
ろ
し
や
、
此
所
に
大
成
く
ち
ば
み
の
居
た
る
と
、
皆
ち
り
〴
〵
に
逃
走
た
り
。
頼
方
は
聞
思
給
、
あ
な
あ
さ
ま
し
や
、

我
姿
下
界
に
住
め
る
印
に
や
、
く
ち
ば
み
見
ゆ
る
、
う
ら
め
し
や
。
我
身
な
か
ら
は
づ
か
し
く
思
召
、
ゑ
ん
の
下
へ
そ
隠
候
。

や
う
〳
〵
時
も
戌
亥
の
頃
と
思
敷
時
、
僧
達
数
多
、
御
堂
に
来
り
、
連
夜
法
花
経
ど
く
誦
ま
し
〳
〵
、
夜
も
明
方
に
成
し
時
、
上

座
の
老
僧
給
け
る
、
つ
れ
〴
〵
成
程
に
、
古
へ
の
事
物
語
り
給
へ
有
け
れ
ば
、
中
座
の
老
僧
仰
け
る
は
、
昔
此
国
の
国
主
を
甲
賀
権
の

頭
と
申
、
三
人
御
子
持
給
ふ
。
長
男
同
太
郎
頼
平
、
二
男
次
郎
頼
忠
、
三
男
三
郎
頼
方
と
申
せ
し
が
、
父
権
の
頭
来
度
に
及
び
、
所
領

そ
れ
〳
〵
に
分
さ
ん
し
、
三
男
に
家
を
ゆ
づ
り
、
惣
領
職
を
ゆ
づ
り
給
へ
ば
、
頼
忠
日
頃
無
念
と
思
ひ
折
節
、
三
郎
の
身
だ
ひ
を
ゆ
ひ

ま
ん
国
へ
取
れ
し
故
、
日
本
山
々
岳
々
を
尋
け
る
共
行
ゑ
知
れ
す
、
一
度
信
濃
国
立
科
山
に
人
穴
有
け
る
が
、
か
ご
に
の
り
頼
方
下
り
、

身
だ
ひ
を
尋
ね
、
な
ん
な
く
上
り
し
に
、
身
だ
ひ
ど
く
し
ゆ
の
法
花
経
、
唐
鏡
を
取
落
た
る
と
仰
け
れ
ば
、
又
三
郎
穴
の
内
へ
入
て
、

取
帰
ら
ん
と
仕
給
ふ
所
、
兄
の
頼
忠
日
頃
の
う
ら
み
を
を
こ
し
、
籠
の
縄
を
切
ら
れ
ば
、
上
ら
ん
や
う
も
な
く
し
て
、
下
界
の
内
を
か

な
た
、
こ
な
た
と
迷
ひ
、
此
年
月
は
ゆ
ひ
ま
ん
国
へ
渡
ら
れ
つ
る
と
聞
た
る
が
、
此
辺
へ
来
り
給
ふ
と
聞
た
り
し
が
、
見
へ
給
は
ぬ
は

不
思
議
也
と
語
り
給
ふ
。

又
、
他
の
老
僧
仰
け
る
は
、
昨
日
の
昼ヒ

ル
、
大
成
口
ば
み
、
此
処
へ
来
り
候
と
申
せ
し
が
、
三
郎
殿
に
て
や
を
は
す
ら
ん
と
仰
け
れ
は
、

前
座
の
僧
聞
給
ひ
、
何
卒
甲
賀
殿
、
く
ち
ば
み
と
見
へ
候
ぞ
、
さ
れ
ば
下
界
の
地
に
入
て
、
久
敷
住
給
ふ
故
、
其
形
に
も
見
へ
候
な
り

と
仰
け
る
。
次
の
老
僧
、そ
れ
は
如
何
に
し
て
元
の
形
に
成
給
ふ
。
座
上
の
僧
の
た
ま
わ
く
、石
菖
の
生
し
た
る
池
の
水
に
ひ
た
り
て
、

朝
旭
を
拝
な
ば
、
ゆ
ひ
ま
ん
国
の
形
は
ま
ぬ
か
る
べ
し
と
語
り
給
ふ
。

三
郎
殿
、ゑ
ん
の
下
に
て
是
を
聞
、大
悦
急
き
大
門
に
下
り
、石
菖
の
生
た
る
池
に
身
を
ひ
た
し
、朝
旭
を
お
か
み
給
へ
ば
、帰
命
や
、

た
ち
ま
ち
元
の
姿
と
成
給
ふ
。
か
く
て
御
堂
へ
参
り
給
へ
ば
、
是
こ
そ
三
郎
殿
よ
と
の
給
ふ
。
次
の
老
僧
、
是
に
御
小
袖
の
候
と
て
、

は
な
や
か
な
る
御
小
袖
参ま

い
ら
せ
け
る
。
又
其
次
の
御
僧
、
梶
の
葉
〈
此
紋
を
今
に
於
て
定
紋
〉
の
ふ
の
入
た
る
ひ
た
ゞ
れ
を
参
ら
せ
ら
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る
。
上
座
の
老
僧
、
是
に
も
候
と
て
太
刀
に
弓
失（

矢
）を

取
そ
へ
て
、
三
郎
殿
に
給
り
け
る
は
、
然
り
僧
達
何
国
と
も
な
く
失
ひ
給
ふ
。

語
り
の
僧
只
一
人
を
わ
し
ま
し
け
れ
ば
、
頼
方
の
給
ふ
様
、
只
今
迄
是
に
ま
し
ま
せ
し
御
達
は
、
た
だ
人
な
ら
ず
と
見
へ
候
。
如

何
な
る
人
に
て
候
ぞ
や
。
老
僧
こ
た
へ
て
曰
、
事
も
を
ろ
か
や
、
上
座
の
御
僧
は
伊
勢
国
大
神
宮
、
左
の
一
番
は
熊
野
権
現
、
二
番
は

賀
茂
大
明
神
、
右
の
座
の
一
番
は
梅
田
大
明
神
、
二
番
は
平
野
大
明
神
。
か
く
申
又
自
は
、
近
江
国
大
原
の
明
神
也
。
さ
れ
は
湖
の
千

年
過
て
桑
原
と
成
、
又
千
年
過
て
湖
と
成
事
を
三
度
迄
見
た
る
我
な
り
。

御
身
、
仏
神
を
深
く
し
ん
し
給
ふ
、
信
切
な
る
故
、
神
々
も
ゆ
ひ
ま
ん
国
迄
付
添
て
、
守
護
せ
し
め
給
ふ
故
、
穴
の
そ
こ
成
国
々
を
、

思
ひ
の
ま
ゝ
に
見
廻
り
、二
度
古
郷
へ
帰
る
事
、只
神
力
の
故
な
る
ぞ
。
ゆ
ひ
ま
ん
国
の
翁
は
、本
地
胎
蔵
界
の
太（

大
）日

や
。
如
何
に
頼
方
、

今
は
と
く
〳
〵
春
日
社
へ
参
る
べ
し
。
姫
は
命
な
が
ら
へ
て
、春
日
社
内
に
有
べ
き
社
た
ん
に
有
べ
き
そ
と
、か
き
け
す
様
に
失
給
ふ
。

頼
方
嬉
し
く
思
召
、
御
帰
三
度
な
し
拝
し
、
春
日
の
宮
へ
ぞ
急イ

ソ
き
け
る
。
御
い
た
わ
し
や
、
姫
君
は
な
み
だ
と
共
に
、
法
花
経
の

と（
マ
マ
）ぐ

し
ゆ
の
恋（

声
）も

を
こ
た
ら
ず
、
明
暮
恋
し
く
、
頼
方
に
何
と
そ
め
ぐ
り
相
慕
の
ち
ぎ
り
を
な
さ
し
め
給
へ
や
と
、
深
く
ね
ん
し
給
ひ

し
所
へ
、
頼
方
殿
参
り
た
り
と
の
給
ふ
恋（

声
）に

、
姫
君
は
是
は
夢ユ

メ
か
や
う
つ
ゝ
か
や
と
、
た
が
ひ
に
袖
に
す
が
り
付
、
悦
び
な
み
た
は
せ

き
あ
へ
す
。
姫
君
は
し
ば
し
悦
、
も
の
も
い
は
す
居
給
ひ
し
が
、
君
に
別
れ
参
ら
せ
て
、
次
郎
殿
に
つ
ら
く
あ
た
ら
れ
、
み
の
う
ヶ
浦

引
出
さ
れ
、
ち
う
せ
ら
る
へ
か
り
し
を
、
吉
田
兵
衛
に
助
ら
れ
、
此
宮
へ
参
り
つ
ゝ
、
君
の
御
う
ん
を
祈
り
し
が
、
別
れ
し
年
よ
り
算

ふ
れ
ば
、
三
百
四
年
と
覚
へ
し
か
、
此
年
月
の
我
命
は
、
明
神
よ
り
不
老
不
死
の
楽（

薬
）を

給
は
り
、
今
迄
命
な
か
ら
へ
て
、
二
度
御
目
に

は
か
ゝ
る
事
、
誠
や
世
言
の
云
ふ
な
れ
し
、
枯
た
る
木
の
葉
に
花
さ
き
て
、
二
度
実
な
る
と
は
申
事
、
今
の
我
身
に
候
ぞ
。
此
年
月
は

独
ね
の
、
袖
を
ま
く
ら
か
た
し
く
て
、
君
の
行ユ

ク
ゑ
を
思
ひ
ね
の
、
な
み
だ
に
床
の
ひ
る
間
な
く
、
恋
敷
思
ふ
其
一
つ
、
逢
へ
て
中
々
語

り
ゑ
ぬ
。
我
心
ね
を
思
せ
と
て
、
語
り
出
て
わ
つ
と
な
き
、
思
ひ
は
百
夜
語
る
共
つ
き
な
ま
じ
と
て
、

聞
へ
け
る
頼
方
殿
も
、
此
年
月
の
う
さ
つ
ら
さ
、
ゆ
ひ
ま
ん
国
へ
行
し
事
、
又
日
本
へ
帰
り
し
事
、
弐
千
百
日
の
た
ひ
の
空
、
い
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ね
も
や
ら
ぬ
物
う
さ
、
扨
古
郷
の
釈
迦
堂
に
て
の
事
共
迄
語
り
出
て
、
な
き
給
ふ
。

頼
方
の
仰
に
は
、
か
ゝ
る
物
う
き
国
に
あ
ら
ん
よ
り
、
何
国
へ
も
行
べ
し
。
春
日
明
神
よ
り
神
の
な
ら
い
を
請
給
ひ
、
飛
行
の
車

に
相
の
り
て
、
二
方
共
に
天
笠（

竺
）へ

越
給
ふ
。
か
く
て
三
年
過
け
れ
ば
、
伊
勢
太
神
宮
よ
り
神
勅
あ
り
。
日
本
へ
帰
り
、
神
力
堅
固
の
守

護
と
あ
ら
わ
れ
、
神
号
を
諏
訪
太
明
神
と
申
べ
し
と
有
け
れ
ば
、
神
勅
に
ま
か
せ
、
二
度
日
本
へ
帰
り
給
ひ
、
信
濃
国
お
か
へ
の
郷
へ

宮
柱
を
立
給
ふ
。
さ
れ
は
名
乗
を
頼
方
と
申
故
、
諏
方
大
明
神
と
申
也
。
頼
方
と
書
て
諏
方
と
よ
む
事
、
此
故
な
り
。
是
よ
り
此
方
、

お
か
や
の
郷
を
改
め
、
諏
方
の
国
と
云
ふ
。

父
権
之
頭
殿
は
近
江
国
白
ひ
け
大
明
神
あ
ら
は
れ
、
御
母
は
下
野
の
国
日
光
権
現
と
あ
ら
わ
れ
給
ふ
。
太
郎
治
郎
殿
も
春
日
大
明

神
よ
り
神
の
位
を
給
ひ
、
大
郎
頼
平
を
日
向
国
源
太
郎
大
明
神
〈
則
源
氏
の
守
神
也
〉、
次
郎
頼
忠
を
常
陸
国
田
中ナ

カ
大
明
神
と
い
は
れ

給
ふ
。
此
の
如
御
親
子
、
何
も
神
々
と
あ
ら
は
れ
、
衆
生
を
守
り
給
ふ
也
。

上
の
社
、
下
の
社
と
云
ふ
事
、
三
郎
頼
方
郷
を
上
の
社
と
申
、
本
地
普
賢
菩
薩
也
。
下
の
社
春
日
姫
は
、
本
地
千
手
観
世
音
也
。

頼
忠
殿
に
う
と
ま
れ
給
ふ
故
、
人
を
つ
れ
な
く
す
る
事
を
、
深
く
い
ま
し
め
給
ふ
。
又
三
郎
頼
方
殿
は
、
久
し
く
下
界
に
下
り
、
い
の

地
に
ま
し
〳
〵
て
、
両
親
に
不
孝
の
つ
み
を
お
そ
れ
て
、
社
へ
参
ら
ん
人
は
、
先
巳（

己
）か

孝
を
尽
す
べ
し
。
親
に
孝
あ
る
者
は
、
我
所
に

参
ら
す
共
、
守
る
べ
し
と
の
御
た
く
せ
ん
。
白
ひ
げ
大
明
神
、
日
光
権
現
へ
参
る
者
は
、
諏
訪
へ
参
り
た
ら
ん
よ
り
は
守
る
べ
し
と
、

御
ち
か
ひ
な
り
さ
れ
は
、
親
に
孝
行
な
る
者
は
、
形
に
影
の
そ
ふ
如
く
、
御
め
ぐ
み
あ
り
と
心
得
べ
し
。
是
に
よ
つ
て
影
月
を
そ
へ
て

忌
み
給
ふ
な
り
。
あ
な
が
ち
き
ら
ひ
給
ふ
に
あ
ら
す
。

又
ゆ
ひ
ま
ん
国
よ
り
帰
り
給
ふ
道
、
ゑ
ん
と
う
国
と
云
ふ
処
に
て
、
つ
か
れ
て
ま
し
ま
す
と
き
、
産
や
の
内
よ
り
女
一
人
出
て
、

し
と
き
を
参
ら
せ
て
、
つ
か
れ
を
は
ら
し
奉
る
故
に
因
て
、
産
屋
深
く
忌
給
は
ぬ
は
、
彼
の
女
の
を
ん
を
思
召
て
の
故
ぞ
か
し
。

又
ゆ
ひ
ま
ん
姫
も
頼
方
に
名
残
り
を
し
く
、
御
隠
を
し
た
ひ
、
日
本
へ
来
り
給
ひ
て
、
信
州
浅
間
大
明
神
と
あ
ら
わ
れ
、
一
切
衆
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生
を
我
衆
生
と
ち
か
ひ
給
ふ
也
。
去
程
に
頼
方
と
浅
間
柱
近
き
、
世
言
に
云
ふ
は
此
故
な
り
。
下
諏
方
深
く
ね
た
み
給
ひ
て
、
浅
間
の

方
を
後
に
し
て
立
給
ふ
な
り
。

又
茲
に
物
語
り
あ
り
。
東
天
竺
の
く
る
ゑ
ひ
国
と
ゆ
ふ
国
に
、
く
る
ゑ
ひ
長
者
と
云
ふ
者
あ
り
。
一
人
の
娘
を
持
け
る
か
、
東
天

竺
に
な
ら
ひ
な
き
名
を
取
、
名
を
ば
早
長
姫
と
申
せ
し
か
、
其
国
の
王
を
そ
こ
王
と
申
。
か
の
長
者
思
を
様
、
是
よ
り
上
の
国
の
王
を

む
こ
と
せ
ん
と
て
、
そ
こ
王
よ
り
も
ら
へ
共
、
返
事
を
せ
す
。
使
度
々
に
及
べ
共
、
使
に
つ
か
は
せ
ね
は
、
そ
こ
王
大
に
い
か
り
、
其

勢
一
万
よ
き
に
て
を
し
よ
せ
、
長
者
を
夜
打
に
う
ち
給
ふ
。
杲
長
姫
は
夜
打
に
の
か
れ
、
父
の
持
給
ふ
宝
の
ほ
こ
を
、
甲
賀
川
へ
さ
か

さ
に
立
、
其
上
に
住
給
ふ
。
そ
こ
王
此
由
を
聞
、
使
を
遣
、
其
所
も
我
領
地
也
、
急
き
我
に
し
た
か
ひ
給
へ
と
申
遣
す
。
姫
此
田
を
聞
、

な
く
〳
〵
爰
に
と
ゝ
ま
れ
は
、
こ
れ
か
ゝ
る
事
を
も
聞
と
、
ほ
こ
を
ぬ
き
ば
さ
み
、
天
の
早
車
に
の
り
て
、
り
う
ぞ
う
れ
い
と
云
ふ
河

を
飛
こ
し
、
百
済
国
に
来
り
、
そ
れ
よ
り
天
の
早
舟
に
の
り
こ
し
、
筑
紫
の
今
津
に
着
給
う
。
神
国
と
聞
給
ひ
、
信
濃
上
野
の
両
国
境
、

あ
ら
船フ

ね
山
に
水
を
た
ゝ
へ
、
天
の
早
船
を
う
つ
ぶ
せ
て
、
世
界
火
の
起
ら
ん
時
は
、
此
水
を
以
て
し
め
せ
と
て
、
船
の
上
へ
社
を
立
住

せ
給
ひ
け
る
か
故
に
、
神
号
を
大
船
大
明
神
と
申
な
り
。

又
、
甲
賀
川
よ
り
ほ
こ
を
貫
給
ふ
故
に
、
は
つ
む
大
明
神
と
申
な
り
。
さ
れ
は
上
野
と
書
て
は
つ
む
と
よ
む
な
り
。
上
野
の
国
尾

幡
の
一
富（

宮
）大

明
神
是
な
り
。
日
光
山
は
頼
方
殿
の
母
上
な
り
。
故
に
常
に
通
ひ
給
ふ
。
新
船
大
明
神
は
道
な
れ
ば
、
お
り
〳
〵
宿
を
借

給
ひ
て
、
新
船
明
神
と
深
く
ち
き
り
を
こ
め
給
ふ
。
此
由
、
下
諏
訪
聞
給
ひ
、
深
く
う
ら
み
給
ふ
と
か
や
。

上
諏
方
明
神
は
ほ
さ
つ
に
て
、
山
野
の
け
た
も
の
を
殺
し
、
御
所
に
か
け
ら
る
る
事
、
神
々
よ
り
ふ
し
ん
有
け
れ
は
、
大
明
神
、

し
や
く
た
ん
の
戸
お
し
開
き
、
梶
の
葉
の
ふ
の
し
た
た
れ
を
め
し
、
御
手
に
け
ん
と
う
の
釼
を
持
、
御
神
た
く
有
け
る
は
、
昔
我
ゆ
ひ

ま
ん
国
に
て
有
け
る
時
、
鹿
を
狩
し
て
遊
ひ
し
事
も
、
慈
悲
を
知
て
す
る
也
。
か
る
か
故
に
、
神
と
あ
ら
わ
れ
て
、
せ
つ
せ
ふ
面
白
く
、

慈
悲
を
思
ひ
て
す
る
也
。
其
文
に
曰
く
、
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業コ

ウ
尽ジ

ン
自ジ

生セ
フ

得ト
ク

数ス
ウ

不フ

生セ
ウ

故コ

食ジ
キ

人ニ
ン

天テ
ン

同ト
ウ

生セ
ウ

仏ブ
ツ

果カ

惣
し
て
殺
生
を
好
み
、
生
を
こ
ろ
し
た
ら
ん
も
の
は
、
此
文
を
唱
ふ
べ
し
。
是
を
頼
方
の
四
九
の
文
と
ゆ
ふ
也
。
文
の
心
は
、
か

う
の
尽
た
る
有
生
は
、
は
な
す
と
も
生
せ
さ
る
か
故
に
、
人
間
に
喰
せ
ら
れ
て
、
同
仏
果
を
生
せ
ん
と
の
心
也
と
、
御
神
宅（

託
）有

て
、
則

ち
神
は
あ
か
ら
せ
給
ひ
け
り
。

か
る
か
故
に
、
七
月
廿
七
日
に
御
射サ

山
と
御
狩
あ
り
。
毎
年
其
日
、
鹿
二
つ
づ
ゝ
出
て
、
こ
ろ
さ
る
ゝ
也
。
又
七
年
に
一
度
、
御

柱
と
て
ま
つ
り
あ
り
。

是
へ
参
る
人
々
は
、
子
孫
は
ん
ぜ
う
、
現
世
あ
ん
の
ん
、
後
世
前
世
う
た
か
ひ
な
し
。
此
書
を
毎
日
一
反
づ
ゝ
よ
め
ば
、
諏
方
日

参
し
た
る
も
同
し
度
く
、
う
た
が
ふ
事
な
し
。

失（
夫
）せ

つ
せ
う
を
す
る
に
三
つ
の
心
得
あ
り
。
鳥
類
ち
く
類
に
よ
ら
す
、
弓
失（

矢
）に

あ
た
ら
す
死（

逃
）る

事
あ
り
。
こ
れ
を
時
節
宝
来
と
思

ふ
べ
し
。
少
も
を
し
む
べ
か
ら
す
。
又
弓
失（

矢
）に

当
、
手
を
ひ
行
も
あ
り
。
是
を
ば
、
ち
く
せ
ふ
因
果
の
む
く
ひ
あ
り
。
ふ
び
ん
に
思
ひ

か
ん
ず
べ
し
。
又
弓
失（

矢
）に

当
り
、
た
ち
ま
ち
死
た
る
お
ば
、
急
き
此
四
九
の
文
を
と
な
ふ
べ
し
。
我
仏
生
に
か
へ
す
べ
し
。
是
を
三
つ

の
心
得
と
ゆ
ふ
な
り
。
誠
に
有
か
た
く
共
也
。

右
、
甲
賀
三
郎
頼
方
も
、
懿
徳
天
皇
に
つ
か
ひ
奉
り
、
其
後
ゆ
ひ
ま
ん
国
に
玉
り
、
以
上
三
百
四
年
過
て
、
景
行
天
皇
の
砌
、
諏

方
大
明
神
と
顕
わ
れ
給
ふ
。
懿
徳
天
皇
九
代
と
ゆ
ふ
な
り
。

　
　
千
秋
楽

　
明
治
十
三
年
五
月
日

　
　
書
写
之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
榮
運
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一　
鬼
女
と
は
だ
れ
か　

　
鬼
女
と
は
、
直
接
的
に
「
鬼
」
と
化
し
た
女
を
意
味
し
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
「
鬼
の
よ
う
な
」
心
な
い
行
い
を
す
る
女
を
意
味
し

た
言
葉
で
あ
る
。
平
成
か
ら
令
和
に
か
け
て
の
現
在
に
お
い
て
「
鬼
女
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
後
者
の
意
味
か
ら
派
生
し
て
き
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
俗
語
、
い
わ
ゆ
る
「
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
」
が
最
も
知
ら
れ
て
い
る
も
の
か
も
し
れ
な
い1
。

　
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
に
お
け
る
「
鬼
女
」
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
な
ど
を
主
た
る
活
動
の
場
と
す
る
人
々
の
う
ち
、
世

間
に
注
目
さ
れ
る
事
件
や
不
祥
事
に
関
し
て
バ
ッ
シ
ン
グ
す
べ
き
有
名
無
名
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
見
つ
け
た
の
ち
、
と
き
に
信
憑
性
を
棚

上
げ
し
た
玉
石
混
交
の
情
報
や
考
察
内
容
を
公
開
す
る
人
た
ち
を
指
し
て
い
る
。対
象
は
芸
能
人
や
政
治
家
、無
名
の
一
般
人
な
ど
様
々

で
あ
る
。

　
情
報
収
集
の
際
に
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
）
そ
の
他
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
現
代
に
お
い

て
は
警
察
機
構
や
探
偵
業
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
を
フ
ル
活
用
し
て
い
る
が
、
鬼
女
に
よ
る
情
報
収
集
は
そ
う
し
た
専
門
職
に
も
例

鬼
女
の
ゆ
く
え　
│
│
鬼
女
説
話
の
変
容
と
仏
教
│
│

今
井　

秀
和
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え
ら
れ
る
ほ
ど
迅
速
か
つ
執
拗
だ
っ
た
り
す
る
。

　
鬼
女
と
い
う
用
語
の
由
来
は
、
そ
う
し
た
人
々
が
本
来
常
駐
し
て
い
た
と
い
う
ネ
ッ
ト
上
の
「
既
婚
女
性
」
掲
示
板
の
略
称
で
あ
る

「
キ
ジ
ョ
」
だ
と
も
い
う
が
、
仮
に
そ
れ
が
語
源
説
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
鬼
女
」
と
い
う
古
来
の
用
字
が
選
択

さ
れ
た
時
点
で
元
の
意
味
は
希
薄
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
掲
示
板
の
住
人
の
ほ
と
ん
ど
は
自
ら
に
関
す
る
情
報
開
示

を
行
わ
な
い
た
め
、「
鬼
女
」
と
呼
ば
れ
た
り
、
そ
れ
を
自
称
す
る
特
定
の
人
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
本
当
に
女
性
な

の
か
ど
う
か
す
ら
定
か
で
は
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
論
及
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
現
代
の
「
鬼
女
」
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
鬼
女
が
鬼
そ
の
も
の
を
意
味
す

る
ほ
か
、「
鬼
の
よ
う
な
」
所
業
を
行
う
女
を
指
す
の
だ
と
い
う
文
脈
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
両
方
の
意
味
が
交
錯
す
る
「
あ
わ
い
」

の
領
域
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
「
鬼
の
よ
う
な
」
所
業
と
は
、
人
を
人
と
も
思
わ
ぬ
無
慈
悲
な
振
る
舞
い
で
あ
る
が
、
本
来
的
な
鬼
が
一
体
ど
の
よ
う
な
所
業
に
臨

ん
で
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
「
人
を
喰
う
」
こ
と
で
あ
っ
た2
。
現
代
で
も
使
わ
れ
る
「
人
を
食
っ
た
よ
う
な
」
と

い
う
表
現
は
、
人
を
人
と
も
思
わ
ぬ
態
度
（
馬
鹿
に
し
た
態
度
）
を
指
し
て
い
る
が
、
説
話
・
伝
承
上
の
鬼
は
比
喩
表
現
と
し
て
で
は

な
く
、
本
当
に
人
を
喰
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
現
代
に
お
け
る
「
鬼
」
の
代
表
的
な
表
象
は
、
ネ
ッ
ト
用
語
と
し
て
の
「
鬼
女
」
以
外
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

二
〇
一
六
年
か
ら
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
に
連
載
さ
れ
る
人
気
マ
ン
ガ
、
吾ご

と
う
げ峠

呼こ
よ
は
る

世
晴
『
鬼き

め
つ滅

の
刃や

い
ば』

は
、
架
空
の
大
正
期
を
舞
台

と
し
た
伝
奇
作
品
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
人
を
喰
う
吸
血
鬼
じ
み
た
「
鬼
」
に
立
ち
向
か
う
主
人
公
た
ち
の
闘
争
が
描
か
れ
て
い
る3
。
主

人
公
の
少
年
は
、
半
ば
鬼
と
化
し
た
妹
と
共
に
鬼
と
戦
う
。
作
中
の
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
鬼
」
像
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
が
、
人
に
似
て
非
な
る
恐
ろ
し
気
な
異
形
の
敵
た
ち
を
指
し
て
「
鬼
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

218

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
代
に
お
け
る
「
鬼
」
は
、
現
実
的
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
の
表
れ
方

と
し
て
は
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
等
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
の
存
在
に
留
ま
る
も
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
あ
く
ま
で
も
比
喩
表

現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
俗
語
と
し
て
の
「
鬼
女
」
や
「
鬼
教
官
」、「
鬼
嫁
」
等
も
あ
る
。

　
し
か
し
前
近
代
の
「
鬼
」
は
こ
れ
ら
の
意
味
に
留
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
具
体
的
な
考
察
対
象
は
、
中
世
の
歴
史
書
や

江
戸
期
の
随
筆
に
載
せ
ら
れ
た
、
人
を
喰
ら
う
「
鬼
女
」
な
ど
に
関
す
る
世
間
話
（
噂
話
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
噂
話
に
関
し
て
、
本

当
に
人
が
鬼
に
変
じ
た
例
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
う
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
比
喩
表
現
と
し
て
「
鬼
女
」
の
語
が
採

用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
迫
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
近
代
の
「
鬼
女
」
を
め
ぐ
る
噂
話
は
、
寺
院
お
よ

び
仏
教
と
も
直
接
間
接
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
。

二　
鬼
子
母
神
と
起
屍
鬼

　
人
が
人
を
喰
う
と
い
う
事
実
や
説
話
に
関
す
る
記
録
は
世
界
中
に
分
布
す
る
。
説
話
・
伝
承
と
し
て
の
「
食
人
」
の
み
な
ら
ず
、
実

態
と
し
て
の
食
人
に
迫
っ
た
文
化
人
類
学
的
な
先
行
研
究
の
層
も
厚
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
「
物
語
」
に
焦
点
を
当
て

て
い
く
。
そ
の
際
に
必
要
と
な
る
の
が
、
広
く
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
、
文
字
通
り
「
人
を
喰
っ
た
」
説
話
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
確
認
で
あ
る
。

　
対
象
が
広
す
ぎ
る
の
で
先
行
研
究
に
多
く
を
負
い
つ
つ
、
ま
ず
は
漢
訳
仏
典
な
ど
の
代
表
例
を
、
次
い
で
日
本
に
お
け
る
在
地
の
伝

承
や
縁
起
、
文
芸
な
ど
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
。
そ
し
て
中
近
世
に
「
実
話
」
と
し
て
語
ら
れ
た
同
時
代
的
な
物
語
、
す
な
わ
ち
世

間
話
の
記
録
に
対
す
る
分
析
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
が
歴
史
的
な
事
実
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、世
間
話
に
は
一
応
の
「
事
実
」
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と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
っ
た
。

　
本
稿
の
関
心
に
即
し
て
、
人
を
喰
う
話
を
説
話
・
伝
承
の
世
界
に
求
め
た
場
合
、
早
い
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
漢
訳
仏
典
の

「
鬼き

し
も
じ
ん

子
母
神
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
厳
密
に
い
え
ば
こ
れ
は
人
が
人
を
喰
う
話
で
は
な
い
。
鬼
子
母
神
は
そ
も

そ
も
人
間
で
は
な
く
、
夜
叉
（
ヤ
ク
シ
ー
）
の
一
人
で
あ
り
、
あ
る
種
の
「
神
」
的
な
存
在
に
よ
る
人
喰
い
の
物
語
だ
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
鬼
子
母
神
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
ハ
ー
リ
ー
テ
ィ
ー
」
と
い
い
、
仏
典
で
は
そ
の
音
写
で
「
訶か

り
て
い
も

梨
帝
母
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
『
雑
宝
蔵
経
』（
四
七
二
年
）
等
の
経
典
に
よ
れ
ば
、
鬼
子
母
神
は
一
万
人
と
も
い
わ
れ
る
多
く
の
子
ど
も
を
持
ち
、
子
ら
を
育
て
る

た
め
に
人
間
の
子
を
捕
っ
て
は
喰
ら
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
か
ね
た
釈
迦
が
末
子
を
隠
す
と
、
半
狂
乱
に
な
っ
た
鬼
子
母
神
は
七
日
間

に
わ
た
っ
て
探
し
回
り
、
つ
い
に
釈
迦
に
助
け
を
求
め
る
。
釈
迦
は
、
た
く
さ
ん
い
る
子
ど
も
の
う
ち
一
人
が
欠
け
た
だ
け
で
も
そ
れ

だ
け
悲
し
む
の
だ
か
ら
、
も
う
人
の
子
を
捕
る
こ
と
は
や
め
る
よ
う
に
と
諭
し
、
納
得
し
た
鬼
子
母
神
は
仏
門
に
帰
依
し
て
子
育
て
と

安
産
の
守
護
神
に
転
じ
た
と
い
う
。

　
鬼
子
母
神
説
話
の
ほ
か
に
も
、
ヤ
ク
シ
ャ
、
ヤ
ク
シ
ー
に
よ
る
人
喰
い
の
説
話
・
伝
承
は
数
多
い
。
そ
の
背
景
に
は
南
ア
ジ
ア
や
東

南
ア
ジ
ア
に
流
布
し
て
い
た
、
シ
ュ
リ
ー
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
な
る
街
に
住
む
ヤ
ク
シ
ー
た
ち
が
人
間
の
男
を
魅
了
し
て
喰
ら
っ
て
い
た
と
い

う
「
天
馬
本
生
」
の
説
話
が
あ
る
と
い
う4
。

　
直
接
、「
人
喰
い
」
に
深
く
関
わ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
本
稿
で
の
ち
に
扱
う
こ
と
に
な
る
人
の
「
死
体
」
に
ま
つ
わ
る

怪
異
と
し
て
は
、
漢
訳
仏
典
に
お
け
る
「
起
屍
鬼
」（
ヴ
ェ
ー
タ
ー
ラ
）
な
ど
も
重
要
で
あ
る
。
起
屍
鬼
（
屍
鬼
）
と
は
、
死
体
が
起

き
上
が
っ
て
人
を
害
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
死
者
を
蘇
生
さ
せ
る
呪
術
の
こ
と
で
あ
る5
。
死
者
の
蘇
生
は
、
人
喰
い
そ
れ
自
体
を
め
ぐ

る
説
話
と
は
ま
た
異
な
っ
た
想
像
力
の
発
露
で
あ
る
が
、
仏
教
タ
ン
ト
ラ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
タ
ン
ト
ラ
に
は
、
死
者
を
蘇
生
さ
せ
る
呪
術

を
含
む
、
死
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
術
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う6
。
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現
代
日
本
で
は
、
小
野
不
由
美
の
小
説
『
屍
鬼
』
や
そ
の
派
生
作
品
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
西
洋
の
ホ
ラ
ー
文

脈
に
お
け
る
「
吸
血
鬼
」
的
な
「
屍
鬼
」
像
が
一
般
化
し
た
が
、
本
来
的
な
起
屍
鬼
（
屍
鬼
）
と
は
、
人
を
害
す
る
生
け
る
屍
、
あ
る

い
は
屍
を
動
か
す
呪
術
を
指
す
も
の
な
の
で
あ
っ
た7
。

三　
山
姥
と
鍛
冶
屋
の
婆

　
日
本
に
お
け
る
、
女
が
鬼
に
な
る
話
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
平
安
末
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻

二
十
七
の
二
十
二
「
猟
師
母
成
鬼
擬
噉
子
語
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
猟
師
兄
弟
の
年
老
い
た
母
親
が
、
並
外
れ
た
老
齢
ゆ
え
に

い
つ
の
間
に
か
鬼
に
変
じ
て
い
て
、
我
が
子
を
喰
ら
お
う
と
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
後
世
の
、
二
つ
の
系
統
の
物
語
に
影

響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。　

　
ひ
と
つ
は
、源
頼
光
の
家
来
で
あ
る
渡
辺
綱
と
茨
木
童
子
を
巡
る
話
で
あ
る
。
渡
辺
綱
が
美
女
を
助
け
た
と
こ
ろ
、突
然
、鬼
に
な
っ

て
襲
い
掛
か
っ
て
き
た
た
め
、
綱
は
そ
の
腕
を
切
り
落
と
し
た
。
後
日
、
鬼
の
襲
来
に
備
え
る
綱
の
も
と
を
伯
母
が
訪
ね
て
き
た
が
、

実
は
茨
木
童
子
と
い
う
名
の
先
日
の
鬼
が
腕
を
取
り
返
し
に
き
た
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
女
が
鬼
に
な
っ
た

の
で
は
な
く
、
鬼
が
女
に
化
け
て
い
る
。
細
部
に
異
同
は
あ
る
が
、
こ
の
物
語
は
『
前
太
平
記
』
や
『
御
伽
草
子
』、
さ
ら
に
は
謡
曲

や
歌
舞
伎
な
ど
の
芝
居
に
よ
っ
て
広
く
巷
間
に
流
布
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
「
鍛
冶
屋
の
婆
」
と
呼
ば
れ
る
物
語
群
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
猫
や
狼
な
ど
が
男
の
老
母
を
喰
ら
い
、
老
母
に
化
け
て

入
れ
替
わ
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
あ
り
、
近
代
以
降
の
伝
承
と
し
て
も
各
地
に
伝
わ
る
。
江
戸
期
に
は
「
化
け
猫
」
説
話
を
巡
る
ひ
と

つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
年
老
い
た
飼
い
猫
が
、
い
つ
の
間
に
か
飼
い
主
の
老
母
を
喰
い
殺
し
て
成
り
代
わ
り
、
更
な
る
餌
食
を
求
め
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る
と
い
っ
た
物
語
が
数
多
く
作
ら
れ
、
実
録
体
小
説
や
随
筆
な
ど
に
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
の
段
階
で
は
女
が
鬼
と
な
っ
て
人
を
喰
う
話
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
世
に
至
る
と
、
茨
木
童
子
の
よ
う
に
鬼
が
女

に
化
け
て
い
た
と
い
う
話
や
、
鍛
冶
屋
の
婆
の
よ
う
に
獣
が
女
を
喰
ら
っ
て
そ
の
姿
に
化
け
、
さ
ら
に
女
の
子
ど
も
を
喰
ら
お
う
と
す

る
話
に
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
も
に
異
類（
人
語
を
介
す
る
人
な
ら
ざ
る
存
在
）が
人
間
の
女
に
化
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、『
今

昔
物
語
集
』
と
は
異
な
る
物
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
展
開
で
は
あ
る
。

　
山
姥
（
や
ま
う
ば
・
や
ま
ん
ば
）
も
鬼
女
に
近
し
い
存
在
で
あ
る8
。
た
だ
し
場
合
に
よ
り
「
山
姥
」
に
は
母
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
た

さ
れ
て
も
い
る
。
最
た
る
も
の
は
『
前
太
平
記
』
以
来
の
、
坂
田
金
時
（
金
太
郎
）
の
母
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
歌

川
芳
艶
が
「
坂
田
怪
童
丸
」
と
「
山や

ま
乳う

ば母
」
と
を
描
い
た
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
浮
世
絵
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、そ
れ
は
「
山

乳
母
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
。
反
対
に
鬼
女
と
し
て
の
「
山
姥
」
像
は
、
た
と
え
ば
謡
曲
『
山
姥
』
に
お
け
る
「
山
姥
と

は
山
に
住
む
鬼
女
と
こ
そ
、
曲
舞
に
も
見
え
て
候
へ
」
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
昔
話
「
三
枚
の
護
符
」（「
三
枚
の
お
札
」、「
鬼
婆
と
小
僧
」
と
も
）
に
お
け
る
山
姥
は
、
正
体
が
ば
れ
る
と
小
僧
を
追
っ
て
く
る
。

追
い
か
け
て
く
る
悪
し
き
も
の
を
聖
な
る
ア
イ
テ
ム
で
退
け
る
と
い
う
話
の
パ
タ
ー
ン
は
、
古
く
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に

お
け
る
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
訪
問
譚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
早
く
か
ら
両
者
の
比
較
が
為
さ
れ
て
き
た9
。

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
イ
ザ
ナ
キ
は
死
ん
だ
妻
の
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ
て
黄
泉
に
赴
く
が
、
言
い
つ
け
を
破
っ
て
、
醜
く
腐
乱
し
た

イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
を
見
て
し
ま
う
。
怒
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
は
黄よ

も
つ
し
こ
め

泉
醜
女
や
八
柱
の
雷

い
か
づ
ち
が
み

神
、
そ
し
て
千ち

い

ほ
五
百
の
黄よ

も
つ
い
く
さ

泉
軍
た
ち
に
イ
ザ
ナ
キ
を
追

わ
せ
る
が
、
イ
ザ
ナ
キ
は
髪
に
着
け
て
い
た
黒く

ろ
み
か
づ
ら

御
蔓
や
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
に
生
え
て
い
た
桃も

も
の
み子

な
ど
を
投
げ
て
、
そ
れ
ら
の
追
手
か

ら
逃
れ
る
の
で
あ
る10
。

　
重
要
な
の
は
、
昔
話
「
三
枚
の
護
符
」
の
山
姥
や
、『
古
事
記
』
の
追
手
た
ち
に
は
「
追
い
か
け
て
く
る
恐
い
も
の
」
と
い
う
物
語
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上
で
の
役
割
が
持
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
追
い
か
け
て
く
る

パ
タ
ー
ン
か
ら
逸
脱
し
た
鬼
女
の
話
な
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
追
い
か
け
て
く
る
「
鬼
女
」
な
い
し
そ
れ
に
準
じ
た
存
在
を
め
ぐ
る
物

語
が
あ
る
こ
と
を
記
憶
し
て
お
き
た
い
。

四　
安
達
ヶ
原
の
鬼
婆

　
さ
て
、
前
近
代
の
日
本
に
お
け
る
「
鬼
女
」
で
は
、
謡
曲
『
安
達
原
』
や
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
『
奥
州
安
達
原
』
と
深
い
関
わ
り
を
持

つ
福
島
県
の
在
地
伝
承
「
安
達
ヶ
原
の
鬼
婆
」（「
ひ
と
つ
家
」）
も
非
常
に
有
名
で
あ
る11
。
謡
曲
『
安
達
原
』
は
、観
世
流
以
外
で
は
『
黒

塚
』
の
題
が
伝
わ
る
も
の
の
、『
謡
曲
大
観
』
は
「
古
記
録
に
は
み
な
〔
安
達
原
〕
と
あ
る
」
と
し
た
上
で
、『
親
元
日
記
』
に
載
る
寛

正
六
年
（
一
四
六
五
）
二
月
二
十
八
日
、
将
軍
足
利
義
政
が
院
参
し
た
折
の
記
事
が
最
古
の
演
能
記
録
だ
と
す
る12
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
思
う
が
、
あ
ら
た
め
て
謡
曲
『
安
達
原
』
の
内
容
を
記
せ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
東
光
坊
祐
慶
な
る
熊

野
山
伏
が
回
国
行
脚
の
途
上
、
奥
州
安
達
ヶ
原
（
現
在
の
福
島
県
。
阿
武
隈
川
の
東
岸
と
も
、
安
達
太
良
山
の
東
麓
と
も
い
う
）
に
て

老
婆
に
一
夜
の
宿
を
求
め
た
。
老
婆
は
東
光
坊
に
糸
車
で
糸
を
紡
ぐ
様
を
見
せ
た
後
、
焚
き
木
を
採
り
に
出
る
。
そ
の
際
、
決
し
て
閨

を
覗
か
ぬ
よ
う
に
告
げ
る
が
、
東
光
坊
の
随
行
で
あ
る
能
力
が
覗
く
と
、
そ
こ
に
は
死
骸
が
積
み
重
な
っ
て
い
た
。
さ
て
は
こ
れ
が
、

安
達
ヶ
原
の
黒
塚
に
籠
っ
て
旅
人
を
襲
う
と
い
う
黒
塚
の
鬼
の
棲
家
で
あ
っ
た
か
と
気
づ
き
、
二
人
は
逃
げ
行
く
。
そ
れ
を
知
っ
た
鬼

が
追
い
か
け
て
く
る
が
、
不
動
呪
縛
の
祈
り
を
し
た
上
で
斬
り
伏
せ
る
と
、「
怒
り
を
な
し
つ
る
鬼
女
」
は
た
ち
ま
ち
に
力
を
失
い
消

え
去
っ
て
い
っ
た
。

　
岩
手
県
盛
岡
市
の
厨
川
や
奈
良
県
の
宇
陀
地
方
に
も
同
様
の
伝
承
が
あ
る
ほ
か
、
江
戸
期
の
『
諸
国
里
人
談
』
は
武
州
（
埼
玉
県
）
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の
足あ

だ
ち
が
は
ら

立
ヶ
原
を
こ
の
伝
説
の
本
拠
地
と
す
る
。
ま
た
作
者
不
詳
『
土
佐
お
化
け
草
紙
』
に
あ
る
「
鬼
女
」
は
、
鬼
女
と
安
達
ヶ
原
の
鬼

婆
を
同
一
の
も
の
だ
と
す
る
。

　
さ
ら
に
、
江
戸
の
金
龍
山
浅
草
寺
の
東
側
に
あ
っ
た
荒
れ
地
（
現
在
の
東
京
都
台
東
区
に
位
置
）
に
も
「
浅あ

さ
ぢ
が
は
ら

茅
ヶ
原
」
の
ひ
と
つ
家

に
関
す
る
伝
承
が
残
る
。
笹
間
良
彦
『
鬼
女
伝
承
と
そ
の
民
俗
』
が
示
す
よ
う
に
、
古
く
は
室
町
期
の
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
に

道
興
准
后
が
記
し
た
『
廻
国
雑
記
』
に
載
る
在
地
伝
承
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
簡
単
に
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
夫
婦
が
旅
人
を

引
き
込
ん
で
は
娘
に
春
を
ひ
さ
が
せ
て
い
た13
。
旅
人
を
石
の
枕
に
寝
か
せ
る
と
、
ま
ぐ
わ
い
の
頃
合
い
を
見
て
夫
婦
が
旅
人
の
頭
を
打

ち
砕
き
、
身
ぐ
る
み
を
剥
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
夜
、
い
つ
も
の
よ
う
に
旅
人
の
頭
を
砕
い
た
つ
も
り
が
、
そ
れ
は
悪
行
を
悔
い

て
自
ら
石
の
枕
に
寝
て
い
た
愛
娘
で
あ
っ
た
。
夫
婦
は
こ
れ
を
期
に
発
心
し
た
と
い
う
。

　
も
と
は
夫
婦
が
娘
を
使
っ
て
旅
人
を
殺
す
話
で
あ
っ
た
が
、
後
世
に
至
り
、
鬼
婆
と
娘
と
の
話
に
変
容
し
て
い
き
、
観
音
菩
薩
の
霊

験
譚
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
東
京
都
台
東
区
の
花
川
戸
公
園
は
、
後
悔
し
た
鬼
婆
が
身
を

投
げ
た
池
の
伝
承
地
で
あ
る
と
さ
れ
、
今
も
小
さ
な
姿
で
「
姥
ヶ
池
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
仏
典
由
来
の
鬼
子
母
神
説
話
と
、
日
本
の
文
芸
や
在
地
伝
承
で
あ
る
「
ひ
と
つ
家
」
や
「
鬼
婆
」
の
説
話
・
伝
承
と
の
間
に
は
幾
つ

も
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、両
者
の
間
に
い
か
な
る
有
機
的
な
関
連
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
簡
単
に
論
じ
ら
れ
な
い
。

し
か
し
食
人
の
動
機
を
探
れ
ば
、
両
者
と
も
に
単
純
に
自
己
の
み
の
利
益
を
求
め
て
人
を
殺
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
鬼
子
母
神
は
、
利
己
的
で
は
あ
る
が
我
が
子
の
た
め
に
人
間
を
食
し
て
い
た
。
鬼
婆
は
、
話
に
よ
っ
て
は
た
だ
の
食
人
鬼
だ
が
、
仕

え
て
い
る
姫
君
の
病
気
を
癒
す
た
め
に
妊
婦
を
襲
っ
て
赤
子
の
生
き
胆
を
抜
い
た
と
こ
ろ
、
あ
ろ
う
こ
と
か
孫
を
宿
し
た
愛
娘
で
あ
っ

た
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
話
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
鬼
婆
自
ら
が
人
を
喰
う
の
で
は
な
く
、
鬼
婆
Ａ
が
娘
Ｂ
を
殺
し
て
赤
子
Ｃ
の
生
き

胆
を
姫
君
Ｄ
に
喰
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
若
干
、
物
語
が
複
雑
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
で
正
気
を
失
っ
た
鬼
婆
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は
人
喰
い
に
走
っ
て
し
ま
う
。

　
そ
れ
で
は
、
戯
曲
や
説
話
・
伝
承
に
お
け
る
鬼
婆
は
、
最
後
に
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
語
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
お
お
む

ね
、
観
音
の
霊
験
に
よ
り
雷
に
打
た
れ
て
死
ん
だ
、
改
心
し
て
仏
道
に
帰
依
し
た
、
獲
物
で
あ
る
旅
人
に
逃
げ
ら
れ
た
、
な
ど
の
結
末

を
迎
え
て
い
る
。
も
と
は
素
朴
な
か
た
ち
で
の
伝
承
で
あ
っ
た
も
の
が
、
寺
院
の
関
与
に
よ
っ
て
霊
験
譚
と
し
て
の
縁
起
に
か
た
ち
を

変
え
て
い
っ
た
例
も
あ
ろ
う
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
最
初
か
ら
寺
院
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
鬼
子
母
神
説
話
と
の
関

連
も
、
そ
う
し
た
可
能
性
と
と
も
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、鬼
に
な
る
の
は
女
ば
か
り
で
は
な
い
。愛
執
の
果
て
に
鬼
と
化
し
た
男
の
話
も
あ
る
。た
と
え
ば
近
世
文
学
史
上
の
白
眉
、

上
田
秋
成
『
雨
月
物
語
』
の
「
青
頭
巾
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
僧
侶
が
、
愛
す
る
稚
児
の
死
後
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
ず
、
愛
撫
の
果
て

に
遺
骸
を
し
ゃ
ぶ
り
つ
く
し
て
し
ま
う
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
如
く
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
所
収
の
物
語
に
近
い
が
、「
青
頭
巾
」
で
は

僧
侶
の
異
様
な
行
い
に
対
し
て
仏
教
的
な
過
去
の
因
縁
や
仏
魔
一
如
と
い
っ
た
物
語
解
釈
の
方
向
性
も
示
さ
れ
る
の
で
あ
る14
。

　
た
だ
し
、
人
が
鬼
に
な
る
話
の
う
ち
少
な
か
ら
ぬ
例
は
、
女
が
鬼
と
化
す
も
の
で
あ
っ
た
。
説
話
的
な
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
や

ら
男
が
鬼
に
な
る
よ
り
も
、
女
が
鬼
に
な
る
ほ
う
が
魅
力
的
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
追
い
か
け
て
い
く
の
も
、
あ
く

ま
で
鬼
女
の
行
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
仏
罰
を
被
る
か
仏
縁
に
よ
り
導
か
れ
る
か
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
鬼
女
に
関
し
て
は
仏
法
の
力
に
よ
る
処
理
が
為
さ
れ
て
い
る

パ
タ
ー
ン
が
少
な
く
な
く
、
こ
れ
は
江
戸
期
に
お
け
る
他
の
妖
怪
調
伏
、
幽
霊
済
度
の
物
語
と
も
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。
た
だ
し
、

さ
き
ほ
ど
も
触
れ
た
よ
う
に
、安
達
ヶ
原
に
お
け
る
在
地
伝
承
は
本
来
、素
朴
な
も
の
で
あ
り
、そ
こ
に
、戯
曲
な
ど
の
筋
書
き
が
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
し
て
き
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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五　
人
を
喰
っ
た
尼

　
説
話
・
伝
承
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
生
き
て
い
る
人
を
喰
う
の
か
、
死
ん
だ
人
を
喰
う
の
か
、
と
い
う
違
い
を
押
さ
え
て
お
く
必

要
も
あ
る
。
人
を
喰
う
者
が
、
人
を
追
う
か
人
に
追
わ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
は
、
当
然
な
が
ら
対
象
の
生
死
が
深
く
関
わ
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
人
が
鬼
に
な
る
説
話
を
分
析
す
る
前
に
、
人
（
あ
く
ま
で
も
人
）
が
死
者
を
喰
う
話
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
扱
う
の
は
伊

勢
貞
丈
『
安
斎
随
筆
』
巻
七
「
尼
喰
死
人
」（
尼
、死
人
を
喰
ら
う
）
お
よ
び
、そ
こ
に
引
か
れ
た
二
つ
の
歴
史
的
な
資
料
で
あ
る
。『
安

斎
随
筆
』（
成
立
年
未
詳
）
は
、
代
々
続
く
有
職
故
実
研
究
の
家
系
を
再
興
し
た
伊
勢
貞
丈
（
一
七
一
七
―
一
七
八
四
）
が
、
様
々
な

語
句
の
意
味
や
事
物
の
起
源
、
公
家
・
武
家
の
有ゆ

う
そ
く職

故こ
じ
つ実

（
儀
礼
、
法
令
、
習
慣
な
ど
）
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
斎
は
貞

丈
の
号
で
あ
っ
た
。

尼
喰
二
死
人
一　
土
佐
光
茂
が
画
け
る
病
草
紙
と
云
ふ
絵
に
、
さ
ま
〴
〵
の
奇
病
の
形
を
画
け
る
。
其
の
中
に
若
き
女
の
乞
食
や

う
の
者
、
道
の
傍
の
死
人
を
喰
ふ
さ
ま
を
画
け
り
。
有
る
べ
き
事
と
も
思
は
ざ
り
し
に
、
五
大
帝
王
物
語
に
正
嘉
三
年
の
春
頃
よ

り
世
の
中
に
疫
癘
夥
し
く
は
や
り
て
下
﨟
ど
も
が
病
ま
ぬ
家
な
し
。
川
原
な
ど
は
道
も
な
き
程
死
体
み
ち
て
浅
ま
し
き
事
に
て
侍

り
き
（
中
略
）
三
月
二
十
六
日
改
元
あ
り
正
元
と
改
ま
り
し
が
、
正
月
上
旬
の
頃
死
人
を
喰
ふ
小
尼
出
来
て
ヨ
ロ
ヅ
の
所
に
て
喰

ふ
と
云
ふ
程
に
、
十
四
五
計
り
な
る
小
尼
、
内
野
よ
り
朱
雀
の
大
路
を
南
ざ
ま
へ
行
く
と
て
ま
さ
に
死
人
の
上
に
乗
り
居
て
む
し

り
喰
ふ
。
目
も
あ
て
ら
れ
ず
ぞ
有
り
け
る
。
わ
ら
べ
ど
も
し
り
さ
き
に
立
ち
て
打
さ
い
な
め
ば
鳥
羽
の
方
へ
ま
か
り
け
る
後
は
い

か
ゞ
な
り
ぬ
ら
む
云
云
。
此
の
事
、
百
錬
抄
に
も
見
ゆ
怪
し
き
事
な
り
（
鎌
満
云
は
く
百
錬
抄
御
深
草
院
正
元
元
年
五
月
の
條
五
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日
戊
申
近
日
、
十
三
四
許
小
尼
於
二
一
條
壬
生
一
破
二
食
死
人
一
云
云
未
曾
有
事
歟
と
あ
り
、
五
大
帝
王
物
語
と
同
じ
時
代
の
事
な

る
べ
し
）15
。

　
『
安
斎
随
筆
』
は
、
女
が
死
人
を
喰
う
と
い
う
話
題
に
関
し
て
、
土
佐
光
茂
画
『
病
草
紙
』、『
五
大
帝
王
物
語
』、『
百
錬
抄
』
と
い
っ

た
書
物
を
引
い
て
い
る
。
は
じ
め
貞
丈
は『
病
草
紙
』に
描
か
れ
た
、貧
し
い
女
が
路
傍
の
死
人
を
喰
う
と
い
っ
た
描
写
を
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
史
書
を
紐
解
く
う
ち
に
更
に
衝
撃
的
な
記
事
を
見
出
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
筆
録
し
た
の

で
あ
る
。

　
な
お
、
土
佐
光
茂
の
画
と
伝
え
ら
れ
る
『
病
草
紙
』
は
ど
う
や
ら
現
存
せ
ず
、
ま
た
、
現
存
す
る
『
病
草
紙
』
に
も
貧
し
い
女
が
路

傍
の
死
人
を
喰
う
場
面
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。『
餓
鬼
草
紙
』
に
は
餓
鬼
が
人
の
死
体
を
喰
ら
う
場
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
を

指
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
だ
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
貞
丈
は
『
病
草
紙
』
に
描
か
れ
た
、
女
が
死
体
を
喰
う
場
面
を
見
た
上
で
、
そ
れ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
て

い
た
。
つ
ま
り
貞
丈
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
極
限
的
状
況
が
過
去
、
実
際
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
想
像
の
範
囲
を
超
え
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
飢
饉
や
戦
時
な
ど
、
非
常
に
切
迫
し
た
食
糧
難
の
折
に
は
、
人
類
史
に
お
い
て
普
遍
的
に
、
人
が
人
の
死
体
を
食
べ
る
と
い
う
状
況

が
生
じ
る
。
他
人
の
霊
力
を
入
手
す
る
為
の
食
人
や
、
贅
沢
さ
な
ど
が
高
じ
て
の
異
食
と
し
て
の
食
人
、
医
薬
の
効
果
を
期
待
し
て
の

食
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
深
刻
な
食
料
難
に
よ
る
食
人
と
は
方
向
性
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
期
に
も
深
刻
な
飢
饉
は
た
び
た
び
生
じ
、
死
体
を
食
料
と
す
る
よ
う
な
事
態
も
実
際
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
相
当
に
イ

レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
貞
丈
に
と
っ
て
、
人
が
人
を
喰
う
と
い
う
の
は
、
常
識
を
超
え
た
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
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ル
な
話
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
中
世
の
『
五
大
帝
王
物
語
』
の
記
録
者
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
尼
が
死
人
を
喰
う
と
い
う
こ
と
が
こ
と
さ
ら

に
話
題
と
し
て
強
調
さ
れ
た
の
は
、
男
性
よ
り
も
女
性
の
ほ
う
が
、
そ
し
て
普
通
の
女
性
よ
り
も
尼
の
ほ
う
が
、
さ
ら
に
は
老
い
た
尼

よ
り
も
若
い
尼
の
ほ
う
が
、
よ
り
一
層
そ
う
し
た
タ
ブ
ー
か
ら
遠
い
も
の
と
し
て
見
ら
れ
が
ち
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
『
安
斎
随
筆
』
が
引
く
『
五
大
帝
王
物
語
』
の
記
事
は
ま
ず
、
正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）
の
春
に
お
け
る
疫
癘
（
疫
病
）
の
流
行
に

つ
い
て
記
す
。
な
お
『
安
斎
随
筆
』
引
用
文
中
の
「（
中
略
）」
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
『
安
斎
随
筆
』
内
の
引
用
そ
れ
自

体
に
お
い
て
施
さ
れ
た
省
略
部
分
で
あ
る
が
、
本
来
、『
五
大
帝
王
物
語
』
の
そ
の
部
分
に
は
「
川
原
な
ど
は
路
も
な
き
程
に
死
骸
み

ち
て
、
浅あ

さ
ま
し猿

き
事
に
て
侍
き
」
に
続
い
て
以
下
の
記
述
が
あ
っ
た
。「
崇
神
天
皇
の
御
代
、
昔
の
例
に
も
劣
ら
ず
や
あ
り
け
ん
。
飢
饉

も
け
し
か
ら
ぬ
事
に
て
、
諸
国
七
道
の
民
も
お
ほ
く
死
亡
せ
し
か
ば
、
三
月
二
十
六
日
改
元
あ
り
て
正
元
と
改
る
。16
」

　
こ
こ
で
は
正
嘉
三
年
初
旬
に
疫
癘
が
流
行
し
て
道
々
に
死
体
が
溢
れ
て
い
た
こ
と
を
、
古
く
崇
神
天
皇
の
世
に
疫
病
が
流
行
し
た
と

い
う
例
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
正
嘉
元
年
か
ら
続
く
大
規
模
な
飢
饉
に
よ
る
死
者
も
多
く
生
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
の

三
月
二
十
六
日
に
改
元
が
あ
り
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
に
世
が
あ
ら
た
ま
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　
後
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
『
百
錬
抄
』
は
、
同
年
四
月
二
十
七
日
、
三
十
日
に
疫
病
を
鎮
め
る
た
め
の
『
仁
王
経
』
読
誦
が
行
わ
れ

た
と
記
す
。『
帝
王
編
年
記
』
が
同
年
四
月
五
日
に
『
最
勝
王
経
』
転
読
が
為
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
ほ
か
、
神
社
仏
閣
や
禁
裏
で
様
々

な
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
、
同
時
代
の
事
跡
を
記
録
し
た
『
吾
妻
鑑
』
に
は
こ
の
年
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。

　
正
嘉
元
年
に
は
飢
饉
以
外
に
も
、
鎌
倉
を
襲
う
大
地
震
が
発
生
し
て
い
た
。『
皇
年
代
略
記
』
は
改
元
の
理
由
と
し
て
疫
病
、
飢
饉
、

地
震
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
深
刻
な
社
会
状
況
に
伴
う
改
元
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
後
に
は
す
で
に
、
十
四
、五
歳
ほ
ど
の
若
い

尼
が
死
人
を
喰
う
と
い
う
不
穏
な
噂
話
が
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
尼
が
実
際
に
い
た
の
か
ど
う
か
資
料
か
ら
は
判
断
が
つ
か
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な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
噂
が
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
尼
は
、
内
野
か
ら
朱
雀
大
路
を
南
下
し
つ
つ
、
死
人
に
ま
た
が
っ
て
は
そ
れ
を
毟
り
喰
ら
っ
て
い
た
と
い
う
。
内
野
と
は
、
平
安
京

大
内
裏
の
北
方
に
あ
っ
た
野
の
こ
と
で
、
現
在
の
京
都
市
上
京
区
西
南
部
で
あ
る
。
尼
は
わ
ら
べ
ど
も
に
打
擲
さ
れ
た
後
、
鳥
羽
方
面

へ
向
か
っ
て
い
ず
こ
か
に
消
え
去
っ
て
い
る
。

　
同
じ
く
『
安
斎
随
筆
』
に
引
か
れ
た
『
百
錬
抄
』
第
十
七
「
後
深
草
」
は
簡
単
な
記
述
に
留
ま
る
が
、
や
は
り
同
じ
年
に
十
三
、四

歳
ば
か
り
の
若
い
尼
が
死
人
を
喰
ら
っ
て
い
た
と
し
、
そ
の
場
所
は
一
条
壬
生
と
記
さ
れ
て
い
る17
。『
五
大
帝
王
物
語
』
で
は
尼
の
移

動
ル
ー
ト
が
具
体
的
な
地
名
で
示
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
足
取
り
は
絶
え
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
（
公
的
）
な
吟
味
や
懲

罰
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
移
動
の
末
に
い
ず
こ
か
へ
と
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
尼
の
足
取
り
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
尼
は
実
際
に
存

在
し
て
い
た
が
、
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
な
く
立
ち
去
っ
た
、
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
考
え
方
と
し
て
は
、
こ
れ
は
元
か
ら
噂
話
で
あ
り
、
尼
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

存
在
し
な
い
も
の
を
捕
縛
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
物
語
の
結
末
で
は
ど
こ
か
へ
消
え
去
っ
て
貰
わ
ね
ば
困
る
。
た
だ
し
、
ど

こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
っ
た
か
分
か
ら
な
い
…
…
で
は
信
憑
性
が
な
い
か
ら
、
道
中
の
地
名
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
記
事
か
ら
は
、
尼
の
実
在
を
云
々
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
、
死
体
を
喰
っ
た
女
の
行

方
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
で
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
た
い
。

　

六　
鬼
に
な
っ
た
あ
る
女
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江
戸
期
に
な
る
と
、
人
が
死
体
を
喰
っ
た
と
い
う
話
が
多
く
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
虚
実
は
定
か
で
な
い
。
た
と

え
ば
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
自
序
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
刊
、
西
村
白
烏
の
随
筆
『
煙
霞
綺
談
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
鬼
」
に
な
っ
て
死
者
を
喰
ら
っ
た
と
い
う
女
を
め
ぐ
る
世
間
話
で
あ
る
。

元
文
三
年
西
三
河
に
て
あ
る
女
鬼を

に
と
な
り
、
葬
所
へ
行
死
人
を
喰
た
る
事
あ
り
。
乱
心
と
も
い
へ
ど
、
其
ま
ゝ
捨
置
が
た
く
、
村

の
も
の
大
勢
あ
つ
ま
り
打
殺
さ
ん
と
せ
し
が
、
山
へ
に
げ
入
り
行
が
た
し
ら
ず
と
な
り
。

あ
る
人
此
あ
ら
ま
し
を
聞
て
、
其
時
に
髪
を
糸
車
に
か
け
試
み
ざ
る
は
残
念
な
り
と
い
へ
り
。
又
曰
、
乱
心
も
五
臓
の
中
に
疾や

め
る

所
あ
り
て
、
心
を
驚
か
す
病
な
る
べ
し
、
虚
症
の
人
に
は
狐
狸
の
類
付
て
く
る
は
し
、
其
土
地
に
よ
り
て
怪
し
き
事
間
々
あ
る
な

り18
。

　
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）、
西
三
河
（
現
在
の
愛
知
県
中
部
）
で
、
あ
る
女
が
鬼
と
な
り
、
墓
場
で
死
体
を
喰
っ
て
い
た
と
い
う
。

地
元
の
人
間
に
よ
っ
て
打
ち
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
山
へ
と
逃
げ
た
と
い
う
部
分
は
『
五
代
帝
王
物
語
』
と
も
似
て
い
る
。

　
な
お
元
文
四
年
二
月
に
は
鳥
取
藩
で
、
前
年
の
長
雨
に
よ
る
飢
饉
を
発
端
と
す
る
百
姓
一
揆
、
い
わ
ゆ
る
「
元
文
一
揆
」
が
生
じ
て

い
る
。
こ
の
一
揆
に
は
因
幡
・
伯
耆
の
五
万
人
が
参
加
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
西
三
河
の
事
例
に
つ
い
て
記
し
た
『
煙
霞
綺
談
』
は
飢

饉
に
一
切
触
れ
て
お
ら
ず
、
文
中
で
は
「
あ
る
女
鬼
と
な
り
」（
あ
る
女
、
鬼
と
な
り
）
と
し
て
、
女
が
「
鬼
」
と
な
っ
た
こ
と
を
「
乱

心
」
や
「
心
を
驚
か
す
病
」
と
並
列
可
能
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、「
葬
所
へ
行
死
人
を
喰
た
る
」
行
為
は
飢
饉
な
ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、精
神
に
異
常
を
き
た
す
病
の
結
果
と
し
て
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
表
現
す
る
際
に
「
鬼
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
で
「
鬼
」
と
い
う
表
現
を
持
ち
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出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
あ
る
人
が
語
っ
た
と
い
う
「
虚
症
の
人
に
は
狐
狸
の
類
付
て
く
る
は
し
」
と
は
、
弱
っ
た
人
に
は
狐
狸
の
類
が
憑
依

し
て
狂
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
土
地
土
地
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
怪
し
い
出
来
事
が
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
あ
る
女
が
鬼
に

な
っ
た
と
い
う
噂
話
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
釈
と
し
て
狐
狸
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、
あ
る
人
に

よ
る
解
釈
で
は
な
く
、
世
間
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
、
女
が
鬼
に
な
っ
た
と
い
う
説
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　
は
た
し
て
こ
の
女
が
鬼
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
現
代
的
な
価
値
観
で
、
そ
れ
が
本
当
に
「
鬼
」
に
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
た
と
結
論
す
る
こ
と
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
逆
に
、
単
な
る
比
喩
表
現
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と

に
も
、ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、類
例
の
分
析
に
お
い
て
引
き
続
き
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
あ
る
人
が
述
べ
た
「
髪
を
糸
車
に
か
け
」
る
と
い
う
の
は
、
こ
こ
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
意
味
が
不
明
だ
が
、
失
せ
人
を
見
つ
け
る
た

め
の
呪
的
な
行
為
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
『
煙
霞
綺
談
』
引
用
文
の
直
前
に
は
、
出
奔
し
た
人
の
髪
を
糸
車
に
か
け

て
左
に
回
す
と
道
に
迷
っ
て
元
の
場
所
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
当
時
、
失
せ
人
の
髪
を
糸
車
に
か
け
て
く
る
く
る
と
回
せ
ば
、
見
え
な
い
髪
に
引
か
れ
て
本
人
が
戻
っ
て
く
る
と
い
う
呪

術
が
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
謡
曲
『
安
達
原
』
以
来
、
安
達
ヶ
原
の
鬼
婆
と
い
え
ば
糸
車
を
回
し
て
い
る
姿
が
定
番
で
あ
る
か

ら
、『
煙
霞
綺
談
』
に
お
け
る
あ
る
人
の
言
は
、
鬼
女
の
噂
話
か
ら
鬼
婆
の
糸
車
を
連
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
「
髪
を
糸
車
に
か
け
」
る
呪
術
で
も
し
な
け
れ
ば
そ
の
行
方
が
分
か
ら
な
い
の
が
『
煙
霞
綺
談
』
に
お
け
る
鬼
に
な
っ
た
女

な
の
で
あ
っ
た
。
現
代
に
生
き
る
我
々
は
、
鬼
女
の
髪
の
一
筋
も
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
糸
車
も
使
え
な
い
わ
け
で
、
地
道
に
そ
の
足
跡

を
辿
っ
て
い
く
し
か
方
法
は
あ
る
ま
い
。

　
ち
な
み
に
江
戸
期
の
随
筆
『
甲
子
夜
話
』
巻
十
七
の
十
八
に
は
、
糸
車
と
妖
怪
の
正
体
に
ま
つ
わ
る
世
間
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
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野
山
に
紡
車
（
糸
車
）
を
回
す
女
が
お
り
、
こ
れ
を
不
審
に
思
っ
て
銃
で
何
度
も
撃
っ
た
が
一
向
に
死
ぬ
気
配
が
な
い
。
そ
こ
で
糸
車

を
撃
っ
た
と
こ
ろ
女
が
倒
れ
た
。
駆
け
つ
け
て
み
る
と
老
狸
が
鉛
弾
に
当
た
っ
て
斃
れ
て
い
た
。
女
に
見
え
て
い
た
の
は
、
狸
の
横
に

あ
る
石
で
あ
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る19
。
か
た
や
『
煙
霞
綺
談
』
で
は
糸
車
が
失
せ
人
探
し
の
た
め
の
呪
具
、
か
た
や
『
甲
子
夜
話
』

で
は
妖
怪
の
本
体
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
糸
車
と
怪
異
を
め
ぐ
る
問
題
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は

こ
れ
以
上
の
深
入
り
を
避
け
て
お
く
。

　
女
が
死
体
を
喰
う
と
い
う
話
は
、
そ
の
原
因
や
正
体
を
「
も
の
狂
い
」
や
「
鬼
女
」
に
求
め
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
近
代
以
降

の
民
俗
的
な
事
例
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
類
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
鈴
木
棠
三
の
編
集
協
力
に
よ
っ
て
世
に
出
た

柳
田
国
男
の
『
遠
野
物
語
拾
遺
』
に
は
、
死
体
を
さ
ら
う
妖
怪
「
キ
ャ
シ
ャ
」
と
お
ぼ
し
き
怪
し
い
女
に
つ
い
て
の
話
が
あ
る
の
で
、

確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
一
三　
綾
織
村
か
ら
宮
守
村
に
越
え
る
路
に
小
峠
と
い
う
処
が
あ
る
。
そ
の
傍
の
笠
の
通か

よ
うと

い
う
山
に
キ
ャ
シ
ャ
と
い
う
も
の

が
い
て
、死
人
を
掘
り
起
こ
し
て
は
ど
こ
か
へ
運
ん
で
行
っ
て
喰
う
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、葬
式
の
際
に
棺
を
襲
う
と
も
い
い
、

そ
の
記
事
が
遠
野
古
事
記
に
も
出
て
い
る
。
そ
の
恠
物
で
あ
ろ
う
。
笠
の
通か

よ
うの

付
近
で
怪
し
い
女
の
出
て
歩
く
の
を
見
た
人
が
、

幾
人
も
あ
る
。
そ
の
女
は
前
帯
に
赤
い
巾
着
を
結
び
下
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宮
守
村
の
某
と
い
う
老
人
、
若
い
時
に

こ
の
女
と
行
き
遭
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
か
ね
て
か
ら
聞
い
て
い
た
よ
う
に
、
巾
着
を
つ
け
た
女
で
あ
っ
た
か
ら
、
生
け
捕
っ
て
手

柄
に
し
よ
う
と
思
い
、
組
打
ち
を
し
て
揉
み
合
っ
て
い
る
う
ち
に
手
足
が
痺
れ
出
し
て
動
か
な
く
な
り
、
つ
い
に
取
り
逃
が
し
て

し
ま
っ
た
そ
う
な20
。
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キ
ャ
シ
ャ
と
は
本
来
「
火
車
」
を
指
し
て
い
た
も
の
が
、
在
地
の
伝
承
に
お
い
て
名
称
、
内
容
と
も
に
変
容
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
一
般
に
、火
車
に
は
大
き
く
二
つ
の
意
味
が
あ
る21
。
ひ
と
つ
は
、地
獄
の
獄
卒
が
亡
者
を
乗
せ
て
引
き
廻
す
燃
え
盛
る
車
で
あ
り
、

経
済
的
に
切
羽
詰
ま
っ
た
状
態
を
指
す
「
火
の
車
」
の
語
源
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
地
獄
絵
な
ど
を
通
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
。
も

う
ひ
と
つ
は
、
黒
雲
に
乗
っ
て
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
て
は
死
体
を
さ
ら
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
妖
怪
的
な
存
在
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
目
的
は
死
体
を
喰
う
こ
と
に
は
な
い
。『
遠
野
物
語
拾
遺
』
に
お
け
る
キ
ャ
シ
ャ
は
後
者
の
変
容
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
遠
野
物
語
拾
遺
』
で
興
味
深
い
の
は
、
キ
ャ
シ
ャ
の
姿
と
し
て
「
女
」
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
期
の
文
芸
に
付

さ
れ
た
挿
絵
や
妖
怪
画
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
る
火
車
の
姿
と
し
て
は
、
地
獄
絵
に
準
じ
た
獄
卒
の
姿
│
│
い
わ

ゆ
る
「
鬼
」
図
像
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
角
を
生
や
し
た
「
獄
卒
」
像
や
、
牛
頭
鬼
馬
頭
鬼
│
│
の
ほ
か
、
大
猫
の
イ
メ
ー
ジ
を

背
負
っ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、猫
が
死
体
を
ま
た
ぐ
と
死
体
が
起
き
上
が
る
と
い
う
俗
信
と
も
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
て
死
体
を
さ
ら
う
「
火
車
」
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
、
女
は
含
ま
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う22
。

　
キ
ャ
シ
ャ
は
死
体
を
さ
ら
い
、
そ
し
て
喰
う
の
で
あ
る
が
、「
喰
う
」
と
い
う
点
、
そ
し
て
「
女
」
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
本
来
的

な
火
車
と
は
異
な
る
部
分
で
あ
る
。
仏
教
的
な
要
素
が
複
雑
に
離
散
、
集
合
を
繰
り
返
し
て
生
成
さ
れ
た
の
が
『
遠
野
物
語
拾
遺
』
の

キ
ャ
シ
ャ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
地
獄
絵
の
火
車
か
ら
派
生
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
、
現
世
に
あ
ら
わ
れ
て
死
体
を
さ
ら
う
火
車
の
イ

メ
ー
ジ
に
、
鬼
子
母
神
や
鬼
婆
な
ど
の
人
間
（
あ
る
い
は
そ
の
死
体
）
を
喰
う
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
合
流
し
た
も
の
が
、
遠
野
に
お
け
る

キ
ャ
シ
ャ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、死
体
を
喰
う
の
は
女
に
は
限
ら
な
い
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
『
藤
岡
屋
日
記
』
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

七
月
十
五
日
の
条
に
、人
間
の
形
を
し
た
白
い
猿
の
よ
う
な
「
猛
獣
」
が
人
の
死
体
を
喰
っ
た
と
い
う
「
事
件
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
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須
藤
由
蔵
『
藤
岡
屋
日
記
』
全
一
五
二
巻
（
一
五
〇
冊
）
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
か
ら
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
至
る
ま
で

の
風
聞
そ
の
他
を
記
録
し
た
日
記
で
あ
る
。
若
干
、
長
い
記
事
な
の
で
主
要
な
部
分
の
み
を
抜
き
出
す
こ
と
と
す
る
。

去
月
十
五
日
、
御
領
内
宮
城
郡
小
川
村
村
役
人
共
よ
り
申
出
候
ハ
、
五
月
十
日
同
村
杣
浅
右
衛
門
と
申
者
、
夕
七
ツ
時
過
、
高
嶋

山
之
奥
小
山
よ
り
帰
り
懸
、
白
猿
谷
之
間
よ
り
身
丈
ケ
壱
丈
程
、
髪
長
く
其
色
白
く
、
人
間
の
形
之
猛
獣
、
手
ニ
人
間
之
腕
を
持
、

浅
右
衛
門
を
見
懸
走
り
来
り
候
ニ
付
、恐
敷
儘
身（

進
退
）体

爰
ニ
谷
候
（
│
│
引
用
者
注
。
恐
ろ
し
き
ま
ま
、進
退
こ
こ
に
き
わ
ま
り
候
）

と
存
、
斧
振
上
候
儘
爰
ニ
而
唯
〻
手
を
合
、
常
〻
信
心
仕
候
塩
釡
明
神
ヲ
祈
候
迄
ニ
而
、
目
先
江
参
り
候
後
ハ
気
絶
仕
、
行
方
も

不
相
分
、
漸
〻
気
も
付
候
得
者
六
ツ
時
過
之
事
ニ
而
御
坐
候
処
、
其
後
板
崎
村
太
右
衛
門
老
母
死
去
致
し
候
ニ
付
、
菩
提
処
禅
林

寺
へ
葬
送
仕
候
処
、
其
夜
何
方
へ
持
行
候
哉
不
相
分
、
何
れ
右
之
仕
業
と
奉
存
候
、
其
外
所
〻
ニ
て
新
葬
之
死
骸
失
候
ニ
付
、
追

〻
村
里
よ
り
訴
出
候
間
為
山
狩
、
郷
役
人
共
猟
人
廿
人
程
召
連
、
山
〻
谷
〻
相
尋
候
処
、
来
迎
谷
と
申
処
ニ
而
見
当
候
故
、
鉄
炮

打
懸
候
処
、
少
し
も
不
恐
、
手
ニ
玉
を
取
其
儘
投
返
し
候23

　
こ
れ
は
、
仙
台
藩
領
宮
城
郡
小
川
村
に
人
間
の
形
を
し
た
「
猛
獣
」
が
出
没
し
た
と
い
う
風
聞
に
関
し
て
、
国
元
か
ら
仙
台
藩
の
留

守
居
役
へ
と
送
ら
れ
て
き
た
書
状
の
一
部
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、そ
の
猛
獣
が
人
間
の
腕
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
手
と
い
う
の
は
、
葬
送
の
途
中
で
ど
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
っ
た
あ
る
男
の
老
母
の
遺
骸
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
山
狩
り
に
よ
っ
て
猛

獣
を
見
つ
け
た
土
地
の
役
人
や
猟
師
た
ち
は
鉄
砲
で
撃
っ
た
も
の
の
、
な
ん
と
、
猛
獣
は
素
手
で
弾
丸
を
取
る
と
そ
の
ま
ま
投
げ
返
し

て
き
た
。
猟
師
た
ち
は
大
い
に
恐
れ
た
が
、弓
の
上
手
で
あ
る
役
人
が
射
掛
け
た
矢
が
当
た
る
と
猛
獣
は
急
に
逃
げ
出
し
た
。
そ
の
後
、

多
く
の
人
数
で
更
な
る
山
狩
り
を
行
っ
た
も
の
の
、
猛
獣
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
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山
に
あ
ら
わ
れ
る
人
型
の
異
形
は
、
江
戸
期
の
随
筆
な
ど
に
た
び
た
び
記
録
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
、
鈴
木
牧ぼ

く
し之

著

（
山
東
京
山
増
修
）、
京
水
百
鶴
画
『
北
越
雪
譜
』
二
編
巻
之
四
の
「
異
獣
」
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
は
人
を
喰
う
も
の
で
は
な

く
、
人
を
助
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
北
越
雪
譜
』
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
初
編
刊
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
二
編
刊
。
著

者
は
越
後
（
現
在
の
新
潟
県
）
魚
沼
の
商
人
で
あ
る
。

魚
沼
郡
堀ほ

り
の
う
ち内

よ
り
十
日
町
へ
越
る
所
七
理
あ
ま
り
、
村
々
は
あ
れ
ど
も
山
中
の
間
道
な
り
。
さ
て
あ
る
年
の
夏
の
は
じ
め
、
十
日

町
の
ち
ゞ
み
問
屋
ほ
り
の
内
の
問
屋
へ
白
縮
な
に
ほ
ど
い
そ
ぎ
お
く
る
べ
し
と
い
ひ
こ
し
け
る
ゆ
ゑ
、
そ
の
日
の
昼
す
ぐ
る
頃
竹

助
と
い
ふ
剛
夫
を
え
ら
み
、
荷
物
を
お
は
せ
て
い
だ
し
た
て
け
り
。
か
く
て
途み

ち
も
稍や

ゝ々
半
に
い
た
る
こ
ろ
、
日
ざ
し
は
七
ツ
に
ち

か
し
、竹
助
し
ば
し
と
て
み
ち
の
か
た
は
ら
の
石
に
腰
か
け
焼
飯
を
く
ひ
ゐ
た
る
に
、谷
間
の
根
笹
を
お
し
わ
け
て
来
る
者
あ
り
、

ち
か
く
よ
り
た
る
を
見
れ
ば
猿
に
似
て
猿
に
も
あ
ら
ず
。
頭
の
毛
長
く
背
に
た
れ
た
る
が
半
は
し
ろ
し
、
丈
は
常
並
の
人
よ
り
た

か
く
、
顔
は
猿
に
似
て
赤
か
ら
ず
、
眼
大
に
し
て
光
り
あ
り24
。

　
荷
物
を
背
負
っ
て
堀
内
（
現
在
の
新
潟
県
魚
沼
市
に
位
置
）
か
ら
十
日
町
（
現
在
の
新
潟
県
十
日
町
市
に
位
置
）
に
か
け
て
の
山
道

を
行
く
竹
助
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
並
み
の
人
よ
り
も
背
の
高
い
、
猿
に
似
て
猿
で
は
な
い
「
異
獣
」
で
あ
っ
た
。
異
獣
は
こ
の

あ
と
、竹
助
が
石
の
上
に
置
い
た
焼
飯
を
所
望
し
、そ
の
代
わ
り
と
し
て
竹
助
の
荷
物
を
軽
々
と
肩
に
か
け
、運
ん
で
く
れ
た
の
で
あ
っ

た
。

　
こ
の
話
の
舞
台
は
現
在
の
新
潟
県
魚
沼
市
周
辺
部
で
あ
り
、
豪
雪
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
る
雪
深
い
土
地
で
あ
る
。
文
中
に
「
夏
の
は

じ
め
」
と
あ
る
か
ら
、
す
で
に
雪
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
書
の
挿
絵
に
は
雪
山
の
道
中
に
荷
を
背
負
っ
た
毛
深
い
人
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型
の
獣
が
描
か
れ
て
い
る
。
竹
助
の
話
の
あ
と
に
続
く
、
機
織
り
を
得
意
と
す
る
娘
と
異
獣
と
の
交
流
の
季
節
は
雪
の
消
え
残
る
頃
と

あ
る
も
の
の
、
こ
ち
ら
は
山
中
の
話
で
は
な
い
。『
北
越
雪
譜
』
は
『
和
漢
三
才
図
会
』
寓
類
に
類
例
が
あ
る
と
し
、
各
地
に
似
た
よ

う
な
も
の
が
い
る
の
だ
ろ
う
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　
現
代
人
か
ら
す
る
と
『
北
越
雪
譜
』
に
お
け
る
「
異
獣
」
の
挿
絵
は
、海
外
の
雪
山
に
お
け
る
未
知
の
生
物
、「
イ
エ
テ
ィ
」（
雪
男
、

野
人
）を
彷
彿
さ
せ
る25
。
実
際
、異
獣
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
図
像
的
要
素
は
新
潟
県
南
魚
沼
市
の
青
木
酒
造
が
製
造
販
売
す
る
日
本
酒「
雪

男
」
の
ラ
ベ
ル
と
し
て
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、『
北
越
雪
譜
』
を
知
ら
な
く
て
も
日
本
酒
「
雪
男
」
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
は
一
定

数
い
る
だ
ろ
う
。
日
本
酒
「
雪
男
」
の
名
称
は
、『
北
越
雪
譜
』
に
お
け
る
「
山
中
異
獣
の
図
」
が
雪
山
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
由
来

す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
先
程
も
触
れ
た
よ
う
に
、
竹
助
と
異
獣
の
話
そ
れ
自
体
は
夏
山
な
の
で
あ
っ
た
。

　
『
藤
岡
屋
日
記
』
の
「
猛
獣
」
と
『
北
越
雪
譜
』
の
「
異
獣
」
は
ど
ち
ら
も
、
人
の
形
を
し
て
い
る
が
人
で
は
な
い
な
に
も
の
か
が

人
に
関
わ
る
話
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
北
越
雪
譜
』
の
異
獣
は
『
藤
岡
屋
日
記
』
の
猛
獣
と
は
異
な
り
、
人
を
助
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
の
『
藤
岡
屋
日
記
』
に
載
る
猛
獣
は
、
死
体
を
喰
ら
う
不
気
味
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
も
し
犬
や
山
猫
、
あ
る
い
は
未
知

の
大
型
動
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
世
間
話
の
方
向
性
も
異
な
る
も
の
に
な
る
。
や
は
り
こ
こ
で
は
、
人
の
形
を
し
て
い
た
と
い

う
の
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
獣
や
化
け
物
が
人
を
喰
っ
て
も
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
前
近
代
の
「
常
識
」、
す
な
わ
ち
理
解
の
範
疇
に
収
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
し

か
し
人
が
人
を
喰
う
と
い
う
の
は
、
社
会
的
な
ル
ー
ル
に
反
す
る
た
め
、
特
殊
な
意
味
を
帯
び
る
。『
藤
岡
屋
日
記
』
の
「
猛
獣
」
は

人
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
人
に
似
た
姿
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
人
と
、
人
な
ら
ざ
る
異
類
と
の
間
に
た
ゆ
た
う
、
説
話

上
の
微
妙
な
境
界
線
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
人
が
鬼
に
な
っ
た
話
を
考
え
る
上
で
、
位
相
を
異
に
す
る
が
ど
こ
か

で
通
じ
合
う
類
例
を
扱
っ
た
が
、
話
を
本
線
に
戻
す
こ
と
と
し
よ
う
。
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七　
鬼
女
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ゆ
く
え

　
さ
て
、
以
上
に
お
い
て
は
、
人
が
人
を
喰
う
と
い
う
説
話
・
伝
承
、
ま
た
そ
の
周
縁
に
位
置
す
る
事
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。

以
下
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
、
江
戸
後
期
に
お
け
る
、
女
が
鬼
に
な
っ
た
と
い
う
噂
話
に
つ
い
て
分
析
の
手
を

進
め
た
い
。

　
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
正
編
巻
五
十
一
の
一
五
に
は
、「
鬼
」
に
な
っ
て
生
者
と
死
者
の
双
方
を
喰
ら
っ
た
と
い
う
女
を
め
ぐ
る

世
間
話
が
載
せ
ら
れ
る26
。
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
資
料
、
と
く
に
『
安
齋
随
筆
』
に
引
用
さ
れ
た
中
世
の
『
五
代
帝
王
物
語
』
や
『
百

錬
抄
』、
ま
た
江
戸
期
の
『
煙
霞
綺
談
』
に
お
け
る
事
例
な
ど
を
想
起
し
つ
つ
、
類
似
点
・
相
違
点
を
見
て
い
こ
う
。

房
州
農
夫
の
妻
鬼
と
な
り
た
る
が
、
ふ
と
夫
を
喰
殺
し
て
出
奔
し
、
相
州
に
渡
り
、
小
坪
の
光
明
寺
辺
に
て
大
に
人
家
を
驚
か
し
、

後
は
墓
地
に
ゆ
き
、
墓
を
発
き
死
者
を
三
人
ま
で
喰
ひ
、
そ
れ
よ
り
雪
の
下
に
馳
ゆ
き
た
る
所
、
大
蔵
、
大
町
、
小
町
、
柄
が
ら
、

二
階
堂
、
宅
間
、
小
袋
谷
、
建
長
寺
前
十
二
坊
も
残
ら
ず
門
戸
を
閉
ざ
し
、
鼓
を
打
、
鐘
を
鳴
し
、
拍
子
木
な
ど
響
わ
た
り
て
、

今
や
敵
の
由
井
ヶ
浜
へ
寄
す
る
か
と
、
騒
乱
大
方
な
ら
ず
。
去
れ
ど
も
誰
一
人
も
退
治
に
出
る
輩
も
な
く
、
薄
暮
よ
り
暁
天
に
到

て
、
狂
婦
は
何
づ
方
へ
ゆ
き
た
る
、
跡
か
た
も
無
く
な
り
し
と
。
右
は
七
月
初
旬
、
大
山
参
詣
の
者
、
彼
辺
に
廻
り
て
聞
た
る
と

ぞ
。
珍
説
な
り27
。

　　
│
│
安
房
の
あ
る
農
夫
の
妻
が
鬼
と
な
り
、「
ふ
と
」
夫
を
喰
い
殺
し
て
出
奔
し
た
。
鬼
に
な
っ
た
妻
は
移
動
し
て
相
模
に
渡
り
、
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小
坪
の
光
明
寺
界
隈
の
人
々
を
驚
か
し
た
後
、
墓
地
に
行
っ
て
埋
葬
さ
れ
た
死
者
三
人
を
喰
ら
っ
た
。
そ
し
て
雪
の
下
（
現
在
の
鎌
倉

市
雪
ノ
下
）
に
駆
け
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
大
蔵
、
大
町
、
小
町
、
柄
が
ら
（
荏
柄
）、
二
階
堂
、
宅
間
、
小
袋
谷
、
建
長
寺
前
の
十
二

坊
は
全
て
門
戸
を
閉
ざ
し
、
鳴
り
物
を
打
ち
鳴
ら
し
て
警
戒
し
た
。
鬼
に
な
っ
た
女
が
今
に
も
由
井
ヶ
浜
（
由
比
ガ
浜
）
に
や
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
人
々
は
大
騒
ぎ
し
た
。
し
か
し
誰
一
人
、
退
治
し
よ
う
と
い
う
者
も
な
く
、
や
が
て
明
け
方
を
迎
え
る
と
、
こ
の

女
は
ど
こ
に
い
っ
た
も
の
か
、
全
く
行
方
が
知
れ
な
く
な
っ
た
│
│　

　
こ
の
世
間
話
は
、
江
戸
後
期
に
お
け
る
噂
の
伝
播
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
ま
ず
、
噂
の
記
録
者
は
肥
前
国
平

戸
藩
主
を
隠
居
し
た
松
浦
静
山
（
一
七
六
〇
―
一
八
四
一
）
で
あ
る
。
噂
を
伝
え
た
の
は
「
大
山
参
詣
の
者
」、
つ
ま
り
阿
夫
利
神
社

を
擁
し
、
常
に
「
大
山
参
り
」
で
賑
わ
っ
て
い
た
相
模
国
の
大
山
に
参
詣
し
て
い
た
者
で
あ
る
。

　
各
地
の
霊
場
を
参
詣
す
る
者
た
ち
は
、
道
中
で
様
々
な
情
報
交
換
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
怪
談
に
類
す
る
世
間
話
も
含
ま
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
、
僧
の
厚
誉
春
鶯
廓
玄
に
よ
る
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
刊
『
本
朝
怪
談
故
事
』
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
書
は
、

著
者
自
身
が
伊
勢
参
り
の
道
中
で
耳
に
し
た
怪
談
奇
談
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
静
山
が
直
接
、「
大
山
参
詣
の
者
」
に
聞
い
た
の
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
内
容
の
詳
細
さ
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
静
山
は
硬
軟
織
り
交
ぜ
た
多
様
な
興
味
関
心
の
持
ち
主
で
あ
り
、
怪
異
・
奇
聞
に
属
す
る
話
題
も
好
ん
で
い

た
。
ま
た
、
隠
居
大
名
で
あ
り
な
が
ら
、
身
分
の
上
下
を
気
に
せ
ず
多
様
な
職
種
の
人
々
と
交
流
し
、
話
を
集
め
て
い
る
。

　
こ
の
噂
は
、静
山
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で
は
、と
く
に
知
識
人
を
媒
介
と
せ
ず
、市
井
の
人
々
に
よ
る
「
口
コ
ミ
」
で
広
ま
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
後
期
の
「
噂
」
に
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
記
憶
を
有
す
る
と
い
う
転
生
勝
五
郎
や
、
天
狗
に
さ
ら
わ
れ

て
異
世
界
を
訪
れ
て
い
た
と
い
う
仙
童
寅
吉
の
よ
う
に
、市
井
で
の
噂
が
知
識
人
の
耳
に
届
き
、そ
こ
か
ら
知
識
人
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で
一
気
に
共
有
さ
れ
、
分
析
の
対
象
に
な
る
も
の
も
あ
っ
た
。
勝
五
郎
や
寅
吉
な
ど
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
平
田
篤
胤
を
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中
心
と
し
た
様
々
な
知
識
人
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
少
な
か
ら
ぬ
も
の
は
彼
ら
へ
の
直
接
的
な
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、『
甲
子
夜
話
』
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
鉄
砲
洲
の
細
川
邸
に
空
か
ら
落
下
し
て
き
た
と
い
う
「
異
獣
」
の
一
件
が
、
世
間

に
お
け
る
噂
や
瓦
版
な
ど
で
の
流
通
を
経
由
し
た
の
ち
、
静
山
の
息
子
か
ら
当
事
者
で
あ
る
細
川
采
女
正
へ
の
直
接
の
聞
き
取
り
調
査

に
よ
っ
て
、
も
と
に
な
っ
た
話
の
出
所
で
あ
る
人
物
と
「
異
獣
」
生
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
と
し
、
一
応
の
解
決
を
み
て
い
る28
。

　
で
は
、
房
州
に
お
け
る
「
鬼
」
に
な
っ
た
女
の
一
件
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
こ
の
鬼
女
の
噂
は
知
識
人
の
手
で
こ
ね
く
り
回
さ
れ
る

前
に
、
い
わ
ゆ
る
「
世
間
」
を
一
過
性
の
伝
染
病
の
よ
う
に
賑
わ
せ
た
の
ち
、
ど
こ
か
へ
と
走
り
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
般
的
な

噂
話
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
市
井
の
人
々
の
間
を
通
り
過
ぎ
て
、
や
が
て
消
え
去
る
の
が
普
通
の
形
だ
と
も
言
え
る
。
た
だ
難
し
い

こ
と
に
、江
戸
期
の
噂
に
関
し
て
は
、何
か
し
ら
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
た
者
に
よ
る
「
記
録
」
と
い
う
行
為
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、

現
代
に
生
き
る
我
々
は
そ
れ
を
知
る
術
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
本
話
を
見
て
い
て
す
ぐ
に
気
付
く
の
は
、
こ
の
「
鬼
女
」（
本
文
で
は
「
鬼
」）
の
移
動
ル
ー
ト
が
や
け
に
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
き
に
紹
介
し
た
『
藤
岡
屋
日
記
』
の
事
例
で
は
、「
事
件
」
を
伝
え
る
書
面
に
宮
城
郡
小
川
村
の
細
か
な
地
名

が
記
録
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
届
け
人
や
実
見
者
の
氏
名
が
な
か
っ
た
。
こ
の
噂
話
の
真
偽
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
留
守
居
役
は
、
詳

細
な
地
名
が
載
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
信
憑
性
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
鈴
木
棠
三
は
同
日
記
の
一
部
内
容
を
紹
介

し
た
『
江
戸
巷
談　
藤
岡
屋
ば
な
し
』
に
お
い
て
、
小
川
村
そ
の
他
、
書
面
に
記
さ
れ
て
い
た
地
名
や
寺
名
が
当
地
に
見
当
た
ら
な
い

こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
要
す
る
に
架
空
の
地
名
を
用
い
て
、
真
実
ら
し
く
拵
え
た
物
語
だ
っ
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
」
と
結
論

し
て
い
る29
。

　
『
甲
子
夜
話
』
の
鬼
女
と
、『
藤
岡
屋
日
記
』
の
「
猛
獣
」
に
は
、
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
人
の
形
を
し
た
も
の
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が
人
を
喰
う
「
実
話
」
を
標
榜
し
た
話
で
あ
る
こ
と
。『
甲
子
夜
話
』
の
鬼
女
は
そ
の
姿
か
た
ち
が
詳
述
さ
れ
な
い
が
、
詳
述
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
は
逆
説
的
に
そ
の
異
形
性
の
薄
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
噂
の
核
で
あ
る
も
の
た
ち
の
出
現
場
所
、
移
動
ル
ー
ト
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
た
だ
し
鈴
木
の

指
摘
に
従
う
な
ら
ば
「
猛
獣
」
の
居
場
所
は
架
空
の
地
名
で
彩
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
噂
話
が
現
地
以
外
の

場
所
で
の
流
通
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
一
方
、「
鬼
女
」
の
場
合
は
、
現
在
も
鎌
倉
市
内
の
地
名
や
寺
社
名
（
荏
柄
天
神
社
、
建
長
寺
）
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
実
際
の
土

地
の
名
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
名
を
女
が
辿
っ
た
と
は
書
か
れ
な
い
の
だ
が
、
女
が
移
動
す
る
可
能
性
の
高
い
ル
ー
ト
と

し
て
警
戒
さ
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
列
挙
さ
れ
た
具
体
的
な
地
名
は
、
こ
の
世
間
話
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
伝
播
ル
ー
ト
を
示
し

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
鎌
倉
自
体
が
数
多
く
の
寺
院
を
擁
し
、
ま
た
そ
れ
が
一
種
の
地
名
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
当
然
な
の
だ
が
、
鬼
女
の
歩
み
は
、

ま
る
で
鎌
倉
周
辺
の
寺
院
を
辿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
の
足
取
り
と
寺
院
と
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
着
目
し
て
お
か

ね
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
こ
の
女
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
他
の
妖
怪
譚
、
幽
霊
譚
の
よ
う
に
、
僧
侶
に
よ
る
調
伏
や
済
度
を

受
け
る
こ
と
な
く
、
い
ず
こ
か
へ
消
え
去
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
世
間
話
に
お
い
て
僧
侶
に
は
妖
怪
退
治
の

職
能
が
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
仏
教
説
話
的
な
枠
組
み
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
生
成
し
、
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
物
語
な
の
で
あ

る
。

　
さ
て
、
房
州
の
「
鬼
」
に
な
っ
た
女
に
ま
つ
わ
る
世
間
話
に
似
た
構
造
を
持
つ
話
と
し
て
は
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
突
飛
な
連
想
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
と
説
話
的
な
類
似
を
見
せ
る
の
が
、
現
代
に
お
い
て
一
種
の
社
会
現
象

と
な
っ
た
「
口
裂
け
女
」
の
世
間
話
で
あ
る30
。
大
き
な
マ
ス
ク
を
着
け
た
女
が
、「
わ
た
し
、
き
れ
い
？
」
と
問
い
か
け
て
き
た
と
き
、
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肯
定
す
る
と
「
こ
れ
で
も
？
」
と
言
っ
て
マ
ス
ク
を
外
し
、
耳
ま
で
裂
け
た
大
き
な
口
を
見
せ
る
と
い
う
「
口
裂
け
女
」
の
噂
は
、
今

か
ら
四
十
年
ほ
ど
前
の
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
突
如
、
日
本
中
を
震
撼
さ
せ
た
。

　
真
偽
不
明
の
状
態
の
中
、
各
地
で
警
察
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
や
集
団
下
校
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
と
い
い
、
こ
の
世
間
話
も
ま
た
、
渦

中
に
お
い
て
は
実
際
の
「
事
件
」
で
あ
る
可
能
性
を
孕
ん
だ
危
険
な
情
報
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
捕
ま
る
こ
と
も
な
く
、

い
つ
の
間
に
か
そ
の
姿
を
消
し
た
。
現
在
の
視
点
か
ら
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
は
純
然
た
る
噂
話
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
に
そ
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
犯
人
が
い
た
、
な
ど
と
い
う
類
の
話
で
は
な
い
。
犯
人
不
在
の
「
事
件
」
が
社
会
を
巻
き
込
ん
で
肥
大
化
し
て
い
っ
た

も
の
の
中
で
も
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
か
ら
言
っ
て
極
め
て
稀
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

　
民
俗
学
者
の
野
村
純
一
は
、
噂
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
る
最
中
の
北
海
道
で
、
口
裂
け
女
が
東
京
に
出
現
し
て
か
ら
二
、三
日
で
札

幌
に
来
た
の
ち
、さ
ら
に
二
、三
日
で
釧
路
に
入
り
、白
樺
台
と
桜
ケ
丘
に
四
時
か
ら
五
時
に
か
け
て
現
れ
た
と
い
う
会
話
が
交
わ
さ
れ
、

下
校
す
る
生
徒
に
注
意
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
例
を
紹
介
し
て
い
る31
。

　
口
裂
け
女
の
噂
は
伝
播
と
と
も
に
様
々
な
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
に
も
な
り
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で
は
、
口
裂
け
女
に
出
く
わ
し
た
と

き
の
た
め
の
対
処
法
な
ど
も
さ
さ
や
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
含
め
た
上
で
、
野
村
は
「
口
裂
け
女
」
と
、
昔
話
「
食

わ
ず
女
房
」
や
「
牛
方
山
姥
」
と
の
説
話
的
な
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
房
州
の
「
鬼
」
に
な
っ
た
女
と
、
北
海
道
に
お
け
る
口
裂
け
女
と
の
間
に
見
出
せ
る
説
話
的
な
類
似
性
は
、
あ
く
ま
で
他
人
の
空
似

で
あ
る
。
直
接
的
な
関
連
は
な
い
と
断
定
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
間
話
の
内
容
と
、
そ
の
伝
播
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
が
密

接
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
両
者
の
類
似
性
は
興
味
深
い
。
最
も
重
要
な
点
は
、
そ
の
消
息
を
伝
え
る
話
の
中
で
彼
女

た
ち
が
「
移
動
」
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
か
つ
て
、鬼
と
な
っ
た
人
で
あ
る
酒
呑
童
子
や
安
達
ヶ
原
の
鬼
婆
は
、大
江
山
の
御
殿
や
安
達
ヶ
原
の
ひ
と
つ
家
と
い
っ
た
「
根
城
」



鬼女のゆくえ

241

に
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
迷
い
込
ん
で
き
た
旅
人
を
餌
食
に
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
酒
呑
童
子
の
場
合
、
話
に
よ
っ
て
は
正
体
を
隠

し
た
源
頼
光
一
行
を
試
す
た
め
に
人
の
生
き
血
を
勧
め
る
場
面
が
あ
る
。
酒
呑
童
子
側
に
と
っ
て
は
、
食
人
を
行
え
る
か
ど
う
か
が
、

人
か
否
か
の
判
断
基
準
な
の
で
あ
る
。
説
話
・
伝
承
の
中
に
あ
っ
て
も
、
食
人
は
、
社
会
的
な
ル
ー
ル
の
逸
脱
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
昔
話
に
お
け
る
山
姥
は
、
自
ら
の
正
体
に
気
付
い
た
小
僧
を
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
く
る
。
鬼
女
や
山
姥
は
ひ
と
つ
と
こ
ろ
に
い

て
旅
人
（
生
者
）
を
待
ち
伏
せ
て
殺
す
か
、
あ
る
い
は
逃
げ
ら
れ
た
場
合
、
執
拗
に
追
い
か
け
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
一
方
、『
煙

霞
綺
談
』
の
西
三
河
の
女
や
『
甲
子
夜
話
』
の
房
州
の
女
な
ど
の
鬼
女
た
ち
は
自
ら
が
移
動
し
て
、
死
体
と
い
う
獲
物
を
探
し
て
捕
食

し
て
い
る
。
生
者
を
待
ち
伏
せ
す
る
鬼
た
ち
と
比
較
し
て
、
死
体
を
求
め
て
移
動
す
る
鬼
が
得
た
も
の
は
、
ど
こ
か
へ
立
ち
去
る
と
い

う
可
能
性
で
あ
る
。
鬼
と
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
五
代
帝
王
物
語
』
に
お
け
る
若
い
尼
も
ま
た
、
ど
こ
か
ら
来
た
か
分
か
ら
ず
、

ど
こ
へ
行
っ
た
か
も
分
か
ら
な
い
。
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
実
在
性
は
真
偽
不
明
の
ま
ま
、
あ
る
意
味
で
浮
遊
す

る
信
憑
性
を
内
包
し
続
け
る
。

　
そ
れ
が
、
中
世
に
お
け
る
死
体
を
喰
う
尼
や
、
江
戸
期
に
お
け
る
死
体
を
喰
う
鬼
女
を
め
ぐ
る
物
語
が
獲
得
し
た
同
時
代
的
な
リ
ア

リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
の
存
在
感
は
、
移
動
し
、
そ
し
て
ど
こ
か
へ
消
え
去
る
こ
と
で
担
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
存
在
を
忌
ま
れ
た
尼
は
追
わ
れ
て
逃
げ
る
が
、
房
州
の
鬼
女
は
恐
れ
ら
れ
た
ま
ま
消
え
去
る
。
そ
し
て
房
州
の
鬼
女
の
動
向
は
、
は

か
ら
ず
も
現
代
の
口
裂
け
女
に
お
い
て
再
演
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
口
裂
け
女
は
、
す
で
に
電
話
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
の
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
が
備
わ
っ
て
い
た
一
九
七
九
年
に
お
け

る
噂
話
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
情
報
が
伝
わ
る
速
度
も
速
い
。
そ
の
た
め
、
江
戸
期
の
噂
話
の
伝
播
と
単
純
に
比
較
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
し
か
し
、
時
代
を
違
え
た
噂
話
の
主
人
公
で
あ
る
女
た
ち
の
「
移
動
」
と
、
そ
の
噂
話
の
「
伝
播
」
と
が
関
連
し
て
い
る
こ
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と
は
確
実
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、「
伝
染
性
」
に
対
す
る
根
源
的
な
恐
怖
の
感
情
に
、
説
話
と
し
て
の
形
が
与
え
ら
れ
た
も
の

と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
口
裂
け
女
の
場
合
、
整
形
手
術
の
失
敗
に
よ
る
逆
恨
み
な
ど
、
後
付
け
で
人
を
驚
か
す
行
為
の
「
動
機
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
ま
た
、
そ
の
「
犯
行
」
と
し
て
は
、
彼
女
の
美
貌
を
否
定
し
た
場
合
に
、
子
ど
も
が
さ
ら
わ
れ
る
、
刃
物
で
切
り
付
け
ら
れ
る
な

ど
の
行
為
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
本
来
的
に
は
、
動
機
不
明
の
ま
ま
突
然
人
を
驚
か
す
と
こ
ろ
に
怪
談
と
し
て
の
価
値

が
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、「
口
裂
け
女
」
の
特
質
は
人
を
喰
う
と
こ
ろ
に
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
の
社
会
生
活
に
お
け
る
世
間
話
、
す
な
わ
ち
子

ど
も
た
ち
が
語
る
「
学
校
の
怪
談
」
や
大
人
た
ち
を
巻
き
込
む
「
都
市
伝
説
」
に
お
い
て
、
口
裂
け
女
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
食
人
と
は
別

の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
突
然
、
見
知
ら
ぬ
人
か
ら
不
条
理
な
干
渉
を
受
け
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
都
市
生
活
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
則
す
恐
怖
に
根
差
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、『
甲
子
夜
話
』
に
お
け
る
「
鬼
」
に
な
っ
た
房
州
の
女
に
関
し
て
は
、『
五
代
帝
王
物
語
』
の
若
い
尼
や
『
煙
霞
綺
談
』
の
女

な
ど
、
中
近
世
の
世
間
話
に
お
け
る
食
人
へ
の
嫌
悪
感
を
引
き
ず
り
つ
つ
も
、「
ふ
と
」
夫
を
喰
い
殺
し
た
と
い
う
点
に
、
近
代
以
降

の
怪
談
に
も
繋
が
り
う
る
「
日
常
」
の
中
の
「
非
日
常
」
的
な
恐
怖
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
。
明
確
な
理
由
が
不
明
な
ま
ま
、
そ
れ
ま
で

日
常
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
物
が
、
ふ
と
「
鬼
」
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
こ
の
噂
を
前
に
人
々
が
感
じ
と
っ
て
い
た
恐
ろ
し
さ

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
た
、
静
山
は
こ
の
話
を
記
録
す
る
に
あ
た
り
、
女
を
「
鬼
」
と
も
「
狂
婦
」
と
も
記
し
て
い
る
。
彼
女
を
実
態
と
し
て
の
「
鬼
」

的
な
存
在
│
│
い
わ
ゆ
る
「
鬼
女
」
や
「
山
姥
」
な
ど
の
妖
怪
的
な
も
の
│
│
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
常
軌
を
逸
し

た
行
動
に
走
っ
た
女
を
言
語
表
現
と
し
て
の
「
鬼
」
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
た
の
か
が
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
噂
を
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媒
介
し
て
い
た
市
井
の
人
々
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
も
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
思
い
返
し
た
い
の
が
、『
煙
霞
綺
談
』
に
お
け
る
西
三
河
の
「
鬼
」
に
な
っ
た
女
が
、
や
は
り
動
機
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
ず
、

「
鬼
」
以
外
に
も
「
乱
心
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。『
煙
霞
綺
談
』
著
者
の
西
村
白
烏
に
と
っ
て
、
女
が
鬼
に

な
っ
た
の
は
「
乱
心
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
甲
子
夜
話
』
著
者
で
あ
る
静
山
の
認
識
に
お
い
て
も
、「
鬼
」
と
「
狂
婦
」

と
が
交
換
あ
る
い
は
併
存
可
能
な
概
念
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
噂
話
の
主
人
公
た
る
こ
れ
ら
の
女

た
ち
が
鬼
に
な
る
こ
と
は
、「
乱
心
」
や
「
狂
」
と
い
っ
た
言
語
表
現
で
置
換
可
能
な
、
ひ
と
つ
の
「
現
象
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
煙
霞
綺
談
』、『
甲
子
夜
話
』
と
も
に
、
鬼
に
な
っ
た
女
の
身
体
的
な
特
徴
や
、
人
を
超
え
た
異
常
な
能
力
に
つ
い
て
記
し
て
い
な

い
こ
と
に
も
着
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
噂
話
に
つ
き
も
の
な
の
が
「
尾
鰭
」
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
彼
女
た
ち
に
は
角
や
牙
や
爪

と
い
っ
た
名
の
尾
鰭
が
生
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。そ
の
点
、鬼
女
の
特
徴
を
煮
詰
め
た
か
の
よ
う
な
黄
表
紙
の
人
気
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
、「
鬼
娘
」
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　
　
は
た
し
て
、
そ
れ
は
確
か
に
「
鬼
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
者
で
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
人
が
人
を
喰
う
と
い
う
行
為
が
「
鬼

の
よ
う
な
」
行
い
と
し
て
表
現
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
江
戸
期
の
人
々
が
、
本
当
に
彼
女
た
ち
を
「
鬼
女
」
と
捉
し
て
捉
え
て
い

た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
答
え
を
出
せ
そ
う
に
な
い
。

　
そ
し
て
、
答
え
は
お
そ
ら
く
、
そ
の
揺
ら
ぎ
の
中
に
こ
そ
あ
る
。
人
を
鬼
と
呼
ぶ
行
為
│
│
そ
し
て
、
そ
う
し
た
行
為
を
通
し
て
あ

る
種
の
人
に
貼
ら
れ
る
「
鬼
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
│
│
に
は
、
現
代
人
を
悩
ま
せ
る
、
容
易
に
は
結
論
し
難
い
「
あ
わ
い
」
の
領
域
が

織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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註

1 

本
稿
で
扱
う
全
て
の
情
報
は
、
本
稿
執
筆
時
点
の
二
〇
二
〇
年
（
令
和
二
年
）
一
月
三
十
一
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
文

に
つ
い
て
は
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
て
適
宜
、
表
記
を
あ
ら
た
め
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

2 「
鬼
」と
は
き
わ
め
て
多
様
な
意
味
を
持
っ
た
概
念
で
あ
る
が
、本
稿
で
は
あ
く
ま
で
人
が
鬼
に
変
じ
た
も
の
、と
く
に
女
が
鬼
と
化
し
た「
鬼
女
」を
扱
う
。

鬼
に
関
し
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
馬
場
あ
き
子
『
鬼
の
研
究
』
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
（
ち

く
ま
文
庫
、
一
九
九
八
年
）。
小
松
和
彦
編
『
怪
異
の
民
俗
学
』
第
四
巻
（
鬼
）、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
小
松
和
彦
『
鬼
と
日
本
人
』KA-

DO
KAW

A

（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）、
二
〇
一
八
年
。

3 

吾
峠
呼
世
晴『
鬼
滅
の
刃
』は
、二
〇
一
六
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
一
月
現
在
に
か
け
て『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』連
載
中
。
単
行
本（
集
英
社
ジ
ャ
ン
プ
コ
ミ
ッ

ク
ス
）は
二
〇
二
〇
年
一
月
現
在
で
十
八
巻
を
数
え
る
。二
〇
一
九
年
に
は
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
化
さ
れ
、二
〇
二
〇
年
に
は
劇
場
版
ア
ニ
メ
公
開
予
定
の
大
ヒ
ッ

ト
作
で
あ
る
。

4 

山
野
千
恵
子
「
ヤ
ク
シ
ー
信
仰　
―
豊
穣
と
財
福
の
女
神
―
」『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
五
号
、
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
三
月
。

5 

近
年
に
お
け
る
「
起
屍
鬼
」
研
究
と
し
て
は
以
下
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
口
敦
史
「
善
珠
『
本
願
薬
師
経
鈔
』
の
「
起
屍
鬼
」」『
日
本
文
学
』

第
六
十
一
巻
一
号
、
二
〇
一
二
年
一
月
。
同
「
奈
良
時
代
・
仏
典
注
釈
と
霊
異　
│
善
珠
『
本
願
薬
師
経
鈔
』
と
「
起
屍
鬼
」
│
」
東
ア
ジ
ア
恠
異
学

会
編
『
怪
異
を
媒
介
す
る
も
の
』（
ア
ジ
ア
遊
学
一
八
七
）、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
。

6 

タ
ン
ト
ラ
に
お
け
る
死
者
の
蘇
生
法
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
山
野
千
恵
子「
死
者
の
蘇
生　
―『
カ
ク
シ
ャ
プ
タ・タ
ン
ト
ラ
』の
呪
術
世
界
―
」『
蓮

花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
三
月
。

7 

小
野
不
由
美『
屍
鬼
』に
お
い
て
合
流
し
た
東
西
の
怪
異
知
識
の
源
流
に
つ
い
て
は
以
下
拙
稿
を
参
照
。
今
井
秀
和「
小
野
不
由
美
小
説
の
怪
異
と
伝
承
」



鬼女のゆくえ

245

『
小
野
不
由
美
ゴ
ー
ス
ト
ハ
ン
ト
読
本
』
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
二
〇
一
三
年
。

8 
山
姥
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
以
下
が
あ
る
。「
山
姥
伝
説
」
笹
間
良
彦
『
ロ
マ
ン
の
怪
談　
海
と
山
の
裸
女
』
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
。

小
松
和
彦
編
『
怪
異
の
民
俗
学
』
第
五
巻
（
天
狗
と
山
姥
）、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

9 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。
吉
田
敦
彦
『
昔
話
の
考
古
学
』
中
央
公
論
社
（
中
公
新
書
）、
一
九
九
二
年
。
古
川
の
り
子
『
昔
ば
な
し　
あ

の
世
と
こ
の
世
を
結
ぶ
物
語
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
（『
昔
ば
な
し
の
謎　
あ
の
世
と
こ
の
世
の
神
話
学
』
改
題
、
角
川
文
庫
、
二
〇
一
六
年
）。

10 

イ
ザ
ナ
キ
の
用
い
た「
桃
子
」の
力
に
つ
い
て
は
、漢
籍
か
ら
の
影
響
と『
古
事
記
』の
独
自
性
に
つ
い
て
分
析
し
た
以
下
の
論
考
が
あ
る
。
堀
井
瑞
生「『
古

事
記
』
に
お
け
る
「
桃
子
」
の
力
」『
日
本
文
学
論
集
』
第
四
三
号
、
大
東
文
化
大
学
大
学
院
、
二
〇
一
九
年
三
月
。

11 

安
達
ヶ
原
の
鬼
婆
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
詳
し
い
。
笹
間
良
彦
『
鬼
女
伝
承
と
そ
の
民
俗　
―
ひ
と
つ
家
物
語
の
世
界
―
』
雄
山
閣
、一
九
九
二
年
。

小
松
和
彦
「
二
つ
の
「
一
つ
家
」
―
国
芳
と
芳
年
の
「
安
達
ヶ
原
」
を
め
ぐ
っ
て
」
徳
田
和
夫
編
『
東
の
妖
怪・西
の
モ
ン
ス
タ
ー　
想
像
力
の
文
化
比
較
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
。

12 「
安
達
原　
解
説
」
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
第
一
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
三
〇
年
（
影
印
版
、
一
九
八
二
年
）。

13 

笹
間
前
掲
書
『
鬼
女
伝
承
と
そ
の
民
俗
』
参
照
。

14 

詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
上
田
秋
成
著
、
高
田
衛
・
稲
田
篤
信
校
注
『
雨
月
物
語
』
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）、
一
九
九
七
年
。

15 「
安
斎
随
筆
」『
増
訂　
故
実
叢
書
』
第
十
八
巻
（
上
）、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
九
年
。

16 

「
五
大
帝
王
物
語
」
弓
削
繁
校
注
『
六
代
勝
事
記
・
五
大
帝
王
物
語
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。
編
著
者
不
詳
『
五
大
帝
王
物
語
』
は
鎌
倉
後
期
の

十
四
世
紀
初
頭
に
成
立
。
御
堀
川
・
四
条
・
後
嵯
峨
・
御
深
草
・
亀
山
の
五
代
に
至
る
一
二
二
一
―
一
二
七
二
年
ま
で
の
出
来
事
を
編
年
体
に
ま
と
め

た
歴
史
書
で
あ
る
。

17 「
百
錬
抄
」黒
板
勝
美
編『
新
訂
増
補　
国
史
大
系
』第
十
一
巻（
日
本
紀
略
後
編・百
錬
抄
）、国
史
大
系
刊
行
会
、一
九
二
九
年
。
編
著
者
不
詳『
百
錬
抄
』
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は
鎌
倉
後
期
の
十
三
世
紀
に
成
立
。
九
六
八
―
一
二
六
〇
年
ま
で
の
出
来
事
に
関
し
て
、
公
家
日
記
そ
の
他
の
記
録
か
ら
記
事
を
抜
粋
、
編
纂
し
て
編

年
体
で
編
ま
れ
た
も
の
。
和
化
漢
文
に
よ
っ
て
記
さ
れ
る
。
本
来
の
表
記
は『
百
練
抄
』だ
っ
た
が
、江
戸
期
以
降
に『
百
錬
抄
』と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。

18 

西
村
白
烏
「
煙
霞
綺
談
」『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
。

19 

近
代
以
降
の
岩
手
、
山
梨
に
残
る
在
地
伝
承
に
も
同
様
の
筋
書
き
を
持
つ
「
糸
取
り
貉
」
と
い
う
話
が
残
る
が
、
糸
車
を
回
す
貉
の
横
の
行
灯
が
正
体
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
打
っ
て
変
わ
っ
て
伊
豆
の
昔
話
に
は
狸
が
人
の
真
似
を
し
て
糸
車
を
回
し
、
一
年
分
の
糸
を
紡
い
で
く
れ
た
と
い
う
話

も
あ
る
。

20 

柳
田
国
男
『
遠
野
物
語　
付 
遠
野
物
語
拾
遺
』
角
川
書
店
（
角
川
文
庫
）、
一
九
五
五
年
。

21 

火
車
説
話
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
詳
し
い
。
堤
邦
彦
『
江
戸
の
怪
異
譚　
―
地
下
水
脈
の
系
譜
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
。

22 

た
だ
し
地
獄
絵
の
「
火
車
」
図
像
か
ら
獄
卒
を
消
し
、
燃
え
盛
る
車
に
乗
っ
て
責
め
苛
ま
れ
て
い
る
女
の
図
像
を
独
立
さ
せ
、
そ
れ
を
妖
怪
「
片
輪
車
」

の
図
像
と
し
て
転
用
し
て
い
る
例
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
火
車
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
詳
細
は
以
下
を
参
照
。
今
井
秀
和
「
妖
怪
図
像
の
変
遷　

｢

片
輪
車｣

を
中
心
に
」
小
松
和
彦
編
『
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造　
―
絵
巻
・
草
紙
か
ら
マ
ン
ガ
・
ラ
ノ
ベ
ま
で
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

23 

鈴
木
棠
三
・
小
池
章
太
郎
編
『
近
世
庶
民
生
活
史
料　
藤
岡
屋
日
記
』
第
一
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
七
年
。

24 

岡
田
武
松
校
訂
『
北
越
雪
譜
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、
一
九
三
六
年
。

25 

な
お
近
年
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
イ
エ
テ
ィ
（
雪
男
、
野
人
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
在
を
求
め
て
調
査
を
行
う
人
々
の
持
つ
「
近
代
的
」
な
視
点
に
よ
っ
て
未

知
の
霊
長
類
と
い
う
意
味
付
け
が
強
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
在
地
の
伝
承
で
は
「
精
霊
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
も
出

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
近
年
に
お
け
る
「
雪
男
」
調
査
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
角
幡
唯
介
『
雪
男
は
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
た
』
集
英
社
、
二
〇
一
一

年
（
集
英
社
文
庫
、
二
〇
一
三
年
）。
高
野
秀
行
・
清
水
克
行
『
世
界
の
辺
境
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
室
町
時
代
』
集
英
社
、
二
〇
一
五
年
（
集
英
社
文
庫
、
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二
〇
一
九
年
）。

26 
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
に
つ
い
て
は
以
下
拙
著
を
参
照
。
今
井
秀
和
『
異
世
界
と
転
生
の
江
戸　
平
田
篤
胤
と
松
浦
静
山
』
白
澤
社
、
二
〇
一
九
年
。

27 

松
浦
静
山
著
、
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
『
甲
子
夜
話
』
第
四
巻
、
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
）、
一
九
七
八
年
。

28 

前
掲
拙
著
『
異
世
界
と
転
生
の
江
戸
』
第
八
章
参
照
。

29 

鈴
木
棠
三
『
江
戸
巷
談　
藤
岡
屋
ば
な
し
』
三
一
書
房
、
一
九
九
一
年
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）。

30 

口
裂
け
女
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
野
村
純
一『
日
本
の
世
間
話
』東
京
書
籍
、一
九
九
五
年
。
同『
江
戸
東
京
の
噂
話　
「
こ
ん
な
晩
」か
ら「
口
裂
け
女
」

ま
で
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。
常
光
徹
『
学
校
の
怪
談　
―
口
承
文
芸
の
展
開
と
諸
相
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
。
二
〇
一
三
年

新
装
版
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）。
同
『
う
わ
さ
と
俗
信　
民
俗
学
の
手
帖
か
ら
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
六
年
。

31 「「
口
裂
け
女
」
そ
の
他
」
野
村
純
一
『
日
本
の
世
間
話
』
東
京
書
籍
、
一
九
九
五
年
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　
鬼
女　
鬼　
鬼
婆　
食
人　
口
裂
け
女
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は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
鎌
倉
期
に
お
け
る
「
東
南
院
僧
」
の
構
成
を
検
討
す
る
。
特
に
東
南
院
の
院
家
組
織
に
所
属
が
明
確
な
院
僧
の
ほ
か
、
院

家
内
の
論
議
法
会
に
出
仕
す
る
学
侶
か
ら
院
領
荘
園
の
経
営
に
携
わ
る
衆
徒
ま
で
を
含
め
て
、
東
南
院
を
拠
点
と
し
た
活
動
が
確
認
で

き
る
僧
を
広
く
「
東
南
院
僧
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
当
時
の
東
南
院
の
規
模
や
組
織
構
造
を
把
握
し
て
い
き
た
い
。

　
こ
れ
ま
で
著
者
は
鎌
倉
期
の
東
南
院
に
つ
い
て
、
主
に
東
南
院
主
の
立
場
か
ら
、
出
自
に
起
因
す
る
人
的
関
係
や
当
時
の
社
会
情
勢

な
ど
を
踏
ま
え
、
院
主
継
承
問
題
や
諸
々
の
東
南
院
領
獲
得
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
密
教
社
会
で
の
東
南
院
の
位
置
づ
け
を
考
察
し

て
論
じ
て
き
た1
。
し
か
し
一
方
で
史
料
上
「
東
南
院
学
侶
」
や
「
東
南
院
衆
徒
」
と
み
え
る
院
家
の
構
成
員
や
そ
の
規
模
つ
い
て
は
、

一
部
の
学
侶
の
活
動
に
僅
か
に
触
れ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
一
群
の
院
僧
集
団
と
し
て
捉
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
東
南
院
家
に
属
す
る

院
僧
の
具
体
的
な
構
成
や
職
掌
に
関
し
て
は
検
討
で
き
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
鎌
倉
後
期
の
東
大
寺
・
醍
醐
寺
の
本
末
相
論
に
関
連
し

て
、
東
南
院
聖
忠
が
自
ら
の
真
言
密
教
の
法
流
に
連
な
る
醍
醐
寺
僧
や
根
来
寺
僧
、
東
南
院
僧
を
編
成
し
て
独
力
で
後
七
日
御
修
法
を

鎌
倉
期
東
南
院
僧
の
構
成
と
活
動

小
嶋　

教
寛
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勤
修
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
東
南
院
主
を
中
心
と
し
た
密
教
社
会
に
お
け
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
例
を
示
し
て
は
い
る
が2
、

対
象
が
鎌
倉
後
期
の
一
時
期
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
果
た
し
て
醍
醐
寺
僧
や
根
来
寺
僧
を
「
東
南
院
僧
」
と
い
え
る
の
か

改
め
て
個
別
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
検
討
対
象
を
鎌
倉
期
全
体
に
広
げ
つ
つ
院
家
の
構
成
員
と
し
て
の
「
東
南

院
僧
」
の
活
動
実
態
を
示
す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
東
南
院
主
に
関
す
る
研
究
と
合
せ
て
、
鎌
倉
期
東
南
院
の
体
系
的
な
理
解
に
繋
げ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
な
お
東
大
寺
惣
寺
組
織
に
つ
い
て
は
、
永
村
眞
氏
の
体
系
的
な
研
究3
以
降
、
宝
珠
院
文
書
、
薬
師
院
文
書
な
ど
の
調
査
が
進
む
中
で
、

東
大
寺
寺
家
組
織
に
属
す
る
寺
僧
集
団
に
つ
い
て
、
そ
の
人
員
構
成
や
職
掌
、
経
済
基
盤
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る4
。
本

稿
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
も
踏
ま
え
、「
東
南
院
僧
」
の
う
ち
東
大
寺
惣
寺
で
も
活
動
が
み
ら
れ
る
者
は
検
討
し
、「
東
南
院
僧
」
の

寺
内
外
・
院
内
外
で
の
職
掌
に
変
化
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
つ
い
て
も
言
及
を
加
え
て
い
き
た
い
。

第
一
章　
院
主
坊
官
の
性
格
と
職
掌

　
本
稿
で
は
「
東
南
院
僧
」
の
構
成
を
体
系
的
に
把
握
す
る
た
め
、
こ
の
集
団
を
幾
つ
か
の
階
層
に
分
け
て
分
析
を
進
め
た
い
。
ま
ず

は
本
章
で
東
南
院
主
の
「
坊
官
」
と
呼
ば
れ
る
私
的
な
側
近
僧
に
つ
い
て
個
人
名
を
で
き
る
だ
け
割
り
出
し
個
別
の
出
自
や
活
動
事
例

を
で
き
る
だ
け
集
積
す
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
職
掌
と
次
章
で
検
討
す
る
集
団
と
の
差
違
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
坊
官
は
院
主
に
近
侍
す
る
側
近
僧
と
さ
れ
、
東
南
院
に
限
定
さ
れ
ず
、
東
大
寺
別
当
な
ど
権
門
寺
社
の
寺
務
や
有
力
院
家
の
院
主
に

お
い
て
も
同
時
代
に
活
動
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
史
料
上
で
は
例
え
ば
別
当
や
院
主
が
発
給
す
る
御
教
書
の
奉
者
と
し
て
そ
の
僧
名
が

み
え
る
。
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【
史
料
一
】「
東
大
寺
別
当
聖
忠
御
教
書
」5

(
端
裏
書
）「
別
当
僧
正
御
房
へ
三
面
僧
房
住
侶
訴
事
」

当
寺
衆
徒
申
三
面
僧
房
住
侶
訴
事
、
衆
徒
解
〈
副
僧
坊
衆
状
、〉
如
此
、
子
細
載
状

候
歟
、
篋
可
令　
奏
聞
給
之
由
、
別
当
前
大
僧
正
御
房
御
消
息
候
也
、

恣
惶
謹
言
、

(

嘉
元
二
年)

　
　
　
　
五
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
寛
昭
奉

謹
上　
　
左
大
弁
宰
相
殿

【
史
料
一
】
は
東
南
院
主
の
聖
忠
が
東
大
寺
別
当
と
し
て
三
面
僧
坊
住
侶
の
訴
え
を
朝
廷
に
伝
え
る
御
教
書
の
奉
者
と
し
て
寛
昭
な
る

僧
が
み
え
て
お
り
、
朝
廷
の
担
当
官
で
あ
る
左
大
弁
宰
相
に
伝
達
し
て
い
る
。
よ
っ
て
院
主
が
東
大
寺
別
当
を
兼
ね
る
場
合
は
、
東
南

院
坊
官
は
機
能
面
で
は
東
大
寺
政
所
の
三
綱
と
職
掌
は
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
し
坊
官
は
、
寺
家
で
は
な
く
院
家
に
所

属
す
る
と
い
う
点
で
、
よ
り
院
主
の
私
的
な
活
動
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
。

【
史
料
二
】「
宰
相
已
講
宛
頼
瑜
書
状
写
」6

畏
申
入
候
、

抑
阿
弥
陀
院
御
管
領
之
由
承
及
候
、
返
々
目
出
相
存
候
、
兼
又
所
下
預
候
八
識
義
短
冊
一
帖
、
并
起
信
論
□
五
部
内
四
部
令
返
上

候
、今
一
部
雖
已
書
寫
仕
候
、未
交
合
候
之
間
、以
後
便
冝
可
令
返
上
候
、又
八
識
義
私
抄
中
下
二
巻
令
進
上
候
、定
僻
事
多
候
欤
、
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若
御
書
事
候
者
、
新
本
書
下
給
候
、
加
交
點
点
可
令
進
上
候
、
定
不
被
御
覧
多
多
候
ぬ
と
存
候
之
間
、
如
此
申
入
候
、
又
諸
解
題

愚
草
被
召
置
候
之
由
、
故
法
印
へ
申
置
候
、
未
給
御
書
寫
候
乎
、
然
而
當
寺
書
寫
之
志
候
之
由
望
申
仁
多
候
、
先
可
下
預
候
、
御

用
候
者
、
重
可
進
上
候
一
本
書
候
之
間
、
乍
恐
如
此
申
入
候
、
今
秋
者
参
住
可
仕
候
由
相
存
候
之
處
、
自
夏
之
比
不
食
所
労
仕
候

事
か
、
又
自
八
月
之
比
、
脚
気
更
発
不
動
咫
尺
候
、
就
事
相
等
事
、
可
申
入
事
等
多
く
候
、
若
所
労
不
滅
気
候
者
、
空
失
本
意
候

ぬ
と
歎
入
候
、若
得
少
滅
候
者
、醍
醐
御
住
寺
之
時
、参
上
可
仕
之
望
相
存
候
、以
此
旨
可不

脱
ヵ洩

御
披
露
候
、頼
瑜
頓
首
、恐
惶
敬
白
、

　
　
十嘉

元
々月

四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
印
頼
瑜
拜

　
進
上　
宰
相
已
講
御
房

【
史
料
二
】
は
【
史
料
一
】
の
翌
年
に
法
印
頼
瑜
が
宰
相
已
講
に
充
て
た
書
状
で
あ
り
、上
位
者
へ
の
披
露
を
依
頼
し
た
披
露
状
で
あ
る
。

す
で
に
坂
本
正
仁
氏
に
よ
り
法
印
頼
瑜
は
中
性
院
頼
瑜
で
あ
り
、
実
質
の
宛
先
は
東
南
院
聖
忠
、
そ
し
て
宰
相
已
講
は
「
東
南
院
授
与

記
」
の
記
載
な
ど
か
ら
【
史
料
一
】
に
み
え
る
寛
昭
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る7
。
頼
瑜
は
【
史
料
二
】
の
直
後
、
同
年
十

月
二
十
六
日
に
聖
忠
に
三
寶
院
流
を
伝
授
し
て
お
り8
、
こ
れ
か
ら
師
と
し
て
印
可
を
授
け
る
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
鷹
司
家
に
出
自
を

も
つ
聖
忠
と
は
身
分
差
が
あ
り
、
頼
瑜
は
坊
官
の
寛
昭
を
経
由
し
て
伝
達
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
書
状
の
内
容
を
み
る
と
、
聖
忠
が
醍

醐
寺
阿
弥
陀
院
を
継
承
し
た
お
祝
い
に
始
ま
り
、
間
近
に
迫
っ
た
三
寶
院
流
の
継
承
に
関
係
す
る
書
物
の
書
写
・
貸
借
の
話
題
、
ま
た

悪
化
し
つ
つ
あ
る
頼
瑜
の
体
調
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、政
所
の
政
務
と
は
異
な
る
私
的
な
用
件
の
取
次
ぎ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
史
料
一
】【
史
料
二
】
よ
り
寛
昭
は
東
南
院
主
聖
忠
の
側
近
と
し
て
公
私
に
亘
り
諸
方
面
と
の
仲
立
ち
を
担
う
役
割
が
み
え
て
く
る
。

　
こ
こ
で
鎌
倉
期
に
お
け
る
東
南
院
主
の
坊
官
を
、歴
代
院
主
ご
と
に
時
系
列
に
沿
っ
て
抽
出
し
一
覧
化
す
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

院
主 

坊
官
： 

出
典
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・
定
範 

実
雄
：
（【
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
番
号
】
以
下
【
東
図
】
３
―
１
―
４
７
）

・
道
快 

快
賢
：
（『
大
日
本
古
文
書
』
以
下
『
大
古
』
９
冊
８
１
１
）

・
聖
兼 

定
快
：
（『
鎌
倉
遺
文
』
以
下
『
鎌
遺
』
１
７
―
１
３
１
１
６
）

・
聖
忠 
定
快
：
（【
東
図
】
１
／
１
２
／
４
３
・『
鎌
遺
』
２
７
―
２
０
２
２
４
）

永
種
：
（
真
福
寺
善
本
叢
刊
『
古
文
書
集
一
』
２
７
１
頁
）

寛
昭
：
（
水
木
文
書
Ⅱ
―
３
・『
鎌
遺
』
２
８
―
２
１
８
２
１
）

　
　
：
（「
真
福
寺
大
須
文
庫
所
蔵
「
宰
相
已
講
宛
頼
瑜
書
状
写
」」）

隆
恵
：
〈
延
慶
二
年
十
二
月
十
八
日
付
「
東
寺
長
者
御
教
書
案
」（「
賜
芦
文
庫
文
書
」）〉

・
聖
尋 

聖
厳
：
（【
東
図
】
１
／
１
／
３
１
３
―
２
）

尋
忠
：
〈「
東
寺
長
者
御
教
書
案
」（『
東
寺
百
合
文
書
』
ニ
函
０
１
０
―
０
２
）〉

春
増
：
（【
東
図
】
６
―
４
９
、『
大
古
』
９
冊
８
１
７
）

大
蔵
卿
法
橋
：
（【
東
図
】
１
／
１
２
／
１
０
８
・『
大
古
』
１
９
冊
１
１
９
３
）

・
聖
珍 

定
超
：
〈「
東
寺
長
者
御
教
書
案
」（『
東
寺
百
合
文
書
』
タ
函
２
０
６
）〉

朝
増
：
（『
大
古
』
１
１
冊
１
８
８
）

大
納
言
法
印
：(

【
東
図
】
１
／
２
５
／
４
２
４
・『
大
古
』
１
８
冊
１
１
５
１) 

以
上
、
の
べ
十
四
人
の
東
南
院
坊
官
が
確
定
で
き
た
。
少
な
く
と
も
鎌
倉
前
期
に
院
主
を
務
め
た
定
範
か
ら
、
最
末
期
の
聖
珍
ま
で
各

院
主
一
人
以
上
の
院
主
坊
官
が
存
在
し
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
史
料
を
も
と
に
坊
官
の
奉
者
と
し
て
の
職
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掌
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
文
書
の
発
給
先
は
、
寺
内
だ
と
年
預
五
師
宛
て
と
み
ら
れ
、
東
大
寺
別
当
や
尊
勝
院
な
ど
他
の
有
力
院
家
の

院
主
、
ま
た
学
侶
年
預
、
世
親
講
年
預
、
三
僧
坊
年
預
な
ど
寺
内
の
各
種
年
預
と
の
や
り
と
り
は
既
存
の
史
料
で
は
確
認
で
き
な
か
っ

た9
。
理
由
と
し
て
左
記
に
一
例
を
挙
げ
る
。

【
史
料
三
】「
東
南
院
道
快
家
御
教
書
」10

〈
端
裏
書
〉

「
□
佛
供
料
東
南
院
□
□
□
□
」

大
部
庄
供
米
之
内
色
代
事
、
衆
議
之
旨
、
具
申
入
候
之
處
、
口
別
大
豆
七
斗
・
紙
五
帖
之
外
更
不
可
被
下
行
色
代
候
也
、
以
此
旨

可
令
披
露
講
衆
御
中
給
者
、
依　
仰
執
達
如
件
、

「
延
應
元
年
」
六
月
三
日　
　
　
　
快
賢
奉
（
花
押
）

【
史
料
三
】
は
東
南
院
坊
官
快
賢
が
、
東
南
院
領
大
部
荘
に
課
せ
ら
れ
た
供
米
の
代
銭
に
つ
い
て
東
南
院
主
道
快
の
意
向
を
伝
達
し
た

も
の
で
あ
る
。
大
部
荘
は
大
仏
を
再
建
し
た
重
源
よ
り
東
南
院
主
定
範
に
譲
渡
さ
れ
た
が
、
当
初
よ
り
東
大
寺
惣
寺
よ
り
八
幡
宮
二
季

御
八
講
料
と
し
て
供
米
が
賦
課
さ
れ
て
お
り11
、
供
料
未
進
に
よ
り
度
々
院
外
に
流
出
し
て
い
る
。【
史
料
三
】
よ
り
こ
の
当
時
は
東
南

院
領
に
復
帰
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
代
銭
納
の
あ
り
方
に
苦
慮
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
代
銭
と
す
る
範
囲
に
つ
い
て
寺
家
と
交

渉
し
て
い
た
。
文
書
中
の
「
講
衆
」
は
八
幡
宮
二
季
御
八
講
の
講
衆
で
あ
る
が
、
文
書
中
の
「
衆
議
」
は
納
め
ら
れ
た
供
米
の
分
配
者

で
あ
る
惣
寺
の
衆
議
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
宛
先
は
年
預
五
師
と
み
て
よ
い
。
衆
議
の
結
果
を
受
け
て
、
年
預
五
師
は
荘
園
領
主
で
あ

る
東
南
院
に
申
し
入
れ
を
行
い
、
東
南
院
側
で
は
坊
官
が
院
主
の
意
を
受
け
る
か
た
ち
で
返
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
財
政
的
な
相
論
は

惣
寺
の
問
題
と
な
る
た
め
御
八
講
年
預
が
関
与
す
る
構
造
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
関
係
は
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
も
成
立
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し
て
お
り
、
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）、
年
預
五
師
頼
昭
が
大
部
荘
の
荘
務
に
つ
い
て
「
寺
門
之
所
存
」
を
申
し
入
れ
、
東
南
院
と
惣

寺
と
の
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
東
南
院
主
聖
尋
に
伝
え
る
た
め
に
、
東
南
院
坊
官
の
大
蔵
卿
法
橋
に
文
書
を
取
り
次
い
で
い

る12
。

　
以
上
の
よ
う
に
坊
官
は
寺
内
で
は
年
預
五
師
と
交
渉
し
、
惣
寺
と
東
南
院
主
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
院
主
が
東
大
寺
別

当
に
就
く
と
朝
廷
・
幕
府
・
六
波
羅
が
確
認
で
き
、
東
大
寺
の
対
外
交
渉
を
担
う
別
当
坊
政
所
の
坊
官
と
し
て
も
機
能
す
る
よ
う
に
な

る
。
例
え
ば
前
述
の
と
お
り
【
史
料
一
】
は
東
大
寺
別
当
聖
忠
の
意
を
受
け
て
三
面
僧
坊
住
侶
の
訴
え
を
朝
廷
に
伝
え
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
の
も
の
と
さ
れ
る
「
東
大
寺
別
当
聖
兼
御
教
書
案
」13

は
東
大
寺
別
当
と
し
て
聖
兼
が
与
田
保
地
頭

藤
原
光
朝
の
非
法
狼
藉
に
対
す
る
成
敗
を
執
権
北
条
時
宗
に
求
め
る
御
教
書
で
あ
り
、
奉
者
と
し
て
定
快
の
名
が
み
え
る
し
、
聖
忠
も

別
当
在
任
中
の
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）、
同
じ
く
定
快
を
奉
者
と
し
て
大
部
荘
の
地
頭
の
狼
藉
へ
の
処
置
を
六
波
羅
探
題
大
仏
宗
宣

に
求
め
る
御
教
書
を
出
し
て
い
る14
。
朝
廷
か
ら
の
返
答
に
あ
た
る
院
宣
も
当
初
は
別
当
宛
て
だ
が
、
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
「
後
宇
多
院

宣
」15

の
宛
所
が
「
宰
相
僧
都(

＝
寛
昭)

御
房
」
と
み
え
る
よ
う
に
別
当
坊
官
宛
て
も
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
東
南
院
主
が

醍
醐
寺
座
主
に
補
さ
れ
、
東
寺
長
者
を
兼
帯
す
る
一
四
世
紀
初
頭
頃
に
は
、
法
東
寺
執
行
や
高
野
山
検
校
ほ
か
、
東
大
寺
年
預
五
師
に

も
発
給
す
る
必
要
が
あ
り
、
長
者
御
教
書
の
奉
者
に
坊
官
の
名
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
坊
官
は
、
東
南
院
主
に
代
わ
り
諸
勢
力
と
交
渉
の
取
次
ぎ
を
担
当
す
る
職
掌
に
は
変
化
は
な
い
が
、
東
南

院
主
の
寺
内
外
で
の
権
力
の
状
況
に
伴
い
、
交
渉
相
手
と
な
る
勢
力
は
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
多
岐
に
亘
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
東
南
院

主
の
移
動
に
伴
い
醍
醐
寺
・
東
寺
へ
も
同
行
し
奉
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
、
東
大
寺
東
南
院
に
所
属
す
る
院
僧
と
い
う
よ
り

は
、
東
南
院
主
個
人
に
仕
え
る
私
的
な
側
近
僧
と
い
え
る
存
在
に
な
っ
て
く
る
。
前
述
の
一
覧
を
み
る
と
院
主
の
交
替
と
共
に
基
本
的

に
は
坊
官
も
交
替
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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よ
っ
て
東
南
院
主
坊
官
は
従
来
の
東
大
寺
政
所
の
三
綱
と
比
べ
る
と
、
文
書
か
ら
み
え
る
職
掌
は
似
通
っ
て
い
る
も
の
の
、
常
に
東

南
院
主
の
近
辺
で
活
動
す
る
存
在
で
あ
り
、
院
主
の
兼
職
事
情
に
よ
っ
て
は
東
大
寺
惣
寺
の
枠
組
み
を
超
え
た
活
動
が
み
ら
れ
る
点
で

異
な
る
。
そ
の
た
め
東
大
寺
へ
の
帰
属
意
識
は
薄
く
、
醍
醐
寺
僧
や
東
寺
僧
と
し
て
文
献
上
み
ら
れ
る
場
合
も
多
い
。
惣
寺
と
は
別
個

の
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
東
南
院
坊
官
と
東
大
寺
惣
寺
の
衆
徒
の
性
格
の
違
い
を
両
者
の
仮
名
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
前
述
の
一
覧
を
参
考
に
す
る
と
、

坊
官
は
、
史
料
上
早
い
時
期
か
ら
順
に
み
て
い
く
と
例
え
ば
宰
相
僧
都(

寛
昭)

、
三
位
得
業(

隆
恵)

、
大
蔵
卿
法
橋
、
三
位
法
印(

尋

忠
カ16
、
大
納
言
法
印
な
ど
と
み
え
る
。
こ
れ
ら
は
出
自
と
す
る
家
の
当
主
の
位
階・官
職
に
由
来
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
公
卿・

殿
上
人
を
輩
出
す
る
家
を
出
自
と
す
る
貴
族
の
子
弟
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
身
分
が
高
く
な
る

傾
向
が
み
ら
れ
る
。
一
方
で
東
大
寺
衆
徒
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

【
史
料
四
】「
東
大
寺
充
行
状
土
代
」17

（
端
裏
書
）「
般
若
会
田
宛
行
案
」

東
大
寺
宛
行

　
　
長
原
庄
般
若
会
庄
饗
料
田
上
名
主
職
事

　
合
肆
町
者
〈
毎
年
饗
料
十
八
石
弐
拾
斛
〉

　
　
実
胤
〈
播
磨
君
〉

右
以
人
、
任
請
文
之
状
、
所
宛
行
也
、
於
熟
年
者
上
件
饗
料
不
及
一
塵
未
済
、
■
天
下
一
同
異
損
之
年
者
、
下
寺
之
使
者
、
可
遂

実
検
、
■
隨
其
理
、
可
被
究
済
、
若
有
限
所
当
之
内
、
被
致
懈
怠
者
、
可
令
改
易
当
職
之
由
、
依
衆
議
一
同
一
同
了
、
載
状
于
請
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文
、
又
是
分
明
也
、
庄
家
宜
承
知
、
勿
違
失
、
故
宛
行
如
件
、

　
　
文
永
十
一
年
五
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
法
師
〈
武
蔵
君
宗
明
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
法
師
〈
助
五
師
賢
舜
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
法
師
〈
観
賢
房
君
義
慶
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
法
師
〈
常
陸
五
師
□
々
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
法
師
〈
摂
津
五
師
頼
全
〉

洞
院
不
本
是
分
明
也
、
衆
議
又
一
同
了
、
仍
五
師
加
暑
而
已
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
座
法
眼
〈
土
佐
法
眼
定
厳
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
上
座
法
橋
〈
助
法
橋
聖
範
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
上
座
法
橋
〈
少
輔
法
橋
実
祐
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
主
大
法
師
〈
帥
寺
主
慶
舜
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
都
維
那
法
師
〈
大
弐
都
維
那
円
真
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
都
維
那
法
師
〈
弁
都
維
那
慶
厳
〉

（
裏
）「
追
申
、
定
春
得
業
今
明
日
之
間
、
可
有
下
向
候
、
其
心
可
令
下
行
也
、
恐
々
謹
言
、」　

【
史
料
四
】
よ
り
東
大
寺
惣
寺
の
年
預
五
師
、三
綱
ク
ラ
ス
の
仮
名
を
把
握
で
き
る
が
、助
五
師
、常
陸
五
師
、土
佐
法
眼
な
ど
と
み
え
、

公
卿
以
上
を
出
自
と
す
る
東
南
院
主
坊
官
と
比
較
す
る
と
大
き
な
身
分
差
が
あ
る
。

　
ま
た
僧
位
・
僧
官
で
み
て
も
東
大
寺
衆
徒
に
お
い
て
は
、
堂
衆
は
原
則
大
法
師
止
ま
り
で
あ
り
、
学
侶
で
あ
っ
て
も
法
師
か
ら
は
じ



鎌倉期東南院僧の構成と活動

257

め
て
大
法
師
、
擬
講
・
已
講
、
得
業
を
経
て
僧
綱
位
に
至
ま
で
に
は
長
い
年
月
を
要
す
る
。
例
え
ば
【
史
料
四
】
裏
書
に
み
え
る
「
定

春
得
業
」(

越
後
僧
都)

は
、
こ
の
後
に
法
印
権
大
僧
都
と
な
り
東
大
寺
寺
務
代
に
ま
で
登
り
つ
め
、
寺
外
別
当
の
頼
助
を
助
け
東
大

寺
惣
寺
の
学
侶
の
ト
ッ
プ
と
な
る
が
、
文
永
元
年(

一
二
六
四)

の
時
点
で
は
大
法
師
で
あ
り
、
権
律
師
と
し
て
僧
綱
位
を
得
る
の
に

二
十
五
年
か
か
っ
て
い
る
。
一
方
で
坊
官
は
そ
の
出
自
か
ら
栄
達
が
早
く
、
寛
昭
は
【
史
料
二
】
の
嘉
元
元
年
時
点
で
は
宰
相
已
講
で

あ
る
が
、
三
年
後
の
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
に
は
律
師
を
超
え
、
寛
昭
権
少
僧
都
と
し
て
み
え
る18
。
寛
昭
と
同
時
期
に
聖
忠
の
坊
官

で
あ
っ
た
隆
恵
も
三
十
歳
に
は
権
律
師
の
位
を
得
て
お
り19
、
叙
位
・
任
官
が
東
大
寺
衆
徒
と
比
べ
と
に
か
く
早
い
。
坊
官
を
辞
任
後
に

寺
務
代
と
な
っ
た
例
は
あ
る
も
の
の
、
坊
官
が
惣
寺
組
織
内
部
で
同
時
期
に
活
動
し
た
事
象
は
な
く
、
惣
寺
で
活
動
後
に
坊
官
に
な
っ

た
例
も
見
い
だ
せ
な
い
。
院
主
近
侍
と
い
う
職
掌
の
特
徴
に
加
え
、
生
ま
れ
も
っ
た
身
分
差
が
両
者
の
交
流
を
妨
げ
た
可
能
性
も
あ
ろ

う
。
こ
の
点
で
は
東
南
院
所
属
の
坊
官
以
外
の
院
僧
と
明
確
に
異
な
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
細
か
い
検
討
は
次
章
に
任
せ
る
と
し
て
、
最
後
に
鎌
倉
期
の
坊
官
を
、
一
覧
よ
り
時
系
列
に
即
し
て
関
係
深
い

四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
改
め
て
出
自
・
職
掌
、
ほ
か
細
か
い
活
動
を
個
別
分
析
す
る
こ
と
で
時
期
的
な
性
格
の
変
化
・
変
遷
が
見

い
だ
せ
る
の
か
ど
う
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

①
定
快(

聖
兼
・
聖
忠
坊
官)

　
法
印
定
快
と
み
え
る
。
二
人
以
上
の
院
主
の
坊
官
を
務
め
た
人
物
は
他
に
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ
な
い
。
定
快
は
醍
醐
寺
関
係
の

和
歌
を
集
め
た
『
続
門
葉
和
歌
集
』
に
数
首
が
み
え
、
ま
た
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
の
醍
醐
で
の
歌
合
の
和
歌
を
収
め
る
。
聖
兼
に

つ
い
て
は
、
醍
醐
寺
座
主
在
任
中
は
醍
醐
寺
阿
弥
陀
院
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
近
侍
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
同
歌

集
に
は
聖
忠
も
数
首
載
せ
て
い
る
が
、
聖
忠
は
興
福
寺
衆
徒
に
東
南
院
を
破
却
さ
れ
阿
弥
陀
院
へ
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
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の
翌
年
に
は
じ
め
て
定
快
は
聖
忠
の
坊
官
と
し
て
み
え
て
お
り
、
定
快
は
醍
醐
寺
僧
と
み
て
よ
い
。
阿
弥
陀
院
に
東
南
院
政
所
を
設
置

し
た
東
南
院
主
の
坊
官
を
務
め
た
と
み
ら
れ
る
。

②
隆
恵
・
寛
昭
（
聖
忠
坊
官
）

　
両
者
と
も
聖
忠
の
付
与
記
で
あ
る
『
東
南
院
授
与
記
』
に
そ
の
名
が
み
え
、
聖
忠
付
法
の
弟
子
で
あ
り
法
脈
面
か
ら
も
聖
忠
側
近
と

い
え
る
。
隆
恵
は
権
大
僧
都
、
寛
昭
は
大
僧
都
と
確
認
で
き
る
。
正
和
年
間
の
東
大
寺
と
醍
醐
寺
相
論
の
折
に
は
、
聖
忠
の
「
伴
侶
」

と
醍
醐
寺
衆
徒
に
認
識
さ
れ
聖
忠
と
共
に
名
指
し
で
非
難
を
浴
び
て
お
り(

『
東
大
寺
具
書
』)

、
聖
忠
の
近
臣
で
は
あ
る
が
、
定
快
と

は
異
な
り
、
醍
醐
寺
僧
と
い
う
認
識
は
な
い
。
嘉
元
四
年(

一
三
〇
六)

の
仁
和
寺
菩
提
院
禅
助
が
後
宇
多
院
に
伝
法
潅
頂
を
授
け
た

際
の
法
要
に
聖
忠
と
共
に
出
仕
。
署
名
横
に
「
東
大
」
と
あ
り
、
両
者
は
東
大
寺
僧
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
思
わ
れ
る
（『
後

宇
多
院
灌
頂
記
』） 

。
特
に
徳
治
二
年
の
北
斗
法
の
勤
修
に
関
し
て
両
者
は
「
東
南
院
僧
正
政
所
」「
東
南
院
得
業
」「
三
位
得
業
」
と

し
て
弁
官
と
修
法
勤
修
に
向
け
た
を
打
ち
合
わ
せ
の
文
書
を
や
り
と
り
が
確
認
さ
れ
て
お
り
（『
徳
治
二
年
北
斗
法
記
』）、
醍
醐
寺
座

主
や
東
寺
長
者
を
聖
忠
が
辞
め
て
以
降
も
近
侍
す
る
東
南
院
坊
官
で
、
文
書
の
奉
者
と
し
て
み
え
る
活
動
に
加
え
、
法
脈
上
の
弟
子
に

あ
た
る
こ
と
か
ら
院
主
と
共
に
東
寺
の
重
要
な
法
会
に
出
仕
す
る
な
ど
院
主
の
活
動
を
助
け
て
い
る
。

③
尋
忠(

聖
尋
坊
官)

・
定
超(

聖
珍
坊
官)

　
尋
忠
は
権
大
僧
都
、
定
超
は
法
印
と
し
て
み
え
る
。
両
者
と
も
東
寺
長
者
御
教
書
の
奉
者
と
し
て
確
認
で
き
た
一
方
で
、
東
寺
長
者

在
任
期
間
外
で
は
東
南
院
の
坊
官
と
し
て
活
動
を
見
い
だ
せ
な
い
。
彼
ら
は
『
東
寺
長
者
補
任
』
に
よ
り
東
寺
凡
僧
別
当
を
務
め
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
職
は
東
寺
一
長
者
の
代
官
で
あ
り
、
寺
務
の
執
事
や
門
弟
が
就
任
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
定
超
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は
史
料
上
に
「
岳
西
院
法
印
定
超
」(

「
延
文
四
年
記
」)

と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
醍
醐
寺
岳
西
院
僧
で
あ
る
。
岳
西
院
は
元
院
主
の
玄

慶
が
聖
忠
に
付
法
し
て
以
降
、
東
南
院
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
東
南
院
主
の
伝
法
潅
頂
に
供
僧
と
し
て
参
加
し
た
り
、
東
南
院
主
が

導
師
を
勤
め
る
後
七
日
御
修
法
に
伴
僧
と
し
て
出
仕
し
た
り
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
凡
僧
別
当
と
し
て
東
寺
一
長
者
と
な
っ
た
東
南
院

主
を
東
寺
の
中
で
支
え
た
東
寺
一
長
者
政
所
の
坊
官
と
し
て
認
識
す
べ
き
だ
ろ
う
。

④
春
増
・
大
蔵
卿
法
橋(
共
に
聖
尋
坊
官)

　
大
蔵
卿
法
橋
は
『
覚
英
訴
訟
上
洛
日
記
』
嘉
暦
二
年
六
月
十
三
日
条
に
そ
の
名
が
み
え
る
。
こ
の
訴
訟
は
東
大
寺
惣
寺
お
よ
び
堂
衆

が
長
州
荘
の
別
々
の
所
領
を
巡
っ
て
賀
茂
社
と
争
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
堂
衆
が
出
訴
し
て
い
た
開
発
田
に
つ
い
て
、
朝
廷
よ

り
東
大
寺
の
主
張
を
認
め
る
裁
許
が
出
た
た
め
、
法
華
堂
・
中
門
堂
両
堂
の
閉
門
を
解
除
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
を
、
政
所
の
大
蔵
卿

法
橋
を
通
じ
て
、
東
大
寺
別
当
の
東
南
院
聖
尋
に
伺
い
を
た
て
、
開
門
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
差
出
は
不
明
だ
が
、
こ
の
時
点
で
惣
寺

は
い
ま
だ
係
争
中
で
あ
り
、
惣
寺
を
代
表
す
る
年
預
五
師
が
訴
訟
に
不
利
と
な
る
申
し
出
を
行
う
と
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
文
脈
か
ら

も
坊
官
の
大
蔵
卿
法
橋
に
伺
い
を
立
て
た
の
は
、
お
そ
ら
く
日
記
の
筆
者
で
法
華
堂
堂
衆
の
寛
英
で
あ
ろ
う
。
ま
た
閏
九
月
二
十
九
日

条
で
は
、
大
蔵
卿
法
橋
は
東
大
寺
別
当
の
意
思
を
専
栄
房
大
法
師
に
伝
達
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
坊
官
の
交
渉
相
手
は
訴

訟
中
な
ど
緊
急
な
状
況
下
で
は
年
預
五
師
に
限
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
春
増
は
法
眼
で
あ
り
、
史
料
上
は
奉
者
の

ほ
か
「
奉
行
」20

と
し
て
み
え
る
。
④
の
両
僧
が
管
見
の
限
り
寺
外
で
の
活
動
が
不
詳
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
院
主
聖
尋
に
③
の
尋
忠
の

よ
う
な
寺
外
渉
外
向
け
の
存
在
が
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
坊
官
の
中
で
寺
内
外
の
実
質
的
な
分
業
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ

う
。
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以
上
本
章
で
は
鎌
倉
期
の
東
南
院
坊
官
に
つ
い
て
検
証
し
て
き
た
。
坊
官
は
公
卿
、
殿
上
人
ク
ラ
ス
の
家
の
出
身
で
東
南
院
主
に
近

侍
し
、御
教
書
の
奉
者
な
ど
を
務
め
る
院
主
の
側
近
僧
と
い
え
る
。
東
南
院
主
の
出
自
は
、鎌
倉
中
期
以
降
鷹
司
家
出
身
僧
が
独
占
し
、

最
末
期
に
は
法
親
王
の
聖
珍
が
院
主
と
な
る
が
、
坊
官
の
仮
名
や
僧
位
僧
官
を
み
る
に
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
関
連
し
て
院
家
の
坊
官
の

出
自
も
比
例
し
て
高
ま
り
を
み
せ
、
聖
珍
の
坊
官
に
は
「
大
納
言
法
印
」
ま
で
出
現21
す
る
よ
う
に
な
る
。
職
掌
と
し
て
は
、
寺
内
で
は

基
本
的
に
は
年
預
五
師
と
東
南
院
主
、
就
任
時
に
は
東
大
寺
別
当
の
間
の
意
思
を
取
り
も
つ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
た
だ
し
訴
訟
中

の
対
応
な
ど
緊
急
な
状
況
に
よ
っ
て
は
年
預
五
師
以
外
と
別
当
と
の
間
を
取
り
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
院
主
が
東
大
寺
別
当
、
醍
醐
寺

座
主
、
東
寺
一
長
者
を
兼
帯
し
た
折
は
、
東
南
院
政
所
の
機
能
を
拡
張
さ
せ
、
各
寺
務
の
奉
者
と
し
て
寺
外
の
朝
廷
、
幕
府
、
他
権
門

に
伝
達
、
対
寺
外
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
た
。
特
に
鎌
倉
後
期
は
同
時
期
に
多
数
の
坊
官
が
確
認
で
き
、
寺
内
と
寺
外
で
担
当
の
坊
官
を

分
担
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
久
野
修
義
氏
は
、
仁
和
寺
僧
で
東
寺
長
者
と
東
大
寺
別
当
を
兼
帯
し
た
道
融
の
政
所
下
文
の
検
討
か
ら
、
平
安
末
期
以
降
、
東
大
寺

別
当
に
寺
外
に
居
住
す
る
真
言
宗
の
貴
族
層
が
就
く
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
貴
種
僧
独
自
の
家
政
機
関
で
あ
る
「
坊
政
所
」
を
構
成
し

て
別
当
坊
政
所
下
文
を
発
給
し
、
寺
務
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る22
。
東
南
院
主
は
寺
内
別
当
で
あ
り
な
が
ら
も
、
寺
外
で

も
広
範
な
活
動
拠
点
を
も
つ
そ
の
性
格
か
ら
、
東
南
院
政
所
も
こ
の
坊
政
所
に
類
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
坊
官
の
活
動
拠
点
は
常
に
東
南
院
主
の
近
辺
で
あ
り
、
東
大
寺
惣
寺
で
の
活
動
が
確
認
で
き
な
い
点
で
東
大
寺
政
所
三
綱
お
よ
び
二

章
で
扱
う
そ
の
他
の
院
所
属
僧
と
は
異
な
る
。
坊
官
は
東
南
院
主
と
常
に
行
動
を
共
に
し
、
院
主
側
近
の
政
所
職
員
と
し
て
職
掌
を
果

た
し
、
ま
た
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
は
院
主
の
付
法
の
弟
子
と
し
て
院
主
が
導
師
を
勤
め
る
潅
頂
・
後
七
日
御
修
法
等
の
密
教
法
会
に
供

僧
と
し
て
出
仕
す
る
僧
も
現
れ
た
。
坊
官
は
こ
の
よ
う
に
院
主
と
の
個
人
的
関
係
に
よ
り
成
り
立
つ
職
掌
で
あ
る
た
め
、
院
主
の
交
替

で
人
員
構
成
が
代
わ
っ
て
い
く
。
た
だ
し
、
院
家
お
よ
び
次
期
院
主
か
ら
完
全
に
距
離
を
お
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
聖
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忠
の
坊
官
の
隆
恵
は
、
次
代
の
聖
尋
が
東
南
院
を
継
承
す
る
と
院
の
坊
官
と
し
て
は
み
え
な
く
な
る
が
、
東
大
寺
の
寺
務
代
と
い
う
惣

寺
側
の
新
た
な
立
場
で
東
大
寺
別
当
を
兼
任
す
る
聖
尋
を
支
え
て
い
る23
。

第
二
章　
東
南
院
学
侶
の
活
動
実
態
と
変
遷

　
本
章
で
は
鎌
倉
期
に
お
い
て
東
南
院
学
侶
と
し
て
み
え
る
院
僧
の
活
動
の
職
掌
と
特
徴
を
検
討
す
る
。
ま
ず
東
南
院
諸
法
会
史
料
や

東
南
院
政
所
下
文
な
ど
に
も
と
づ
き
、
東
南
院
学
侶
を
抽
出
し
諸
活
動
か
ら
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
鎌
倉
期
の
東
南
院
学
侶

を
個
別
検
討
し
た
中
か
ら
、
前
期
で
は
乗
信
、
中
期
で
は
隆
実
、
ま
た
後
期
で
は
頼
心
を
取
り
上
げ
、
そ
の
職
掌
の
違
い
に
つ
い
て
特

に
東
大
寺
惣
寺
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
傾
向
と
変
遷
を
分
析
す
る
。

　
東
南
院
に
所
属
す
る
学
侶
と
判
断
し
う
る
条
件
と
し
て
、
本
稿
で
は
主
に
二
つ
の
情
報
か
ら
考
察
す
る
。
一
つ
は
学
侶
と
し
て
東
南

院
に
関
係
す
る
法
会
へ
の
出
仕
が
確
認
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
『
東
南
院
授
与
記
』
な
ど
院
主
の
付
法
記
に
よ
り
何
人
も
の
学

侶
の
潅
頂
法
会
の
出
仕
が
確
認
で
き
、
法
流
上
の
弟
子
と
し
て
そ
の
名
が
み
え
る
。
彼
ら
は
出
自
の
高
さ
に
よ
り
前
述
の
隆
恵
・
寛
昭

の
よ
う
な
坊
官
や
、
院
主
の
活
動
範
囲
の
広
さ
か
ら
醍
醐
寺
・
根
来
寺
な
ど
の
寺
外
僧
を
多
く
含
む
。
し
か
し
後
述
す
る
頼
心
は
、
東

南
院
聖
忠
の
付
法
の
弟
子
で
あ
る
が
、
坊
官
と
し
て
の
活
動
は
み
ら
れ
ず
側
近
僧
と
は
異
な
る
職
掌
を
も
っ
て
東
南
院
学
侶
と
し
て
活

動
す
る
。
ま
た
東
南
院
が
主
催
す
る
法
会
に
出
仕
し
、
重
要
な
配
役
を
果
た
す
学
侶
も
東
南
院
僧
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
東
大

寺
続
要
録
』
佛
法
篇
に
「
東
南
院
問
題
講
始
行
事
」
が
み
え
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
東
南
院
主
定
範
が
正
治
三
年(

一
二
〇
一)

正
月
晦
日

に
東
南
院
で
始
め
ら
れ
た
論
議
法
会
で
あ
り
、
倶
舎
一
巻
の
中
か
ら
数
帖
の
論
議
を
出
題
さ
れ
た
数
輩
の
学
徒
が
、
多
日
の
稽
古
を
勤

め
出
仕
し
た
と
い
う
、
ま
た
合
せ
て
仁
王
経
上
下
巻
の
講
談
も
行
わ
れ
、「
上
巻
講
師
乗
信
法
師　
問
者
実
親
法
師
／
互
為
義
海
法
師
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／
下
巻
講
師
義
海
法
師　
問
者
範
眞
法
師
／
互
為
乗
信
法
師
」
と
配
役
の
学
侶
の
名
を
載
せ
る
。
こ
の
法
会
は
十
余
年
続
い
た
と
も
あ

る
。24

よ
っ
て
こ
の
法
会
は
鎌
倉
前
期
の
東
南
院
の
重
要
な
院
内
法
会
で
あ
り
、
出
仕
僧
も
東
南
院
と
関
係
の
深
い
学
侶
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。

　
も
う
一
つ
は
、
東
南
院
の
荘
園
経
営
な
ど
、
特
に
経
済
活
動
に
従
事
す
る
学
侶
の
情
報
を
文
書
か
ら
考
察
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
例

え
ば
「
東
南
院
家
政
所
下
文
」
に
「
小
別
当
」「
知
院
僧
」「
院
別
当
大
法
師
」
な
ど
と
み
え
る
職
名
を
も
つ
僧
は
、
東
南
院
政
所
の
職

員
で
あ
り
、
東
南
院
僧
と
し
て
み
な
さ
れ
る
。

【
史
料
五
】「
東
南
院
政
所
田
地
充
行
状
」25

（
端
裏
書
）「
院
家
御
宛
文
」

東
南
院
政
所

　
宛
行　
　
鳥
羽
田
事

　
　
僧
観
慶

　
合
伍
段
者

右
、
件
田
者
、
聊
雖
有
相
論
之
地
、
論
人
依
有
子
細
、
出
去
文
畢
、
然
者
於
于
今
者
、
勿
論
次
第
也
、
早
任
相
伝
之
道
理
、
観
慶

可
令
知
行
領
作
之
状
、
依　
仰
所
宛
行
如
件
、

　
　
寛
喜
四
年
二
月　
日　
　
　
　
　
知
院
僧
（
花
押
）

「
院
別
当
大
法
師
（
花
押
）」

【
史
料
五
】
は
東
南
院
政
所
が
僧
観
慶
に
鳥
羽
田
五
段
の
知
行
を
認
め
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
中
の
「
知
院
僧
」「
院
別
当
大
法
師
」
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は
東
南
院
の
職
員
で
、
東
南
院
僧
と
い
え
る
。
前
者
の
僧
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
者
の
「
院
別
当
大
法
師
」
は
花
押
よ
り
範
慶
と
い

う
僧
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
範
慶
は
「
東
大
寺
三
綱
等
申
状
案
」26

な
ど
に
都
維
那
法
師
あ
る
い
は
寺
主
と
し
て
そ
の
名
が
み

え
る
東
大
寺
寺
家
の
三
綱
で
あ
っ
た
。
範
慶
の
寺
家
で
の
活
動
は
鎌
倉
初
期
か
ら
宝
治
年
間(

一
二
四
七
〜
一
二
四
九)

頃
ま
で
確
認

で
き
、
東
南
院
で
の
活
動
と
重
な
る
。
し
た
が
っ
て
三
綱
、
寺
官
ク
ラ
ス
を
兼
帯
す
る
東
南
院
学
侶
は
、
院
主
に
近
侍
し
院
外
で
基
本

活
動
し
な
い
側
近
の
坊
官
と
異
な
り
、
東
南
院
家
政
所
の
職
員
を
務
め
つ
つ
も
、
寺
家
組
織
で
重
要
な
役
割
果
た
す
な
ど
寺
内
で
流
動

的
に
活
動
し
双
方
で
職
責
を
果
た
し
て
い
る
。

　
で
は
、
東
南
院
学
侶
の
東
大
寺
寺
家
で
の
活
動
状
況
に
鎌
倉
期
を
通
し
て
考
え
た
と
き
変
化
は
あ
る
の
か
、
検
証
し
て
い
き
た
い
。

①
乗
信

　
乗
信
は
鎌
倉
前
期
の
東
南
院
学
侶
で
、
範
慶
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
活
動
が
み
ら
れ
る
。
前
述
の
正
治
三
年
開
始
の
東
南
院
問
題
講
に
、

「
上
巻
講
師
乗
信
法
師
」
な
ど
と
し
て
そ
の
名
が
み
え
、
そ
の
配
役
か
ら
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
し
建
久
二
年

(

一
一
九
一)

の
二
月
堂
練
行
衆
交
名
に
そ
の
名
が
み
え
、
ま
た
建
暦
年
間(

一
二
一
一
〜
一
二
一
三)

頃
ま
で
度
々
交
名
に
名
前
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
元
々
は
二
月
堂
練
行
衆
な
ど
と
し
て
寺
内
で
活
動
し
、
院
主
定
範
創
始
の
東
南
院
の
論
議
法
会
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
っ
て
以
降
も
、
寺
家
で
も
活
動
を
継
続
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
乗
信
が
東
南
院
で
主
要
な
学
侶
と
知
ら
し
め
た
の
は
、
嘉
禄
元
年

(

一
二
二
五)

の
定
範
死
後
に
寺
外
の
後
高
倉
院
の
皇
子
道
深
と
定
範
の
弟
子
定
親
の
間
で
起
こ
っ
た
東
南
院
主
継
承
を
巡
る
相
論
に

お
い
て
で
あ
る
。

【
史
料
六
】「
親
王
院
務
九
人
張
本
交
名
」27
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定
仏
房
得
業
乗
信　
　
大
進
得
業
実
親

三
乃
得
業
樹
乗　
　
　
学
房
実
道

学
真
房
重
範　
　
　
　
順
真
房
重
寛

讃
岐
房
有
寿　
　
　
　
尊
印
房
智
舜

若
狭
定
弁

以
上
訴
申
親
王
院
務
九
人
張
本
也
、

以　
宣
旨
度
々
被
召
了
、
然
而
遂
不
及

参
上
云
々

相
論
の
中
で
東
南
院
衆
徒
は
道
深
が
東
南
院
主
に
就
任
す
る
こ
と
を
認
め
ず
幕
府
に
訴
え
出
る
な
ど
し
た28
。
寺
外
へ
の
東
南
院
領
荘
園

の
流
出
を
恐
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
朝
廷
は
道
深
が
東
南
院
主
に
就
任
す
る
官
宣
旨
を
出
し
、
同
宣
旨
中
で
東
南
院

僧
徒
の
訴
え
は
「
虚
詐
」「
非
道
之
至
」
と
主
張
。「
衆
徒
之
張
本
」
の
引
き
渡
し
を
東
大
寺
に
要
求
し
て
い
る29
。【
史
料
六
】
は
親
王

院
務
つ
ま
り
道
深
側
が
ま
さ
に
そ
の
「
衆
徒
之
張
本
」
を
書
き
記
し
た
交
名
で
あ
り
、
彼
ら
は
当
時
の
東
南
院
学
侶
の
中
心
人
物
と
み

て
よ
い
。
そ
の
一
番
目
に
乗
信
の
名
が
み
え
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
乗
信
は
相
論
に
お
い
て
東
南
院
衆
徒
を
主
導
し
前
院
主
定
範
に

師
事
し
て
い
た
定
親
を
推
戴
、
朝
廷
の
後
ろ
盾
を
も
つ
道
深
に
対
抗
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
そ
の
後
興
福
寺
な
ど
の
介
入
、
傲
訴
も
あ
り
道
深
は
東
南
院
主
を
諦
め
る
が
、
定
親
も
北
白
河
院
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷
の
圧
力
、

ま
た
東
大
寺
内
の
反
対
勢
力
に
よ
り
院
主
に
就
任
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
関
白
藤
原
家
実
の
息
、
道
快
が
東
南
院
を
継
承
す
る
こ
と
に

な
っ
た30
。
道
快
が
院
主
に
な
る
と
乗
信
は
東
南
院
勾
当
に
就
任
、
院
主
の
下
に
あ
っ
て
政
所
の
事
務
を
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
後
に
仁
治
二
年(

一
二
四
二)

、定
親
が
東
大
寺
別
当
に
就
任
す
る
と
、東
大
寺
の
寺
務
代
と
し
て
寺
家
で
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
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以
上
よ
り
乗
信
は
、
元
々
東
大
寺
僧
で
あ
っ
た
が
、
東
南
院
主
催
法
会
な
ど
を
通
し
て
東
南
院
学
侶
と
し
て
定
着
以
降
は
、
政
治
的

に
も
経
済
的
に
も
東
南
院
を
主
導
す
る
立
場
と
し
て
み
え
る
。
同
時
期
の
範
慶
は
東
南
院
僧
と
寺
家
の
三
綱
を
兼
帯
し
て
い
た
が
、
乗

信
は
東
大
寺
僧
と
し
て
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。
東
南
院
主
相
承
相
論
に
際
し
て
「
東
大
寺
衆
徒
」
と
「
東
南
院
学
侶
」

差
出
し
朝
廷
充
て
の
書
状
は
別
個
に
発
給
さ
れ
、
訴
え
の
内
容
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
か
っ
た
。
東
南
院
領
を
奪
わ
れ
る
可
能
性
が

あ
っ
た
東
南
院
学
侶
側
の
訴
え
が
よ
り
切
実
で
あ
り
、
乗
信
ら
「
張
本
」
は
東
大
寺
と
い
う
よ
り
は
東
南
院
の
利
益
を
代
表
し
て
行
動

し
て
い
た
。
彼
ら
が
こ
の
よ
う
に
振
る
舞
え
た
一
因
と
し
て
鎌
倉
前
期
の
東
南
院
坊
官
の
機
能
の
未
発
達
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
定

範
、
道
快
代
に
お
い
て
も
坊
官
は
確
認
で
き
る
が
、
中
後
期
以
降
に
比
べ
て
そ
の
職
掌
は
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
名
乗
り
か
ら
出
自
は

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
く
、
こ
の
時
期
の
坊
官
は
そ
の
他
の
学
侶
、
衆
徒
と
身
分
と
し
て
も
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ

ら
く
鎌
倉
後
期
と
比
べ
る
と
坊
官
組
織
の
未
発
達
に
よ
り
坊
官
と
学
侶
の
職
掌
の
分
業
が
定
か
で
は
な
く
、
そ
の
分
東
南
院
学
侶
の
中

に
院
内
組
織
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
院
主
が
実
質
不
在
で
あ
る
よ
う
な
東
南
院
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
は
、
学
侶
の
代
表
が

院
を
主
導
し
、
上
部
権
力
と
交
渉
す
る
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

②
隆
実

　
次
に
鎌
倉
中
後
期
頃
に
活
動
が
確
認
で
き
る
東
南
院
僧
、隆
実
に
つ
い
て
検
討
す
る
。隆
実
の
活
動
は
正
応
二
年(

一
二
八
九)

六
月
、

大
井
荘
下
司
職
に
補
任
さ
れ
て
以
降
、
大
井
荘
に
関
連
す
る
か
た
ち
で
東
大
寺
寺
家
所
属
す
る
僧
と
し
て
顕
著
に
確
認
で
き
る
。
隆
実

の
活
動
が
み
え
は
じ
め
る
の
は
建
長
三
年(

一
二
五
一)

「
東
大
寺
法
華
会
料
絹
代
銭
起
請
文
」31

頃
か
ら
で
、
下
司
に
代
銭
納
を
止
め

絹
で
納
税
す
る
よ
う
求
め
る
起
請
に
そ
の
名
が
み
え
て
お
り
、
当
初
か
ら
大
井
荘
と
の
関
係
が
伺
え
る
。
大
井
荘
は
、
東
大
寺
惣
寺
か

ら
年
貢
と
し
て
名
ご
と
に
花
厳
会
供
料
と
法
花
会
供
料
、「
御
年
貢
」
な
ど
を
比
率
に
一
定
で
割
り
振
ら
れ
て
お
り
、
東
大
寺
に
と
っ
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て
重
要
な
法
会
を
執
り
行
う
財
源
と
し
て
重
要
な
荘
園
で
あ
っ
た
。
起
請
文
の
後
は
東
大
寺
学
侶
連
署
起
請
文
や
仁
王
経
、
大
般
若
転

読
な
ど
の
請
定
や
交
名
で
そ
の
名
が
断
続
的
に
み
え
、
鎌
倉
中
期
を
通
し
て
東
大
寺
に
属
す
る
学
侶
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
隆
実
が
下
司
職
に
補
任
さ
れ
た
状
況
を
整
理
す
る
た
め
、
少
し
長
く
な
る
が
次
の
史
料
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

【
史
料
七
】「
東
大
寺
惣
寺
下
司
職
補
任
状
案
」32

端
裏
書
）「
大
井
庄
下
司
職
事　
惣
寺
充
文
以
下
具
書
等
案
」

　
　
　
　
別
当
前
大
僧
正
在
御
判

東
大
寺
補
任

　
　
　
寺
領
美
濃
国
大
井
庄
下
司
職
事

　
　
　
　
僧
隆
実

右
、
件
下
司
職
者
、
奉
則
・
教
円
両
流
相
分
、
代
々
致
相
論
望
補
之
間
、
任
料
互
増
進
、
仍
動
改
替
、
所
職
之
牢
篭
職
而
因
斯
、

仍
向
後
停
上
此
儀
者
、
云
所
職
、
云
庄
務
、
不
可
有
其
煩
者
也
、
但
去
文
永
年
中
之
比
、
奉
則
之
子
息
則
親
者
、
於
庄
家
致
狼
藉

之
間
、
蒙
関
東
勘
気
、
終
不
蒙
赦
免
逝
去
畢
、
同
子
息
則
成
又
以
死
去
畢
、
教
円
之
末
葉
又
如
無
、
爰
隆
実
大
夫
公
望
申
云
、
当

政
所
〈
于
時　
東
南
院
〉
御
寺
務
三
ヶ
度
之
間
、
毎
度
補
任
預
所
職
、
兼
帯
下
司
職
畢
、
即
下
司
職
御
充
文
備
進
之
、
就
之
、
所

仰
惣
寺
御
施
行
也
、
自
今
以
後
、
為
満
寺
御
群
議
、
限
永
代
、
充
賜
件
所
職
者
、
毎
年
参
拾
貫
文
、
不
論
年
々
損
否
、
進
納
寺
庫
、

充
置
八
幡
宮
談
義
用
途
、
欲
備
不
朽
之
興
隆
、
且
隆
実
自
幼
稚
至
長
年
、
為　
東
南
院
祇
候
人
之
上
者
、
大
菩
薩
御
事
、
欽
仰
之

外
、
無
他
事
之
間
、
欲
致
便
宜
之
興
隆
之
処
、
此
職
尤
為
機
縁
之
由
、
信
敬
之
余
、
所
存
寄
也
云
々
、
就
之
、
被
衆
議
云
、
披
露

之
趣
、
殊
可
為
興
隆
、
早
任
所
望
旨
、
限
永
代
、
所
被
補
彼
職
也
、
就
之
、
八
幡
宮
談
義
料
銭
貨
参
拾
貫
文
、
雖
有
何
大
損
亡
、
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又
雖
有
路
次
等
之
失
墜
、
不
依
其
、
以
十
二
月
中
為
期
限
、
不
可
越
年
、
毎
年
無
懈
怠
、
悉
可
納
置
于
世
親
講
蔵
、
次
所
務
、
守

先
例
、
対
預
所
・
百
姓
等
、
更
不
可
致
新
儀
非
法
、
次
有
限
寺
家
方
之
年
貢
并
公
事
、
又
寺
務
方
之
勤
役
等
、
其
外
任
旧
例
、
為

下
司
職
、
可
致
沙
汰
之
事
等
、
不
存
疎
略
、
可
令
沙
汰
、
次
以
当
職
相
伝
之
由
緒
、
或
全
売
買
于
他
人
、
或
不
可
差
置
質
物
、
若

請
取
于
質
物
、
令
買
取
之
輩
者
、
可
被
処
盗
犯
者
也
、
抑
件
所
進
物
、
毎
年
無
懈
怠
者
、
彼
子
孫
等
中
、
為
当
寺
寺
僧
之
仁
、
圧

隆
実
之
譲
、
可
令
相
伝
之
条
、
更
以
不
可
有
異
儀
、
縦
一
代
之
寺
務
、
雖
被
擬
改
易
、
惣
寺
可
支
申
之
、
又
称
奉
則
・
教
円
等
之

両
流
、
雖
捧
怠
状
、
不
可
叙
用
之
、
加
之
、
或
称
院
宣
、
或
号
武
家
輩
、
雖
令
出
来
、
堅
可
申
子
細
、
且
可
及
大
訴
也
、
況
又
莅

其
身
、
求
吹
毛
疵
云
惣
寺
、
云
寺
務
、
若
号
庄
家
訴
訟
、
違
乱
出
来
之
時
、
惣
寺
忘
契
状
之
旨
、
不
可
見
放
之
但
如
此
雖
令
契
約
、

若
万
之
一
及
寺
之
大
事
、有
難
治
子
細
、令
補
今
此
職
之
体
出
来
者
、為
被
望
申
仁
之
沙
汰
、毎
年
所
進
参
拾
貫
文
、計
年
々
員
数
、

以
一
倍
速
一
度
仁
可
究
返
之
、
致
懈
怠
之
時
者
、
一
寺
不
可
見
放
之
、
可
及
大
訴
也
、
不
可
叙
用
彼
新
下
司
、
除
有
限
之
寺
家
方

之
年
貢
、
於
寺
務
得
分
并
新
下
司
得
分
者
、
抑
留
之
、
可
致
訴
訟
、
全
不
可
有
其
咎
、
但
有
雑
怠
、
被
改
易
之
時
、
於
年
々
談
義

料
者
、
全
不
可
返
之
、
若
又
向
後
依
進
物
之
奉
公
、
令
補
任
件
職
之
由
、
有
見
習
之
輩
、
可
加
増
所
進
物
之
由
、
雖
望
之
、
敢
以

不
可
用
之
、
談
義
料
奇
進
、
為
寺
門
已
大
切
也
、
若
就
進
物
之
加
増
者
、
可
為
耽
于
賄
賂
之
儀
、
且
不
可
然
之
故
也
者
、
早
守
先

例
、
如
当
下
司
申
者
、
管
領
六
十
九
町
余
、
有
限
下
司
本
名
田
畠
、
云
毎
年
所
進
之
会
料
、
云
新
袈
裟
絹
等
、
先
例
為
下
司
之
沙

汰
之
分
、
無
懈
怠
可
致
其
沙
汰
、
又
今
別
進
談
義
料
参
拾
貫
、
不
可
被
致
闕
怠
、
且
任
請
文
之
旨
、
可
被
全
所
済
、
所
載
于
充
文

并
請
文
之
条
々
、
雖
一
事
、
若
於
令
違
犯
者
、
糺
真
偽
、
其
科
難
遁
者
、
可
改
補
職
務
、
若
代
官
不
調
・
非
法
等
之
由
、
聞
之
時

者
、
有
糺
明
、
任
実
正
、
可
有
其
沙
汰
、
又
雖
代
官
、
於
令
犯
用
有
限
会
料
・
重
色
年
貢
等
者
、
正
員
速
可
返
弁
之
、
■
若
令
遅

怠
者
、
可
改
其
職
之
状
、
依
満
寺
群
議
、
所
補
任
如
件
、

　
　
正
応
二
年
六
月　
日
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年
預
大
法
師
実
専
在
判

(
以
下
略)

傍
線
部
に
よ
れ
ば
、
隆
実
は
幼
少
よ
り
長
年
、
東
南
院
に
属
す
る
学
侶
で
あ
り
、
隆
実
は
東
南
院
主
が
別
当
を
就
く
度
三
度
も
大
井
荘

の
預
所
職
を
任
さ
れ
下
司
職
を
兼
帯
し
て
い
た
実
績
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
惣
寺
が
下
司
職
に
補
任
し
て
く
れ
る
な
ら
、
隆
実
は
毎

年
三
十
貫
文
を
下
司
得
分
か
ら
八
幡
宮
談
義
料
と
し
て
惣
寺
に
寄
進
す
る
用
意
が
あ
る
。
ま
た
懈
怠
が
無
け
れ
ば
、
下
司
職
は
隆
実
の

子
孫
な
ど
の
う
ち
、
東
大
寺
寺
僧
で
あ
る
者
に
代
々
相
伝
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
後
同
年
同
月
、
東
大
寺
年
預
所
が
改

め
て
隆
実
を
大
井
荘
下
司
職
に
補
任
し33
、
同
年
同
月
、
隆
実
が
、
八
幡
宮
談
義
料
な
ど
に
つ
い
て
請
文
を
出
す34
こ
と
で
惣
寺
と
隆
実
の

間
で
契
約
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
別
当
、
西
室
院
な
ど
か
ら
安
堵
状
が
出
さ
れ
寺
内
諸
権
力
の
承
認
を
得
て
、
正
式
に
隆
実
が

惣
寺
か
ら
下
司
職
に
補
任
さ
れ
、
そ
の
後
下
司
職
は
隆
実
の
子
孫
な
ど
の
う
ち
、
東
大
寺
寺
僧
で
あ
る
者
に
代
々
相
伝
さ
れ
る
。

　
ま
た
隆
実
は
大
井
荘
の
他
に
も
、
重
源
の
遺
領
で
あ
り
当
時
東
南
院
領
で
あ
っ
た
阿
波
荘
や
大
部
荘
、
伊
賀
山
田
荘
な
ど
に
も
得
分

権
を
も
っ
て
お
り
、
同
時
期
に
東
南
院
領
の
経
営
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
後
に
子
息
鶴
菊
丸
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
が
、
鶴
菊
丸

も
東
南
院
僧
と
み
て
よ
く
、
彼
が
下
司
で
あ
る
時
期
に
大
井
荘
に
は
「
東
南
院
修
造
料
所
」
が
設
定
さ
れ
、
大
井
荘
は
実
質
東
南
院
領

と
し
て
再
編
さ
れ
る
。
そ
の
後
鶴
菊
丸
は
、
下
司
職
に
つ
い
て
従
来
の
所
持
者
で
あ
る
在
地
の
大
中
臣
氏
残
党
と
相
論
と
な
る
た
め
、

職
の
領
有
が
不
安
定
と
な
る
が
、
そ
の
折
に
は
隆
実
の
証
文
を
も
と
に
訴
訟
を
行
っ
て
い
る
。

　
以
上
よ
り
隆
実
や
後
継
の
鶴
菊
丸
は
「
東
南
院
学
侶
」
兼
「
東
大
寺
寺
僧
」
と
し
て
惣
寺
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
東
南

院
学
侶
の
立
場
を
継
承
し
相
伝
す
る
院
僧
の
一
族
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
ら
は
院
内
、
寺
内
で
活
動
し
あ
る
種
両
属
的

な
性
格
を
も
ち
、
広
範
囲
で
経
営
活
動
を
展
開
し
た
。
こ
れ
ら
鎌
倉
前
期
の
範
慶
と
同
様
な
活
動
が
み
受
け
ら
れ
る
一
方
で
、
乗
信
の
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よ
う
に
東
南
院
学
侶
の
「
張
本
」
と
し
て
団
結
し
て
上
部
権
力
に
訴
え
る
等
の
行
為
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
頃
に
な
る
と
院
主
の
伝
領

が
鷹
司
流
藤
原
氏
に
固
定
化
さ
れ
て
地
位
が
安
定
し
、
ま
た
一
章
で
み
た
通
り
坊
官
の
職
掌
が
確
立
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
寺
内
外
の

基
本
的
な
対
外
交
渉
は
院
主
が
坊
官
を
通
し
て
行
っ
て
お
り
、
学
侶
が
東
南
院
の
意
思
を
主
導
す
る
状
況
に
は
無
く
な
っ
た
と
み
ら
れ

る35
。

③
頼
心

　
最
後
に
頼
心
の
院
内
外
の
活
動
を
基
に
鎌
倉
後
期
か
ら
最
末
期
の
東
南
院
学
侶
の
立
ち
位
置
と
活
動
領
域
、及
び
職
掌
を
検
討
す
る
。

頼
心(

一
二
八
一
〜
一
三
三
六)
は
助
已
講
頼
心
、
あ
る
い
は
清
心
房
頼
心
な
ど
と
名
乗
り
、
真
福
寺
、
河
内
金
剛
寺
聖
教
な
ど
に
多

数
の
書
写
奥
書
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
頼
瑜
の
弟
子
と
し
て
頼
淳
や
頼
縁
、
良
殿
ら
列
ぶ
著
名
な
学
僧
で
あ
り
、
そ
の
来
歴
事
跡

を
詳
細
に
考
察
し
た
先
行
研
究
が
多
数
存
在
す
る36
。
先
行
研
究
に
よ
り
頼
心
は
東
大
寺
（
主
に
東
南
院
、
再
建
前
は
西
南
院
、
八
幡
宮

な
ど
）
と
根
来
寺
を
往
来
し
研
鑽
に
励
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、『
東
南
院
授
与
記
』
の
潅
頂
記
録
か
ら
徳
治
・
延
慶
年
間

頃
に
東
大
寺
内
の
道
場
で
東
南
院
主
聖
忠
付
法
の
弟
子
と
な
っ
て
い
る
。
以
降
、
正
長
・
文
保
年
間
頃
か
ら
東
大
寺
で
の
書
写
活
動
が

増
え
、
根
来
寺
で
の
活
動
も
み
ら
れ
る
も
の
の
、
元
亨
・
嘉
暦
年
間
頃
ま
で
に
は
東
南
院
で
の
活
動
を
重
視
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
る
。
特
に
師
で
あ
る
聖
忠
と
は
関
係
が
深
く
、
聖
忠
が
大
阿
闍
梨
を
務
め
る
後
七
日
御
修
法
で
は
二
度
と
も
色
衆
を
務
め
、
延

暦
寺
と
真
言
宗
諸
寺
院
の
間
に
お
け
る
相
論
の
折
に
は
勤
修
不
能
の
危
機
を
救
う
一
助
と
な
っ
て
い
る37
。
ま
た
頼
心
は
、
聖
忠
生
前
も

没
後
も
、
師
の
残
し
た
「
東
南
院
本
」
聖
教
・
儀
軌
類
の
書
写
を
す
す
め
、
元
亨
四
年
頃
に
は
、
再
建
さ
れ
た
東
南
院
を
道
場
に
、
弟

子
禅
恵
へ
の
諸
法
伝
授
を
行
い
、
そ
の
聖
教
が
河
内
金
剛
寺
へ
伝
来
し
て
い
る
。

　
ま
た
聖
忠
の
弟
で
、
聖
忠
の
跡
を
つ
い
で
東
南
院
主
と
な
っ
た
聖
尋
の
代
に
お
い
て
も
、
東
南
院
を
拠
点
と
し
た
活
動
が
認
め
ら
れ
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て
お
り
、
嘉
暦
三
年
に
聖
尋
が
後
七
日
御
修
法
の
導
師
を
務
め
た
際
に
は
、
伴
僧
と
し
て
参
加
し
て
お
り
「
伴
僧
随
一
」
と
さ
れ
聖
天

供
を
修
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
頼
心
は
根
来
寺
と
と
も
に
東
大
寺
東
南
院
も
主
要
な
活
動
拠
点
と
し
て
お
り
、
書
写
履
歴

を
参
考
に
す
れ
ば
少
な
く
と
も
元
亨
頃
か
ら
東
南
院
学
侶
と
し
て
評
価
で
き
る
。
晩
年
の
元
徳
元
年
頃
に
な
る
と
東
南
院
領
大
部
荘
の

荘
経
営
に
あ
た
り
、
東
大
寺
か
ら
課
さ
れ
た
供
料
の
下
行
を
請
け
負
い
、
ま
た
同
領
茜
部
荘
で
も
直
務
経
営
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
か

ら
経
営
的
な
面
で
も
東
南
院
僧
と
し
て
活
動
は
確
実
で
あ
り
、
建
武
二
年
に
は
僧
都
と
な
り
東
大
寺
安
養
院
に
止
住
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
頼
心
は
東
南
院
主
よ
り
潅
頂
を
受
け
、
院
主
と
共
に
国
家
的
な
法
会
に
も
出
仕
す
る
な
ど
、
学
侶
と
し
て
活

動
を
み
せ
る
も
の
の
、
東
南
院
主
の
坊
官
に
は
な
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
上
部
権
力
と
交
渉
す
る
な
ど
の
働
き
は
み
ら
れ
な
い
。
こ

の
時
期
に
な
る
と
前
述
の
と
お
り
東
南
院
主
の
出
自
が
、
摂
関
家
さ
ら
に
は
親
王
と
上
昇
す
る
に
従
い
、
坊
官
の
出
自
も
急
激
な
上
昇

を
み
せ
る
。
学
僧
と
し
て
密
教
社
会
で
実
力
が
あ
っ
て
も
、「
助
」
已
講
に
す
ぎ
な
い
頼
心
で
は
、
主
に
出
自
的
な
問
題
で
院
主
の
側

近
に
あ
た
る
坊
官
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
代
わ
り
に
頼
心
は
東
大
寺
寺
家
に
お
い
て
活
発
な
活
動
を
み
せ
て
い
る
。
文
保
二
年(

一
三
一
七)

、
東
大
寺
の
寺
内
法
会
で
あ
る

陀
羅
尼
供
の
交
名
に
名
前
が
確
認
で
き（『
薬
師
院
文
書
』）、寺
内
仏
事
に
積
極
的
に
出
仕
す
る
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
文
保
三
年
に
は
、

東
大
寺
衆
徒
を
代
表
し
て
関
東
に
下
向
、
東
大
寺
大
勧
進
人
事
に
つ
き
惣
寺
の
意
見
を
幕
府
に
注
進
し
て
い
る
。
特
に
嘉
暦
元
年
九
月

よ
り
始
ま
っ
た
摂
津
国
長
洲
開
発
田
の
帰
属
を
巡
る
東
大
寺
堂
衆
と
鴨
社
と
の
相
論
で
は
、
訴
訟
団
の
中
心
的
な
人
物
と
し
て
参
加
し

て
い
る38
。『
覚
英
訴
訟
上
洛
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
頼
心
は
相
手
方
と
の
法
廷
対
決
の
場
で
「
開
口
」
を
務
め
る
な
ど
主
導
的
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
頼
心
は
訴
訟
使
節
団
の
中
で
、
五
師
な
ど
を
差
し
置
き
一
番
最
初
に
名
前
が
み
え
る
た
め
、
東
大

寺
惣
寺
の
学
侶
の
上
臈
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
実
務
的
な
面
で
も
、
証
拠
文
書
を
用
い
て
相
手
方
に
弁
論
す
る
際
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に
中
心
と
な
り
、
ま
た
法
廷
外
で
証
拠
文
書
を
整
え
た
折
に
は
、
頼
心
の
宿
所
で
作
業
と
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
特
に
嘉
暦
二
年
七

月
十
二
日
の
記
録
所
議
定
は
、
頼
心
が
法
勝
寺
御
八
講
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
成
り
立
た
ず
延
引
と
な
り
、
頼
心
は
こ
の
訴
訟

の
場
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
晩
年
は
東
大
寺
学
侶
二
臈
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る39
。

　
以
上
よ
り
頼
心
に
つ
い
て
東
南
院
学
侶
の
立
場
か
ら
改
め
て
評
価
を
試
み
た
い
。
頼
心
は
元
々
根
来
僧
だ
が
、
次
第
に
師
聖
忠
の
住

房
で
あ
る
東
南
院
学
侶
と
し
て
定
着
し
東
南
院
で
書
写
活
動
に
励
み
、
ま
た
伝
授
の
道
場
と
し
て
活
用
、
さ
ら
に
東
南
院
主
の
修
法
の

色
衆
を
務
め
る
な
ど
学
侶
と
し
て
の
様
々
な
活
動
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
大
井
荘
な
ど
の
東
南
院
領
の
経
営
も
任
さ
れ
て
い
る
。
同
時

に
学
侶
上
臈
の
東
大
寺
寺
僧
と
し
て
、
惣
寺
を
代
表
し
て
対
外
交
渉
や
訴
訟
の
弁
論
に
当
た
る
な
ど
、
惣
寺
で
も
信
頼
が
厚
い
学
侶
で

あ
っ
た
。
一
方
で
東
南
院
の
坊
官
に
類
す
る
よ
う
な
活
動
は
な
い
。
頼
心
は
当
時
坊
官
や
奉
行
と
し
て
み
え
る
大
蔵
卿
法
橋
、
さ
ら
に

は
春
増
と
比
べ
て
も
お
そ
ら
く
身
分
差
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
出
自
の
よ
い
貴
種
僧
に
よ
る
坊
官
組
織
が
完
全
に
確
立
し
、
坊
官
の

中
で
も
寺
内
外
で
分
業
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
は
、
碩
学
で
あ
っ
て
も
院
家
組
織
で
は
学
問
の
場
と

し
て
の
活
動
に
留
ま
っ
た
た
め
、
頼
心
は
院
外
の
寺
家
組
織
に
も
活
躍
の
場
を
求
め
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
東
南
院
学
侶
の
活
動
は
鎌
倉
期
を
通
し
て
、
法
会
・
論
議
へ
の
出
仕
、
書
写
な
ど
教
学
活
動
、
荘
園
経
営
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
大
き
な
変
化
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
院
家
内
の
政
治
的
な
立
場
に
関
わ
る
職
掌
に
関
し
て
は
、
鎌
倉
前
期
で
は

政
治
的
な
面
・
経
済
的
な
面
双
方
で
乗
信
の
よ
う
な
主
導
的
な
立
場
に
立
つ
学
侶
も
「
張
本
」
と
し
て
見
受
け
ら
れ
た
が
、
院
主
の
地

位
が
安
定
し
、
ま
た
院
主
の
近
臣
と
い
え
る
坊
官
の
出
自
と
し
て
の
身
分
が
上
が
り
院
主
房
や
別
当
房
の
政
所
で
権
力
を
持
つ
よ
う
に

な
る
鎌
倉
中
期
以
降
は
、
学
侶
は
院
家
の
主
導
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
は
な
い
。
一
方
で
惣
寺
組
織
を
兼
帯
し
て
活
動
す
る
院
家
出
身

の
学
侶
の
活
動
は
、
鎌
倉
中
期
以
降
そ
れ
ま
で
以
上
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
隆
実
、
鶴
菊
丸
の
よ
う
な
東
南
院
学
侶
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を
代
々
継
承
す
る
家
系
も
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
鎌
倉
後
期
に
は
、
荘
園
経
営
・
寺
外
勢
力
と
の
訴
訟
な
ど
様
々
な
場
に
お
い
て
、
学
識

を
生
か
し
た
活
躍
し
て
い
く
東
南
院
学
侶
が
確
認
で
き
た
。

　
ま
た
鎌
倉
前
期
に
お
い
て
東
南
院
学
侶
は
東
大
寺
内
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
た
が
、
東
南
院
主
に
東
大
寺
別
当
ば
か
り
で
な
く
、
醍

醐
寺
座
主
や
東
寺
長
者
を
兼
帯
す
る
も
の
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
密
教
社
会
の
広
域
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
根
来
寺
僧
や
醍
醐
寺

僧
も
院
家
組
織
の
中
に
取
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
、
頼
心
の
よ
う
に
東
南
院
学
侶
と
し
て
定
着
し
、
東
南
院
そ
し
て
東
大
寺

寺
家
で
活
躍
す
る
こ
と
で
院
領
荘
園
の
荘
務
権
を
得
る
も
の
も
で
て
き
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
鎌
倉
期
の
東
大
寺
東
南
院
に
所
属
す
る
院
僧
で
あ
る
「
東
南
院
学
侶
」
の
活
動
状
況
や
職
掌
を
検
討
す
る
た
め
、
東
南

院
学
侶
を
院
主
の
私
的
な
側
近
僧
で
あ
る
坊
官
と
そ
れ
以
外
の
学
侶
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
活
動
場
所
の
違
い
な
ど
を
踏
ま
え

て
考
察
を
加
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
鎌
倉
期
の
坊
官
の
べ
十
四
名
を
史
料
か
ら
網
羅
的
に
抽
出
し
、
交
渉
相
手
と
な
る
諸
権
力
と
交
渉
内

容
を
確
認
し
つ
つ
職
掌
を
検
証
し
た
。
そ
の
う
え
で
院
主
の
格
式
と
共
に
坊
官
の
出
自
が
向
上
す
る
に
つ
れ
職
掌
が
整
え
ら
れ
、
そ
の

他
の
学
侶
と
一
線
を
画
す
る
位
置
に
立
ち
、
院
主
と
協
力
し
て
対
外
勢
力
と
交
渉
し
東
南
院
を
政
治
的
に
盛
り
立
て
て
い
く
様
相
を
明

ら
か
に
し
た
。

　
ま
た
坊
官
以
外
の
東
南
院
学
侶
に
つ
い
て
は
、学
侶
の
範
囲
の
定
義
が
難
し
く
網
羅
的
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、

「
東
南
院
学
侶
」
の
基
本
的
な
条
件
と
し
て
、
東
南
院
内
法
会
へ
の
出
仕
、
東
南
院
領
荘
園
の
経
営
へ
の
参
画
な
ど
を
あ
げ
て
検
討
を

進
め
た
。
特
に
鎌
倉
前
・
中
・
後
期
に
お
い
て
東
南
院
学
侶
と
し
て
の
活
動
が
確
実
で
、
ま
た
史
料
が
豊
富
な
三
人
の
学
侶
を
取
り
上
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げ
院
内
外
そ
れ
ぞ
れ
で
の
活
動
状
況
を
検
討
し
た
。
結
果
と
し
て
東
南
院
学
侶
は
、
当
初
は
院
内
で
対
外
的
に
も
主
導
的
な
役
割
を
果

た
す
が
、院
主
の
地
位
の
安
定
化
と
坊
官
の
職
掌
の
確
立
お
よ
び
出
自
の
向
上
に
伴
い
、次
第
に
政
治
的
な
役
割
を
失
っ
て
い
く
一
方
、

東
大
寺
寺
家
で
活
躍
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
遷
を
明
ら
か
に
で
き
た
。

　
最
後
に
本
論
で
は
学
侶
以
下
の
東
南
院
の
構
成
員
に
つ
い
て
そ
の
存
在
を
含
め
明
確
に
は
出
来
て
お
ら
ず
、
ま
た
学
侶
に
つ
い
て
も

構
成
や
職
掌
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
の
、
そ
の
全
体
像
を
示
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
た
め
東
南
院
の
構
成
人
員
数
、
院

内
法
会
の
出
仕
人
数
、
院
領
全
体
で
の
経
営
収
支
と
い
っ
た
組
織
規
模
的
な
面
で
の
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
東
南
院
学
侶

や
衆
徒
を
文
書
の
署
名
レ
ベ
ル
か
ら
抽
出
し
一
覧
化
し
つ
つ
全
体
像
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註

1 

拙
稿
「
鎌
倉
前
中
期
に
お
け
る
東
大
寺
東
南
院
主
継
承
と
そ
の
背
景
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』、
二
〇
一
八
）
な
ど
。

2 

拙
稿
「
東
南
院
聖
忠
と
醍
醐
寺 : 

そ
の
来
歴
と
本
末
相
論
史
料
に
お
け
る
評
価
を
中
心
に
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』、
二
〇
一
三
）。

3 

永
村
眞
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』（
塙
書
房
、
一
九
八
九
）。

4 

勝
山
清
次
編
『
南
都
寺
院
文
書
の
世
界
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
）
な
ど
。

5 『
鎌
遺
』
２
８
―
２
１
８
２
１

6 

真
福
寺
大
須
文
庫
所
蔵「
宰
相
已
講
宛
頼
瑜
書
状
写
」。
坂
本
正
仁「
頼
瑜
の
書
状
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』２
０
、一
九
九
二
）に
て
翻
刻
が
さ
れ
て
お
り
、

本
稿
で
は
こ
れ
に
し
た
が
う
。

7 

坂
本
氏
前
掲
注
６
論
文
。
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8 「
中
性
院
頼
瑜
法
印
潅
頂
資
記
」（『
続
群
書
類
従
』
二
六
輯
上
）。

9 
要
検
討
が
必
要
な
史
料
と
し
て
、鎌
倉
後
期
ヵ「
東
大
寺
別
当
御
教
書
裹
紙
」(【
東
図
】９
―
３
９)

が
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は【
裹
紙
表
書
】「（
別
筆
）「
就

卅
講(
＝
倶
舎
三
十
講)

政
所
御
教
書
」
／
学
侶
年
預
御
房　
法
橋
永
慶
」
と
あ
る
が
、東
南
院
主
が
年
代
比
定
に
疑
問
が
あ
り
寺
内
諸
組
織
と
諸
法
会・

論
議
の
差
配
状
況
を
踏
ま
え
た
個
別
検
討
が
必
要
。

10  『
大
古
』
９
冊
８
１
１

11 「
重
源
譲
状
」（『
鎌
遺
』
２
―
９
２
０
）
に
は
供
米
一
二
〇
石
と
み
え
る
。

12 【
東
図
】
１
／
１
２
／
１
０
８
・『
大
古
』
１
９
冊
１
１
９
３

13 『
鎌
遺
』
１
７
―
１
３
１
１
６

14 【
東
図
】
１
／
１
２
／
４
３
・『
鎌
遺
』
２
７
―
２
０
２
２
４

15
【
東
図
】
１
／
１
９
／
１
４

16
【
東
図
】
３
―
１
―
６
９
―
２

17
【
東
図
】
３
―
７
―
８
・『
鎌
遺
』
１
５
―
１
１
６
６
３

18 「
後
七
日
御
修
法
請
僧
交
名
」（『
鎌
遺
』
３
０
―
２
２
８
２
６
）

19 「
東
南
院
授
与
記
」（『
続
群
書
類
従
』
二
六
輯
上
）

20 『
鎌
遺
』
３
９
―
３
０
２
１
９

21 『
大
古
』
２
冊
３
８
３

22 

久
野
修
義
「
寺
外
別
当
と
別
当
坊
政
所
」（
堀
池
春
峰
監
修
『
東
大
寺
文
書
を
読
む
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
）

23 『
大
古
』
２
１
冊
１
５
９
７
、『
大
古
』
３
冊
７
７
１
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24 『
東
大
寺
続
要
録
』(

国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
三)

佛
法
篇　
一
四
七
頁
。

25 
百
巻
本
東
大
寺
文
書
五
十
六
号
・『
鎌
遺
』
６
―
４
２
８
４

26 『
鎌
遺
』
４
３
―
５
０
４
５
８

27 【
東
図
番
号
】
一
〇
―
一
七
。
史
料
編
纂
所
謄
写
本
よ
り
翻
刻
。

28 『
鎌
遺
』
７
―
４
６
３
６

29 『
鎌
遺
』
５
―
３
４
２
７

30 

詳
し
い
経
緯
は
、拙
稿「
鎌
倉
前
中
期
に
お
け
る
東
大
寺
東
南
院
主
継
承
と
そ
の
背
景
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』、二
〇
一
八
）に
て
考
察
し
て
い
る
。

31 『
鎌
遺
』
１
０
―
７
３
７
７

32
『
鎌
遺
』
２
２
―
１
７
０
５
１

33 『
鎌
遺
』
２
２
―
１
７
５
０
２

34 『
鎌
遺
』
２
２
―
１
７
５
０
４

35 

乗
信
の
事
例
は
、
相
論
中
と
い
う
こ
と
で
実
質
的
に
東
南
院
主
不
在
の
折
の
事
例
で
あ
り
、
上
記
考
察
は
慎
重
を
要
す
る
。

36
坂
本
正
仁
「
頼
瑜
直
門
の
書
写
活
動
」（
佐
藤
彰
一
・
阿
部
泰
郎
編
『
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
世
界
へ
』、
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、

二
〇
〇
三
）。
柴
崎
照
和
「
助
已
講
頼
心
│
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
南
都
と
根
来
と
の
交
流
の
一
様
相
│
」（
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究(

Ｂ)

研
究
報

告
書
『
小
野
随
心
院
所
蔵
の
文
献
・
図
像
調
査
を
基
盤
と
す
る
相
関
的
・
総
合
的
研
究
と
そ
の
展
開VO

L.

Ⅱ
』
二
〇
〇
五
）
ほ
か
。

37 

本
相
論
の
経
緯
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
東
南
院
聖
忠
と
醍
醐
寺 : 

そ
の
来
歴
と
本
末
相
論
史
料
に
お
け
る
評
価
を
中
心
に
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』、

二
〇
一
三
）
に
て
考
察
し
て
い
る
。

38 

本
相
論
の
経
緯
に
つ
い
て
は
久
野
修
義
「
嘉
暦
年
間
に
お
け
る
長
洲
訴
訟
記
録
に
つ
い
て
」（
勝
山
清
次
編
『
南
都
寺
院
文
書
の
世
界
』、
思
文
閣
出
版
、
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二
〇
〇
七
）に
詳
し
い
。
以
下
本
文
中
の『
覚
英
訴
訟
上
洛
日
記
』の
記
述
は『
南
都
寺
院
文
書
の
世
界
』に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
を
用
い
て
検
証
し
て
い
る
。

39 
久
野
氏
前
掲
注
38
論
文
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
東
大
寺　
東
南
院　
坊
官　
乗
信　
隆
実
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凡
例

一　
本
稿
は
日
本
の
み
に
現
存
し
て
い
る
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
が
日
本
文
学
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
注
釈
を

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
底
本
は
『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
本
。
校
訂
に
用
い
た
の
は
石
山
寺
蔵
古
鈔
本・黒
板
勝
美
蔵
古
鈔
本・

高
山
寺
本
・
日
光
輪
王
寺
天
海
蔵
本
で
あ
る
。

一　
底
本
は
、『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
第
八
十
七
巻
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
所
収
の
本
文
。
こ
の
本
文
は
巻
末
に
、「
元
禄

宝
永
の
時
代
に
釈
昇
堂
（
一
作
常
）
が
長
寛
元
年
沙
門
章
観
の
書
写
本
よ
り
写
し
、
章
暦
三
年
の
栂
尾
高
山
寺
天
仁
四
年
の
野
州

日
光
山
本
等
に
校
合
し
、一
度
は
火
災
に
て
焼
却
し
終
に
宝
永
六
年
刻
せ
ん
と
至
る
ま
で
の
こ
と
を
記
す
」（『
仏
書
解
説
大
辞
典
』）

金
剛
般
若
経
集
験
記
注
釈
（
二
）

山
口　

敦
史

今
井　

秀
和

小
塚　

由
博

迫
田
（
呉
）
幸
栄

鈴
木　

道
代

堀
井　

瑞
生
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と
い
う
。

一　
対
校
本
で
あ
る
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
（
序
文
、巻
上
を
収
録
）
は
、一
九
三
八
年
刊
行
の
複
製
本
を
参
照
。
黒
板
勝
美
蔵
古
鈔
本
（
巻

中
、
巻
下
）
は
一
九
三
五
年
刊
行
の
複
製
本
を
参
照
。
複
製
本
の
解
説
を
担
当
し
た
橋
本
進
吉
に
よ
れ
ば
、
両
書
は
「
僚
本
」
だ

と
い
い
、
も
と
は
一
揃
い
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
高
山
寺
本
は
承
暦
三
年
書
写
で
、
上
中
下
巻
を
そ
ろ
え
る
。
現
在

は
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
。
参
照
し
た
の
は
同
博
物
館
よ
り
提
供
の
画
像
プ
リ
ン
ト
。
同
博
物
館
の
ご
厚
意
に
心
か
ら
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
日
光
輪
王
寺
天
海
蔵
本
は
、
天
台
宗
典
編
纂
所
よ
り
提
供
の
画
像
プ
リ
ン
ト
。
日
光
輪
王
寺
・
天
台
宗
典
編
纂
所
の

ご
厚
意
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
既
存
の
文
献
で
、
参
照
で
き
る
説
話
が
あ
る
場
合
は
、
適
宜
対
校
に
用
い
た
。

一　
本
文
の
字
体
は
旧
漢
字
を
基
本
と
す
る
。
本
文
は
適
宜
、
句
読
点
・
カ
ッ
コ
等
を
施
し
た
。
説
話
ご
と
に
区
切
り
を
行
っ
た
。
説

話
の
区
切
り
は
、
作
成
者
の
判
断
で
行
っ
た
。
本
文
中
の
割
注
は[　

]

で
く
く
っ
た
。

一　
校
異
は
変
更
し
た
箇
所
に
つ
い
て
の
み
記
す
。

 （
例
）
大
（
石
高
）
│
入

　
　
　
底
本
に
は
「
入
」
と
あ
る
が
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
・
高
山
寺
本
に
よ
り
「
大
」
と
改
め
る
。

　
　
　
隋
（
改
意
）
―
随

　
　
　
底
本
に
は
「
随
」
と
あ
る
が
私
案
に
よ
り
「
隋
」
と
改
め
る
。

一　
校
異
に
用
い
た
対
校
本
の
略
称
は
以
下
の
通
り
。

　
　
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
│
│
石

　
　
黒
板
勝
美
蔵
古
鈔
本
│
│
黒

　
　
高
山
寺
本
│
│
高
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日
光
輪
王
寺
天
海
蔵
本
│
│
日

　
　
底
本
校
異
│
│
校

　
　
『
法
苑
珠
林
』（
周
敍
迦
・
蘇
晋
仁
校
注
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）
│
│
珠

　
　
『
太
平
広
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
）
│
│
広

　
　
こ
の
ほ
か
の
文
献
は
そ
の
都
度
表
記
す
る
。

一　
訓
読
は
一
般
的
な
漢
文
訓
読
に
従
っ
た
。
諸
写
本
の
古
点
等
の
読
み
に
は
必
ず
し
も
従
わ
な
か
っ
た
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
、
旧
漢

字
を
採
用
し
た
。

一　
語
注
は
、
固
有
名
詞
・
難
解
語
句
・
内
容
や
本
文
の
理
解
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
施
し
た
。

一　
現
代
語
訳
に
は
新
漢
字
を
採
用
し
た
。

一　
補
説
は
、
説
話
の
理
解
に
資
す
る
内
容
や
、
日
本
文
学
と
の
影
響
お
よ
び
関
連
に
つ
い
て
、
適
宜
記
し
た
。

参
考
文
献

橋
本
進
吉
「
黒
板
勝
美
氏
蔵
古
鈔
本
金
剛
般
若
經
集
験
記 
解
説
」（
古
典
保
存
会
、一
九
三
五
年
）、「
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
金
剛
般
若
經
集
験
記 

解
説
」（
古

典
保
存
会
、
一
九
三
八
年
）

小
林
芳
規
「
唐
代
説
話
の
翻
訳
│
『
金
剛
般
若
經
集
験
記
』
の
訓
読
に
つ
い
て
」（『
日
本
の
説
話
７ 

言
葉
と
表
現
』
東
京
美
術
、
一
九
七
四
年
）

築
島
裕
「
日
光
輪
王
寺
天
海
蔵
金
剛
般
若
経
集
験
記
古
点
」（「
書
誌
学
」
復
刊
六
号
、
一
九
六
六
年
十
一
月
）

呉
光
爀
「『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
研
究
」（
金
知
見
・
蔡
印
幻
編
『
新
羅
佛
教
研
究
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
三
年
）

邵
穎
濤
「《
金
剛
般
若
經
集
驗
記
》
校
注
」
ほ
か
（『
唐
小
説
集
輯
校
三
種
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
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７
．
王お

う
昌し

ょ
う

言げ
ん

【
本
文
】

　
王
昌
言
者
、京
兆
萬
年
縣
人
也
。去
久
視
元
年
、於
表
兄
楊
希
言
崇
仁
坊
中
撿
校
質
庫
。因
遂
患
瘻
、繞
項
欲
帀
、倂
至
胸
前
、疼
痛
呻
吟
、

不
能
撿
校
。
遂
卽
發
心
、誦
金
剛
般
若
。
自
誦
之
後
、無
時
暫
輟
、其
瘡
苦
痛
不
復
可
言
。
夜
臥
之
間
、忽
見
一
僧
、以
鍚
杖
爲
捺
、口
云
、

「
爲
汝
持
經
之
故
、
與
汝
療
之
。」
因
而
遂
驚
、
不
覺
大
叫
、
堂
內
人
數
箇
、
卽
起
同
看
、
所
患
之
瘡
、
咸
有
汁
出
、
如
小
豆
汁
一
升
①

已
上
。
因
茲
一
度
、
瘻
﹇
音
漏
﹈
卽
②
痊
除
。
其
後
專
心
受
持
、
常
誦
不
絕
。
年
六
十
九
、
長
安
元
年
壽
終
。﹇
表
兄
楊
希
言
所
說
﹈

【
校
異
】

①　
已
（
石
日
）
―
巳

②　
痊
（
校
石
日
）
―
疼

【
訓
読
文
】

　
王
昌
言
と
い
ふ
者
は
、
京
兆
萬
年
縣
の
人
な
り
。
去
る
久
視
元
年
、
表
兄
楊
希
言
の
崇
仁
坊
中
に
於
て
質
庫
を
撿け

ん
校こ

う
す
。
遂
に
瘻ろ

う
を

患
ひ
、
項く

び
を
繞め

ぐ
り
て
帀め

ぐ
ら
ん
と
欲
し
、
倂
び
に
胸
の
前
に
至
り
、
疼
痛
呻
吟
す
る
に
因
り
て
、
撿
校
す
る
こ
と
能
は
ず
。
遂
に
卽
ち
發ほ

つ

心し
ん

し
て
、金
剛
般
若
を
誦
ふ
。
誦
ふ
る
の
後
よ
り
、時
と
し
て
暫
ら
く
も
輟や

む
こ
と
無
き
も
、其
の
瘡き

ず 

苦
痛
し
て
復
た
言
ふ
可
か
ら
ず
。

夜
臥
す
る
の
間
、
忽
ち
一
僧
を
見
て
、
鍚
杖
を
以
て
捺だ

つ
を
爲
し
、
口
ず
か
ら
云
ふ
、「
汝
の
經
を
持
す
る
が
爲
の
故
に
、
汝
の
與た

め
に
之

を
療い

や
さ
ん
」
と
。
因
り
て
遂
に
驚
き
、
覺
え
ず
大
い
に
叫
べ
ば
、
堂
內
の
人
數
箇
、
卽
ち
起
き
て
同と

も
に
看
る
に
、
患
ふ
所
の
瘡
は
、
汁
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の
出
づ
る
こ
と
有
り
、
小
豆
汁
の
如
き
も
の
一
升
已
上
な
り
。
茲
の
一
度
に
因
り
て
、
瘻
は
卽
ち
痊
除
せ
り
。
其
の
後
專
心
し
て
受
持

し
、
常
に
誦
へ
て
絕
え
ず
。
年
六
十
九
、
長
安
元
年
に
壽
終
ゆ
。﹇
表
兄
楊
希
言
の
說
く
所
な
り
﹈

【
語
注
】

京
兆
萬
年
縣･･･
現
在
の
陝せ

ん
西せ

い
省
西
安
市
。

久
視
元
年･･･

七
〇
〇
年
。
則
天
武
后
（
武
則
天
）
の
年
号
。

崇
仁
坊･･･

長
安
市
街
の
坊
（
区
画
）
の
一
つ
。
宮
城
の
東
に
位
置
す
る
。

撿
校･･･

し
ら
べ
た
だ
す
。
検
校
に
同
じ
。

質
庫･･･

質
屋
、
倉
庫
。

瘻･･･

く
び
の
リ
ン
パ
腺
の
腫
れ
も
の
。

鍚
杖
…
遊
行
僧
が
携
帯
す
る
道
具
の
一
つ
。
先
端
に
宝
珠
を
か
た
ど
っ
た
輪
が
あ
り
、
音
が
出
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

捺･･･

つ
く
、
お
さ
え
る
。

長
安
元
年･･･

七
〇
一
年
。
則
天
武
后
の
年
号
。

【
現
代
語
訳
】

　
王
昌
言
と
い
う
者
は
、
京
兆
万
年
県
の
人
で
あ
っ
た
。
さ
る
久
視
元
年
の
こ
と
、（
王
は
）
崇
仁
坊
に
あ
る
、
母
方
の
従
兄
で
あ
る

楊
希
言
の
質
屋
で
検
校
を
し
て
い
た
。
首
が
腫
れ
る
病
気
を
患
い
、（
そ
の
腫
物
が
）
首
を
回
ろ
う
と
し
て
、
並
び
に
胸
あ
た
り
ま
で

痛
く
な
り
、
痛
み
で
声
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
と
う
と
う
検
校
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
す
ぐ
さ
ま
発
心
し
、『
金
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剛
般
若
経
』
を
よ
ん
だ
。
よ
み
は
じ
め
て
か
ら
少
し
の
中
断
も
な
く
続
け
た
が
、（
そ
れ
で
も
）
腫
物
の
痛
み
は
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ

ど
だ
っ
た
。
夜
横
に
な
っ
て
い
る
間
、
突
然
あ
る
僧
侶
が
あ
ら
わ
れ
、
鍚
杖
で
（
患
部
を
）
押
さ
え
て
こ
う
言
っ
た
。「
お
前
は
『
金

剛
般
若
経
』
を
誦
持
し
て
い
る
の
で
、
お
前
を
治
し
て
や
ろ
う
。」
こ
れ
に
驚
い
て
起
き
る
と
、
思
わ
ず
大
声
で
叫
び
、
堂
内
に
い
た

数
人
が
す
ぐ
起
き
て
見
た
と
こ
ろ
、
患
っ
て
い
た
腫
物
か
ら
こ
と
ご
と
く
汁
が
出
て
き
て
、
ま
る
で
小
豆
汁
の
よ
う
な
も
の
が
一
升
以

上
に
な
っ
た
。
こ
の
一
回
で
首
の
腫
れ
（
の
痛
み
）
が
す
ぐ
さ
ま
と
れ
た
。
そ
の
後
、
彼
は
専
心
に
『
金
剛
般
若
経
』
を
受
持
し
、
常

に
読
誦
し
て
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
六
十
九
歳
の
年
、
長
安
元
年
の
と
き
に
死
ん
だ
。﹇
母
方
の
従
兄
、
楊
希
言
に
よ
る
話
で

あ
る
﹈

【
補
説
】

○
病
気
治
療
と
仏
法

　
王
昌
言
は
首
に
「
瘻
」
が
で
き
、
そ
の
「
瘡
」
の
苦
痛
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
僧
が
や
っ
て
来
て
、『
金
剛
般
若
経
』
読

誦
の
功
徳
に
よ
り
治
療
す
る
と
称
し
て
、
錫
杖
で
押
す
と
、「
瘡
」
か
ら
「
小
豆
汁
」
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
治
癒
す
る
、
と
い
う
話

で
あ
る
。

　
「
瘻
」
は
『
淮
南
子
』
説
山
訓
の
注
に
「
瘻
、
頸
腫
疾
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
首
に
で
き
る
腫
れ
物
を
指
す
。「
瘡
」
は
皮
膚
に
で
き

る
疾
患
の
総
称
。『
集
韻
』
に
「
瘡
、
傷
也
」「
瘡
、
痏
」
な
ど
と
あ
る
。「
小
豆
」
は
粒
の
小
さ
い
豆
を
広
く
意
味
す
る
語
で
、
赤
豆・

白
豆
・
緑
豆
な
ど
を
い
う
（『
本
草
綱
目
』
赤
小
豆
）。
そ
れ
ら
の
豆
を
煮
た
と
き
に
出
る
汁
の
よ
う
な
形
状
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
平
安
時
代
初
期
、
日
本
で
撰
述
さ
れ
た
仏
教
説
話
集
『
日
本
霊
異
記
』
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
下
巻
第
三
十
四
縁
「
怨
病
忽
に
身
に

嬰
り
、
因
り
て
戒
を
受
け
、
善
を
行
ひ
て
、
現
に
病
を
愈
す
こ
と
得
る
縁
」
が
あ
る
。
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巨
勢
部
呰
女
は
天
平
宝
字
五
年
に
、
首
に
「
癭
肉
疽
」
が
生
じ
、
そ
れ
は
大
き
い
瓜
の
よ
う
だ
っ
た
。
呰
女
は
、
こ
れ
も
前
世
か

ら
の
因
縁
と
思
い
、
出
家
・
剃
髪
し
て
仏
道
に
励
ん
だ
。
十
五
年
後
、
行
者
忠
仙
が
来
て
、
こ
の
病
を
看
て
、「
こ
の
病
を
治
す

た
め
に
、『
薬
師
経
』『
金
剛
般
若
経
』
各
三
千
巻
、『
観
世
音
経
』
一
万
巻
、『
観
音
三
昧
経
』
一
百
巻
を
読
ん
で
さ
し
あ
げ
ま
し
ょ

う
」
と
言
っ
て
読
誦
す
る
。
す
る
と
、
発
病
か
ら
二
十
八
年
後
に
、「
癭
柾
の
癰
疽
」（
首
の
腫
れ
物
）
が
自
然
に
開
き
、
膿
が
出

て
治
癒
し
た
。

　
基
本
的
な
あ
ら
す
じ
は
同
じ
で
（
出
雲
路
修
も
類
話
と
し
て
指
摘
）、『
日
本
霊
異
記
』
が
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
王
昌
言
説
話

を
参
照
し
た
可
能
性
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。『
日
本
霊
異
記
』
で
は
、「
大
乗
の
神
咒
の
奇
異
し
き
力
」
と
「
病
人
行
者
の
功
を
積
め

る
徳
と
な
る
こ
と
」
の
二
点
に
よ
っ
て
、
こ
の
奇
瑞
が
起
き
た
と
位
置
付
け
て
い
る
。
王
昌
言
説
話
で
は
治
癒
ま
で
に
何
年
か
か
っ
た

か
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
七
〇
〇
年
に
発
病
し
て
、
翌
年
死
亡
し
て
い
る
の
で
、
治
癒
は
短
時
間
で
起
こ
っ
た
と
見
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。

８
．
王お

う
令れ

い
望ぼ

う

【
本
文
】

　
亳
﹇
蒲
愽
反
﹈
州
譙
﹇
音
樵
﹈
縣
令
王
令
望
、每
自
說
「
八
歲
能
誦
金
剛
般
若
、常
受
持
不
闕
。」
初
、弱
冠
時
、遊
劒
南
邛
﹇
其
恭
反
﹈

州
臨
溪
﹇
苦
□
反
﹈
縣
。
過
山
路
峻
嶮
、
忽
遇
猛
獸
。
令
望
惶
懼
、
計
無
所
出
。
卽
誦
般
若
經
、
虎
遂
不
前
、
東
西
跳
﹇
應
了
反
﹈
躑
。

誦
至
二・三
遍
、
遂
曳
尾
而
走
。
流
涎
數
升
。
又
、
任
安
州
判
佐
、
送
租
至
楊
子
津
、
屬
風
浪
暴
起
、
時
租
船
有
五
百
餘
艘
、
橫
江
沈
浮
。

遲
明
諸
船
多
皆
被
沒
、
唯
令
望
誦
金
剛
般
若
不
輟
、
若
有
神
助
、
賴
此
獨
全
。﹇
司
勳
郎
中
王
潜
所
說
﹈
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【
校
異
】

な
し

【
訓
読
文
】

　
亳は

く

州し
ゆ
う

譙し
よ
う

縣け
ん

の
令
の
王
令
望
、
每
に
自
ら
說
く
、「
八
歲
に
し
て
能
く
金
剛
般
若
を
誦
へ
、
常
に
受
持
し
て
闕
け
ず
」
と
。
初
め
、

弱
冠
の
時
、
劒け

ん
南な

ん

邛き
よ
う

州し
ゆ
うの

臨り
ん

溪け
い

縣け
ん

に
遊
ぶ
。
山
路
の
峻
嶮
た
る
を
過
ぎ
、
忽
ち
猛
獸
と
遇
ふ
。
令
望 

惶こ
う

懼く

し
、
計
る
も
出
づ
る
所
無

し
。
卽
ち
般
若
經
を
誦
ふ
れ
ば
、
虎
遂
に
前す

す
ま
ず
、
東
西
に
跳

ち
よ
う

躑て
き

す
。
誦
へ
至
る
こ
と
二・三
遍
、
遂
に
尾
を
曳
き
て
走に

ぐ
。
涎
を
流

す
こ
と
數
升
た
り
。
又
、安
州
の
判
佐
に
任
ぜ
ら
れ
、租
を
送
り
て
楊よ

う
し
し
ん

子
津
に
至
り
、屬た

ま
た
ま〻

風
浪
暴
起
し
、時
に
租
船 

五
百
餘
艘
有
り
、

江
を
橫わ

た
る
に
沈
浮
す
。
遲
明
に
諸
船
多
く
皆
沒
す
る
を
被
る
も
、
唯
だ
令
望
の
み
金
剛
般
若
を
誦
へ
て
輟や

め
ざ
れ
ば
、
神
助
有
る
が
若

く
、
賴

さ
い
わ
ひに

此
れ
獨
り
全ま

つ
たく

す
。﹇
司
勳
郎
中
王
潜
の
說
く
所
な
り
﹈

【
語
注
】

亳
州
譙
縣･･･

現
在
の
安
徽
省
亳
州
市
。

劒
南
邛
州
臨
溪
縣･･･

現
在
の
四
川
省
邛
崍
市
蒲
原
郡
。 

跳
躑･･･

跳
躍
す
る
。

安
州･･･

唐
代
に
安
州
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
浙
江
省
武
康
県
、
一
つ
は
安
陸
郡
に
あ
っ
た
。

判
佐･･･

唐
律
令
官
制
で
は
、
長
官
・
通
判
官
・
判
官
・
主
典
の
四
等
級
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
判
官
の
補
佐
役
を
指
す
。
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楊
子
津･･･

楊
子
渡
と
も
い
う
。
現
在
の
江
蘇
省
揚
州
市
邗
江
区
の
南
に
あ
る
。
揚
子
江
の
渡
し
場
。　

租
船･･･
租
税
を
運
ぶ
船
の
こ
と
。

遲
明･･･
夜
明
け
の
こ
と
。

司
勳
郎
中･･･
司
勲
は
司
勲
司
の
こ
と
。
吏
部
に
属
す
る
官
職
。
官
吏
の
勲
功
や
諡
号
等
を
管
理
す
る
。
郎
中
は
そ
の
長
。

【
現
代
語
訳
】

　
亳
州
譙
県
令
で
あ
る
王
令
望
が
、
往
々
に
し
て
自
ら
語
っ
て
言
う
に
は
、「
八
歳
に
し
て
『
金
剛
般
若
経
』
を
よ
む
こ
と
が
で
き
、

欠
か
す
こ
と
な
く
常
に
誦
持
し
て
い
た
」。
以
前
二
十
歳
の
頃
、
剣
南
、
邛
州
、
臨
渓
県
に
行
っ
た
（
と
き
の
こ
と
で
あ
る
）。
険
し
い

山
道
を
通
っ
て
い
る
と
、
突
然
猛
獣
に
遭
遇
し
た
。
令
望
は
慌
て
て
恐
れ
、
な
す
術
も
な
か
っ
た
。
す
ぐ
さ
ま
『
金
剛
般
若
経
』
を
と

な
え
る
と
、
虎
は
前
に
進
ま
ず
、
左
右
に
跳
び
は
ね
、
前
進
で
き
な
い
様
子
だ
っ
た
。（
お
経
を
）
二
、三
遍
唱
え
る
こ
と
に
至
り
、
と

う
と
う
、
虎
は
し
っ
ぽ
を
垂
ら
し
（
た
ま
ま
）
去
っ
た
。
よ
だ
れ
は
数
升
も
流
れ
た
。
ま
た
、
安
州
判
佐
に
任
命
さ
れ
た
と
き
、（
ま

さ
に
）
田
租
を
楊
子
津
と
い
う
渡
し
に
送
り
届
け
た
ば
か
り
の
と
き
に
、
風
や
波
が
激
し
く
な
り
、
当
時
、
田
租
を
運
ぶ
船
が
五
百
余

艘
あ
り
、
波
の
起
伏
で
揺
ら
さ
れ
川
で
入
り
ま
じ
っ
て
い
た
。
明
け
方
、
多
く
の
船
が
み
な
沈
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
た
だ
令
望
だ

け
が
『
金
剛
般
若
経
』
を
や
め
る
こ
と
な
く
唱
え
続
け
る
と
、神
様
の
助
け
が
あ
る
よ
う
に
、幸
い
に
彼
だ
け
が
無
事
で
あ
っ
た
。﹇
司

勲
郎
中
王
潜
に
よ
る
話
で
あ
る
﹈

【
補
説
】

な
し
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９
．
崔さ

い
文ぶ

ん
簡か

ん

【
本
文
】

　
芳
州
司
馬
崔
文
簡
、
常
誦
金
剛
般
若
經
。
屬
吐
蕃
①
天
下
、
被
捉
將
去
、
吐
蕃
鎖
著
、
防
②
援
極
嚴
。
其
人
精
心
誦
持
金
剛
般
若
經
。

遂
經
三
日
、
其
鎖
無
故
忽
然
自
開
。
捺
著
還
開
。
吐
蕃
將
爲
私
擅
開
鎖
、
欲
笞
撻
之
。
其
人
答
云
、「
鎖
實
自
開
。
非
簡
所
掣
﹇
齒
曳

反
﹈。」
賊
云
、「
汝
何
法
術
、
得
鎖
自
開
。」
報
云
、「
爲
持
金
剛
般
若
經
、
應
緣
此
致
。」
吐
蕃
云
、「
我
今
却
鎖
著
汝
。
若
誦
經
鎖
開
、

我
卽
放
汝
還
國
。
若
誦
經
不
開
。
我
卽
殺
汝
。」
吐
蕃
於
傍
、
咸
共
看
誦
。
誦
仍
未
徹
、
鎖
劃
﹇
華
穫
反
﹈
然
開
。
吐
蕃
異
之
、
竟
如

前
言
而
放
。﹇
洛
州
司
倉
張
③
⪆
所
說
﹈

【
校
異
】

①　
天
（
高
）
―
大

②　
援
（
石
日
）
―
護

③　
⪆
（
石
）
―[

⪆]

【
訓
読
文
】

　
芳ほ

う

州し
ゆ
う

司
馬
の
崔
文
簡
、常
に
金
剛
般
若
經
を
誦
ふ
。
吐
蕃
の
天
下
に
屬
し
、捉
は
れ
て
將
に
去
か
し
め
ん
と
し
、吐
蕃
鎖
も
て
著
け
、

防
援
極
め
て
嚴
な
り
。
其
の
人 

精
心
も
て
金
剛
般
若
經
を
誦
持
す
。
遂
に
經
る
こ
と
三
日
、
其
の
鎖 

故
無
く
し
て
忽
然
と
し
て
自

お
の
ず
から

開
く
。
捺
著
す
る
も
還ま

た
開
く
。
吐
蕃
の
將 

私
か
に
擅

ほ
し
い
ま
まに

鎖
を
開
け
り
と
爲
し
、
之
に
笞ち

撻た
つ

せ
ん
と
欲
す
。
其
の
人
答
へ
て
云
ふ
、
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「
鎖
實
に
自

お
の
ず
から

開
け
り
。
簡か

ん
の
掣ひ

く
所
に
非
ず
」
と
。
賊
云
ふ
、「
汝
何
の
法
術
あ
り
て
、
鎖
の
自

お
の
ず
から

開
く
を
得
た
る
か
」
と
。
報
じ
て

云
ふ
、「
金
剛
般
若
經
を
持
す
る
が
爲
に
、
應
に
此
れ
に
緣
り
て
致
す
べ
し
」
と
。
吐
蕃
云
ふ
、「
我 

今
却
っ
て
鎖 

汝
に
著
け
ん
。
若

し
經
を
誦
へ
て
鎖
開
か
ば
、
我
卽
ち
汝
を
放
ち
て
國
に
還
さ
ん
。
若
し
經
を
誦
へ
て
開
か
ざ
れ
ば
、
我
卽
ち
汝
を
殺
さ
ん
」
と
。
吐
蕃 

傍
に
於
い
て
、
咸み

な
共
に
誦
ふ
る
を
看
る
。
誦
へ
て
仍
ほ
未
だ
徹
せ
ざ
る
に
、
鎖
劃
然
と
し
て
開
く
。
吐
蕃 

之
を
異
と
し
、
竟
に
前
言

の
如
く
し
て
放
つ
。﹇
洛ら

く

州し
ゆ
う

司
倉
の
張
〔
⪆す

い
〕
の
說
く
所
な
り
﹈

【
語
注
】

芳
州･･･

現
在
の
甘
肅
省
迭
部
県
。

司
馬･･･

軍
事
を
掌
る
官
職
。

崔
文
簡･･･

『
太
平
広
記
』
に
は
、「
任
坊
州
司
馬
」
と
し
て
載
る
。

吐
蕃･･･

チ
ベ
ッ
ト
人
が
お
こ
し
た
国
。　

防
援･･･

囚
人
を
監
視
、
護
送
す
る
こ
と
。

捺
著･･･

押
し
つ
け
る
。　

笞
撻･･･

む
ち
打
つ
。

劃
然･･･

物
の
裂
け
る
音
。

洛
州･･･

現
在
の
河
南
省
予
州
市
。　

司
倉･･･

財
政
や
税
収
を
司
る
官
職
。

張
⪆･･･

不
詳
。
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【
現
代
語
訳
】

　
芳
州
の
司
馬
で
あ
る
崔
文
簡
は
常
に
『
金
剛
般
若
経
』
を
よ
ん
で
い
た
。（
そ
こ
は
）
吐
蕃
の
天
下
で
あ
っ
た
た
め
、（
崔
は
）
捕
え

ら
れ
て
い
き
、
吐
蕃
人
が
（
彼
を
）
鎖
で
つ
な
ぎ
、
厳
重
な
警
備
だ
っ
た
。
彼
は
心
を
集
中
さ
せ
、
熱
心
に
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
誦

し
て
い
た
。
つ
い
に
三
日
が
経
ち
、
そ
の
鎖
が
理
由
も
な
く
突
如
開
い
た
。
手
で
押
さ
え
て
も
開
い
て
し
ま
う
。
吐
蕃
の
役
人
は
（
彼

が
）
勝
手
に
鎖
を
こ
じ
開
け
た
が
た
め
に
（
開
い
た
と
思
い
）、
鞭
で
打
と
う
と
し
た
。
彼
が
答
え
て
言
う
に
は
、「
鎖
は
本
当
に
勝
手

に
開
い
た
の
だ
。
私
（
崔
文
簡
）
が
ひ
っ
ぱ
っ
た
の
で
は
な
い
。」
賊
（
吐
蕃
人
）
が
言
う
に
は
、「
お
前
の
い
か
な
る
法
術
に
よ
っ
て
、

鎖
が
勝
手
に
開
い
た
の
か
。」（
崔
が
）
答
え
て
言
う
に
は
、「
私
が
持
っ
て
い
る
、
こ
の
『
金
剛
般
若
経
』
の
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。」
吐
蕃
人
が
言
う
に
は
、「
私
は
い
ま
再
び
お
前
を
鎖
に
つ
な
い
で
お
く
。
も
し
お
経
を
唱
え
る
こ
と
で
鎖
が
開
く
よ
う
だ
っ
た
ら
、

私
は
お
前
を
国
に
返
す
。
も
し
お
経
を
唱
え
て
も
開
か
な
か
っ
た
ら
、
私
は
直
ち
に
お
前
を
殺
す
。」
吐
蕃
人
は
側
に
い
て
、
み
な
一

緒
に
彼
が
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
誦
す
る
さ
ま
を
み
て
い
た
。
ま
だ
読
み
終
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
鎖
が
突
然
開
い
た
。
吐
蕃
人
も
驚

き
、
と
う
と
う
前
言
の
通
り
彼
を
釈
放
し
た
。﹇
洛
州
の
司
倉
で
あ
る
張
⪆
に
よ
る
話
で
あ
る
﹈

【
補
説
】

○
吐
蕃
に
つ
い
て

　
中
国
文
献
で
は
、
今
の
チ
ベ
ッ
ト
地
域
に
あ
っ
た
国
家
を
指
す
。『
旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
、『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
に
詳
し
い
。
そ
の
成
立

年
代
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
唐
代
に
は
、
唐
王
朝
と
熾
烈
な
戦
争
を
行
っ
て
お
り
、
和
睦
と
戦
乱
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。
和
蕃
公
主
は
和
睦
の
し
る
し
と
し
て
後
宮
か
ら
吐
蕃
側
に
贈
ら
れ
た
女
性
の
こ
と
で
あ
る
。
文
成
公
主
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
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る
。

　
小
島
憲
之
は
、『
懐
風
藻
』
の
釈
弁
正
の
漢
詩
「
朝
主
人
に
与
ふ
」
に
つ
い
て
、「
戎
蕃
」
の
解
釈
で
、「
戎
は
西
方
の
え
び
す
、
蕃

は
本
土
以
外
の
化
外
の
民
族
」
と
い
う
解
釈
を
と
り
つ
つ
も
、
吉
川
幸
次
郎
説
を
参
照
す
る
と
し
て
、
和
蕃
公
主
を
背
景
に
作
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
を
述
べ
て
い
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
補
注
」、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）。
ま
た
、
小
島
は
「
校
注
者

か
ら
一
言
を
」
の
中
で
、「
作
者
は
え
び
す
に
行
く
和
蕃
公
主
に
つ
い
て
親
し
く
見
聞
し
て
、
題
詞
の
如
く
「
朝
主
人
」
に
そ
の
感
想

を
贈
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
（「
日
本
古
典
文
学
大
系
月
報
（
懐
風
藻
他
）」
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年

六
月
）。

　
た
だ
し
、
辰
巳
正
明
は
、
当
該
詩
を
「
異
民
族
へ
嫁
入
り
す
る
皇
女
の
行
く
末
を
詠
」
ん
だ
も
の
と
し
、
和
蕃
公
主
だ
と
限
定
す
る

見
方
は
取
っ
て
い
な
い
（『
懐
風
藻
全
注
釈
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
）。
そ
こ
か
ら
考
え
る
に
、
小
島
が
特
に
和
蕃
公
主
だ
と
考
え

る
根
拠
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
小
島
の
主
張
に
は
疑
問
も
残
る
。

　
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
六
年
一
月
三
十
日
条
で
の
、
大
伴
宿
祢
古
麻
呂
の
奏
上
文
に
、
唐
皇
帝
の
前
で
新
羅
と
席
順
を
争
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
向
か
い
側
に
い
た
の
は
吐
蕃
の
使
者
で
あ
る
。
日
本
人
が
吐
蕃
人
と
接
し
た
公
式
の
（
最
初

の
）
記
録
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

副
使
大
伴
宿
祢
古
麻
呂
、
唐
国
よ
り
至
り
ぬ
。
古
麿
奏
し
て
曰
は
く
、「
大
唐
天
宝
十
二
載
、
歳
癸
巳
に
在
れ
る
正
月
の
朔
癸
卯
、

百
官
・
諸
蕃
朝
賀
す
。
天
子
、
蓬
莱
宮
含
元
殿
に
朝
を
受
く
。
是
の
日
、
我
を
以
て
西
畔
第
二
吐
蕃
の
下
に
次
ぎ
、
新
羅
使
を
以

て
東
畔
第
一
大
食
国
の
上
に
次
ぐ
。
古
麿
論
ひ
て
曰
は
く
、「
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
新
羅
の
日
本
国
に
朝
貢
す
る
こ
と
久
し
。

而
る
に
今
、
東
畔
の
上
に
列
し
、
我
反
り
て
そ
の
下
に
在
り
。
義
、
得
べ
か
ら
ず
」
と
い
ふ
。
時
に
将
軍
呉
懷
実
、
古
麿
が
肯
に

せ
む
色
を
見
知
り
て
、
即
ち
新
羅
使
を
引
き
て
西
畔
第
二
吐
蕃
の
下
に
次
ぎ
、
日
本
使
を
以
て
東
畔
第
一
大
食
の
上
に
次
ぐ
」
と
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い
ふ
。（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
）

10
．
裴は

い
せ
ん
れ
い

宣
禮

【
本
文
】

　
河
東
裴
宣
禮
、時
爲
地
官
侍
郞
。
①
久
視
年
之
初
、正
多
大
獄
。
所
有
推
勘
、多
在
新
開
虗
吏
、②
來
索
之
徒
、用
法
深
刻
。
一
經
追
問
、

五
毒
參
幷
。
所
有
用
徒
、十
不
全
一
。
宣
禮
深
心
正
信
、少
小
誦
持
金
剛
般
若
經
。
每
至
心
誦
念
、枷
鎖
斷
壞
。
當
時
主
吏
侯
鞠﹇
音
掬
﹈、

逾
嚴
不
信
其
言
。
以
爲
擅
脫
枷
鎖
具
、
以
此
狀
諮
白
判
官
。
勵
以
威
稜
、
對
令
其
誦
。
誦
至
半
卷
、
索
然
解
散
、
因
此
神
驗
、
遂
得
淸

雪
。﹇
梓
州
剌
史
韋
愼
名
所
說
﹈

【
校
異
】

①　
久
（
石
日
）
―
負
旣
久

②　
來
（
校
石
日
）
―
束

【
訓
読
文
】

　
河
東
の
裴
宣
禮
、
時
に
地
官
侍
郞
爲
り
。
久
視
年
の
初
め
、
正
に
大
獄
多
し
。
所あ

ら
ゆ
る有

推
勘
は
、
多
く
新
開
の
虗
吏
に
在
り
、
來
索
の

徒
、
法
を
用
ふ
る
こ
と
深
刻
な
り
。
一
た
び
追
問
を
經
れ
ば
、
五
毒
も
て
參
幷
す
。
有
る
所 

徒
に
用
ふ
れ
ば
、
十
に
一
も
全
か
ら
ず
。

宣
禮
は
深
心
正
信
あ
り
、
少わ

か小
く
し
て
金
剛
般
若
經
を
誦
持
す
。
至
心
も
て
誦
念
す
る
每
に
、
枷
鎖
斷
壞
す
。
當
時
の
主
吏
の
侯
鞠
、
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逾い
よ

〻い
よ

嚴
に
し
て
其
の
言
を
信
ぜ
ず
。以
て
擅

ほ
し
い
ま
まに

枷
鎖
具
を
脫
す
と
爲
し
、此
の
狀
を
以
て
判
官
に
諮
白
す
。勵つ

と
む
る
に
威
稜
を
以
て
し
、

對
し
て
其
を
し
て
誦
へ
し
む
。
誦
ふ
る
こ
と
半
卷
に
至
り
、
索
然
と
し
て
解
散
し
、
此
の
神
驗
に
因
り
て
、
遂
に
淸
雪
す
る
を
得
た
り
。

﹇
梓
州
剌
史
韋
愼
名
の
說
く
所
な
り
﹈

【
語
注
】

河
東･･･

現
在
の
山
西
省
南
部
に
あ
っ
た
郡
。　

地
官
侍
郞･･･

戸
部
侍
郎
の
こ
と
。　
　

久
視
年
之
初･･･

七
〇
〇
年
。
７
前
出
。　

大
獄･･･

重
大
な
犯
罪
事
件
で
、
多
く
の
者
が
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
。　

推
勘･･･

罪
状
を
取
り
調
べ
る
こ
と
。　

虗
吏･･･

街
の
市
場
を
管
理
す
る
役
人
。　

來
索
之
徒･･･

唐
代
の
役
人
の
来
俊
臣
と
索
元
礼
の
こ
と
。
補
説
参
照
。

五
毒･･･

残
酷
な
五
つ
の
刑
具
。　

參
幷･･･

入
り
交
じ
る
。　

主
吏･･･

郡
県
の
役
人
。　

判
官･･･

地
方
の
長
官
を
補
佐
す
る
役
人
。

威
稜･･･

威
勢
。　

梓
州･･･

四
川
省
三
台
県
。　



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

292

剌
史･･･

州
の
長
官
。　

【
現
代
語
訳
】

　
河
東
の
裴
宣
礼
、
そ
の
時
は
地
官
侍
郎
を
勤
め
て
い
た
。
久
視
年
中
の
始
め
に
、
重
大
な
裁
判
が
多
く
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
取
り

調
べ
は
、
新
た
に
雇
わ
れ
た
官
吏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、（
彼
ら
は
）
酷
吏
で
あ
る
来
俊
臣
・
索
元
礼
の
一
班
で
あ
り
、
厳
し
い
尋
問
・

拷
問
を
行
う
。
い
っ
た
ん
尋
問
が
行
わ
れ
る
と
、
様
々
な
刑
具
ま
で
が
用
い
ら
れ
る
。
尋
問
さ
れ
た
者
は
、
み
な
（
無
実
で
も
）
自

白
し
て
し
ま
う
。
宣
礼
は
ひ
た
す
ら
仏
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
心
と
正
し
い
信
仰
を
持
ち
、
幼
少
の
頃
よ
り
『
金
剛
般
若
経
』
を
よ

ん
で
い
た
。
心
を
込
め
て
お
経
を
唱
え
る
た
び
に
、
繋
が
れ
て
い
た
枷
と
鎖
が
切
れ
、
壊
れ
た
。
当
時
の
主
吏
で
あ
る
侯
鞠
は
さ
ら

に
厳
し
く
、
裴
宣
礼
の
言
葉
を
信
じ
な
か
っ
た
。（
彼
が
）
勝
手
に
枷
と
鎖
を
と
い
た
も
の
だ
と
み
て
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
判
官

に
報
告
し
た
。
天
子
の
威
光
を
も
っ
て
対
面
し
、
彼
に
お
経
を
よ
む
よ
う
に
命
じ
た
。
巻
の
半
分
ま
で
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、（
枷
と

鎖
が
）
バ
ラ
バ
ラ
に
解
け
、
こ
の
神
験
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
（
彼
の
）
疑
惑
が
は
れ
た
。﹇
梓
州
・
刺
史
韋
慎
名
に
よ
る
話
で
あ
る
﹈ 

【
補
説
】

○
酷
吏
と
し
て
の
来
・
索

　
「
酷
吏
」
と
は
、「
無
慈
悲
で
苛
酷
な
官
吏
。
刑
法
を
峻
厳
に
し
て
人
民
を
酷
虐
す
る
官
吏
。
苛
吏
」（『
大
漢
和
辞
典
』）
の
こ
と
で

あ
る
が
、『
史
記
』
酷
吏
列
伝
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
。
則
天
武
后
（
武
則
天
）
の
時
代
に
猛
威
を
振
る
っ
た

酷
吏
は
多
数
存
在
し
た
が
、「
天
下
謂
之
来
索
」と『
新
唐
書
』巻
二
百
九
に
あ
る
よ
う
な
、来
俊
臣
と
索
元
礼
が
特
に
有
名
で
あ
る（
来・

索
と
も
に
『
旧
唐
書
』
一
百
八
十
六
上
、『
新
唐
書
』
二
百
九
に
伝
が
あ
る
。
澤
田
瑞
穂
『
則
天
武
后
（
中
国
の
英
傑
７
）』
集
英
社
、
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一
九
八
六
年
。
氣
賀
澤
保
規
『
則
天
武
后
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
〇
一
六
年
な
ど
参
照)

。

　
索
元
礼
は
胡
人
で
あ
り
、「
天
性
残
忍
」（『
新
唐
書
』）
な
人
物
で
あ
っ
た
。
游
撃
将
軍
に
抜
擢
さ
れ
、
無
実
の
者
を
含
め
て
多
数
の

人
間
を
検
挙
し
、
残
酷
な
拷
問
を
加
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
後
に
罪
に
服
し
、
獄
中
に
て
死
ん
だ
。

　
来
俊
臣
は
「
京
兆
万
年
」（『
新
唐
書
』）
の
人
。
父
は
博
徒
。
窃
盗
の
罪
で
獄
中
に
い
た
時
、密
告
の
効
用
を
知
り
、役
人
に
取
り
入
っ

て
認
め
ら
れ
、酷
吏
と
し
て
の
活
動
を
始
め
る
。『
告
密
羅
織
経
』
一
巻
を
作
り
、冤
罪
や
拷
問
の
方
法
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
と
い
う
。

そ
こ
に
は
、「
一
曰
定
百
脉
、二
曰
喘
不
得
、三
曰
突
地
吼
、四
曰
著
卽
承
、五
曰
失
魂
膽
、六
曰
實
同
反
、七
曰
反
是
實
、八
曰
死
猪
愁
、

九
曰
求
卽
死
、
十
曰
求
破
家
」
な
ど
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
拷
問
法
が
あ
っ
た
と
い
う
（『
旧
唐
書
』）。
後
に
来
俊
臣
は
則
天
武
后

の
命
で
処
刑
さ
れ
る
が
、
人
々
は
そ
の
こ
と
を
喜
び
、
彼
の
目
玉
を
え
ぐ
り
、
肝
を
食
し
、
そ
の
肉
を
塩
漬
け
に
し
て
、
全
て
が
な
く

な
っ
た
。
馬
も
そ
の
骨
を
足
で
踏
み
つ
け
た
と
い
う
（『
新
唐
書
』）。

　
本
説
話
に
お
け
る「
来
索
」の
記
録
は
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』の
多
く
の
時
代
が
則
天
武
后
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
時
代
の
空
気
が
、
説
話
を
通
し
て
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

11
．
韋い

利り

克こ
く

勤き
ん

【
本
文
】

　
京
兆
韋
利
克
勤
、
常
念
誦
金
剛
般
若
經
。
因
征
遼
東
、
遂
沒
高
麗
。
數
年
之
後
、
逢
官
軍
度
遼
伐
罪
、
乘
夜
欲
投
官
軍
。
出
城
之
外
、

並
是
高
麗
村
落
。
正
逢
月
暗
、
行
之
莫
知
所
出
。
遂
見
一
明
如
燈
、
引
之
而
去
。
不
逾
少
選
、
遂
至
官
軍
營
幕
。
克
勤
仕
至
中
郞
、
遍

向
親
知
說
此
徵
驗
、
嗟
歎
般
若
之
力
不
思
議
。﹇
梓
州
剌
史
韋
愼
名
所
說
﹈
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【
校
異
】

な
し

【
訓
読
文
】

　
京
兆
の
韋
利
克
勤
、
常
に
金
剛
般
若
經
を
念
誦
す
。
遼
東
に
征
く
に
因
り
て
、
遂
に
高
麗
に
沒か

く
る
。
數
年
の
後
、
官
軍
の
遼
に
度わ

た
り

罪
を
伐
た
ん
と
す
る
に
逢
ひ
、
夜
に
乘
じ
て
官
軍
に
投
ぜ
ん
と
欲
す
。
城
の
外
に
出
づ
れ
ば
、
並
び
に
是
れ
高
麗
の
村
落
な
り
。
正
に

月
の
暗
き
に
逢
ひ
、
之
に
行
か
ん
と
す
る
も
出
づ
る
所
を
知
る
莫
し
。
遂
に
一
明
の
燈
の
如
き
を
見
、
之
に
引ま

ね
か
れ
て
去
く
。
少
選
を

逾こ

え
ず
、
遂
に
官
軍
の
營
幕
に
至
る
。
克
勤
仕
へ
て
中
郞
に
至
り
、
遍
く
親
知
に
向
ひ
て
此
の
徵
驗
を
說
き
、
般
若
の
力
の
不
思
議
な

る
を
嗟
歎
す
。﹇
梓
州
剌
史
韋
愼
名
の
說
く
所
な
り
﹈

【
語
注
】

遼
東･･･

現
在
の
遼
寧
省
。　
　

少
選･･･

少
し
の
間
。　

中
郞･･･

各
省
の
尚
書
・
侍
郎
・
丞
の
下
に
置
か
れ
た
役
人
。

徵
驗･･･

き
き
め
。
効
果
。

【
現
代
語
訳
】
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京
兆
の
韋
利
克
勤
は
常
に『
金
剛
般
若
経
』を
読
ん
で
い
た
。
遼
東
に
出
征
し
た
が
、高
麗（
高
句
麗
）に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

数
年
後
、
官
軍
が
遼
（
遼
東
）
に
渡
り
（
高
句
麗
の
）
罪
を
討
と
う
と
し
た
際
に
、
夜
陰
に
乗
じ
て
官
軍
に
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
城
を

出
た
と
こ
ろ
は
、
高
麗
の
村
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
月
が
隠
れ
暗
く
、
行
く
先
も
出
て
き
た
所
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。
す
る
と
灯
籠
の

よ
う
な
光
が
一
つ
見
え
、（
あ
た
か
も
道
案
内
し
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
）
彼
を
導
い
た
。
い
く
ば
く
も
過
ぎ
な
い
う
ち
に
、
官
軍
の

陣
営
に
た
ど
り
着
い
た
。
克
勤
は
中
郎
ま
で
つ
と
め
、（
周
り
の
）
近
し
い
友
人
や
知
り
合
い
に
こ
の
体
験
を
語
り
、
般
若
の
力
の
不

思
議
な
る
こ
と
を
大
い
に
感
嘆
し
た
の
で
あ
る
。﹇
梓
州
剌
史
で
あ
る
韋
慎
名
に
よ
る
話
で
あ
る
﹈

【
補
説
】

○
遼
東
半
島
出
兵
と
高
句
麗

　
本
説
話
は
い
つ
の
年
代
の
出
来
事
な
の
か
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
唐
は
高
句
麗
に
六
四
四
年
、
六
四
七
年
、
六
四
八
年
、

さ
ら
に
六
五
五
年
、
六
五
八
、六
五
九
、六
六
一
、六
六
二
と
複
数
回
出
兵
し
て
お
り
、
そ
の
際
の
事
件
か
と
思
わ
れ
る
。

　
当
該
説
話
に
登
場
す
る「
遼
東
」は
、漢
代
か
ら
晋
代
に
か
け
て
は
中
国
の
領
地
で
あ
っ
た
が
、唐
の
時
代
に
は
高
句
麗
の
領
地
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
嘆
く
相
里
玄
奘
（
唐・太
宗
の
臣
下
）
の
文
章
が
あ
る
（『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
、寶
臧
王
三
年
（
六
四
四
）

正
月
条
）。『
旧
唐
書
』
高
麗
伝
、『
新
唐
書
』
高
麗
伝
等
で
は
、
六
六
八
年
の
宝
蔵
王
（
寶
臧
王
）
の
降
伏
で
高
句
麗
は
滅
亡
し
た
と

さ
れ
る
。『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
、
寶
臧
王
二
十
七
年
（
六
六
八
）
九
月
条
で
は
、
唐
軍
に
よ
っ
て
平
壌
城
が
焼
か
れ
、
高
句
麗

王
を
捕
ま
え
た
と
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
七
年
（
六
六
八
年
）
十
月
条
に
は
、

大
唐
の
大
将
軍
英
公
、
高
麗
を
打
ち
滅
す
。
高
麗
の
仲
牟
王
、
初
て
建
国
つ
る
時
に
、
千
歳
治
め
む
こ
と
を
欲
し
き
。
母
夫
人
の

云
ひ
し
く
、「
若
し
善
く
国
を
治
め
て
ば
得
べ
し
。[

若
し
く
は
、
或
本
に
、
得
べ
か
ら
じ
と
有
り
。]

但
し
七
百
年
の
治
有
ら
む
」
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と
い
ひ
き
。
今
し
此
の
国
の
亡
び
む
こ
と
は
、
当
に
七
百
年
の
末
に
在
り
。（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

と
あ
る
。『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
で
は
高
麗
（
高
句
麗
）
の
建
国
は
漢
の
元
帝
の
建
昭
二
年
（
紀
元
前
三
七
）
だ
と
い
う
。『
日
本

書
紀
』
で
は
お
お
よ
そ
の
年
代
を
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
六
縁
に
、「
老
師
行
善
は
俗
姓
は
堅
部
の
氏
、
小
治
田
の
宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
み
代
に
、
遣
は
さ

れ
て
高
麗
に
学
び
き
。
其
の
国
の
破
る
る
に
遭
ひ
て
、
流
離
し
て
行
き
き
」
と
あ
る
。
日
本
か
ら
高
句
麗
に
留
学
し
た
行
善
は
、
高
句

麗
滅
亡
に
伴
い
諸
国
を
放
浪
し
、
唐
の
皇
帝
か
ら
信
頼
さ
れ
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
の
遣
唐
使
船
で
帰
国
し
た
と
い
う
。
行
善
の
記

事
は『
続
日
本
紀
』養
老
五
年
六
月
二
十
三
日
条
や
、『
扶
桑
略
記
』養
老
二
年
条
に
も
見
え
る
。東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
が
説
話
の
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
の
背
景
に
あ
る
点
で
は
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
と
『
日
本
霊
異
記
』
に
共
通
の
も
の
が
あ
る
。

12
．
唐と

う
あ
ん晏

【
本
文
】

　
梓
州
䚾
﹇
音
妻
﹈
縣
人
唐
晏
、
受
持
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
、
一
從
念
誦
①
已
來
、
未
曾
空
過
。
以
長
安
元
年
、
逃
寄
住
普
州
安
岳
縣
、

經
十
二
年
、
與
彼
土
豪
人
姚
詮
等
數
十
家
交
好
。
至
開
元
二
年
、
逢
前
䚾
縣
令
竇
界
愼
男
湜
﹇
音
寔
﹈。
緣
祖
懷
貞
之
累
、
從
閬
州
左

降
爲
普
州
員
外
參
軍
。
與
剌
史
崔
從
俗
親
、
遂
差
湜
攝
安
岳
縣
令
。
晏
以
湜
昔
日
本
部
郞
君
參
議
之
後
、
便
同
疇
昔
爲
湜
設
計
。
糺
察

豪
人
客
戶
、
因
此
起
恨
。

　
至
開
元
三
年
、
雅
州
剌
史
劉
朏
﹇
普
沒
反
﹈、
左
降
爲
普
州
刺
史
。
遂
受
豪
人
等
言
、
以
晏
浮
逃
生
文
、
陰
擬
躓
﹇
音
致
﹈
頓
。
晏

夜
夜
常
夢
見
一
道
人
、
再
三
云
、「
何
不
歸
去
、
何
不
歸
去
。」
不
知
豪
人
潛
欲
致
害
、
賴
得
縣
錄
事
廳
仁
勗
相
報
、
晏
遂
走
至
遂
州
方
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義
縣
王
孝
古
庄
、
潛
伏
其
庄
。
去
普
州
八
十
餘
里
。

　
以
十
二
月
二
十
三
日
、
劉
剌
史
差
司
法
王
泯
、
領
手
力
十
人
、
來
至
孝
古
庄
捉
晏
。
其
庄
後
唯
有
一
大
竹
林
、
東
西
南
北
並
是
熟
地
、

更
無
茅
草
。
晏
旣
惶
急
、
走
竄
竹
林
、
却
倚
一
樹
、
唯
念
誦
金
剛
般
若
經
、
聲
聲
不
輟
。
其
手
力
十
人
、
交
橫
於
竹
林
內
、
樹
前
樹
後
、

來
去
覔
晏
、
至
竟
不
見
、
便
卽
却
迴
。
晏
卽
走
至
遂
州
市
內
張
希
閏
家
停
止
。

　
又
以
開
元
四
年
正
月
、
劉
剌
史
又
差
普
康
縣
錄
事
張
瓘
、
將
書
屬
長
史
韋
伯
良
捉
晏
。
又
逢
主
人
張
希
閏
作
佐
史
、
歸
報
晏
云
、「
今

日
有
普
康
縣
錄
事
張
瓘
、把
劉
剌
史
書
與
長
史
、不
知
何
事
。」
晏
聞
此
語
、葢
復
驚
惶
。
當
夜
夢
見
一
大
蟲
、欲
來
食
晏
。
忽
驚
起
坐
、

見
床
頭
壁
角
、
有
一
神
王
立
地
。
晏
於
床
上
再
視
、
須
臾
散
滅
。
其
夜
三
更
便
走
、
正
月
七
日
至
通
泉
縣
、
停
止
十
日
、
果
得
主
人
張

閏
書
報
。「
昨
七
日
平
明
、
韋
長
史
差
不
良
人
於
閏
家
搜
掩
足
下
。
幸
知
之
也
。
千
萬
好
去
。」
遂
到
故
里
。
得
至
今
日
、
皆
是
般
若
神

力
之
所
衞
護
。
然
晏
有
去
處
、
前
非
便
利
。
卽
見
一
蛇
橫
過
。
雖
盛
冬
之
月
、
亦
屢
②
見
蛇
。
自
誦
經
來
、
雖
入
疾
病
之
家
、
不
曾
染

病
患
。﹇
獻
忠
時
任
梓
州
司
馬
、
親
問
其
人
﹈

【
校
異
】

①　
已(

石
日)

―
巳

②　
見
（
校
石
高
日
）
―
是

【
訓
読
文
】

　
梓
州
䚾さ

い
縣
の
人
唐
晏
、
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
を
受
持
し
、
一
た
び
念
誦
し
て
よ
り
已
來
、
未
だ
曾
て
空
し
く
過
ぎ
ず
。
長
安
元
年
を

以
て
、
逃
れ
て
普
州
安
岳
縣
に
寄
住
し
、
經
る
こ
と
十
二
年
、
彼
の
土
の
豪
人
の
姚
詮
等
數
十
家
と
交
は
り
て
好
し
。
開
元
二
年
に
至
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り
て
、
前
䚾
縣
の
令
の
竇と

う
か
い
し
ん

界
愼
の
男
湜し

ょ
くと

逢
ふ
。
祖
の
懷
貞
の
累
に
緣
り
、
閬ろ

う
州
よ
り
左
降
せ
ら
れ
普
州
の
員
外
參
軍
と
爲
る
。
剌
史

の
崔さ

い
じ
ゅ
う
ぞ
く

從
俗
と
親
し
く
、
遂
に
湜
を
差つ

か
は
し
て
安
岳
縣
の
令
を
攝か

ね
し
む
。
晏
は
湜
の
昔
日 

本
部
郞
君
參
議
の
後
な
る
を
以
て
、
便
ち

疇
昔
と
同
じ
く
湜
の
爲
に
計
を
設
く
。
豪
人
の
客
戶
を
糺
察
し
、
此
れ
に
因
り
て
恨
を
起
こ
さ
し
む
。

　
開
元
三
年
に
至
り
、
雅
州
剌
史
劉
朏は

い
、
左
降
せ
ら
れ
普
州
刺
史
と
爲
る
。
遂
に
豪
人
等
の
言
を
受
け
、
晏
の
浮
逃
を
以
て
文
を
生
じ
、

陰ひ
そ

か
に
躓ち

頓と
ん

す
る
を
擬
す
。
晏
夜
夜
常
に
夢
に
一
道
人
と
見あ

ひ
、
再
三
云
ふ
、「
何
ぞ
歸
去
せ
ざ
る
、
何
ぞ
歸
去
せ
ざ
る
」
と
。
豪
人

潛
か
に
害
を
致
さ
ん
こ
と
を
欲
す
る
を
知
ら
ざ
る
も
、
賴

さ
ひ
は
ひに

縣
錄
事
廳
の
仁じ

ん
き
ょ
く勗

の
相
報
ず
る
を
得
て
、
晏
遂
に
走
り
て
遂
州
方
義
縣
の

王
孝
古
の
庄
に
至
り
、
其
の
庄
に
潛
伏
す
。
普
州
を
去
る
こ
と
八
十
餘
里
な
り
。

　
十
二
月
二
十
三
日
を
以
て
、
劉
剌
史 

司
法
の
王
泯
を
差
は
し
て
、
手
力
十
人
を
領
し
、
孝
古
の
庄
に
來
至
し
て
晏
を
捉
へ
し
め
ん

と
す
。
其
の
庄
の
後
に
唯
だ
一
大
竹
林
有
る
の
み
に
し
て
、東
西
南
北
並
び
に
是
れ
熟
地
に
し
て
、更
に
茅
草
無
し
。
晏
旣
に
惶
急
し
、

竹
林
に
走
竄
し
、
却
っ
て
一
樹
に
倚
り
、
唯
だ
金
剛
般
若
經
を
念
誦
す
る
の
み
に
し
て
、
聲
聲
輟
ま
ず
。
其
の
手
力
十
人
、
竹
林
內
に

交
橫
し
、
樹
前
樹
後
、
來
去
し
て
晏
を
覔も

と
む
る
も
、
竟
に
見
え
ざ
る
に
至
り
、
便す

な
は卽

ち
却し

り
ぞき

迴か
へ

る
。
晏
卽
ち
走
げ
て
遂
州
市
內
の
張
希

閏
の
家
に
至
り
て
停
止
す
。

　
又
開
元
四
年
正
月
を
以
て
、
劉
剌
史 

又
普
康
縣
の
錄
事
の
張
瓘
を
差
は
し
て
、
將
に
書
も
て
長
史
の
韋
伯
良
に
屬
し
て
晏
を
捉
へ

し
め
ん
と
す
。
又
主
人
の
張
希
閏
の
佐
史
と
作な

る
に
逢
ひ
、
歸
り
て
晏
に
報
じ
て
云
ふ
、「
今
日 

普
康
縣
の
錄
事
の
張ち

ょ
う
か
ん瓘

、
劉
剌
史
の

書
を
把も

っ
て
長
史
に
與
ふ
る
こ
と
有
る
も
、
何
を
か
事
と
す
る
か
を
知
ら
ず
」
と
。
晏 

此
の
語
を
聞
き
、
葢
し
復
た
驚
惶
す
。
當
夜 

夢

に
一
大
蟲
、
來
り
て
晏
を
食
は
ん
と
欲
す
る
を
見
る
。
忽
ち
驚
き
て
起
坐
し
、
床
頭
の
壁
角
を
見
る
に
、
一
神
王
の
地
に
立
つ
る
も
の

有
り
。
晏 

床
上
に
於
て
再
び
視
れ
ば
、
須
臾
に
し
て
散
滅
す
。
其
の
夜
の
三
更
に
便
ち
走
げ
、
正
月
七
日 

通
泉
縣
に
至
り
、
停
止
す

る
こ
と
十
日
、
果
し
て
主
人
張
閏
の
書
報
を
得
た
り
。「
昨
七
日
平
明
、
韋
長
史 
不
良
の
人
を
閏
の
家
に
差
は
し
て
足
下
を
搜
掩
す
。
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幸
に
之
く
を
知
る
。
千
萬
好
去
た
れ
」
と
。
遂
に
故
里
に
到
る
。
今
日
に
至
る
を
得
た
る
は
、
皆
是
れ
般
若
の
神
力
の
衞
護
す
る
所
な

り
。
然
れ
ど
も
晏
に
去
く
處
有
る
も
、前
む
は
便
利
に
非
ず
。
卽
ち
一
蛇
に
見
へ
ば
橫
過
す
。
盛
冬
の
月
と
雖
も
、亦
屢し

ば
し
ば〻

蛇
と
見
ふ
。

經
を
誦
へ
來
た
り
て
よ
り
、
疾
病
の
家
に
入
る
と
雖
も
、
曾
て
病
患
に
染
ま
ら
ず
。﹇
獻
忠 

時
に
梓
州
司
馬
に
任
ぜ
ら
れ
し
と
き
、
親

ら
其
の
人
に
問
ふ
﹈

【
語
注
】

梓
州
䚾
縣･･･

現
在
の
四
川
省
三
台
県
南
䚾
江
鎮
。　

長
安
元
年･･･

七
〇
一
年
。　

普
州
安
岳
縣･･･

現
在
の
四
川
省
資
陽
県
市
。　

豪
人･･･

有
力
者
の
こ
と
。　

開
元
二
年･･･

七
一
四
年
。　

竇
界
愼･･･

竇
徳
玄
の
孫
に
あ
た
る
。『
新
唐
書
』
竇
懐
貞
伝
に
見
ら
れ
る
。　

湜･･･

「
金
剛
般
若
経
集
験
記
注
釈
（
一
）」
３
竇
德
玄
に
「
德
玄
の
曾
孫
提
」
と
記
さ
れ
る
「
提
」
と
同
一
人
物
か
。『
唐
小
説
集
輯

校
三
種
』
は
、「
提
」
と
す
る
が
不
詳
。　

懷
貞･･･

唐
朝
宰
相
。
左
相
で
あ
る
竇
徳
玄
の
兄
弟
で
、
孫
竇
界
慎
の
叔
父
に
あ
た
る
。　

閬
州･･･

現
在
の
四
川
省
北
東
部
。　

左
降･･･

左
遷
。　

員
外
參
軍･･･

定
員
外
の
幕
僚
の
こ
と
。　
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攝･･･

兼
ね
る
。　

本
部
郞
君
參
議
之
後･･･

詳
細
不
明
。
参
議
（
宰
相
）
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
指
す
か
。
本
部
郎
君
参
議
と
は
竇
徳
玄
の
こ
と
か
。　

疇
昔･･･
過
去
。
昔
。　

糺
察･･･
誤
り
を
見
つ
け
正
す
。　
　

客
戶･･･

小
作
人
等
自
分
の
土
地
を
持
た
な
い
者
の
戸
籍
で
、
課
税
さ
れ
な
い
。　

開
元
三
年･･･

七
一
五
年
。　

雅
州･･･

現
在
の
四
川
省
雅
安
市
。　

浮
逃･･･

本
籍
を
離
れ
、
他
の
地
へ
流
出
す
る
。　

躓
頓･･･

つ
ま
ず
き
と
ど
ま
る
。
こ
こ
で
は
失
脚
の
意
。　

錄
事･･･

役
所
の
文
書
を
司
る
役
人
。　

遂
州
方
義
縣･･･

現
在
の
四
川
省
遂
寧
市
。　

走
竄･･･

逃
れ
隠
れ
る
。　

交
橫･･･

縦
横
に
入
り
交
じ
る
。　

開
元
四
年･･･

七
一
六
年
。　

手
力･･･

下
役
人
。　

普
康
縣･･･

現
在
の
四
川
省
安
岳
県
の
南
約
七
十
里
に
あ
っ
た
地
。　

長
史･･･

州
刺
史
の
下
に
設
け
ら
れ
た
役
人
。
補
佐
官
。　

大
蟲･･･

補
説
参
照
。　



金剛般若経集験記注釈（二）

301

佐
史･･･

長
史
に
同
じ
。　

三
更･･･
午
後
十
一
時
。　

通
泉
縣･･･
現
在
の
四
川
省
射
洪
県
の
東
南
に
あ
っ
た
地
。　

不
良･･･
唐
代
の
、
人
を
尋
問
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
役
人
。　

橫
過･･･

横
切
る
。　

獻
忠･･･

孟
献
忠
の
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】

　
梓
州
䚾
県
の
唐
晏
と
い
う
人
は
、『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』
を
受
持
し
、
読
誦
し
て
か
ら
中
断
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
長
安
元
年

よ
り
普
州
安
岳
県
に
逃
れ
、
住
み
つ
い
て
十
二
年
が
経
ち
、
そ
こ
の
有
力
者
で
あ
る
姚
詮
な
ど
数
十
軒
の
家
と
親
交
を
深
め
た
。
開
元

二
年
に
至
り
、
前
の
䚾
県
令
で
あ
る
竇
界
慎
の
息
子
、
竇
湜
と
出
会
っ
た
。（
竇
湜
が
）
一
族
の
先
代
で
あ
る
竇
懐
貞
（
の
不
祥
事
）

の
せ
い
で
、
閬
州
か
ら
普
州
員
外
参
軍
に
左
遷
さ
れ
た
。
剌
史
の
崔
従
俗
と
親
し
く
、
そ
れ
で
竇
湜
を
安
岳
県
令
に
し
た
。
唐
晏
は
竇

湜
が
昔
の
本
部
郎
君
参
議
の
末
裔
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
以
前
の
よ
う
に
竇
湜
の
た
め
に
計
画
を
立
て
た
。
有
力
者
の
小
作
人
を

検
挙
し
取
り
調
べ
た
た
め
、
恨
み
を
か
っ
た
。

　
開
元
三
年
に
至
り
、
雅
州
剌
史
の
劉
朏
が
普
州
剌
史
に
左
遷
さ
れ
た
。
つ
い
に
有
力
者
な
ど
の
進
言
に
よ
り
、
唐
晏
が
逃
亡
し
た
と

い
う
罪
状
の
文
書
を
も
っ
て
、陰
か
ら
彼
の
失
脚
を
企
て
た
。唐
晏
は
夜
な
夜
な
、常
に
夢
で
あ
る
道
士
を
見
る
よ
う
に
な
り
、（
道
士
は
）

繰
り
返
し
こ
う
言
っ
た
。「
な
ぜ
去
ら
な
い
、
な
ぜ
去
ら
な
い
」。
有
力
者
た
ち
が
密
か
に
陥
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
県

録
事
庁
の
仁
勗
に
（
そ
の
こ
と
を
）
教
え
て
も
ら
っ
た
お
陰
で
、
唐
晏
は
遂
州
方
義
県
に
あ
る
王
孝
古
の
庄
ま
で
逃
げ
、
そ
こ
に
隠
れ
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た
。
普
州
か
ら
八
十
里
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
十
二
月
二
十
三
日
、
劉
剌
史
が
司
法
の
王
泯
を
行
か
せ
、
十
人
ほ
ど
の
手
先
を
率
い
て
、
孝
古
の
庄
に
き
て
唐
晏
を
と
ら
え
よ
う
と

し
た
。
そ
の
庄
の
後
ろ
に
広
大
な
竹
林
が
あ
る
の
み
で
、
東
西
南
北
は
す
べ
て
開
拓
さ
れ
た
地
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
え
萱か

や
く
さ草

の
茂
み
も

な
か
っ
た
。
唐
晏
は
と
て
も
怖
く
な
り
慌
て
て
竹
林
に
走
り
込
み
、
木
を
後
ろ
に
し
て
寄
り
か
か
っ
て
、
た
だ
た
だ
『
金
剛
般
若
経
』

を
念
誦
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
そ
の
声
は
途
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
手
先
の
十
人
は
、
竹
林
内
に
交
錯
す
る
よ
う
に
木
の
前
や

後
ろ
を
、
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
唐
晏
を
捜
す
が
、
つ
い
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
す
ぐ
さ
ま
戻
っ
た
。
唐
晏
は
す
ぐ
に
遂
州
市

内
に
あ
る
張
希
閏
の
家
ま
で
行
き
（
そ
こ
に
）
留
ま
っ
た
。

　
ま
た
、
開
元
四
年
の
正
月
、
劉
剌
史
は
再
度
、
普
康
県
の
録
事
で
あ
る
張
瓘
に
命
令
を
下
し
、
長
史
の
韋
伯
良
に
公
文
書
を
出
さ
せ
、

唐
晏
を
捕
ら
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
ち
ょ
う
ど
主
人
で
あ
る
張
希
閏
が
佐
史
を
務
め
て
い
て
、
帰
っ
て
唐
晏
に
報
告
し
て
言

う
に
は
、「
今
日
は
普
康
県
録
事
の
張
瓘
が
劉
剌
史
か
ら
の
公
文
書
を
長
史
に
渡
し
た
が
、
何
事
だ
っ
た
か
が
わ
か
ら
な
い
。」
晏
は
そ

の
言
葉
を
き
き
、
実
に
再
び
慌
て
た
。
そ
の
晩
、
夢
に
大
虫
を
見
る
と
、（
大
虫
が
）
近
寄
っ
て
き
て
唐
晏
を
食
べ
よ
う
と
し
た
。
は
っ

と
驚
い
て
起
き
あ
が
っ
た
と
こ
ろ
、寝
台
の
頭
の
方
の
壁
際
に
、神
王
が
立
っ
て
い
た
。
唐
晏
が
寝
台
か
ら
も
う
一
度
確
認
を
と
る
と
、

わ
ず
か
の
間
に
し
て
消
え
て
い
た
。
そ
の
夜
の
三
更
に
す
ぐ
逃
げ
出
し
、
一
月
七
日
に
通
泉
県
に
着
き
、
十
日
間
留
ま
っ
た
ら
、
本
当

に
主
人
張
希
閏
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
。「
去
る
七
日
の
明
け
方
、
韋
長
史
（
韋
伯
良
）
が
不
良
人
を
家
に
遣
わ
し
て
、
あ
な
た
を
探

し
に
き
た
。（
あ
な
た
が
逃
げ
た
こ
と
を
）
知
る
こ
と
が
で
き
て
幸
い
だ
。
幾
重
に
も
、お
元
気
で
。」（
唐
晏
は
）
つ
い
に
故
郷
に
戻
っ

た
。
今
日
ま
で
至
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
み
な
般
若
の
神
力
に
よ
る
守
り
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
唐
晏
の
行
く
先
々
は
前
に
進
ん
で
も

必
ず
し
も
快
適
で
は
な
か
っ
た
。（
目
の
前
を
）
一
匹
の
蛇
が
横
切
る
の
を
見
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
真
冬
の
月
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

蛇
を
し
ば
し
ば
見
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。（
そ
れ
で
も
）
お
経
を
よ
ん
で
以
来
、
病
の
あ
る
家
に
出
入
り
し
て
も
、
病
気
を
う
つ
さ
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れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。﹇
孟
献
忠
が
梓
州
司
馬
に
赴
任
し
て
い
た
と
き
、
本
人
か
ら
聞
い
た
﹈

【
補
説
】

○
大
虫
に
つ
い
て

　
説
話
中
に
登
場
す
る「
大
虫
」に
つ
い
て
は
、虎
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
の
典
拠
は
干
寶
撰『
捜
神
記
』巻
二「
扶
南
王
」に
あ
る
。

扶
南
王
范
尋
養
虎
於
山
、
有
犯
罪
者
、
投
与
虎
、
不
噬
、
乃
宥
之
。
故
山
名
大
虫
、
亦
名
大
霊
。
又
養
鰐
魚
十
頭
、
若
犯
罪
者
、

投
与
鰐
魚
、
不
噬
、
乃
赦
之
。
無
罪
者
皆
不
噬
。
故
有
鰐
魚
池
。
又
嘗
煮
水
令
沸
、
以
金
指
環
投
湯
中
、
然
後
以
手
探
湯
。
其
直

者
、
手
不
爛
、
有
罪
者
、
入
湯
卽
焦
。（
汪
紹
楹
校
注
『
捜
神
記
』
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）

扶
南
王
で
あ
る
范
尋
は
、山
で
虎
を
飼
っ
て
お
り
、罪
人
を
虎
に
あ
て
が
い
、虎
が
食
べ
な
け
れ
ば
許
し
た
。
よ
っ
て
、こ
の
山
を
「
大

虫
」
と
言
う
の
だ
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
罪
人
を
投
げ
込
ん
だ
山
の
こ
と
を
「
大
虫
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
虎
そ
の
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
そ
こ
か
ら
、
虎
を
「
大
虫
」
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、こ
の「
大
虫
」は
漢
訳
仏
典
に
も
用
例
が
見
ら
れ
、な
か
で
も
、『
賢
愚
経
』巻
第
十
三
、汪
水
中
虫
品
第
六
十
一（
大
正
蔵
四
、

四
四
三
ｃ
―
四
四
四
ａ
）
は
、

如
是
我
聞
。一
時
佛
在
羅
閲
祇
耆
闍
崛
山
中
。爾
時
城
邊
。有
一
汪
水
。汚
泥
不
淨
。多
諸
糞
穢
。屎
尿
臭
處
。國
中
人
民
。凡
鄙
之
類
。

恒
以
瑕
穢
。
投
歸
其
中
。
有
一
大
虫
。
其
形
像
蛇
。
加
有
四
足
。
於
其
汪
水
。
東
西
馳
走
。
或
沒
或
出
。
經
歴
年
載
。
常
處
其
中
。

受
苦
無
量
。

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
大
虫
」
は
汚
濁
の
中
に
い
て
、
蛇
に
似
た
四
本
足
の
生
物
で
あ
る
。
説
話
中
で
は
、
唐
晏
の
夢
に

「
一
大
虫
」
を
見
た
と
あ
る
。「
一
大
虫
」
の
形
態
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
詳
細
は
不
明
と
し
か
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
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13
．
郭か

く
守し

ゅ
け
い瓊

【
本
文
】

　
絳
州
正
平
縣
人
郭
守
瓊
、
時
任
鴻
臚
掌
客
。
因
歸
貫
、
去
家
數
十
里
作
客
。
日
遂
將
衣
、
方
始
言
歸
。
時
屬
天
陰
、
兼
以
微
雨
。
舊

云
、
此
路
左
側
、
旣
多
墳
墓
、
乘
前
鬼
火
、
迷
惑
行
人
、
或
於
冢
間
、
或
墮
坑
壍
、
因
遂
亡
失
魂
魄
、
時
月
而
終
。
守
瓊
兢
惶
、
計
無

所
出
。
初
見
鬼
火
、
數
十
里
間
、
或
十
炬
、
或
二
十
炬
、
倐
忽
而
至
。
唯
騎
一
馬
、
更
不
將
人
。
舊
誦
般
若
多
心
經
。
遂
卽
抗
聲
而
誦
、

其
火
迸
散
、
極
望
眇
然
。
旣
見
火
遙
、
遂
少
停
誦
、
不
逾
少
選
、
鬼
火
還
集
。
依
前
更
誦
、
火
卽
漸
遠
。
則
知
般
若
之
力
、
通
於
幽
明
。

﹇
郭
瓊
于
時
同
作
營
田
判
官
、
郭
瓊
自
說
﹈

【
校
異
】

な
し

【
訓
読
文
】

　
絳
州
正
平
縣
の
人 

郭
守
瓊
、
時
に
鴻
臚
掌
客
に
任
ぜ
ら
る
。
貫
に
歸
る
に
因
り
、
家
を
去
る
こ
と
數
十
里
に
し
て
客
と
作
る
。
日

遂
に
將
に
衣お

ほ
は
ん
と
し
、
方は

じ始
め
て
言こ

こ
に
歸
る
。
時
に
屬た

ま
〻た

ま
天
陰
り
、
兼
ぬ
る
に
微
雨
を
以
て
す
。
舊
云
ふ
、
此
の
路
の
左
側
は
、
旣

に
墳
墓
多
く
、
前
に
乘
じ
て
鬼
火
、
行
人
を
迷
惑
せ
し
め
、
或
い
は
冢ち

ょ
う
か
ん間

に
於
い
て
、
或
い
は
坑
壍
に
墮
ち
、
因
り
て
遂
に
魂
魄
を
亡

失
し
、
時
月
に
し
て
終
ゆ
と
。
守
瓊
兢
惶
し
、
計
る
も
出
づ
る
所
無
し
。
初
め
鬼
火
を
見
、
數
十
里
の
間
、
或
い
は
十
炬
、
或
い
は
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二
十
炬
、
倐し

ゅ
く
こ
つ忽

と
し
て
至
る
。
唯
だ
一
馬
に
騎の

り
て
、
更
に
人
を
將ひ

き
ゐ
ず
。
舊も

と
よ
り
般
若
多
心
經
を
誦
ふ
。
遂
に
卽
ち
抗
聲
も
て
誦
ふ

れ
ば
、
其
の
火
迸ほ

と
ば
しり

散
じ
、
極
望
眇
然
た
り
。
旣
に
火
の
遙
か
な
る
を
見
て
、
遂
に
少し

ば
ら
く
誦
ふ
る
を
停
む
れ
ば
、
少
選
を
逾
え
ず
、

鬼
火
還
た
集
ま
る
。
前
に
依
り
て
更
に
誦
ふ
れ
ば
、
火
卽
ち
漸
く
遠
ざ
く
。
則
ち
般
若
の
力
、
幽
明
に
通
ず
る
を
知
る
。﹇
郭
瓊 

時
に

同
に
營
田
判
官
と
作な

り
、
郭
瓊
自
ら
說
く
﹈

【
語
注
】

絳
州
正
平
縣･･･

現
在
の
山
西
省
新
絳
県
の
西
。

鴻
臚
掌
客･･･

鴻
臚
寺
の
賓
客
の
接
待
に
当
た
る
官
。

歸
貫･･･

郷
里
（
本
籍
）
に
戻
る
。

坑
壍･･･

谷
や
穴
の
こ
と
。

兢
惶･･･

緊
張
し
て
恐
れ
る
。

倐
忽･･･

す
ぐ
に
。

般
若
多
心
經･･･

補
説
参
照
。

極
望･･･

遠
望
。

營
田･･･

官
営
の
田
。
流
民
を
集
め
て
宿
を
与
え
、
官
の
た
め
に
耕
作
さ
せ
た
。

【
現
代
語
訳
】

　
絳
州
正
平
県
の
郭
守
瓊
と
い
う
人
は
、
当
時
、
鴻
臚
掌
客
の
職
に
つ
い
て
い
た
。
郷
里
に
戻
っ
た
の
で
、
家
か
ら
数
十
里
離
れ
た
と
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こ
ろ
に
客
と
し
て
招
か
れ
た
。
日
が
暮
れ
そ
う
に
な
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
空
が
曇
り
、
小
雨
も
降
っ
て
い
た
。

昔
か
ら
こ
の
道
の
左
側
に
は
墓
が
多
く
、
前
に
鬼
火
が
昇
り
、
通
行
人
を
惑
わ
し
、
墓
の
間
だ
っ
た
り
、
谷
や
溝
に
落
ち
た
り
し
て
、

そ
れ
で
魂
魄
を
失
い
、
時
が
経
ち
亡
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
守
瓊
は
恐
れ
た
が
為
す
術
も
な
か
っ
た
。
鬼
火
を
初
め
て
み
て
か
ら

数
十
里
の
間
、あ
る
時
は
十
、あ
る
時
は
二
十
の
鬼
火
が
突
然
現
れ
た
り
し
た
。（
彼
は
）た
だ
一
人
で
馬
に
乗
り
、誰
も
伴
わ
な
か
っ
た
。

以
前
か
ら
『
般
若
多
心
経
』
を
読
誦
し
て
い
る
た
め
、
す
ぐ
さ
ま
大
き
い
声
で
読
む
と
、
そ
の
火
（
鬼
火
）
が
散
り
、
遠
く
な
り
見
え

な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
火（
鬼
火
）が
遠
く
な
る
の
を
み
て
、そ
れ
で
読
む
の
を
少
し
休
む
と
、す
ぐ
さ
ま
鬼
火
が
再
び
集
ま
っ
て
き
た
。

以
前
の
よ
う
に
さ
ら
に
読
む
と
、（
鬼
火
が
）小
さ
く
な
り
段
々
遠
く
な
っ
て
い
っ
た
。そ
こ
で
般
若
の
力
が
幽
明
に
通
じ
る
こ
と
を
知
っ

た
。﹇
郭
守
瓊
が
時
に
同
じ
く
営
田
判
官
を
つ
と
め
、
郭
守
瓊
本
人
に
よ
る
話
で
あ
る
﹈

【
補
説
】

○
「
般
若
多
心
経
」
に
つ
い
て

　
本
説
話
に
登
場
す
る
「
般
若
多
心
経
」
は
、
一
般
的
に
は
玄
奘
訳
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』（『
般
若
心
経
』）
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
は
、
中
巻
「
李
虔
観
」
に
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」
を
読
ん
だ
、
と
あ
る
が
、『
金
剛
般
若
経
』
も
読
誦
さ

れ
て
い
る
。『
般
若
心
経
』
の
み
に
よ
っ
て
「
般
若
の
力
」
を
得
た
と
す
る
本
説
話
は
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
中
で
は
珍
し
い
。

14
．
釋

し
ゃ
く

神じ
ん
あ
ん晏

【
本
文
】
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梓
州
玄
武
縣
福
會
寺
僧
釋
神
晏
、
俗
姓
劉
﹇
音
流
﹈
氏
。
去
萬
歲
通
天
元
年
、
被
鄕
人
馮
知
悌
橫
告
於
房
中
停
止
劫
賊
盧
金
柱
等
、

遂
走
於
瀘
州
逃
避
。
因
逢
資
州
大
雲
寺
陳
行
貞
瀘
州
講
說
。
知
光
火
賊
、
使
此
州
司
馬
張
涉
牒
資
州
追
行
貞
。
資
州
差
首
望
張
蘭
往
瀘

州
掩
捉
、
便
於
瀘
州
縣
禁
。
神
晏
舊
誦
得
金
剛
般
若
經
、
晝
夜
勤
誦
、
四
十
餘
日
。
至
五
月
二
十
七
日
、
獄
中
夜
明
、
有
同
於
晝
。
囚

徒
驚
駭
、將
謂
火
來
。
其
①
所
著
枷
釘
鍱
爆
﹇
補
劾
反
﹈
裂
、如
用
斧
鑿
之
、聲
應
時
斷
壞
。
其
杻
元
無
開
處
、自
然
脫
落
。
其
擊
柱
鎖
、

亦
爲
數
段
段
。
瀘
州
縣
丞
車
詢
瞋
獄
典
□
、
更
喚
䥫
匠
木
匠
、
別
作
枷
杻
牢
。
而
及
至
天
明
、
遣
典
瀘
望
更
主
細
奴
藺
﹇
音
恡
﹈
老
等

各
打
三
十
反
、
又
窄
﹇
音
責
﹈
釘
鍱
彌
壯
。
神
晏
憂
懼
、
至
心
誦
經
、
未
至
亥
時
、
依
前
斷
壞
。
車
詢
迴
心
敬
信
、
倍
加
頂
禮
、
日
餉

送
齊
食
、
悔
③
過
慇
懃
、
合
州
共
聞
、
競
送
飮
食
。
及
送
還
此
、
使
司
斷
移
卿
勝
州
、
仍
被
法
服
、
配
勝
州
寶
幢
寺
。
神
晏
喜
此
神
驗
、

念
誦
不
輟
。
逢
神
龍
元
年
二
月
十
五
日
、
制
放
迴
本
州
、
至
此
還
俗
。﹇
獻
忠
親
自
追
問
、
具
說
源
流
、
神
晏
當
時
始
年
三
十
八
也
﹈

【
校
異
】

①　
所
（
石
日
）
―
門

②　
過
（
校
石
高
日
）
―
遇

【
訓
読
文
】

　
梓
州
玄
武
縣
福
會
寺
の
僧
釋
神
晏
、
俗
姓
は
劉
氏
。
去
る
萬
歲
通
天
元
年
、
鄕
人
馮ふ

う
ち
て
い

知
悌
の
房
中
に
於
い
て
劫
賊
盧
金
柱
等
を
停
止

す
る
を
橫
告
す
る
を
被
り
、遂
に
瀘
州
に
走
り
て
逃
避
す
。因
り
て
資
州
大
雲
寺
の
陳
行
貞
と
瀘
州
に
逢
ひ
て
講
說
す
。光
火
賊
と
知
り
、

此
の
州
の
司
馬
張
涉
を
し
て
資
州
に
牒
し
て
行
貞
を
追
は
し
む
。
資
州 
首
望
の
張
蘭
を
差つ

か
は
し
瀘
州
に
往
き
て
掩
捉
し
、
便
ち
瀘
州

縣
に
於
い
て
禁
ぜ
し
む
。
神
晏
舊
よ
り
金
剛
般
若
經
を
誦
へ
得
て
、晝
夜
勤
め
て
誦
ふ
る
こ
と
四
十
餘
日
。
五
月
二
十
七
日
に
至
り
て
、
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獄
中
夜
明
く
、
晝
と
同
じ
き
も
の
有
り
。
囚
徒
驚
駭
し
、
將
に
火
來
た
ら
ん
と
す
と
謂お

も
ふ
。
其
の
枷
に
著
き
し
所
の
釘
・
鍱 

爆
裂
し
、

斧
を
用
て
之
を
鑿け

づ
る
が
如
く
、
聲
あ
り
時
に
應
じ
て
斷
壞
す
。
其
の
杻て

か
せ元

よ
り
開
け
る
處
無
く
、
自
然
に
し
て
脫
落
す
。
其
の
柱
に
擊

ち
し
鎖
も
、
亦
數
段
段
爲
り
。
瀘
州
縣
丞
の
車し

ゃ

詢じ
ゅ
ん

獄
典
□
を
瞋い

か
り
、
更
に
䥫
匠
・
木
匠
を
喚
び
、
別
し
て
枷
・
杻
・
牢
を
作
ら
し
む
。

而
し
て
天
明
に
至
る
に
及
び
、典
瀘
望
更
主
細
奴
藺
老
等
を
し
て
各
〻
打
た
し
む
る
こ
と
三
十
反
、又
釘・鍱
を
窄
る
こ
と
彌い

よ
〻い

よ
壯
な
り
。

神
晏
憂
懼
す
る
も
、至
心
も
て
誦
經
し
、未
だ
亥
の
時
に
至
ら
ざ
る
に
、前
に
依
り
て
斷
壞
す
。
車
詢
迴
心
敬
信
し
、倍ま

す
〻ま

す
頂
禮
を
加
へ
、

日
に
齊さ

い
じ
き食

を
餉お

く送
り
、
悔け

か過
す
る
こ
と
慇
懃
た
り
。
合
州
共
に
聞
き
、
競
ひ
て
飮
食
を
送
る
。
此
を
送
還
す
る
に
及
び
、
使
司
斷
じ
て

卿
を
勝
州
に
移
し
、
仍
ほ
法
服
を
被
、
勝
州
の
寶
幢
寺
に
配
せ
し
む
。
神
晏 

此
の
神
驗
を
喜
び
、
念
誦
し
て
輟
め
ず
。
神
龍
元
年
二

月
十
五
日
、
制
あ
り
本
州
に
放
迴
す
る
に
逢
ひ
、
此
に
至
り
て
還
俗
す
。﹇
獻
忠
親み

づ
か自

ら
追
問
し
、
具
さ
に
源
流
を
說
く
。
神
晏 

時
に

當
た
り
て
始
め
て
年
三
十
八
な
り
﹈

【
語
注
】

玄
武
縣･･･

現
在
の
四
川
省
中
江
県
。

福
會
寺･･･

唐
・
王
勃
に
「
梓
州
玄
武
縣
福
會
寺
碑
」（『
王
子
安
集
』
巻
十
四
）
あ
り
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
隋
の
開
皇
（
五
八
一
―

六
〇
〇
）
年
間
に
建
て
ら
れ
た
。

萬
歲
通
天
元
年･･･

六
九
六
年
。
則
天
武
后
の
年
号
。

馮
知
悌･･･

不
詳
。

瀘
州･･･

現
在
の
四
川
省
に
位
置
し
て
い
た
州
。

資
州･･･

現
在
の
四
川
省
資
中
県
。
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大
雲
寺･･･

補
説
参
照
。

陳
行
貞･･･

不
詳
。

光
火
賊･･･
た
い
ま
つ
を
持
っ
た
盗
賊
の
こ
と
。
夜
盗
。

牒･･･

文
書
で
命
令
す
る
こ
と
。

首
望･･･

名
門
の
一
族
。

張
蘭･･･

不
詳
。

枷
釘
鍱･･･

く
び
か
せ
に
つ
い
て
い
る
釘
や
蝶
番
。
一
体
と
な
っ
た
首
と
手
を
つ
な
ぐ
刑
具
。

杻･･･

手
錠
。

獄
典･･･

典
獄
に
同
じ
。
監
獄
を
司
る
官
吏
。

典
瀘
望
更
主
細
奴
藺
老･･･

複
数
の
人
名
、
も
し
く
は
役
職
か
不
詳
。

亥
時･･･

午
後
九
―
十
一
時
。

悔
過･･･

罪
過
を
仏
前
で
懺
悔
し
て
罪
報
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
を
求
め
る
、
一
定
の
作
法
に
よ
る
た
め
の
儀
式
。

使
司･･･

観
察
使
。

勝
州･･･

現
在
の
山
西
省
に
位
置
し
て
い
た
州
。

寶
幢
寺･･･

不
詳
。

神
龍
元
年･･･

七
〇
五
年
。

【
現
代
語
訳
】
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梓
州
玄
武
県
福
会
寺
の
僧
釈
神
晏
は
、
俗
姓
を
劉
氏
と
い
う
。
去
る
万
歳
通
天
元
年
、
同
郷
の
馮
知
悌
か
ら
部
屋
に
追
い
剥
ぎ
の
盧

金
柱
ら
を
匿
っ
て
い
る
と
い
う
虚
偽
の
訴
え
が
出
さ
れ
た
た
め
、
瀘
州
に
逃
れ
て
避
難
し
た
。（
釈
神
晏
が
）
時
に
資
州
大
雲
寺
の
陳

行
貞
と
出
会
い
、
瀘
州
に
て
（『
大
雲
経
』
を
）
講
述
解
説
し
て
い
た
。
光
火
賊
と
知
り
合
っ
た
た
め
、
こ
の
州
の
司
馬
で
あ
る
張
涉

は
陳
行
貞
を
追
う
よ
う
に
資
州
宛
に
文
章
で
通
告
し
た
。
資
州
は
、
名
門
の
一
族
で
あ
る
張
蘭
を
瀘
州
に
行
か
せ
、（
陳
行
貞
を
）
捕

ら
え
、
瀘
州
県
に
て
禁
錮
し
た
。
釈
神
晏
は
昔
か
ら
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
ん
で
会
得
し
、
昼
夜
問
わ
ず
勤
勉
に
読
み
、
四
十
日
あ
ま

り
（
も
続
い
た
）。
五
月
二
十
七
日
に
至
り
、監
獄
の
中
は
夜
で
も
明
る
く
、昼
間
同
然
だ
っ
た
。
囚
人
た
ち
も
驚
き
、ま
さ
に
火
が
迫
っ

て
く
る
（
よ
う
だ
っ
た
）。
そ
こ
に
（
彼
に
）
取
り
つ
け
て
あ
っ
た
枷
に
付
い
て
い
る
釘
や
（
う
す
い
）
鉄
片
が
爆
裂
し
、
ま
る
で
斧

で
叩
い
た
よ
う
な
爆
音
と
と
も
に
、
す
ぐ
さ
ま
切
れ
て
壊
れ
た
。
そ
の
杻
に
は
、
も
と
よ
り
開
く
と
こ
ろ
が
な
く
、
自
然
に
脱
落
し
た
。

そ
の
柱
に
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
鎖
も
、
い
く
つ
か
細
切
れ
に
切
れ
た
。
瀘
州
県
丞
の
車
詢
は
獄
典
□
を
怒
り
、
さ
ら
に
鉄
工
と
木
工
を

呼
び
、
新
た
に
枷
・
杻
・
牢
を
作
ら
せ
た
。
そ
し
て
夜
明
け
に
お
よ
び
、
典
瀘
望
更
主
細
奴
藺
老
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
回
打
た
せ
、
さ

ら
に
細
い
釘
と
薄
い
鉄
片
で
補
強
さ
せ
た
。
釈
神
晏
は
困
惑
し
恐
れ
た
が
、
心
を
込
め
て
お
経
を
読
み
続
け
、
亥
時
に
な
る
前
に
、
前

と
同
じ
よ
う
に
（
刑
具
が
）
切
れ
た
り
、
壊
れ
た
り
し
た
。
車
詢
が
心
を
改
め
、（
釈
神
晏
に
）
敬
意
を
払
っ
て
信
じ
る
と
、
最
高
の

礼
を
尽
く
し
、
日
々
の
食
事
は
斎
食
に
な
ら
っ
て
と
り
、
悔
過
す
る
様
は
非
常
に
丁
寧
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
州
も
と
も
に
（
そ
の
出

来
事
を
）
聞
き
、
競
っ
て
飲
食
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
を
送
還
す
る
は
こ
び
に
な
っ
た
が
、（
送
還
す
る
こ
と
な
く
）
使
司
は
彼

を
勝
州
に
移
し
隔
離
す
る
こ
と
を
断
じ
、（
彼
は
）
依
然
、
僧
侶
で
あ
っ
た
の
で
、
勝
州
寶
幢
寺
に
送
ら
れ
た
。
釈
神
晏
は
こ
の
神
秘

な
る
霊
験
を
喜
び
、お
経
を
唱
え
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
神
龍
元
年
二
月
十
五
日
、皇
帝
の
命
令
に
よ
り
（
釈

神
晏
は
）
も
と
の
州
に
戻
さ
れ
、
そ
し
て
還
俗
し
た
。﹇
孟
献
忠
が
自
ら
本
人
に
あ
た
っ
て
こ
と
の
顛
末
を
聞
き
、(

釈
神
晏
が)

こ
と

の
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
つ
ぶ
さ
に
説
明
し
た
。（
釈
神
晏
は
）
当
時
三
十
八
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
﹈
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【
補
説
】

○
本
文
の
異
同
に
つ
い
て

　
本
話
は
、「
亦
爲
數
段
段
」
か
ら
「
釘
鍱
彌
壯
」
ま
で
が
、
日
光
本
で
は
本
文
が
異
な
る
。
本
注
釈
で
は
底
本
（
大
日
本
続
蔵
経
本
）

で
意
味
が
通
じ
る
と
し
て
解
釈
し
た
。
参
考
ま
で
に
日
光
本
の
本
文
・
訓
読
文
・
現
代
語
訳
を
以
下
に
示
す
。

【
日
光
本
本
文
】
亦
爲
數
段
。
瀘
州
縣
丞
車
䡕
瞋
獄
典
王
細
奴
藺
﹇
音
恡
﹈
老
等
、
各
打
卅
。
及
至
天
明
、
遣
典
盧
望
更
喚
䥫
匠
木
匠
、

別
作
枷
・
杻
・
牢
、
而
又
窄
﹇
音
責
﹈
釘
鍱
彌
壯
。

【
日
光
本
訓
読
文
】
亦
數
段
爲
り
。
瀘
州
縣
丞
の
車
䡕 

獄
典
王
細
奴
藺
老
等
を
瞋
り
、
各
〻
打
つ
こ
と
卅
。
天
明
に
至
る
に
及
び
、
典

盧
望
を
し
て
更
に
䥫
匠
・
木
匠
を
喚
び
、
別
し
て
枷
・
杻
・
牢
を
作
ら
し
め
、
而
も
又
釘
鍱
を
窄
る
こ
と
彌
〻
壯
な
り
。

【
日
光
本
現
代
語
訳
】（
そ
の
柱
に
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
鎖
も
）細
切
れ
に
切
れ
た
。
瀘
州
県
丞
の
車
詢
は
獄
典
王
細
奴
藺
老
ら
を
怒
り
、

そ
れ
ぞ
れ
三
十
回
打
っ
た
。
夜
明
け
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
典
瀘
望
に
鉄
工
と
木
工
を
呼
ば
せ
、
新
た
に
枷
・
杻
・
牢
を
作
ら
せ
、
く
わ

え
て
細
い
釘
と
薄
い
鉄
片
で
補
強
さ
せ
た
。

○
大
雲
寺
に
つ
い
て

　
説
話
中
で
は
「
資
州
大
雲
寺
」
と
あ
る
。
則
天
武
后
は
、
天
授
元
年
（
六
九
〇
）
七
月
に
大
雲
経
を
天
下
に
頒
布
し
、
十
月
に
大
雲

寺
の
建
設
を
命
じ
た
と
あ
る
（『
新
唐
書
』
本
紀
第
四
）。「
大
雲
経
」
は
則
天
武
后
の
帝
位
就
任
の
た
め
に
、
薛
懐
義
ら
側
近
の
僧
侶

が
偽
撰
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
（
氣
賀
澤
保
規
『
則
天
武
后
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
二
〇
一
六
年
）。「
大
雲
経
疏
」（
Ｓ

二
六
五
八
、Ｓ
六
五
〇
二
）
が
敦
煌
文
書
と
し
て
存
在
す
る
（
坪
田
昭
子
「
弥
勒
と
し
て
の
武
則
天
│
『
大
雲
経
疏
』
の
考
察
│
」「
信
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大
国
語
教
育
」
第
五
号
、
一
九
九
六
年
二
月
）。「
大
雲
寺
（
大
雲
経
寺
）」
は
大
雲
経
を
諸
州
に
置
く
た
め
の
寺
で
あ
っ
た
。「
資
州
大

雲
寺
」
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

　
古
代
日
本
と
「
大
雲
経
」
と
の
関
係
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
元
年
（
六
四
二
）
七
月
二
十
七
日
条
に
、

庚
辰
に
、大
寺
の
南
の
庭
に
し
て
、仏・菩
薩
の
像
と
四
天
王
の
像
と
を
厳
ひ
、衆
僧
を
屈
請
し
て
、大
雲
経
等
を
読
ま
し
む
。
時
に
、

蘇
我
大
臣
、
手
づ
か
ら
香
鑪
を
執
り
、
焼
香
き
て
発
願
す
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
前
の
二
十
五
日
条
に
、

戊
寅
に
、
群
臣
相
語
り
て
曰
く
、「
村
村
の
祝
部
の
所
教
の
随
に
、
或
い
は
牛
馬
を
殺
し
て
諸
社
の
神
を
祭
ひ
、
或
い
は
頻
に
市

を
移
し
、
或
い
は
河
伯
を
禱
る
も
、
既
に
所
效
無
し
」
と
い
ふ
。
蘇
我
大
臣
報
へ
て
曰
く
、「
寺
々
に
し
て
大
乗
経
典
を
転
読
し

ま
つ
る
べ
し
。
悔
過
す
る
こ
と
、
仏
の
説
き
た
ま
へ
る
が
如
く
し
て
、
敬
び
て
雨
を
祈
は
む
」
と
い
ふ
。

と
い
う
記
事
が
あ
っ
て
の
展
開
で
あ
る
。こ
こ
で
の「
大
雲
経
」に
つ
い
て
は
、新
編
全
集
の
注
が
、「
訳
者
を
異
に
す
る『
大
雲
輪
請
雨
経
』

『
大
方
等
大
雲
経
』
請
雨
品
・『
大
雲
経
』
請
雨
品
な
ど
の
う
ち
の
一
つ
か
」
と
す
る
。

　
正
倉
院
文
書
に
は
「
大
雲
経
」（
天
平
十
年
）
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
は
曇
無
讖
訳
『
大
方
等
大
雲
経
』（『
大
方
等
無
想
経
』）
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
正
倉
院
文
書
に
は
、「
大
雲
輪
請
雨
経
」（
天
平
二
十
年
）、「
大
雲
請
雨
経
」（
天
平
十
九
年
）、「
大
雲
□

蔵
菩
薩
問
大
海
三
昧
経
」（
天
平
宝
字
八
年
）
の
記
載
も
あ
る
（
石
田
茂
作
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』
東
洋
文
庫
、

一
九
三
〇
年
）。
則
天
武
后
偽
撰
の
「
大
雲
経
」
が
日
本
に
伝
来
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

15
．
崔さ

い
善ぜ

ん

沖ち
ゅ
う
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【
本
文
】

　
博
陵
崔
善
沖
者
、
先
天
初
載
時
任
梓
州
銅
山
縣
丞
、
常
受
持
金
剛
般
若
經
。
當
時
姚
、
①
᎖
﹇
音
邃
﹈
州
蠻
部
落
有
反
叛
者
、
監
軍

御
史
李
知
古
以
善
沖
爲
判
官
、
旣
在
軍
營
、
住
②
᎖
州
界
。
知
古
志
圖
功
効
、
遂
招
慰
諸
蠻
首
頷
、
降
而
殺
之
。
蠻
落
因
茲
遂
皆
反
叛
、

報
其
讎
﹇
音
酬
﹈
怨
、
共
殺
知
古
。
善
沖
當
卽
奔
竄
﹇
麤
亂
反
﹈、
罔
知
所
之
。
與
二
十
餘
人
結
伴
同
走
、
奔
馳
迷
之
、
③
已
經
日
夜
、

不
知
途
路
。
遙
見
一
火
、
准
度
近
遠
可
十
里
餘
。
將
有
人
家
、
擬
投
作
食
。
迄
至
于
曉
、
猶
䍖
不
及
、
乃
至
昆
明
縣
路
、
投
得
縣
城
。

④
蓋
是
神
力
護
持
、
潜
加
引
導
、
濟
以
厄
急
。
實
冥
助
焉
。﹇
獻
忠
任
梓
州
司
馬
、
崔
善
沖
親
說
﹈

【
校
異
】

①　
᎖
（
改
意
）
―
雋

②　
᎖
（
改
意
）
―
雋

③　
已
（
石
日
）
―
巳

④　
蓋
（
石
高
日
）
―
ⲛ

【
訓
読
文
】

　
博
陵
の
崔
善
沖
と
い
ふ
者
は
、
先
天
の
初
載
の
時
に
梓
州
銅
山
縣
の
丞
に
任
ぜ
ら
れ
、
常
に
金
剛
般
若
經
を
受
持
す
。
時
に
當
た
り

て
姚よ

う
、
᎖す

い
州
の
蠻
の
部
落
に
反
叛
す
る
者
有
り
、
監
軍
御
史
の
李
知
古 
善
沖
を
以
て
判
官
と
爲
し
、
旣
に
軍
營
に
在
り
、
᎖
州
の
界

に
住
ま
は
し
む
。
知
古 

功
効
を
圖は

か
ら
ん
と
志
し
、
遂
に
諸
蠻
の
首
頷
を
招
き
慰
め
、
降
し
て
之
を
殺
す
。
蠻
落
茲
れ
に
因
り
て
遂
に

皆
反
叛
し
、
其
の
讎
怨
を
報
じ
て
、
共
に
知
古
を
殺
す
。
善
沖 

當す
な
は卽

ち
奔ほ

ん
竄ざ

ん
す
る
に
、
之
く
所
を
知
る
罔
し
。
二
十
餘
人
と
結
伴
し
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て
同
に
走
り
、
奔
馳
し
て
之
に
迷
ひ
、
已
に
日
夜
を
經
る
も
、
途
路
も
知
ら
ず
。
遙
か
に
一
火
を
見
、
近
遠
を
准
度
す
れ
ば
十
里
餘
可ば

か

り
。
將
に
人
家
有
れ
ば
、
投
じ
て
食
を
作
さ
ん
こ
と
を
擬
せ
ん
と
す
。
曉
に
至
る
に
迄
び
、
猶
ほ
䍖お

ひ
て
及
ば
ず
、
乃
ち
昆
明
縣
の
路

に
至
り
、
縣
城
に
投
じ
得
た
り
。
蓋
し
是
れ
神
力
の
護
持
に
し
て
、
潛
か
に
引
導
を
加
へ
、
濟
ふ
に
厄
急
を
以
て
す
。
實
に
冥
助
な
ら

ん
。﹇
獻
忠 
梓
州
司
馬
に
任
ぜ
ら
れ
し
と
き
、
崔
善
沖
親み

づ
から

說
く
﹈

【
語
注
】

博
陵･･･

現
在
の
河
北
省
安
平
県
に
あ
る
郡
名
。

先
天･･･

七
一
二
―
七
一
三
年
。
睿
宗
の
年
号
。

初
載･･･

初
年
。

銅
山
縣･･･

現
在
の
四
川
省
中
江
県
の
南
。

姚･･･

姚
州
の
こ
と
。
現
在
の
雲
南
省
姚
安
県
の
北
。

᎖
州･･･

底
本
は
「
雋
」。
石
、
高
、
日
は
「
崔
門
」
と
し
、
日
は
右
傍
書
に
「
ス
イ
」
と
す
る
。『
唐
小
説
集
輯
校
三
種
』
は
、「
᎖
」

と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
現
在
の
四
川
省
西
昌
県
の
「
᎖
」
と
解
す
る
。

監
軍
御
史･･･

軍
の
監
察
官
。

功
効･･･

功
績
。

投･･･

宿
を
と
る
。

蠻
落･･･

蛮
族
の
集
落
。

昆
明
縣･･･

現
在
の
雲
南
省
昆
明
市
。
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【
現
代
語
訳
】

　
博
陵
の
崔
善
沖
と
い
う
者
は
、先
天
の
一
年
目
に
梓
州
銅
山
県
丞
に
着
任
し
、常
に『
金
剛
般
若
経
』を
受
持
し
て
い
た
。
当
時
姚
州
、

᎖
州
に
あ
る
蛮
族
の
集
落
に
謀
反
人
が
い
て
、
監
軍
御
史
の
李
知
古
は
崔
善
沖
を
判
官
に
据
え
、
軍
営
に
行
か
せ
、
᎖
州
の
県
境
に
駐

在
さ
せ
た
。
李
知
古
は
自
ら
の
功
名
を
上
げ
る
た
め
に
蛮
族
の
首
領
た
ち
を
集
め
て
慰
労
し
、
降
参
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
殺
し
た
。
蛮
族

の
集
落
は
つ
い
に
全
員
反
乱
を
起
こ
し
、
そ
の
仇
を
討
と
う
と
集
結
し
て
李
知
古
を
殺
し
た
。
崔
善
沖
は
す
ぐ
さ
ま
走
っ
て
逃
げ
、
し

か
し
、
ど
こ
に
行
け
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
二
十
余
り
の
人
と
と
も
に
逃
げ
た
が
、
迷
い
な
が
ら
も
馬
を
走
ら
せ
逃
げ
て
い
た

と
こ
ろ
、
す
で
に
一
日
経
っ
て
も
行
く
道
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
遠
く
に
あ
る
灯
火
が
み
え
、
距
離
は
十
里
あ
ま
り
と
推
測
し
た
。
民

家
が
あ
る
な
ら
、
そ
こ
に
投
宿
し
食
事
を
と
ろ
う
と
し
た
。
空
が
明
る
く
な
っ
て
も
、
ま
だ
着
か
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
昆
明
県

へ
の
道
ま
で
至
り
、
県
庁
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
全
て
は
神
力
に
よ
る
守
護
で
あ
っ
て
、
陰
な
が
ら
導
い
て
く
れ
、
厄
介
な

難
か
ら
救
済
し
て
く
れ
た
。
実
に
仏
の
加
護
で
あ
っ
た
。﹇
孟
献
忠
が
梓
州
司
馬
の
任
期
中
に
、
崔
善
沖
本
人
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
﹈

【
補
説
】

○
蛮
族
の
あ
つ
か
い

　
本
説
話
で
は
、「
姚
᎖
州
蛮
部
落
」
と
あ
る
。『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
は
、
少
数
民
族
（
漢
民
族
以
外
の
民
族
）
が
し
ば
し
ば
登

場
す
る
。
上
巻
「
崔
文
簡
」
で
は
「
吐
蕃
」、「
暮
容
文
策
」
で
は
「
外
国
六
夷
」、「
袁
志
通
」
で
は
「
白
蛮
」「
南
蛮
」、
中
巻
「
清
虚

（
そ
の
一
）」
で
は
「
⤴
奴
」
な
ど
で
あ
る
。

　
本
説
話
「
崔
善
沖
」
で
は
、「
蛮
部
落
」
で
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
、
李
知
古
が
蛮
族
を
だ
ま
し
討
ち
に
し
て
殺
害
す
る
。
そ
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れ
に
対
す
る
蛮
族
の
報
復
に
崔
善
沖
が
巻
き
込
ま
れ
た
形
で
あ
る
。
崔
善
沖
の
上
司
が
李
知
古
な
の
で
、
崔
善
沖
に
も
蛮
族
殺
害
の
責

任
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
中
で
は
罪
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
説
話
だ
け
で
な
く
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
で
は
、
少
数
民
族
は
神
仏
の
加
護
が
及
ば
な
い
、
い
わ
ば
化
外
の
民
と
見
て
い
る

傾
向
が
あ
る
。「
暮
容
文
策
」
で
の
「
外
国
六
夷
」
は
、
冥
界
で
裁
き
を
待
つ
身
。「
袁
志
通
」
で
の
「
白
蛮
」「
南
蛮
」
も
、
討
伐
の

対
象
と
い
う
だ
け
の
存
在
で
あ
る
。

　
仏
教
に
は
本
来
「
一い

っ
と
ん音

」「
一
音
教
」
と
い
っ
て
、
仏
の
こ
と
ば
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
聞
く
人
の
素
質
・
能
力
・
立
場
に
よ
っ
て

異
な
る
理
解
を
す
る
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
天
長
年
間
に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』（
一
四
〇
―

一
四
四
行
）
に
は
、
そ
の
思
想
の
一
端
が
見
ら
れ
る
。

各
〻
世
界
ニ
於
テ
、
正
法
ヲ
講
説
ス
ル
者
ハ
、
詞
、
无
㝵
解
ナ
リ
、
謂
ク
、
大
唐
、
新
羅
、
日
本
、
波
斯
、
崐
崘
、
天
竺
ノ
人
集

マ
レ
ハ
、
如
来
ハ
一
音
ニ
風
俗
ノ
方
言
ニ
随
ヒ
テ
聞
カ
令
メ
タ
マ
フ
、
仮
令
ヘ
ハ
此
ノ
当
国
ノ
方
言
、
毛
人
ノ
方
言
、
飛
騨
ノ
方

言
、東
国
ノ
方
言
、仮
令
ヘ
ハ
飛
騨
ノ
国
ノ
人
ニ
対
ヒ
テ
ハ[

而]

飛
騨
ノ
国
ノ
詞
ヲ
モ
チ
テ
聞
カ
令
メ
テ[

而]

説
キ
タ
マ
フ
云
、

訳
語
通
事
ノ
如
シ
、（
築
島
裕
編
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
総
索
引
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
。
引
用
文
は
適
宜
改
編
し
た
）

仏
は
「
一
音
」
に
て
教
え
を
説
き
、
そ
の
教
え
は
多
様
な
言
語
で
衆
生
に
伝
わ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
で
は
、
仏
陀
を
信
じ
ず
、
異
言
語
を
話
す
人
間
に
は
、
仏
の
福
徳
も
及
ば
な
い
と
い
う
思
想
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。

16
．
尚し

ょ
う
こ
う
そ
う

行
琮
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【
本
文
】

　
邛﹇
局
龍
反
﹈州
安
仁
縣
令
尚
行
琮
、常
誦
金
剛
般
若
。
因
事
左
授
翼
水
縣
丞
赴
任
、至
義
州
界
。
山
路
嶮
峻
、閣
道
危
縣
、乘
夜
而
行
、

忽
墜
於
閣
。
在
半
崕
上
乘
落
騎
一
樹
枝
、
猶
疑
是
馬
、
遂
不
知
覺
。
須
臾
之
間
、
家
人
叫
聲
、
方
知
墜
閣
。
口
誦
金
剛
般
若
、
尚
不
輟

聲
、
覺
後
狀
如
在
夢
、
一
無
所
損
。﹇
邛
州
司
戶
胡
延
祚
所
說
也
﹈

【
校
異
】

な
し

【
訓
読
文
】

　
邛
州
安
仁
縣
の
令
の
尚
行
琮
、常
に
金
剛
般
若
を
誦
ふ
。事
に
因
り
て
翼
水
縣
丞
に
左
授
せ
ら
れ
赴
任
せ
ん
と
し
、義
州
の
界
に
至
る
。

山
路
は
嶮
峻
、
閣
道
は
危
縣
に
し
て
、
夜
に
乘
じ
て
行
き
、
忽
ち
閣
よ
り
墜
つ
。
半
崕
上
に
在
り
て
落
つ
る
に
乘
じ
て
一
樹
の
枝
に
騎

り
、
猶
ほ
是
れ
馬
な
る
か
と
疑
ひ
、
遂
に
知
覺
せ
ず
。
須
臾
の
間
、
家
人
の
叫
聲
あ
り
、
方は

じ
め
て
閣
よ
り
墜
つ
る
を
知
る
。
口
ず
か
ら

金
剛
般
若
を
誦
へ
、尚
ほ
聲
を
輟
め
ず
、覺
め
し
後 
狀 
夢
に
在
る
が
如
く
、一
も
損
ふ
所
無
し
。﹇
邛
州
司
戶
胡
延
祚
の
說
く
所
な
り
﹈

【
語
注
】

邛
州･･･

現
在
の
四
川
省
邛
崍
市
の
東
南
。

安
仁
縣･･･

現
在
の
四
川
省
大
邑
県
の
東
南
。

左
授･･･

左
遷
す
る
。
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翼
水
縣･･･

現
在
の
四
川
省
松
潘
県
の
南
。

義
州･･･
現
在
の
四
川
省
眉
山
市
洪
雅
県
。

閣
道･･･
桟
道
。

危
縣･･･
危
懸
の
こ
と
か
。
今
に
も
落
ち
そ
う
に
懸
か
っ
て
い
る
さ
ま
。

胡
延
祚･･･

不
詳
。

【
現
代
語
訳
】

　
邛
州
安
仁
県
令
の
尚
行
琮
は
、
常
に
『
金
剛
般
若
経
』
を
読
ん
で
い
た
。
あ
る
事
が
原
因
で
左
遷
さ
れ
、
翼
水
県
丞
と
し
て
赴
任
し

よ
う
と
し
て
、
義
州
の
県
境
に
至
っ
た
。
山
道
が
そ
び
え
立
ち
、
桟
道
が
険
し
く
か
か
っ
て
お
り
、
夜
陰
に
乗
じ
て
通
る
と
、
突
然
桟

道
か
ら
落
ち
た
。
崖
の
途
中
に
あ
る
木
の
枝
に
（
引
っ
か
か
り
）
座
っ
た
形
で
落
ち
た
の
で
、ま
だ
馬
に
跨
が
っ
て
い
る
と
思
い
込
み
、

つ
い
に
気
づ
か
ず
に
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
家
の
者
の
呼
び
声
で
、
や
っ
と
桟
道
か
ら
落
ち
た
こ
と
を
知
っ
た
。『
金
剛
般
若
経
』

を
口
ず
さ
み
、そ
の
声
を
途
絶
え
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
気
づ
い
た
後
も
、ま
る
で
夢
に
い
る
か
の
ご
と
く
、完
全
に
無
傷
で
あ
っ

た
。﹇
邛
州
司
戸
の
胡
延
祚
が
こ
れ
を
説
い
た
﹈

【
補
説
】

な
し
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研
究
協
力
者

小
塚
由
博
氏
（
大
東
文
化
大
学
特
任
准
教
授
）

Ｗ
E
Ｂ
サ
イ
ト
運
用

研
究
所
サ
イ
ト
で
は
、
研
究
会
の
案
内
、
助
成
研
究
の
募
集
、
研
究
紀
要

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
な
ど
を
公
開
し
て
い
る
。

http://renbutsuken.org/wp/

あ
わ
せ
てFacebook

ア
カ
ウ
ン
ト
で
、
お
知
ら
せ
を
配
信
し
て
い
る
。

https://w
w
w.facebook.com

/

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所-2015847598

63589/

定
例
研
究
会
活
動
報
告

第
百
五
十
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
月
二
十
五
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
野
久
志
、

小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、
山
川
志
典
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
小
塚
由
博

題
目
：
明
清
文
学
と
『
金
剛
経
』　

│
王
晫
「
金
剛
経
紀
騐
」
と
そ
の
周
辺
│

中
国
に
お
い
て
『
金
剛
経
』
は
古
く
か
ら
厄
災
や
病
気
を
却
け
る
効
能

が
あ
る
と
さ
れ
、
文
人
・
庶
民
に
拘
わ
ら
ず
大
い
に
流
行
し
た
。
文
学

作
品
と
の
関
係
も
深
く
、
唐
代
か
ら
清
代
に
至
る
ま
で
多
く
の
霊
験
譚

が
著
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
明
清
代
の
文
学
と
『
金
剛
経
』
の
関
係
に

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
彙
報

二
〇
一
九
年
度
人
員
構
成

代　
表

遠
藤
祐
純

研
究
員

伊
藤
尚
徳　
今
井
秀
和　
遠
藤
純
一
郎　
大
道
晴
香

小
島
教
寛　
小
林
崇
仁　
松
本
紹
圭　
山
野
千
恵
子

　
　
客
員
研
究
員

宮
澤
正
順　

二
〇
一
九
年
度
事
業
報
告

紀
要
出
版

『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
十
二
号
を
出
版
し
、
全
国
の
研
究
所
、

大
学
図
書
館
等
、
約
一
三
〇
機
関
に
寄
贈
し
た
。
今
年
度
発
行
の
第
十
三

号
は
、
研
究
員
に
よ
る
論
文
に
加
え
、
二
〇
一
七
年
度
研
究
助
成
採
択

者
論
文
、
研
究
協
力
者
論
文
を
掲
載
し
た
。
二
〇
一
七
年
度
研
究
助
成

採
択
者
、
本
年
度
の
研
究
協
力
者
は
次
の
通
り
。

二
〇
一
七
年
度
研
究
助
成
採
択
者

鈴
木
耕
太
郎
氏
（
高
崎
経
済
大
学
講
師
）
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題
目
：
「
お
寺
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
「
僧
侶
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
に

関
す
る
試
論

近
年
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
様
々
な
問
題
が
取
り
沙
汰

さ
れ
る
中
、
従
来
の
リ
ー
ダ
ー
像
に
疑
問
が
も
た
れ
、
新
し
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
論
が
次
々
と
台
頭
し
て
い
る
。
今
回
と
り
あ
げ
る
「
オ
ー
セ
ン
テ

ィ
ッ
ク
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
り
、H

BS

の
ビ
ル
・

ジ
ョ
ー
ジ
が
提
唱
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
オ
ー
セ
ン

テ
ィ
ッ
ク
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
き
、
僧
侶
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
開
発
の
理
論
的
枠
組
を
提
示
し
、
あ
わ
せ
て
僧
侶
の
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
開
発
に
お
け
る
「
布
薩
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
提
言
し
た
。

発
表
：
小
林
崇
仁

題
目
：
奈
良
・
平
安
初
期
の
山
林
寺
院
に
お
け
る
仏
教
者
た
ち
の
諸
活
動

―
道
俗
相
集
を
め
ぐ
っ
て
―

奈
良
・
平
安
初
期
の
仏
教
者
の
山
林
修
行
に
つ
い
て
は
、
出
家
者
が
社
会

と
の
関
係
を
断
絶
し
て
山
林
に
隠
棲
し
て
い
た
と
い
う
例
は
む
し
ろ
ま

れ
で
、
在
家
信
者
や
社
会
と
の
密
接
な
関
係
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
と

い
え
る
。
優
婆
塞
や
優
婆
夷
を
率
い
て
活
動
し
た
行
基
の
例
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
古
代
に
は
出
家
者
と
在
家
信
者
と
の
道
俗
知
識
が
結
ば
れ
て
い

た
が
、
同
様
の
こ
と
が
山
林
寺
院
の
宗
教
活
動
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

発
表
で
は
、
国
史
に
基
づ
い
て
「
道
俗
相
集
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察

し
た
上
で
、『
日
本
霊
異
記
』
を
手
が
か
り
に
山
林
寺
院
に
お
け
る
仏
教

者
の
宗
教
活
動
を
分
析
し
た
。

第
百
五
十
二
回
研
究
会
報
告

日
時
：
四
月
一
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

つ
い
て
、
と
り
わ
け
文
言
小
説
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の

か
を
当
代
の
主
要
な
文
言
小
説
の
内
容
を
確
認
し
な
が
ら
概
観
し
、
次

い
で
王
晫
（
一
六
三
六
〜
？
）「
金
剛
経
紀
騐
」
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の

作
品
の
特
徴
を
分
析
し
た
。

発
表
：
山
川
志
典

題
目
：
奉
納
品
か
ら
み
る
産
育
信
仰
と
文
化
遺
産
と
し
て
の
継
承　

―
石
川
県
金
沢
市
真
成
寺
を
事
例
と
し
て
―

石
川
県
金
沢
市
真
成
寺
は
、
金
沢
市
域
に
お
け
る
子
授
け
・
子
育
て
の

信
仰
（
産
育
信
仰
）
の
場
で
あ
り
、
一
九
八
二
年
に
は
そ
の
奉
納
品

九
六
六
点
が
「
真
成
寺
奉
納
産
育
信
仰
資
料
」
と
し
て
国
の
重
要
有
形

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
産
育
信
仰
資
料
と
し
て
は
初
め
て
の
指

定
で
あ
っ
た
が
、
現
代
に
続
く
習
俗
「
オ
ア
ズ
ケ
」
に
関
わ
る
奉
納
写

真
は
こ
の
文
化
財
に
含
ま
れ
ず
、
そ
の
具
体
的
な
調
査
報
告
も
確
認
で

き
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
真
成
寺
に
お
け
る
産
育
信
仰

の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、「
オ
ア
ズ
ケ
」
の
習
俗
に
注
目
し
、
発

表
者
に
よ
る
調
査
結
果
を
報
告
し
、
あ
わ
せ
て
今
後
の
調
査
、
研
究
計

画
に
つ
い
て
述
べ
た
。

第
百
五
十
一
回
研
究
会
報
告

日
時
：
三
月
四
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
野
久
志
、
小
林
崇
仁
、

福
井
良
應
、
松
本
紹
圭
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
松
本
紹
圭
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営
活
動
の
背
後
に
は
豊
臣
家
の
財
力
が
あ
り
、
豊
臣
政
権
の
作
事
組
織
と

し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
木
食

応
其
の
勧
進
活
動
と
豊
臣
政
権
の
寺
社
支
配
の
理
念
の
関
係
性
を
探
る

研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
先
行
研
究
の
見
解
を
整
理
し
、
ま
た
『
続
宝

簡
集
』
所
収
の
「
諸
寺
諸
社
造
営
目
録
」
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

発
表
：
今
井
秀
和

題
目
：
平
田
篤
胤
『
仙
境
異
聞
』
と
仏
教

『
仙
境
異
聞
』
は
、
江
戸
時
代
の
後
期
、
常
陸
国
に
あ
る
天
狗
の
棲
む
世

界
と
江
戸
と
を
行
き
来
し
て
い
る
と
自
称
す
る
少
年
寅
吉
を
イ
ン
フ
ォ

ー
マ
ン
ト
と
し
て
、
平
田
篤
胤
が
聞
き
取
り
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
「
仙

境
」
に
つ
い
て
の
情
報
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
排
仏
的
な
姿
勢
で
古

道
・
古
学
を
探
究
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
篤
胤
で
あ
る
が
、
本
書
に

は
少
な
か
ら
ず
仏
教
的
な
要
素
も
認
め
ら
れ
る
。
実
際
、
篤
胤
は
仏
典
の

読
解
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
、
僧
侶
や
仏
学
の
徒
と
の
交
流
も
あ
っ
た
。

こ
の
発
表
で
は
『
仙
境
異
聞
』
を
通
し
て
、
平
田
篤
胤
が
ど
の
よ
う
に
仏

教
を
把
握
、
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
っ
た
。

第
百
五
十
四
回
研
究
会
報
告

日
時
：
六
月
十
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
林
崇
仁
、

宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子
、
渡
瀬
綾
乃

発
表
：
伊
藤
尚
徳

題
目
：
信
州
上
田
獨
股
山
前
山
寺
所
蔵
聖
教
調
査
報
告

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、

鈴
木
耕
太
郎
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
伊
藤
尚
徳

題
目
：
既
成
仏
教
教
団
に
お
け
る
教
化
理
念
の
形
成　

│
真
言
宗
智
山
派
の
場
合
│

現
代
の
既
成
仏
教
教
団
の
多
く
は
そ
の
社
会
活
動
の
中
心
に
い
わ
ゆ
る

「
教
化
活
動
」
を
お
く
。「
教
化
」
は
仏
教
教
団
た
れ
ば
自
明
の
活
動
の
ご

と
く
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
概
念
や
内
実
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
よ
く

理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
発
表
で
は
真
言
宗
智
山
派
を

例
に
、
大
正
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
「
教
化
」
の
概
念
と
そ
の
内
実
の
変

遷
を
追
い
、
あ
わ
せ
て
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。

第
百
五
十
三
回
研
究
会
報
告

日
時
：
五
月
二
十
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、遠
藤
純
一
郎
、小
野
久
志
、小
林
崇
仁
、鈴
木
耕
太
郎
、

鈴
木
宏
彰
、
福
井
良
應
、
宮
澤
正
順
、
山
川
志
典
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
福
井
良
應

題
目
：
木
食
応
其
の
勧
進
に
お
け
る
事
蹟

安
土
桃
山
時
代
の
真
言
宗
の
僧
、
木
食
応
其
は
勧
進
僧
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
る
。
造
営
（
再
興
）
に
関
わ
っ
た
寺
や
塔
は
八
十
一
に

の
ぼ
り
、「
諸
寺
諸
社
造
営
目
録
」
に
よ
れ
ば
そ
の
事
業
の
総
額
は

「
三
二
万
二
千
六
百
十
六
石
余
り
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
寺
社
造
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発
表
：
遠
藤
純
一
郎

題
目
：
度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成
（
そ
の
3
）

│
『
三
角
柏
傳
記
』
の
思
想
│

『
三
角
柏
傳
記
』
は
、
真
福
寺
本
の
奧
書
か
ら
そ
の
書
写
者
が
度
会
行
忠

で
あ
る
可
能
性
が
先
行
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
可
能
性

を
考
慮
し
て
、
今
回
は
『
三
角
柏
傳
記
』
を
検
討
対
象
と
し
、
本
書
の
特

徴
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
両
部
神
道
的
な
言
説
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考

察
し
た
。
本
書
は
通
常
の
寺
院
縁
起
と
は
異
な
り
、
領
掌
の
正
当
性
を
主

張
す
る
目
的
意
識
が
際
立
っ
て
お
り
、
本
書
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
「
三

角
柏
」
を
軸
と
す
る
仙
宮
寺
と
神
宮
の
緊
密
な
関
係
性
に
つ
い
て
も
そ
の

正
当
性
を
補
強
す
る
手
段
と
見
な
し
得
る
。
本
書
に
認
め
ら
れ
る
両
部
神

道
的
な
言
説
は
、
こ
の
目
的
意
識
の
た
め
に
先
行
す
る
文
書
よ
り
集
成
さ

れ
た
と
見
る
べ
き
で
、
思
想
的
に
内
発
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

発
表
：
小
林
崇
仁

題
目
：
（
資
料
紹
介
）

諏
訪
市
仏
法
紹
隆
寺
蔵
『
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
扣
』

『
両
部
習
合
神
道
伝
来
言
上
草
案
扣
』
は
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
に
諏

訪
の
下
神
宮
寺
・
観
照
寺
・
三
精
寺
が
連
名
で
、
寺
家
の
窮
状
を
訴
訟
し

た
言
上
書
の
草
案
の
控
え
で
あ
る
。
そ
の
訴
訟
の
内
容
と
は
、
社
家
に
よ

る
仏
法
排
斥
、
具
体
的
に
は
故
実
を
潰
し
、
異
形
の
鳥
居
を
建
て
、
諸
堂

を
破
却
し
、
寺
家
の
法
例
を
妨
げ
る
と
い
っ
た
不
法
行
為
に
対
し
、
諏
訪

社
に
受
け
継
が
れ
る
「
両
部
神
道
」
の
正
当
性
を
主
張
し
、
排
斥
の
現
状

の
視
察
と
そ
の
制
止
を
幕
府
に
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
排
仏
前
史
と
な

る
寺
家
の
実
態
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
発
表
で

は
本
書
の
翻
刻
、
内
容
を
紹
介
し
、
三
寺
が
正
当
性
の
主
張
に
用
い
た
両

部
神
道
説
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。

信
州
上
田
獨
股
山
前
山
寺
は
、
江
戸
時
代
、
信
州
四
箇
談
林
の
一
つ
に
数

え
ら
れ
、
学
僧
た
ち
が
研
鑽
し
た
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
発
表
者
は
、
近

世
地
方
談
林
に
お
け
る
学
問
の
あ
り
方
や
本
山
と
の
関
わ
り
、
地
域
社
会

に
お
け
る
機
能
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
現
在
、
当
寺
所

蔵
の
聖
教
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
発
表
で
は
、「
前
山
寺
起
立
書
」

の
概
要
を
紹
介
し
、
現
段
階
で
の
調
査
結
果
の
報
告
を
行
な
っ
た
。

発
表
：
小
嶋
教
寛

題
目
：
鎌
倉
期
大
安
寺
別
当
職
の
変
遷
と
東
大
寺
別
当
就
任
の
契
機

南
都
七
大
寺
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
大
安
寺
は
、
鎌
倉
期
に
入
る
と
衰
退

の
途
を
辿
っ
た
が
、
鎌
倉
後
期
に
東
大
寺
別
当
宗
性
が
大
安
寺
別
当
に

就
任
す
る
に
至
り
、
修
造
が
な
さ
れ
、
ま
た
叡
尊
に
よ
る
律
宗
寺
院
化
に

よ
り
西
大
寺
流
律
宗
の
主
要
寺
院
と
な
っ
た
。
そ
の
後
室
町
期
に
は
興
福

寺
方
七
大
寺
の
一
つ
と
な
る
に
至
る
。
こ
の
大
安
寺
の
変
遷
過
程
に
お
け

る
、
宗
性
の
大
安
寺
別
当
職
就
任
の
前
段
階
と
な
っ
た
鎌
倉
前
中
期
、
大

安
寺
別
当
職
は
東
大
寺
僧
に
継
承
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な

事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
契
機
と
な
っ
た
成
宝
の
大

安
寺
別
当
職
の
就
任
に
注
目
し
、
当
時
の
相
論
資
料
か
ら
そ
の
政
治
背
景

を
探
っ
た
。

第
百
五
十
五
回
研
究
会
報
告

日
時
：
七
月
八
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
小
嶋
教
寛
、

鈴
木
耕
太
郎
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子
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え
る
が
、
そ
う
し
た
中
世
特
有
の
言
説
こ
そ
祇
園
社
の
信
仰
を
ひ
も
と
く

鍵
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
二
世
紀
近
く
を
経
て
、
ど
の
よ
う
に
定
着

な
い
し
変
遷
し
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
祇
園
社
の
信
仰
や
ス
サ
ノ
ヲ

（
あ
る
い
は
、
牛
頭
天
王
）
と
い
う
神
に
対
す
る
捉
え
方
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

第
百
五
十
七
回
研
究
会
報
告

日
時
：
九
月
三
十
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、
宮
澤
正
順
、

山
野
千
恵
子

発
表
：
今
井
秀
和

題
目
：
仙
童
寅
吉
の
修
業
時
代　

│
│
『
仙
境
異
聞
』
他
に
見
る
、
寅
吉
と
神
道
・
仏
教
・
修
験
道

近
刊
『
異
世
界
と
転
生
の
江
戸　
平
田
篤
胤
と
松
浦
静
山
』
か
ら
第
三

章
「『
仙
境
異
聞
』
と
仏
教
│
寅
吉
の
出
家
を
軸
に
」
で
扱
っ
た
内
容
を

を
と
り
あ
げ
た
。『
仙
境
異
聞
』
に
お
け
る
寅
吉
の
宗
教
遍
歴
は
、
彼
と

平
田
篤
胤
と
の
関
係
性
か
ら「
神
道
寄
り
」に
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

仏
教
や
修
験
道
の
要
素
も
認
め
ら
れ
る
。
寅
吉
は
篤
胤
の
も
と
を
去
っ
た

後
、
出
家
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
神
職
に
つ
い
た
と
さ
れ
る
が
、
彼
の
宗

教
的
性
格
を
仏
教
・
神
道
・
修
験
道
の
い
ず
れ
か
に
帰
結
し
よ
う
と
す
る

の
は
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
性
格
の
特
徴
は
「
遍
歴
」
に
あ
っ
た
と

見
る
べ
き
で
あ
る
。

発
表
：
山
野
千
恵
子

第
百
五
十
六
回
研
究
会
報
告

日
時
：
八
月
二
十
七
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛
、
小
塚
由
博
、

鈴
木
耕
太
郎
、
福
井
良
應
、
山
野
千
恵
子
、
渡
瀬
綾
乃

発
表
：
小
塚
由
博

題
目
：
王
起
隆
『
皇
明
金
剛
新
異
録
』
に
つ
い
て

前
回
に
引
き
続
き
、
明
清
代
の
中
国
文
学
に
お
け
る
『
金
剛
経
』
の
影
響

を
考
察
す
る
一
連
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
今
回
は
明
末
の
王
起
隆
『
皇

明
金
剛
新
異
録
』
を
と
り
あ
げ
た
。
本
書
は
弘
治
年
間
か
ら
崇
禎
年
間
の

『
金
剛
経
』
の
霊
験
譚
四
〇
話
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
代
文
化
を

背
景
と
し
、当
代
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、

本
書
の
全
体
的
な
概
要
、
作
品
の
舞
台
や
登
場
人
物
等
の
傾
向
を
概
観
し

た
上
で
、
四
〇
話
の
中
か
ら
い
く
つ
か
特
徴
的
な
説
話
を
紹
介
し
た
。

発
表
：
鈴
木
耕
太
郎

題
目
：
『
釈
日
本
紀
』
か
ら
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
へ　

│
│
卜
部
の
言
説
は
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
た
か

こ
の
発
表
で
は
、
鎌
倉
中
期
の
『
釈
日
本
紀
』
に
見
ら
れ
る
新
た
な
ス
サ

ノ
ヲ
神
話
と
し
て
の
蘇
民
将
来
譚
が
、
室
町
中
期
の
『
日
本
書
紀
纂
疏
』

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
、
あ
る
い
は
変
え
ら
れ
た
の
か
に

つ
い
て
検
討
し
た
。『
釈
日
本
紀
』の
基
と
な
っ
た
卜
部
兼
文
に
よ
る『
日

本
書
紀
』
講
義
に
お
い
て
、
突
如
展
開
さ
れ
た
祇
園
社
祭
神
＝
ス
サ
ノ
ヲ

と
い
う
言
説
は
、
近
代
的
学
問
知
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
牽
強
付
会
に
も
見
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発
表
：
小
嶋
教
寛

題
目
：
鎌
倉
期
東
南
院
僧
の
構
成
と
活
動

こ
の
一
連
の
研
究
で
は
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
東
南
院
の
組
織
構
造
を
体
系

的
に
把
握
す
る
た
め
に
、「
東
南
院
僧
」
の
活
動
実
態
を
分
析
し
て
い
る
。

今
回
は
東
南
院
主
の
「
坊
官
」
と
呼
ば
れ
る
院
主
の
私
的
な
側
近
僧
を
と

り
あ
げ
た
。
定
範
か
ら
聖
珍
に
至
る
歴
代
院
主
の
坊
官
を
勤
め
た
個
々
の

人
物
の
出
自
や
活
動
事
例
を
集
積
し
、
そ
こ
か
ら
坊
官
の
性
格
と
職
掌
の

輪
郭
を
時
系
列
に
沿
っ
て
描
き
出
し
た
。

第
百
五
十
九
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
一
月
二
十
五
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
野
久
志
、
小
嶋
教
寛
、

鈴
木
耕
太
郎
、
三
浦
周
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子
、
渡
瀬
綾
乃

発
表
：
渡
瀬
綾
乃

題
目
：
一
条
院
廃
寺
後
の
鳥
越
集
落　

│
寺
の
あ
と
に
何
が
残
る
か
│

鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市
坊
津
町
坊
に
は
、
西
海
の
本
寺
と
称
さ
れ
た
西
海

金
剛
峯
如
意
珠
山
龍
厳
寺
一
乗
院
が
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
一
乗

院
の
廃
寺
後
、
鳥
越
集
落
の
民
俗
習
慣
や
集
落
空
間
に
は
ど
の
よ
う
な
変

化
が
見
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
廃
寺
前
の
記

録
か
ら
当
時
の
一
条
院
と
門
前
の
住
民
と
の
関
係
を
把
握
し
た
上
で
、
一

条
院
不
在
と
な
っ
た
現
代
に
お
け
る
十
五
夜
行
事
、
ハ
ナ
コ
ト
リ
、
村
仏

様
の
習
俗
習
慣
や
、
集
落
空
間
の
あ
り
方
を
分
析
し
た
。

題
目
：
十
六
世
紀
イ
ン
ド
の
女
性
修
行
者
の
肖
像　

チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
学
者
、
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
（
一
五
七
五
〜
一
六
三
四
）
の

『
七
付
法
伝
（bKa

’ babs bdun ldan

）』
は
、
イ
ン
ド
の
タ
ン
ト
ラ
行

者
た
ち
の
行
状
を
記
し
た
伝
記
集
成
で
あ
る
。
こ
の
伝
記
集
成
に
は
タ
ー

ラ
ナ
ー
タ
の
同
時
代
に
生
き
た
女
性
修
行
者
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

今
回
は
『
七
付
法
伝
』
と
そ
の
関
連
文
献
を
資
料
に
、
十
六
世
紀
イ
ン
ド

の
女
性
修
行
者
、デ
ィ
ー
ナ
カ
ラ
ー
（Dīnakarā

）
の
伝
記
を
紹
介
し
た
。

第
百
五
十
八
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
月
七
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
林
崇
仁
、

松
本
紹
圭
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子
、
渡
瀬
綾
乃

発
表
：
松
本
紹
圭

題
目
：
ポ
ス
ト
檀
家
制
度
試
論

こ
こ
数
年
、
僧
侶
派
遣
の
事
業
者
数
が
増
加
し
、
お
寺
と
社
会
と
の
関

係
性
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
檀
家
制
度
時
代
に
、

お
寺
は
社
会
の
構
成
員
と
い
か
な
る
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

「
築
地
本
願
寺
倶
楽
部
」
を
事
例
に
、
お
寺
の
新
し
い
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

の
あ
り
方
を
探
っ
た
。
こ
こ
で
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
観
点
か
ら
「
築
地

本
願
寺
倶
楽
部
」
の
事
業
を
分
析
し
、AIDM

A

の
ア
イ
デ
ア
を
簡
略
化

し
た
「
フ
ォ
ロ
ワ
ー
」
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

提
示
し
、
い
か
に
「
檀
家
」
の
概
念
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の

提
言
を
行
な
っ
た
。
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浄
土
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

発
表
：
遠
藤
純
一
郎

題
目
：
度
会
行
忠
所
帯
の
神
道
書
に
於
け
る
思
想
構
成
（
そ
の
４
）

今
回
と
り
あ
げ
る
の
は「
弘
安
三
年
度
会
行
忠
書
写
」の
奧
書
の
あ
る『
天

口
事
書
』
で
あ
る
。「
書
写
」
と
あ
る
も
の
の
本
書
は
先
行
研
究
に
よ
り

行
忠
の
撰
述
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
内
容
が
大
き
く
異
な
る
異
本
が

存
在
す
る
な
ど
、
そ
の
成
立
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
し
か
し
少
な
く

と
も
行
忠
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
異
本
も
彼

の
同
時
代
の
思
想
背
景
を
探
る
資
料
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
の

で
、
こ
の
発
表
で
は
両
本
と
も
に
検
討
材
料
と
し
、
そ
の
全
文
を
比
較
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
性
格
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
。

第
百
六
十
一
回
研
究
会
報
告

日
時
：
一
月
二
十
七
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
野
久
志
、
小
嶋
教
寛
、

宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
小
嶋
教
寛

題
目
：
京
仏
師
山
本
茂
祐
と
福
隆
寺
大
日
如
来
像

新
潟
県
阿
賀
野
市
福
隆
寺
の
本
尊
で
あ
る
金
剛
界
大
日
如
来
座
像
に
つ

い
て
、
そ
の
制
作
者
で
あ
る
山
本
茂
祐
（
茂
助
）
の
来
歴
や
事
蹟
を
検
討

し
た
。
山
本
茂
祐
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
京
仏
師
で
あ

り
、
幕
末
維
新
期
の
混
乱
の
中
で
多
く
の
仏
師
が
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る

中
、
第
一
線
で
活
躍
し
続
け
た
。
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
の
パ
リ
万

発
表
：
三
浦
周

題
目
：
プ
レ
近
代
思
想
と
し
て
排
仏
論
・
護
法
論　

│
聖
徳
太
子
論
の
変
遷
を
中
心
に
│

近
年
、
新
学
習
指
導
要
領
案
に
お
い
て
従
来
の
歴
史
用
語
が
改
変
さ
れ

る
な
か
、
最
も
話
題
と
な
っ
た
の
は
「
聖
徳
太
子
」
で
あ
る
。
こ
の
「
聖

徳
太
子
」
と
い
う
呼
び
名
が
広
く
定
着
し
た
の
は
明
治
以
降
で
あ
り
、
そ

れ
は
近
代
に
お
け
る
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
「
聖
徳
太
子
」
像
と
大
き
く

関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
発
表
で
は
近
代
に
お
け
る
「
聖
徳
太
子
」
像
の
形

成
を
、
排
仏
論
と
護
法
論
と
の
対
立
を
め
ぐ
る
言
説
の
展
開
か
ら
分
析
し

た
。

第
百
六
十
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
二
月
十
六
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

安
藤
信
廣
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
林
崇
仁
、

堀
井
瑞
穂
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
宮
澤
正
順

題
目
：
聖
武
天
皇
『
雑
集
』
の
「
涅
槃
詩
・
奉
讚
浄
土
詩
」
の
作
者
王

居
士
は
王
劭
で
あ
る

聖
武
天
皇
『
雑
集
』
に
見
え
る
王
居
士
が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
内
藤

湖
南
（
一
八
六
六
〜
一
九
三
四
）
は
「
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
」
と
題
す

る
文
章
に
お
い
て
、
王
明
示
広
か
王
孝
寛
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
発
表
で
は
、『
雑
集
』
の
概
要
と
特
徴
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上

で
、
こ
の
王
居
士
と
は
、
王
劭
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
『
隋
書
』
と
『
北

史
』
に
よ
り
な
が
ら
検
証
し
、あ
わ
せ
て
王
劭
の
生
存
年
代
と
著
作
活
動
、
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│
『
須
佐
神
社
縁
起
』
の
読
解
を
通
し
て
│

広
島
県
三
次
市
の
須
佐
神
社
は
「
備
後
三
祇
園
」
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
須
佐
神
社
に
は
社
の
由
来
を
説
く
『
須
佐
神
社
縁
起
』
が

の
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
縁
起
は
い
わ
ゆ
る
蘇
民
将
来
譚
が
そ
の
中
核
と

な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
し
か
見
ら
れ
な
い
独
自
の
展
開
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
本
書
の
存
在
は
早
く
よ
り
押
部
佳
周
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
竹
本
宏
夫
に
よ
る
翻
刻
紹
介
が
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
詳

細
な
考
察
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
発
表
で
は
地
方
に
お
け

る
牛
頭
天
王
信
仰
の
受
容
と
展
開
の
観
点
か
ら
、『
須
佐
神
社
縁
起
』
を

読
み
解
き
、
分
析
し
た
。

発
表
：
小
林
崇
仁

題
目
：
岡
谷
市
平
福
寺
蔵
『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
翻
刻
と
解
題

『
諏
方
大
明
神
御
一
代
記
』
は
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
、
平
福
寺
第

三
十
九
世
小
林
栄
運
に
よ
り
書
写
さ
れ
た
書
で
あ
り
、
諏
訪
縁
起
と
し
て

の
甲
賀
三
郎
譚
を
説
く
『
諏
訪
の
本
地
』
の
一
書
で
あ
る
。
諏
訪
縁
起
に

は
、
兼
家
系
諸
本
、
諏
方
系
諸
本
に
大
別
さ
れ
る
が
、
本
書
は
後
者
の
諏

方
系
諸
本
に
属
す
る
。
今
回
は
本
書
の
全
文
の
翻
刻
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、『
神
道
集
』「
諏
訪
縁
起
事
」、『
諏
訪
大
明
神
御
本
地
縁
起
』
と
の
比

較
を
通
じ
て
、そ
の
特
徴
を
探
り
、諏
訪
明
神
の
信
仰
の
展
開
を
追
っ
た
。

第
五
回
「
仏
教
と
社
会
に
関
す
る
研
究
助
成
」
報
告

　
「
仏
教
と
社
会
に
関
す
る
研
究
助
成
」
は
、
龍
虎
山
能
滿
寺
（
栃
木
県

宇
都
宮
市
）
の
後
援
に
よ
り
、
若
手
研
究
者
の
学
術
活
動
支
援
を
目
指

し
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

　
第
五
回
目
の
研
究
助
成
に
は
、
厳
正
な
る
選
考
の
結
果
、
筑
波
大
学

博
で
は
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
の
依
頼
に
よ
り
東
寺
講
堂
の
立
体
曼
荼
羅
の
模

像
を
制
作
し
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
に
は
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿
弥

陀
如
来
像
の
修
復
を
行
な
っ
て
い
る
。
京
都
に
在
住
し
な
が
ら
も
、
東
京

美
術
学
校
関
係
者
と
の
繋
が
り
が
深
く
、
ま
た
遠
隔
地
の
模
刻
、
修
復
作

業
に
も
積
極
的
に
従
事
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
福
隆
寺
の

大
日
如
来
像
の
概
要
と
、
山
本
茂
祐
が
こ
れ
を
制
作
す
る
に
至
っ
た
背
景

を
合
わ
せ
て
考
察
し
た
。

発
表
：
山
野
千
恵
子

題
目
：
ヨ
ー
ギ
ニ
ー
・
デ
ィ
ー
ナ
カ
ラ
ー　

│
十
六
世
紀
イ
ン
ド
女
性
修
行
者
の
肖
像
│

前
回
に
引
き
続
き
、
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
の
『
七
付
法
伝
』
を
資
料
に
、
十
六

世
紀
イ
ン
ド
の
女
性
修
行
者
、
デ
ィ
ー
ナ
カ
ラ
ー
の
伝
記
に
つ
い
て
の
分

析
を
行
な
っ
た
。
今
回
は
先
行
す
る
聖
人
伝
に
現
れ
る
女
性
修
行
者
の
伝

記
と
の
比
較
か
ら
女
性
修
行
者
伝
の
語
り
口
の
類
型
化
を
試
み
、
同
時
に

先
行
文
献
に
現
れ
な
い
デ
ィ
ー
ナ
カ
ラ
ー
の
伝
記
独
自
の
内
容
に
つ
い

て
の
考
察
を
行
な
っ
た
。

第
百
六
十
二
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
月
十
七
日
（
月
）
午
後
一
時
〜
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
野
久
志
、
小
塚
由
博
、
小
嶋
教
寛
、

小
林
崇
仁
、
鈴
木
耕
太
郎
、
宮
澤
正
順
、
山
野
千
恵
子

発
表
：
鈴
木
耕
太
郎

題
目
：
地
方
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
受
容
と
展
開
の
一
考
察　
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研
究
所　
二
〇
一
九
年
三
月

大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌　
第
五
十
八
號　
大
東
文
化
大
學
漢
學
會　

二
〇
一
九
年
三
月

東
方　
第
三
十
四
号　
公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所　
二
〇
一
九

年
三
月

日
蓮
教
學
研
究
所
紀
要　
第
四
十
五
号　
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所　

二
〇
一
八
年
三
月

日
蓮
仏
教
研
究　
第
十
号　
常
円
寺
日
蓮
仏
教
研
究
所　
二
〇
一
九
年
三

月
長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
年
報　
第
四
十
三
号　
淑
徳
大
学
長
谷
川
仏
教

文
化
研
究
所　
二
〇
一
九
年
三
月

佛
教
學
研
究　
第
七
十
五
号　
龍
谷
佛
教
學
會　
二
〇
一
九
年
三
月

佛
教
大
学　
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要　
第
五
号　
佛
教
大
学
法

然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー 

二
〇
一
九
年
三
月

佛
教
文
化
研
究　
第
六
十
三
号　
浄
土
宗
教
學
院　
二
〇
一
九
年
三
月　

佛
教
論
叢　
第
六
十
三
号　
浄
土
宗　
二
〇
一
九
年
三
月

北
東
ア
ジ
ア
研
究　
第
三
十
号　
島
根
県
立
大
学
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究

セ
ン
タ
ー　
二
〇
一
九
年
三
月

武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要　
第
三
十
五
号　
武
蔵
野
大
学
仏
教

文
化
研
究
所　
二
〇
一
九
年
二
月

武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要　
第
三
十
六
号　
武
蔵
野
大
学
仏
教

文
化
研
究
所　
二
〇
二
十
年
二
月

【
図
書
】

松
本
紹
圭
『SO

JI-DO
 

掃
除
道
入
門
』
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ

ワ
ン 
二
〇
一
九
年
四
月

『
口
承
文
芸
研
究
』 

第
四
十
二
号 

日
本
口
承
文
芸
学
会 

二
〇
一
九
年
三
月

大
学
院
博
士
課
程 

横
田
慶
一
氏
の

「
現
代
地
域
社
会
に
お
け
る
「
教
団
の
論
理
」
と
「
民
俗
の
論
理
」
の
動

態
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究　
│
天
台
宗
玄
清
法
流
の
事
例
か
ら
│
」

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
三
日
に
龍
虎
山
能
滿
寺
（
栃
木
県
宇
都
宮

市
）
に
お
い
て
採
択
式
が
行
わ
れ
、
能
滿
寺
住
職
倉
松
和
彦
師
よ
り
横

田
氏
に
研
究
費
三
十
万
円
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
九
年
度　
交
換
雑
誌
・
図
書
一
覧

【
雑
誌
】

川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要　
第
四
号　
川
崎
大
師
教
学
研
究
所　

二
〇
一
九
年
三
月

駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要 

第
五
十
二
号 

駒
沢
女
子
短
期
大
学 

二
〇
一
九
年
三
月

駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要 

第
二
十
五
号 

駒
沢
女
子
短
期
大
学 

二
〇
一
八

年
十
二
月

駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要 

人
間
健
康
学
部
・
看
護
学
部
編　
第
一
号 

駒

沢
女
子
短
期
大
学 

二
〇
一
八
年
十
二
月

時
宗
教
學
年
報　
第
四
十
七
輯　
時
宗
教
学
研
究
所　
二
〇
一
九
年
三
月

禅
研
究
所
紀
要　
第
四
十
七
号　
愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所　
二
〇
一
九

年
三
月　

総
合
政
策
論
叢　
第
三
十
七
号　
島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
会　

二
〇
一
九
年
三
月

総
合
政
策
論
叢　
第
三
十
八
号　
島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
会　

二
〇
一
九
年
十
月

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報　
第
四
十
一
号　
大
正
大
学
綜
合
仏
教
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『
蔵
漢
対
照『
大
日
経
』と『
広
釈
』 

上 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
〇
年
五
月

『
蔵
漢
対
照『
大
日
経
』と『
広
釈
』下 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
一
年
三
月

『『
大
日
経
摂
義
』
和
訳 

全 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ

ル
社 

二
〇
一
二
年
三
月

『『
タ
ン
ト
ラ
義
入
』和
訳 

全 B
uddhaguhya

に
よ
る
金
剛
頂
経
要
解(

蓮

花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
三
年
三
月

『
梵
蔵
対
照
『
金
剛
頂
経
』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 

和
訳 (

蓮
花

寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
三
年
十
一
月

『Ɩ
QDQGDJDUEKD

造
『7DWWYƗORND

』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 

和

訳 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
四
年
十
月

『ĝƗN\DP
LWUD

造
『.

RVDOƗODৄNƗUD

』「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」 

和

訳 (

蓮
花
寺
仏
教
研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
六
年
六
月

『
プ
ト
ン
造
『
総
タ
ン
ト
ラ
部
解
説
〝
タ
ン
ト
ラ
部
な
る
宝
の
妙
厳
飾
〞

と
い
う
書
』『
瑜
伽
タ
ン
ト
ラ
の
海
に
入
る
船
』
和
訳 (

蓮
花
寺
仏
教

研
究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
六
年
八
月

『
パ
ド
マ
バ
ジ
ュ
ラ
造
『
タ
ン
ト
ラ
義
入
註
釈
』
和
訳 （
蓮
花
寺
仏
教
研

究
所
研
究
叢
書)

』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
七
年
九
月

『『
金
剛
界
大
曼
荼
羅
儀
軌
一
切
金
剛
出
現
』『
金
剛
薩
埵
出
現
と
名
づ
く
る

成
就
法
』『
金
剛
薩
埵
成
就
法
』
和
訳
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
一
八
年
八
月

【
そ
の
他
】

『
北
の
仏
教
・
南
の
仏
教 

塔
の
あ
る
風
景
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
二
年
二
月

『
戒
律
概
説
－
初
期
仏
教
か
ら
密
教
へ
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
八
年
三
月

『
釈
尊　
そ
の
足
跡
』
ノ
ン
ブ
ル
社
二
〇
二
〇
年
二
月

原
著
者 

藩
相
、
監
修 

瀬
戸
口
律
子
、
上
里
賢
一
、
編
者 

小
塚
由
博
『
訳

注　
琉
球
入
學
見
聞
錄
』 

二
〇
一
八
年
二
月

今
井
秀
和
『
異
世
界
と
転
生
の
江
戸　
平
田
篤
胤
と
松
浦
静
山
』
白
澤
社 

二
〇
一
九
年
十
月

鈴
木
耕
太
郎
『
牛
頭
天
王
信
仰
の
中
世
』
法
蔵
館 

二
〇
一
九
年
七
月

『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
叢
書
第
一
巻　
頼
瑜
記　
阿
字
秘
釈
』
大
本
山

川
崎
大
師
平
間
寺

『
高
幡
山
金
剛
寺
所
蔵
本 
理
趣
経
曼
荼
羅
』
高
幡
山
金
剛
寺 

二
〇
二
十

年
十
月

出
版
物
案
内

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
で
は
左
記
の
出
版
物
を
取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

遠
藤
祐
純 

著
作

【
両
部
大
経
資
料
集
成
】

『
初
会
金
剛
頂
経 「
金
剛
界
品 

金
剛
界
大
曼
荼
羅
」（
金
剛
頂
経
入
門
）』

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
七
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
金
剛
界
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門
1
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
三
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
降
三
世
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門
２
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
五
年
一
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
遍
調
伏
品
・
一
切
義
成
就
品
」（
続
金
剛
頂
経
入
門 

３
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
五
年
三
月

『
初
会
金
剛
頂
経 「
後
怛
特
羅
・
後
々
怛
特
羅
・
流
通
分
」（
続
金
剛
頂
経

入
門
4
）』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
六
年
一
月

『
金
剛
頂
経
研
究
』 

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
八
年
十
二
月
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二
〇
一
九
年
度　
寄
付

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
へ
貴
重
な
ご
寄
付
の
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ
り

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
に
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
お
名
前
を
掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
五
十
音
順
）

上
村　
正
剛　
様

倉
松　
和
彦　
様

原 　

  

隆
政　
様

山
口　
幸
照　
様

【
随
筆
】

『
風
鐸
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

一
九
九
九
年
十
一
月

『
続
風
鐸
・
櫻
遍
路
』
ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
七
年
三
月

【
紀
行
文
】

『
ミ
ャ
ン
マ
ー
乞
食
旅
行
』 

ノ
ン
ブ
ル
社 

二
〇
〇
二
年
十
二
月
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とし、「生きる力」を基につくしあいの理念による教化活動を行う」

昭和 63 年度「両祖大師の教義を宣揚し、総本山を中心とした一宗信仰の確立を目標

とし、真言行者に徹し、積極的に教化活動を行う」

平成元年度「両祖大師の教義を宣揚し、総本山を中心とした一宗信仰の確立を目標と

し、真言行者に徹し、つくしあいの理念に基づいて積極的に教化活動を行う」

12   本稿で扱えなかった智山伝法院の発足当初の活動の詳細、そして、そのなかでの「つ

くしあい運動」の反省と総括をめぐる議論の周辺については、先学の研究を参照され

たい。

小室祐充「現代教化に関する諸問題」『現代密教』第６号（1993 年）

鈴木晋怜「つくしあい理念の矛盾と曖昧」『現代密教』第８号（1996 年）

片野真省「教化宗団真言宗智山派における宗団教化の可能性―“宗団教化 ”というこ

れまでの常識に対する私論」『現代密教』第８号（1996 年）

〈キーワード〉　現代　宗教　真言宗　智山派　教化　教学　つくしあい　　　
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９　 後に教化研究所の研究員であった福田亮成師は、つくしあい運動について以下のよう

に回想している。

既成宗団が、現在社会に一歩を歩み出すか、あるいは逆に社会からある問題をつ

きつけられるかすると立往生してしまう。（中略）先の「つくしあい運動」も、

一歩ふみ出すと、それは大衆にむけての信仰運動というより、教師の再教育運動

に質的に変化せざるをえなかったことは事実であったろう。この運動が社会に一

歩ふみ出すためのエネルギーの結集とはならなかったことは、既成宗団の宿命な

のであろうか。他の宗派が行っている信仰運動も多かれ少なかれ、同じ問題をか

かえていることは学者によって指摘されているところである。」（福田亮成「伝統

教団の危機」（『宗報』昭和 61年 8月号）

10　これを受けて研究所では昭和 52 年・53 年度の両年度で分析研究にあたることとなっ

た。その研究項目は「宗団体制について」「カリキュラムの問題」「他宗団における教

化運動の調査研究」であった。（『宗報』昭和 52年 9月号）。これらの研究に対する答

申は昭和 54年に提出された。

11    昭和 55 年以降の本宗の布教方針は以下のとおり。

昭和 55年度「宗祖大師御恩忌の聖業の達成するため告諭の精神を体し、つくし合い

の理念をふまえて僧俗一体となって布教活動を強力に展開しよう。」

昭和 56年度「宗祖大師御恩忌の聖業の達成を期し、つくし合いの理念のもと生きる

力の限りを展開しよう」

昭和 57 年度「宗祖大師御遠忌の聖業を期し、つくし合いの理念をふまえ己が使命の

完遂をはかろう」

昭和 58年度「宗祖弘法大師千百五十年御遠忌にめぐり遇う、この身のしあわせを欣び、

つくしあい理念のもと、一、南無大師遍照金剛に帰一しよう。」

スローガン「つくしあおう　いのちのかぎり」

昭和 59年度「宗祖弘法大師千百五十年御遠忌奉修の円成を期し、挙宗僧俗一体。」ス

ローガン「つくしあおう　いのちのかぎり」

昭和 60年度「生きる力̶菩提を求めて」

昭和 61年度「生きる力̶慈悲をいだいて」

昭和 62 年度「両祖大師の教義を宣揚し、総本山を中心とした一宗信仰の確立を目標
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「また当局におきましても、宗団本来の使命である教化の面に強く打出しております。

当然のこととは存じますが、往々にしてこの問題が軽しめられる現況にありますので、

機を得たることと強く感じられるものであります。前能化さまが僧伽の再検討を強調

なさいまして、その理念が皆様のお手許に配られました、「つくしあい手帳」であり

ます。僧俗共にこの「つくしあい」の基に本宗の時代に生きる道としたいと存じます」

（竹村教智「御挨拶」『宗報』昭和 46年 10 月号）

７   教化資材として出版された「つくしあい手帳」の活用も広くは浸透せず、実践的な発

現をみないまま、理念的なものとして止まってしまっているかのように窺われるが、

宗報上では「つくしあいのたより」というコラムが連載され、その内容は各寺院の寺

院行事が毎月紹介され、そのなかでの教化を意識した創意工夫が報告される。寺院行

事とは「施餓鬼会」（昭和 48年 5月号）、「お盆」（昭和 48年６月号）「早おき写経会」（昭

和 48年７月号）「暁天講座」（昭和 48年８月号）「七五三」（Ｓ 48年 10 月号）「成道

会」（昭和 48 年 11 月号）「除夜の鐘」（昭和 48 年 11 月号）「掲示伝道」（昭和 48 年

12 月号）などである。これらは昭和 47年に教化研究所が発刊した『これからの年中

行事』に対応する内容である。

８   岡田師は同号において、教化運動としてのつくしあい運動を当局が行わなくなった理

由として、真宗大谷派で起こった同朋会運動の顛末を参照している。真宗大谷派の同

朋会運動は、昭和 37 年に真宗大谷派の宗務総長であった訓覇信雄師によって始めら

れた信仰運動であり、新興宗教の台頭から、真宗教団のあり方を反省し、それまでの

教団と門徒という関係のなかで生まれる信仰ではなく、門徒一人一人が親鸞の教えと

信仰に目覚めていくことを目指す宗門改革運動であった。しかし、この運動は結果と

して大谷派の保守派閥との対立を招き、訓覇総長はその役職を追われることとなった。

岡田氏は、同朋会運動が本来的な教化運動であったにも関わらず、その結果となった

要因は、大谷派教師が追従できなかったことにあるといい、そこには一般の門徒の側

に、本格的な宗教運動を拒否する現代的体質があり、それらが障害になったという見

解を示している。岡田師は、つくしあい運動も同朋会運動のような本格的密教実践運

動であったが、それだけに一つの型をとった運動として展開するためには、相当の覚

悟が必要であり、そのための周到な準備がなければならず、つくしあい運動の今日的

段階もまた、そのつくしあい運動遂行の準備の段階であるという。
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「尽くし合って」いく生活でなければならない。

３、教化運動の本質的あり方も、僧俗挙げて「尽くし合って」いく、この本来的にし

て積極的な和合・創造の生活を実現させるべく指導すべきである。

４、即ちこの教化運動の主眼点は、真言密教による信仰の徹底と本来的人間生活を創

造する生活革命にほかならない。

教理的背景：『即身成仏義』のほか、金剛界曼荼羅の成身会、十六大菩薩と四波羅蜜、

八供四摂菩薩。

目的：密教精神に基づき、僧俗一体による信仰運動を展開し、真に明るい家庭・平和

な社会を建設する

１．在家仏壇の正しいまつり方の徹底 

本尊（大日如来）を中心とした信仰のよりどころとしての正しいまつり方。

２．機関誌の発行

檀信徒各自に同信・同行であるという自覚を持たしめ（生きる力を与え）、生き

た寺檀関係をつくりあげる。

３．つくしあい手帖の配布

本尊・宗祖・勤行式・つくしあいのよりどころ・心・生活・喜び等の解説。 

仏教聖歌集などを内容としたハンドブックを配布する。

４．教師用テキストの編集

寺院における「つくしあい」の具体例を中心に、教理的な背景を説明したテキス

トの編集。

５．文書伝道。考えられるあらゆる文書伝道の実践。

６．寺院における活動

行事その他住職として、教師として接するあらゆる場面に「つくしあい」のここ

ろを徹底させる。

７．在家檀信徒の活動

檀信徒は、寺の行事をはじめ、日常生活の中において「つくしあい」を実践して

いく。

６   当時、智山派第六十一世化主に晋山された竹村教智管長は手帳について以下のように

述べられている。
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が、敬称の表記については発言者当時の職位、または師の尊称をもって統一した。

３   戦後、真言宗智山派が復興して以来、宗内において教化方策の必要性が頻繁に議論さ

れていたが、教化の語が意味する内容については、発言者の意図や文脈によって一定

ではなかった。長澤所長の発言にみられるように、明治期には国内に展開したキリス

ト教への対抗意識から、当時、伝統教団において社会に対する教化〈キョウケ〉の重

要性が叫ばれ、口説布教などが積極的に行われるようになったことは確かである。し

かし、大正期に政府主導の社会教化〈キョウカ〉運動に合流するかたちで、宗内にお

いても社会教化の名のもとに慈善事業や社会活動なども推奨されたために、教化とい

う語が表すものは、布教の意味だけでなく、社会活動の意味も含まれるようになり、

そのことが教化の概念が定まらなかった理由の一つにあると思われる。戦後の『宗報』

において教化という言葉が用いられる場合には、社会事業の意味ではなく、主に口説

による教義の「布教」という意味で用いられている場合が多いが、さらに新興宗教へ

の対抗意識から、単なる口説布教だけでない、さまざまな教化の方法論が議論される

ようになった。このように近代以降、教化の概念は重層的に変化してきたといえるが、

長澤教化研究所所長の言葉は、戦後の智山派において教化の概念をはじめて明確に示

したものであった。

４　智山派以外の宗団では、昭和 30 年代後半から一斉に教化運動を実施している。つく
しあい運動は他宗団の動きに追従するように、既成宗団の中で最も遅れて開始された

ものであった。つくしあい運動の教化資材として昭和 45 年に発刊された教師用「つ

くしあい手帳」には、日蓮宗の護法運動、禅宗（曹洞）の三尊仏運動、臨済宗（妙心

寺派）の花園会運動、浄土宗のおてつぎ運動、禅林寺派のみかえり運動、大谷派の同

朋会運動、豊山派の光明曼荼羅運動、高野山真言宗の合掌運動、大覚寺派の写経運動等、

天台宗の一隅を照らす運動が紹介されている。

５　「つくしあい運動」の理念の項目と具体的展開（昭和 44年 9月 8日）
１、即身義にある如く、法界法身の三密、即ち大いなるいのちの活動のあり方が、本

来圓融無礙にして相即渉入し合っている。つまり現代語で表現するならば相互に

「尽くし合っている」のが大生命の実相である。

２、この大いなるいのちのあり方を現実の生活、実践の場に導入するとき、限りある

いのちの我々が、この大いなるいのちに生きる基本的生活方式も、当然お互いに
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くしあい〉という言葉だけが、布教上の一つの理念として姿を変えていくこ
ととなったのである。しかし、智山派が現代のある時期において〈つくしあ
い運動〉に取り組んだ事実とその反省は、将来の教化というもののあり方を
考える上で示唆に富むものである。既成仏教宗団はその成立要件に伝統教学
をおくものの、それを直接的に社会の人々にむけた教化のメソッドとして実
践していく術を持てないでいる。
　本稿では詳しく扱えなかったが、智山派において平成 62年に智山研究所
から発展的に設立された智山伝法院では、当初、同和問題や生命倫理の問題
などの社会問題に対して、伝統教学の立場からの解答を積極的に研究され、
それらの成果を報告されている。そうした智山伝法院の教学的見地からの現
代社会に対するアプローチは非常に優れたものであるが、その学究的な姿勢
に対して、宗内からは檀信徒教化についての具体的方策を求める声があり、
それらの議論がふまえられ、平成７年にいたって智山教化センターが発足し、
宗内の教学研究を智山伝法院が担当し、教化方策の検討を智山教化センター
が担当するよう機構が編成された。智山教化センターもまた、智山伝法院の
活動にみられた教学研究への偏重からの揺り戻しのように、理念や理論だけ
によらない社会に向けた実践的な活動の充実が再び求められた結果として誕
生したものであった。
　智山派の教化運動とその後のあゆみから、既成仏教宗団における教化のあ
りようを考える時、現代において乖離する伝統教学と現代教化の間に生じる
葛藤を免れ得ないことに気づかされる 12。しかし既成仏教宗団がその葛藤を
放棄するならば、伝統という肩書きを付した教学の価値は失われ、歴史性に
根ざした宗団そのものの存立意義も問い直す必要に迫られよう。

註

１   拙稿「既成仏教教団における教化理念の形成―真言宗智山派の場合―」蓮花寺仏教研

究所紀要第 12号（2019 年）

２   本稿では智山派の先師の言を多く引用する。もとより最大限の敬意を払うものである
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した布教態勢を確立し宗風宣揚のために努力しよう」というものであり、こ
れ以降、平成に至るまでほぼ毎年の布教方針に「つくしあいの理念」という
語が挿入されている。11

　しかし、つくしあい運動は、当初、僧俗一体の実践的な教化運動として企
図されたからこそ、一般社会を意識し、真言教学の一端を象徴的に〈つくし
あい〉という語に表現したのであって、これが僧俗を含めた教化運動である
ことを止めてしまい、教師だけの理念として残されたとするならば、本来所
依とするべき広大で深義を有する真言教学の深みが、結果的に限定的かつ矮
小化させたに過ぎないのではないだろうか。ややもすると「理念」としての
つくしあいは、その言葉の本質であったはずの「教学」の伝統そのものを覆
い隠してしまうきらいがあろう。そのためか、つくしあい運動が終息して以
来、智山派では揺り戻しのように再び伝統教学が見直されるようになる。そ
の傾向は昭和 62年に教化研究所が発展的に解消し、智山伝法院として再出
発する前後において顕著になっており、宗報の内容も学究的な色彩が強いも
のになっていく。このことは教化研究所の長澤初代所長が求めた「教化とい
うことが根を下ろすため」の一つの支柱を、宗団が再び求め始めたように窺
われるのである。

８．おわりに

　本稿では、戦後に台頭した新興宗教への危機意識に端を発し、昭和 40年
代に真言宗智山派において開始された教化運動「つくしあい運動」の展開を
概観した。冒頭で述べたように、つくしあい運動の開始から終息までの全容
は、伝統教学を現代社会の枠組みに直接的に反映することの難しさを物語る
もので、当初は密教の曼荼羅に表現される相互供養のありようを「つくしあ
い」という語に換言した上で、社会の人々に〈つくしあい〉の実践を促し、
そこから教義と信仰に導く教化運動が想定されていたが、結局のところ〈つ
くしあい〉は抽象論に終止し、そのため宗内教師の足並みは揃わず、智山派
の教化運動として大きなうねりを作り出すことなく終息した。果たして〈つ
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変化し続ける現代社会の求めに、即応できるだけの教化方策を、柔軟に発信
することを既成仏教宗団は得意としていない。9

　しかし、一度は終息したつくしあい運動は、昭和 52年 3月になって、そ
の年の 1月に開催された「布教対策会議」の結果、再び布教教化の方針と
して「つくしあい」の命題を掲げて推進することが申し合わされたというこ
とが報告されている。その理由として示されるのは三点である。
　
一、 「なぜつくしあい運動を止めたのか」という強い批判が多発してお
り、布教上一貫した指導理念を求める声が多い。

二、「つくしあい運動をどう思うか」という設問に対し、教師の意識調
査の結果は、賛同者七五パーセントを示している。（一部修正して
賛成を含む数）

三、つくしあいの命題を掲げなければ、つくしあいの理念がはっきり浮
き彫りにされない。

（「本宗の布教教化　再び「つくしあい」の命題を掲げて推進」『宗報』
昭和 52年 3月号）
　

　この頃、真言宗各派では昭和 59年の弘法大師千百五十年御遠忌にむけて、
準備委員会が立てられていた。高野山真言宗では「生かせいのち」（昭和50年）
のスローガンを掲げての信仰運動が始められ、真言宗豊山派では「生きる」、
新義真言宗では「生かしあい」の命題を立てて準備をすすめているとの報告
があり、他派の影響もあってか、智山派においても何らかの「命題」が求め
られるようになったと考えられる。
　昭和 52年 5月には別所弘因師を宗務総長とする新内局に交代したが、新
内局においては「つくしあいの理念による教化活動の展開」を基本姿勢とし
て掲げており、教化研究所に対し「宗団教化の在り方について̶特につくし
あいの理念による教化活動を展開させるために」について諮問している。10

　また、中央布教師会の昭和 54年度の布教方針は、「宗祖弘法大師千百五十
年の御遠忌を迎えるに当たり、つくしあいの理念をふまえ、総本山を中心と
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か」との批判がかなりあるようである。（中略）つくしあい運動の理念
は、教化研究所に於て鋭意研究されたもので、本宗として唯一の綜合的
教化研究の成果であるから、内局においては、これを中止する考えはな
い。実施の方法をかえて実践に移す考えである。
教化会議を教化規定として制度化したのは、つくしあいの理念を本宗の
これからの教化の路線にのせるためである。但しつくしあい運動は教区
代表会議に於て決議されたものではない等の問題があるため、つくしあ
い運動の語は使用せず、一般的な僧衆合同の宗教活動としていく。（中略）
宗団的規模の教化の実践からは当局からの一方的押しつけであってはな
らない（つくしあい運動の場合は、まだ実践の段階ではなく、説明の段
階であった）から教化会議という最も民主的あり方で進めるのである。
（岡田昌道「これからの宗団布教教化の方向（三）（『宗報』昭和 49年 7
月号）

　
　その後、教化会議がどの程度行われたかは確認できていないが、昭和 50
年 6月 15 日、智積院にて金堂落成の式典があげられ、10月には智山派管
長 62世として芙蓉良順能化（1900-1983）が晋山した。しかし、その晋
山に際しての挨拶文の中には「つくしあい」の語は語られない。（芙蓉良順「御
挨拶」『宗報』昭和 50年 10 月号）また、引き続いて教学部長の任にあった
岡田師の「昭和 51年度の教化に就て」という施政方針文の中にも「つくし
あい」の語は確認できない。（岡田昌道「昭和五十一年度の教化に就て」『宗
報』昭和 51年 5月号）

７．つくしあい理念の再生

　「本宗においては、一つの型をもった宗団的規模の宗教運動を展開するこ
とは時期尚早か或いは不可能かである」として、つくしあい運動が終息した
理由は何であろうか。宗報に掲載される議論から、伝統教学の現代教化への
反映の難しさや、教師の教化意識の不統一など、様々な要因が考えられるが、
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引続いて研究していかなければならない。
ということであった。然らば現実の問題であるつくしあい運動をどうす
るのかということに対しては、
１.「つくしあい運動」の用語を宗団的教化としては使わない。
２. つくしあいの理念（理念といっても別に新しく創り出されたという
ことでなく、真言教義の教化的表現の意である）に納得し賛成する
教師には教化の場に大いに活用していただく。

３．今後の宗団的規模の教化活動としての各教区における「教化会議」
に対し、当局としてはつくしあいの理念をもってその指導理念とす
る。

（岡田昌道「これからの宗団布教教化の方向（一）̶布教教化上の諸
問題をふまえて」『宗報』昭和 49年 5月号）

　
　ここで「教化会議」とは、当時の内局の教化方針で、教化規程にも盛り込
まれたものであり、全国の教区ごとに教師と檀信徒の代表を交えて開かれる
会議のことである。また、この教化規程では、教区において檀信徒連絡協議
会を設置し、さらに各教区の檀信徒代表は宗務庁が開催する全国檀信徒連絡
会議を組織することが定められた。内局は宗団の正式な教化運動としては否
定されたつくしあい運動を、理念として教化会議の場に発揮させることを方
針としたのである。
　かくして昭和 45年から開始された智山派の教化運動としての「つくしあ
い運動」は、教化規程として採用されなかった結果、ひとまず、その理念の
みが当時の内局の教化方針として引き継がれるに至ったのである。つくしあ
い運動の開始以来、特にこの運動の展開に心血を注がれた岡田教学部長は次
のように述べる。

本宗の宗団的教化の今後の方向に関し、内局の基本姿勢は「教化会議」
にあることを表明したが、これに対し「つくしあい運動をひっこめて、
新たに教化会議を出すのは朝令暮改的であり、一貫していないではない
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の統一という程のものであることが理解される。
（岡田昌道「續　つくしあい運動について̶その進路をさぐる̶」『宗報』
昭和 48年 4月号）

　ここで、つくしあい運動は、当初想定されていたはずの実践的教化運動か
ら、「特別の教化運動ではなく、日常の教化にのせて実践する」ものとなっ
ていたことが述べられている。〈つくしあい〉の語は、教師の教化に対する
意識を統一せしめるもの、いわば理念として変容していったのである。8

６．つくしあい運動の終息　理念としての展開

　昭和 48年、内局はつくしあい運動の具体的展開策として教化規程制定案
を制度調査委員会に謀ったが、委員会は規程そのものに賛意を表したものの、
規程がつくしあい運動の実践のためのものであることに疑義があるとして、
その年に新たに策定された教化規程から、つくしあい運動は退けられる結果
となった。このとき内局の一員として教学部長に就任した岡田師は、その顛
末について以下のように報告している。

　　（制度調査委員会において）
1． つくしあい運動は、代表会で審議議決されていないので、本宗にお
ける正統の伝法方法とすることの疑義。

2． 本宗において重要な地位にある耆宿の中につくしあい運動に反対を
表明する人がいる。

など（の疑義）が挙げられた。そこで委員会の代表・内局はそれらの耆
宿及びつくしあい運動草創に関係深い方々を招き公聴会をもった結果、
次のごとき結論に到達せざるを得なかった。
1． 本宗においては、一つの型をもった宗団的規模の宗教運動を展開す
ることは時期尚早か或いは不可能かである。

2． それなら尚更のこと、宗団を形成している以上宗団的教化の方策を
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・各教区長のこの運動に対する姿勢が、マチマチである。積極的な者、消
極的な者、反対的な者、伝達さえない教区がある。

・葬式仏教に専らの為、又は現在各寺院で行っている事で事足れりとして
いるのでこの運動には目をむけず受け入れる気持がない。

・ 「生きる力」（つくしあい手帖）の内容が頗る抽象的で高度である。表現
は平易で読み易いが読んだあと何が書いてあるかわからないとの声あ
り。　
（「つくしあい運動の諸問題」『宗報』昭和 47年 10 月号）

　つくしあい運動は宗内教師の足並みを揃えるまでには至らなかったのであ
る。また、同報告ではつくしあい運動が金堂建立事業と時期を同じくして喧
伝されたため、あたかも金堂建立勧募の布石であるとの誤解も生じていたこ
とも記されている。このような現状を受けてか、つくしあい運動はその効果
を見ないような状況が続いていた 7。教化運動を推進する側と、実践に途惑
う宗内教師との間に距離が生まれていた状況について岡田師は所見を述べて
いる。

「つくしあい運動は消えてしまったのではないか」という声を耳にする
につけ、まだまだ説明不足による誤解があることや、つくしあい運動そ
のものの問題点が研究不足のままになっていることに気付くのである。
つくしあい運動というと誰でも、一つの型にはめた教化運動と受取るの
であるが、昭和四十七年度に全国的に行われた説明会は、「つくしあい」
ということの理論の内容説明であった。これは当局の「つくしあい運動
とは特別の教化運動ではなく、日常の教化にのせて実践するものである」
という指導方針に基づいたものであった。謂うなれば、本派寺院のすべ
ての教化行事の中に、つくしあいの名で現代的に展開された真言密教の
教えを伝道していくことが、つくしあい運動の今日的段階である。（中略）
つまりつくしあい運動の今日的段階は教化運動というよりはむしろ、教
学を理解するための一つの手引き、或いは教化の場における教師の意識
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をつくして仏を求めて行動する者の受益を説くだけです。そうすること
によって何かが生まれてくることを期待するだけです。」（「つくしあい
運動について（六）」『宗報』昭和 47年 7月号）

　岡田師の言葉には、教化宗団としての理想が語られているが、文章の最後
にあるように、その理想を現実として持続させるための具体的方策について
は、ただひたすらにつくしあい手帖を配布し、智山派の教義にふれる檀信徒
の受益を説き続けるしかなく、そのことを非常に困難に感じている様子が窺
われる。
　また、この頃、つくしあい運動と連動して教化研究所より発行された「同
行二人」「大日如来」「おぶつだん」「お護摩」「お盆」「ご法事」「鐘の功徳」「お
彼岸」をテーマにした教化リーフレットについて、宗報では「リーフレット
の使用状況」に関するアンケートがなされ、その結果が報告されている。（昭
和 47年 10 月号）
　このアンケートの回答数は、依頼枚数 3000 通に対して 281 通のみで
10％に満たなかったために、集約結果はパーセント表記できず、実数によ
る報告となった。それぞれのリーフレットの評価を「良」とする平均回答数
は 100 前後であり、また継続使用についてもおよそ同数の結果となってい
る。当時は教化リーフレットも多く活用される状況ではなかったことが窺わ
れる。
　同号には、「つくしあい運動の諸問題」として、その年に智積院で開催さ
れた布教特別講習会で提言された教化運動の諸問題について掲載されてい
る。
　このうち、いくつかを挙げれば、以下のようなものである。

・こうした精神的教化布教を全国的に行うことは、本派としては近頃はじ
めてのことで、本末寺共これに慣れておらず態勢が出来ていない。

・現代の本派教師の布教は通仏教的であって真言行者としての密教的布教
に欠けており「生きる力」の活用にとまどう。



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

344(43)

きる力」とつくしあい運動に対する教師からの質問に応え、次に僧俗合
同の席でつくしあいの理念を説明し、それによって総代さんの心に真言
宗のともしびをともし、教化の推進に協力して貰うことである。そして
そのための会議がもたれることを期待するのである。然し会議に入って
からの質問や意見の開陳はすべて金堂建立の問題である。・・・それに
しても住職を援ける総代の任務を説き、寺院の使命を説いて精一杯訴え
たことがらに対し、少しも反応ないことにこちらもガックリとくるので
ある。住職さん方の教化の困難さが思いやられるのである。」（岡田昌道
「つくしあい運動について（六）」『宗報』昭和 47年 7月号）

　このように、教化推進会議上での檀信徒の興味は、現実課題として 3年
後に迫り、協力や勧募が仰がれた金堂再建事業に注がれてしまい、つくしあ
い運動はその影にあって浸透しづらい状況にあったようである。
　岡田師は『宗報』に「つくしあい運動について」というタイトルでの連載
をしており、そのなかで度々「宗団を本来的な教化団体に生まれかわらせる」
と述べている。

私は宗団論として次のような考えをもっております。先ず宗団とは本山
（宗派機関を含む）と包括寺院と檀信徒の三者を合わせたものであり、
この三者が一体して宗教運動を展開する、それが教化団体としての宗団
であると考えます。又大師亡き後は、本山こそが教学の源泉であり、宗
団は教義の当体であると考えます。この宗団に自ら進んで召されること
に喜びと誇りを持つものが真の檀信徒でありましょう。そしてこの檀信
徒は限りない受益があるのです。この筋道をつけるのが私たち教師の役
目であろうと思います。従ってこの受益ということを徹底的に納得させ、
檀信徒の人々に宗団活動に参加して貰うのです。これが教化団体への生
まれかわりだということだと思います。このように教化団体としての体
質を調えるためにはお互い（住職と檀信徒）の努力が必要となります。（中
略）私の場合もこの後の方策は全く立っておりません。唯遮二無二全力



既成仏教教団における教化理念の展開

345 (42)

　このなか、「つくしあいの理念」の各章を読んでみると、現代的な感性を
考慮してか、譬喩を用いた詩的な文章で綴られており、平易ではあるけれど
も抽象的であり、一読しても真言宗の教えや、つくしあいの考え方をすぐに
理解できるような文章ではなく、相当の説明が必要なように思われる。
　このことについて、当時、教化研究所の研究員であった岡田昌道師は、手
帖を檀信徒に配布したあとの「教師各位の個性による働きかけである教化こ
そ大切であり、その余地を考えてのこと」（「つくしあい運動について（四）」『宗
報』昭和47年5月号）であると述べている。手帖は檀信徒に配布した後に、「説
明会にもっていき、そこから教化運動を展開していく」ということを想定し
て作成されたものであった。つくしあい運動は「僧俗一体」ということが強
く意識されていた故に、手帖を介しての教師と檀信徒の相互教化が目指され
たのである。

５．つくしあい運動の変容

　昭和 47年には、つくしあい手帖の活用をテーマとした教化推進会議が全
国 40ヶ所の会場で開催されている。この年から教化推進会議は、教師だけ
でなく寺院総代も参加するようになった。
　『宗報』には、「教化推進会議各地区で開催」（昭和 47年 6月号）とあり、
京阪教区・北陸教区の合同教化推進会議の内容を記している。この頃、智山
派ではつくしあい運動の展開と並行して、昭和 50年に迎える弘法大師御誕
生一千二百年記念事業として計画された本山の金堂再建事業と、本尊大日如
来像の造立事業が進められていた。そのため教化推進会議の内容は檀信徒必
携「生きる力」（つくしあい手帖）の普及と合わせて、金堂再建事業につい
ての説明が中心となった。全国の教化推進会議に出講した岡田昌道師は、教
化推進会議の様子について、次のように述べている。

各地域全般的にいえることは、教化の推進会議である筈なのに、金堂建
立の会議になってしまうことである。今回の私の役柄は、はじめに「生
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が取り組むべき実践を説いている。
　また、つくしあい手帳の活用方法としては、檀信徒に配布し、その内容に
ついて定期的に檀信徒と話し合いを重ねることをとおして、信仰心を培養し
ていくことなどを提唱されている。6

　つくしあい手帳は、その後、昭和 47年 2月に「つくしあい手帖
・
」（教師

用の表記は「手帳
・
」）として、檀信徒向けのものも発刊されている。檀信徒

向けの手帖には「生きる力̶つくしあい̶」という表題がつけられている。
本扉には「この聖典は、真言密教の教えを生活に実践する「つくしあい運動」
の定本として編纂されたものである。」と記されており、その内容は、つく
しあい運動の「信条」と「誓い」、そして勤行の次第に続いて「つくしあい
の理念」が記される。

「信条」
一、ご本尊さまに帰依し、縁起の真理を体して、この身がご本尊さまと
一つのいのちである、ゆるぎない安心を確立しよう。

一、正しい智慧により、マンダラ世界に生きる真実なる自己に目ざめ、
弘法大師のおしえを現代にひろめよう。

一、心と言葉と行ないを調え、共につくしあう、和合と創造の生活を実
現しよう。

「誓い」
一、大いなる力にめざめ、尊いいのちを生かします。
一、迷わず、怖れず、力をつくして励みます。
一、つくしあいの家庭と社会を築きます。
「つくしあいの理念」
第 1章 つくしあいのよりどころ
第 2章 つくしあいへのみち
第 3章 つくしあいの生活
第 4章 つくしあいのよろこび
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　この教化推進会議に派遣された教化研究所の真保龍敞師は、会議で講演
した内容について「つくしあいの教化理念と実践活動」（『宗報』昭和 46年
10 月号）のなかで紹介している。その項目は以下のようなものである。

一．つくしあいの教化理念
　　１．つくしあい運動の原点と大目標
　　２．つくしあい運動の意義
　　　　①歴史的意義　
　　　　②社会的・現代的意義
　　　　③宗団的意義
　　３．つくしあいの教理的根拠
　　４．つくしあいの基本的理念
二．つくしあいの実践活動
　　１．つくしあい運動の拠点とその役割
　　２．仏壇の荘厳指導とイメージチェンジ
　　３．つくしあい手帖の活用
　　４．寺院機能の全的発揮
　　５．寺院行事の開発
　　６．食事の言葉による教化
　　７．現在帳の作成

　このなかで真保師は、宗祖弘法大師の根本精神である真言密教の大本は、
「即身成仏の実現をはかり、秘密荘厳の世界を開顕していくこと」がつくし
あいの教化理念であるといい、その社会的・現代的意義として、「つくしあ
い運動は、生命の不安に安心を得させ、現代人に生きがいをもたせ、人間性
を回復せしめる」ことにあると述べている。
　さらに、その実践活動については、運動の拠点としての本山の整備、仏壇
のまつりかたの指導、廻向だけではなく、祈願所としての寺院機能の開発、
つくしあいの教化理念が貫かれた寺院行事の開発などであり、具体的に教師
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自心の源底である大日智法身（金剛界マンダラ）のうち成身会（根本会、
羯磨会）に象徴的に表現される相互供養の実践として、無住所涅槃の生
かしあう信仰生活を意味する。即ち本来自他は、法性として、生命とし
て一如平等であるから、他の一切を善友として供に築きあう生活。つま
り、自分を空しうして他を慈しみ、喜びをわかち施し施され、常に正法
の興隆をめざしておたがいに自己の特質を出しきって惜しみなく供養し
あう、という義である。

　また、つくしあい手帳には、つくしあい運動の基本的姿勢も記される。
　
１ 大日如来の信仰運動
　大日如来に帰依し、諸尊信仰を徹底純化して、法身に生きる。
２ 三密行の徹底
　無明による苦の三業を調御して、三密行に高め如来の活動を体現して
　いく。
３ 積極的生活姿勢
　生の真実にめざめ、限りない創造と向上にたゆまず精進する。
４ 和合衆意識の高揚
　縁起の思想を体し、寺檀・家庭・社会において、僧俗一体となって、
　信仰によるつくしあいの生活を築いていく。
５ 生活意識の革命
　自己の使命にめざめ、生の特質を深め、個のいのちをつくす。 

　このように手帳の内容は、多分に宗教的かつ抽象的であったために、つく
しあい運動を徹底するためには、宗内教師への十分な説明が不可欠であった。
手帳の発刊にともない、つくしあい運動の理解を深めるという目的で、全国
19ヶ所で教師を対象とした教化推進会議が開催されている。教化推進会議
のにおいては「つくしあい運動」や「つくしあい手帳の内容」について様々
な指摘がなされたようである。（『宗報』昭和 46年 9月号）
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４．教化資料「つくしあい手帳」の発行と活用

　昭和 46年３月には『つくしあい手帳̶つくしあい運動の理解と展開』（真
言宗智山派宗務庁発行）が発刊された。これは教師用の教化資料として発刊
されたものであり、冒頭にはつくしあい運動の仏教的意義について以下のよ
うに記されている。
　
この「つくしあい」の語のもつ仏教的意味は、又、根本と究竟との二面
にわたっている。
一、大乗根本の義
①空の生活実践
仏法に帰依し、苦の滅への道程を、無我の実践として、どこまでもどこ
までも仏に向って、共に真実の生き方を真剣に探求していく、という義
である。
②僧伽の生活実践
僧俗が一体となって、三宝に帰依し、共に仏の道を歩んで、おたがいの
仕合わせと平和な暮らしの実現にひたすら努力精進していく、という義
である。
二、秘密究竟の義
①三密相応の生活実践
生命の真実は大日如来の境界であり、法身如来の体用相たる六大、四曼、
三密がそれぞれ本来圓融無碍に相即涉入し「つくしあっている」のが真
相である。この大いなるいのち（法身大日如来）のはたらきと在り方を
信仰生活の基本的実践方式として、おたがいの個性を尊重し、生命の一
切を法身如来に託しきって、限りある所縁の生をありったけの力をつく
して、おたがいの仕合わせとこの世の平和のため、一所懸命に精進努力
していく、という義である。
②相互供養の生活実践



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

350(37)

　当時の宗報には、つくしあい運動開始にあわせて智山派の教義を檀信徒に
わかりやすく説明するために発行した教化リーフレット「生きる力̶大日如
来」の内容について質疑応答が記されている。

「この如来は果てしもない宇宙をそのおからだとし、はじめもない大昔
から終わりもない未来の彼方に向って、理法のままに無限の活動を続け
る如来であります」と申しますと、仏教の一貫した原理である「有仏無
仏性相常住」をどう説明いたしたらよいか御教示を願いたいのでござい
ます。（「リーフレットにおける一二の問題」（『宗報』昭和 45年 4月号）
　　
「理法のままに無限のいのちの活動を続ける」という文がありますが、
ここで使われている理法とはどういう意味なのでしょうか。（中略）
「つくしあう」ということですが、「自分のつとめに全力をつくして生き
る」ことがはじめで述べられていますが、「自分のつとめ」とはどうい
うことなのでしょうか。自分の仕事ということでしょうか。もっと大き
な意味だと思いますが、具体的にどう説明したらよいでしょうか。（「リ
ーフレットとつくしあい運動̶質疑応答̶」（『宗報』昭和 45年 5月号）
　
我即大日と説ける教理からして宇宙をおからだとする仏との表現は、あ 
まりに飛躍しすぎて仏教学的に見て、一考を要すると思われますが、如 
何ですか。（「再びリーフレットについて̶」（『宗報』昭和 45年 6月号）

　
　このように、宗内の反応には密教の教理を現代的に表現することへの途惑
いが見受けられ、また「つくしあい」の意味を檀信徒にどう説いたらよいか
ということも問題となっていることがわかる。教化研究所では、それらの質
問への回答を示しつつも「概して現代感覚の中に密教の真理を表現していく
ことは、表現の平易化と同様に、幾多の誤解が生ずる場合が少なくありませ
ん」と付言している。伝統教学を現代的教化として反映する際に生じる摩擦
を抱えながら、つくしあい運動は動きはじめたのである。
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「宗教社会学的な考察・調査と反省」というのは、教化の対象を檀信徒とい
う枠に限定しない社会全体を想定したものであるといえ、教化の実践を十全
に発揮する上で、変化する社会の状況を着実にとらえることを重要視してい
たと考えられる。
　しかし、当時の宗団が教化研究所に求めていたものは「現代に即した教化」
というものを一刻も早く一つの形として提示することであった。折しも当時
の那須政隆管長（1894-1987）は、寺院住職と檀信徒をまとめて一つの僧
伽としてとらえ、僧伽を基本とした僧俗一体による教化運動を展開してはど
うかと提撕され、これを受けた智山派内局は教化研究所に教化運動の研究を
打診し、研究所では昭和 44年から吃緊の課題として教化運動の研究に取り
組み、一年が経過した昭和 45年 8月には「つくしあい運動の理解と展開」
と題する研究報告書が提出された。この報告書に基づき、宗団としての教化
運動「つくしあい運動」は形作られたのである。当時の智山派以外の仏教宗
団においては昭和 37年に浄土真宗大谷派で発足した同朋会が始めた「同朋
会運動」に続くように、「門信徒会運動」（真宗本願寺派　昭和 37年）、「お
てつぎ運動」（浄土宗　昭和 41年）、「一隅を照らす運動」（天台宗　昭和
44年）」など、教化運動と呼ばれるものが続々と標榜されていた。同時期に
開始された高野山真言宗の合掌運動、真言宗豊山派の光明曼荼羅運動なども
智山派のつくしあい運動に影響を与えたといえる。４

３．つくしあい運動のはじまり

　昭和 44年から教化研究所で開始された「つくしあい運動」の研究は、年
内に取りまとめられ、結果的に「密教精神に基づき、僧俗一体による信仰運
動を展開し、真に明るい家庭・平和な社会を建設する」という目的が設定さ
れ、運動の理念 4項目と７つの具体的展開として提示された 5。　つくしあ
い運動の名称と理念は、金剛界曼荼羅にみえる相互供養のありようを象徴的
に表したものであった。しかし、当初から密教の教義を、現代の教化の場面
に反映することの難しさを指摘する声は少なくなかった。
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したいものです。口説布教や文書伝道に応用せられうる基礎となるもの、
それを求めたいのであります。明治百年、われわれの先賢たちは、近代
日本の初期に、《耶蘇教》の伝道に対抗して、布教の先鞭をつけてくれ
ました。しかし今日の仏教伝道は、その当時にくらべて本質的にどれほ
ど進歩しておりましょうか。教化ということが根を下ろすために、また
その場かぎりのものでなく将来の路線を確定するために、一つの支柱を
求めようと思います。一つの試みとして、近代伝道学の方法、原語から
味読する聖典研究、教化活動の宗教社会学的な考察・調査と反省などの
研究テーマをとおして、将来のための支柱を立てたいのであります。
（「長澤實導「智山教化研究所長就任のご挨拶」『宗報』昭和 43年 6月号」）
　

　ここで長澤所長は「教化」というものを「人々の信仰心をみちびき出して
方向を与え、それを精神生活の根本として植え付ける」ことと明確に定義さ
れている。しかもそれは「教学をふまえた上での応用」であり、「アカデミッ
クな教学そのものと区別されるべき」であるという。そしてまた、近代以来
の「布教」という教化の方法から、より現代的に進歩したものを目指してい
たように窺われる。3

　また、長澤所長は「口説布教や伝道に応用せられうる基礎となるもの、そ
れを求めたい」と述べていることから、教化研究所が目指したものは、教化
そのものの研究ではなく、その基礎にあたるものを模索していくことであっ
た。そのことは「近代伝道学の方法、原語から味読する聖典研究、教化活動
の宗教社会学的な考察・調査と反省などの研究テーマをとおして、将来のた
めの支柱を立てたい」と述べられていることからも理解できる。このなかで
も聖典研究などは、およそ教学の範疇に含まれるものであろう。
　戦後から教化研究所の設立に至るまでの智山派内の議論において、社会の
人々にむけた教化の不備が指摘され、その必要性が声高に叫ばれたのである
が、一方で伝統教学が等閑にされる傾向があったことを考慮すると、教学を
教化の基礎の一つに定めた長澤所長の言葉は、教化から乖離しようとする伝
統教学を、再び引き戻そうという意図があったようにも見受けられる。また、
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れた。つくしあい運動が開始された動機を窺えば、そこにははっきりと信仰
宗教団体の拡大に対する危機意識が見受けられるのであるが、その内実にあ
るのは、現代においてもはや〈伝統〉という肩書きで語られるようになった
自宗の教学を、いかに現代社会に展開するかという内省と葛藤である。自宗
の伝統教学に向き合ったとき、それらを現代社会のフレームにどのようにコ
ンバートできるのか、しかもその上で、どれほどの意義を有するかという問
題に真剣に向き合い挑戦した経緯そのものが、つくしあい運動の展開に反映
されている。教化活動を現在なお推進する既成仏教宗団の将来を展望する上
でも、当時の教化運動の顛末を見直し、現代的な教化のありようを再考する
ことは重要であろう。
　本稿では『真言宗智山派 宗報』（以下、宗報）に依りながら、昭和 45年
から開始された智山派の「つくしあい運動」について、その始まりと終息ま
でを概観しつつ、そこから既成仏教宗団が推進する現代教化の問題について
考察したい。2

２．つくしあい運動にいたるまで

　昭和 30年代に急激に教線を拡大した新興宗教への危機感から、智山派に
おいても「現代に即した教化」の必要性が叫ばれ、そのための研究機関とし
て昭和 43年に「智山教化研究所」（以下、教化研究所）が設立された。　
　教化研究所の初代所長の任にあたった長澤實導師（1910-1968) は所信表
明で以下のように述べている。

「教化」ということは、人々の信仰心をみちびき出して方向を与え、そ
れを精神生活の根本として植えつけることでありましょう。
本研究所は、本宗各位がそういう教化活動をなさるための中心的機関で
あります。こういう意味で、「教化」は、教学をふまえた上での応用で
あってアカデミックな教学そのものと区別されるべきでありましょう。
そこで第一に、教化というものに支柱を与えたい、できれば原理を設定
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１．はじめに　　

　現代の既成仏教宗団の活動の中心は教化におかれる。既成仏教宗団におけ
る教化活動の濫觴を尋ねれば、それは近代以降であり、教化という名称のも
とに社会の人々に対する実践的な活動が顕著になるのは国家主導の民力涵養
運動がおこった大正後期から昭和の戦前にかけてである。当時の寺院が行っ
た社会教化運動の実際は、主に教育や福祉に関する活動と、それらの活動を
基本においての口説布教であったが、末寺の社会教化活動を支援する宗派も
あり、この頃に初めて既成仏教宗団は社会に向けた教化というものに一つの
形を与えることができたといえる。
　戦時中はそうした社会教化活動は停止せざるを得なかったものの、戦後に
目覚ましく教線を拡張した創価学会をはじめとする信仰宗教に対する危機観
と、宗団の主たる目的として「信者を教化育成する」ということが明記され
た宗教法人法の成立を背景に、各宗団では活動の中心に再び教化を置くこと
が意識されるようになる。しかし、このとき宗団が目指した教化とは、戦前
の社会福祉的教化や口説布教に限らない実践的な方策で教理を示し、積極的
に現代の人々に伝えようとする現代的教化であった。その方策の一つが昭和
四十年代に各宗団が挙って推進した教化運動である。当時、仏教宗団の多く
が現代社会の人々への発信を意識した布教テーマを掲げ、そのテーマのもと
に実践的な教化運動を展開したのである。1

　筆者が所属する真言宗智山派（以下、智山派）では、昭和四十五年になっ
て、他の宗団の動きに連動するように教化運動「つくしあい運動」が開始さ

既成仏教宗団における教化運動の展開
─真言宗智山派つくしあい運動の事例から─

伊 藤 尚 徳

(33)
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45 ウディヤーナ（8G\ƗQD）のこと。

本稿は 2019 年 9月、1月の蓮花寺佛教研究所での発表に基づき、研究会参加者の貴重なレ

ビューとアドバイスをフィードバックして執筆いたしました。皆さんいつもありがとう。

〈キーワード〉シッダ（VLGGKD）、ナータ（QƗWKD）、ハタヨーガ（+D৬KD\RJD）、ターラナータ

（7ƗUDQƗWKD）、ブッダグプタ（Buddhagupta）、シャーンティグプタ（ĝƗQWLJXSWD）、

ディーナカラ（'ƯQDNDUD）、『七付法伝（E.D
�EDEV�EGXQ�OGDQ）』『八十四成就者伝

（&DWXUDĞƯWLVLGGKDSUDYWWL）』
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地で捕縛されたという。なおシャーンティグプタ伝の中には同時代のアクバル（-DOƗO
XG�

'ƯQ�0XKDPPDG�$NEDU�����������）についての言及もある［/7:$�����］。

���『七付法伝（E.D¶�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$�����］

38 『ブッダグプタ伝（%XGGKDJXSWD
L�UQDP�WKDU）』［中国藏学出版 � �������］

GH�QD�JUXE�FKHQ�]KL�ED¶L�]KDEV�N\L�JGDPV�SD¶L�PQJD¶�EGDJ�UQDO�µE\RU�PD�FKHQ�PR�GƯ�QD�ND�UƗ�µNKRU�

UQDO�µE\RU�SKR�PR�E]KL�EFX�WVDP�GDQJ�EFDV�SD�E]KXJV�µGXJ�SD�OD��JGDPV�QJDJ�JQDQJ�EDU�]KXV�

SDV��PDQJ�GX�JQDQJ�]KLQJ��GH�QDV�UQDO�µE\RU�PD�FKHQ�PR�GH�Q\LG�N\L�]KDEV�SDG�EVWHQ�E]KLQ�GX��

WUL�OLQJJD�GDQJ��YL�G\D�QD�JD�UD�GDQJ��NDUD�৬D�ND�UQDPV�EUJ\XG�QDV��EKDP�GYD�J\L�\XO�GX�SKHEV�

そこで、［ブッダグプタは］マハーシッダ・シャーンティパーダ（シャーンティグプタ）

の教誡に熟達しているマハーヨーギニー・ディーナカラに、その集団にはヨーギー・ヨ

ーギニーが ��人いたが、彼女に教誡を与えてくれるように請い、沢山（の教え）を受

けた。そして、マハーヨーギニー自身のおそばにお仕えするように、トリリンガ（7ULOLৄJD）、

ヴィディヤナガラ（9LG\DQDJDUD）、カルナタカ（.DUD৬DND）などを旅し続け、バンドヴ

ァ（%KDূGYD）の地に辿り着いた。

39 修学のための宗教施設

�� 彼らは遍歴修行のために僧院を離れたが、そこで出家者の立場も捨てたか否かは不明で

ある。

�� 本論では詳しく述べなかったが、『七付法伝（E.D¶�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$�����］には、

シャーンティグプタの師であるラティ―グプタ（5DWƯJXSWD）が、東インドでアシタガナ

（$VLWDJKDQD）という名の長髪の外道の姿をしたヨーガ行者から教えを受けたとする記述

がある。

�� 本文中では音訳ではなく、チベット語訳の名称「µ3KURJ�E\HG�µRG」が用いられている。な

お『ブッダグプタ伝』では伯父とされている。

43 本文中では音訳ではなく、チベット語訳の名称「=KL�ED�VEDV�SD」が用いられている。

44 八シッディは初期のタントラから後期のタントラに至るまで、幅広く言及されているが、

八つの一々の内容は一様ではない。一例をあげると、『八十四成就者伝』では、開地下

世界（VD�
RJ�EVJURG）、剣（UDO�JUL）、降伏と増益（WVDU�EFDG�SKDQ�
GRJV�JQ\LV�ND）、丸薬（ULO�

EX）、眼膏（PLJ�VPDQ）、伏藏（JWHU）、足膏（UNDQJ� 
J\RJV）、長生（EFXG�N\LV�OHQ）の八つ

が説かれている。［北京版：/X���D］
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�� �『七付法伝（E.D¶�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$�����］

�� �『八十四成就者伝（*UXE�WKRE�EUJ\DG�EFX�UWVD�E]KL
L�UQDP�WKDU）』����%KXVXNX［北京版：/X�

39a］には、シャーンティデーヴァが『入菩提行論』を説いたことが言及されているが、

それは怠け者の学僧が文殊菩薩に一心に祈願して与えられた霊験として語られている。

�� この態度は『八十四成就者伝（*UXE�WKRE�EUJ\DG�EFX�UWVD�E]KL
L�UQDP�WKDU）』����ĝƗQWLSD中の

ラトナーカラシャーンティの次の台詞に端的に表れている。［北京版：/X���D］

EOD�PD¶L�]KDO�QDV�QJDV�QL�VPUD�ED�JWVR�ERU�E\DV�VKLQJ�VJUXE�SD�JWVR�ERU�PD�E\DV�SDV�GRQ�GDQJ�PD�

SKUDG�QD��NK\RG�N\LV�QL�VJXE�SD�JWVR�ERU�E\DV�VKLQJ�VPUD�ED�JWVR�ERU�PD�E\DV�QDV�GRQ�GDQJ�µMDO�

QDV�µGXJ�SD�

グル（ラトナーカラシャーンティ）が仰るには、「私は言葉を主として、サーダナを主

としなかったために、真義に出会うことがなかった。あなたはサーダナを主として、言

葉を主としなかったために、真義に出会った。」

�� 『七付法伝（E.D¶�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$���������］

�� このため『ブッダグプタ伝』は歴史地理学的なアプローチからも研究されている

［7HPSOHPDQ�����：�������］。

�� $OH[LV�6DQGHUVRQは仏教のサンヴァラ系のタントラに説かれる巡礼地（SƯ৬KD）のリストが、

シヴァ教の『タントラサッドバーヴァ（7DQWUDVDGEKƗYD）』からその大部分を援用したも

のであることを指摘している［6DQGHUVRQ���������］。

33 『七付法伝（E.D¶�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$���������］

34 『七付法伝（E.D¶�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$�����］ただしターラナータは、ミーナパにマチ

ェーンドラパ（0DFFKHQGUDSD）という名の息子がいたとし、後者のマチェーンドラパが

ゴーラクシャの師であるとする説を採用している。なお「0DFFKHQGUD」は「0DW\HQGUD」

をプラークリット語化した名称である。

���仏教タントラのプラーナーヤーマ（SUƗƗ\ƗPD）については、杉木恒彦のサンヴァラ系タ

ントラにおけるナディー（QDঌƯ）とチャクラ（FDNUD）の身体論についての研究に詳しい［杉

木 ��������］

���『七付法伝（E.D¶�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$�����］には、シャーンティグプタが東インドを

訪れた際に、当地の仏教とヒンドゥー教の寺院がパシュトゥーン人（SD৬KƗQD）の王に破

壊されてしまっていたことが言及されている。シャーンティグプタと彼の弟子たちは当
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�� 『ブッダグプタ伝（%XGGKDJXSWD
L�UQDP�WKDU）』［中国藏学出版 ���������］

WKRQ�PRQJ�JL�JUXE�SD¶L�UWDJV�FL�ULJV�SD�GDQJ�OGDQ�SD¶L�UJ\DO�SR�µSKURJ�E\HG�µRG�FHV�E\D�ED�OD��

VDQJV�UJ\DV�PQ\DP�VE\RU�J\L�UJ\XG�GDQJ��VGRP�SD�UQDP�SDU�EUWVRQ�SD�GDQJ��OKDQ�FLJ�VN\HV�SD¶L�

GH�Q\LG�GDQJ��KD�UL�GƗ�UL¶L�JOX�GE\DQJV�OD�VRJV�SD�FKRV�PDQJ�GX�JVDQ��EOD�PD�µGL�QL�UQDO�µE\RU�PD�

GƯ�QD�ND�UL¶L�]KDQJ�SR�\LQ�QR��GHU�JUXE�FKHQ�]KL�ED�VEDV�SD¶L�VQ\DQ�SD�JVDQ�WH���

［ブッダグプタは］シッダに共通する一定の効験を具えたハリプラバという王から、ブ

ッダサマーヨーガ・タントラ、乞食行、サハジャの真理、ハリダーリの歌など、たくさ

んの教えを聞いた。このグルはヨーギニー・ディーナカリの伯父であった。そこでマハ

ーシッダ・シャーンティグプタの名声を聞いて…..

�� チベット語で「OWD�VWDQJV」、サンスクリット語で「Gৢ৬L」。邪視（HYLO�H\H）の呪法の一種

と思われる。『七付法伝』には「四種の呪眼法」なるものが頻繁に言及されている。英

訳者の 'DYLG�7HPSOHPDQの註によれば、この四種とは息災・増益・敬愛・調伏を意味す

るという。『ヘーヴァジュラタントラ（+HYDMUD�7DQWUD）』��������にこの四種の呪眼法が言

及されている［7HPSOHPDQ���������������］。

�� �『八十四成就者伝（*UXE�WKRE�EUJ\DG�EFX�UWVD�E]KL
L�UQDP�WKDU）』����0DLEKDGUƗ［北京版：

��D���D］

�� 本文中ではチベット語訳の地名「8UJ\DQ」が用いられている。

�� 『八十四成就者伝（*UXE�WKRE�EUJ\DG�EFX�UWVD�E]KL
L�UQDP�WKDU）』����/DNৢPƯৄNDUƗ［北京版：

��D���D］

�� アッカ・マハーデーヴィーの伝記については $OND�7\DJLの研究［7\DJL���������］参照

�� 『マヌ法典（0DQXVPWL）』�����［2OLYHOOH�����］

DVYDWDQWUƗত�VWUL\Dত�NƗU\Ɨত�SXUXৢDLত�VYDLU�GLYƗQLĞDP�

SLWƗ�UDNৢDWL�NDXPƗUH�EKDUWƗ�UDNৢDWL�\DXYDQH�

UDNৢDQWL�VWKDYLUH�SXWUƗ�QD�VWUƯ�VYƗWDQWU\DP�DUKDWL��

女性は独立しておらず、昼夜、自らの男によっている。

少女の時には父が、若い時には夫が、老いた時には息子が守護する。女性は独立に値し

ない。

�� 英訳者の 'DYLG�7HPSOHPDQの註［7HPSOHPDQ������������QRWH�����������QRWH����］参照。

�� �『七付法伝（E.D¶�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$�����］
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語の「JUXE�WKRE」を「シッダ」と訳しているが、この書のタイトルは『八十四成就者伝』

とするのが一般的であるので、この訳を用いた。

8　ヒンディー語では語末の aが脱落するため、現代ではナートと呼ばれている。

9　�'DYLG�*RUGRQ�:KLWHは、中世インドのラサシッダ（UDVDVLGGKD）やナータシッダ（QƗWKDVLGGKD）

たちのリストを様々な文献から網羅的に紹介している［:KLWH�������������］

�� 正式名称は『マハーシッダ・ブッダグプタの物語：尊者自身の御口から直接聞いた汚れ

のない言葉（*UXE�FKHQ�EXGGKDJXSWD
L�UQDP�WKDU�UMH�EWVXQ�Q\LG�N\L�]KDO�OXQJ�ODV�J]KDQ�GX�UDQJ�

UWRJ�JL�GUL�PDV�PD�VEDJV�SD
L�\L�JH�\DQJ�GDJ�SDVPRQ�JUXE�VKHV�UDE）』

�� 『ブッダグプタ伝（%XGGKDJXSWD
L�UQDP�WKDU）』［中国蔵学出版 �����］

]KL�ED�VEDV�SD�GDQJ�PMDO��]OD�ED�EFX�JVXP�WVDP�GUXQJ�GX�E]KXJV��JGDPV�SD�EVDP�J\LV�PL�NK\DE�

SD�JVDQ��PWVKDQ�QL�EXGGKD�JXSWD�J\LV�JVXQJ�EDV�GH�SK\LQ�EXGGKD�JXSWD�QƗ�WKD�]HU�

［ブッダグプタは］マハーシッダ・シャーンティグプタとお会いし、十三ヶ月の間、お

側にいて不可思議な教誡をお聞きになった。「ブッダグプタ」と言っていたその名称を、

それ以来「ブッダグプタナータ」というようになった。

�� �『七付法伝』で言及されている人師の数はこれよりも多いが、英訳者の 'DYLG�7HPSOHPDQ

は 59人の人師の伝記を項目立てしているので［7HPSOHPDQ�������L[］、これに倣った。

�� ラサシッダとはラサ・ラサーヤナを完成したシッダをいう。ラサとは金属の成就

（ORKDVLGGKL）つまり錬金術を意味し、ラサーヤナとは身体の成就（GHKDVLGGKL）つまり長

生術を意味する。

�� ラサシッダとしてのナーガールジュナについては拙稿［山野 �������������］参照。中世

インドのラサシッダ（UDVDVLGGKD）やナータシッダ（QƗWKDVLGGKD）たちのリストについて

は前掲［:KLWH�������������］参照。

�� ８.カルナリパ（.DUDULSD）と同名のシッダが『八十四成就者伝』にも登場している

が、『八十四成就者伝』のカルナリパはナーガールジュナの弟子のアールヤデーヴァ

（ƖU\DGHYD）の別名であり、別人物である。

�� 『七付法伝』では「'ƯQDNDUD」、『ブッダグプタ伝』では「'ƯQDNDUƗ」「'ƯQDNDUL」「'ƯQDNƗUD」

と音写され、一定していない。ここでは女性形の「'ƯQDNDUƗ」を採用した。

�� 本文中では音訳ではなく、チベット語訳の名「µ3KURJ�E\HG�µRG」が用いられている。なお『七

付法伝』では兄とされている。
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:KLWH��'DYLG�*RUGHQ［����］The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India��8QLYHUVL�
W\�RI�&KLFDJR�3UHVV

杉木恒彦［����］『八十四人の密教行者』春秋社

杉木恒彦［����］『サンヴァラ系密教の諸相―行者・聖地・身体・時間・死生』東信堂�

山野千恵子［����］「ヴィディヤーダラの宗教」『遠藤祐純先生 �吉田宏晢先生古稀記念�智

恵と慈悲の世界』

山野千恵子［����］「シュリー山のナーガールジュナ」『蓮花寺佛教研究所紀要』第 �号

山野千恵子［����］「古代インドにおける女性出家者」『蓮花寺佛教研究所紀要』第 9号

山野千恵子［����］「『長老尼偈』に見る初期の女性出家者」『蓮花寺佛教研究所紀要』第 ��号

山野千恵子［����］「ナーガールジュナ、地下世界、ヴィディヤーダラ─『リーラーヴァイー』

におけるハーラ王とナーガールジュナの地下世界冒険譚─」『蓮花寺佛教研究所紀要』第 ��号

註

�　蓮花寺佛教研究所における ����年 �月 ��日、����年 �月 ��日、����年 ��月 ��日、

����年 3月 ��日の研究発表。

�　�蓮花寺佛教研究所における ����年 9月 ��日の研究発表。

3　プトン（%X�VWRQ�ULQ�FKHQ�JUXE�����������）著、正式名称は『善逝の教えの解説、法の

由来の大宝蔵（E'H�EDU�JVKHJV�SD
L�EVWDQ�SD
L�JVDO�E\HG�FKRV�N\L�
E\XQJ�JQDV�JVXQJ�UDE�ULQ�SR�

FKH
L�PG]RG）』

4　シュンヌペー（J=KRQ�QX�GSDO������±����）著、正式名称は『チベットにおいて仏教と説

法がどのように展開したかの過程：青史（ERG�N\L�\XO�GX�FKRV�GDQJ�FKRV�VPUD�ED�MLWDU�E\XQJ�

EDµL�ULP�SD�GHE�WKHU�VQJRQJ�SR）』

5　奧書にターラナータが ��歳の時の著作であることが記されている。数え年で計算する

と ����年である。

�　タントラ行者の理想像としてのヴィディヤーダラについては拙稿［山野 ����������］参照。

7　サンスクリット語のテキストは発見されておらず、ムンドゥップ・シェーラップ（V0RQ�

JUXE�VKHV�UDE）によるチベット語訳『八十四成就者伝（*UXE�WKRE�EUJ\DG�EFX�UWVD�E]KL
L�

UQDP�WKDU）』のみが現存する。本論ではサンスクリット語の「VLGGKD」、またはチベット
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3DWULFN�2OLYHOOH��ZLWK�WKH�HGLWRULDO�DVVLVWDQFH�RI�6XPDQ�2OLYHOOH��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�������

【第 �次資料】

&KDNUDYDUW\��8PD［����］³7KH�:RUOG�RI�WKH�%KDNWLQ�LQ�6RXWK�,QGLDQ�7UDGLWLRQV��7KH�%RG\�DQG�%H�
\RQG´, LQ��Women Bhakta Poets: Manushi��9RO�������

'DEEH��9LMD\D��=\GHQERV��5REHUW�-�［����］³$NND�0DKDGHYL´��LQ��Women Bhakta Poets: Manushi��
9RO�������

0DOOLQVRQ��-DPHV［����］�³1ƗWK�6DPSUDGƗ\D´��LQ��Brill’s Encyclopedia of Hinduism�YRO����(GLWHG�E\�
.QXW�$��-DFREVHQ��+HOHQH�%DVX��$QJHOLND�0DOLQDU��9DVXGKD�1DUD\DQDQ

5DPDQXMDQ��$�.�［����］³7DONLQJ� WR�*RG� LQ� WKH�0RWKHU�7RXJXH´�� LQ��Women Bhakta Poets: 
Manushi��9RO�������

6DQGHUVRQ��$OH[LV［����］³9DMUD\ƗQD��2ULJLQ�DQG�)XQFWLRQ´��LQ��Buddhism into the Year 2000, In�
ternational Conference Proceedings, Bangkok and Los Angeles�E\�'KDPPDNƗ\D�)RXQGDWLRQ

7HPSOHPDQ��'DYLG［����］7ƗUDQƗWKD
V�E.DҲ�EDEV�EGXQ�OGDQ���7KH�6HYHQ�,QVWUXFWLRQ�/LQHDJHV��/L�
EUDU\�RI�7LEHWDQ�:RUNV�	�$UFKLYHV

7HPSOHPDQ��'DYLG［����］¶%XGGKDJXSWDQƗWKD��$�/DWH�,QGLDQ�6LGGKD�LQ�7LEHW¶��LQ��Proceedings of 
the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995��9HUODJ�GHU�|VWHUUH�
LFKLVFKHQ�$NDGHPLH�GHU�:LVVHQVFKDIWHQ�

7\DJL��$OND［����］Intersemiotic Transformations: a Study of Works of Two Medieval Indian Bhakti 
Poets, Akka Mahadevi and Andal��7KHVLV�VXEPLWWHG�WR�-DZDKDUODO�1HKUX�8QLYHUVLW\�IRU�WKH�DZDUG�RI�
WKH�GHJUHH�RI�GRFWRU�RI�SKLORVRSK\
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　�ヶ月間修行をし、一般的な八シッディ 44などの全てに到達した。やって
きた人々全てに教説を与えた。最上の知識を有する ���人のヨーギニーのグ
ループとともに、様々な土地で衆生の利益をなした。アーチャールヤに奉仕
し、また自身の理解の深度を量るために、繰り返し［アーチャールヤのもと
に］もどってきたということである。
　ある日、神足通によってカゲ―ンドラ（.KDJHQGUD）からランガナータ
（5DQJDQƗWKD）という所に行った。そこには仏教と外道､両方の場所があり、［彼
女は］外道の土地土地をくりかえし巡礼したようである。
3����

　さて、［その頃］ジガマ・マヘーシュヴァラ（-LJKDPD�0DKHĞYDUD）とバイラヴァ
（%KDLUDYD）［のシッディ］を完成したと知られる者がいて、［彼は］呪眼（GৢWL）
と拳（PXৢ৬L）の明呪を完成して、仏教のヨーギーたちを妨害していた。そ
の名をビガデーヴァ（%KLJDGHYD）といい、彼はヨーギニー（ディーナカラー）
に呪眼法を行ったが、［彼女を］害することはできなかった。［今度は］ヨー
ギニーが彼に呪眼法を行うと、彼は地面に倒れて息の根が止まってしまった。
そこでしばらくそのままの状態であったが、そこの外道たちがくりかえし［彼
女に］請い願ったので、再び呪眼法によって元に戻した。［その後］彼は仏
教の教えを信じるようになり、弟子になることを請うたので、アーチャール
ヤのもとに送られた。
　また、三昧耶戒を破ったヨーギーで、バマラヴァルマ（%KDPDODYDUPD）と
いう者がおり、彼は以前に小さな力を得ていただけであったが、シッダのふ
りをしていた。オーディーシャ（2ঌƯĞD）45において［彼女は］彼に出会い、
呪眼法を行うと、腹が膨らみ、血が溢れて頭蓋骨にたまり、それも破裂した。
こうして彼女は越三昧耶の者を排除したと［私の師は］語った。
　シュリーヘールカ（ĝUƯKHUXND）と十の憤怒尊、三十七のヴァジュラヨーギ
ニー（9DMUD\RJLƯ）など全て、見たいと望む時はいつでも姿を見た。しかし、
その時までには最も高いシッディは得ていなかったとされる。
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　そしてまたある時、［彼女は］気が触れたように見せかけて数々の行いを
したので、一人の従者をともなって人里離れた場所に遣られた。［そして］
以前よりもさらに気が触れたように装って、夫と別れた。
　また、［彼女は］生まれたとき、その手足に蓮華と法輪それぞれの印があり、
「もし林住するならばマハートマンになるだろう」と予言されたとおりになっ
た、と［私の師は］語った。
　チャイヴァラ（&DLYDOD）近くのマラハタ（0DUDKD৬D）の町にマハーアーチャー
ルヤ・シャーンティグプタ（ĝƗQWLJXSWD）43がいらっしゃると聞いて、［彼女
は］その名を聞いただけで、三摩地が生じるが如くであった。［実際にマハー
アーチャールヤの］顔を見るや否や、特別な三摩地が生じた。そのとき彼女
は ��歳であったといわれている。
　女性であるが、非常に聡明で、そのうえ『チャーンドラ・ヴャーカラナ
（&ƗQGUDY\ƗNDUDD）』を完全に余すことなく学んでいた。字典、医療、論理学、
あらゆることを知っていた。前世の熏習により、���巻、���巻、要略の般
若経を読んだだけで暗記した。尼僧や優婆夷のように、尋ねられれば意味を
正しく知っていた。
S����

　そしてマハーアーチャールヤ・シャーンティグプタの元で、最初に発菩提
心などの教えを請うた。［彼女の］徳を悟って、［アーチャールヤは］段階的
に灌頂と教誡の全てを与えた。アーチャールヤの元で七年間、金剛乗の教え
を聞き、思念することを同時に行なって、全てのタントラの意味を余すこと
なく理解した。
　さらに五年間、グルに奉仕し、修習に専心し、特別な智恵が生じた。その
悟りは虚空と等しかった。風のヨーガの力で、���匹の象であっても彼女の
力にかなわなかった。ヨージャナ（\RMDQD）もの距離の虚空を行くことがで
きた。呪眼法と真実語（のシッディ）も完成した。
　そのときアーチャールヤは言った。「今や汝は、明呪と禁戒の行をおこな
うべきである。如実に観想し、有情に教えなさい。今から ��年たったら、
私と等しくになるだろう。」と予言をした。
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$SSHQGL[�

ターラナータ『七付法伝（E.D�
EDEV�EGXQ�OGDQ）』第八章

/LEUDU\�RI�7LEHWDQ�:RUNV�DQG�$UFKLYHV（����）のテキストを使用し、ページ数を記した。�

���は語の説明�

>�@は訳者が補った言葉�

S����

　ヨーギニー・ディーナカラー（'ƯQDNDUƗ）は、シャンバダッタ（ĝDPEKDGDWWD）
という南の町にハリプラバ（+DULSUDEKD）�� という名のピシラ（3LVLOD）族の
王子がいた。彼には妹がおり、聡明で、徳行を好んでいた。
　［彼女が］9歳に達した時、門扉に美しく立派な一人の僧がやって来た。［彼
女は］彼に施食を運んで、［言った］。「あなたのようなとても立派な人が物
を乞うなんて、なんという苦しみなのでしょう。」
　彼は答えた。「私は苦しんでおりませんが、あなたが苦しんでいるのです。
輪廻を彷徨っているのですから。」と言い、「輪廻の苦しみは沢山あります。」
と言った。
　そこで、［彼女は僧に］解脱の方法を訊ね、心を安んずる方法と菩薩行の
すぐれた要点を学んで、よく理解した。
S����

　��歳に達した時、［彼女は］チャイヴァラ（&DLYDOD）地方の王族の領主に
花嫁として送り出された。
　��歳に達した時、輪廻に決心を生じて、夫と義父母に「私が森林などで
瞑想をするのは、なんとすばらしいことではないでしょうか。どうかあなた
たちは私に許しをあたえてください。」とくりかえし述べた。
　［家族は］それを阻止するため、［彼女を］家の女主人に任じたが、彼女は
やってくる乞食者が誰であれ、大いに施しをしたので、家族と親類は彼女を
咎めた。［一方］乞食者や人々は彼女を賞賛した。
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　集団を率いるタントラ行者の師たちは、しばしば社会より高い尊崇を受け
たようであり、彼らの中には王族より保護を受けてマタ（PD৬KD）を寄進さ
れる者もいた。なお、本論では彼らを「タントラ行者」と呼んだが、ターラナー
タは彼らを「ヨーギー（UQDO�µE\RU�SD）」「ヨーギニー（UQDO�µE\RU�PD）」等と
呼んでおり、「タントラ行者」というような用語を使用しているわけではない。
ターラナータが描く同時代のタントラ行者には、現代の我々がその語感から
思い浮かべるような、社会のマージナルに位置する者というイメージはなく、
むしろターラナータは彼らが社会的に高い地位あることを示そうとしていた
ように見える。
　以上、ターラナータが描いた ��世紀のインドのタントラ行者の肖像を、
ディーナカラーと彼女の師、シャーンティグプタの行状から見てきた。現段
階ではこの伝統が現代へとそのまま繋がるか否かは不明ではあるものの、��

世紀のインドにはナータの伝統を受け継ぐ仏教徒の女性のヨーガ行者の師が
存在していたことを我々は確認することができた。



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

366(21)

　ターラナータによれば、この時代のインドには紛れもない仏教徒のタント
ラ行者が存在していた。彼らは師弟で行動する少人数、あるいは多人数のグ
ループを形成しており、各地を遍歴しながら、聖地などで修行をしていた。
このグループには、僧院で受戒し、大乗仏教を修学した正式の僧侶もおり ��、
僧院出身者と在家者、男と女が混在し、自由な人の出入りがある緩やかな修
行者たちの集団が形成されていた。
　彼らは師から教誡や灌頂を授かりながらヨーガを行ない、シッディの獲得
を目指した。このシッディとは具体的には、大乗仏教の文脈で言えば聖道に
入ること、つまり菩薩の初地に入ることであり、タントラの文脈で言えばイ
ンドの神仙的存在であるヴィディヤーダラとしての霊験が現れることであっ
た。少なくとも仏教者であるターラナータはそのように理解していた。
　グループを率いる師には、男性や僧院出身者のみならず、ディーナカラー
のように在俗の女性の師も存在していた。ここではディーナカラーを「在俗」
の女性ヨーガ行者としたが、これは仏教機構における正式の比丘尼ではない
という意味であって、その生活スタイル、つまり女性の義務（GKDUPD）を捨
て、遍歴修行に従事するその生活スタイルは、むしろインドの宗教伝統から
言えばより原義の出家者に近いといえる。彼らタントラ行者は僧院機構の制
度上の制約をうけなかった分、自由度も高かったように見え、集団内での男
女の立場の性差もあまり見られない。しかしながら、ここでの記述はターラ
ナータによる証言を元にしているので、女性たち自身が自らの立場をどのよ
うに理解していたのかはわからない。
　彼らタントラ行者たちの自由度の高さはその活動の幅にも現れており、彼
らが遍歴修行において訪れる場所には仏教の聖地ばかりでなく、ヒンドゥー
教の聖地も含まれていた。また、彼らが様々な地で教えを請うた人師の中に
は「外道」の師もいたようである ��。その受法についてもハタヨーガの法流
が含まれていたことはすでに確認した通りである。仏教とヒンドゥー教のタ
ントラの実践行にはそもそも共通する要素が多くあるが、ここには単なる共
有を一歩超えたシンクレティズムが確認できる。これを融合と見るべきなの
か、換骨奪胎と見るべきなのかは、さらなる考察が必要であろう。
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のために大寺院を建立したという。ある時そこで五千人のヨーギー・ヨーギ
ニーが会集し、三ヵ月にわたる大法会が開かれたとターラナータは述べてい
る 37。
　ディーナカラーも同様に、弟子たちと遍歴の旅を続けながら教えを授けて
いたようであり、ターラナータは、彼女が ���人のヨーギニーとともに様々
な土地で衆生の利益のために修行したと言及している。���人という数には
誇張があるとしても、彼女の下には女性のヨーガ行者の弟子たちのグループ
が形成されていたのであろう。また『ブッダグプタ伝』によると、ディーナ
カラーには男性ヨーガ行者の弟子たちもいたようであり、ターラナータの師
のブッダグプタもその一人であったわけである。『ブッダグプタ伝』には、
ブッダグプタが、男女 ��人のヨーガ行者の弟子を持つディーナカラーに従
い、トリリンガ（7ULOLৄJD）、ヴィディヤナガラ（9LG\DQDJDUD）、カルナタカ
（.DUD৬DND）、バンドヴァ（%KDূGYD）を旅したことが記されている 38。
　シャーンティグプタとディーナカラーの行状から垣間見えるのは、彼らタ
ントラ行者が師弟で行動する少数、あるいは多数のグループを形成して、各
地を遍歴しながら、聖地などで修行や説法をしていた姿である。このグルー
プには男・女、出家者・在家者が混在し、人の出入りも頻繁にあったようで
ある。また、集団を率いる師はしばしば社会から高い尊崇を受けており、王
族からマタ（PD৬KD）39を寄進されることもあったことが伺える。

まとめ　

　ターラナータによる女性タントラ行者ディーナカラーの生涯についての記
述には、既婚女性の出家をめぐる典型的な物語が含まれており、既存の聖者
伝を踏襲した類型的な物語要素が認められる一方、当時のタントラ行者の行
状を類推させる記述も多く含まれていた。もちろんそれは著者であるターラ
ナータの立場を反映し、また彼の興味や解釈を通したものではあるが、少な
くとも、我々は ��世紀インドのタントラ行者の行状を、同時代の「関係者」
であるターラナータから聞くことができた。
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はないのかもしれないが、上記のように、この「風のヨーガ」の教えがシヴァ
神からミーナパが授かったことを端緒とし、その法流の延長線上に彼女が位
置づけられているのであれば、ここでハタヨーガとの関係性を言明しておい
ても差し支えはないだろう。
　『八十四成就者伝』にも、ミーナパ、ゴーラクシャ、チャウランギーは登
場するが、彼らは風のヨーガと関連づけられておらず、また具体的な法流も
形成していない。そのため、アバヤダッタシュリーの時代にはハタヨーガの
教えを継承するナータの法流が存在していたのかどうかは不明であると言わ
なければならないが、ターラナータの時代には確かにそれは存在しており、
ここでの例のようにそれが仏教徒にも継承されていたことがわかるだろう。
　ところでターラナータは、ミーナパ、ゴーラクシャ、チャウランギーを仏
教徒と見なしていた節がある。前述のように、ターラナータはインドのタン
トラ行者たちのシンクレティックな宗教背景をよく理解できていなかったの
かもしれないし、あるいは、こうした換骨奪胎式のシンクレティズムを、特
に疑問を抱かず、継承していたのだともいえるかもしれない。

④　ヨーガ行者の集団
　シッダとして名声を博したシャーンティグプタの元には、諸国から人々が
集まり、教えを受けた人々の数は三千にのぼったとターラナータは述べてい
る。なかでも二十人を彼の弟子とし、そのうち前述のガンビーラマティと
ディーナカラーを除くと、バラモン出身のジャナマデーヴァ（-DQDPDGHYD）、
学僧であったヴィマラサヒヤ（9LPDODVDK\D）とチャンドラーカラ（&DQGUƗNDUD）
とラトナーカラ（5DWQƗNDUD）、在家の学者であったスガタ（6XJDWD）、そして
ヨーギニーのウマパティ（8PDSDWL）とターランガー（7ƗUDৄJƗ）が六大弟子
とされる。シャーンティグプタは、弟子たちと遍歴の旅を続けながら、各地
に赴いて教えを授けたとされ、その旅の途上、イスラーム教徒の王より迫害
を受けたり ��、あるいは逆に在地の王から寄進を受けたりしたことが語られ
ている。その中で最も篤信の王はバンドヴァ（%KDQGYD）の王バーラバドラ
（%ƗODEKDGUD）であり、親子二代にわたりシャーンティグプタに帰依し、彼
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たがために、彼女が外道の地を繰り返し訪れたことを奇異に思ったのかもし
れない。そのため彼はこのことを特に明記したのだろう。

③　風のヨーガ
　『七付法伝』においてターラナータがディーナカラーの霊験として語っ
ているのは、彼女が風のヨーガの力で ���匹の象にまさる力を獲得したこ
と、ヨージャナ（\RMDQD）の距離を空を飛んで移動したこと、呪眼のシッ
ディ、真実語のシッディ、八シッディなどを完成し、呪眼の力で外道を改宗
させ、破戒者を調伏したことなどである。こうした類いの霊験譚はシッダた
ちの行状記にお馴染のものといえるが、ここでは「風のヨーガ（UOXQJ�JL�UQDO�


E\RU）」に注目し、ハタヨーガとの関係を確認しておきたい。
　この風のヨーガとは体内の気（SUƗD）をコントロールするヨーガをいう。
『七付法伝』においては、ディーナカラーの他に、ミーナパ（0ƯQDSD）の伝
記においてこの風のヨーガが言及されている。そこでは漁師であったミーナ
パが大魚に呑み込まれて、魚の体内で過ごしていたときに、マヘーシュヴァ
ラ、つまりシヴァ神がウマー女神に風のヨーガの教えを授けていたのを、偶
然、川の中から立ち聞きして、この教えを授かったとする物語が語られてい
る 33。この物語はハタヨーガ、あるいはナータの伝統の始祖とされるマツェー
ンドラナータ（0DW\HQGUDQƗWKD）の物語とおおよそ一致している。マツェー
ンドラは魚を意味する「マツヤ（PDWV\D）」と王を意味する「インドラ（LQGUD）」
の合成語であり、魚を意味する「ミーナ（PƯQD）」は彼の異称である。ハタヨー
ガの伝統ではマツェーンドラはゴーラクシャの師とされており、ターラナー
タもゴーラクシャがミーナパより風のヨーガの教えを授かったとする説につ
いて言及している 34。
　体内の気をコントロールするプラーナーヤーマ（SUƗƗ\ƗPD）の実践は、
多くのタントラの中で言及されており、仏教、ヒンドゥー教に共通の技法で
ある 35。またディーナカラーの伝記においてこの風のヨーガは霊験の一例と
してあげられるのみで、具体的な実践等については何も言及されていない。
そのため、彼女の宗教実践をことさらハタヨーガと関連付けて論じる必要性
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者伝』にもこうした師へのバクティを説く物語が見出せるので、この物語の
枠組みはチベットに限らず、シッダたちの行状伝において典型的なもので
あったといえる。
　しかしながらこの記述の中で特徴的といえるのは、シャーンティグプタが
師と共に、あるいは一人で巡り歩いた土地や、弟子たちと共に教えを授けて
まわった土地についての記録である。南インドはコーンクナにはじまり、東
はベンガル、カーマルーパ、西はラージャスターン、北はネパール、そして
セイロンをはじめとする島々、そこに出てくる地名は ��以上にのぼる。ター
ラナータの師であるブッダグプタの伝記にも同様に、こうした遍歴の旅で訪
れた土地の数々が出てくる ��。
　ディーナカラーの伝記においては訪れた土地についての記載は少ないもの
の、様々な土地を訪れたことが言及されている。その中で、ターラナータは
特に彼女がランガナータ（5DৄJDQƗWKD）を訪れたときのことに触れている。
このランガナータはおそらく現在のタミール・ナドゥー州のシュリーランガ
を指すのではないかと思われる。当地には現在もランガナータに捧げられた
大寺院がある。興味深いのは彼女がそこで外道の地をたびたび訪れていた、
とターラナータが漏らしていることである。
　インドのタントラ行者のシンクレティックな宗教背景は、彼らの聖地巡礼
の様態に現れていたように見える。タントラ行者の巡礼地については、テキ
スト上においても仏教とヒンドゥー教の共通性が認められ、例えば仏教のサ
ンヴァラ系のタントラが説く聖地のリストは、シヴァ教由来であることが指
摘されている ��。杉木恒彦はこうした聖地共有の様態について考察を加え、
これを「聖地のシェア」として表現している［杉木 ��������］。つまりある
特定の場所に仏教の寺院、ヒンドゥー教の寺院が共存しているような状態で
ある。こうしたシェアの様態はエローラ遺跡などで確認できるように、イン
ドではさほど珍しいわけではない。しかしながら、ディーナカラーの事例は、
共存の状態からさらに一歩進んで、彼女自身が外道の地を訪れていたという
点が興味深いといえる。チベット仏教徒のターラナータは、インドのタント
ラ行者たちのこうしたシンクレティックな宗教実践をよく理解していなかっ
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ンティグプタから発菩提心などの教えを受け、また大小の般若経を記憶し、
その意味を比丘尼のように正しく把握していたという。
　『八十四成就者伝』においては、シッダたちによるこうした大乗仏教徒と
して教理の修学は、たとえそれがナーガールジュナ（1ƗJƗUMXQD）、アールヤ
デーヴァ（ƖU\DGHYD）、シャーンティデーヴァ（ĝƗQWLGHYD）、ラトナーカラシャー
ンティ（5DWQƗNDUDĞƗQWL）といった著名な仏教学者たちの伝記であっても、強
調されることは殆どない ��。それは『八十四成就者伝』が教理の探求にあま
り価値を置いておらず、タントラ行の実践による真理の体得と、そこで体得
された真理の世界を表現することに専念しているからであり ��、またこの書
が偉人の伝記というよりもシッダたちの奇譚の集成という読物的性格を持っ
ているからである。チベット仏教の学僧であったターラナータの興味や立場
はそれとは若干異なっており、こと彼の法脈上の祖父に当たるシャーンティ
グプタや、その弟子ディーナカラーの大乗仏教徒としての修学の内容は、彼
の関心事であったに違いない。そのためここに記された内容は、ターラナー
タの興味や解釈を通したものであり、事実をそのまま反映したものではない
かもしれないが、少なくともターラナータは同時代のインドのタントラ行者
たちの大乗仏教徒としての側面を上記のように理解していたのだということ
はいえる。

②　遍歴
　さて、シャーンティグプタは、前述の僧院での修学の後、タントラ行を実
践するために僧院を離れ、在俗のヨーガ行者ジュニューナミトラ（-xƗQDPLWUD）
に師事し、遍歴の修行者になったとされている。そこで彼は師に命じられる
数々の無理難題、それには窃盗や誘拐なども含まれるのであるが、そうした
理不尽な命令に従いながら、命を賭して師に全身全霊で奉仕し、師と共に、
また度々姿をくらませる師を探し求め、各地を放浪して、最終的に師から全
ての教誡を授かったとされている ��。師への絶対的なバクティ（EKDNWL）を
説くこうした奇想天外な物語は、ミラレパ（0L�OD�UDV�SD）の例を持ち出すま
でもなく、チベット仏教において馴染深いものであろう。また『八十四成就
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威にも関わってくる事柄であると言え、当然ながら社会的に高い身分が与え
られている。ディーナカラーが在地の王家出身とされるのは先に見た通りで
あり、彼女の師であるシャーンティグプタや、彼女の兄弟子であるガンビー
ラマティも共に在地の王家出身であり、僧院で正式に受戒した僧侶であった
とされている。

４　��世紀インドのタントラ行者像

　ディーナカラーの生涯についての記述には、前述のように先行する聖者伝
の語り口が踏襲されている一方、『八十四成就者伝』には見られない特徴的
な記述もある。それは彼女の宗教実践についての具体的な詳細であり、その
点においてディーナカラーの師であるシャーンティグプタの伝記とも共通性
がある。ここでは彼女をとりまく宗教的な環境を理解するために、女性とい
う要素に特化せずに、ディーナカラーと彼女の師シャーンティグプタの伝記
から、当時のインドのタントラ行者像を探ってみたい。

①　大乗仏教の修学
　上記のディーナカラーの伝記において、ディーナカラーは僧院で受戒を受
けた比丘尼ではないものの、僧院出身者であるシャーンティグプタから大乗
仏教を修学したことが示唆されている。インド仏教史を繙く解説書の多く
が、イスラームの侵攻によってインド仏教は十三世紀に壊滅したとする一方、
ターラナータが ��世紀インドに仏教僧院が存在していたと伝えていること
は興味深い。彼女の師のシャーンティグプタは、現在のタミール・ナドゥー
州のコーヤンブットゥールに比定されるコーンクナ（.RQJNXQD）�� の僧院で
学んだという。ターラナータによれば、そこには ��人の正式な受戒者がい
たといい、多いときには����人の在家仏教徒が修学していたという ��。シャー
ンティグプタはその僧院において、僧院長のラティーグプタ（5DWƯJXSWD）か
ら受戒し、声聞乗の経論や、中論・唯識の教義を学び、八千頌般若や唯識の
主要経論を暗記していたとされる ��。そしてディーナカラーは、このシャー



ヨーギニー・ディーナカラー

373 (14)

在と見なされず、少女の時には父に、若い時には夫に、老いた時には息子に
よって守護されるべきものとされていた ��。そのため女性が出家をするには、
家長の許可が得られなければならず、それが得られないのであれば、相手方
から離縁されるなどの特別の事情がなければならない。これらの物語はそう
した社会認識が前提となった、ある種典型的な既婚女性の出家の物語であっ
たのであろう。
　ここで裸形について言及しておくと、裸形はジャイナ教に限らずインドの
宗教伝統において脱俗のアイコンとされてきた。ラクシュミーンカラーとの
アッカ・マハーデーヴィーの物語における裸形は両義的であり、ラクシュミー
ンカラーの裸形は、狂人として振る舞う方策である一方、脱俗の修行者のア
イコンとしても機能しており、また逆に、アッカ・マハーデーヴィーの裸形
は脱俗の修行者としての彼女のアイコンとして広く知られている一方、彼女
がこれにより合法的に婚家を離れたことを暗示しているようにも見える。
　ディーナカラー、ラクシュミーンカラー、アッカ・マハーデーヴィーの三
者はまた、彼女たちの身分についても共通性がある。それぞれの伝記におい
て彼女たちはいずれも在地の王の家に嫁いでおり、社会的に高い身分にあっ
たことが示唆されている。シッダの行状記に現れるタントラ行者たちの出自
については、しばしば彼らが下層民であり、社会のマージナルに位置する者
であったことが強調されるが、これは現代の我々が「タントラ」というイメー
ジから彼らに付与している価値付けであって、『八十四成就者伝』を例に取っ
てみても、そこに記されている彼らの出自は、猟師、職人、商人、バラモン、
大臣、王など、実に多岐にわたる。シッダたちの行状記を編集したアバヤダッ
タシュリーが、彼らの多様な出自を通して我々に語りかけているのは、彼ら
がそれぞれの生活の中でタントラ行を実践して成就を得たということであっ
て、少なくとも、彼らの中に社会のマージナルに位置する者がいたというこ
とではない。
　同様にターラナータにおいても、タントラ行者たちが社会のマージナルに
位置しているという認識はない。こと彼自身の法脈上の祖父に当たるシャー
ンティグプタやその弟子たちの出自についていえば、ターラナータ自身の権
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釈明するためのエピソードが織り込まれていることがしばしばある。つまり
ここでは、マニバドラーが家庭内での女性の義務（GKDUPD）に従い、また子
を設けたことにより、一定の社会的義務を果たしたことをエクスキューズと
して語っているのであろう。
　次に、ラクシュミーンカラーは、ウディヤーナ（8G\ƗQD）�� のサンボーラ
ナガラ（6DPEKRODQDJDUD）の王インドラブーティ（,QGUDEKǌWL）の妹であり、
若くして大乗に啓発され、多数のタントラを知っていた。ランカー（/DৄNƗ）
の王ジャレーンドラ（-DOHQGUD）の王子サンボーラ（6DPEKROD）の元に嫁いだが、
町の人々はヒンドゥー教徒であり、彼女は仏教を信奉しない夫の行動に失望
して、髪を振り乱し、裸になって狂人のように振舞った。狂気の禁戒にした
がって、残飯を食べ、墓場で眠り、七年で成就を得た。ある時ジャレーンド
ラ王は、ラクシュミーンカラーが洞窟で修行をしながら、おのずから光を放
ち、神娘たちに囲まれて供養を受けていたのを目撃した。ラクシュミーンカ
ラーはジャレーンドラ王の掃除夫に教えを授け、その掃除夫とともにランカ
プラで神変を示した後、天空に去ったという。��

　以上のラクシュミーンカラーの話の中で、ディーナカラーの伝記と共通し
ているのはその出自であり、また嫁ぎ先で狂人のように振舞うことによって、
夫から自由の身になったとする物語の枠組みである。この物語の枠組みは、
��世紀の女性宗教詩人であり、ヴィーラ・シャイヴァの聖者の一人である
アッカ・マハーデーヴィー（$NND�0DKƗGHYƯ）の伝記とも何処かしら似通っ
ている。アッカ・マハーデーヴィーは ��歳の時に、在地の王でジャイナ教
徒のカウシカ（.DXĞLND）に嫁ぐことになったが、カウシカがアッカ・マハー
デーヴィーとの間に立てた誓いを守らなかったため、彼女は服を脱ぎ捨てて
嫁家を出て、そのまま裸形の修行者となって遊行生活に入ったとされる ��。
　細部は異なるものの、これら三つの物語は、既婚者である彼女たちが狂人
のように振る舞うなどによって女性の義務（GKDUPD）を捨てたことをラディ
カルに描くと同時に、相手側から離縁されることによって合法的に､ つまり
社会制度上の法（GKDUPD）を侵犯することなく修行生活に入ったことを説明
した物語であるように思える。ヒンドゥー社会において、女性は独立した存
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トラ行者たちが登場している。���マニバドラー（0DLEKDGUƗ）、���メーカ
ラー（0HNKDOƗ）、���カナカラー（.DQDNKDOƗ）、���ラクシュミーンカラー
（/DNৢPƯৄNDUƗ）の四人の女性のタントラ行者たちである。このうちマニバド
ラーとラクシュミーンカラーの伝記は、ディーナカラーの伝記と何処かしら
似通った内容を持っている。
　マニバドラーは、アガルチェ（$JDUFH）の町の裕福な家の出身であった。
同じ種姓の家に嫁いだが、実家で暮らしていた。ある日、自邸へ乞食にやっ
てきたクックリパ（.XNNXULSD）と出会い、彼から聞いた解脱の法に感化され、
信仰を生じた。彼女は解脱を得る方法を教示してもらうために家出をし、クッ
クリパのいる墓場へ行った。そこでサンヴァラの灌頂と生起（次第）・究竟（次
第）に没入するヨーガの教えを受けた。七日後に彼女が家に戻ると、両親は
彼女を叱責したが、彼女は解脱の修行の重要性を説いて彼らを説き伏せた。
そこで、彼女は世俗の行為と義務を捨てて、さらに一年間修行した。しかし、
夫がやってきて彼女を連れ戻し、自分の家に連れて帰った。その後、彼女は
世俗の行為と義務に従って暮らし、男女の子を設けたが、ある日、水汲みの
帰りに水がめを落として割ってしまった。そこで茫然と立ち尽くしていた彼
女の様子を見て、人々はピシャーチャにとりつかれたのかと思った。しかし
彼女はそれにより覚知を得たのであり、そのまま天空に浮かび上がり､ 人々
に教えを説いた後に天空に去ったという。��

　以上のマニバドラーの話の中で、ディーナカラーの伝記と共通しているの
は、自邸へ乞食にやってきた行者から聞いた解脱の法に感化され、信仰を生
じたというくだりであり、ここでマニバドラーがクックリパに発した台詞と、
ディーナカラーが仏教僧に発している台詞は非常に似通っている。つまり、
このディーナカラーの発心のきっかけとなった物語は類型化した語り口で語
られているのである。
　ところでこの物語において両親を説得して修行生活に入ったマニバドラー
が、素直に夫の下で世俗の行為と義務に従って暮らしたとするくだりは、何
か唐突で奇妙な感じがするかもしれない。このように既婚女性の出家の物語
においては、その出家が社会制度上の法（GKDUPD）と相反していないことを
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ハリプラバ王子の妹とされる。九歳の時に自邸へ乞食にやってきた仏教僧と
出会い、彼から聞いた解脱の法と菩薩行の教えに感化されたという。十歳の
時に王族の家に嫁に出されたが、��歳の時に出家を志し、義父母に許しを
請うたが許可されなかった。そこで一計を案じて狂人のように振る舞い、婚
家から人里離れた場所に遣られ、果たして夫と離縁することができた。その
後、シャーンティグプタと出会い、��歳の時に三摩地を得たという。非常
に聡明で字典、医療、論理学、あらゆることに通じたといい、前世の熏習に
より ���巻、���巻等の般若経を読んだだけで記憶したという。シャーンティ
グプタのもとで菩提心の教えを受け、段階的に灌頂と教誡を授かった。金剛
乗に拠ってタントラの意味を余すことなく理解したという。八シッディをは
じめとする様々なシッディを獲得し、風のヨーガで ���匹の象に匹敵する力
を持った。人々に教えを授けて、���人のヨーギニーとともに様々な土地で
衆生の利益のために修行した。聖地を遍歴し、ランガナータ（5DQJDQƗWKD）
では外道の聖地をよく訪れていたという。彼女は呪眼法 �� に通じていて、
この法によって仏教徒を妨害するシヴァ教のヨーガ行者を改宗させ、また三
昧耶戒を破ったヨーガ行者を調伏した。シュリーヘールカ（ĝUƯKHUXND）と十
の憤怒尊、三十七のヴァジュラヨーギニー（9DMUD\RJLƯ）など、見たいと望
む時はいつでも姿を見たとされる。
　以上が、ターラナータが伝えるヨーギニー・ディーナカラーの生涯の概要
である。なお全訳は $SSHQGL[に掲載した。ターラナータは彼女の弟弟子に
あたるブッダグプタから直接これらの話を聞いたとはいうものの、ここに書
かれている内容にどれほど歴史的事実が含まれているのかはわからない。こ
のディーナカラーの生涯についての記述は、本書における他のシッダたちの
記述と同様に、これに先行する聖者伝と共通する語り口をもって語られてお
り、また所々に先行する聖者伝の内容を踏襲しているように見受けられるか
らである。

３　女性修行者伝の語り口
　
　前述の『八十四成就者伝』のシッダの中にも若干ではあるが女性のタン
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ラマティ（*DPEKƯUDPDWL）、ディーナカラー（'ƯQDNDUƗ）について記した独立
の章となっている。

２　ヨーギニー・ディーナカラーの生涯

　『七付法伝』の最後を飾るシッダは、シャーンティグプタの弟子、ディー
ナカラー（'ƯQDNDUƗ）�� である。前述のように本書の最終章は、シャーンティ
グプタの伝記に捧げられた章であるため、その弟子のディーナカラーがたま
たま最後になったということであって、この配置に重要な意味がある訳では
ない。とはいえ、並み居るシャーンティグプタの弟子の中から特別に伝記が
記載されているのは、ガンビーラマティとこのディーナカラーの二人のみで
あり、またガンビーラマティに比べ、ディーナカラーに費やされている紙片
の量はかなり多いので、ターラナータがディーナカラーを重視していたこと
には違いない。
　『七付法伝』にはターラナータの師ブッダグプタの伝記が掲載されていない
が、本書とは別にターラナータは彼の師の伝記を残しており、そこにはブッダ
グプタとディーナカラーの関係が言及されている。『ブッダグプタ伝』による
と、ブッダグプタはディーナカラーの伯父であるハリプラバ（+DULSUDEKD）��

から教えを受けており、ディーナカラーにも師事したようである。ブッダグ
プタがディーナカラーと出会った当時、彼女はすでにシャーンティグプタの
弟子であり、彼女の導きによりブッダグプタはシャーンティグプタに師事す
ることになったという ��。つまり、ディーナカラーはブッダグプタにとって
は姉弟子であると同時に師であり、ターラナータも重視せざるを得ない関係
にあったといえる。
　ターラナータは、本書の中でディーナカラーのことを「ヨーギニー（UQDO�


E\RU�PD）」、または前述の『ブッダグプタ伝』の中では「マハーヨーギニー（UQDO�


E\RU�PD�FKHQ�PR）」と称している。彼女は在俗のヨーガ行者であり、仏教機
構における比丘尼ではなかった。
　彼女は、シャンバダッタ（ĝDPEKDGDWWD）という南方の町の王族出身であり、
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『七付法伝』 『八十四成就者伝』
� 9\ƗOLSD 1ƗJƗUMXQDと教えを授け合う

&DUSD৬LSDと教えを授け合う
84 9\ƗOLSD 1ƗJƗUMXQDと教えを授け合う

� 1ƗJƗUMXQD 9\ƗOLSDと教えを授け合う �� 1ƗJƗUMXQD 9\ƗOLSDと教えを授け合う
弟子：.DUDULSD��.XFLSD��
　　　6DৄNDMD��1ƗJDERGKL

3 &DUSD৬LSD 9\ƗOLSDと教えを授け合う
弟子：.DNNX৬LSD

�� &DSDULSD
弟子：.KDঌJDSD

4 .DNNX৬LSD 師：&DUSD৬LSD
弟子：0ƯQDSD
　　（一説に /ǌ\LSD）

34 .XNNXULSD
弟子：0DLEKDGUƗ

5 0ƯQDSD 師：/ǌ\LSD��.DNNX৬LSD
弟子：+DOLSD��0ƗOLSD�7LEROLSD
子＝弟子：0DFKHQGUDSD

8 0ƯQDSD
（$FLQWD）

師：0DKHĞYDUD
弟子：*RUDNৢD��&DXUƗৄJƯ

� &DXUDৄJLSD 師：0DFKHQGUDSD
弟子：*RUDNৢD

�� &DXUƗৄJƯ 師：$FLQWD

7 *DXUDNৢD 師：0DFKHQGUDSD
弟子：.DUDULSD

9 *RUDNৢD 師：0DKHĞYDUD��$FLQWD

8 .DUDULSD
（9HUDJDQƗWKD）

師：*RUDNৢD
弟子：1ƗJRSD

9 1ƗJRSD 師：.DUDULSD
弟子：*ROHQQƗWKD

�� *ROHQQƗWKD 師：1ƗJRSD��*RUDNৢD
弟子：2ূNDUNƗWKD

�� 2ূNDUDQƗWKD 師：*ROHQQƗWKD
弟子：5ƗWLJXSWD

�� 5ƗWLJXSWD 師：OূNDUNƗWKD��5DWQDNƯUWL���
　-xƗQDJXSWD��'DĞDEƗODSLQJKD��

����$VLWDJKDQD

弟子：ĝƗQWLJXSWD

て法流が形成されており、そしてその法流は、最終的にターラナータの師で
あるブッダグプタの師、シャーンティグプタ（ĝƗQWLJXSWD）へと帰結するの
である。
　『七付法伝』の中で、最も紙幅を費やされているのはこのシャーンティグ
プタであり、彼はターラナータから見ると法脈上の祖父にあたる人物である。
本書の最終章にあたる第八章は、シャーンティグプタと彼の弟子、ガンビー
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口説と対照しながら、そこに相違があれば註釈を加えている。また『八十四
成就者伝』と『七付法伝』におけるシッダのリストを比較すると、『七付法伝』
にはアバヤダッタシュリーの時代からターラナータの時代をつなぐ聖者たち
が付加されており、七つの法流を形成しない聖者たちは排除されている。本
書で扱われている七つの法流は次の通りである。

�　大印（SK\DJ�UJ\D�FKHQ�SR）
�　チャンディカー（JWXP�PR）
3　羯摩印（ODV�N\L�SK\DJ�UJ\D）
4　光明（
RG�JVDO）
5　生起次第（EVN\HG�ULP）
�　言葉の法流（WVKLJ�JL�EUJ\XG�SD）
7　その他（WKRU�EX�VQD�WVKRJV）

　これら七つの法流のうち興味深いのは、第七のその他の法流である。こ
の法流にはミーナパ（0ƯQDSD）、ゴーラクシャ（*RUDNৢD）、チャウランギー
（&DXUDৄJƯ）といったハタヨーガの伝統で尊ばれているシッダ・ナータたち
が登場する。このように仏教とヒンドゥー教の間では、しばしば聖者の貸
借、あるいは共有がなされていたようである。ここでの例のように、仏教の
シッダのリストにゴーラクシャをはじめとするハタヨーガの著名なシッダや
ナータたちが登場するかと思えば、逆にヒンドゥー教のナータやラサシッダ
（UDVDVLGGKD）�� のリストにナーガールジュナが登場することがある ��。第七
章はまさにこうしたシンクレティックな法流を扱った章であるといえる。
　第七章の法流を形成する ��人のうち、下記の 8から ��まではアバヤダッ
タシュリーの時代からターラナータの時代をつなぐ聖者たちであるが、�か
ら 7までの聖者は『八十四成就者伝』にも登場している ��。つまりヒンドゥー
教の伝統で尊ばれているこれらの聖者たちを仏教のシッダのリストに組み入
れる例は、アバヤダッタシュリーの時代にまで遡ることができるのであるが、
『七付法伝』では『八十四成就者伝』には言及されていない師弟関係によっ
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タントラの伝統に即して言えばヴィディヤーダラのシッディを獲得している
か否かが、シッダのメルクマールとなると見なしている。
　「ナータ（QƗWKD）」は「救いを求める」を意味する動詞「QƗWK」の過去分詞
形を名詞化した用語であり、救護者、救世主を意味する。ゴーラクシャナー
タ（*RUDNৢDQƗWKD）をはじめとするハタヨーガの伝統における聖者の多くが
この「QƗWKD」を名称の一部としている。現代にも存在するヒンドゥー教のナー
ト（1ƗWK）8の伝統は十七世紀頃に組織された新しいものであるとの指摘が
あるが、その伝統の中でナートとして尊ばれている聖者たちへの信仰自体は
古く、碑文などにより ��世紀に溯り得ることが確認されている［0DOOLQVRQ�

���������］。��世紀後半頃のガウラナ（*DXUDD）は『九人のナータの行状記
（1DYDQƗ৬KDFDULWUD）』をテルグ語で著しているが、そこに登場するナータの多
くはそれ以前に成立したシッダたちのリストに現れる 9。つまりナータの伝
統はシッダの伝統の延長線上に存在しているといえる。なおターラナータは
『ブッダグプタ伝（%XGGKDJXSWD
L�UQDP�WKDU）』�� の中で、彼の師の事蹟を記す
中、師がある時点で「ブッダグプタ（Buddhagupta）」から「ブッダグプタナー
タ（%XGGKDJXSWDQƗWKD）」へとその名を改めたことを記している ��。このよう
に「ナータ（QƗWKD）」とは、なにがしかの伝統を継承した者に与えられる接
尾敬称を兼ねた名称の一部であったことが伺える。
　さて『七付法伝』に話を戻すと、本書はタントラの主要な法流におけるシッ
ダたち、59人 �� の行状を紹介したものである。これに先行する同様のシッ
ダたちの行状記としては、前述のアバヤダッタシュリーの『八十四成就者伝』
が有名である。『八十四成就者伝』のサンスクリット語のテキストは発見さ
れておらず、ムンドゥップ・シェーラップ（V0RQ�JUXE�VKHV�UDE）によるチベッ
ト語訳が存在するのみであるが、現存するシッダの伝記集成の中ではヒン
ドゥー教のものも含めて、先駆的なものと思われる。『八十四成就者伝』が個々
のシッダの行状のランダムな集成である一方、『七付法伝』はそのタイトル
が示しているように、法流が強く意識されており、基本的には師から弟子へ
の流れにしたがって聖者たちが配列されている。ターラナータは、個々のシッ
ダの行状を著す際に『八十四成就者伝』も参照しているようであるが、師の
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記録したのが本論で扱う『七付法伝の奇跡の宝の源のような物語（E.D
�EDEV�

EGXQ�OGDQ�J\L�EUJ\XG�SD
L�UQDP�WKDU�QJR�PWVKDU�UPDG�GX�E\XQJ�ED�ULQ�SR�FKH
L�NKX�

QJV�OWD�EX
L�JWDP）』（以下『七付法伝（E.D
�EDEV�EGXQ�OGDQ）』）（����年）5である。
　ここで、シッダとナータについて解説を加えておく必要があるだろう。シッ
ダもナータもタントラの伝統において聖者を指し示す用語として用いられて
いる。「シッダ（VLGGKD）」とは「完成する、獲得する」を意味する動詞「VLGK」
の過去分詞形を名詞化した用語であり、具体的には、修法（VƗGKDQD）を完
成し、特別な効験（VLGGKL）を得た者を意味する。インド文学の世界では、
ヴィディヤーダラ（YLG\ƗGKDUD）同様、神仙郷に住まう神仙的存在を指した
が、神仙郷への憧れとともにヴィディヤーダラがタントラ行者の理想像とさ
れるようになると �、シッダもまた効験を得た神仙的な聖者を意味するよう
になった。アバヤダッタシュリー（$EKD\DGDWWDĞUƯ����世紀）の『八十四成就
者伝（&DWXUDĞƯWLVLGGKDSUDYWW）』7において、その境地を獲得した者は「天空
へ去った者�（PNKD
�VS\RG�GX�JVKHJV�SD）」として表象されており、何かしら中
国における羽化登仙を髣髴させる。なおターラナータは『七付法伝』におい
てシッダを以下のように定義している。

UJ\D�JDU�QL�UJ\XG�QDV�JVXQJV�SD
L�
SKDJV�ODP�J\L�VD�WKRE�SD
L�\RQ�WDQ�PQJRQ�GX�

J\XU�SD
P��OXV�
MD
�OXV�VX�J\XU�SD�VRJV�WKXQ�PLQJ�JL�ULJ�
G]LQ�WVKDG�OGDQ�FLJ�WKRE�

QD�JUXE�WKRE�WX� 
G]LQ�J\L��J]KDQ�QL�ML� WVDP�E]DQJ�\DQJ�VJUX�SD�SR�]KHV�SD�ODV�

JUXE�WKRE�FHV�PL�]HU�UR��

インドでは、タントラに説かれた聖道の地を獲得した特性が明らかに現
れている、あるいは身体が虹の身体になった等のヴィディヤーダラに共
通の特質がなにか認められる場合、シッダであると理解されるのであり、
他の者はどんなによくともサーダカ（VƗGKDND）と呼ばれて、シッダと
は呼ばれないのである。

『七付法伝（E.D
�EDEV�EGXQ�OGDQ）』［/7:$�����］

つまりターラナータは、仏教教理に即して言えば聖道に入っているか否か、



蓮花寺佛教研究所紀要　第十三号

382(5)

タが記したこの女性修行者、ディーナカラー（'ƯQDNDUƗ）の生涯についての
記述を資料に、当時の女性タントラ行者像と、彼女をとりまく宗教的な環境
を探ってみたい。

１　ターラナータと『七付法伝』

　ターラナータ、またはチベット名でクンガニンポ（.XQ�GJD
�VQ\LQJ�SR）は、
チベット仏教ジョナン派の学僧であり、『吉祥なる正法宝が聖なる土地で流
布したあり方の由来を明示する如意（'DP�SD
L�FKRV�ULQ�SR�FKH� 
SKDJV�SD
L�\XO�

GX�ML�OWDU�GDU�ED
L�WVKXO�JVDO�EDU�VWRQ�SD�GJRV�
GRG�NXQ�
E\XQJ）』（����年）、通称『ター
ラナータ仏教史（U*\D�JDU�FKRV� 
E\XQJ）』の著者として知られている。『ター
ラナータ仏教史』は、釈尊の生きたアジャータシャトル王の時代（紀元前 5

世紀頃）からセーナ朝の時代（��世紀）に至るまでの仏教の歴史を、大乗
仏教の成立と展開、大乗の論師たちの事蹟に焦点を当ててまとめたものであ
る。一般に「仏教史」と呼ばれ、編年体で記されてはいるものの、そこに記
述されている「吉祥なる正法宝が聖なる土地で流布したあり方の由来」は、
伝承による年代記に基づいた伝説や聖者伝の集成であり、近代的な歴史概念
から隔たっていると言わなければならない。
　『ターラナータ仏教史』は、『プトン仏教史（%X�VWRQ�FKRV�
E\XQJ）』3『青史
（'HE�WKHU�VQJRQ�SR）』4など、それ以前に成立した同様の文献を参照している
が、そこに新たな情報が加わっている点に特徴がある。これらの情報は、ター
ラナータの師であったインド人のタントラ行者ブッダグプタ（Buddhgupta）
等からターラナータが直接、聞き及んだものであることが本文中から知られ
る。
　チベット人であるにもかかわらず、サンスクリット名で知られているこ
の学僧は、インド仏教の継承者であることを自負しており、その名の示す
ようにナータ（QƗWKD）の伝統の継承者ともいえる。彼はチベットを訪れた
ブッダグプタをはじめとするインド人のタントラ行者から教誡や灌頂を授か
り、それと同時にシッダ（VLGGKD）たちの伝統について聞き及んだ。これを
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から全く自由であったことを意味しない。仏教の八敬法（$৬৬KDJDUXGKDূূD）
を見る限り、教団内に於ける男女の立場が平等であったとは言い難く、比丘
尼僧伽は、男性が女性を監督するという社会的慣習に従って運営されていた。
この事情はジャイナ教においても変わらない。女性出家者にはしばしば男性
出家者よりも多くの規律が課せられていた。［山野 ����������］�
　『マヌ法典』に代表されるように、インドにはおそらく通時的に女性に宗
教的探求の能力を認めない立場が存在していた。しかしその一方で、二大叙
事詩には女性の宗教実践の事例が数多あり、女性の修行者たちも登場してい
る。このことから女性修行者の伝統は仏教、ジャイナ教に特有なものではな
く、ヒンドゥー教にも存在したと考えるのが自然であり、それがとくに奇異
な出来事として記述されていないのであれば、女性の宗教実践や女性修行者
はヒンドゥー社会にも広く認められていたと見てよいだろう。�

　二大叙事詩はあくまで物語上の記述であるというのであれば、歴史上に
知られる女性修行者の事例も存在する。時代は下るが ��世紀に生きたアッ
カ・マハーデーヴィー（$NND�0DKƗGHYƯ��F����������）は、ミーラーバーイー
（0ƯUƗEƗƯ��F����������）と並び、インドを代表する女性宗教詩人の一人であり、
ヴィーラ・シャイヴァの聖者の一人としても知られている。裸形と遍歴、詩
作、瞑想によって彩られる彼女の生涯は伝説的ではあるものの、比較的時代
の近いハリハラ（+DULKDUD����������）の『マハーデーヴィヤッカナ・ラガレー
（0DKƗGHYL\DNNDQD�5DJDOH）』をはじめとする伝記資料が存在している。彼女
の宗教詩「ヴァチャナ（9DFDQD）」は現存するもので ���にのぼり、これら
はカンナダ文学を代表する作品とされている。�

　以上、これまでの考察を踏まえ、今回は ��世紀インドに歴史的に存在し
た女性タントラ行者についての記述をとりあげる。資料として用いた『七
付法伝（E.D
�EDEV�EGXQ�OGDQ）』は、��世紀チベットの仏教学者ターラナー
タ（7ƗUDQƗWKD�����������）が記したインドのタントラ行者の伝記集成である。
この中でターラナータは彼の同時代に存在したインドの女性タントラ行者の
行状について伝えている。彼女は仏教徒であったが、仏教機構における比丘
尼ではなく、在俗のヨーガ行者、遍歴の修行者であった。今回は、ターラナー
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に該当する。仏教教団はこれら出家者の集団を吸収する形で発展し、出家者
の共同体の組織、僧伽（VDৄJD）を形成した。仏教の僧伽における出家者た
ちの生活様式は、しかしながら、上述の四つの類型のうち、学生、林住、遊
行の三つの要素が混在したものともいえるため、ここでは出家者の定義を狭
義と広義の二つにとり、狭義の出家者を前述のものとし、広義の出家者を三
つの類型を含む「家を離れ、性的禁欲を守り、修行生活に従事する者たち」
とした。［山野 �����������］
　仏教教団ではその最初期、つまり釈尊在世時に、男性出家者の僧伽ばかり
でなく、女性出家者の僧伽が成立したと考えられている。釈尊の時代から紀
元前三世紀頃までに成立したとされる『長老尼偈』の記述からは、男性出家
者たちと何ら異なることなく、彼女たちが露地で瞑想を行い、日々の糧を他
者にたよりながら遊行をしていたことが確認できる。当時は仏教徒以外にも、
露地で寝起きし、遊行生活を送っていた女性たちが出現していたようであり、
女性出家者の伝統が、男性出家者同様、バラモン教の内外で発展した新たな
宗教傾向の中で形成されたことが伺える。比丘の僧伽と同様、比丘尼の僧伽
は、出身階級も経済状況も全く異なる背景を持った者たちで構成されており、
しばしば想定されるように、寡婦や困窮者の割合が多い訳ではなかった。出
家者の集団は、社会的弱者のシェルターとして機能する可能性がなかった訳
ではないが、当時、そうした機能を社会から期待されていたとは考えにくく、
少なくとも仏教教団の側ではそうした機能を自認することはなかった。［山
野 �����������］�
　当時の社会通念の中には、宗教的・哲学的探求の能力を女性に認めない立
場も根強くあったように見えるが、『長老尼偈』に描かれる女性出家者たち
は、男性に説法をし、悪魔と対論し、神々から礼拝される。真理の探究にお
いては、性差や出自は問題にはならず、女性も男性と同様に真理を体得し、
解脱をすることができるとする当時の新たな宗教観を彼女たちは体現してい
た。しかしながら『長老尼偈』の女性出家者たちが語っているのは、脱俗的
な立場にたてば、社会の通念や規制から自由になり得るという精神的境地で
あって、実際に女性出家者を取り巻く環境において、彼女たちが社会の規制
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いが、当事者たちが想定している出家の意義とはやはりズレがあるように思
えてしまう。こうした研究の記述にいつも何かしら居心地の悪さを感じるの
は、おそらく私自身が日本の仏教機構の中で尼僧としての資格を有しており、
少しばかり当事者的な立位置に身を置いているからかもしれない。
　この研究は、インド社会の中に歴史的に登場した女性出家者の伝統を社会
的、文化的コンテキストに留意しながら、個々の事例に即して理解すること
を目指している。これによって現代へと繋がる、あるいは繋がらない、イン
ドの出家の伝統を理解し、そこからかえって現代における女性の出家の意義
を理解する一助としたいと考えている。出家者たちが背景としている宗教的
な前提、たとえば出家者自身が属している宗教的伝統や、彼らがそれによっ
て到達したいと望むところの宗教的な理想、そこに到達するための方法や生
活規範等々についての理解を深めながら、当事者とそれをとりまく社会が与
えている出家の意義を視野に入れることが、こうした研究により深い他者理
解への視点を開いていくのではないかと考えるからである。
　筆者の目下の関心は、現在サードゥヴィー（VƗGKYƯ）と呼ばれているヒン
ドゥー教の女性苦行者の伝統がどのように形成されたのかということにある
が、この一連の研究では、まずインドの宗教的伝統における出家とは何かを
理解することからはじめた。家や部族内での義務を放棄し、哲学的・宗教的
探求に従事するパリヴラージャカ（SDULYUƗMDND）、サンニヤーシン（VDূQ\ƗVLQ）、
ビクシュ（EKLNৢX）等と呼ばれる男性出家者たちが出現したのは、紀元前五
世紀頃、都市国家の成立を背景に、都市生活者たちの新たな哲学的、宗教的
希求が高まった時代であったとされる。そこでは個人の解脱、真理の覚知を
目標に据えた宗教土壌が形成され、バラモン教の内外で出家者の集団が現れ
た。これら出家者たちは「家や部族内での義務を放棄し、放浪しながら真理
を探究し、生産や食料の採取を行わず、生活の基盤は主に乞食により、剃髪
あるいは結髪などのヘアスタイルによって特徴づけられ、最小限の所有を示
すぼろ着あるいは裸形による者たち」とその外面的特徴を表すことができる。
これはバラモン教でいう、学生（EUDKPDFƗULQ）、�家住者（JKDVWKD）、林住者
（YƗQDSUDVWKD）、遊行者（VDূQ\ƗVLQ）という四つの類型のうち、第四の遊行者
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はじめに　

　現代のインドには様々な伝統に属する女性修行者たちがいる。古くから女
性出家者の伝統があるジャイナ教の尼僧、シヴァ教の伝統に属する女性苦行
者、あるいはバラモン教の伝統に属する女性バラモン学生など、一言に女性
修行者といっても彼女たちは多様な伝統の背景を持っている。
　現代インドの女性修行者については一定量の研究があり、それらの多くは
彼女たちに取材したフィールドワークに基づき、主にインド社会における
ジェンダーの問題に焦点があてられている。これらの研究において、あると
きには家父長制社会における弱者、あるときには女性の解放を担う社会改革
者として描かれる現代インドの女性修行者像には、しかしながら、西欧世界
における価値観が過剰に投影されており、こうした研究の視点はしばしばポ
ストコロニアリズムにおいて批判の的となるところである。また、宗教研究
に従事している者から見ると、これらの研究はあらゆる事象を社会的外因に
還元しすぎるきらいがあるのも事実であろう。
　インド社会における女性の出家を考察する上で、社会的なコンテキストを
読み解くことは重要である。「出家」とは第一義的には家からの、社会から
の離脱であるのであれば、「出家」の意義はその背景となる社会が異なれば
当然異なってくる。そのため、そこにそれぞれの社会特有の出家の意義があ
ろうことは首肯ける。しかしながら、その特有の意義とは、これらの研究に
おいてはしばしば研究者たちが見出したい意義なのであって、そうした部外
者が与える意義を当事者たちが受容し再生産していくことがないわけではな

ヨーギニー・ディーナカラー
─ 16世紀インドの女性タントラ行者の肖像─
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